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 本報告書は、原子力規制委員会原子力規制庁から

の委託調査として、公益財団法人原子力環境整備促

進・資金管理センターが実施した「平成 27 年度原子

力発電施設等安全技術対策委託費（安全規制及び安

全基準に係る内外の動向調査）事業」の成果を取り

まとめたものです。 



 
 

はじめに 
 

我が国における放射性廃棄物処分に係る安全規制制度の整備に際しては、諸外国におけ

る放射性廃棄物処分に関する安全規制の動向、安全指針及び基準等の整備、検討状況等を

把握、整理し、それらを参考にすることが肝要である。とりわけ、廃棄物中に長半減期の

放射性核種が含まれる廃棄物の処分においては、処分後長期の安全確保が必要となること

から、そのような長期を対象とした各種の安全評価手法、管理及び処分のあり方等につい

て諸外国における検討状況を把握し、それらとの整合を図りつつ、国際的な動向を踏まえ

た検討を進めていくことが重要である。 

本事業は、上述のような状況を踏まえ、我が国の放射性廃棄物処分に係る安全規制体系

の整備に資することを目的とし、安全規制の枠組み及び安全評価手法、廃棄物の管理と処

分のあり方等について、諸外国における動向を調査・整理するものである。 

 

本調査では、以下の国、国際機関等を調査対象とし、平成２６年度及び平成２７年度の

情報を中心に調査し、長半減期核種を含む放射性廃棄物の処分等に関する最新知見等を整

理した。 

 

【対象国】 

スウェーデン、フィンランド、米国、フランス、スイス、カナダ、英国、ドイツ、 

スペイン、ベルギー、中国、韓国 

 

【国際機関等】 

・経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA） 

・国際原子力機関（IAEA） 

・国際放射線防護委員会（ICRP） 

・欧州連合（EU） 
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第1章 諸外国における放射性廃棄物処分の動向 
 

 本章は、主に本調査実施期間中における調査対象国での放射性廃棄物処分に関連する最

新動向について、安全規制関連情報だけでなく、放射性廃棄物処分場計画の動向、法制度

等の改廃・策定状況、サイト選定の進捗動向を含め取りまとめたものである。 
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1.1 スウェーデンにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

 平成 27 年度にはスウェーデンにおいて原子力発電の動向に動きが見られた。バッテンフ

ァル社は 2015 年 9 月に、リングハルス発電所の 2 基の PWR（1 号機と 2 号機）の商業運

転を 2020 年までに終了することを公表した1)。また OKG 社も 2015 年 10 月に、オスカー

シャム原子力発電所の 2 基の BWR（1 号機及び 2 号機）の商業運転を早急に終了すること

を公表した2)。うち、オスカーシャム 2 号機は出力増強に向けて改修中であったが、営業運

転を再開せずに閉鎖された。2015 年末時点で運転中の原子炉は 9 基である。 

 いずれの原子力発電事業者の決定も、スウェーデン国内の電力需要の長期低迷見通しに

基づく商業的な見地からの決定であり、以前に閉鎖されたバーセベック原子力発電所のよ

うに原子力発電からの撤退政策に基づく政治理由ではない。これら 4 基を除く計 6 基の原

子炉は 60 年間の運転継続する予定である。 

 上述の原子炉運転計画の変更にともなって、原子力廃棄物の管理・処分を行うスウェー

デン核燃料・廃棄物管理会社（SKB 社）の活動に対しても影響が及ぶことになる。最終処

分する使用済燃料の総量が減少するほか、原子炉の廃止措置廃棄物の発生時期が早まるこ

とになる。SKB 社の廃棄物管理計画に生じる影響は、同社が今後 2016 年 9 月に取りまと

める「研究開発実証プログラム 2016」で報告する予定であり、検討作業が進められている。 

 SKB 社の『研究開発実証プログラム 2013』3)では、原子力活動から発生する放射性廃棄

物（極低レベル放射性廃棄物を除く）を３つの処分場で処分する計画である。 

 

1.1.1 使用済燃料処分場に関する動向 

 SKB 社は、2011 年 3 月にフォルスマルクに使用済燃料処分場を立地・建設する許可申請

を行っている。環境法典に基づく申請書は土地・環境裁判所に、原子力活動法に基づく申

請書が放射線安全機関（SSM）に提出されている。二つの法律に基づく審査プロセスが並

行して進められている。SSM は、ウェブサイト掲載記事（スウェーデン語）の形で 2015

年の 6 月 3)と 11 月4)の二回にわたって使用済燃料処分場の立地・建設許可申請書の安全審

査の進捗状況を公表している。SSM はブログ記事において取りまとめ作業途上の意見書の

断片（記事に関連するページを切り取ったもの、スウェーデン語）を掲載した上で、SKB

社の申請書に対して、慎重ながら肯定的な見方をしているとの考えが表明されている。今

後の安全審査のスケジュールについて SSM は、2016 年春に SKB 社の立地・建設許可申請

の全体に対する意見を土地・環境裁判所に提出し、2017 年に包括的な最終審査結果を政府
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に提出するとしている5)。 

 

 

図 1.1-1 スウェーデンの放射性廃棄物管理システム 

〔出典：SKB TR-13-18 RD&D2013 Figure 2-1〕 
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1.1.2 短寿命廃棄物処分場（SFR）に関する動向 

 SFR は 1988 年から操業しており、主として原子炉の運転に伴って発生する廃樹脂、雑固

体等の低中レベル放射性廃棄物の処分が実施されている。SFR は、バルト海の浅い海岸部

（水深は約 5m）の約 60m 以深の岩盤内に設置されており、1 つのサイロと 4 つの処分坑

道で構成されている。SFR を操業する SKB 社は、2014 年 12 月に SFR の拡張に関して、

環境法典に基づく申請書を土地・環境裁判所に、原子力活動法に基づく申請書を放射線安

全機関（SSM）に提出している。SKB 社は、原子力発電所の運転期間の延長への対応のほ

か、原子力発電所の廃止措置が今後本格的に開始されることを踏まえ、既存部分との合計

で約 171,000m3の処分容量を確保する計画である。 

 今回の拡張では地下約 120m に 6 つの処分ボールト（計 108,000m3．図 1.1-1 の青色部

分）を増設する。新規に建設する部分は、主として廃止措置廃棄物の処分用区画であるが、

運転廃棄物の一部も処分する。また、SFR の既存部分でも廃止措置廃棄物の一部を処分す

る。また、BWR の炉心を収める圧力容器（RPV）計 9 基分を処分区画に運搬できるように、

大断面のアクセス坑道を新たに建設する計画である。SKB 社は、SFR の拡張部分の建設を

2017 年から開始し、2023 年から廃棄物の受け入れを実施する計画である。 

 SFR 拡張申請の審査に関して、土地・環境裁判所の審理予定表では、最終的な申請書の

縦覧が 2017 年、主審理が 2019 年に行われると想定されている。原子力活動法に基づく安

全審査を行う SSM は安全審査予定を公表していないが、土地・環境裁判所の審理スケジュ

ールと整合するように申請書に対する補足要求や安全審査作業を行っていくと考えられる

ため、SSM が政府に審査意見書を提出するのは 2019 年頃になると見込まれる。 

 

1.1.3 長寿命廃棄物処分場（SFL）に関する動向 

 SFL は将来施設であり、SKB 社の研究開発実証プログラム 2013（2013 年 9 月）での計

画では、処分場の建設許可申請が 2030 年頃、操業開始が 2045 年頃と設定されている。SKB

社は 2013 年 12 月に『SFL 概念研究』6)と呼ばれる報告書を取りまとめており、SFL の概

念について、コンクリートを主要な遅延バリアとする処分区画と、ベントナイトを主要な

遅延バリアとする処分区画の２つで構成する方針としている。SFL の処分深度は、これら

の遅延バリアが将来の到来時に凍結によって損なわれないように、永久凍土が到達しない

スウェーデンの結晶質岩の深度 300～500m に設置する必要があるとしている。 

 SKB 社は上記の SFL 概念の実現見通しは、2018 年に取りまとめ予定の閉鎖後安全評価
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によって明らかにできるとしており、現在は SFL の閉鎖後安全評価の作業を進めていると

ころである。 
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1.2 フィンランドにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

 フィンランドでは、使用済燃料、及び操業中の原子力発電所から発生する低中レベル放

射性廃棄物を対象とした処分計画・事業等が進められている。 

 

1.2.1 使用済燃料処分に関する動向 

 使用済燃料に関しては、2000 年の政府原則決定と 2001 年の国会による承認により、エ

ウラヨキ自治体のオルキルオトに使用済燃料を処分する計画となっている。使用済燃料の

処分実施主体であるポシヴァ社は、2012 年 12 月に政府に使用済燃料地層処分場の建設許

可申請を行った。安全規制機関である放射線・原子力安全センター（STUK）は 2015 年 2

月に、建設許可申請について、キャニスタ封入施設及び地層処分場を安全に建設すること

ができるとする審査意見書を雇用経済省に提出している。フィンランド政府は 2015 年 11

月 12 日にポシヴァ社に対して処分場の建設許可を発給した1)。建設許可の発給文書では、

計画されている処分場において最大 6,500 トン（ウラン換算）の使用済燃料を処分するこ

とを認めている。なお、ポシヴァ社が 2012 年 12 月末に提出した建設許可申請書では、オ

ーナー会社のテオリスーデン・ヴォイマ社（TVO 社）とフォルツム・パワー・アンド・ヒ

ート社（FPH 社）が運転している 4 基の原子炉、及び TVO 社が建設中のオルキルオト 3

号機と計画段階のオルキルオト 4 号機を含む、合計 6 基の原子炉から発生する最大で 9,000

トン（ウラン換算）の使用済燃料を処分する計画としていた。しかし、TVO 社は 2015 年 6

月にオルキルオト 4 号機の建設許可申請を断念したため、政府が許可した最大の処分量は 4

号機からの発生が見込まれていた分（2,500 トン）少なくなっている。 

 

1.2.2 低中レベル放射性廃棄物処分に係る動向 

 オルキルオトとロヴィーサの原子力発電所のそれぞれ近接に立地している運転廃棄物処

分場（VLJ 処分場）については、オルキルオト VLJ 処分場は 1992 年より、ロヴィーサ VLJ

処分場は 1998 年より操業している。ロヴィーサ原子力発電所では、イオン交換樹脂や濃縮

廃液タンク下部に溜まったスラッジ等の液体廃棄物についてセメント固化処理して処分す

る技術について開発をしてきたが、STUK は 2016 年 2 月 15 日に固化施設について全面的

な操業について許可を与えた。今後ロヴィーサ原子力発電所では液体廃棄物の固化処理を

開始する予定となっている。2) 
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1.2.3 研究炉の廃止措置に係る動向 

フィンランド技術研究センター（VTT）は 1962 年より研究炉 FiR1 を操業していたが、

2012 年に研究炉を閉鎖することを決定している。VTT は 2014 年 10 月に研究炉の廃止措

置に関する環境影響評価報告書を雇用経済省に提出し、それに対して雇用経済省は 2015 年

2 月に意見書を公表した。現在の計画では VTT は研究炉の廃止措置の申請を 2016 年に申

請する予定となっている。なお、研究炉は 2015 年 6 月 30 日に運転を終了している。3) 

 

1.2.4 原子力法・原子力令の改正及び新規則の策定 

 放射線・原子力安全センター（STUK）は、2015 年 5 月 22 日付のプレスリリースにお

いて、同日付けで原子力法及び放射線法の改正が大統領により承認されたことを公表した。

今回の原子力法改正は、一部を除き 2015 年 7 月 1 日に発効し、残りは 2016 年 1 月 1 日に

発効した。 

今回の法改正は 2012 年に国際原子力機関（IAEA）によって実施されたピアレビュー（総

合的規制評価サービス、IRRS（Integrated Regulatory Review Service））に対応するもの

であり、IRRS による STUK の独立性強化に関する勧告を受け、STUK に対して、原子力

安全に関して法的拘束力を有する技術的な安全要件を定める権限が付与された。フィンラ

ンドの原子力安全に関する規制体系は一般安全規則と詳細安全規則で構成されるが、従来

は一般安全規則を政府（雇用経済省）が政令として定め、一般安全規則の規定を満たすた

めの指針として STUK が詳細安全規則を策定していた。法改正後は、一般安全規則と詳細

安全規則の両方を STUK が策定することになる。今回改正された原子力法では、STUK が

安全要件として定めるべき 27 の技術的項目が規定された。STUK は 2015 年 12 月に 27 の

技術的項目を含む新しい 5 つの規則を発行し、2016 年 1 月 1 日付でこれら新規則は施行さ

れている。4) 

 また、今回の原子力法の改正では、原子力施設の許可発給プロセスにおける STUK の意

見が重視されるようになった。従来は、重要な原子力施設の許可手続きにおいて、STUK

の意見書が必要とされているのみであったが、今後は STUK が意見書で提示する許可条件

を政府が考慮しなければならないことが明確化された。 

 また、原子力令についても 2015年 12月に一部が改正され、2016年より施行されている。

従来政令で定められていた放射線被ばくに関する基準は、2016 年より原子力令において定

められている。 
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1.2.5 フェノヴォイマ社による新規原子炉建設をめぐる動き 

 フェノヴォイマ社は、フィンランド中西部のピュハヨキにおいてハンヒキビ 1 号機の建

設プロジェクトを進めている。2010 年に政府は日本またはフランス製の新規原子炉建設計

画に対して原則決定を行っていたが、当初事業計画に出資していたドイツのエネルギー会

社 E. ON が撤退することとなったため、フェノヴォイマ社はロシア製の原子炉に計画を変

更することとなり、ロスアトム社の子会社に E. ON 分の株式を譲渡することになった。ロ

シア製の原子炉に変更することにより、フェノヴォイマ社は計画変更の原則決定について

政府に申請していたが、政府は 2014 年の原則決定において、付帯条件としてプロジェクト

への出資構成として、欧州連合（EU）または欧州自由貿易連合（EFTA）圏内に登録され

ているか、本拠地を置いている企業が 60％以上出資していることを要求していた。 

 フェノヴォイマ社は原則決定の期限となる 2015 年 6 月 30 日に、新規原子炉の建設許可

申請書を政府に提出したが、株主構成に関する資料については不明な点があるとして調査

が行われていた。2015 年 8 月にフォルツム社がフェノヴォイマ社の新規原子炉計画に出資

することとなり、建設許可の審査が継続されることとなった。5) 

 なお、フェノヴォイマ社は、2016 年 6 月末までに、オルキルオトでの使用済燃料処分場

の建設を計画しているテオリスーデン・ヴォイマ社（TVO 社）、フォルツム・パワー・アン

ド・ヒート社（FPH 社）と協力協定を締結するか、独自の使用済燃料最終処分場の建設に

向けた環境影響評価（EIA）計画書を雇用経済省に提出することにより、使用済燃料処分に

関する計画を策定することが要求されている。 
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1.2 の参考文献（フィンランド）

 
1) フィンランド政府 2015 年 11 月 12 日プレスリリース、 

http://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/posivalle-kaytetyn-ydinpolttoaine
en-loppusijoituslaitoksen-rakentamislupa 

2) フォルツム社 2016 年 2 月 17 日プレスリリース、 
http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/Solidification-plant-for-Fortums-Loviisa
-power-plant%E2%80%99s-liquid-radioactive-waste-starts-operation.aspx 

3) VTT ウェブサイト、

http://www.vttresearch.com/media/news/the-glow-of-finlands-first-nuclear-reactor-fa
ded-out 

4) STUK2016 年 1 月 7 日プレスリリース、 
http://www.stuk.fi/web/en/-/stuk-regulations-replace-government-decrees 

5) 雇用経済省 2015 年 8 月 5 日プレスリリース、 
https://www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy?89521_m=118506 
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1.3 米国における放射性廃棄物処分の最新動向 

 米国では、高レベル放射性廃棄物、TRU 廃棄物、低レベル放射性廃棄物、クラス C を超

える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）を処分対象とした処分計画・事業等が進めら

れている。 

 

1.3.1 高レベル放射性廃棄物処分の現状 

 高レベル放射性廃棄物に関しては、法律によってネバダ州のユッカマウンテンが処分場

として決定しているが、現政権が 2009 年に、ユッカマウンテンは実行可能なオプションで

はないとし、ユッカマウンテン計画を中止して代替案を検討するとの方針を示した以降、

有効な対策が行われない事態になっている。 

 しかし、原子力規制委員会（NRC）は、連邦控訴裁判所による 2013 年 8 月 13 日付けの

職務執行令状による命令によって、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請

書の審査を再開しており、2015 年 1 月 29 日までに、安全審査の結果をまとめた 5 分冊か

らなる安全性評価報告（SER）を取りまとめている。安全性評価報告（SER）の構成は、

表 1.3-1 のとおりである。また、NRC は、処分場から放出される物質が地下水に到達する

可能性及びその影響などを評価した補足環境影響評価書（SEIS）の策定をエネルギー省

（DOE）に要求していたが、DOE が自らは策定を行わないとしたことを受け、NRC は、

2015 年 8 月 13 日にドラフト補足環境影響評価書（DSEIS）を公表した。2015 年 8 月 21

日から 2015 年 10 月 20 日まで DSEIS に関するパブリックコメントの募集、2015 年 9 月 3

日から 2015 年 11 月 12 日までのコメントミーティングが実施され1)、最終補足環境影響評

価書（FSEIS）の検討が行われることとなっている。 

 

 

表 1.3-1 ユッカマウンテン処分場に係る安全性評価報告（SER）の構成 

 

分冊番号 分冊名 公表日 
第 1 分冊 一般情報 2010 年 8 月 23 日 
第 2 分冊 閉鎖前の処分場の安全性 2015 年 1 月 29 日 
第 3 分冊 閉鎖後の処分場の安全性 2014 年 10 月 16 日 
第 4 分冊 管理上及びプログラム上の要求事項 2014 年 12 月 18 日 
第 5 分冊 許認可仕様 2015 年 1 月 29 日 
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 また、ユッカマウンテン計画の代替案の検討については、2012 年 1 月 26 日に、エネル

ギー長官が設置した「米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会」（以下、「ブルー

リボン委員会」という。）が最終報告書をエネルギー長官に提出し、これを受けて DOE が

2013年 1月 11日に、「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」（以下、「DOE

戦略」という。）を公表した。DOE 戦略においては、段階的で、適応性があり、同意に基

づくアプローチが示されており、以下のスケジュールで中間貯蔵施設及び地層処分場の建

設を行うことが示されている。 

・2021 年までに、パイロット規模の中間貯蔵施設の立地、設計と許認可、建設と操業

の開始。 

・2025 年までに、より大規模な使用済燃料の中間貯蔵施設が使用可能となるように、

サイト選定と許認可を実施。 

・2048 年までに、地層処分場の操業を開始できるよう、処分場のサイト選定とサイト

特性調査を進める。地層処分場のサイト選定は 2026 年までに、サイト特性調査、処

分場の設計及び許認可を 2042 年までに実施する。 

 DOE 戦略を実施するに当たっては、法律の制定等が必要となることから、連邦議会は、

高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の処分のための管理組織、サイト選定、中間貯蔵施

設及び処分場の同意に基づくサイト選定プロセス、資金確保などを定めた「2015 年放射性

廃棄物管理法」の法案を 2015 年 3 月 24 日に連邦議会上院へ提出したが、実質的な審議は

行われていない。 

 

1.3.2 TRU 廃棄物処分の現状 

 TRU 廃棄物に関しては、連邦政府の研究所、サイトで発生する軍事起源の放射性廃棄物

を対象として、廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）で処分が実施されているが、2013

年2月5日に発生した火災事故及び2014年2月14日の放射線事象の対応が行われており、

現在、2014 年 9 月 30 日付けの「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）復旧計画」に基

づいた DOE による復旧作業が実施されているが、当初の 2016 年第 1 四半期（3 月）まで

の操業再開が困難であるとして、操業再開スケジュール等の見直しが行われている。WIPP

で義務付けられている 5 年毎の適合性再認定（許認可に相当）については、2014 年 3 月 26

日に DOE が環境保護庁（EPA）に 3 回目の適合性再認定申請書を提出しており、適合性再

認定申請書の審査を EPA が実施している。 
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1.3.3 低レベル放射性廃棄物、GTCC 廃棄物の処分の現状 

 低レベル放射性廃棄物に関しては、1985 年低レベル放射性廃棄物政策修正法に基づいて、

各州は、州自身で、または他州と協力することで、低レベル放射性廃棄物の処分に備える

責任を果たさなければならないと規定されており、州または州の共同体（コンパクト）が

処分場の設置を進めている。ただし、現状では、ワシントン州のリッチランド処分場、サ

ウスカロライナ州のバーンウェル処分場、テキサス州の WCS テキサス処分場、ユタ州のク

ライブ処分場の 4 箇所で立地しているのみである。また、1985 年低レベル放射性廃棄物政

策修正法においては、クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）の処分の

責任は DOE が負うこととされており、現在、環境影響評価の枠組みで処分概念の検討が進

められている。環境影響評価書の検討状況としては、ドラフト環境影響評価書（DEIS）2)

が 2011 年 2 月 25 日に公表されており、その中で、以下の 4 つがオプションとして示され

ている。 

① 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）での処分（図 1.3-1 参照） 

② ハンフォード・サイト、アイダホ国立研究所、ロスアラモス国立研究所、ネバダ

テストサイト、WIPP 近傍やその他商業サイトにおける、新たな中深度ボーリング

孔での処分（図 1.3-2 参照） 

③ 上記②で示したサイトにサバンナリバー・サイトを加えたサイトにおける、新た

な強化型浅地中処分施設で処分（図 1.3-3 参照） 

④ 上記③で示したサイトにおける、新たなボールト処分施設で処分（地表面下約 5m

のボールトに処分）（図 1.3-4 参照） 

 

 クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）の処分に関する最終環境影響

評価書（FEIS）の検討状況としては、主要案件のスケジュールにおいて公表時期が 2016

年 2 月となっていたが（図 1.3-5 参照）3)、2016 年 2 月 24 日に最終環境影響評価書（FEIS）

4)が公表され、推奨される処分代替案は廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）での地層

処分、または、一般的な民間施設での地中処分（land disposal）との検討結果が示されて

いる。なお、具体的な処分概念及び処分サイトは、今後、最終的な決定が行われることと

なっている。また、低レベル放射性廃棄物の処分場の操業者であるテキサス州の WCS（ウ

ェースト・コントロール・スペシャリスト）社では、GTCC 廃棄物の処分を検討しており、

NRC、テキサス州当局が許認可権限・方法を検討している段階にある。 
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図 1.3-1 GTCC 廃棄物の処分オプション（WIPP での処分）2) 
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図 1.3-2 GTCC 廃棄物の処分オプション（中深度ボーリング孔での処分）2) 
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図 1.3-3 GTCC 廃棄物の処分オプション（強化型浅地中処分施設での処分）2) 

 

 

 

図 1.3-4 GTCC 廃棄物の処分オプション（ボールト処分施設での処分）2) 
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図 1.3-5 クラス Cを超える低レベル放射性廃棄物（GTCC廃棄物）の最終環境影響評価

書（FEIS）の検討スケジュール 4) 
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1.3 の参考文献（米国） 

 
1) http://www.nrc.gov/waste/hlw-disposal/key-documents.html 
2) DOE, “Draft Environmental Impact Statement for the Disposal of 

Greater-Than-Class C (GTCC) Low-Level Radioactive Waste and GTCC-Like Waste”, 
DOE/EIS-0375-D, February 2011 

3) DOE, “Schedules of Key Environmental Impact Statements (January 2016)”, 
January 15, 2016 
http://energy.gov/nepa/downloads/schedules-key-environmental-impact-statements-0 
http://energy.gov/sites/prod/files/2016/01/f28/Schedules%20of%20Key%20Environme
ntal%20Impact%20Statements%20%28January%202016%29.pdf 

4) DOE, “Final Environmental Impact Statement for the Disposal of 
Greater-Than-Class C (GTCC) Low-Level Radioactive Waste and GTCC-Like Waste”, 
DOE/EIS-0375, January 2016 
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1.4 フランスにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

以下では放射性廃棄物全体に関わる最新動向を述べた後、放射性廃棄物の区分に応じて

その処分に関する最新動向を記載する。 

種々の放射性廃棄物は、「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」（PNGMDR）1)に

おいて、放射能レベルと半減期に応じて表 1.4-1 のように区分されている。この区分にお

いて、半減期が 31 年未満の放射性核種を多く含有する廃棄物は「短寿命–VC」、半減期が

31 年を超える放射性核種を多く含有する廃棄物は「長寿命–VL」と区別されている。これ

らの分類は PNGMDR を制定するデクレ2)において規定されているが、単独の分類基準は存

在しないことが併記されている。このため、現実的には、廃棄物を分類に応じて評価する

ためには、廃棄物に存在する様々な放射性核種の個々の放射能を調査することが必要とな

る。 

表 1.4-1 放射性廃棄物区分における各カテゴリの概要 1) 

カテゴリ 特徴 

高レベル放射

性廃棄物 
高レベル放射性（HA）廃棄物は、主として処理後の使用済燃料から生み出されるガラス

固化廃棄体となる。これらの廃棄体には、廃棄物全体に含まれる放射能（すなわち、核分

裂生成物またはマイナーアクチニド）の大半が集中している。これらの廃棄物の放射能レ

ベルは、1g 当たりおよそ数十億 Bq である。 
長寿命中レベ

ル放射性廃棄

物 

長寿命中レベル放射性（MAVL）廃棄物は、同様に、主として処理後の使用済燃料及び燃

料処理工場の運転・保全活動によって発生する。すなわち、構造廃棄物、核燃料被覆管を

構成し、セメント固化または圧縮減容された廃棄体にコンディショニングされたハル・エ

ンドピース、雑固体廃棄物（使用済みの道具類、設備など）及びアスファルト固化された

スラッジなど廃液処理によって生じる廃棄物である。これらの廃棄物の放射能レベルは、

1g 当たりおよそ 100 万～10 億 Bq である。 
長寿命低レベ

ル放射性廃棄

物 

長寿命低レベル放射性（FAVL）廃棄物は、主として黒鉛廃棄物とラジウム含有廃棄物で

ある。黒鉛廃棄物は、主に天然ウラン黒鉛ガス（UNGG）型原子炉の解体によって発生

する。黒鉛は、C-14（半減期 5,700 年）といった長寿命放射性核種を含有する、これら

の原子炉で発生する。黒鉛の放射能レベルは、1g 当たりおよそ数十万 Bq である。ラジウ

ム含有廃棄物は、その大半は（レアアースを含有する鉱物処理などの）非原子力発電産業

の活動によって生じるが、1g 当たりおよそ数十～数千 Bq の放射能を有している。この

FA-VL カテゴリには、一部の旧アスファルト固化廃棄体、マルヴェシに立地するコミュ

レックス社の工場で発生するウラン転換処理の残渣などといった他のタイプの廃棄物が

含まれる。 
短寿命低中レ

ベル放射性廃

棄物 

短寿命低中レベル放射性（FMA-VC）廃棄物は、主に原子力発電所や燃料サイクル施設、

研究所の運転・保全・解体によって発生し、わずかではあるが医療研究活動からも発生す

る。これらの廃棄物の放射能レベルは、1g 当たりおよそ数百～100 万 Bq である。このカ

テゴリの廃棄物のほとんどは 1994 年まではラ・マンシュ処分場、1992 年以降はオーブ

処分場の地表施設で処分されている。 
極低レベル放

射性廃棄物 
極低レベル放射性（TFA）廃棄物は、大半は主に原子力発電所や燃料サイクル施設、研究

所の運転・保全・解体によって生じる。これらの廃棄物の放射能レベルは、一般的には

1g あたり 100Bq 未満である。このカテゴリの廃棄物はモルヴィリエ処分場で処分されて

いる。 
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1.4.1 放射性廃棄物処分全体に関する動向 

放射性廃棄物処分全体に関する動向として、最新の国家放射性廃棄物インベントリレポ

ートの公表が挙げられる。 

 

(1) 国家放射性廃棄物インベントリレポート 2015 年版 

放射性廃棄物処分実施主体である放射性廃棄物管理機関（ANDRA）は、2015 年 7 月 1

日に、国家放射性廃棄物インベントリレポートの 2015 年版を公表した3)。このインベント

リレポートの取りまとめは、2006 年の放射性廃棄物等管理計画法 3) の規定に基づくもので

ある。同法の規定に従い、ANDRA は 3 年毎にインベントリレポートを改訂しており、前

回のレポート改訂は 2012 年に行われていた 。今回の国家放射性廃棄物インベントリレポー

トは、次の 3 つのレポートで構成されている。 

 

・総論レポート4)5) 

・廃棄物分類別インベントリ6)（廃棄物の特性分類別のインベントリ情報を整理） 

・地域別インベントリ7)（地域別のインベントリ情報を整理） 

 

2013年末時点でフランス国内に存在する放射性廃棄物の総量は約146万m3であり、2010

年末時点のインベントリを整理した 3 年前のレポートから 14 万 m3増加している。図 1.4-1

に廃棄物の量と放射能レベルの分布を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-1 2013 年末時点の廃棄物の量と放射能レベルの分布 5) 

 

HA 高レベル放射性廃棄物 

 
MA-VL 長寿命中レベル放射性廃棄物 

 

放射能レベル 

 

廃棄物の量

 

FA-VL 長寿命低レベル放射性廃棄物 

 
FMA-VC 短寿命低・中レベル放射性廃棄物 

 
TFA 超低レベル放射性廃棄物 
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1.4.2 高レベル放射性廃棄物及び中レベル長寿命放射性廃棄物の地層処分 

(1) 地層処分に関する状況の概要 

フランスでは高レベル放射性（HA）廃棄物と長寿命中レベル放射性（MA-VL）廃棄物に

ついて、その高い放射能レベル及び長寿命（最長で数十万年）を理由として、2006 年の放

射性廃棄物等管理計画法 3)により、少なくとも 100 年間は可逆性を確保することを義務付

けた上で、地層処分を基準解決策として選定した。また、同法により、地層処分場の地下

施設が設置される地層は、地層処分の地下研究所による研究対象となった地層に限定され

た。ANDRA はビュール地下研究所周辺の約 250km2 の区域を対象にサイト選定に向けた

調査を進め、2009 年末に政府に対して候補サイトとして、地層処分場の地下施設の展開が

予定される約 30km2 の区域（ZIRA）と地上施設を配置する可能性のある区域を特定して

提案した。ANDRA の提案は 2010 年 3 月の政府の了承を受け、調査・検討が続けられた。

ANDRA は 2013 年の公開討論会に向けて準備した資料8)において、処分場の地下を結ぶ立

坑の地上位置（ZIRA 内）と斜坑入り口位置に関する複数案を提案している（図 1.4-2）。 

 

図 1.4-2 ANDRA によって提案された地下処分施設に関する地上施設の立地案 8) 

（1.4 の参考文献 8）に一部加筆） 
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地層処分の実施スケジュール 

2006 年の放射性廃棄物等管理計画法 3) において、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レ

ベル放射性廃棄物について「可逆性のある地層処分」を行うことを基本とし、目標スケジ

ュールとして、2015 年までに地層処分場の設置許可申請を提出すること、2025 年には操業

を開始することが示されている。 

一方、同法の規定に従い、設置許可申請書の提出に先立って、2013 年 5 月から約 7 カ月

間にわたって公開討論会が開催された。 

2013 年の公開討論会の終了後の ANDRA による CIGÉO（地層処分産業センター）プロ

ジェクトの実施案9)において、下記の設置許可申請に関するスケジュールが示されている。 

 

・2015 年：「処分操業基本計画」を政府に提出し、規制機関である原子力安全機関（ASN）

に地層処分場の安全オプションと回収可能性の技術オプションに関する資料を提出 

・2017 年末：全ての設置許可申請書の完成 

 

なお、2006 年に放射性廃棄物等管理計画法 1)により、地層処分場の設置許可申請を 2015

年までに行うことが規定されているため、上記のスケジュールに沿った実施には法改正が

必要である。また、地層処分場の建設・操業計画に関し、2020 年に設置許可が発給される

とした場合の下記のスケジュールが示されている。 

 

・2015 年以降：変電所の設置、道路整備等、地域レベルでの建設・操業準備の開始 

・2020 年：地層処分場の建設開始 

・2025 年：パイロット操業フェーズの開始 

 

地層処分場の施設概要 

以下に、2013 年の公開討論会の終了後の ANDRA による CIGÉO（地層処分産業センタ

ー）プロジェクトの実施案に基づいて、地層処分の概要を述べる。 

Cigéo が許可された場合、処分場は、地上施設と地下施設で構成される原子力基本施設と

なり、地上施設は立坑と斜坑という 2 つのサイトに分けられる。Cigéo の施設の概要は、図 

1.4-3 に示されるとおりである。 
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図 1.4-3 Cigéo（地層処分産業センター）施設の基本計画 8) 

 

図 1.4-3 の①～⑤の施設は以下の通りである。 

① 廃棄体の受取り・準備区域：この区域は、作業専用区域から数 km 離れており、廃棄

体の受取り、検査、及び地下施設への移送前の準備が可能な建屋で構成される。 

② 斜坑：最初の斜坑では、廃棄体を地下施設に移送することができる。2 番目の斜坑は

技術的アクセスを行うためのものである。 

③ 地下施設：Cigéo の地下施設は、操業が進むにつれて必要に応じて開発され、さまざ

まな区域で構成される。 

④ 立坑：5 本の垂直立坑は、地下施設を地下の作業専用区域と連結されて、人員・機材・

機器の移送、掘削土の回収、及び地下構築物の換気を可能にする。 

⑤ 地下作業支援区域：この区域は、地下施設と垂直に位置し、とくに地下構築物の掘

削と建設を支援する。これらの構築物の掘削によって生じた掘削土は、この区域に

おいて保管される。 

 

(2) 地層処分に関する最新動向 

地層処分に関する最新動向として、以下の事項が挙げられる。 

・規制機関である原子力安全機関（ASN）による地層処分場の操業時のリスク管理に関
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する見解の表明 

・地層処分場の設置許可申請スケジュールの変更等に関する条文を含む法律の成立と同

条文に対する違憲判断 

 

 原子力安全機関（ASN）による地層処分場の操業時のリスク管理に関する見解の表明 

ASN は 2015 年に、地層処分に関する以下の見解等を表明している。 

・地層処分場の操業時のリスク管理に関する見解（2015 年 4 月 7 日付書簡）10) 

 

原子力事業者は、原子力基本施設及び原子力安全・放射性物質輸送管理に関する 2007 年

11 月 2 日のデクレ11)の第 6 条の規定に基づき、原子力施設の設置許可申請に先立って、安

全オプションを ASN に提出し、その見解を求めることできるとされている。ASN は見解

において、設置許可申請を行う場合、申請までに事業者が実施しておくべき補完的な研究

や証明についても特定することができる。  

このような法的背景のもと、ASN は、ANDRA が実施している地層処分関連の研究開発

状況を継続的にレビューしている。レビュー結果として ASN が示す要求事項・見解は、

ANDRA が進める地層処分場の設置許可申請に向けた研究開発を方向付けるものとなる。 

 

ASN は、2015 年 4 月 7 日付の書簡 10)において、地層処分場の操業時のリスク管理に関

する見解を公表した。今回の ASN の書簡は、ANDRA が 2013 年 12 月に ASN に提出して

いた地層処分場の操業時におけるリスク管理に関する研究開発の進捗報告書に対するレビ

ュー結果を示したものである。今回の書簡において、ASN は、以下の点について、操業時

のリスク低減に寄与する有意な進展があったとの見解を示している。 

 

・ASN の要求に基づく火災リスクを低減するための要求事項をまとめた「火災基準」の

策定。 

・長寿命中レベル放射性廃棄物用の処分坑道への超高性能フィルタの設置を伴う動的閉

じ込め機能の確保。この措置は、2010 年に提出した ANDRA 報告書 のレビューにおい

て、廃棄体による静的閉じ込め機能の不具合の場合に対応するため、動的閉じ込め機

能を確保する措置の提示を求めた ASN の要求に沿ったものである。なお、コンクリー

ト構造の地下施設に設置する設備は、通常の環境よりも早いペースで閉塞を起こす可
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能性があるため、設置許可申請書と合わせて提出する補助文書において、設備の保守

に関する事項を明確にする必要がある。 

・施設全体の設計が進展しており、放射線管理区域と建設区域の分離を徹底することに

より、操業時のリスク管理の容易化が図られている。これは、地下施設における操業

活動と建設活動が同時進行することによるリスク分析を補完するよう求めたASNの要

求に沿ったものである。 

 

 地層処分場の設置許可申請スケジュールの変更等に関する条文を含む法律の成立と同条

文に対する違憲判断 

2015 年 7 月 9 日に、地層処分場の設置許可申請スケジュールの変更、可逆性の定義、パ

イロット操業フェーズの導入等に関する規定を含む「成長、活動、経済機会の平等のため

の法律」12)が成立した。しかし、フランスの憲法院（Conseil constitutionnel）は 2015 年

8 月 5 日に、「成長、活動、経済機会の平等のための法律」のうち、地層処分場の設置許可

申請スケジュールの変更等を定めた条文を含む複数の条文が違憲であるとの決定を行った

13)。憲法院が違憲と決定した条文は施行されず、憲法院の決定に対する不服申立ても認めら

れない。 

憲法院が当該条文を違憲と判断した理由としては、同法の目的との関連が弱いこと、ま

たは、法案審議で取り上げられたタイミングが遅かったことが指摘されている14)。今回の条

文の内容を法制化するためには、再度、別の法律として成立させる必要がある。 

 

1.4.3 長寿命低レベル放射性廃棄物の処分 

(1) 長寿命低レベル放射性廃棄物の処分プロジェクトの進捗に関する報告書 

2013～2015 年を対象とした「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画」（PNGMDR）

の施行に関する 2013 年 12 月 27 日のデクレ15)において、ANDRA が 2015 年 6 月 30 日ま

でに、黒鉛廃棄物とアスファルト固化廃棄物の管理シナリオ及び地表からの開削と覆土に

よる処分プロジェクトの実現可能性に関する報告書を、エネルギーと原子力安全の担当大

臣に提出すべきことが定められている。 

ANDRA は、上記のデクレに基づいた長寿命低レベル放射性廃棄物の処分プロジェクト

の進捗に関する報告書16)を、2015 年 10 月 12 日に公表した。 
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処分深度 

長寿命低レベル放射性廃棄物には半減期の極めて長い核種（例えば、Cl-36、半減期約 30

万年）が含まれていることから、これまで、深さ 100m 程度の地層中に処分するオプショ

ンも検討していたが、廃棄物の特性に関する研究が進み、新たに特定した放射能インベン

トリに基づき、浅地中処分（深さ約 20m）を検討できるようになった。 

 

処分場のサイト選定 

ANDRA は、2008 年に長寿命低レベル放射性廃棄物処分場のサイト選定の公募を開始し 、

2009 年にはオーブ県にある 2 つの自治体（コミューン）であるオークソンとパール・レ・

シャヴァンジュを選定した。しかし、両自治体とも自治体議会の反対を受けて、選定プロ

セスから撤退した 。これを受けて政府は、ANDRA に対し、すでに原子力施設が立地して

いるサイト近傍の自治体、または 2008 年のサイト選定公募に応募した自治体における研究

を検討するよう指示した17)。その後、すでに低レベル放射性廃棄物の処分場が立地している

オーブ県のスーレーヌ・コミューン共同体がサイト選定に向けた調査の実施を承諾したこ

とを受け、ANDRA は 2013 年 7 月からスーレーヌ・コミューン共同体の 50km2の区域に

おいて地質調査を開始した18)。調査の結果、浅地中処分場の設置に適した特性を持つ粘土層

の存在を確認し、地質調査を継続する 10km2の区域を特定した。 

 

処分場の設計 

ANDRA は、①地表からの開削、②地下での処分スペースの掘削の 2 つのオプションの

いずれかの採用に向けて、さらに研究を継続している。なお、ANDRA は、廃止措置に伴

って今後発生する極低レベル放射性廃棄物についても、長寿命低レベル放射性廃棄物に隣

接した区域における処分を検討している。 

 

プロジェクトの今後の計画 

ANDRA はスーレーヌ・コミューン共同体において特定された 10km2の区域において、

処分場サイト選定のための補完的な調査を 2015～2016 年にかけて実施する。また、処分場

の設計に関する検討も継続し、特に、開削方式を採用した場合に、掘削した土を埋め戻し

た後の挙動について研究を進める。これらの研究結果に基づき ANDRA は、2018 年に処分

場の設計案を作成し、設置許可申請書の提出に向けた作業を進める。 
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1.4.4 中低レベル短寿命放射性廃棄物の浅地中処分 

(1) 概要 

 フランスには中低レベル短寿命放射性廃棄物の浅地中処分場として、オーブ処分場と

ラ・マンシュ処分場が存在する。また、極低レベル放射性廃棄物の処分場として、モルヴ

ィリエ処分場が存在する。 

このうち、ラ・マンシュ短寿命中低レベル放射性廃棄物処分場は、1969 年より操業され、

527,225m3の廃棄体が埋設されており19)、原子力発電所からの放射性廃棄物に加え、核燃料

サイクルや研究・産業分野から発生した放射性廃棄物が処分されている。ラ・マンシュ処

分場は、1994 年に廃棄物の搬入が終了し、その後、2003 年 1 月 10 日付のデクレ（2003-30）

により 300 年間の監視段階に入っている。 

また、オーブ短寿命中低レベル放射性廃棄物処分場は、既に閉鎖したラ･マンシュ処分場

の代替処分場として、原子力発電所からの放射性廃棄物に加え、核燃料サイクルや研究・

産業分野から発生した放射性廃棄物が処分されている。操業期間は約 60 年間とされている。

処分容量は約 1,000,000m3であり、2014 年末時点での既処分量は 292,000m3である20)。 

モルヴィリエ処分場では、主に原子力施設の解体や、低レベルの放射性物質を扱う非原

子力産業サイト、放射性物質によって汚染されたサイトの除染から発生した極低レベル放

射性廃棄物が処分されている。操業期間は約 30 年間とされている。処分容量は約

650,000m3 であり、2014 年末時点での既処分量は約 279,000m3 である21)。なお、モルヴ

ィリエ処分場はラ･マンシュ処分場やオーブ処分場のような原子力基本施設（INB）ではな

く、環境保護指定施設（ICPE）としての許可を受けて操業されている。 
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1.5 スイスにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

1.5.1 サイト選定の経緯 

スイスでは全ての放射性廃棄物を地層処分する方針であり、2008 年 4 月に連邦政府が策

定した特別計画｢地層処分場｣方針部分（以下、特別計画という） )に従い、高レベル放射性

廃棄物、低中レベル放射性廃棄物ともに 3 段階から成る地層処分場のサイト選定を実施し

ており、現在サイト選定第 2 段階にある。 

サイト選定第 1 段階において地層処分の実施主体である放射性廃棄物管理共同組合

（NAGRA）は地質学的な観点でスイス全土から絞り込みを実施し、2008 年 11 月に、高レ

ベル放射性廃棄物用の地層処分場について 3 カ所（「ジュラ東部」、「チューリッヒ北東部」、

「北部レゲレン」）、低中レベル放射性廃棄物用の地層処分場について 6 カ所（「ジュラ東部」、

「チューリッヒ北東部」、「北部レゲレン」、「ジュラ・ジュートフス」、「ジュートランデン」、

「ヴェレンベルグ」）の地質学的候補エリアを提案した。なお、低中レベル放射性廃棄物に

ついて提案された 6 カ所の地質学的候補エリアのうち 3 カ所は、高レベル放射性廃棄物に

ついて提案された 3 カ所の地質学的候補エリアとほぼ重なっている。 

安全規制機関である連邦原子力安全検査局（ENSI）は NAGRA が提案した地質学的候補

エリアの安全性について審査し、2010 年 1 月付で評価報告書を公表し NAGRA の提案を承

認した。ENSI は評価報告書の中で、NAGRA が地質学的候補エリアの選定に関連する全て

の情報を考慮に入れ、特別計画で示された基準を厳密かつ適切に適用していると結論付け

ている。 

連邦エネルギー庁（BFE）は NAGRA の地質学的候補エリアの提案について成果報告書

とファクトシートの草案を作成した。2010 年 9 月から 11 月の 3 カ月にわたって、州や関

心のある住民から草案に対する意見聴取を実施し、草案が改定された。改定された成果報

告書とファクトシートを連邦評議会が 2011 年 11 月に承認することにより、サイト選定第 1

段階が終了した。また、サイト選定第 1 段階が終了する 2011 年から、地域参加の一環とし

て、州や自治体の代表者、経済団体、政党、教会等の代表者、非政府組織（NGO）、その他

の一般市民が参加する「地域会議」が BFE の主導で、地質学的候補エリアごとに設置され

た。 

他方、特別計画に従って、サイト選定第 2 段階では 2 カ所以上の候補サイトを選定する

こととなっているが、そのために NAGRA は予備的安全評価とサイトの比較を実施すると

されている。また、特別計画は、処分義務者が、第 2 段階で予備的安全評価を実施するた
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めに、地球科学的調査などの必要性を、第 2 段階の開始に先立って ENSI とともに検討す

べきことを規定している。この必要性の検討のため、NAGRA はサイト選定第 1 段階の 2010

年に報告書を作成し、追加の調査を実施せずに第 2 段階における予備的安全評価が可能と

の判断を示した。ENSI は NAGRA の報告書を審査し、NAGRA が有している地質学的知

見はサイト選定の第 2 段階での予備的安全評価及びサイトの比較の実施に必要な水準に達

していることを 2011 年 2 月に確認したとしている。 

サイト選定第 2 段階は 2011 年 12 月に開始され、第 1 段階で確定した地質学的候補エリ

アについて、NAGRA が 2012 年 1 月に 20 カ所の地上施設の設置区域案を提案した。地域

会議は NAGRA の提案に検討を加え、追加で 14 カ所の地上施設の設置区域案を提案した。

NAGRA はこれらの提案を踏まえて、2013 年秋から 2014 年 5 月にかけて、合計 34 カ所の

地上施設の設置区域案から、7 カ所を提案した。 

 

1.5.2 2015 年以降のサイト選定の動向 

NAGRA は地上施設の提案を踏まえ、また予備的安全評価とサイトの比較を実施し、2015

年 1 月に、高レベル放射性廃棄物用の地層処分場、低中レベル放射性廃棄物用の地層処分

場について、ともにジュラ東部とチューリッヒ北東部の 2 カ所の地質学的候補エリアを提

案した。これら 2 カ所の地質学的候補エリアを提案した理由について、NAGRA は不透水

性の岩盤であるオパリナス粘土が適切な深度にあり、氷河等による侵食の影響を受けず長

期に安定して存在しているため、放射性廃棄物を安全に閉じ込めることができると結論付

けている。なお、NAGRA の提案から外れた地質学的候補エリア（高レベル放射性廃棄物

用処分場の 1 カ所と低中レベル放射性廃棄物用処分場の 4 カ所）について NAGRA は、第

3 段階で検討する優先候補とせず、予備候補として留保するとしている1)。 

ENSI は現在、NAGRA の提案について安全性の観点から審査を実施中である。NAGRA

が 2015 年 1 月に提案した絞り込み結果についての報告書2)において、地質学的候補エリア

である「北部レゲレン」を予備候補としたことについて、技術情報にデータ不足があり、

審査を行うには不十分であるとした。このENSIの指摘に基づき、連邦エネルギー庁（BFE）

は 2015 年 9 月に NAGRA に対して今後数か月以内に追加資料を提出するよう要求した。 

 この要求について ENSI は外部専門家に依頼して 2 件のレビュー結果をまとめるととも

に、2015 年 11 月に NAGRA に対する要求書「特別計画『地層処分場』第 2 段階における

指標『建設上の適性の観点から見た最大深度』に関する追加要求」を公表した3)。 
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 ENSI がレビューを依頼した外部専門家は、NAGRA が提出した岩盤力学的な基本情報や

想定条件、設計基準等が不十分かつロバストではないと指摘した。これを踏まえて、ENSI

は低中レベル放射性廃棄物用処分場と高レベル放射性廃棄物用処分場の建設の最大深度に

関する最適化要件、評価基準の妥当性を検証することはできないと結論付けた。要求書で

ENSI は NAGRA に対して指標を用いて評価できるように必要な補足事項を示した。主な

事項は以下のとおりである。 

 NAGRA が地層処分概念に修正を加えた概念をいくつか提案していることについて、

それらの修正した概念に基づく処分場の建設・操業及び長期安全性に及ぼす影響に

ついての検討・評価結果を、各々の修正した概念の優劣を含めて記載した文書を作

成すること。 

 構造地質学的な履歴や処分深度に応じた変化を踏まえて、地質学的候補エリアの地

質工学的条件を評価すること。 

 処分場の建設段階及び操業段階における崩落などの事故シナリオについて示すとと

もに、こうした事故への対処方法を示すこと。 

 処分場の範囲や深度に応じた坑道の支保についての概念や、坑道の支保に用いられ

る物質等が、処分場の人工バリア及び天然バリアに及ぼす影響を長期的安全性の観

点から評価すること。 

 

また、特別計画では、サイト選定第 3 段階で弾性波探査やボーリング調査などの地球科

学的調査を必要に応じて実施することとされており、地質学的候補エリアの提案後、

NAGRA は 2015 年 10 月からジュラ東部、2016 年 2 月にはチューリッヒ北東部で三次元弾

性波探査を実施した。ボーリング調査については、NAGRA が提案した 2 つの地質学的候

補エリアを連邦評議会が承認してサイト選定第 2 段階が終了する 2017 年以降、すなわちサ

イト選定第 3 段階において実施するとしている。 
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1.6 カナダにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

 カナダにおける高レベル放射性廃棄物処分に関する平成 27 年度の動向としては、核燃料

廃棄物の処分実施主体であるカナダ核燃料廃棄物管理機関（NWMO）が進めているサイト

選定プロセスにおいて、候補自治体の数の絞り込みが進んだことが挙げられる。平成 28 年

3 月時点ではサイト選定プロセスに 9 自治体が残っている状況である。 

 低レベル放射性廃棄物処分に関しては、オンタリオ・パワージェネレーション（OPG）

社がオンタリオ州キンカーディン自治体において立地・建設を計画している地層処分場

（DGR）の許認可プロセスが節目を迎えた。2015 年 5 月に OPG 社の DGR プロジェクト

の環境影響評価書等を審査してきた合同評価パネルが評価報告書を反映して環境大臣に提

出し、環境に重大な影響が及ぶ可能性は低いと結論付けられた。しかし、環境大臣は、2016

年 2 月に OPG 社に対して追加情報・調査の要求を行っており、OPG 社の DGR プロジェ

クトの実施可否に関する環境大臣による判断は当面遅れることになった。 

 本項では、核燃料廃棄物の処分事業に関する動向、低レベル放射性廃棄物地層処分場

（OPG-DGR）に関する動向をまとめた。 

 

1.6.1 核燃料廃棄物の処分事業の動向 

 カナダでは自国産の天然ウランを利用する CANDU 炉（カナダ型重水炉）が 22 基導入さ

れたが、2015 年末時点で 19 基稼働している。CANDU 炉から取り出された使用済燃料は、

その時点で“廃棄物”と見なされており、「核燃料廃棄物」と呼ばれている。カナダの使用

済燃料の長期管理方針は「適応性のある段階的管理」（APM）であり、最終的には地層処分

を目指すものであるが、その達成までの期間（300 年またはそれ以上）を 3 つのフェーズ

－①集中管理の準備（約 30 年）、②集中貯蔵と技術実証（約 30 年）、③長期閉じ込め・隔

離・モニタリング－で取り組むアプローチである。 

 処分実施主体は、原子力発電事業者であるオンタリオ・パワージェネレーション（OPG）

社、ハイドロ＝ケベック社、ニューブランズウィック・パワー社、及び CANDU 炉を開発

したカナダ原子力公社（AECL）が共同で設立した非営利組織である「カナダ核燃料廃棄物

管理機関」（NWMO）であり、NWMO は 2010 年から APM に基づく使用済燃料処分場の

サイト選定を進めている。NWMO は、サイト選定における“公正さ”の観点から、核燃料

サイクルと直接の関係をもつ州（＝原子力立地州）に焦点をあてる姿勢をとっている。サ

イト選定プロセスは公募方式であり、手続きに関する情報を求める自治体や地域を公募し、
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地層処分プロジェクトに対して関心表明を行った地域の中から処分場候補地を選定してい

く全 9 段階のプロセスである。 

 2012 年 9 月末までにサスカチュワン州及びオンタリオ州の 22 の自治体が、サイト選定

プロセスの第 1 段階に当たる処分事業及びサイト選定計画についての情報提供に対して関

心を表明する決定を行った。このうち第 2 段階で既存文献に基づく初期スクリーニングを

パスした 21 自治体がサイト選定プロセスに参加したことになる。これら 21 自治体はいず

れも 2014 年末までに、第 3 段階の「潜在的な適合性の予備評価」に進む意思を NWMO に

表明している。NWMO は、サイト選定プロセスの第 3 段階の調査を前期と後期（第 1 フェ

ーズ・第 2 フェーズ）に分けており、机上調査を行う前期（1～2 年）と現地調査を行う後

期（3～4 年）の間で中間評価を行い、後期を実施する自治体の絞り込みが行う考えである。 

 2015年 10月時点までに、21自治体での第 3段階第 1フェーズの机上調査が順次完了し、

その結果として 11 自治体が第 3 段階第 2 フェーズに進んでいる。机上調査の過程で約半数

の 10 自治体が第 2 フェーズの現地調査を実施せず、候補から除外される結果となった。 

 早期に第 3 段階第 2 フェーズ（現地調査）に進んだ自治体では、順次、空中物理探査や

フィールド調査が行われ、2015 年 2 月には立地見通しが低いことを示唆する情報が得られ

た 2 自治体が候補から除外されている。 

 2016 年 3 月現在において、サイト選定プロセスに 9 自治体が残っている状況（いずれも

第 3 段階第 2 フェーズ）である。NWMO は毎年発行している APM 実施計画書

（Implementing APM Report）において、第 4 段階に進む自治体を 1 カ所またはそれ以上

に絞り込む考えを表明しているが、具体的な数は明らかにしていない。1) 

 

1.6.2 OPG 社の低レベル放射性廃棄物地層処分場（OPG-DGR）に関する動向2) 

 オンタリオ・パワージェネレーション（OPG）社は、同社が所有するオンタリオ州キン

カーディン自治体のブルース原子力発電所サイトにおいて、地下約 680m の石灰岩層に建

設される地層処分場（DGR）において、OPG 社が所有する原子力発電所から発生する約

20 万 m3の低・中レベル放射性廃棄物を処分する計画である。OPG 社は、2011 年 4 月に、

DGR での放射性廃棄物処分プロジェクト（以下「DGR プロジェクト」という）に関する

環境影響評価書（EIS）及び予備的安全評価書等を連邦政府の合同評価パネルに提出してお

り、EIS のレビュープロセスが開始された。 

 カナダ環境評価法に基づき、連邦政府が管轄するプロジェクトには EIS が必要とされて
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いる。カナダ原子力安全委員会（CNSC）は、OPG 社の DGR に関する CNSC が審査する

許認可プロセスの一環としてEISの提出が求めていた。CNSCとカナダ環境評価局（CEAA）

が合同評価パネル（JRP）を設置し、JRP が環境影響評価法及び原子力安全管理法に基づ

いて、DGR プロジェクトの環境影響評価書（EIS）、サイト準備・建設の許可申請に関して

評価・審査を行っている。 

 DGR プロジェクトの環境影響評価書等に関しては、2013 年 5 月にパブリックコメント

の募集が終了しており 、その後、公聴会の開催などの必要な手続きがなされ、2015 年 5 月

には、合同評価パネルが DGR プロジェクトに関する評価報告書を取りまとめ、環境大臣に

提出した。合同評価パネルは評価報告書において、OPG 社が予定している環境影響の軽減

対策に加えて、合同評価パネルが勧告する対策を付加することにより、環境に重大な影響

が及ぶ可能性は低いと結論付けている。また、低・中レベル放射性廃棄物を地層処分場（DGR）

に移すことにより、それらを地上で貯蔵する場合と比較して、人間の健康と環境に対する

リスクが低減するとの見方を示し、特に長寿命核種を含む中レベル放射性廃棄物の危険性

を低減するような技術開発の進展を待つことによるリスクは、期待される便益を上回ると

考えられるため、地層処分場（DGR）の建設を先送りすべきではないとの考えを述べてい

る。 

 合同評価パネルの評価報告書の提出を受けた環境大臣は、2016 年 2 月 18 日、OPG 社に

書簡を送付し、以下の 3 点に関する追加情報及び調査を要求している。環境大臣の OPG 社

宛て書簡は、カナダ環境評価局（CEAA）の 2016 年 2 月 18 日付け公告3)の形で公表された。 

①OPG 社が申請したサイトとは異なる場所でプロジェクトを実施する場合の環境影響の

詳細調査。技術的及び経済的な実現可能性に関して OPG 社が定める基準を満足する具

体的な場所を示した上で、技術的及び経済的に実現可能であるとOPG社が判断する「し

きい値（threshold）」を明らかにすること。 

②DGR プロジェクトによる累積的な環境影響に関する解析について、〔OPG 社の委託に

よって〕核燃料廃棄物管理機関（NWMO）が実施した予備的評価の結果を反映したも

のとなるように更新すること。 

③2012 年カナダ環境アセスメント法に従い、特定されている影響に対して、OPG 社が実

施することを予定している軽減対策のリストについて、内容が古いものや重複を取り

除いて更新すること。 
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 カナダ環境評価局の 2016 年 2 月 18 日付け公告によれば、OPG 社は 2016 年 4 月 18 日

までに、環境大臣の要求に対する対応のスケジュールを回答するよう求められている。環

境大臣は、DGR プロジェクトの実施可否の判断を合同評価パネルに対して回答することに

なっており、環境大臣がプロジェクトを実施可能と判断した場合のみ、合同評価パネルは

OPG 社の地層処分場（DGR）に関するサイト準備・建設に関する許認可を発給できるよう

になる。しかしながら、今回の環境大臣の要求により回答期限が保留されることになった

ため、許認可の発給時期は不透明となった。 
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1.6 の参考文献（カナダ） 

 
1) NWMO, “Implementing Adaptive Phased Management 2015-2019. The Nuclear 

Waste Management Organization (NWMO)”, March 2015 
2) NWMO “Annual Report 2014. subtitled “Progress through Collaboration”. The 

Nuclear Waste Management Organization (NWMO)”, March 2015 
3) CEAA, “Public Notice dated February 18, 2016: Deep Geologic Repository Project - 

Ministerial Request for Additional Information” 
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/document-eng.cfm?document=104963 
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1.7 英国における放射性廃棄物処分の最新動向 

 英国では、2014 年 7 月に英国政府が公表した白書「地層処分の実施－高レベル放射性廃

棄物等の長期管理に関する枠組み」（以下、2014 年白書）1)において、高レベル放射性廃棄

物等の地層処分施設の設置に向けた新たなサイト選定プロセス等が示されている。2014 年

白書によると、2014 年から 2016 年の 2 年間は、英国政府及び実施主体による初期活動の

期間として設定されており、2016 年以降の 15 年から 20 年間は、関心を表明した自治体と

実施主体との正式な協議を開始する期間とされている。 

 初期活動では、将来実施される自治体との正式な協議の支援、地層処分事業に関する情

報共有や理解促進を目的とし、次の 3 つを実施するとしている。 

① スコットランドを除く英国全土（イングランド、ウェールズ、北アイルランド）を

対象とした地質学的スクリーニングの実施 

② 「2008 年計画法」の改正（土地利用計画プロセスの開発） 

③ 地域との協働プロセスの策定 

 

 ①に関しては、自治体が地層処分施設の設置について検討を行う際に、明瞭かつ証拠に

基づく地質情報を提供するため、放射性廃棄物管理会社（RWM）が既存の地質情報を活用

し、地層処分施設に関する一般的なセーフティケース要件に基づいた地質学的スクリーニ

ング活動を実施することになっている。2014 年 9 月より地質学的スクリーニング活動が開

始されており、地質学的スクリーニングの認知度を高めることと、RWM が地質学的スクリ

ーニングのガイダンスを作成するためにステークホルダーからのフィードバックを得るこ

とを目的とした技術イベントが開催された2)。また、英国政府の要請で、英国地質学会が

RWM が実施する地質学的スクリーニングの評価を行うために 2015 年 4 月に設置した独立

評価パネル（IRP）は、産業界及び学術界の経歴を有する英国、スウェーデン、カナダの地

球科学分野の専門家 7 名で構成されている3)。2015 年 6 月に、RWM は IRP のレビュー用

に作成した地質学的スクリーニングのガイダンス案4)を公表し、IRP はガイダンス案の評価

を実施した。2015 年 9 月に、RWM は IRP の評価結果5)を踏まえた地質学的スクリーニン

グのガイダンス案6)を公表するとともに、意見提出期限を 2015 年 12 月 4 日までとする公開

協議を開始した7)。 

 ②に関しては、イングランドにおける地層処分施設の開発を「国家的に重要な社会基盤

プロジェクト（NSIP）」として位置付けるため、2015 年 3 月に「2015 年社会基盤計画（放
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射性廃棄物地層処分施設）令」を制定している。この政令により、国家レベルの重要なイ

ンフラ整備に係る手続き等を定めた「2008 年計画法」が改正され、地層処分施設の候補サ

イトを評価するためのボーリング調査等を含む地層処分施設の開発に際しては、計画審査

官からの勧告を受けた担当大臣による開発同意が必要となる。今後、英国政府は 2008 年計

画法に従い、開発同意の発給審査に必要な地層処分施設に関する国家声明書（NPS）を作

成する予定である。 

 ③に関しては、地層処分施設の設置に関心を示した自治体が求める情報、見解や懸念に

対し、実施主体が対応するために、地域との協働プロセスを策定するものである。英国政

府は、地域との協働プロセスの策定のために「地域の代表のための作業グループ」を設置

し、2015 年 3 月より活動を開始している。 
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1.7 の参考文献（英国）

 
1) DECC, “Implementing Geological Disposal - A Framework for the long-term 

management of higher activity radioactive waste”, July 2014 
2) RWM, “National Geological Screening - Report from Technical Event: 30 September 

2014”, October 2014 

3) 英国地質学会ウェブサイト、http://www.geolsoc.org.uk/irp 

4) RWM, “Draft National Geological Screening Guidance - A document for the 
Independent Review Panel”, May 2015 

5) RWM, “RWM response to Independent Review Panel comments on the draft National 
Geological Screening Guidance”, September 2015 

6) RWM, “A public consultation: National Geological Screening Guidance”, September 
2015 

7) 英国政府ウェブサイト、

https://www.gov.uk/government/consultations/public-consultation-on-national- 
geological-screening 
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1.8 ドイツにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

ドイツにおける放射性廃棄物処分の最新動向について、まず、1.8.1 において放射性廃棄

物処分に関する全般的な状況を紹介し、1.8.2 以降で個別のテーマについてまとめる。 

 

1.8.1 概要 

 ドイツでは、放射性廃棄物については、定置により処分空洞壁面への温度影響の程度に

応じて発熱性放射性廃棄物（高レベル放射性廃棄物が相当）と非発熱性放射性廃棄物（低

中レベル放射性廃棄物が相当）に区分されており、いずれも地層処分される方針である。

ドイツにおける放射性廃棄物の分類を図 1.8-1 に示す。1)ただし、発熱性放射性廃棄物につ

いては、2013 年に制定された発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続きを定める法律

（サイト選定法）において設置された高レベル放射性廃棄物処分委員会が、他の処分方法

の調査を実施するかどうかを含め検討を行うこととなっている（詳細は後述）。 

 

 発熱性放射性廃棄物：廃棄物の発熱により処分空洞壁面の温度上昇が平均 3K（ケル

ビン）以上のもの 

 非発熱性放射性廃棄物：廃棄物の発熱により処分空洞壁面の温度上昇が平均 3K（ケ

ルビン）未満のもの 

 

非発熱性放射性廃棄物を処分場壁面の温度上昇が 3K 未満としている理由は、処分場の操

業段階における、鉱山建造物の安定性に影響する可能性のある温度の上昇を回避すること、

及び閉鎖後段階において放射性核種の拡散の計算において温度への依存関係を考慮せずに

済むようにするためとされている。2) 
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図 1.8-1 ドイツの廃棄物分類方式と国際原子力機関（IAEA）の提案の比較 1) 

発熱性放射性廃棄物処分に関しては、ゴアレーベン・サイト（岩塩ドーム）が処分場候

補サイトとされ、1970 年代からサイト特性調査として探査活動が実施されてきた。ゴアレ

ーベンでの探査活動は、10 年間の中断などを経て 2012 年まで行われていた。2011 年 12

月には、連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）と州が、ゴアレーベンでの探査活動

と並行して、発熱性放射性廃棄物処分のための新たなサイト選定手続の工程を進めること

で合意した。この合意に基づき、2013 年 7 月に発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手

続きを定める法律（以下、サイト選定法）が成立した。この法律に従い、今後新たに処分

場サイト選定が行われる予定である。 

このサイト選定法では、33 名の委員からなる高レベル放射性廃棄物処分委員会を設置し、

以下について検討を行ったうえで連邦政府に勧告を行うことが規定されている。 

 地下深部の地層処分場に、高レベル放射性廃棄物を遅滞なく処分する代わりに、こ

の種の廃棄物を秩序正しく処分するその他の可能性について科学的な調査を実行す

べきかどうか、さらにはこの調査が終了するまで廃棄物を地表の中間貯蔵施設に保

管しておくかべきかどうかに関する判断を示し、決定を行うための提案を示す。 

 処分のための一般的な安全要件、処分が実施される地層の地球科学、水資源及び地

域開発計画面での除外基準及び最低要件、岩塩、粘土、結晶質岩などの候補母岩に

固有の除外基準及び選定基準、母岩とは独立した評価基準、さらには実行する必要

のある予備的安全評価のための方法論などの決定の基礎となる情報についての提案
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を行う。 

 処分概念に関する要件 － 特に放射性廃棄物の取り出し、回収、回収可能性などの

問題と、サイト選定手続きのそれ以前の段階に戻る可能性についての要件など発生

しうる欠陥を是正するための基準に関する提案を行う。 

 選定プロセスの組織と手続きに関する要件、ならびに代替案の検討のための要件に

ついての提案を行う。 

 公衆の参加と公衆への情報提供に関する要件、ならびに透明性の確保に関する要件

についての提案を行う。 

 

その後、除外基準、最低要件、評価基準等については、委員会の勧告に基づき、連邦議

会が法律として制定することが規定されている。 

高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2014 年 4 月に設置され、議論が開始されている。

同委員会は、2015 年末に政府への勧告を含む最終報告書の提出される予定であったが、設

置自体が約半年遅れたため、2016 年 6 月に最終報告書が提出されることとなっている。3) 

非発熱性放射性廃棄物については、旧鉄鉱山であるコンラッドにおいて処分することが

決まっている。コンラッド処分場については、処分場に関する原子力法上の許認可である

計画確定決議が 2002 年に発行されており、2007 年にその法的効力が確定した（異議申し

立て等が起こされたため、効力の確定まで裁判手続等行われていた）。現在は、処分場への

改造工事が進められている。コンラッド処分場の操業開始は 2022 年以降となることが見込

まれている。 

 また、モルスレーベン処分場では、旧岩塩鉱山を利用した処分場で 1971 年から 1991 年、

及び 1994 年から 1998 年の期間にアルファ核種が比較的低濃度の低中レベル放射性廃棄物

が処分されていた。同処分場では、地下約 500m に廃棄物が処分されている。これらの放

射性廃棄物は、以下の活動・機関等から発生したものであった。4) 

 原子力発電所の運転 

 原子力施設の廃止措置 

 発電以外の原子力産業 

 研究機関 

 州の廃棄物貯蔵施設、または小規模の廃棄物発生者から直接 

 他の放射性物質の使用者 
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モルスレーベン処分場については、現在、廃止措置に向けた許認可手続きが行われてい

る。 

 さらに、1967 年から 1978 年まで、放射性廃棄物処分に関する調査を目的としてアッセ

Ⅱ研究鉱山において、低中レベル放射性廃棄物が試験的に処分されていた。その後も地下

研究所として利用されてきたが、地下水の浸入により岩塩から成る処分坑道の安定性が確

保できなくなる可能性が示されたことから、2009 年に閉鎖することが決定している。閉鎖

方法について、放射性廃棄物の回収、同鉱山のより深い地層への処分、特殊なコンクリー

トによる埋め戻しという 3 つのオプションが検討された結果、2010 年 1 月に放射性廃棄物

の回収が選択されている 。 

 

1.8.2 高レベル放射性廃棄物処分委員会における検討の状況 

前述のように、高レベル放射性廃棄物処分委員会は 2014年 4月から活動を開始している。

2015 年 3 月の第 10 回会合においては、放射性廃棄物処分の実施主体として「連邦放射性

廃棄物機関（BGE）」を設置することを提案した。5) 

ドイツでは現在、原子力法等に基づき、連邦放射線防護庁（BfS）が放射性廃棄物処分の

実施主体である。また、処分場建設・操業等の作業は発熱性放射性廃棄物処分場の開発計

画、非発熱性放射性廃棄物処分場であるコンラッド処分場及びモルスレーベン処分場にお

ける作業については、BfS が民間会社であるドイツ廃棄物処分場建設・運営会社（DBE 社）

に委託している。アッセ II 研究鉱山については、国有会社であるアッセ有限会社に委託し

ている。6) 

BGE は 100％国営組織として設置すべきであり、現在の放射性廃棄物処分の実施主体で

ある BfS の他、DBE 社及びアッセ有限会社の有している役割のすべてを BGE に継承させ

ることを提案している。5) 

 

1.8.3 国家放射性廃棄物管理計画の策定 

欧州連合（EU）理事会が 2011 年 7 月に採択した「使用済燃料及び放射性廃棄物の責任

ある安全な管理に関する、共同体（EURATOM）の枠組みを構築する理事会指令」

（2011/70/Euratom）（以下「EU 指令」という）では、EU 加盟国は、「使用済燃料及び放

射性廃棄物の管理に関する国家計画」において、使用済燃料及び放射性廃棄物管理に関す

る全体的な目標、スケジュール、インベントリ及び将来の発生量、関連研究、放射性廃棄



 

1-45 
 

物管理費用の見積り、資金確保の枠組み等を示すことが規定されている。また、EU 加盟国

は、国家計画を定期的に改訂することも義務付けられている。7) 

 2015 年 8 月、「使用済燃料及び放射性廃棄物の責任ある安全な管理のための計画」（以下

「国家放射性廃棄物管理計画」という）が連邦政府によって承認された。この国家放射性

廃棄物管理計画は、EU 指令において各加盟国が策定を求められている「使用済燃料及び放

射性廃棄物の管理に関する国家計画」に相当するものである。8) 

 国家放射性廃棄物管理計画では、ドイツ国内で 2080 年までに発生が見込まれる放射性廃

棄物量は、既発生分を含めて以下の通りである。9) 

 

○発熱性放射性廃棄物 

 原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料：キャスク約 1,100 体分（約 1 万 500

トン） 

 使用済燃料の海外再処理に伴う返還廃棄物（ガラス固化体やハル・エンドピースの

圧縮体など）：キャスク約 300 体分 

 研究炉、実証炉等の運転に伴う使用済燃料：キャスク約 300 体分 

 

○非発熱性放射性廃棄物 

 原子力施設の運転・解体に伴い発生する放射性廃棄物、医療・産業等における放射

線利用に伴い発生する放射性廃棄物等：約 60 万 m3（アッセⅡ研究鉱山から回収さ

れる放射性廃棄物約 20 万 m3、及びウラン濃縮施設で発生する放射性廃棄物約 10 万

m3を含む） 

 

また、非発熱性放射性廃棄物処分場であるコンラッド処分場については、2022 年の操業

開始が見込まれている一方、発熱性放射性廃棄物処分場については、2031 年までにサイト

を決定し、2050 年までに操業を開始する計画としている。さらに、アッセ II 研究鉱山につ

いては、すでに処分された放射性廃棄物を回収し閉鎖する方針が決定しているが、回収さ

れる廃棄物量は約 20 万 m3と見込まれている。このアッセⅡ研究鉱山から回収される放射

性廃棄物等については、非発熱性放射性廃棄物の処分場であるコンラッド処分場を拡張し

て処分するオプションも完全には排除していないが、基本的には発熱性放射性廃棄物処分

場に処分することを想定していることが示されている。 
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1.9 スペインにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

1.9.1 放射性廃棄物処分の状況 

スペインでは、高レベル放射性廃棄物処分に関しては方針検討が行われている段階であ

り、具体的な処分計画は存在しない。なお、1980 年代に高レベル放射性廃棄物の処分地の

選定が試みられたが、反対運動のため失敗に終わっている。2006 年に策定された第 6 次総

合放射性廃棄物計画では、使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物管理に関して以下の 3

つのオプションが提示されている。1) 

 限定的な中間貯蔵（50～100 年の期間）及びその後の最終処分 

 長期の中間貯蔵（100 年を超える期間）及びその後の最終処分 

 中間貯蔵、その後の再処理（分離変換のバリエーションが可能）、及びこれに続く中

間貯蔵と最終処分 

 

使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物等の短期・中期的な管理方策としては、集中中

間貯蔵施設（ATC）を建設し、当面貯蔵をする計画としている。2)3) 

 また、原子力発電所の運転などから発生する短寿命低中レベル放射性廃棄物については、

1992 年から操業が開始されているエルカブリル処分場（浅地中処分）において処分されて

いる。同処分場では、2008 年から極低レベル放射性廃棄物の処分も開始されている。 

 

1.9.2 放射性廃棄物処分に関する最近の動向4)5)6) 

スペインでは、使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物処分については方針検討段階に

あり、また、低中レベル放射性廃棄物については、エルカブリル処分場において処分され

ている。放射性廃棄物管理で注目すべき動向としては、使用済燃料等の集中中間貯蔵施設

である ATC に関する動向がある。 

ATC については、2012 年にクエンカ県ビジャル・デ・カニャス自治体を建設地として選

定していた。実施主体である放射性廃棄物管理公社（ENRESA）は、2014 年 1 月に産業・

エネルギー・観光省（MINETUR）に対して、ATC の立地・建設許認可申請書を提出した。

集中中間貯蔵施設（ATC）を含む原子力関連施設の立地・建設・操業に係る許認可につい

ては、原子力法に基づいて MINETUR が発給する。原子力関連施設の立地と建設の許認可

は、一括して申請できる。許認可申請書の審査手続では、原子力安全審議会（CSN）が原

子力安全及び放射線防護の観点から評価報告書を作成し、MINETUR に提出する。 
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CSN は 2015 年 7 月に立地・建設許認可申請 のうち、立地許認可申請について、立地サ

イトとして排除すべき要素は確認されなかったとして条件付きで肯定的な評価結果を示す

決定を行った。7) 

今後、MINETUR が立地許認可を発給することになるが、立地許認可の発給により、

ENRESA は、ATC の貯蔵施設に通じる道路の整備等のインフラ工事に着手することが可能

となる。7) 
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1.10 ベルギーにおける放射性廃棄物処分の最新動向 

1.10.1 放射性廃棄物処分の状況 

 ベルギーでは、高レベル放射性廃棄物及び長寿命・低中レベル放射性廃棄物（カテゴリ B

及びカテゴリ C 廃棄物）に関する長期管理方針は決まっていない。放射性廃棄物管理の実

施主体であるベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関（ONDRAF/NIRAS）は、

2009 年に「高レベル放射性廃棄物及び長寿命・低中レベル放射性廃棄物の長期管理に関す

る国家廃棄物計画」1)（以下、国家廃棄物計画案）の検討作業を開始した。2010 年に

ONDRAF/NIRAS は、地層処分及び長期中間貯蔵を含む複数のオプションについて、国内

外の研究成果を踏まえて比較評価を行い、その結果を戦略的環境アセスメントレポート

（SEA レポート）として取りまとめるとともに、国家廃棄物計画案を公表し、公開協議を

経て、2011 年に連邦政府に提出した。この国家廃棄物計画案は、連邦政府の決定がなされ

ることによって、効力を持つとされている。2015 年末現在、連邦政府の決定はまだ行われ

ていない。 

 また、短寿命・低中レベル放射性廃棄物（カテゴリ A 廃棄物）に関しては、1998 年に連

邦政府が ONDRAF/NIRAS に、カテゴリ A 廃棄物の処分に関する恒久的、段階的、可逆的

な解決策を見つけるよう委託した。ONDRAF/NIRAS が検討した結果、カテゴリ A 廃棄物

の浅地中処分場として、デッセル自治体が候補として挙げられた。連邦政府は 2006 年に、

デッセル自治体内に浅地中処分場を設置することが閣議決定されている。 

 

1.10.2 放射性廃棄物処分に関する最近の動向 

 カテゴリ A 廃棄物の浅地中処分場については、2013 年 1 月に ONDRAF/NIRAS が原子

力安全の規制行政機関である連邦原子力管理庁（FANC）に建設許認可申請書を提出してい

る2)。2015 年 11 月には、原子力安全の規制行政機関である連邦原子力管理庁（FANC）と

ONDRAF/NIRAS が協議し、カテゴリ A の浅地中処分場の建設許可に係る新たなスケジュ

ールを公表している（図 1.10-1）3)。 
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図 1.10-1 浅地中処分場の建設許可に係る新たなスケジュール 3) 

（1.10 の参考文献 3）に一部加筆） 
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1.11 中国における放射性廃棄物処分の最新動向 

 中国では高レベル放射性廃棄物、カナダ型重水炉（CANDU 炉）から発生する使用済燃

料、アルファ廃棄物、低中レベル放射性廃棄物についての処分計画・事業が実施されてい

る。 

 高レベル放射性廃棄物、使用済燃料、アルファ廃棄物については、1985 年に旧核工業部

科技核電局〔現在の中国核工業集団公司（CNNC）〕が「高レベル放射性廃棄物地層処分研

究発展計画（DGD）」を作成した。同計画では、花崗岩を母岩とする地層処分場を 2040 年

に完成させ、処分することを想定していた。 

 DGD に基づき中国は 1986 年からサイト選定を開始し、西南地域、広東北部地域、内モ

ンゴル地域、華東地域、西北地域を候補地域として選出した。 

 2006 年 2 月に、国防科学技術工業委員会（2008 年に新設の中国工業情報化部に業務移

管）、科学技術部及び国家環境保護総局（2008 年に中国環境保護部（MEP）に改組）が共

同で作成した「高レベル放射性廃棄物地層処分に関する研究開発計画ガイド」が公表され

た。同ガイドでは、高レベル放射性廃棄物処分の全体構想、発展目標が記載されており、

高レベル放射性廃棄物の処分は以下の 3 つの段階で進められるとされている。1) 

 

1. 研究開発とサイト選定段階（2006～2020 年） 

実験室レベルでの研究開発と処分場のサイト選定、地下研究所の設計及び処分場の

概念設計、安全評価 

2. 地下での試験段階（2021～2040 年） 

地下研究所の建設、地下研究所での各種試験、プロトタイプ処分場のフィージビリ

ティ評価、建設申請及び安全評価 

3. プロトタイプ処分場の検証実験と処分場建設段階（2041 年～今世紀半ば） 

プロトタイプ処分場の建設と検証、処分場のフィージビリティ評価、建設申請及び

安全評価、処分場の操業申請及び安全評価 

 

 現在、中国では西北地域にある北山（ペイシャン）及びその周辺でボーリング調査を含

む集中的な調査が実施されている。 

 北山のエリアの概要は以下のとおりである。 
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 中国西北の甘粛省、ゴビ砂漠に位置する。 

 低い人口密度、低降水量（60～80mm/y）、有用な鉱物資源はない。 

 岩種は花崗岩と閃緑岩。 

 

 他方で、2012 年には新疆ウイグル地域がサイト候補地に加えられ、現在では 6 つの候補

地域について検討がなされている。 

 

 

図 1.11-1 中国における高レベル放射性廃棄物用処分場の候補地域2) 

（1.11 の参考文献 2）に一部加筆） 

 

 低中レベル放射性廃棄物については、2 つの低中レベル放射性廃棄物処分場が操業中であ

る。1 つは甘粛省の鉱山区に位置する西北処分場であり、もう 1 つは広東省の大亜湾原子力

発電所サイト内に位置する北龍処分場である。両処分場ともに浅地中処分方式が採用され

ており、処分容量は、西北処分場が 6 万 m3、北龍処分場は 8m3である。MEP の所管であ

る国家核安全局（NNSA）は 2011 年 1 月に両処分場の操業許可を発給した。さらに、2012

年には南西処分場の建設許可を発給した。3) 
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1.12 韓国における放射性廃棄物処分の最新動向 

韓国では、中・低レベル放射性廃棄物処分場と使用済燃料の中間貯蔵施設を同一サイト

に立地するとした当初の放射性廃棄物管理政策が見直され、2004 年 12 月に、2 つの施設の

建設を分離して推進する政策が策定された。その後、地域振興策を含めたサイト選定に関

する法制度が整備され、中・低レベル放射性廃棄物処分場の誘致に応じた 4 自治体の中か

ら、住民投票で最も賛成率が高かった慶州市が、2005 年 11 月に中・低レベル放射性廃棄

物処分場のサイトとして決定された  。また、韓国産業通商資源部（Ministry of Trade, 

Industry and Energy, MOTIE）により設置され 2013 年 10 月に発足した、使用済燃料公

論化委員会では使用済燃料管理政策に関する様々な議論が行われてきた。 

 

韓国における放射性廃棄物処分に関する最新の動向としては、下記の事項を挙げること

ができる。 

・ 使用済燃料公論化委員会による、「公論化」の結果を受けた政府への「使用済燃料の

管理に関する勧告」の提出（2015 年 7 月）と放射性廃棄物管理施設サイトの選定計

画及び投資計画などを含めた「放射性廃棄物管理基本計画」の策定（2015 年内を計

画） 

・ 月城原子力環境管理センター（中低レベル放射性廃棄物処分施設）の操業開始（2015

年 7 月） 

 

1.12.1 使用済燃料公論化委員会による「使用済燃料の管理に関する勧告」の提

出 

韓国産業通商資源部が設置した使用済燃料公論化委員会（以下「公論化委員会」という）

は、2015 年 6 月 11 日に、「使用済燃料管理勧告（案）」（以下「勧告案」という）を公表し

た )。さらに、2015 年 6 月 16 日に国会討論会を開催し、その結果を受けて最終案を取りま

とめ、2015 年 6 月 29 日に最終的な勧告「使用済燃料の管理に関する勧告」（以下「最終勧

告」という）として産業通商資源部（MOTIE）長官に提出した1)2)。 

公論化委員会は、使用済燃料の管理方策に対する様々なステークホルダー、一般市民、

専門家などからの意見を取りまとめるため、放射性廃棄物管理法 に基づいて 2013 年 11 月

に設置された政府から独立した民間諮問機関であり、人文社会・技術工学分野の専門家、

原子力発電所立地地域の代表、市民社会団体の代表からなる 15 名により構成されている。 
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公論化委員会が 2013 年に策定した公論化実行計画によれば、国民を使用済燃料から安全

に保護する方策のすべてが議論の対象となりうるとしつつも、処分場サイト選定や地域振

興など、使用済燃料の管理方策の決定後に議論すべき事項については基本的な原則程度の

議論にとどめ、処分前の貯蔵など中・短期的な現実的解決手段について集中的に議論する

としていた。今回の勧告案は、これらの事項について、討論会、円卓会議、タウンミーテ

ィング、アンケート、インターネット等の方法を用いて、専門家、市民・環境団体、原子

力発電所立地地域住民、一般国民から聴取した意見に加え、「使用済燃料管理方策の課題導

出のための専門家検討グループ」による意見書 に基づいて進められた議論を取りまとめた

ものである。 

 

 

図 1.12-1 公論化委員会が提言した使用済燃料管理フロー2) 

（1.12 の参考文献 2）に一部加筆） 

 

勧告案において公論化委員会は、韓国における使用済燃料管理方策に関する 10 項目の勧

告を行っている。公論化委員会は、使用済燃料の処分施設の操業開始を 2051 年とすること

を勧告しており、その実現に向けて、2020 年までに処分施設のサイト、または処分施設の
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サイトと類似条件の地域を地下研究施設（URL）のサイトとして選定し、2030 年には地下

研究施設の操業・実証研究を開始（図 1.12-1）するのが望ましいとしている。また、公論

化委員会は、2020 年から地下研究施設のサイトで「処分前貯蔵施設」の建設を開始し、現

在は各原子力発電所で貯蔵されている使用済燃料を一カ所に集中して貯蔵可能にすること

を勧告している。 

今回の勧告案には、今後の使用済燃料管理方策の策定・実施に関するロードマップも含

まれており、2015 年中に韓国政府が「放射性廃棄物管理基本計画」を策定し、関係法令を

整備した上で、2016 年には政府、民間事業者、国民が共同で出資する「使用済燃料技術・

管理公社（仮称）」を設立することが提案されている。 

公論化委員会は最終勧告において、「政府は使用済燃料管理政策を策定、推進する過程に

おいて、必要な情報を正確かつ迅速に提供し、健全なコミュニケーションを継続し、国民

及び立地地域住民が関連政策について理解し、合理的に判断できる環境を整えなくてはな

らない」としている。また、政府が実質的な努力を速やかに進め、政策の推進に必要な信

頼を確保することが重要だと強調している。 

公論化委員会の最終勧告に示された 10 ヵ条の勧告は以下のとおりである。 

1. 使用済燃料の管理方策の最優先原則は国民の安全である。 

2. 現在、各原子力発電所のサイト内の臨時貯蔵施設に貯蔵されている使用済燃料は、

貯蔵容量が上限を超えたり、操業許可期間が満了したりするよりも以前に、安定的

な貯蔵施設を整備し、移転させることを原則とする。 

3. 政府は 2051 年までに処分施設を建設し、操業を開始すること。そのために、処分施

設サイトまたは処分施設サイトと類似のサイト条件を持つ地域において、地下研究

所（URL）用サイトを 2020 年までに選定して建設に着手し、2030 年より実証研究

を開始することが望ましい。 

4. 使用済燃料処分施設及び地下研究施設が立地する地域に、地域住民のハザード監視

のための住民参加型「環境監視センター（仮称）」を設置する。立地地域には、関連

研究機関の設置による雇用創出と地域経済の活性化、使用済燃料処分手数料の自治

体への納付、及び地域都市開発計画策定を支援し、開発初期費用を特別支援金によ

り負担するなどの支援を行うこと。 

5. 処分施設の操業までの間、地下研究施設サイトには処分前貯蔵施設を建設して処分

前の使用済燃料を貯蔵可能とすること。ただし、やむを得ない場合には各原子力発
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電所サイト内に短期貯蔵施設を設置し、処分までの間は貯蔵することも許容する。

また、国際共同管理施設の立ち上げのためには緊密な国際協力も必要である。 

6. 各原子力発電所サイト内に短期貯蔵施設を設置する場合には、地域に「使用済燃料

貯蔵費用」を支払うこと。透明性が高く、効果的な資金の積み立てのため、住民財

団（仮称）を設立・運営する。現在すでにサイト内に貯蔵されている使用済燃料に

ついても、合理的な費用の支払いについて政府・立地自治体間で具体的な協議を行

うこと。 

7. 使用済燃料貯蔵、輸送、処分、有害性の低減、減容のための技術開発の優先順位を

定め、段階的な細部計画を策定して研究を進めること。このためには規制機関によ

る規制基準策定が急がれる。技術開発を主導する仕組みとしての技術開発統合シス

テムも必要である。 

8. 使用済燃料管理の安全性に加え、責任、安定性、効率性、透明性が担保されること

が望ましい。このため、政府、民間事業者、国民が共同で出資する「使用済燃料技

術・管理公社（仮称）」を設立することが適切である。 

9. 使用済燃料管理の透明性、安定性、持続可能性を担保し、政策の信頼性を確保する

ため、「使用済燃料特別法（仮称）」を速やかに制定し、必要に応じ現行関連法を改

正すること。 

10. 使用済燃料管理政策を速やかに策定・実行するため、省庁横断的意思決定機関であ

る「使用済燃料管理長官会議（仮称）」及び実務推進機関である「使用済燃料管理対

策推進団（仮称）」を政府組織内に設置・運営すること。 

 

韓国政府は、「使用済燃料の管理に関する勧告」の提出を受け、放射性廃棄物管理施設サ

イトの選定計画及び投資計画などを含めた「放射性廃棄物管理基本計画」を 2015 年に策定

することを計画していたが、2016 年 3 月時点では策定結果の公表は行われていない。 
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1.12.2 月城原子力環境管理センター（中低レベル放射性廃棄物処分施設）の操

業開始 

慶州市の「月城（ウォルソン）原子力環境管理センター」は 2008 年 7 月に建設・操業に

係る許可を受け、原子力安全委員会（NSSC）の規制支援機関である韓国原子力安全技術院 

（KINS）により「原子力安全法施行令」第 101 条の規定に基づいて約 6 年間にわたって使

用前検査が実施された。この結果、2014 年 12 月には原子力安全委員会によって使用前検

査の結果が承認され、第一段階の処分施設（地下空洞型処分、処分量ドラム缶 10 万本分）

の操業が可能になった。その後、第一段階施設は 2015 年 7 月 13 日より廃棄物の処分を開

始し、2015 年 8 月 28 日に竣工した。今後、実施主体である韓国原子力環境公団（KORAD）

は、今回承認された第一段階の処分施設の建設事業の完了を受け、第二段階の処分施設の

建設事業（浅地中処分）を推進していくとしている。第一段階施設の竣工までの経緯は以

下に示すとおりである。当初は 2010 年 6 月の竣工（工期 53 か月）を予定していたが、2009

年、2012 年にそれぞれ竣工予定を延長し、総工期は最終的には 90 か月に及んでいる。総

工費は 1 兆 5,436 億ウォンである。なお、第二段階処分施設（浅地中処分、処分量 12 万 5

千本）の建設事業は 2019 年までの竣工を予定している3)4)。 

 

表 1.12-1 月城原子力環境管理センター第 1 段階施設の竣工までの経緯 

2007 年 7 月 電源開発事業実施計画公示 

2008 年 7 月 中・低レベル放射性廃棄物処分施設建設・操業許可発給 

2008 年 8 月 工事着工 

2009 年 6 月 竣工予定を 2010 年 6 月から 2012 年 12 月に変更 

2010 年 1 月 処分事業主体が韓国水力原子力株式会社（KHNP）から韓国放射性廃棄物

管理公団（KRMC）（現 韓国原子力環境公団（KORAD））に移管 

2012 年 1 月 竣工予定を 2012 年 12 月から 2014 年 6 月に再変更 

2014 年 6 月 施工完了 

2014 年 12 月 使用前検査承認 

2015 年 7 月 廃棄物処分を開始（2015 年 7 月 13 日、ドラム缶 16 本を処分） 
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第2章 諸外国における安全規制等に係る最新情報の調査・

整理 
 

2.1 では、対象国及び対象国際機関並びに欧州連合（EU）における放射性廃棄物処分に

係る安全規制関連の概要を整理した。2.2 では、対象国及び対象国際機関並びに欧州連合

（EU）より公表された情報について、平成２６年度及び平成２７年度の情報を中心に調査

し、以下に示す事項について、規制での取り扱い状況放射性廃棄物の処分等に関する最新

知見等を整理した。また、対象国に関しては、以下の知見を取りまとめた。 

 

1. 立地選定段階における規制側の関与（法的根拠の有無及び内容、法的根拠が無

い場合の関与のよりどころ等） 

2. 評価期間の考え方（安全機能、各バリア要素との関係も含む） 

3. 処分場の最適化とＢＡＴ（利用可能な最善の技術） 

4. 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

5. 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

6. 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

7. セーフティケースの内容とそれに対する規制側のレビュー 

8. 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

9. 定期的な安全レビュー（ＰＳＲ）の取扱い、結果の反映方針 

10. 可逆性と回収可能性 

11. 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

12. 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

13. 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

14. その他、特記すべき動向 
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2.1 諸外国における放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

2.1.1 スウェーデンにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

 放射性廃棄物処分の安全規制に係る安全基準・指針等を表 2.1-1 に整理した。スウェー

デンでは処分方法（地層処分、余裕深度処分、浅地中処分）や処分対象の廃棄物種類によ

って適用法令が異なることはない。放射性廃棄物処分の長期安全性に関しては、放射線安

全機関（SSM）が策定している規則と一般勧告である⑤と⑦が特に重要である。 

表 2.1-1 スウェーデンにおいて放射性廃棄物処分に関係する安全基準・指針等 

規制文書の名称 安全規制面の概要 

① SFS1988;808 環境法典 ・持続可能な開発を推進し、現在及び将来世代の健全

な環境確保を目的とする。適用対象には、原子力活

動及び放射線を伴う活動も含む。 

・事業者の一般配慮事項を定めるほか、環境影響評価、

地元との協議に関する要件を含む。 

② SFS 1984:3 原子力活動法 ・原子力安全を規制する基本法。原子力施設の定期安

全レビューの規定条項を含む。 

③ SFS 1988:220 放射線防護法 ・放射線の有害な影響から人、動物、環境を守ること

を目的とする。原子力活動も適用を受けるが、放射

線防護法単独の許認可は不要である。 

④ SSMFS 2008:1 原子力施設の安全性に関す

る放射線安全機関の規則/一般勧告 
（2008 年 10 月 3 日決定） 
2010 年 11 月 25 日改訂 
2011 年 10 月 20 日改訂 
2014 年 6 月 12 日改訂 

・原子力施設一般に適用される。組織マネジメント、

設計の基本原則、安全評価の実施/審査、廃棄物管理、

SSM への報告事項、文書化と記録保存、廃止措置計

画など関して、規制当局の有効な監督業務の実施に

必要な措置を定める。 

⑤ SSMFS 2008:21 核物質及び原子力廃棄物の

処分の安全性に関する放射線安全機関の 
規則/一般勧告 
（2008 年 12 月 19 日決定） 

・閉鎖後に配慮した上での処分施設の設計、建設、安

全解析及び安全報告書に関する固有の要件を規定。

バリアシステムに関する定性的要件、シナリオの定

義と分類、安全評価で扱う時間尺度、安全報告書で

取り上げるべき事項などを含む。 

⑥ SSMFS 2008:22 原子力施設における 
放射性廃棄物及び原子力廃棄物の取り扱い

に関する放射線安全機関の規則 
（2008 年 12 月 19 日決定） 

・放射性廃棄物管理の計画立案と品質保証、放射性廃

棄物の文書化と登録、規制当局への報告など、処分

前管理に関する事項を規定。 

⑦ SSMFS 2008:37 使用済燃料及び原子力廃棄

物の最終管理における人間の健康と環境の

保護に関する放射線安全機関の規則/一般勧

告（2008 年 12 月 19 日決定） 

・最終管理における人間と環境の保護に関する基本的

要件を定める。利用可能な最善手法（BAT）と最適

化、リスク基準と最大被ばく集団、リスク解析の対

象期間、順守証明などに関する規定を含む。 

⑧ SSMFS 2008:38 原子力施設に５おける文書

保存に関する放射線安全機関の規則 
（2008 年 12 月 19 日決定） 

・原子力施設における業務に関連して作成あるいは受

領する文書の保存に適用される。ただし、閉鎖後制

度的管理を意図した規則ではない。 
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2.1.2 フィンランドにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) フィンランドにおける安全規制 

 フィンランドにおける使用済燃料管理及び原子力廃棄物管理の分野における規制として

は、原子力法と原子力令、原子力安全に関する政令、および STUK が発行した規制指針（YVL

指針）がある。原子力以外の放射性廃棄物管理に関する規制としては放射線法と放射線令、

及び STUK の指針（ST 指針）が定められている。 

 原子力法第 54 条により、原子力分野の全体的な権限は、国のエネルギー政策立案に責任

を有する雇用経済省が担っており、また、同法第 28 条により、同省は必要に応じて環境省

と協議して、廃棄物管理義務を遂行する際の基盤となる原則を定めることとなっている。 

 放射線・原子力安全センター（STUK）は、放射線と原子力の安全に対して規制管理を行

う独立した政府機関となっている（図 2.1-1 参照）。フィンランドでは、原子力と放射線の

安全利用に対する規制管理は STUK が独立して実施しており、他の政府機関は STUK に委

任された問題に対して決定を下すことができない。 

 また、STUK の諮問委員会が 2008 年 3 月に設置されている。諮問委員会は、STUK が

規制・研究・専門機関として、その活動が社会の期待及び市民の要請とバランスのとれた

ものとなるよう職務を遂行することを支援し、また、STUK の活動を評価し、STUK に勧

告を行うことができる。 

 
図 2.1-1 フィンランドの原子力施設の許可の流れ1) 
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STUK は、規制活動を実施する法的権限を有しており、原子力法と原子力令によって、

原子力の利用と個々の廃棄物管理の規制に関する STUK の責任と権限が定められている。

STUK の責任と権限には、以下の主要な規制活動などがある。 

・ 承認 

・ 審査と評価 

・ 検査と強制措置 

・ 規制や手引きの作成 

・ 国家登録とインベントリ 

・ 情報及び公衆とのコミュニケーション 

また、STUK は原子力安全、核物質防護、原子力安全保障の分野についても所管している。 

 

(2) 規制機関の概要 

a. 放射線・原子力安全センター（STUK） 

 放射線・原子力安全センター（STUK）の概要について以下にまとめる。STUK は、1958

年に設立された。当初は病院で使用される放射線の監督の業務を行っていたが、その後核

実験に係るフォールアウト、原子力施設、非電離放射線、核不拡散等の科学的・工学的な

多様な分野での活動が増えていった。 

STUK の全体組織構成を図 2.1-2 に示す。調査部門の組織としては、原子炉の規制、環

境放射線の監視、原子力廃棄物と原子力物質の規制、放射線防護の規制部門が設置されて

いる。職員数は 2014 年末で 324 人である。 

 

図 2.1-2 放射線・原子力安全センター（STUK）の全体組織構成（2015 年 11 月時点）2) 
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○許可に係る活動 

フィンランドでは2000年の政府による原則決定と2001年の国会による承認により、使用

済燃料の処分地がオルキルオトに決まっているが、処分を開始するまでには事業者が建設

許可と操業許可についてそれぞれ政府から発給を受ける必要がある。ポシヴァ社は2012年

末に建設許可を申請し、同申請の審査をSTUKが行っていた。STUKは2015年2月にポシヴ

ァ社の建設許可申請に対する審査意見書を雇用経済相に提出した。STUKによる使用済燃料

処分場の許可に係る規制活動についてはPORAプロジェクトと呼ばれる枠組みで実施して

いる。（図 2.1-3、PORAはフィンランド語で「ドリルで穴を開ける」という意味である） 

 

図 2.1-3 使用済燃料処分場の許可に係る規制活動のプロジェクト 

図 2.1-3によれば、建設許可前の2011～2012年に準備活動（規制管理準備、ポシヴァと

の会合、原子力法55条に関連するアクション、建設監査プログラム立案）を実施しており、

2013～2014年の建設許可審査期間中には建設許可申請書の審査、品質管理の監査、建設監

査（CIP）プログラムの検査の活動が行われている。図 2.1-3には2014年～2020年、及び

2019～2020年の期間にそれぞれ建設時、操業許可審査の活動が区分されているが、具体的

な活動については記載されていない。 

 また、PORAプロジェクトのサブプロジェクトについては図 2.1-4に示す8つのプロジェ

クトがあるとしている。8つのサブプロジェクトの範囲は放射線防護、品質マネジメント、
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封入施設と処分場設計、人工バリアシステム、サイト調査と地下施設の設計と建設、閉鎖

後安全性評価、核物質防護、セキュリティとなっている。また、図 2.1-4には、それぞれの

サブプロジェクトにおいて審査対象となる文書が示されている。 

 

図 2.1-4 PORA プロジェクトのサブプロジェクト 

 

○安全審査の人的資源 

建設許可申請書の安全審査はSTUK職員、外部の協力機関、外部専門家を加えて全体で70

～90名程度であったとされている。 

・STUK： 

原子力廃棄物と核物質部門 

 －原子力廃棄物管理部門 17人 

 －核物質と原子力廃棄物輸送 5人 

原子炉部門（約35人） 

 －臨界、放射線防護、確率論的リスク解析（PRA）、設計（機械、自動化、電気）、

セキュリティ・・・ 

・VTT 

STUKと2016年まで契約（+2年のオプション；建設許可の安全審査のみにとどまらな

い）（現在、終期は2018年3月まで延長されている） 
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・外部専門家 

閉鎖後セーフティケースの評価のために外部のコンサルタントを活用（異なる分野か

らなる13人の専門家と契約）。外部コンサルタントは、地質環境、工学技術、安全評

価の3分野に分けられ、それぞれの分野について主コンサルタントを任命していた。 

 

なお、VTT への訪問調査で入手した情報によれば、実施している活動は、以下の分野に

係る審査の支援をしているとしている。 

・ONKALO における腐食環境 

・処分場の火災と避難シミュレーション 

・ポシヴァ社の安全評価におけるシナリオプロセス 

・ポシヴァの専門家意見集約（expert elicitation）プロセス 

・無酸素水における銅の腐食 

 

 また、STUK 職員に対して、安全評価における不確実性の取り扱いや地圏微生物

（Geomicrobes）に関するトレーニングを実施しているとしている。上記の審査トピックに

あるように、VTT が STUK への支援活動として実施していることは、主に使用済燃料処分

に関するトピックのレビュー活動であり、関連して VTT は関連トピックに関する最新知見

の調査を実施している。規制研究支援としてはこれが該当するとしている。新たにデータ

取得のためのような試験等は実施していないとのことであった。 

 

・建設許可申請書に係る審査意見書 

 2015 年 2 月 12 日に STUK は使用済燃料の地層処分の建設許可申請について、キャニス

タ封入施設及び地層処分場を安全に建設することができるとする審査意見書を 2015年 2月

11 日に雇用経済省に提出したことを公表した。 

 ポシヴァ社が建設許可申請書を提出した以降、STUK は安全審査を実施してきており、

2013 年 4 月には、安全審査の第一段階が完了していた。 

STUK の審査意見書においては、原子力法第 19 条で許可発給の基準とする以下の 10 点

に対する審査結果が示されている。 
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1. 施設に関する計画が、原子力法に基づく安全要件を満たしており、操業計画の策定時

点で作業員及び住民の安全に対する配慮が適切になされているかどうか 

2. 施設のサイトが、計画されている操業の安全性の観点で適切に選定されており、また、

操業計画の策定時点で、環境保護が適切に考慮されているかどうか 

3. 操業計画の策定時点で、核物質防護が適切に考慮されているかどうか 

4. サイトが、土地利用・建築法に基づく地域詳細計画において原子力施設の建設のため

に留保されているか、また、申請者が施設の操業のために必要となるサイトを所有し

ているかどうか 

5. 放射性廃棄物の最終処分及び施設の廃止措置を含め、放射性廃棄物管理のために申請

者が利用できる方法が、十分かつ適切であるかどうか 

6. 申請者による使用済燃料管理のための計画が、十分かつ適切であるかどうか 

7. フィンランド及び国外において、原子力法第 63 条第 1 項 3)によって規定されている

STUK による管理の実施のための申請者の準備、及び第 63 条第 1 項 4)によって規定

されている管理の実施のための申請者の準備が十分であるかどうか 

8. 申請者が、必要な専門技術を有しているかどうか 

9. 申請者が、事業を実施し、操業を行うのに十分な資金的条件を備えているかどうか 

10. 申請者が、安全に、かつフィンランドの国際的な契約上の義務を順守しつつ、操業を

行うための前提条件を備えていると考えられるかどうか 

 

上記の許可発給の基準のうち、4.は、STUK の管轄外であるため他の機関によって審査さ

れるとされている。4.以外の 9 点、及びその他の関連する原子力法の規定に従って審査した

結果、計画されている使用済燃料処分が政府による原則決定における社会全体の利益に合

致していること、原子力の安全な利用のためには長期的には処分が不可欠であること、原

子力法による建設許可発給のための条件が満たされていることから、STUK は、ポシヴァ

社が使用済燃料のキャニスタ封入施設及び地層処分場を安全に建設することができると結

論付けている。ただし、1.での原子力法で定められた安全要件への適合性に関しては、地層

処分施設の閉鎖後のセーフティケースの審査において、さらなる信頼性の向上が必要との

指摘を行ったとして、別途、STUK がポシヴァ社に示した改良点を考慮して操業許可申請

を行うようにとの指示がされている。 
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雇用経済省への意見書については英語版3)が公表されており、その付属文書として、長期

安全性に関する評価を含めた安全評価書4)が付属資料として付けられている。この安全評価

書は意見書に係る根拠となるものとしている。また、地質環境、工学技術、性能評価の 3

分野で活用した外部コンサルタントによる報告書も公表されている5),6),7)。なお、これらコ

ンサルタントによる報告書はコンサルタントの見解を示すものであり、STUK の見解では

ないとしている。 

STUK の安全審査が完了した後、雇用経済省が建設許可の発給に関する検討を行い、2015

年 11 月 12 日にフィンランド政府が建設許可を発給している。今後、地層処分場の操業を

開始するには、キャニスタ封入施設と地層処分場の政府にる操業許可の発給が必要とされ、

ポシヴァ社による操業許可申請は 2020 年に行われるものと見込まれている。 
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2.1.3 米国における放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 放射性廃棄物処分の安全規制等に係る最新情報 

 米国における放射性廃棄物の地層処分、余裕深度処分に関して、処分に係る最新の安全

基準や指針等の整備状況、その内容について以下に整理を行う。 

 米国での放射性廃棄物の地層処分、余裕深度処分相当の処分としては、以下の処分場が

あり、下記のとおりの様々な段階にある。 

1) 高レベル放射性廃棄物：ユッカマウンテン処分場（安全審査段階） 

2) TRU 廃棄物：廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）（操業段階） 

3) クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）：処分概念、処分場は検

討段階 

 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分場であるネバダ州のユッカマウンテン処分場は、1982

年放射性廃棄物政策法に基づいてサイト選定が行われ、処分の実施主体はエネルギー省

（DOE）であり、2008 年 6 月 3 日に処分場の建設認可に係る許認可申請書1)が原子力規制

委員会（NRC）に提出された。2008 年 9 月 8 日の正式な受理2)を経て、現在は安全審査が

実施されている。 

 軍事活動で発生した TRU 廃棄物の地層処分を行う廃棄物隔離パイロットプラント

（WIPP）は、ニューメキシコ州カールスバッド近郊に位置しており、1992 年廃棄物隔離

パイロットプラント（WIPP）土地収用法に基づいて、許認可申請に当たる適合性認定申請

書（CCA）3)が 1996 年に環境保護庁（EPA）に提出され、1998 年 5 月 18 日に適合性認定

の決定4)を受け、1999 年 3 月 26 日より処分場の操業を行っている。 

 我が国の余裕深度処分相当の廃棄物であるクラス C を超える低レベル放射性廃棄物

（GTCC 廃棄物）の処分については、1987 年低レベル放射性廃棄物政策修正法によって、

連邦政府が処分の責任を有するものとされ、2016 年 2 月 24 日に、処分概念、処分サイト

の検討結果を示して最終環境影響評価書（FEIS）が公表された5)。 

 

a. 高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全規制の状況 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分場であるネバダ州のユッカマウンテン処分場について、

処分場の概要、安全規制の状況を表 2.1-2 に示す。 

 ユッカマウンテン処分場の安全審査については、現政権によるユッカマウンテン計画の
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中止の方針により、実施主体であるエネルギー省（DOE）が 2010 年 3 月 3 日に建設認可

に係る許認可申請書の取り下げ申請6)を行ったが、原子力規制委員会（NRC）の原子力安全・

許認可委員会（ASLB）が取り下げを認めない決定7)を行っている。 

 NRC では、NRC 委員が ASLB による取り下げを認めないとの決定を覆せなかったこと

から、現状でも安全審査が継続した状態にあるものの、予算的な制約を理由として 2011 年

9 月末で審査活動を終結させるとの決定を行った8)。 

 2011 年 9 月末の審査活動の終結までには、許認可申請書の安全審査書に当たる「安全性

評価報告」（SER）の全 5 分冊のうち、2010 年 8 月 23 日に第 1 分冊「一般情報」9)を公表

するとともに、安全審査の結論の記載がない「技術評価報告」（TER）の 3 分冊を公表した。 

 技術評価報告（TER）は、NRC による許認可申請書の技術的な審査の停止に伴って、知

識管理活動の一環として準備されたものであり、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係

る許認可申請書が NRC の規制要件を満たしているかという点についての結論を示してい

ないとしており、以下の 3 分冊が公表されている。 

技術評価報告（TER）「処分場閉鎖後の安全性」（2011 年 7 月 21 日）10) 

技術評価報告（TER）「処分場閉鎖前の安全性」（2011 年 9 月 1 日）11) 

技術評価報告（TER）「管理及びプログラム」（2011 年 9 月 13 日）12) 

 

 ワシントン州などの提訴により、2013 年 8 月 13 日に連邦控訴裁判所は、職務執行令状13)

を発出し、原子力規制委員会（NRC）に対して、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係

る許認可申請書の審査を再開するように命令した。判決では、NRC が許認可申請書の審査

を停止したことは、ユッカマウンテン処分場の許認可申請書の審査を行うように規定する

法律に違反しているとしており、残存している歳出予算の範囲で、許認可申請に係る審査

を継続しなければならないとしている。これを受け、NRC は、関係者から意見を収集する

などにより、審査等の実施方法を検討し、2013 年 11 月 18 日に、安全性評価報告（SER）

の完成・発行、許認可支援ネットワーク（LSN）に登録されていた文書を NRC データベー

ス（ADAMS）に登録などを優先して行うことを決定した「覚書及び命令」14)を発出した。 

 原子力規制委員会（NRC）は、安全性評価報告書（SER）のすべての分冊の完成を目指

して検討を行い、2014 年 10 月 16 日には、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認

可申請書 に係る閉鎖後の安全性に関する安全審査を取りまとめた安全性評価報告書（SER）

第 3 分冊「閉鎖後の処分場の安全性」を公表し、その後、2015 年 1 月までに、以下の全 5
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分冊の安全性評価報告（SER）を取りまとめた。 

安全性評価報告（SER）第 1 分冊「一般情報」（2010 年 8 月 23 日）9) 

安全性評価報告（SER）第 2 分冊「閉鎖前の処分場の安全性」（2015 年 1 月 29 日）15) 

安全性評価報告（SER）第 3 分冊「閉鎖後の処分場の安全性」（2014 年 10 月 16 日）16) 

安全性評価報告（SER）第 4 分冊「管理上及びプログラム上の要求事項」（2014 年 12

月 18 日）17) 

安全性評価報告（SER）第 5 分冊「許認可仕様」（2015 年 1 月 29 日）18) 

 

 現政権のユッカマウンテン計画を中止し、代替案を検討するという方針に従って設置さ

れた「米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会」（ブルーリボン委員会）は、2012

年 1 月 26 日に、最終報告書19)をエネルギー長官に提出しており、この中で、今後の高レベ

ル放射性廃棄物処分の規制に関して、以下のような勧告を行っている。 

1) 施設の許認可を与えるための基準及び裏づけとなる規制要件は、包括的であるべき

であり、すなわち潜在的サイトのすべてに適用できるべきである。 

2) 遵守の証明に関する規制基準及び要件（証明または「証拠の基準」に対する所要の

信頼性レベルを含む）は、科学的に可能で合理的である範囲を超えるべきではない。 

3) 遵守の証明と、遵守の証明に求められる信頼性のレベル（すなわち証拠の基準）を

文書化するための規則は、性能基準の開発と同時に定義づけるべきである。 

4) 処分施設の基準は、開発に対して適応可能な段階的アプローチを明確に認識し、促

すべきである。 

5) 安全とその他の性能基準及び規則は、サイト選定プロセスの前に最終化するべきで

ある。 

6) EPA と NRC は新たな処分の規則の開発において緊密に協調するべきである。 

7) EPA と NRC は、深孔処分施設に関する新たな規制の枠組と基準も開発するべきで

ある。 

8) セキュリティ及び保障措置 
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表 2.1-2 高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要及び安全規制の状況 

名称 ユッカマウンテン処分場 
所在地 ネバダ州ナイ郡 
岩種、深度 凝灰岩、地下約 300m 
対象廃棄物 使用済燃料（商業用、DOE、海軍用）、高レベル放射性廃棄物（民間、軍事用） 
実施主体 エネルギー省（DOE） 

ただし、新たな放射性廃棄物管理機関の設置が検討されている。 
規制機関 原子力規制委員会（NRC） 

ただし、環境放射線防護基準は環境保護庁（EPA）が策定。 
適用される法令 ・1982 年放射性廃棄物政策法 

・1992 年エネルギー政策法 
・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃

棄物の処分」（NRC、2009 年） 
・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」

（EPA、2008 年） 
これまでの経緯 ・1983 年：1982 年放射性廃棄物政策法によるサイト選定の開始。 

・1987 年：1982 年放射性廃棄物政策法の修正により、ネバダ州ユッカマウンテン

が唯一の処分候補地となり、サイト特性調査の開始。 
・2002 年 7 月 23 日：ネバダ州ユッカマウンテンが高レベル放射性廃棄物の地層

処分場として正式に決定。 
・2008 年 6 月 3 日：エネルギー省（DOE）が原子力規制委員会（NRC）にユッカ

マウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書を提出。 
・2008 年 9 月 8 日：原子力規制委員会（NRC）が正式に受理。 
・2009 年 1 月 20 日：オバマ大統領が就任。2010 年度予算教書において、ユッカ

マウンテン計画を中止し、代替案を検討する方針を示した。 
・2010 年 1 月 29 日：エネルギー長官が「米国の原子力の将来に関するブルーリ

ボン委員会」（ブルーリボン委員会）を設置。 
・2010 年 3 月 3 日：エネルギー省（DOE）が原子力規制委員会（NRC）の原子力

安全・許認可委員会（ASLB）に対してユッカマウンテン処分場の許認可申請を

取り下げる申請書を提出。 
・2010 年 6 月 29 日：原子力規制委員会（NRC）の原子力安全・許認可委員会（ASLB）

が、エネルギー省（DOE）が提出したユッカマウンテン処分場の許認可申請の

取り下げ申請を認めないと決定。 
・2010 年 8 月 23 日：原子力規制委員会（NRC）がユッカマウンテン処分場の建

設認可に係る許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第 1 分冊（一般情

報）を公表。 
・2011 年 7 月 29 日：ブルーリボン委員会がドラフト報告書を公表。 
・2011 年 9 月 9 日：原子力規制委員会（NRC）がユッカマウンテン処分場の許認

可申請の取下げ申請を認めないとした NRC の原子力安全・許認可委員会

（ASLB）の決定についての NRC 委員の判断が分かれていることを公表。ASLB
による許認可申請書の審査活動は予算制約のため 2011 年 9 月末までに終結させ

ることを指示。 
・2012 年 1 月 26 日：ブルーリボン委員会が最終報告書をエネルギー長官に提出。

・2013 年 1 月 26 日：エネルギー省（DOE）が使用済燃料などの長期管理戦略を

示した「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」を策定。 
・2013 年 6 月 27 日：連邦議会上院のエネルギー天然資源委員会が「2013 年放射

性廃棄物管理法」の法案を公表。 
・2013 年 8 月 13 日：連邦控訴裁判所が職務執行令状を発出し、原子力規制委員

会（NRC）に対して、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書

の審査を再開するよう命令。 
・2013 年 11 月 18 日：原子力規制委員会（NRC）が「覚書及び命令」により、ユ

ッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書の安全審査での優先的な

実施事項を決定。 
・2014 年 10 月 16 日：原子力規制委員会（NRC）がユッカマウンテン処分場の建
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設認可に係る許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第 3 分冊（閉鎖後

の処分場の安全性）を公表。 
・2014 年 12 月 18 日：原子力規制委員会（NRC）がユッカマウンテン処分場の建

設認可に係る許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第 4 分冊（管理上

及びプログラム上の要求事項）を公表。 
・2015 年 1 月 29 日：原子力規制委員会（NRC）がユッカマウンテン処分場の建

設認可に係る許認可申請書に対する安全性評価報告（SER）の第 2 分冊（閉鎖前

の処分場の安全性）及び第 5 分冊（許認可仕様）を公表し、SER の全 5 分冊が

完成。 
・2015 年 3 月 24 日：連邦議会上院に「2015 年放射性廃棄物管理法」の法案が提

出。 

 

b. TRU 廃棄物の地層処分 

 軍事用の TRU 廃棄物の地層処分場である廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）につ

いて、処分場の概要、安全規制の状況を表 2.1-3 に示す。 

 1999 年 3 月 26 日に操業を開始した廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）は、当初、

直接ハンドリングが可能な TRU 廃棄物（CH 廃棄物）から処分を開始し、2007 年 1 月 23

日からは遠隔ハンドリングが必要な TRU 廃棄物（RH 廃棄物）の受け入れを開始しており、

順調に操業が継続されていた。 

 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法に基づく許認可手続きでは、

5 年毎に連邦規則への適合性の認定を受けることとなっており、処分場の閉鎖まで適合性の

再認定を申請し、適合性再認定の承認を環境保護庁（EPA）から受けることとなっている。

適合性を示すべき連邦規則は、EPA が策定した 40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル

及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線防護基準」（1994 年）、40 CFR 

Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の処分規則（40 CFR Part 191）との

適合性の認定及び再認定のための基準」（EPA、1996 年）であり、40 CFR Part 191 は、

一部が裁判で失効していたものが 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収

用法第 8 条により回復（reinstatement）されたものである。 

 最初の適合性認定は、1996 年 10 月 29 日に DOE が EPA に申請を行い、1998 年 5 月 18

日に EPA から承認を受けている。 

 適合性認定、適合性再認定の申請・承認は、以下のような日程で実施されている。 

1996 年 10 月 29 日：適合性認定の DOE から EPA への申請 3) 

1998 年 5 月 18 日：適合性認定の EPA による承認 4) 

2004 年 3 月 26 日：適合性再認定（第 1 回）の DOE から EPA への申請20) 

2006 年 3 月 29 日：適合性再認定の EPA による承認21) 
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2009 年 3 月 24 日：適合性再認定（第 2 回）の DOE から EPA への申請22) 

2010 年 11 月 18 日：適合性再認定の EPA による承認23) 

2014 年 3 月 26 日：適合性再認定（第 3 回）の DOE から EPA への申請 

 

 2014 年 2 月 5 日には地下での火災事故、2014 年 2 月 14 日には微量ながらも放射性物質

の環境への放出を伴う放射線事象が発生し、2014 年 2 月 19 日に DOE、労働省鉱山安全保

健管理局、防火、換気、鉱山安全等の専門家から成る事故調査委員会（AIB）が設置され、

調査が開始された。2014 年 3 月 14 日には火災事故に関する事故調査報告書24)が公表され、

また、2014 年 4 月 24 日には放射線事象 についての事故調査報告書（フェーズ 1）25)が公

表された。さらに、2014 年 9 月 30 日に、廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）に関す

る「復旧計画」26)が公表され、WIPP の操業を再開するための計画と位置づけられている。

なお、復旧計画の中では、WIPP の操業の再開は 2016 年第 1 四半期としていたが、遅延す

ることが見込まれている。放射線事象 については、2015 年 4 月 16 日に、事故調査報告書

（フェーズ 2）27)が公表されている。 

 

表 2.1-3 TRU 廃棄物の地層処分の概要及び安全規制の状況 

名称 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP） 
所在地 ニューメキシコ州カールスバッド近郊 
岩種、深度 岩塩層、地下約 655m 
対象廃棄物 TRU 廃棄物（軍事用） 
実施主体 エネルギー省（DOE） 
規制機関 環境保護庁（EPA）、ニューメキシコ州（有害廃棄物の処分の許可） 
適用される法令 ・1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法 

・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分

のための環境放射線防護基準」（EPA、1994 年） 
・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の処分規則（40 CFR 

Part 191）との適合性の認定及び再認定のための基準」（EPA、1996 年） 
これまでの経緯 ・1957 年：全米科学アカデミー（NAS）が、岩塩での放射性廃棄物の処分が最も

有望な方法との結論を示した。 
・1974 年：当時の原子力委員会（AEC）が、放射性廃棄物の地層処分のサイトの

ための調査場所として、カールスバッド近郊の岩塩層を選定。 
・1979 年：連邦議会が、原子力規制委員会（NRC）によって規制されず、軍事活

動からの放射性廃棄物の処分の安全性を立証するための研究開発施設として廃

棄物隔離パイロットプラント（WIPP）を承認。 
・1981 年：エネルギー省（DOE）の前身の原子力委員会（AEC）が、WIPP の建

設を進めるための環境影響評価に基づく意思決定記録（ROD）を発行。最初の

探査立坑を掘削。 
・1985 年：環境保護庁（EPA）が、TRU 廃棄物及び WIPP に適用するための放

射性廃棄物処分規則を策定し、その後、DOE 及びニューメキシコ州が、WIPP
は EPA 規則に適合すべきことを合意。 
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・1989 年：NRC は、CH 廃棄物の輸送容器である TRUPACT-Ⅱを承認。DOE は、

処分場の建設を完了。 
・1990 年：DOE は、WIPP の段階的な開発を継続するための補足環境影響評価書

による意思決定記録（ROD）を発行。EPA は、ニューメキシコ州が有害廃棄物

の処分の許可を発給することを承認。 
・1991 年：WIPP の試験フェーズでの民間利用からの土地収用などに関する提訴。

・1992 年：WIPP 土地収用法の制定。同法にて、高レベル放射性廃棄物及び使用

済燃料の処分の禁止、処分制限の設定、放射性廃棄物処分に関する連邦規則への

適合決定の責任を環境保護庁（EPA）に与えるなどを規定。 
・1993 年：DOE は、WIPP での放射性廃棄物の試験を国立研究所に移管すること

を発表。DOE は、カールスバッド・エリア事務所（CAO）を創設。 
・1996 年：試験フェーズの文言を削除した WIPP 土地収用法を制定。 
・1996 年 10 月 29 日：適合性認定申請を環境保護庁（EPA）に提出。 
・1998 年 5 月 18 日：DOE は、第 2 回の補足環境影響評価書による意思決定記録

（ROD）を発行。8 回の公聴会の後、EPA は、WIPP に適用されるすべての放

射性廃棄物処分に関する連邦規則に適合していることを承認し、決定を連邦官報

に掲載。 
・1999 年 3 月 26 日：WIPP が操業を開始。ニューメキシコ州が有害廃棄物の処分

許可を発給。 
・2000 年：NRC が RH 廃棄物用の輸送容器 RH-72B、重量のある CH 廃棄物用の

HalfPACT を承認。カールスバッド・エリア事務所（CAO）がカールスバッド・

フィールド事務所に昇格。 
・2004 年：EPA が、WIPP で処分する RH 廃棄物に対する特性評価計画を承認。

・2004 年 3 月 26 日：DOE が第 1 回目の適合性再認定申請を EPA に提出。 
・2006 年 3 月 29 日：EPA が適合性再認定の承認。ニューメキシコ州が WIPP に

RH 廃棄物を受け入れるように有害廃棄物の許可変更を承認。 
・2007 年 1 月 23 日：最初の RH 廃棄物が処分される。 
・2009 年 3 月 24 日：DOE が第 2 回目の適合性再認定申請書を EPA に提出。 
・2010 年 11 月 18 日：EPA が適合性再認定を承認。 
・2013 年 8 月：WIPP の新しい廃棄物定置用の第 7 パネルの運用を開始。 
・2014 年 2 月 5 日：地下での火災事故 
・2014 年 2 月 15 日：放射性物質の環境への放出事故が発生し、2014 年 2 月 19
日に事故調査委員会が設置。 

・2014 年 3 月 14 日：火災事故に関する事故調査委員会の報告書を公表。 
・2014 年 3 月 26 日：DOE が第 3 回目の適合性再認定申請を EPA に提出。 
・2014 年 4 月 24 日：放射線事象に関する事故調査委員会が事故調査報告書（フ

ェーズ 1）を公表。 
・2014 年 9 月 30 日：WIPP の「復旧計画」を公表。 
・2015 年 4 月 16 日：放射線事象に関する事故調査委員会が事故調査報告書（フ

ェーズ 2）を公表。 

 

c. クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）の処分 

 クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）の処分について、処分場の概

要、安全規制の状況を表 2.1-4 に示す。 

 GTCC 廃棄物は、我が国の余裕深度処分の対象廃棄物に相当するが、1985 年低レベル放

射性廃棄物政策修正法で連邦政府（具体的にはエネルギー省（DOE））が処分責任を有する

ものとされ、2005 年エネルギー政策法でエネルギー長官が処分方策の策定などの検討を実

施し、環境影響評価書を作成するものとされている。 
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 2011 年 2 月には、DOE がドラフト環境影響評価書28)を作成し、処分場と処分概念とを組

み合わせた候補を挙げている。 

 GTCC 廃棄物の処分に適用される連邦規則（CFR）については、10 CFR Part 61「放射

性廃棄物の陸地処分のための許認可要件」の§61.55(a)(2)(iv)の規定内容、ドラフト環境影

響評価書で提案された処分サイト及び処分概念に基づけば、以下の可能性が考えられる。 

1) 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）での地層処分：40 CFR Part 191、40 CFR 

Part 194 

2) ハンフォード・サイト、アイダホ国立研究所、ロスアラモス国立研究所、ネバダテ

ストサイト、WIPP 近傍やその他商業サイトにおける、新たな中深度ボーリング孔で

の処分：現在、NRC が許認可を発給した類似の処分場は存在しないため、適用され

る連邦規則は不明確。 

3) 上記 2)で示したサイトにサバンナリバー・サイトを加えたサイトにおける、新た

な強化型浅地中処分施設で処分：10 CFR Part 61 

4) 上記 3)で示したサイトにおける、新たなボールト処分施設で処分（地下約 5m の

ボールトに処分）：10 CFR Part 61 

 

 現在、クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）の処分に係る最終環境

影響評価書（FEIS）の検討が実施されており、最終環境影響評価書（FEIS）29)が 2016 年

2 月 24 日に公表され、今後、処分概念、処分サイトが決定される（「1.3 米国」を参照）。 
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表 2.1-4 GTCC 廃棄物の処分の概要及び安全規制の状況 

名称 未定 
所在地 未定。ただし、ドラフト環境影響評価書（2011 年 2 月）で以下が候補として列挙

された。 
① 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）での処分 
② ハンフォード・サイト、アイダホ国立研究所、ロスアラモス国立研究所、

ネバダテストサイト、WIPP 近傍、その他商業サイトにおける、新たな中深度

ボーリング孔での処分 
③ ハンフォード・サイト、アイダホ国立研究所、ロスアラモス国立研究所、

ネバダテストサイト、サバンナリバー・サイト、WIPP 近傍、その他商業サイ

トにおける、新たな強化型浅地中処分施設での処分 
④ ハンフォード・サイト、アイダホ国立研究所、ロスアラモス国立研究所、

ネバダテストサイト、サバンナリバー・サイト、WIPP 近傍、その他商業サイ

トにおける、新たなボールト処分施設で処分（地下約 5m のボールトに処分）

岩種、深度 未定 
対象廃棄物 クラス C を超える低レベル放射性廃棄物（GTCC 廃棄物）（原子炉の解体で発生す

る炉内構造物などの放射化金属、密封線源など）、GTCC 相当の DOE 廃棄物（ウ

エストバレーサイトのクリーンアップで発生する放射性廃棄物） 
実施主体 エネルギー省（DOE） 
規制機関 原子力規制委員会（NRC） 
適用される法令 ・1985 年低レベル放射性廃棄物政策修正法 

・2005 年エネルギー政策法 
・10 CFR Part 61「放射性廃棄物の陸地処分のための許認可要件」（NRC、1982
年） 

・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、1981
年） 

・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃

棄物の処分」（NRC、2009 年） 
・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分

のための環境放射線防護基準」（EPA、1994 年） 
・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の 40 CFR Part 191

処分規則との適合性の承認基準」（EPA、1996 年） 
これまでの経緯 ・1985 年低レベル放射性廃棄物政策修正法において、10 CFR Part 61 の§60.55

に定義されたクラス C の制限値を超えた放射性核種濃度を有する低レベル放射

性廃棄物は、連邦政府が処分の責任を有することが規定。 
・2005 年：2005 年エネルギー政策法第 631 条にて、エネルギー長官が GTCC 廃

棄物の処分方策を決定するに当たって、連邦議会に代替案を検討した報告書を提

出することが義務付けられた。 
・2007 年 8 月：環境影響評価の範囲決定のための公衆スコーピング協議の開催。

・2011 年 2 月：エネルギー省（DOE）がクラス C を超える低レベル放射性廃棄物

（GTCC 廃棄物）の処分オプションに関するドラフト環境影響評価書（DEIS）
を公表。 

・2016 年 2 月：GTCC 廃棄物に係る最終環境影響評価書（FEIS）を公表。 
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(2) 規制機関等の概要 

a. 原子力規制委員会（NRC） 

高レベル放射性廃棄物処分の規制機関である原子力規制委員会（NRC）は、行政府に置

かれる独立機関であり、1974 年エネルギー再編成法（Energy Reorganization Act of 1974）

及び 1975 年 1 月 15 日の大統領行政命令 11834 で設立された規制機関であり、それまで原

子力委員会（AEC）が持っていたすべての許認可及び規制機能が移管されている30)。 

原子力規制委員会（NRC）の全体組織構成を図 2.1-5 に示す31)。NRC は、大統領によっ

て任命され、連邦議会上院で承認された 5 人の委員で構成されており、5 人のうちの 1 人を

大統領が委員長として指名することとなっている。NRCの 2014会計年度での年間予算は、

約 1,056 百万ドル（約 1,257 億円）であり、3,815 人のスタッフで規制行政に当たっている

32)。 

2015 年 11 月現在の NRC の委員構成は、バーンズ委員長、スビニッキ委員、バーラン委

員、オステンドルフ委員となっており、1 名が欠員になっている。 

NRC の内部組織としては、核物質等の生産、原子炉等の許認可・操業、エネルギー省（DOE）

の原子力活動・施設等に関してレビュー及び助言を NRC の委員に対して行う原子炉安全諮

問委員会（ACRS）33)、裁判と同等の審理として公聴会を実施する原子力安全・許認可委員

会（ASLB）34)が設置されている。 

規制業務を担当する部局、地方事務所などが設置されており、使用済燃料及び高レベル

放射性廃棄物に関する規制部局としては、核物質安全・防護局（NMSS）があり、このう

ち使用済燃料管理部（SFM）が使用済燃料の長期貯蔵及び輸送、最終的な処分、使用済燃

料の再処理及び高レベル放射性廃棄物に関連する国の方針及び法律をサポートする計画に

対する責任を有するものとなっている。また、現在のユッカマウンテン処分場の建設認可

に係る許認可申請書の審査については、ユッカマウンテン局（YMD）が安全性評価報告

（SER）の完成・発行の責任を担っている。35) 

 

b. 環境保護庁（EPA） 

環境保護庁（EPA）は、高レベル放射性廃棄物処分の環境放射線防護基準を策定する他、
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TRU 廃棄物の処分場である廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の規制機関であり、

行政府に置かれる独立機関であり、1970 年の EPA を中心とした省庁再編成計画36)により設

置された。 

環境保護庁（EPA）の全体組織構成を図 2.1-6 に示す37)。EPA の年間予算は、2015 会計

年度で約 81 億ドル（約 9,600 億円）であり、2014 会計年度で 15,408 人のスタッフで規制

行政に当たっている38)。 

使用済燃料、高レベル放射性廃棄物、TRU 廃棄物に関する規制部局としては、大気・放

射線局（OAR）があり、このうち放射線・室内空気部（ORIA）放射線防護課（RPD）が

具体的な規制行政を担当している（図 2.1-6 参照）。39)40) 

 

 

図 2.1-5 原子力規制委員会（NRC）の全体組織構成 31) 
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図 2.1-6 環境保護庁（EPA）の全体組織構成 37) 
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c. 放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA） 

放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA）は、サウスウエスト研究所（SwRI。テキサ

ス州サンアントニオに本部を置く独立非営利団体の研究開発機関）の中に原子力規制委員

会（NRC）の資金提供により設立され、NRC の規制支援機関として活動を行っている。 

高レベル放射性廃棄物の処分の分野では、コンピュータ・コードの開発、ユッカマウン

テンでのフィールドデータの取得、Alloy22 製の廃棄物パッケージ及びチタン製のドリップ

シールドの腐食の研究、火山噴火の概念モデルの確証の他、NRC との連名で「ユッカマウ

ンテン・レビュープラン」（NRC、2003 年 7 月、NUREG-1804）41)の策定を行っている。 

 

d. 米国地質調査所（USGS） 

米国地質調査所（USGS）は、連邦内務省の傘下の研究機関であり、気候変動及び土地利

用変化（Climate and Land Use Change）、地球核科学システム（Core Science Systems）、

生態系（Ecosystems）、エネルギー及び鉱物資源（Energy and Minerals）、環境衛生

（Environmental Health）、自然災害（Natural Hazards）、水資源（Water）の 7 分野を

ミッションとして活動しており、地形図及び地質図の作成も行っている。 

高レベル放射性廃棄物の処分の分野では、ユッカマウンテン処分場が火山によって貫通

される確率を評価するための「確率的火山災害解析」（PVHA）の評価パネルの構成員を務

める他、不飽和帯の流れの岩石学的モデルの開発、ユッカマウンテン地区の浸透に係る概

念モデル及び数学モデルの開発、気候変動のコンピュータモデル化の他、「ネバダ州ナイ郡

ユッカマウンテン地区の地質図」42)の編纂などを行っている。 

なお、2005 年 3 月には、ユッカマウンテン・プロジェクト関係の業務を行っていた米国

地質調査所（USGS）の職員が、エネルギー省（DOE）及び原子力規制委員会（NRC）の

品質保証プログラムの一部を構成する浸透、気候関係のコンピュータモデルに関する書類

を改ざんしていた事実が判明し、2005 年 6 月には、許認可申請書等の技術的根拠を損なう

ものではないとの DOE の調査結果が公表されている。 
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(3) 安全基準・指針の概要 

 地層処分、余裕深度処分相当の処分場の種類と適用される安全基準・指針等をまとめて

表 2.1-5 に示す。 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分に適用される安全基準・指針等に関しては、一般サイ

トに適用されるものの他、1992 年エネルギー政策法に基づいて策定されたユッカマウンテ

ン処分場のみに適用されるものが存在している。一般サイトに適用される 10 CFR Part 60

「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」については、ユッカマウンテン処分

場のみに適用される 10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル

放射性廃棄物の処分」の策定段階において、以下のような考慮事項があり、改定が必要と

と認識されている43)。 

・10 CFR Part 63 でのリスク・インフォームド・アプローチ及び性能ベース・アプロ

ーチの 10 CFR Part 60 への適用 

・ユッカマウンテン以外のサイトに適用する EPA の一般的な環境放射線防護基準であ

る 40 CFR Part 191 に適合することの必要性 

・環境保護庁（EPA）が異なるレベルのリスクで設定している個人防護基準、独立し

た地下水防護基準を合わせて放出基準を策定していること 

 米国の余裕深度処分相当等の処分に適用される安全基準・指針については、現状が処分

概念を検討する段階であり、具体的なものが策定されていない。ただし、原子力規制委員

会（NRC）が許認可を行うことは 10 CFR Part 60 などで示されていることから、今後、

NRC が安全基準・指針を策定するものと考えられる。 

 2.2 以降の処分の長期的な安全性に関する調査においては、米国の地層処分、余裕深度処

分相当に適用される安全基準・指針として、原子力規制委員会（NRC）及び環境保護庁（EPA）

の連邦規則（CFR）である下記に列挙するものを主として対象とするが、各々の根拠法で

ある 1982 年放射性廃棄物政策法、1992 年エネルギー政策法、1992 年 WIPP 土地収用法も

併せて規定内容の調査対象とする。また、法案の段階ではあるものの、連邦議会上院エネ

ルギー天然資源委員会が検討している「2015 年放射性廃棄物管理法」の法案についても、

適宜、該当する項目において整理することとする。 

・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」（1981 年） 

・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のため

の環境放射線防護基準」（1994 年） 
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・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロット・プラント（WIPP）の 40 CFR Part 191 処

分規制との適合性の承認基準」（1996 年） 

・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の

処分」（2009 年） 

・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」（2008 年） 

 以下では、上記の連邦規則（CFR）の構成及び内容を整理する。 

 

表 2.1-5 地層処分、余裕深度処分相当の処分場の種類と適用される安全基準・指針等 

処分場の種類 適用されるサイト 安全基準・指針等 
高レベル放射性廃棄

物の地層処分 
一般サイト 【根拠法】1982 年放射性廃棄物政策法 

・10 CFR Part 60「地層処分場における高レ

ベル放射性廃棄物の処分」（1981 年） 
・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及

び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のため

の環境放射線防護基準」（1994 年）［ただし、

1992 年 WIPP 土地収用法第 8 条(a)(2)(B)
では、1982 年放射性廃棄物政策法第 113 条

(a)に基づいてサイト特性調査の対象となる

いかなるサイトでのサイト特性調査、許認

可、建設、操業、閉鎖には適用されないと

規定している。］ 
 ユッカマウンテン処

分場 
【根拠法：1992 年エネルギー政策法】 
・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテ

ン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の

処分」（2009 年） 
・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテ

ンのための環境放射線防護基準」（2008 年）

TRU 廃棄物の地層処

分 
廃棄物隔離パイロッ

トプラント（WIPP）
【根拠法：1992 年 WIPP 土地収用法】 
・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及

び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のため

の環境放射線防護基準」（1994 年） 
・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロット・

プラント（WIPP）の 40 CFR Part 191 処

分規制との適合性の承認基準」（1996 年）

クラス C を超える低

レベル放射性廃棄物

（GTCC 廃棄物）の処

分場 

未定 適用される処分概念・処分場に応じて、以下

の安全基準・指針等の適用が想定される。 
・廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）で

の地層処分：40 CFR Part 191、40 CFR 
Part 194 

・中深度ボーリング孔処分：現在、NRC が許

認可を発給した類似の処分場は存在しない

ため、適用される連邦規則は不明確。 
・強化型浅地中処分施設で処分：10 CFR Part 
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61 
・ボールト処分施設で処分（地下約 5m のボ

ールトに処分）：10 CFR Part 61 

 

a. 10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」（1981 年） 

 10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」は、1982 年放射

性廃棄物政策法に基づいて、原子力規制委員会（NRC）が策定しており、高レベル放射

性廃棄物の地層処分に適用され、その許認可要件を規定するものである。ただし、1992

年エネルギー政策法に基づいて 10 CFR Part 63の適用を受けるユッカマウンテンには適

用されないものとなっている。 

 10 CFR Part 60 は、サブパート A からサブパート J までの 10 サブパートから構成さ

れており、各々のセクションで許認可申請書の内容、サイト特性調査、制度的管理、回

収可能性の維持、線量基準値の考え方などが規定されている（表 2.1-6 参照）。 

 

表 2.1-6 10 CFR Part 60 の構成及び内容 

サブパート セクション 主要な規定内容 
サブパート A－一般規定   
 §60.1 目的と範囲 1982 年放射性廃棄物政策法に基づ

く地層処分に適用。 
 §60.2 定義 （省略） 
 §60.3 必要な許認可 許認可によらなければ建設、操業が

できないことを規定。 
 §60.4 通信と記録 （省略） 
 §60.5 解釈 （省略） 
 §60.6 免除 （省略） 
 §60.7 一定の予備活動に必要でな

い許認可 
（省略） 

 §60.8 情報収集要件：承認 （省略） 
 §60.9 従業員保護 （省略） 
 §60.10 情報の完全性と精度 （省略） 
 §60.11 故意の不法行為 （省略） 
サブパート B－許認可   
申請以前のレビュー §60.15 サイト特性調査 許認可申請書の提出前にサイト特性

調査を実施する旨を規定。 
 §60.16 必要なサイト特性調査計画 実施前にサイト特性調査計画を提出

することを規定。 
 §60.17 サイト特性調査計画の内容 サイト特性調査計画に含めるべき内

容を規定。 
 §60.18 サイト特性調査活動のレビ

ュー 
サイト特性調査計画のレビュー手続

きを規定。 
許認可申請 §60.21 申請の内容 許認可申請書が一般情報と安全解析

書から構成され、その記載内容を規

定。環境影響評価書を添付する旨を
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サブパート セクション 主要な規定内容 
規定。 

 §60.22 申請書の提出と配布 （省略） 
 §60.23 重複の除去 （省略） 
 §60.24 申請書と環境影響評価書の

更新 
（省略） 

建設認可 §60.31 建設認可 建設認可の発給を判断する根拠を規

定。 
 §60.32 建設認可の条件 建設認可に当たって条件を付する観

点を規定。 
 §60.33 建設認可の修正 建設認可の修正申請書は、必要な変

更を記載し、当初の様式に従って

NRC に提出される。 
許認可発給と修正 §60.41 許認可の発給基準 操業許可の発給を判断する基準を規

定。 
 §60.42 許認可の条件 操業許可に当たって条件を付する観

点を規定。 
 §60.43 許認可指定 操業許可の条件の区分・項目を規定。

 §60.44 変更、試験、実験 （省略） 
 §60.45 許認可の修正 （省略） 
 §60.46 許認可修正が必要な特定活

動 
（省略） 

恒久閉鎖 §60.51 許認可修正または恒久閉鎖 土地利用制限、マーカーの設置、記

録の保存等の制度的管理を規定。 
 §60.52 許認可の終了 （省略） 
サブパート C－州政府及

び影響を受けるインディ

アン部族の参加 

  

 §60.61 情報の提供 （省略） 
 §60.62 サイト・レビュー （省略） 
 §60.63 許認可レビューへの参加 （省略） 
 §60.64 州への通知 （省略） 
 §60.65 代理 （省略） 
サブパート D－記録、報告

書、試験、検査 
  

 §60.71 記録と報告書 （省略） 
 §60.72 建設記録 （省略） 
 §60.73 欠陥の報告 （省略） 
 §60.74 試験 （省略） 
 §60.75 検査 （省略） 
サブパート E－技術基準   
 §60.101 目的と調査結果の性質 （省略） 
 §60.102 コンセプト （省略） 
性能目標 §60.111 恒久閉鎖による地層処分

施設作業区域の性能 
廃棄物の定置開始後の 50 年間での

回収可能性を規定。 
 §60.112 恒久閉鎖後の地層処分施

設の全体システム性能目標 
具体的な線量基準値は、40 CFR Part 
191 を適用することを規定。 

 §60.113 恒久閉鎖後の特定バリア

の性能 
人工バリア、地質環境が持つべき性

能を規定。 
土地所有権と管理 §60.121 土地の所有権と利害関係

の管理の要件 
土地の所有権、水利権等を規定。 

処分地選定基準 §60.122 処分地選定基準 地質環境の好ましい条件、潜在的に

不適格な条件を既定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
地層処分施設作業区域の

設計基準 
§60.130 地層処分施設作業区域の

設計基準の範囲 
許認可申請書には、安全性、廃棄物

の隔離に重要な構造・システム・構

成物の設計、製作、建設、試験、メ

ンテナンス、及び性能要件を確立す

るための設計基準を含むことを規

定。 
 §60.131 地層処分施設作業区域の

一般的設計基準 
放射線防護、火災、臨界、立坑など

の施設、設備の一般的な設計基準を

規定。 
 §60.132 地層処分施設作業区域の

地上施設の追加設計基準 
廃棄物の受取・回収、換気、放射線

管理などの設計基準を規定。 
 §60.133 地下施設の追加設計基準 地下施設の閉じ込め・隔離、操業中

の安全、廃棄物の回収、人工バリア

の設計要件などを規定。 
 §60.134 立坑とボーリング孔の密

封設計 
立坑とボーリング孔の密封は、閉鎖

後の性能を損なう経路にならないよ

うに設計するよう規定。 
廃棄物パッケージの設計

基準 
§60.135 廃棄物パッケージ及び部

品の基準 
高レベル放射性廃棄物の廃棄物パッ

ケージの設計基準を規定。 
性能確認要件 §60.137 性能確認の一般的要件 性能確認プログラムの実施を可能に

するように設計することを規定。 
サブパート F－性能確認

プログラム 
  

 §60.140 一般的要件 性能確認プログラムの目的、実施時

期、概略的な実施内容、要件などを

規定。 
 §60.141 地質工学及び設計パラメ

ータの確認 
地質工学及び設計パラメータの確認

についての目的、計測対象、データ

の利用方法を規定。 
 §60.142 設計試験 ボーリング孔及び立坑の密封などの

特性の原位置試験、埋め戻し、廃棄

物パッケージ、埋め戻し、岩盤、地

下水の熱相互作用の影響に関するプ

ログラムの実施を規定。 
 §60.143 廃棄物パッケージのモニ

タリングと試験 
廃棄物パッケージを対象としたモニ

タリング、試験の内容を規定。 
サブパート G－品質保証   
 §60.150 範囲 品質保証は、材料、構造物、部品の

品質管理、または材料、構造物、部

品の品質を制御する方法を提供する

システム等に対するものを含むと規

定。 
 §60.151 適応可能性 品質保証の対象を規定。 
 §60.152 実施 （省略） 
サブパート H－要員の訓

練と証明 
  

 §60.160 一般的要件 （省略） 
 §60.161 訓練と証明プログラム （省略） 
 §60.162 身体要件 （省略） 
サブパート J－違反   
 §60.181 違反 （省略） 
 §60.183 刑罰 （省略） 
サブパート I－緊急事態計

画立案基準（留保） 
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b. 40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のため

の環境放射線防護基準」（1994 年） 

 40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及び TRU 放射性廃棄物の管理と処分のため

の環境放射線防護基準」は、1982 年放射性廃棄物政策法に基づいて、環境保護庁（EPA）

が策定しており、高レベル放射性廃棄物、TRU 廃棄物の地層処分に適用されるものとし

て、その許認可要件を規定している。ただし、実際には、1992 年 WIPP 土地収用法に基

づいて、廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の操業に係る許認可（第 1 回目の適合

性認定、その後の廃止措置段階が終了するまでの 5 年毎の適合性再認定）に適用されて

いる。 

 40 CFR Part 191 は、サブパート A、B 及び C で構成されており、サブパート A が管

理及び貯蔵に、サブパート B が処分に適用され、サブパート C が処分における接近可能

環境内の飲用水の地下水源に生じた放射能汚染に適用される。（表 2.1-7 参照）。 

 

表 2.1-7 40 CFR Part 191 の構成及び内容 

サブパート セクション 主要な規定内容 
サブパート A 管理及び

貯蔵に関する環境基準 
  

 §191.01 適用対象 使用済燃料、高レベル放射性廃棄物、

TRU 廃棄物を管理及び貯蔵するこ

とに適用。 
 §191.02 定義 （省略） 
 §191.03 基準 管理・貯蔵による一般公衆の被ばく

線量として 25mrem／年（0.25mSv
／年）を規定。 

 §191.04 代替基準 （省略） 
 §191.05 発効日 1985 年 11 月 18 日に発効 
サブパート B 処分に関

する環境基準 
  

 §191.11 適用対象 使用済燃料、高レベル放射性廃棄物、

TRU 廃棄物の処分により放出され

た放射性物質、その結果による放射

線量、処分システムの近傍での地下

水汚染に適用。 
 §191.12 定義 （省略） 
 §191.13 閉じ込め要件 処分後の 1 万年間での累積放出量の

制限値を超えないことを規定。 
 §191.14 保証要件 能動的な制度的管理の維持、処分後

の監視、マーカー、記録の保存、人
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サブパート セクション 主要な規定内容 
工バリアと天然バリアによる構成、

回収可能性の維持などを規定。 
 §191.15 個人防護要件 処分後の 1 万年間にわたり、処分シ

ステムの擾乱を受けていない性能に

よって、15mrem／年（150μSv／
年）を超えないように設計すること

を規定。 
 §191.16 処分に関する代替規定 （省略） 
 §191.17 発効日 1985 年 11 月 18 日に発効 
サブパート C 地下水保

護のための環境基準 
  

 §191.21 適用対象 サブパート B の活動の結果による放

射線量、その結果により飲用水の地

下水源に生じた放射能汚染に適用。

 §191.22 定義 （省略） 
 §191.23 一般規定 （省略） 
 §191.24 処分基準 処分後の 1 万年間にわたる擾乱を受

けていない性能によって、飲用水の

地下水源における放射能汚染レベル

が、40 CFR Part 141 の制限値を超

えないように設計することを規定。

 §191.25 その他の連邦規制の遵守 （省略） 
 §191.26 代替規定 （省略） 
 §191.27 発効日 1994 年 1 月 19 日に発効 

 

c. 10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の

処分」（2009 年） 

 10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の

処分」は、1992 年エネルギー政策法に基づいて、ユッカマウンテン処分場での高レベル

放射性廃棄物処分に適用されるものとして原子力規制委員会（NRC）が策定しており、

許認可申請書の記載内容、許認可要件、性能評価の実施内容などの具体的な規定がなさ

れている。なお、性能評価の実施内容は、環境保護庁（EPA）が策定した 40 CFR Part 197

「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」の規定内容を反映したもの

となっている。 

 10 CFR Part 63 は、サブパート A からサブパート J までの 10 サブパートから構成さ

れており、各々のセクションで許認可申請書の内容、サイト特性調査、制度的管理、回

収可能性の維持、線量基準値の考え方などが規定されている（表 2.1-8 参照） 
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表 2.1-8 10 CFR Part 63 の構成及び内容 

サブパート セクション 主要な規定内容 
サブパート A：一般規定   
 §63.1 目的及び範囲 ユッカマウンテンの許認可発給に適

用。10 CFR Part 60 により許認可が

発給される活動に適用されない。 
 §63.2 定義 （省略） 
 §63.3 必要とされる許認可 許認可によらなければユッカマウン

テンで建設、操業ができないことを

規定。 
 §63.4 通知及び記録 （省略） 
 §63.5 解釈 （省略） 
 §63.6 免除 （省略） 
 §63.7 一部の予備的な活動に許認

可は要求されない 
（省略） 

 §63.8 情報収集要件：OMB の承認 （省略） 
 §63.9 被雇用者の保護 （省略） 
 §63.10 情報の完全性と正確性 （省略） 
 §63.11 意図的な違法行為 （省略） 
サブパート B：許認可   
申請前の審査 §63.15 サイト特性調査 許認可申請書を提出する前に、ユッ

カマウンテン・サイトでサイト特性

調査計画を実施する旨を規定。 
 §63.16 サイト特性調査活動のレビ

ュー 
サイト特性調査計画のレビュー手続

きを規定。 
許認可申請 §63.21 申請の内容 許認可申請書が一般情報と安全解析

書から構成され、その記載内容を規

定。環境影響評価書を添付する旨を

規定。 
 §63.22 申請書の提出と配布 （省略） 
 §63.23 重複の排除 （省略） 
 §63.24 申請書及び環境影響報告

書の更新 
（省略） 

建設認可 §63.31 建設認可  
 §63.32 建設認可の条件  
 §63.33 建設認可の修正 建設認可の修正に関する申請は、

NRC に提出し、申請は必要とされた

変更に関する十分な記述を行う。 
許認可の発給及び修正 §63.41 許認可の発給基準 操業許可の発給を判断する基準を規

定。 
 §63.42 許認可の条件 操業許可に当たって条件を付する観

点を規定。 
 §63.43 許認可仕様 操業許可の条件の区分・項目を規定。

 §63.44 変更、試験及び実験 （省略） 
 §63.45 許認可の修正 許認可の修正申請は、必要となった

変更を記述し、許認可申請の書式に

従って提出することを規定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 
 

 §63.46 許認可修正が必要となる

特定の活動 
許認可修正が要求される活動とし

て、①廃棄物を回収不可能な状態に

すること、②構造物の解体、③サイ

トへのアクセスの制限・管理の撤

廃・緩和、④維持が求められている

記録の破壊・処分、⑤許認可で指定

された設計・操業手順の変更、⑥永

久閉鎖を規定。 
永久閉鎖 §63.51 永久閉鎖のための許認可

修正 
永久閉鎖の許認可修正の申請は、許

認可申請の更新で構成し、①性能評

価の更新（性能確認データを含む）、

②永久閉鎖後モニタリング計画、③

関連情報を保管するための措置（土

地利用の管理、標識の建設、記録の

保存など）、④操業期間内に入手され

る地質学的、地球物理学的、地球化

学的、水理学的データ等、⑤天然及

び人工システムの試験、実験及び分

析結、⑥永久閉鎖計画の見直し、⑦

許認可以降の入手情報を含めること

を規定。 
増補が組み込まれた環境影響報告書

を許認可修正申請書とともに提出す

ることを規定。 
 §63.52 許認可の終了 永久閉鎖及び地上施設の解体後、許

認可を終了させるための修正申請す

ることができると規定。 
サブパート C 州政府、影

響を受ける地元政府の組織

及び影響を受けるインディ

アン部族の参加 

  

 §63.61 情報の提供 （省略） 
 §63.62 サイト審査 （省略） 
 §63.63 許認可審査への参加 （省略） 
 §63.64 州に対する通知 （省略） 
 §63.65 代表者 （省略） 
サブパート D：記録、報告

書、試験及び検査 
  

 §63.71 記録及び報告書 （省略） 
 §63.72 建設記録 （省略） 
 §63.73 欠陥に関する報告 （省略） 
 §63.74 試験 （省略） 
 §63.75 立ち入り検査 （省略） 
 §63.78 核物質管理、計量管理の記

録及び報告書 
（省略） 

サブパート E：技術基準   
 §63.101 目的及び認定の性格 サブパートの目的として、地層処分

場の閉鎖後性能に関する性能目標及

びその他の基準を設定することを記

述。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 
 

 §63.102 概念 地層処分場の概念として、多重バリ

ア、参照生物圏及び合理的に最大の

被ばくを受ける個人、性能評価、制

度的管理、人間侵入、性能確認など

を規定。 
閉鎖前性能目標 §63.111 永久閉鎖に至るまでの地

層処分場操業エリアに関する性能目

標 

閉鎖前の性能目標として、放射線防

護、設計目標、廃棄物の回収可能性

（廃棄物定置作業が開始後、50年間、

性能確認プログラムを NRC が承認

するまで実施）を規定。 
閉鎖前安全解析 §63.112 地層処分場操業エリアの

閉鎖前安全解析に関する要件 
閉鎖前安全解析として含めるべき事

項、解析を規定。 
閉鎖後性能目標 
 

§63.113 永久閉鎖後の地層処分場

の性能目標 
地層処分場は多重バリアが含まれな

ければならず、天然バリアと人工バ

リアシステムで構成されることを規

定。 
閉鎖後性能評価 §63.114 性能評価に関する要件 処分後 1 万年間に関する順守を立証

するための性能評価の条件を規定。

 §63.115 多重バリアに関する要件 多重バリアに関する遵守の立証とし

て実施すべき事項を規定。 
土地の所有権及び管理 §63.121 土地所有権及び権益の管

理に関する要件 
土地は、DOE の管轄権及び管理の下

で取得された土地、利用のために永

久的に確保または保有された土地と

し、あらゆる権利及び抵当権などを

伴うことを規定。 
サブパート F：性能確認プ

ログラム 
  

 §63.131 一般的な要件 性能確認プログラムで取得すべきデ

ータの種類を示すとともに、サイト

特性調査中に開始して閉鎖まで継続

すること、原位置モニタリング、室

内試験、現場試験及び原位置試験に

よること等を規定。 
 §63.132 地質工学的なパラメータ

と設計パラメータの確認 
処分場の建設及び操業期間中、連続

的な計画が実施され、設計パラメー

タ等の確認、現場で遭遇した条件に

対応する設計変更に係る情報を得る

ことを目的として実施することを規

定。 
 §63.133 設計試験 建設の初期及び開発段階では、人工

バリアなどの構成要素の試験を実施

することを規定。 
 §63.134 廃棄物パッケージのモニ

タリング及び試験 
廃棄物パッケージの条件をモニタリ

ングするため、廃棄物が定置される

環境を代表するものを対象として試

験を実施することを規定。 
サブパート G：品質保証   
 §63.141 範囲 品質保証には、地層処分場及びその

構造物、システムまたは構成要素が、

実際の使用において満足のゆく性能

を発揮するための計画・措置、品質

管理が含まれることを規定。 



 

2-33 
 

サブパート セクション 主要な規定内容 
 
 

 §63.142 品質保証基準 品質保証のための組織、計画、設計

監理、文書管理、指示・手続き、設

備・役務管理、プロセス管理、点検、

試験管理、測定管理、取扱い・貯蔵・

輸送、不適合・是正措置、記録、監

査などを規定している。 
 §63.143 実施 （省略） 
 §63.144 品質保証計画の変更 品質保証計画の変更手順を規定。 
サブパート H：職員の訓練

及び資格認定 
  

 §63.151 一般的な要件 （省略） 
 §63.152 訓練及び資格認定計画 （省略） 
 §63.153 身体的要件 （省略） 
サブパート I：緊急時対応計

画基準 
  

 §63.161 永久閉鎖前の地層処分場

操業エリアに関する緊急時対応計画

（省略） 

サブパート J：違反   
 §63.171 違反 （省略） 
 §63.172 刑事罰 （省略） 
サブパート K 閉鎖前の公

衆衛生及び環境基準 
  

 §63.201 目的及び範囲 放射性物質の貯蔵を対象とすること

を規定。 
 §63.202 サブパート K に関する定

義 
（省略） 

 §63.203 サブパート K の履行 （省略） 
 §63.204 閉鎖前基準 一般公衆の構成員は、0.15mSv／年

を上回る線量を受けることがないよ

うにすることを規定。 
サブパート L 閉鎖後の公

共衛生基準及び環境基準 
  

 §63.301 目的及び範囲 放射性物質の処分を対象とすること

を規定。 
 §63.302 サブパート L に関する定

義 
閉鎖後の基準に係る接近可能な環

境、制度的管理、地質学的に安定な

期間などを定義。 
 §63.303 サブパート L の履行 順守は、処分後 100 万年間の性能評

価での予測線量の算術平均に基づく

ことを規定。 
 §63.304 合理的な見込み 合理的な見込みとは、不確実性が不

可避であることを認識した上で、記

録に基づいて遵守が達せされること

を NRC が納得することと定義。 
 §63.305 参照生物圏に要求される

特徴 
参照生物圏は、サイト周辺での現時

点での知識に適合したものでなけれ

ばならないと規定。 
閉鎖後の個人防護基準 §63.311 永久閉鎖後の個人防護基

準 
性能評価により、処分後 10,000 年間

は 0.15mSv／年、地質学的に安定な

期間（100 万年と想定）までは 1mSv
／年を超えないことを立証すること

を規定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 
 

 §33.312 合理的に最大の被ばくを

受ける個人に必要な特徴 
性能評価で対象となる、合理的に最

大の被ばくを受ける個人の特徴を規

定。 
人間侵入に関する基準 §63.321 人間侵入に関する個人防

護基準 
廃棄物パッケージを認識せずに人間

侵入が発生する時期を想定するとと

もに、様式化したシナリオによる性

能評価により、処分後 10,000 年間は

0.15mSv／年、地質学的に安定な期

間（100 万年を想定）までは 1mSv
／年を超えないことを立証すること

を規定。 
 §63.322 人間侵入シナリオ 人間侵入シナリオとして様式化した

シナリオの内容を規定。 
地下水防護基準 §63.331 地下水防護のための独立

した基準 
地下水防護を目的として、処分後

10,000 年間にわたり、接近可能環境

での代表的な地下水量において

0.04mSv／年（β及び光子を放出す

る核種の組合せ）を超えないことな

どを立証することを規定。 
 §63.332 代表的な地下水量 評価で用いる代表的な地下水量を規

定。 
追加規定 §63.341 （削除）   
 §63.342 性能評価に関する限定 評価で対象とする FEP は、発生確率

が 10－8／年以下と推定されるものを

除外するなどの性能評価の実施上の

限定を規定。 
 §63.343 個人防護基準及び地下水

防護基準の可分性 
個人防護基準及び地下水防護基準

は、分離した形で実施することがで

きると規定。 

 

d. 40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」（2008 年） 

 40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」は、1992

年エネルギー法に基づいて、ユッカマウンテンでの高レベル放射性廃棄物処分に関する

環境放射線基準として環境保護庁（EPA）が策定している。なお、1992 年エネルギー法

の規定に基づいて、40 CFR Part 197 の内容は、ほぼ同じ形で 10 CFR Part 63 に含まれ

て許認可申請書、その審査に適用されることとなっている（表 2.1-9 参照）。 

 

表 2.1-9 40 CFR Part 197 の構成及び内容 

サブパート セクション 主要な規定内容 
サブパート A 貯蔵に関す

る公衆衛生及び環境基準 
  

 §197.1 サブパート A は何を対象と

しているか？ 
放射性物質の貯蔵を対象とするこ

とを規定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 §197.2 サブパート A ではどのよう

な定義が適用されるか？ 
（省略） 

 §197.3 サブパート A はどのように

実施されるか？ 
（省略） 

 §197.4 DOE はどのような基準を満

たさなければならないか？ 
一般公衆の構成員は、0.15mSv／
年を上回る線量を受けることがな

いようにすることを規定。 
 §197.5 このパートはいつ発効され

るか？ 
（省略） 

サブパート B―処分に関す

る公衆衛生及び環境基準 
  

 §197.11 サブパート B は何を対象と

しているか？ 
放射性物質の処分を対象とするこ

とを規定。 
 §197.12 サブパート B ではどのよう

な定義が適用されているか？ 
閉鎖後の基準に係る接近可能な環

境、制度的管理、地質学的に安定

な期間などを定義。 
 §197.13 サブパート B はどのように

実施されるか？ 
順守は、処分後 100 万年間の性能

評価での予測線量の算術平均に基

づくことを規定。 
 §197.14 合理的な見込みとは何か？ 合理的な見込みとは、不確実性が

不可避であることを認識した上

で、記録に基づいて遵守が達せさ

れることを NRC が納得すること

と定義。 
 §197.15 DOE は、地質学的に安定な

期間に生じる変化をどのように考慮し

なければならないか？ 

社会の変化、気候以外の生物圏、

人間の生態学、人間の知識・技術

の増減を予測すべきではなく、こ

れらは、許認可申請時と同様と仮

定することを規定。 
ただし、地質学的に安定な期間は

地質、水文学、気候の変化を仮定。

個人防護基準 §197.20 DOEはどのような基準を満

たさなければならないか？ 
性能評価により、処分後 10,000
年間は 0.15mSv／年、地質学的に

安定な期間までは 1mSv／年を超

えないことを立証することを規

定。 
 §197.21 合理的に最大の被ばくを受

ける個人とは誰か？ 
性能評価で対象となる、合理的に

最大の被ばくを受ける個人の特徴

を規定。 
人間侵入基準 §197.25 DOEはどのような基準を満

たさなければならないか？ 
廃棄物パッケージを認識せずに人

間侵入が発生する時期を想定する

とともに、様式化したシナリオに

よる性能評価により、処分後

10,000 年間は 0.15mSv／年、地質

学的に安定な期間までは 1mSv／
年を超えないことを立証すること

を規定。 
 §197.26 人間侵入とはどのような状

況か？ 
人間侵入シナリオとして様式化し

たシナリオの内容を規定。 
地下水防護基準 §197.30 DOEはどのような基準を満

たさなければならないか？ 
地下水防護を目的として、処分後

10,000 年間にわたり、接近可能環

境での代表的な地下水量において

0.04mSv／年（β及び光子を放出

する核種の組合せ）を超えないこ
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サブパート セクション 主要な規定内容 
となどを立証することを規定。 
 

 §197.31 代表量とは何か？ 評価で用いる代表的な地下水量を

規定。 
追加規定 §197.35 ［除外し、留保した］  
 §197.36 DOEが性能評価で考慮しな

ければならない要素には限度があるの

か？ 

評価で対象とする FEP は、発生確

率が 10－8／年以下と推定される

ものを除外するなどの性能評価の

実施上の限定を規定。 
 §197.37 EPA はこの規則を修正する

ことができるか？ 
規則は修正可能であるとして、手

続きを規定。 
 §197.38 個人防護基準と地下水防護

基準は分離可能か？ 
個人防護基準と地下水防護基準と

は、分離した形で実施することが

できると規定。 

 

e. 40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の処分規則（40 CFR Part 

191）との適合性の認定及び再認定のための基準」（EPA、1996 年） 

 40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の処分規則（40 CFR Part 

191）との適合性の認定及び再認定のための基準」は、廃棄物隔離パイロットプラントの

許認可に 40 CFR Part 191 を適用するための詳細規定を行ったものであり、1992 年

WIPP 土地収用法に基づいて環境保護庁（EPA）が策定を行ったものである（表 2.1-10

参照）。 

 

表 2.1-10 40 CFR Part 194 の構成及び内容 

サブパート セクション 主要な規定内容 
サブパート A：一般規定   
 §194.1 目的、範囲及び適用対象 WIPP に適用する 40 CFR Part 191 へ

の適合性の認定・再認定に係る基準を

設定することが目的。 
 §194.2 定義 （省略） 
 §194.3 書類 （省略） 
 §194.4 適合性認定の条件 適合性認定には、条件が含まれる場合

があることを規定。 
 §194.5 引用を通じて組み込まれ

た文書 
（省略） 

 §194.6 代替規定 （省略） 
 §194.7 発効期日 （省略） 
 §194.8 WIPP における処分のた

めに廃棄物発生サイトから廃棄物輸

送のための承認プロセス 

（省略） 

サブパート B：適合性認

定及び再認定の申請 
  

 §194.11 適合性認定申請の完全性

及び正確性 
適合性認定申請の裏付けとして提供さ

れた情報は、完全かつ正確なものとす



 

2-37 
 

サブパート セクション 主要な規定内容 
ることを規定。 

 §194.12 適合性認定申請書の提出 （省略） 
 §194.13 引用文献の提出 （省略） 

 
 §194.14 適合性認定申請書の内容 適合性認定申請書には、処分システム

の性能に影響を及ぼす可能性のある自

然・人工構造に関する現時点での記述、

処分システムの設計に関する記述、実

施された評価の結果、評価に関連する

入力パラメータと選定の根拠の説明、

保証要件を満たすために取られた措置

に関する文書、廃棄物受け入れ基準と

保証のための措置の説明、バックグラ

ウンド放射線と決定手順に関する記

述、処分システム周辺の地形図、過去

及び現在の気象条件、適合性を判定す

るために必要と判断した補足的な情

報、分析、テストまたは記録を含める

ことを規定。 
 §194.15 適合性再認定申請書の内

容 
処分規制への適合性が継続しているこ

とを示す情報を提供できるよう、前回

の申請書を更新することを規定。 
サブパート C：適合性認

定及び再認定 
  

一般要件 §194.21 立ち入り検査 （省略） 
 §194.22 品質保証 品質保証計画を策定し、適合性認定申

請書に含め、データの品質特性を評価

した情報を提供することを規定。 
 §194.23 モデル及びコンピュー

タ・コード 
適合性認定申請書には、概念モデルと

シナリオ構築に関する記述、コンピュ

ータ・コードに係る要件遵守に関する

文書、モデル及びコンピュータ・コー

ドの文書を含めることを規定。 
 §194.24 廃棄物の特性調査 適合性認定申請書には、廃棄物の化学

的、放射線学的及び物理学的な組成、

閉じ込めなどの分析結果、総インベン

トリにおける限度値・不確実性の指定、

廃棄物の収容方式、総インベントリの

制限遵守の証明を含めることを規定。

 §194.25 将来の状態に関する仮定 性能評価及び適合性認定評価では、将

来の水理地質学的、地質学的または気

象学的な条件が、適合性認定申請書の

作成時の状態を維持するものと仮定す

ることを規定。 
 §194.26 専門家の判断 適合性認定申請の裏付けとして、専門

家・専門家パネルの判断が利用できる

ことを規定。 
 §194.27 ピアレビュー 適合性認定申請書には、概念モデル、

廃棄物特性調査分析、人工バリア評価

のピアレビュー文書を含めることを規

定。 
閉じ込め要件 §194.31 放出制限値の適用 放出制限値は、40 CFR Part 191 に示

された計算式により、処分する総放射

能量を用いて計算することを規定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 §194.32 性能評価の範囲 性能評価では、処分システムに影響を

及ぼす可能性のある自然のプロセス及

び事象、採鉱活動、深層ボーリング、

浅層ボーリングについて検討すること

を規定。 
 §194.33 性能評価におけるボーリ

ング事象の検討 
性能評価では、処分システムに影響を

及ぼす可能性のある深層ボーリング及

び浅層ボーリングを検討するものと

し、適用する仮定及びプロセスを規定。

 §194.34 性能評価の結果 性能評価の結果は、プロセス及び事象

によって生じる累積放出が超過する確

率を示す補累積分布余関数（CCDF）
にまとめること、不確実なパラメータ

値の確率分布に係る文書を含めること

を規定。 
保証要件 §194.41 能動的な制度的管理 適合性認定申請には、能動的な制度的

管理、管理の場所、能動的管理の継続

期間を記述することを規定。 
性能評価には、処分後 100 年を超えた

期間の能動的な制度的管理を考慮しな

いことを規定。 
 §194.42 モニタリング 処分システム・パラメータが閉じ込め

に及ぼす影響の分析し、分析結果によ

り閉鎖前及び閉鎖後のモニタリング計

画を開発すること、最低限分析すべき

処分システム・パラメータを規定。 
 §194.43 受動的な制度的管理 適合性認定申請には、処分システムの

所在地、設計及び収容物に関する知識

を保存する措置、受動的な制度的管理

が維持及び理解されると予想される期

間を含めることを規定。 
 §194.44 人工バリア 処分システムには、放射性核種の近接

可能環境への移動を防止・遅延させる

人工バリアが含まれること、人工バリ

アの選定評価を示すことを規定。 
 §194.45 資源の存在に対する配慮 適合性認定申請には、処分システムの

特性により、資源が存在するために擾

乱が生じる可能性が高まる事実が相殺

されることを立証する情報を含めるこ

とを規定。 
 §194.46 廃棄物の回収 適合性認定申請には、処分後の合理的

な期間にわたり、廃棄物の回収が可能

であることを示す文書を含めることを

規定。 
個人防護及び地下水防護

要件 
§194.51 防護対象となる個人に関

する検討 
適合性評価では、地表の接近可能な環

境の単一地点に一人の人間が居住し、

処分システムからの放射性核種の放出

により最も高い線量を受けると仮定す

ることを規定。 
 §194.52 被ばく経路の検討 適合性評価では、あらゆる潜在的な被

ばく経路を検討するものとし、個人が

接近可能な環境にある地下飲用水源か

ら、1 日当たり 2 リットルの飲用水を消

費するものと仮定することを規定。 
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サブパート セクション 主要な規定内容 
 §194.53 地下飲用水源の検討 適合性評価では、処分システムによる

影響を受けると予想される接近可能な

環境のすべての地下飲用水源が検討さ

れることを規定。 
 

 §194.54 適合性評価の範囲 適合性認定申請には、適合性評価が含

まれるものとし、発生する可能性のあ

る潜在的なプロセス、事象、またはプ

ロセス及び事象の連続を特定する情報

などが含まれることを規定。 
擾乱を受けていない性能の適合性評価

には、処分システム近辺にある既存の

ボーリング孔、処分前または処分直後

に処分システム近辺で行われるいずれ

かの活動が及ぼす影響を含めるものと

することを規定。 
 §194.55 適合性評価の結果 適合性評価では、処分システムの性能

に関連した不確実性について検討した

文書、不確実な処分システム・パラメ

ータ値に関する確率分布の文書を含め

ることを規定。 
適合性認定申請には、放射線量の見積

り値の全範囲、放射性核種濃度の見積

り値の全範囲を含めることを規定。 
サブパート D：公衆の参

加 
  

 §194.61 認定に関する規則作成案

の事前公示 
（省略） 

 §194.62 認定に関する規則作成案

の公示 
（省略） 

 §194.63 認定に関する最終規則 （省略） 
 §194.64 適合性継続に関する文書 （省略） 
 §194.65 修正または取り消しに関

する規則作成案の通知 
（省略） 

 §194.66 修正または取り消しに関

する最終規則 
（省略） 

 §194.67 記録ファイル(ドケット) （省略） 
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40) http://www.epa.gov/radiation/basic/rpd.html 
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43) U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of High-Level Waste Repository 

Safety, “Summary Statement, Regulations for Geological Disposal of High-Level 
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(Disposal Subcommittee), September 1, 2010 
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2.1.4 フランスにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

 フランスの放射性廃棄物の分類については、1.4 に述べた通りであるが、具体的な処分方

策としては、地層処分、長寿命低レベル放射性廃棄物の処分及び浅地中処分の 3 つの処分

概念が存在しており、それぞれの処分方策に対応する安全規則（安全指針）の整備が行わ

れている。 

以下に、原子力安全に関する規則及び法令の最新整備状況について整理する。 

 

(1) 規制行政機関の概要 

 ここでは、規制行政機関である原子力安全機関（ASN）及びその技術支援機関である、

放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）及び原子力基本施設諮問委員会（CCINB）を整理

する。 

 

① 原子力安全機関（ASN） 

原子力安全機関（ASN）は、大統領府の下に置かれる独立機関であり、2006 年原子力安

全・情報開示法により、従来の原子力の安全規制機関である原子力安全・放射線防護総局

（DGSNR）と全国 11 ヵ所の地方原子力安全局（DSNR）とを統括する独立機関として設

置された。 

その役割として、原子力安全と放射線防護に関する規制機関としての活動に加え、原子

力安全に関する国民の知る権利を担保するための情報公開に関する活動を実施している。 

ASN は、大統領が任命する 3 名、議会（国会）の両院議長が任命する各 1 名の、5 人の

委員のコミッショナー制で運営されている。400 人を超えるスタッフの内、75%は専門家で

構成されている。 

 フランスの原子力規制当局の設置は 1973 年まで遡り、表 2.1-11 のような変遷が行われ

てきた。1973 年の創設当時の原子力施設安全部（SCSIN）は、原子力推進庁の属する経済・

産業省の 1 つの課として創設され、1991 年に DSIN として 1 つの部に昇格した。2002 年

には、DSIN に、厚生省所管の電離放射線防護室（OPRI）の一部機能及び人口放射性同位

元素取扱省庁連絡委員会（CIREA）の全機能が加わり、原子力安全・放射線防護総局

（DGSNR）が設立された。この時点で管轄は環境・産業大臣とともに厚生大臣の管轄下と

なった。DGSNR は地方では産業省・研究賞・環境合同地方局（DRIRE）の原子力安全・

放射線防護本部（DSNR）及び原子力高圧設備管理局（BCCN）が DRIRE へ組み込まれ、
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査察及び安全審査を実施した。これらを本局と地方局（DGSNR、DSNR、DRIRE）を併

せて原子力安全機関（ASN）と称した。この時点では、原子力推進担当省庁からの管理は

外れたものの、依然として中央省庁の管理下にあった。 

 2006 年には原子力安全・情報開示法1)に基づき組織が再編され、新たにフランス大統領

直轄の独立行政府として原子力安全機関（ASN）が設立された。ASN は原子力安全規制機

関の原子力安全・放射線防護総局（DGSNR）と全国 11 ヵ所の地方原子力安全局（DSNR）

を統括する機関で、5 人の合議体制で構成される。3 人は大統領の任命、1 人は下院議長、1

人は上院議長によって任命され、任期は 6 年である。原子力基本施設（INB）の新設・廃

止措置などに関する政令案及び原子力安全規制に関する政令、奨励案について政府から諮

問を受けるほか、INB の操業許可の発給、原子力安全及び放射線防護に関する担当大臣の

承認による規制上の決定、一般規則及び個別規程の遵守状況の監督、情報提供などを行う

こととなっている。 

 

表 2.1-11 フランスの規制当局の変遷（2.1.4 の参考文献 1）に一部加筆） 

 組織編成のイベント 所管機関 

1973 年 原子力施設安全部（SCSIN）創設 経済・産業省 

1991 年 原子力施設安全局（DSIN）創設 経済・産業省 

2002 年 原子力安全・放射線防護局（DSGNR）設置

（地方原子力安全局（DSNR）を含めて

ASN と称されていた。） 

経済・産業省 

環境省 

厚生省 

2006 年 原子力安全機関（ASN）の設置 大統領府 

独立行政府となる 
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図 2.1-7 原子力規制機関（ASN）の全体組織構成2) 

 

① 放射性防護・安全研究所（IRSN） 

 放射線防護・安全研究所（IRSN）は 2001 年の法律によって創設され、翌年 2 月のデク

レ（政令）3)によって設置された。このデクレにより、フランス原子力庁（CEA）と IRSN

の前身である原子力安全防護研究所（IPSN）の分離及び IPSNと旧電離放射線防護局（OPRI）

の合併が図られた。 

 上記デクレの規定によれば、IRSN は、関係５省（国防、環境、産業、研究、厚生）の共

同監督の下にある、商工業的性格を有する公社であり、次の分野における専門的鑑定評価

及び研究の任務を行うことを目的としている。 

a) 原子力安全 

b) 放射性物質及び核分裂性物質の輸送の安全 

c) 国民及び環境の電離放射線からの防護 

d) 核物質の保護及び管理 

e) 悪意ある行為に対する原子力施設及び放射性物質・核分裂性物質の輸送の防護 
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IRSN の主な役割は、規制機関である ASN、国防に係る委員、及び技術的支援を要請す

る国の当局などに技術的支援を供与するほか、原子力安全分野での専門的鑑定・評価、研

究業務をフランス国内外の公共機関または民間機関向けに実施することであり、上記デク

レにおいて、表 2.1-12 の任務が規定されている。 

 

表 2.1-12 放射線防護・安全研究所（IRSN）の任務 3) 

a) 分析、計測、線量測定などの、専門的鑑定評価、研究、及び業務をフランス国内外

の公共機関または民間機関向けに実施する。 

b) 自らの事業分野における専門的鑑定評価に必要な専門的知見を維持し拡充するた

め、内部において実施するか、またはフランス国内外の他の研究機関に委託する研究

プログラムを策定する。 

c) 医療従事者及び職業被曝者の放射線防護における人材養成に貢献する。 

d) 原子力安全・放射線防護総局（DGSNR、現在は ASN）、国防に係る事業・施設に関す

る原子力安全・放射線防護代表委員、及び技術的支援を要請する国の当局及び部局に

技術的支援を供与する。 

e) 放射線源が関わるトラブルまたは事故の場合において、国民、労働者、環境の保護

を確保するとともに、施設の安全を回復させるための技術上、衛生上、及び医療上の

措置を原子力安全・放射線防護総局（DGSNR、現在は ASN）または国防に係る事業・

施設に関する原子力安全・放射線防護代表委員に提案する。 

f) 環境放射線モニタリングに協力すること、及び電離放射線を被曝する労働者に関す

る線量データの管理運用及び放射線源のインベントリの管理を確保することなどに

より、放射線防護に関する常時警戒に参加する。 

 

なお、IRSN の設置に関するデクレはこれまで何度かの改訂が行われ、2015 年には国防

関係の用語に関する改訂が行われた。 

 

② 原子力基本施設諮問委員会（CCINB） 

 CCINB は、2007 年 INB 等デクレ4)（2006 年原子力安全・情報開示法の施行デクレ）の

規定に基づき、原子力安全担当大臣の下に設置されるものであり、構成メンバーは同デク

レで表 2.1-13 のとおり規定されている。同デクレで規定される CCINB の機能は、原子力

安全担当大臣の要請により原子力基本施設の各許可段階における許可デクレ案について意

見提示する、ASN の法規に関する決定について意見提示をするほか、放射線防護を担当す

る大臣より原子力基本施設に関する問題についての諮問を受けることである。 
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表 2.1-13 原子力基本施設諮問委員会（CCINB）の構成メンバー4) 

1. 少なくとも評定員の階級を有する国務院の職員 1名、委員長 

 2. 原子力高等弁務官 1名、副委員長 

 3. 原子力安全担当大臣代理 1名 

 4. 国防大臣代理 1名 

 5. 経済担当大臣代理 1名 

 6. エネルギー担当大臣代理 1名 

 7. 環境担当大臣代理 1名 

 8. 研究担当大臣代理 1名 

 9. 厚生担当大臣代理 1名 

10. 国民安全保障担当大臣代理 1名 

11. 労働担当大臣代理 1名 

12. 国防活動・施設関連原子力安全・放射線防護委員またはその代理 

13. 放射性廃棄物管理機関代表 1名 

14. 原子力庁代表 1名 

15. 国立科学研究センター代表 1名 

16. 放射線防護・原子力安全研究所代表 1名 

17. 原子燃料製造・処理企業（複数）代表 1名 

18. 原子力発電企業（複数）代表 1名 

19. 原子力部門における専門家（しかるべき資格を有する）3 名、うち 1 名は厚生担当大

臣が指名する 

 

(1) 原子力安全に関する法令の概要 

フランスの原子力基本施設（INB）に対する安全規制は、法令（法律及びデクレ等）及び

ASN が発行する安全規則（安全指針）で体系化されている。放射性廃棄物処分については、

具体的に次の文書体系で整備が行われている。 

●法律：原子力に関する安全及び透明性に関する法律（原子力安全･情報開示法） 

（一部条項が環境法典に編纂） 

●デクレ：原子力基本施設（INB）及び原子力安全・放射性物質輸送管理に関するデク

レ（INB 等デクレ） 

●安全規則（安全指針）： 

・浅地中処分：安全基本規則 RFSⅠ.2：短中寿命かつ低中レベル放射性廃棄物の地表

処分に関する安全目標及び基本設計5)（以下、「RFSⅠ.2」） 

・長寿命低レベル放射性廃棄物の処分：未整備（2008 年 5 月に、将来の安全指針の一

部をなす「長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に関する安全性の一般方



 

2-48 
 

針」6)が策定されている）（以下、「長寿命低レベル放射性廃棄物の処分の安全性一般

方針」） 

・地層処分：深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針7)(2008 年 2 月) 

（以下、「地層処分の安全指針」） 

 

2006年6月に制定された原子力安全･情報開示法及びその施行令である INB等デクレ（政

令）により、従来の原子力安全に関する組織体制や法令が再構築された。放射性廃棄物処

分施設を含む原子力基本施設（INB）に関する具体的な許認可手続き等はこの法令で規定さ

れており、原子力安全当局（現在は原子力安全機関（ASN））が発行する安全基本規則（RFS

等）において、安全技術面における詳細な規則や基準などが示される。 

従来、原子力基本施設（INB）に関する許認可手続等を規定するものとして、1963 年に

公布された「原子力基本施設（INB）に関するデクレ」があった。2006 年管理計画法の制

定と同時期に原子力安全･情報開示法が制定され、これに伴いその施行令である INB 等デク

レが 2007 年 11 月に公布され、上記の 1963 年のデクレを置き換えている。2006 年原子力

安全･情報開示法は、原子力安全規則に関する事項（規制体制、一般規則や許認可手続き等）、

原子力安全に関する国民の知る権利（情報の透明性・信頼性・アクセス性）を担保する手

段（規制機関や許認可保有者の情報公開に関する規定や地域情報委員会の設置等）を規定

している。また、2007 年 INB 等デクレは、原子力安全･情報開示法の施行デクレである。

以下に、原子力安全･情報開示法及び INB 等デクレの規定概要について記す。 

 

1)原子力安全･情報開示法（2006 年 6 月）での主要な規定内容 

原子力安全･情報開示法の構成は表 2.1-14 とおりである。同法における主要な規定内

容は次のとおりである。 

●原子力安全機関（ASN）の設置を規定：従来の原子力の安全規制機関である原子力安

全・放射線防護総局（DGSNR）と全国11ヵ所の地方原子力安全局（DSNR）とを統

括する独立した行政機関として設置。同法第10条では、ASNがデクレで任命される原

子力安全及び放射線防護分野の専門に考慮した5名の委員により運営されることを規

定している。 

●地域情報委員会（CLI）及び原子力安全の情報と透明性に関する高等委員会（HCTISN）

の設置を規定：原子力基本施設（INB）のサイトの近傍に、原子力安全等に関する情
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報提供や事前協議等を行うための地域情報委員会（CLI）を設置できることを規定（こ

れまでのCLIは、1981年の首相通達に基づき設置されていた）。CLIは、対象施設が設

置許可申請の対象となり次第設置されるものである。なお、ビュール地下研究所に設

置されている地域情報フォローアップ委員会（CLIS）は1991年管理研究法及び2006

年管理計画法に基づいて設置されるもので、上記のCLIとは法的位置付けは異なるが、

その設置の主旨や目的は同様である。また、地域レベルでの情報提供等の活動促進の

目的で設置されるCLIに対し、全国レベルでの同活動のために原子力安全の情報と透

明性に関する高等委員会（HCTISN）が設置される。 

●原子力基本施設（INB）の設置に関する許可手続き等を規定：INBの設置には許可を

要し、許可はデクレにより発給されることを規定している。なお、操業終了とその後

の監視段階への移行に関しては、原子力安全・情報開示法では許可の対象とされてい

たが、関係条項の環境法典への編纂後、原子力安全に関する主務大臣及び原子力安全

機関への届け出と、その後の条件等を定めるデクレの発行という手順に変更された。

また、これに伴い、2016年3月現在、INB等デクレの改訂作業が行われている。 

 

・原子力基本施設（INB）の事業者が、当該施設の安全レビューを定期的に行うことを

規定している（安全レビューは10年ごとに行うが、許可デクレでこれとは異なる実

施間隔を定めることができる）。 

 

表 2.1-14 原子力安全・情報開示法の構成 1) 

第Ⅰ編：一般規則（第1条～第3条） 
第Ⅱ編：原子力安全機関（第4条～第17条） 
第Ⅲ編：原子力安全に関する情報公開 

第１章 原子力安全及び放射線防護に関する情報権（第18条～第21条） 
第２章 地域情報委員会（第22条） 
第３章 原子力安全の情報と透明性に関する高等委員会（第23条～第27条） 

第Ⅳ編：原子力基本施設及び放射性物質輸送 
第１章 原子力基本施設及び放射性物質輸送に適用される規則（第28条～第36条） 
第２章 リスク予防における原子力基本施設の従業員の役割の強化（第37条～第39条） 
第３章 査察官による監督（第40条～第45条） 
第４章 原子力基本施設及び放射性物質輸送に関する罰則規定（第46条～第53条） 
第５章 危険事象または事故における適用条項（第54条） 

第Ⅴ編：雑則（第55条～第64条） 
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なお、原子力安全・情報開示法の規定内容は、段階的に環境法典8)の下記の条文への編纂

が進められている。 

 

表 2.1-15 環境法典のうち原子力安全・情報開示法の規定内容の編纂先 8) 

第 1巻 共通規定 

第 2編 情報提供及び市民の参加 

第Ⅴ章 その他の情報提供方法（第 L-125） 

第 5巻 汚染、リスク及び不都合の防止  

第 9 編 原子力安全と原子力基本施設 

第Ⅰ章 原子力セキュリティに関する一般措置（第 L-591） 

第Ⅱ章 原子力安全規制機関（第 L-592） 

第Ⅲ章 原子力基本施設（第 L-593） 

第Ⅴ章 放射性物質の輸送（第 L-595） 

第Ⅵ章 検査と訴訟（第 L-596） 

 

・L125 条：第 1 巻“共通規定”第 2 編“情報提供と市民の参加”第 5 章“その他の情報提

供方法” 

・L591～L597 条：第 5 巻“汚染、リスク、公害の防止”第 9 編“原子力安全と原子力基

本施設”  
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relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde", 
(2008) 

8) 環境法典（2000）, Code de l'environnement 
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2.1.5 スイスにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 放射性廃棄物処分の安全規制等に係る最新情報 

 スイスにおける放射性廃棄物の地層処分について、処分に係る最新の安全基準や指針等

の整備状況、その内容について以下に整理を行う。 

 スイスでは、現在 2008 年に連邦政府が策定した特別計画｢地層処分場｣方針部分（以下、

特別計画という）1)に従い、高レベル、低中レベル放射性廃棄物ともに地層処分場のサイト

選定を実施しており、操業されている放射性廃棄物処分場はない。放射性廃棄物の処分方

法としては、原子力法で地層処分のみが定められているため、我が国の浅地中処分に相応

する処分概念は採用されていない。放射性廃棄物は、原子力令において、表 2.1-16 に示す

ように高レベル放射性廃棄物、アルファ廃棄物、低中レベル放射性廃棄物の 3 つに区分さ

れている。 

 

表 2.1-16 スイスにおける放射性廃棄物の区分 

高レベル放射性廃棄物 1. 再利用されない使用済燃料集合体 

2. 使用済燃料集合体の再処理からの核分裂生成物溶液のガラス固化体 

アルファ廃棄物 アルファ線放射体の含有量が処理された放射性廃棄物 1g 当たり

20,000Bq の値を超過する放射性廃棄物 

低中レベル放射性廃棄物 その他の全ての放射性廃棄物 

 

 現在スイスでは、特別計画に基づいて地層処分場のサイト選定手続が進められているが、

原則的に高レベル放射性廃棄物処分場と、低中レベル放射性廃棄物処分場のための 2 カ所

のサイトが選定される予定である（地質条件等によっては、全ての放射性廃棄物を処分す

る 1 カ所の処分場サイトが選定される可能性もある）。2 カ所に処分場を建設する場合、高

レベル放射性廃棄物の処分場では全ての高レベル放射性廃棄物が処分されるとともに、一

部のアルファ廃棄物と低中レベル放射性廃棄物も併置処分することが検討されている。高

レベル放射性廃棄物で併置処分されなかったアルファ廃棄物と低中レベル放射性廃棄物は、

低中レベル放射性廃棄物の処分場で処分される。以上を表 2.1-17 にまとめる。 
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表 2.1-17 スイスにおける放射性廃棄物の区分と処分概念 

区分 処分概念 処分場 

高レベル放射性廃棄物  

 

   

高レベル放射性廃棄物処分場 

アルファ放射性廃棄物   一部は高レベル放射性廃棄物処分場に併設した処

分場に併置処分、その他は低中レベル放射性廃棄

物用処分場に処分 

低中レベル放射性廃棄物 

 

スイスでは、憲法第 3 条において、憲法による制限がない限り州がすべての権限を有す

ることが規定されているが、第 90 条において原子力分野における立法権が連邦に帰属する

ことを規定している。放射性廃棄物処分を規制する法令としては、2005 年に施行された原

子力法・原子力令を中心として、その他に放射線に起因する危険からの人と環境の保護を

目的とした 1991 年の放射線防護法及び 1994 年の放射線防護令や、資金確保について廃棄

物管理基金の設置を定める 2007 年の廃止措置・廃棄物管理基金令等が制定されている。放

射性廃棄物の処分場の安全規制に係る安全基準・指針等として、安全規制機関である連邦

原子力安全検査局（ENSI）が 2009 年 4 月に「ENSI-G03 地層処分場の設計原則とセー

フティケースに関する要件」2)を策定している。ENSI は前身の原子力施設安全本部（HSK）

が改組されて、2009 年 1 月に発足したものである。また、原子力令の規定に従って、2008

年 4 月に、前述のように連邦政府は、3 段階のサイト選定手続等を定めた特別計画「地層処

分場」方針部分を策定したが、特別計画においても、サイト選定において考慮すべき安全

性に関する評価基準などが定められている。 

 

(2) 規制機関等の概要 

a. 連邦原子力安全検査局（ENSI）及び諮問機関等について 

 図 1.11-1 に、スイスにおける放射性廃棄物処分の実施体制を示す。 

 

地層処分 
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図 2.1-8 スイスにおける放射性廃棄物処分の実施体制 

 

次に、処分に関わる行政機関である連邦評議会、環境・運輸・エネルギー・通信省（UVEK）、

連邦エネルギー庁（BFE）、及び連邦原子力安全検査局（ENSI）の役割を、表 2.1-18 にま

とめる。1) 

表 2.1-18 放射性廃棄物処分に関わる行政機関 

連邦評議会 
内閣に相当。サイト選定手続きの各段階の完了には連邦評議会の承認が必要。

処分場の立地場所やプロジェクトの基本事項を定める｢概要承認｣を発給 

UVEK 建設・操業許可の発給。サイト選定のための地球科学的調査の許可の発給 

BFE 特別計画によるサイト選定及び概要承認手続の主担当官庁 

ENSI 
安全規制機関。サイト選定においては、安全性に関する評価基準を策定すると

ともに、NAGRAの提案を審査・評価 

 

ENSI は、前身の原子力施設安全本部（HSK）を、原子力法の規定に従い BFE から独立

させて、2009 年 1 月に発足した組織であり、2015 年現在の職員数は約 150 名である。ENSI

の監督の対象となるのは、国内の 4 カ所の原子力発電所、使用済燃料などの集中中間貯蔵

施設、研究炉、放射性物質の輸送等である。ENSI には原子力発電所、放射性廃棄物管理を

それぞれ担当する 2 部門が設けられているが、安全解析と放射線防護の担当は、これらの

部門を横断する形で設置されている。ENSI の組織図を図 2.1-9 に示す。 
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図 2.1-9 ENSI の組織図（2014 年 6 月時点）3) 

（2.1.5の参考文献3）に一部加筆） 

 

また、複数の機関が ENSI の審査結果に対する見解表明等を行う役割を担っている。こ

れは ENSI の審査に対するクロスチェックとして、品質保証の一環と捉えることができる。

それらの機関の概要を表 2.1-19 にまとめる。1) 

 

表 2.1-19 放射性廃棄物処分に関わる諮問機関 

組織名 組織の概要 役割 

EGT4) 
放射性廃棄物処分において、地球科学的な観点

でENSIに助言。大学教授等7名の委員で構成 
地球科学的問題、長期安全性等についてENSI
に助言 

スイス国土

地理院 

国防・市民防衛・スポーツ省（VBS）の外庁の

一つ。地質に関する情報の作成等の専門組織。

職員数約360名 
地質学的問題についてENSIを支援 

KNS 
原子力法で設置を規定された、原子力安全に関

する諮問組織。専門家7名で構成 

ENSI、UVEK、連邦評議会に対して、安全性

に関する重要な問題に関して助言。サイト選

定の各段階で、ENSIの評価報告書に対する見
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解を作成 

AGNEB5) 

1978年に連邦評議会が設置。ENSI、BFE、連

邦国土地理院等の9名の代表で構成され、

NAGRAからも必要に応じてオブザーバーが

参加 

特別計画には役割が明記されていないが、放

射性廃棄物処分に関連する活動を監視、「放射

性廃棄物研究プログラム」を取りまとめ 

 

(3) 安全基準・指針等の概要 

a. 原子力法（2003 年制定、2005 年施行） 

 原子力法は、スイスの原子力分野の基本法である。同法は、原子力施設の運転者に放射

性廃棄物の管理及び処分の義務を課すとともに、この義務の履行条件として、放射性廃棄

物が地層処分場に搬入され、モニタリング期間と将来行われる可能性のある閉鎖のための

資金が確保されていることを規定している。その他、原子力法における放射性廃棄物に係

る主要な規定を含む条項は以下の通りである。 

 

第 5 編 放射性廃棄物 

第 1 章 総則 

第 30 条 原則 

第 31 条 管理義務 

第 32 条 放射性廃棄物管理プログラム 

第 33 条 連邦による管理 

第 34 条 放射性廃棄物の取り扱い 

第 2 章 地球科学的調査 

第 35 条 許可義務及び許可条件 

第 36 条 地球科学的調査の許可内容 

第 3 章 地層処分場に関する特別規定 

第 37 条 操業許可 

第 38 条 操業許可所有者の地層処分場に関する特別義務 

第 39 条 モニタリング期間及び閉鎖 

第 40 条 地層処分場の防護 

第 41 条 地球科学的情報の提供及び利用 

第 7 編 廃止措置及び放射性廃棄物管理の資金確保 

第 77 条 廃止措置基金及び放射性廃棄物管理基金 
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b. 原子力令（2004 年制定、2005 年施行） 

 原子力令は、原子力法の施行令として定められたものである。原子力法を受け、放射性

廃棄物の地層処分についても詳細を規定している。原子力令における放射性廃棄物に係る

主要な規定を含む条項は以下の通りである。 

 

第 5 編 放射性廃棄物 

第 1 章 総則 

第 50 条 放射性廃棄物の最小化 

第 51 条 放射性廃棄物のカテゴリー 

第 52 条 放射性廃棄物管理プログラム 

第 2 章 クリアランス及びコンディショニング 

第 53 条 物質のクリアランス 

第 54 条 コンディショニング 

第 3 章 放射性廃棄物の取り扱い 

第 55 条 権限 

第 56 条 申請及び申請書類 

第 57 条 事前説明、有効期間、書類の保管及び届出義務 

第 4 章 地球科学的調査 

第 58 条 申請書類 

第 59 条 調査プログラム 

第 60 条 地質報告書 

第 61 条 許可義務の免除 

第 5 章 地層処分場のための特別規定 

第 62 条 概要承認申請 

第 63 条 適正規準 

第 64 条 地層処分場の構成要素 

第 65 条 試験区域 

第 66 条 パイロット施設 

第 67 条 埋め戻し 

第 68 条 モニタリング期間 
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第 69 条 閉鎖 

第 70 条 防護区域 

第 71 条 文書化 

第 72 条 地球科学上のデータの利用 

 

c. ENSI-G03 地層処分場の設計原則とセーフティケースに関する要件（2009 年） 

 ENSI-G03 は、地層処分場の設計原則を定めることを要求している原子力令の規定に従

い指針として策定されたものである。ENSI-G03 では、地層処分場の長期的な安全性を確

保するための防護目標及び防護基準、ならびに地層処分場の要件を定めるだけでなく、地

層処分場のセーフティケースについてもその内容等について規定している。ENSI-G03 の

目次構成と内容は以下の通りである。 

 

表 2.1-20  ENSI-G03 の構成及び内容 

ENSI-G03「地層処分場の設計原則とセーフティケースに関する

要件」（2009 年） 
1 序 
2 対象及び適用範囲 
3 指針の根拠 
4 防護目標及び防護基準 

4.1 地層処分場の防護目標 
4.2 防護目標を実現するための原則 
4.3 防護基準 

5 設計、操業及び閉鎖 
5.1 地層処分場及びそれに付帯する地上施設の設計 
5.2 地層処分場の操業 
5.3 地層処分場の閉鎖及び標識 

6. 最適化、品質マネジメント及び文書作成 
6.1 地層処分場の操業段階及び長期安全性の最適化 
6.2 品質マネジメント 
6.3 文書化 

7 地層処分場の安全性の立証 
7.1 操業段階のセーフティケース 
7.2 閉鎖後段階のセーフティケース 

8 保障措置に関する立証 

 

d. 特別計画「地層処分場」方針部分（2008 年） 

 原子力令に基づいて策定された特別計画「地層処分場」方針部分は、サイト選定手続や

その基準、土地利用や社会経済的基準、さらにサイト選定手続における連邦と州や自治体

間の協力などを広範囲に規定するものである。同計画では、安全性と技術的実現可能性に
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関するサイトの評価基準が以下の通り定められている。 

 

表 2.1-21 特別計画が定める安全性と技術的実現可能性に関するサイトの評価基準 

基準グループ 基準 

1. 母岩及び閉じ込め機能

を果たす岩盤領域の特性 

1.1 空間的な広がり 

1.2 水力学的バリア機能 

1.3 地球化学的条件 

1.4 放出経路 

2. 長期安定性 2.1 サイト・岩盤特性の安定性 

2.2 侵食 

2.3 処分場による影響 

2.4 利用による係争 

3. 地質学的知見の信頼性 3.1 岩盤の特性の評価可能性 

3.2 空間的な条件の調査可能性 

3.3 長期的変化の予測可能性 

4. 建設上の適性 4.1 岩盤力学的性質と条件 

4.2 地下坑道の掘削と排水 

 

 また、サイト選定の第 1 段階から第 3 段階における段階的なサイト選定の進め方につい

ても規定している。それによれば、第 1 段階には安全性に関する一般的な検討が行われ、

第 2 段階には予備的安全評価、及びそれに基づく安全性の観点からのサイトの比較が行わ

れ、第 3 段階にはサイトの決定のために原子力法で要求されている概要承認のための安全

評価が実施される。 
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2.1.6 カナダにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

 放射性廃棄物処分場に適用される安全基準・指針等には表 2.1-22 に示すものがある。 

 

表 2.1-22 カナダにおいて放射性廃棄物処分に関係する安全基準・指針等 

名称 安全規制面の概要 

① 「カナダ原子力安全委員会（CNSC）の設置

及び関連法の改正のための法律」（原子力安

全管理法、1997 年 3 月 20 日） 

・規制枠組みを定める法律。原子力施設の所有・操

業には CNSC の許認可の必要性を定めている。 

② 原子力安全管理一般規則（SOR/2000-202）
（2002 年） 

・認可申請に含めるべき情報、許認可取得者とその

作業者の義務、報告及び記録保存要件に関する概

要を定める。申請書に放射性廃棄物の管理、処分

に関する情報を含めること、事業廃止（カナダで

は「放棄」abandon）の許認可申請に必要な情報

についても規定している。 

③ クラス I 原子力施設規則（SOR/2000-204）
（2002 年） 

・他の原子力施設において発生した核物質の処分の

ための施設を「クラス IB 施設」と定義。原子炉等

のクラス IA 施設と合わせて、クラス I 施設の許認

可申請に記載を要する情報を規定。 

④ カナダ原子力安全委員会（CNSC） 
規制指針 G-219「許認可事業の廃止措置計

画」（2000 年） 

・CNSC の許認可を受けた活動の廃止措置計画の準

備に関するガイダンス。許認可活動のライフサイ

クル全体を通じて、廃止措置計画を常に最新のも

のとすることを求めており、予備的廃止措置計画

書、詳細廃止措置計画書、廃止措置完了後の終局

状態報告書の提出を求めている。 

④ カナダ原子力安全委員会（CNSC） 
規制方針 P-290「放射性廃棄物の管理」 
（2004 年） 

・放射性廃棄物を原子力安全管理法で定義された核

物質を含む廃棄物物質のいずれかの形態として定

義。許認可済活動から生じる放射性廃棄物の長期

管理の必要性を明示するもの。 

⑤ カナダ原子力安全委員会（CNSC） 
規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安

全性の評価」（2006 年） 

・許認可取得者や申請者が、放射性廃棄物の貯蔵及

び処分の方法が環境及び人々の健康や安全に及ぼ

し得る長期的な影響の評価に関するガイド（指

針）。こののガイドでは、長期管理方法の受け入れ

可能性や経済的な実現可能性､設備操業の評価に

ついては取り扱っていない。 
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2.1.7 英国における放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

 英国における放射性廃棄物の地層処分に係る最新の安全基準や指針等の整備状況、その

内容について整理を行う。 

 英国では放射性廃棄物の処分方法として、高レベル放射性廃棄物等iは地層処分（スコッ

トランドでは永久貯蔵を行う方針）、低レベル放射性廃棄物は浅地中処分を行う方針である。

低レベル放射性廃棄物に関しては、すでにセラフィールドやドーンレイにおいて浅地中処

分が実施されているが、高レベル放射性廃棄物等を処分するための地層処分場はまだ決ま

っていない。英国における放射性廃棄物の区分を表 2.1-23 に示す。 

 

表 2.1-23 英国における放射性廃棄物の区分 

分類区分 発生源 廃棄物形態 処分方針 
高レベル

放射性廃

棄物 

放射能濃度が最も高く、か

なりの発熱を伴うため、貯

蔵・処分施設の設計時に、

これらの要因を考慮する

必要のあるもの。 

使用済燃料の再処理

施設（商業用、軍事用）

高レベル再処理廃液（未

処理の使用済燃料・プル

トニウム） 

使用済燃料・プルトニウム・

ウランについては、現時点で

は廃棄物として分類されてい

ないため、処分方針は未定。

核兵器製造施設等の

軍事施設 
高レベル廃液 中間貯蔵後、地層処分 

中レベル

放射性廃

棄物 

比較的放射能濃度が低く、

貯蔵・処分施設の設計時

に、その発熱量を考慮する

必要のない廃棄物で、α放

射体の場合が 4GBq/t、β

- γ 放 射 体 の 場 合 が

12GBq/t を越えるもの。 

使用済燃料の再処理

施設、原子炉（商業

用・軍事用・研究用）、

研究・工業・医療施設

固体及び液体廃棄物（金

属・黒鉛・有機物/無機物

のスラッジ等） 

中間貯蔵後、地層処分 

原子力施設（商業用・

軍事用）の除染・解体

固体・液体の解体廃棄物

（放射能汚染金属・放射

化金属・除染廃液等） 
低レベル

放射性廃

棄物 

一般廃棄物と一緒の処分

が許容されない放射性物

質を含む廃棄物で、α放射

体の場合が 4GBq/t、β-
γ 放 射 体 の 場 合 が

12GBq/tを越えないもの。 

原子炉（商業用・軍事

用・研究用）、研究・

工業・医療施設、軍事

用施設 

固体・液体の運転廃棄物

（機器・部品のスクラッ

プ類、作業着・ペーパー

タオル・プラスチック梱

包材等の有機物質） 

浅地中処分 
※ただし、半減期が非常に長

いもの、毒性が強いなどの低

レベル放射性廃棄物について

は、中間貯蔵後、地層処分さ

れる。 原子力施設（商業用・

軍事用）の除染・解体

固体・液体の解体廃棄物

（金属・コンクリート・

除染廃液等） 
極低レベ

ル放射性

廃棄物 

通常のごみと一緒に処分

できる廃棄物であり、物質

0.1m3につき、β、γ線の

含有量が 400kBq 未満、

あるいは単一項目につき、

β 、 γ 線 の 含 有 量 が

40kBq 未満のもの 

病院及び非原子力産

業からの種々の線源

を含む、非常に低い放

射能を有する廃棄物

を対象範囲としてい

る。 

－ 浅地中処分 

 

(1) 高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全規制の状況 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分について、処分場の概要、安全規制の状況を表 2.1-24

に示す。 

                                                  
 
i 高レベル放射性廃棄物及び中レベル放射性廃棄物、一部の低レベル放射性廃棄物を指す 
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 英国では、放射性廃棄物処分に関する規制を各自治政府の環境規制機関iiが実施し、原子

力施設の建設や操業などの規制は原子力規制局（ONR）が実施している。 

 英国では、1984 年に当時の環境省が放射性物質法の下で、放射性廃棄物処分などに関す

る規制文書「低・中レベル放射性廃棄物の陸地処分施設：人間環境の保護に関する原則」1)

を公表している。その後、1993 年に放射性物質法（RSA93）2)が制定され、当該機関に放

射性廃棄物処分を許可する法的権限及び義務が与えられている。また、英国では規制機関

がより効果的な規制を実施できるようにするため、2010 年に RSA93 に含まれる放射性廃

棄物処分の部分を環境許可規則（EPR2010）3)に組み込んだ。このことにより、規制機関は

処分施設の開発段階（ボーリング調査など）においても、事業者に対し、許可の取得を求

めることが可能となった。なお、EPR2010 は、イングランドとウェールズにおいて有効で

あり、スコットランド及び北アイルランドでは、RSA93 に基づいて規制が実施される。 

 1995 年には環境法4)が制定され、イングランドとウェールズを所管する環境規制機関（EA）

及びスコットランド環境保護局（SEPA）が設置された。1997 年に EA、SEPA 及び北アイ

ルランドの規制機関である北アイルランド環境省（DoENI）が「低・中レベル放射性廃棄

物の陸地処分施設：許可要件に関するガイダンス」5)を公表した。このガイダンスでは、低

レベル放射性廃棄物及び中レベル放射性廃棄物の処分施設に対して行われる許可申請の際

に、規制機関が検討する際の基礎となる原則及び要件に関する事項が含まれている。 

 2009 年 2 月に EA 等は「放射性固体廃棄物を対象とする陸地における地層処分施設：許

可要件に関するガイダンス」6)を公表した。このガイダンスは、地層処分施設の事業者を対

象としたものであり、地層処分施設の開発または操業に関する許可申請が規制機関に提出

された際に、事業者によって履行されると規制機関が想定する様々な要件についての説明

がされている。なお、この地層処分施設のガイダンスについては、1997 年の EA 等のガイ

ダンスに置き換わるものである。 

 また、原子力施設の建設や操業などに関する規制は、1965 年に公表した原子力施設法

（NIA65）7)に基づき、実施されている。原子力施設法では、原子力関連事業を含む全ての

事業の従事者及び影響を受ける可能性のある一般公衆の健康及び安全の確保、使用済燃料

及び放射性廃棄物の管理や処分施設を含む原子力施設の建設や操業などについての規制事

                                                  
 
ii イングランドは環境規制機関（EA）、ウェールズは天然資源ウェールズ（NRW）、スコッ

トランドはスコットランド環境保護局（SEPA）、北アイルランドは北アイルランド環境省

（DoENI）である。 
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項が定められている。 

 

表 2.1-24 高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要及び安全規制の状況 

名称 未定 
所在地 未定 
岩種、深度 未定 
対象廃棄物 高レベル放射性廃棄物、中レベル放射性廃棄物、浅地中処分場で処分できない低レ

ベル放射性廃棄物 
実施主体 原子力廃止措置機関（NDA）及び放射性廃棄物管理会社（RWM） 
規制機関 原子力規制局（ONR）及び環境規制機関（EA）等 
適用される法令 ・放射性物質法 

・環境許可規則 
・原子力施設法 
・労働安全衛生法 
・土地利用計画法 
・地層処分施設の許可要件に関するガイダンス 

これまでの経緯 ・2008 年 6 月：サイト選定プロセスを公表し、公募によるサイト選定を開始 
・2008 年 6 月～2009 年 2 月：カンブリア州西部の 1 州 2 市が関心表明を行う 
・2010 年 6 月：関心表明を行った自治体を対象とした初期スクリーニングを開始

・2010 年 10 月：初期スクリーニングの結果を公表 
・2011 年 11 月～2012 年 3 月：西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシ

ップがサイト選定プロセスへの参加に関する公衆協議を開始 
・2011 年 8 月：西カンブリア放射性廃棄物安全管理パートナーシップがサイト選

定プロセスへの参加に関する自身の意見及び勧告・助言をまとめた報告書を公表

・2013 年 1 月：カンブリア州西部の 1 州 2 市がサイト選定プロセスから撤退 
・2013 年 5 月：「根拠に基づく情報提供の照会」を開始 
・2013 年 9 月：英国政府はサイト選定プロセス改善案を公表し、公開協議を開始

・2014 年 7 月：英国政府は新たなサイト選定プロセス等を示した白書を公表 

 

(2) 規制機関の概要 

a. 環境規制機関（EA）等 

 英国の放射性廃棄物の処分に関する規制を行う機関は、イングランドを管轄する環境規

制機関（EA）等で構成されている。英国では地域ごとに環境に関する規制行政機関が設置

されており、イングランドを管轄する組織は EA、ウェールズを管轄する組織は天然資源ウ

ェールズ（NRW：Natural Resources Wales）、スコットランドではスコットランド環境保

護局（SEPA）、北アイルランドでは北アイルランド環境省（DoENI）が規制機関の役割を

果たしている。なお、2013 年 3 月までは、EA がイングランドとウェールズを管轄する組

織であったが、2013 年 4 月より別組織として天然資源ウェールズが設置されている。 

 EA は 1995 年の環境法（EA95）4)により 1996 年に設置された環境・食糧・農村地域省

（Defra）管轄の政府外公共機関（NDPB）である。 
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 放射性廃棄物処分に関連する EA の主な役割は、イングランドとウェールズの大気、水（地

表水と地下水）及び土壌への放射性物質及び非放射性物質の放出と廃棄物処分を許可し、

規制することである。 

 EA の総スタッフは約 10,000 名以上、その内、原子力規制グループに関与する技術スタ

ッフ及び補足的な事務支援スタッフが約 70 名である。また、原子力規制活動に関与するそ

の他のグループに 12名の技術スタッフがいる。EAの総予算額は 13億ポンドを超えており、

主に洪水対策、環境保護に支出されている。EA の収入財源としては、主に規制料金として

得られる収入、洪水防止策税、政府からの助成金が挙げられる。規制料金として得られる

収入というのは、環境法により規制実施のための経費を回収するために規制活動に関する

料金を徴収する権限が EA に与えられており、その権限において得られた収入である8)。

2013 年度の会計報告では、原子力及び非原子力規制作業とモニタリング活動の年間費用は、

約 1,350 万ポンドであった。 

 

b. 原子力規制局（ONR） 

 英国では、1974 年の労働安全衛生法（HSWA74）9)により、原子力利用を含む労働安全

及び労働衛生に関する規制を行う機関として保健安全委員会（HSC）及び原子力施設の建

設及び操業などの規制を行う機関として保健安全執行部（HSE）の 2 つの組織が設置され

た。2008 年に HSE と HSC の権限及び職務を統合した組織として、保健安全執行部（HSE）

が設置された。 

 2011 年 4 月には、HSE の内部組織として、原子力規制局（ONR）が設立され、その後、

2014 年 4 月に ONR は 2013 年エネルギー法に基づいて、HSE から分離され、単独の公法

人に移行した。ONRは英国における原子力施設の安全規制機関としての役割を担っており、

EA とともに、放射性廃棄物の地層処分施設に係る環境保護、安全、セキュリティ、廃棄物

管理、輸送において、事業者が満たすべき水準を高く引き上げるべく、必要な規制活動を

行うとしている。ONR は、地層処分施設のサイト選定に係る規制に関して、直接的な役割

は有していないが、処分前の貯蔵施設に対する規制を所管している。 

 

(3) 安全基準・指針の概要 

 英国における地層処分、余裕深度処分相当の処分場の種類と適用される安全基準・指針

等をまとめて表 2.1-25 に示す。 
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 英国では、1993 年の放射性物質法（RSA93）2)及び 2010 年の環境許可規則（EPR2010）

3)に基づき、イングランドとウェールズの環境規制機関（EA）等が放射性廃棄物処分の規

制を実施しているiii。EPR2010 は、環境規制機関に対し、地層処分施設の段階的な規制を

実行に移す権限をもたらすものである。こうした段階的な規制のもとで、事業者が地層処

分施設の立地候補サイトで地下掘削を伴う調査（例えばボーリング孔の掘削など）を開始

するためには、環境許可を得なければならない。この権限は、RSA93 のもとでは与えられ

ていなかったものである。 

 また、2009 年 2 月に EA 等は、地層処分施設の事業者に対する放射線防護の原則や要件

を設定した「地層処分施設の許可要件に関するガイダンス」6)を策定している。この他の放

射性廃棄物処分の安全規制に関連する法令としては、原子力施設の建設、操業などについ

て規制事項を定めた 1965 年の原子力施設法（NIA65）7)、原子力関連事業すべての従事者

及び影響を受ける可能性のある一般公衆の健康及び安全の確保を定めた1974年労働安全衛

生法（HSWA74）9)、EA の設置等を定めた 1995 年環境法 4)、原子力廃止措置機関（NDA）

の設置等を定めた 2004 年エネルギー法10、原子力規制局（ONR）の設置等を定めた 2013

年エネルギー法11)がある。 

 

表 2.1-25 地層処分相当の処分場の種類と適用される安全基準・指針等 

処分場の種類 適用されるサイト 安全基準・指針等 
高レベル放射性廃

棄物等の地層処分 
未定 【根拠法：放射性物質法（RSA93）、環境許可規則

（EPR2010）】 
・地層処分施設の許可要件に関するガイダンス（2009.2）
＜関係法令＞ 
・1965 年原子力施設法（NIA65） 
・1974 年労働安全衛生法（HSWA74） 
・1995 年環境法 
・2004 年エネルギー法 
・2013 年エネルギー法 

 

(4) EA 等「地層処分施設の許可要件に関するガイダンス」（2009 年） 

 「地層処分施設の許可要件に関するガイダンス」は、規制機関が地層処分施設を規制す

る枠組み及び規制を実施する方法を設定したものである。そのため、このガイダンスの対

                                                  
 
iii イングランドとウェールズでは 2010 年環境許可規制（EPR2010）に基づき放射性廃棄物処分の安全規

制を実施しているが、スコットランドと北アイルランドでは 1993 年放射性物質法（RSA93）に基づいて

実施している。 
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象としているのは、地層処分施設の事業者となる。このガイダンスは、放射性廃棄物処分

に関する 5 つの原則と 14 の要件から構成されており、要件とはそれが履行された場合に、

放射性廃棄物によって生じ得る危険に対応して、原則が適切に適用されることを保証する

ものとしている。このガイダンスには、環境セーフティケースを作成する方法やどのよう

な内容が記載されるべきかが示されている。表 2.1-26 にこのガイダンスの構成及び内容、

表 2.1-27 及び表 2.1-28 に 5 つの原則と 14 の要件を示す。 

 

表 2.1-26 地層処分施設の許可要件に関するガイダンスの構成と内容 

章 タイトル 主要な規定内容 
第 1 章 緒言 － 
第 2 章 概要 － 
第 3 章 はじめに － 
第 4 章 放射性固体廃棄物の処分に

関する原則 
ガイダンスの基礎を構成する放射性固体廃棄物処分に

関する基本的な防護目標と国際的に同意されている助

言及び勧告に適合した 5 つの原則を提示。 
第 5 章 処分の許可 地層処分施設の事業者がサイト選定作業の早い段階か

ら関係者とのコミュニケーションの取り方を規制機関

がどう考えているのかを説明。 
第 6 章 マネジメント、放射線学的

及び技術的な要件 
地層処分施設の事業者が履行すべきマネジメント面で

の要件について提示。また、サイトの利用、当該施設

の設計、建設、操業及び閉鎖において満たされるべき

放射線学的及び技術的な要件について提示。 
第 7 章 環境セーフティケース 環境セーフティケースを作成する方法やどのような内

容が記載されるべきかに関するガイダンスを提示。 
第 8 章 政策及び法的な枠組み 国際条約の下での英国の義務、放射性廃棄物の管理に

関する英国政府及び権限移譲行政機関の政策に対する

影響、放射性固体廃棄物処分に関する規制に関わる、

より広範な背景について説明。 
第 9 章 我々が施行する法律 放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の規制を規制

機関が実施するための法的な枠組みについて記述。 
第 10 章 参考文献 － 
第 11 章 用語集及び略語 － 
付録Ⅰ及びⅡ － 保健保護庁（HPA、現 Public Health England（PHE））

の「放射性固体廃棄物の陸地処分における放射線防護

目標に関する助言」との関係を説明。この報告書はガ

イダンスの一部ではないが、ガイダンスを理解する上

で役立つものである。 

 

表 2.1-27 地層処分施設の許可要件に関するガイダンスに示されている原則 

原則 主要な規定内容 
基本防護目標 基本的な防護目標は、陸地処分施設への放射性固体廃棄物の処分の全て

が、処分の時点及び将来において人間の健康及び利益ならびに環境の健

全性が守られ、人々の信頼を勝ち得ることができ、費用を考慮した方法
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原則 主要な規定内容 
によって実行されるようにすることにある。 

原則 1 
処分時及び将来における放射線

学的危険性に対する防護レベル 

放射性固体廃棄物を処分する場合には、処分の実施時及び将来における

廃棄物の放射線学的危険性に対する人間及び環境保護のレベルが、処分

時における国家基準と整合するように実施されなければならない。 
原則 2 
最適化（合理的に達成可能な限

り低く） 

放射性固体廃棄物を処分する際には、処分の実施時に一般的である状況

の下で、経済的及び社会的な要因、その他の生物への放射線学的リスク、

さらにはあらゆる非放射線学的危険性を管理する必要性を考慮した上

で、公衆の個別の構成員及び公衆全体に対する放射線学的リスクが合理

的に達成可能な限り低くなるようにしなければならない。 
原則 3 
処分時及び将来における非放射

線学的危険性に対する防護レベ

ル 

放射性固体廃棄物の処分は、処分時及び将来における廃棄物の非放射線

学的危険性との関連において人間及び環境に提供される防護レベルが、

放射線学的危険性はないものの、非放射線学的危険性を伴う廃棄物の処

分時に国家基準によって定められている防護レベルと整合するよう実

施されなければならない。 
原則 4 
人間の行為への依存 

放射性固体廃棄物を処分する際には、処分時と将来の両方において、放

射線学的及びあらゆる非放射線学的な危険性から公衆及び環境を保護

するために人間の行為に不合理なまでに依存することは避けなければ

ならない。 
原則 5 
開かれた態度と包括性 

放射性固体廃棄物の何らかの処分に関して、所管の環境機関は以下の措

置を講じなければならない。 
・規制目標、プロセス及び問題に関する情報を、利害関係者や公衆に提

供する方法を確立する。 
・開かれた包括的な方法によって、意見の諮問を行う。 

 

表 2.1-28 地層処分施設の許可要件に関するガイダンスに示されている要件 

要件 主要な規定内容 
処分の許可 要件 1 

取り決めに基づくプロセス

開発者は、放射性固体廃棄物の処分施設を開発する際に、合

意に基づくプロセスに従わなければならない。 
要件 2 
受け入れ側の地域社会及び

その他の人々との対話 

開発者は、環境セーフティケースを開発する際に、土地利用

計画当局、受け入れ側の地域社会、その他の利害関係者及び

一般市民との対話に参画しなければならない。 
管理要件 要件 3 

環境セーフティケース 
放射性固体廃棄物に関して提案されている処分に関する

RSA 93〔1993 年放射性物質法〕の下での申請は、環境セー

フティケースによる裏づけを伴うものでなければならない。

要件 4 
環境安全文化及び管理シス

テム 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

いかなる時点においても、環境安全に関する肯定的なカルチ

ャーを育成し、助成しなければならず、また次に示す機能を

提供する上で十分なマネジメントシステム、組織構成及び資

源を備えていなければならない：(a) 計画設定及び作業の規

制管理、(b) 健全な科学及び良好な設計慣行の適用、(c) 情報

の提供、(d) 文書化及び記録の維持、(e) 品質マネジメント。

放射線学的

な要件 
要件 5 
許可期間iv中の線量拘束値 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の許可期間内におい

て、当該施設から決定グループの代表的な構成員の一人が受

ける実効線量は、線源及びサイトに関する線量拘束値を超え

てはならない。 
要件 6 
許可期間後のリスクガイダ

ンス・レベル 

許可期間終了後に、最大のリスクを受ける人間を代表する一

人の個人が一つの処分施設から受けることが評価される放射

線学的リスクは、10－6／年（すなわち 1 年間に 100 万の 1）

                                                  
 
iv 許可期間とは、地層処分場の操業期間、及び閉鎖後における能動的な制度的管理の期間を指す。 
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要件 主要な規定内容 
というリスクガイダンス・レベルと適合したものであるべき

である。 
要件 7 
許可期間後の人間の侵入 

地層処分施設の開発者/操業者は、許可期間終了後の人間侵入

の生起可能性は極めて低いと仮定すべきである。しかし開発

者/操業者は、その生起可能性をさらに低下させる実用的な措

置が見いだされた場合には、それについて検討し、実行に移

す必要がある。また開発者/操業者は、許可期間終了後の人間

侵入によって生じる潜在的な影響についても評価しなければ

ならない。 
要件 8 
最適化 

廃棄物受入規準の選択、選定サイトの使用方法、処分施設の

設計、建設、操業、閉鎖及び閉鎖管理などを通じ、また許可

期間及び許可期間終了後の両期間について、公衆の構成員及

び環境への放射線学的リスクは、経済及び社会的な要因を考

慮した上で、合理的に達成可能な限り低く（ALARA）抑え

られるようにしなければならない。 
要件 9 
環境放射能 

開発者/操業者は、許可期間及び許可期間終了後の両期間にお

いて、処分施設が接近可能環境に及ぼす放射線学的影響を調

査するために、接近可能環境のあらゆる側面が適切に防護さ

れていることを示すことを目的として、評価を実施しなけれ

ばならない。 
技術的な要

件 
要件 10 
放射線以外の危険性からの

防護 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

処分システムが、非放射線学的危険性に関しても十分な保護

をもたらすものであることを立証しなければならない。 
要件 11 
サイト調査 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

環境セーフティケースにとって必要な情報をもたらすため

に、さらには施設の設計及び建設を支援するために、サイト

調査及びサイト特性調査に関する計画を実施しなければなら

ない。 
要件 12 
サイトの利用並びに施設の

設計、建設及び閉鎖 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

処分システムの性能に対して容認しがたい影響が回避される

方法によって、当該サイトを使用し、施設を設計し、建設し、

操業し、さらには閉鎖できることを確認しなければならない。

要件 13 
廃棄物の受け入れ基準 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

環境セーフティケースにおいて設定された様々な仮定に適合

した、さらには輸送及びハンドリングに関する諸要件に適合

した廃棄物受入規準を設定するだけでなく、これらの規準が

当該施設で操業期間にわたり適切に適用できるものであるこ

とを立証しなければならない。 
要件 14 
モニタリング 

放射性固体廃棄物を対象とする処分施設の開発者/操業者は、

環境セーフティケースを支持する形で、当該施設の建設、操

業及び閉鎖に起因して生じる変化を監視するためのプログラ

ムを実施しなければならない。 
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2.1.8 ドイツにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 安全規制関連の法制度の概要1) 

 ドイツでは、1959 年に制定された原子力法（AtG）（最新の改定は 2015 年）が原子力利

用に関する基本法である。この原子力法において安全規制に関する基本的な枠組みが規定

されている。 

 ドイツの原子力安全規制に関連する法令等は、図 2.1-10 に示すような階層的な法体系と

なっている。連邦政府は原子力法に基づいて政令を制定するほか、州の当局を拘束する一

般行政規則を発効して監督・指導を行うことが出来る。法的強制力を有するのはこの階層

までである。、その下位に連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）の指針や原子炉安全

委員会（RSK）/放射線防護委員会（SSK）等の勧告など、より詳細な指針類が定められて

いる。これらは許認可の付帯条件や規制当局の監督において反映されるなどの形で実質的

な強制力を持つものである。 

図 2.1-10 ドイツの原子力安全規制法体系（2.1.8 の参考文献 1)に一部加筆） 

 以下にドイツにおける放射性廃棄物処分に関連する主な法制の概要を示す。 

 

○原子力法（AtG、1959 年） 

原子力法には、防護及び予防措置、放射線防護・放射性廃棄物及び使用済燃料管理に関す

る規定が含まれており、関連法令のための基礎となっている。放射性廃棄物管理の分野で

原子力法

BMUB 告示： 

-安全基準、事故時指針 

-指針・勧告類 

コンポーネント/システムの技術仕様 

組織/運転マニュアル

基本法 

政令 

一般行政規則

RSK 指針、RSK/SSK 勧告

KTA 安全基準

連邦立法府 

連邦政府、連邦参議院 

諮問組織 

KTA 

産業界 

連邦政府、州規制当局 

一般的法的拘束力 

州当局を法的に拘束

許認可付帯条件や

個々の事例における監

督措置を通じて許認可

保有者を拘束 
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は、連邦政府が処分施設を建設することを規定している。また、放射性廃棄物処分施設の

建設及び操業のためには、計画確定が必要なことも規定されている。なお、計画確定につ

いては、サイト選定法のような連基づきサイトが決定した場合には、計画確定に代わり許

可が発給されることが規定されている。 

 

○発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続きを定める法律（サイト選定法、StandAG、

2013 年） 

原子力発電からの撤退の日付を確定した後、ドイツでは特に発熱性放射性廃棄物処分の国

全体での合意に基づいた解決策を見つけることが重要な課題となり、2013 年 7 月にサイト

選定法が制定された。サイト選定法の目的は、ドイツ国内において 100 万年間にわたり可

能な限り最高の安全を提供するサイトを決定するためのサイト選定手続きを確立すること

である。サイト選定法で定義された探査は、法律によって今後規定される基準に従い行わ

れることが規定されている。また、同法では、選定及びその手続きが透明性が高く、科学

的な基準に基づいたものとなるために、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）

の下に新たな規制機関である連邦放射性廃棄物処分庁（BfE）が設置されることを想定して

いる。BfE の役割には、サイト固有の探査計画や基準の開発及び策定が含まれている。こ

の他に、BfE は、処分場サイト案の策定、活発な公衆参加などを実施することとなってい

る。 

 サイト選定手続きや基準の策定作業は、サイト選定法に基づき設置される高レベル放射

性廃棄物処分委員会（以下、処分委員会という）が行い、処分委員会は、2 年間のうちにサ

イト選定手続きの準備を行うことが規定されている。処分委員会は、委員長のほか、連邦

議会及び州政府代表各 8 名、科学・社会グループの 16 名の委員で構成される。処分委員会

の報告書の提出後、サイト選定手続き、基準等が法律により規定される。 

 

○連邦放射性廃棄物処分庁（BfE）設置法（2013 年） 

2013 年 7 月のサイト選定法と同時に放射性廃棄物処分庁（BfE）設置法が制定された。BfE

は、放射性廃棄物処分施設の許可発給分野等において連邦の規制機関としての役割を担う

ことになっており、この法律に基づき BfE が 2014 年に設置された。 

 

○政令 
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使用済燃料及び放射性廃棄物管理に関連した法令が、連邦議会により制定されている。 

特に重要なものには以下が存在している。 

 放射線防護令 

 原子力法第 7 条における施設の許認可手続に関する政令   

 

○BMUB 告示 

州との協議の後、BMUB は要件、ガイドライン、基準や勧告の形式で規制ガイドラインを

発給している。現在、BMUB は、原子力分野では約 100 の規制ガイドラインを制定してい

る。使用済燃料及び放射性廃棄物管理に関連したものとしては以下が存在している。  

 鉱山における放射性廃棄物処分のための安全基準（1983 年） 

 発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件（2009 年／2010 年）  

 

(2) 安全規制を含む放射性廃棄物処分の実施体制 

 ドイツでは放射性廃棄物処分場の設置・操業の責任は連邦政府にあるとされており、

BMUB の下に設置されている、連邦放射線防護庁（BfS）が処分の実施主体となっている。

BfS は、処分場の建設・操業に関する実際の作業ついては、ドイツ廃棄物処分施設建設・運

転会社（DBE 社）に委託を行っている。 

 処分場関連の許認可、処分の安全規制については、2014 年に設置された連邦放射性廃棄

物処分庁（BfE）がその役割を担っている（下記(3)参照）。 

 

(3) 安全規制機関の概要 

 ドイツでは、2013 年 7 月にサイト選定法と同時に制定された連邦放射性廃棄物処分庁

（BfE）設置法に基づき、放射性廃棄物処分に関する新たな規制機関である連邦放射性廃棄

物処分庁（BfE）が 2014 年 9 月 1 日に活動を開始した。以下に BfE の役割、組織などの概

要を示す。 

 発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定を行うためのサイト選定法では、放射性廃棄物

処分の実施主体である連邦放射線防護庁（BfS）が実施する発熱性放射性廃棄物処分場のサ

イト選定手続を BfE が監督することなどを規定しており、以下のような BfE の具体的な役

割を定めている。 
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 BfS が実施するサイト選定手続の監督、サイト選定手続の進め方等のサイト選定法へ

の適合性の確認（サイト選定法第 17 条及び原子力法第 19 条） 

 地上からの探査サイト及び地下探査サイトに関する BfS の提案の評価（サイト選定

法第 14 条・第 17 条） 

 地上からの探査計画、地下探査計画、及びサイトの評価基準の確定（サイト選定法

第 15 条・第 18 条） 

 戦略的環境影響評価 1 の実施（サイト選定法第 18 条及び環境影響評価法第 14a 条） 

 BMUB に対する処分場サイトの提案（サイト選定法第 19 条） 

 サイト選定手続に係る公衆への情報提供（サイト選定法第 9 条・第 10 条など） 

 放射性廃棄物発生者が負担する処分場サイト選定に係る費用の分担額等の算定及び

確定（サイト選定法第 21～26 条） 

 

 また、放射性廃棄物処分場の許認可の発給、既存の処分場（コンラッド処分場やモルス

レーベン処分場）の規制も今後順次、BfE が行っていくことになっている。 
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2.1.8 の参考文献（ドイツ） 

 
1) BMUB, “Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 

Safety of Radioactive Waste Management-Report of the Federal Republic of Germany 
for the Fifth Review Meeting in May 2015”, August 2014 



 

2-76 
 

2.1.9 スペインにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 放射性廃棄物処分の状況 

スペインでは、高レベル放射性廃棄物の処分に関しては方針の検討が行われている段階

であり、具体的な処分計画は存在しない。なお、1980 年代に高レベル放射性廃棄物の処分

地の選定が試みられたが、反対運動のため失敗に終わっている。2006 年に策定された第 6

次総合放射性廃棄物計画では、使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物管理に関して以下

の 3 つのオプションが提示されている。1) 

 限定的な中間貯蔵（50～100 年の期間）及びその後の最終処分 

 長期の中間貯蔵（100 年を超える期間）及びその後の最終処分 

 中間貯蔵、その後の再処理（分離変換のバリエーションが可能）、及びこれに続く

中間貯蔵と最終処分 

 

使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物等の短期・中期的な管理としては、集中中間貯

蔵施設（ATC）を建設し、当面貯蔵をする計画としており、2012 年にクエンカ県ビジャル・

デ・カニャス自治体を建設地として選定した。現在は、許認可申請書の審査が行われてい

る状況である（第 1 章参照）。 

 また、原子力発電所の運転などから発生する短寿命低中レベル放射性廃棄物については、

1992 年から操業が開始されているエルカブリル処分場（浅地中処分）において処分されて

いる。同処分場では、2008 年から極低レベル放射性廃棄物の処分も開始されている。2) 
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図 2.1-11 エルカブリル処分場の概念図3) 

 

(2) 放射性廃棄物処分の安全規制を含む実施体制 

スペインでは、使用済燃料と放射性廃棄物の管理、並びに原子力施設の解体と閉鎖は、

基本的な公共サービスとして国家がその権利を留保することが、2014 年に制定された「使

用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のための 2 月 21 日の王令 102/2014」4)

（以下、2014 年の王令という）に規定されている。このため、放射性廃棄物処分の実施責

任は国家が有している。なお、この規定は、2014 年以前にはその他の法令において規定さ

れていたもので、スペインにおいては放射性廃棄物の処分責任は以前から国家が有してい

た。 

 上記公共サービスとして定義される放射性廃棄物等の管理、原子力施設の解体等につい

ては、前述の 2014 年の王令において、放射性廃棄物管理公社（ENRESA）が処分の実施

主体として実施することが規定されている。ENRESA の役割には以下のものがある。 

1. 使用済燃料及び放射性廃棄物の処理・コンディショニング 

2. 使用済燃料と放射性廃棄物の中間貯蔵及び処分のためのサイト選定、施設の設

計・建設・操業 

3. 中間貯蔵施設及び処分施設における使用済燃料と放射性廃棄物の管理の安全性を
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保証するシステムの開発 

4. 使用済燃料及び放射性廃棄物の回収、移動、搬送のシステムの開発 

5. 使用済燃料及び放射性廃棄物のインベントリを作成し管理 

6. 危険物輸送に関する規則、また当局及び権限ある機関が定めるところに従い、使

用済燃料及び放射性廃棄物の輸送における安全対策の実施 

7. 原子力施設、または放射線取扱施設の解体と閉鎖に関わる作業の管理 

8. 原子力または放射線緊急事態に際し、権限ある機関・当局により求められる形で

行動 

9. 総合放射性廃棄物計画（GRWP）のニーズに応え、必要な知識と技能を獲得、維

持、開発し続けられるよう、国家科学技術革新研究計画の枠組みにおいて教育計

画及び研究開発計画を策定 

10. 活動から発生する繰延費用を考慮に入れ、技術的・経済的・財政的研究を行い、

経済的なニーズを特定 

11. 総合放射性廃棄物計画の活動財源のための基金を管理 

12. 総合放射性廃棄物計画の改訂版を提出 

 

 また、産業・エネルギー・観光省（MINETUR）が、ENRESA の行動と計画の管理など

を通じて放射性廃棄物処分の監督を実施するとともに、処分場などの原子力関連施設の許

認可を発給する機関である。2) 

 安全規制に関しては、許認可申請書の審査手続では、原子力安全審議会（CSN）が原子

力安全及び放射線防護の観点から評価報告書を作成し、MINETUR に提出することが原子

力法及び原子力安全審議会（CSN）設置法5)に規定されている。 

 CSN は、原子力安全審議会（CSN）設置法に基づき、独立した原子力安全及び放射線防

護を所管する唯一の組織として設置されており、以下などの役割を有している。 

 

1. 原子力安全及び放射線防護に関する必要な規定並びに適切と考える改定を政府に

提案する。原子力及び放射線取扱施設並びに原子力安全及び放射線防護に関する

活動に関連する技術的な指示、通達及び指針を作成し、承認することができる。 

2. 原子力及び放射線取扱設備、核物質、または放射性物質の輸送、放射線源を内蔵

する装置、または電離放射線発生装置の製造及び受領、ウラン鉱山の採掘、原状
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回復または閉鎖、並びに、一般的には核物質及び放射性物質の取扱い、処理、保

管及び輸送に関係するすべての活動のための許可の公布に関して採択される決議

の前に、産業・エネルギー・観光省（MINETUR）に報告書を提出する。 

3. 原子力施設及び放射線取扱施設の運転が人間や環境に不当なリスクをもたらさな

いようにすることを目的として、施設に対し定められた一般的な、また、特別な

すべての規則及び定められた条件の遵守を保証する目的で、運転時及びその終了

までの間、設備の検査及び監督を実施する。また、施設の運転または実行されて

いる活動を、安全の理由のために停止させる権限を持つ。 

4. 職業被ばくを受ける作業員、公衆及び環境の放射線防護の手段を監督する。運転

従事者が被ばくした放射線量、原子力施設及び放射線取扱施設の外部への放射性

物質の放出並びに、特に、これらの設備の影響を受ける地域内の個別の、または

集積した影響を監視し、監督する。 

5. 環境放射線の状況についてスペインの国際義務を履行し、各公共行政府に帰属す

る権限を留保して、スペイン全土のその状況を監督し、監視する。同様に、原子

力施設または放射線取扱施設の影響を受ける地域の外側の環境放射線監視に関し

所轄当局に協力する。 

6. 放射性廃棄物の管理の全段階に必要な計画書、プログラム及びプロジェクトの研

究、評価及び検査を実施する。 

7. 必要がある場合、原子力安全及び放射線防護に関して司法機関及び公共行政府に

助言する。 

8. 海外の類似する機関と公式な関係を維持し、原子力安全又は放射線防護について

権限を有する国際機関に参加する。 

 

CSN には、委員長と 4 名の委員からなる委員会が存在しており、4 名の委員のうち 1 名

が副委員長を務める。委員会を支援するため、事務局長がおり、事務局長の下で技術的な

支援を行う、原子力安全技術局及び放射線防護技術局の 2 つが設置されている。これらの

事務局長や技術局の下には、複数の各分野に対応した部局が設置されている（図 2.1-12）。

6) 
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図 2.1-12 CSN の組織図 2) 

 

(3) 放射性廃棄物管理の安全規制に関連した法制度の概要 

 スペインの放射性廃棄物処分の安全に関連する法規制を下表に示す。2) 

 

表 2.1-29 放射性廃棄物処分の安全に関連する法規制一覧 

種類 名称 
法律 ・法律 25/1964. 原子力法 

・法律 15/1980. 原子力安全審議会（CSN）設置法 
・法律 6/2001. 環境影響評価法 

令／王令 ・D. 1836/1999. 原子力及び放射線取扱施設に対する規制 
・R.D. 102/2014. 使用済燃料及び放射性廃棄物の安全で責任ある管理 
・R.D. 1440/2010. CSN 規約 
・R.D. 413/1997. 管理区域に入る職業上の被ばくを受けるオフサイト労働者の

保護 
・R.D. 783/2001. 電離放射線に対する防護規則の修正 

 

スペインの放射性廃棄物管理の安全規制に関連する法制度の中で中心的な規定を有して

いる 2014 年の王令 4)では、以下の基本原則を規定している。 
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 放射性廃棄物の発生は、リサイクルや再利用を含む適切な措置、操業及び廃止措置に

より、合理的に実現可能な限り最低限に抑えなくてはならない 

 使用済燃料及び放射性廃棄物の発生及び管理のすべての段階が相互に依存しているこ

とを考慮しなくてはならない 

 使用済燃料及び放射性廃棄物は、受動的な安全措置による長期間にわたり安全に管理

されなくてはならない。これらは、外部エネルギーに依存しない物理法則によって機

能する装置を持つ固有の安全設計に基づくものと理解される 

 使用済燃料及び放射性廃棄物管理のための費用は、発生者の負担であるべきである。 

 措置の実施は、階層化されたアプローチによるべきであり、分析、文書化及び対応の

レベルは、伴うリスク、安全に対する相対的な重要性、施設や活動の目的及び特徴や

その他に比例したものであるべきである 

 使用済燃料及び放射性廃棄物管理のすべての段階において、根拠に基づき明文化され

た意思決定プロセスを実施すべきである 

 

 また、2014 年の王令では、使用済燃料及び放射性廃棄物に関する第一義的な責任を発生

者、または適用可能な場合にはこれらの責任を引き起こす許可を与えられたものにあると

規定している。さらに、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理は国家の責任である基本的な

公共サービスであるとしており、この発生者等の責任を損なうことなく原子力法の規定に

基づき ENRESA に委託されている。 

 2014 年の王令は、以下のような総合放射性廃棄物計画（GRWP）の内容を含め、その策

定、レビュー等の手続きを規定している。 

 原子力施設の解体・廃止措置に関する政策を含む、使用済燃料及び放射性廃棄物管理

に関する国家政策の全体目標 

 全体的な目標という点において、重要なマイルストーンやマイルストーンを達成する

ための明確な時間枠 

 放射性廃棄物の適切な分類に従った、場所や量を含む、また廃止措置からのものを含

む、全ての放射性廃棄物及び使用済燃料のインベントリ及び将来の発生量の見込み 

 原子力施設の解体・廃止措置を含む発生から処分までの使用済燃料及び放射性廃棄物

管理の概念、計画及び技術的解決策 

 適切な管理が維持される期間を含む、処分施設の閉鎖後期間の概念、または計画、及
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び長期的に施設に関する知識を保存するために行われる手段 

 使用済燃料及び放射性廃棄物管理及び原子力施設の解体・廃止措置のための解決策を

実施するために必要な研究、開発及び実証のための活動 

 GRWP の実施責任及び進捗管理のための主要なパフォーマンス指標 

 GRWP の評価、評価の背景や仮定 

 実施している資金確保計画 

 作業者や一般公衆に対して使用済燃料及び放射性廃棄物管理の必要な情報を公開する

ための、透明性確保や公衆参加のための基準 

 存在する場合には、処分施設の仕様を含めた、使用済燃料及び放射性廃棄物管理に関

する EU 加盟国、または第三国との合意 

 

このほかに、原子力及び放射線取扱施設に対する規制（1836/1999）7)は、原子力及び放

射線利用活動が実施される施設の許可に関する手順を定めており、この規則はそのような

施設の種類とカテゴリを定め、これらの施設が、原子力安全または放射線防護の問題に関

する CSN の報告書を受けて MINETUR によって発給される許可システムの対象であるこ

とを規定しているものである。この規則により、放射性廃棄物処分施設を含む原子力施設

の操業には、建設前の許可制度及び安全評価制度が適用される。許可手続きでは、①事前

許可または設置許可、②建設許可、③操業許可の許可発給が順次行われることとなり、そ

の際には安全評価が必要となる。また、①においては公共情報手続きとして環境影響評価

を実施することも定められている。 
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2.1.9 の参考文献（スペイン） 

 
1) ENRESA, “第 6 次総合放射性廃棄物計画（第 6 次 GRWP）”, 2006 年  

2) MINETUR, “Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 
Safety of RadioactiveWaste Management Fifth Spanish National Report”, October 
2014 

3) MINETUR ウェブサイト、

http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Paginas/resid
uos.aspx 

4) 使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のための 2 月 21 日の王令

102/2014 

5) 原子力安全審議会（CSN）設置法(15/1980) 

6) CSN ウェブサイト、https://www.csn.es/home  

7) 原子力施設および放射線利用施設に関する規制 1836/1999  
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2.1.10 ベルギーにおける放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 放射性廃棄物処分の安全規制等に係る最新情報 

 ベルギーにおける放射性廃棄物の地層処分に係る最新の安全基準や指針等の整備状況、

その内容について整理を行う。ベルギーでは、放射性廃棄物の区分を半減期、放射能量、

発熱の程度により、以下のように分類している。 

表 2.1-30 放射性廃棄物の区分 

 放射能レベルが低い 放射能レベルが中程度 放射能レベルが高い 
短寿命放射性

廃棄物 
A A C 

長寿命放射性

廃棄物 
B B C 

 

 カテゴリ A 廃棄物：放射性核種の濃度が十分に低く、半減期が十分に短いために浅地

中処分が可能な廃棄物（国際原子力機関（IAEA）及び欧州連合（EU）の一般勧告に

従い、長寿命α放射能が 400～4,000Bq/g）。 

 カテゴリ B 廃棄物：カテゴリ A に関する放射線基準を満たしていないが、カテゴリ C

に分類するほどの発熱は伴わない廃棄物。 

 カテゴリ C 廃棄物：α及びβ核種の量がきわめて多く、熱出力が 20W/m3を上回る廃

棄物。20W/m3という数値は、カテゴリ B と C の境界値であり、粘土層への処分を行

うか否かの判断基準となる。このカテゴリの廃棄物は、中間貯蔵により冷却する必要

がある。 

 

 カテゴリA廃棄物の処分については、連邦政府が、カテゴリA廃棄物の処分に関する 2006

年 6 月 23 日決定によって、放射性廃棄物の管理を行うベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂

性物質管理機関（ONDRAF/NIRAS）に対して、デッセル自治体におけるカテゴリ A 廃棄

物の表層処分施設の統合プロジェクトを策定するように要求し、詳細な設計や安全評価の

研究に入った。2011 年 11 月に ONDRAF/NIRAS は、セーフティケースを含む安全報告書

のドラフト版を取りまとめて、国際ピアレビューを受けている。国際ピアレビューの結果

では、ONDRAF/NIRAS が取りまとめたドラフト版の安全報告書により、長期安全戦略と

長期安全評価の信頼性及び頑健性が立証されたとしている。その後、2013 年 1 月に、
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ONDRAF/NIRAS は規制行政機関である連邦原子力管理庁（FANC）に建設許認可申請書

を提出している。今後は、許認可プロセスの一環として、立地地域における公衆の意見調

査を実施するとしている。また、欧州原子力共同体（EURATOM）においては、処分場の

設置による越境影響評価を実施する予定としている。 

 カテゴリ B 及び C 廃棄物の処分に関する、粘土層における地層処分に関する研究は 30

年以上前から開始されているが、カテゴリ B 及び C 廃棄物の長期間の管理オプションは、

国の政策としては確定されていない。最新の研究開発の概要は、SAFIR2 レポートであり、

2001 年に ONDRAF/NIRAS が政府やステークホルダーに対して公表している。このレポ

ートは、監督大臣の要請により、OECD/NEA による国際ピアレビューに提出された。 ま

た、カテゴリB及びC廃棄物の長期管理に関しては、ONDRAF/NIRASは 2011 年 9 月に、

政府に「高レベル放射性廃棄物及び長寿命・低中レベル放射性廃棄物の長期管理に関する

国家廃棄物計画」1)（以下、国家廃棄物計画）を提出した。これは、2011 年 9 月 23 日に

ONDRAF/NIRAS の理事会にて承認されて、政府に提出されたものである。この計画書は、

政府による廃棄物（廃棄物と宣言されれば使用済燃料も含む）の長期管理の政策に関する

原則の決定のための情報を提供するものとなる。 

 この国家廃棄物計画によると、ONDRAF/NIRAS は高レベル放射性廃棄物または長寿命

放射性廃棄物はベルギー国内の粘土層に地層処分することを勧告している。この中では、

これらの廃棄物の長期貯蔵やボアホール処分等、さまざまなオプションが比較検討され、

その結果として地層処分が最適であるという結果を示している。処分の実施については、

過度の遅れが無く、技術の成熟度や社会の支援と調和したペースで実施すること、段階的

に適応可能、かつ参加型で、透明性のある意思決定プロセスを伴うこと、及び回収可能性、

可逆性、知識の管理や伝達に関連する社会状況を考慮に入れることとしている。 

 今後、連邦政府は、これらの廃棄物の長期管理に関する方針を決定するために検討を進

めていき、ベルギー国内における廃棄物の長期管理オプションについて連邦政府が決定を

下すことになる。この連邦政府の決定に関しては、2014 年に「使用済燃料及び放射性廃棄

物の責任ある安全な管理に関して、共同体の枠組みを構築する 2011 年 7 月 19 日の理事会

指令」（2011/70/Euratom）が国内法化されたのを受けて、2015 年 8 月までに放射性廃棄物

管理に関する国家計画を欧州委員会に提出しなければならないため、同指令で示された国

家政策の検討及び国家計画の提出に向けた取組みを進めている。 
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(2) ベルギーにおける放射性廃棄物処分に関する法規制 

 現在、ベルギーにおいては、放射性廃棄物処分に特定した法律や規則はない。そのため、

放射性廃棄物処分に関しては、国際指針や最善実施例が基準として採用されている。2) 

 原子力安全と放射線防護に関する法律としては、2001 年 7 月 20 日付の王令「電離放射

線の危険性に対する公衆、作業者及び環境の防護に関する一般規制に係る王令」（GRR-2001）

がある。GRR-2001 では、放射性物質または電離放射線の利用に関連する様々な実施要項

及び活動に関する、あらゆる許認可手続きを制定したものであり、許認可を受けた施設に

おける放射性廃棄物管理に関する一般規則が含まれている。また、許認可を受ける事業者

が作業者及び公衆を保護するために考慮すべき防護措置を指定し、保健物理の管理体系化

を行っている。 

 現在、ベルギーでは、放射性廃棄物処分施設の許認可に係る、より具体的な規則を

GRR-2001 の一般規則に盛り込んだ 2 つの王令を策定中である。1 つは、放射性廃棄物処分

施設の建設と操業に関する許認可申請手続きに関する王令、もう 1 つは、放射性廃棄物処

分施設の技術的要件に関わる王令である。前者の許認可申請手続きに関する王令について

は、2010 年 7 月 26 日に「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令（案）」と

して、最終化に先立ち、パブリックコメント（2010 年 9 月 1 日～2010 年 10 月 31 日まで

実施）のために公表されたものがあるが、未施行の状態である。また、新しい王令には、

放射性廃棄物と使用済燃料の管理に関する新しい EC 指令を考慮に入れる予定であり、

GRR-2001 の一般規則が適用されるとしている。 

 また、FANCが放射性廃棄物処分施設の安全評価のためにガイダンスを作成しているが、

このガイダンスは法的拘束力を持つものではない。 

 ベルギーの放射性廃棄物処分施設に適用される規制は、表 2.1-31 の通りである。 

 

表 2.1-31 ベルギーにおける処分施設に関する規制上の枠組み 2) 

 ユーラトム条約（37 項） 

EU 指 令 2009/71/ Euratom

（2014/87/ Euratom 指令の改正）

EU 指令 2001/70/ Euratom 

EU 指令 2013/59/ Euratom (BSS)

電離放射線の危険性に対す

る人及び環境の防護、及び

FANC に関する 1994 年 4

月 15 日の法律 

核物質のセキュリ

ティに関する 1994

年の法律（2011）の

改正 

王令 

（一般） 

電離放射線の危険性に対する公衆、

作業者および環境の防護に関する

原子力施設安全に係る王令

（SRNI-2011） 

核物質及び核文書

のセキュリティに
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一般規制に係る王令(GRR-2001) （FANC 提案）原子力施設

の廃止措置における安全に

係る王令*(原子力施設安全

に係る王令の特定部分) 

係る王令 

（FANC 提案）放射

性物質のセキュリ

ティに係る王令* 

王令 

（Royal 

Decree）（処分

施設に特有） 

（FANC 提案）処分施設の許認可シ

ステムに係る王令* 

（FANC 提案）廃棄物と使

用済燃料貯蔵施設の安全性

に係る王令* 

（FANC 提案）処分施設の

安全に係る王令*(原子力施

設の安全性に係る王令の特

定部分) 

 

FANC ガイダ

ンス（拘束力

は無し） 

FANC の一般的なガイダンス 

FANC の浅地中処分ガイダンス FANC の地層処分ガイダン

ス 

 

*策定中/承認段階 

 

(3) 規制機関の概要 

a. 連邦原子力管理庁（FANC） 

 ベルギーの放射性廃棄物管理に関する規制行政機関は、連邦原子力管理庁（FANC）であ

り、その支援機関（Bel V と呼ばれる機関）とともに安全規制を行っている。FANC は、法

人格を持つ独立した政府機関である。14名の理事からなる理事会がFANCを運営しており、

理事は科学または職業面での業績に基づき連邦政府が指名する。独立した立場を保証する

ために、理事はその任期中、原子力分野と公的分野でその他の責任を負うことはできない。

FANC は理事会に出席する政府委員を通じて、連邦内務相の監督下に置かれる。 

 FANC は任務を達成するため、科学評議会の支援を受ける。科学評議会の構成及び権限

は王令によって規定されている。科学評議会は原子力及び原子力安全の分野における専門

家で構成されている。 

 FANC は、法律によって規定された許認可の付与や拒否などの行政及び法律面での活動

を通じて、原子力操業者に対してその規制権限を行使する。FANC はこれらの許認可など

の中に記された条件の順守を検証するための立入検査を実施する。また、FANC の下した

決定への違反には罰則を科すことができる。 

 FANC の運営資金は、FANC の役務提供先である企業、組織または個人から回収される

資金に全面的に依拠している。実際には、許認可などの取得者または申請者が支払う 1 回
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払いの料金または年間での課金という形で料金が徴収されている。1 回払いの料金は、王令

によって決定される。また、FANC の収支は均衡していなければならない。 

 FANC は 2001 年 9 月 1 日から原子力活動の規制を実施しているが、2007 年 9 月 1 日付

け組織再編が行われ、以下の 4 つの部門に分割された。 

 ○規制、国際関係及び開発（Regulation, International Affairs & Development） 

 規則の策定とフォーアップ 

 住民の安全と防護の推進に必要な研究開発の促進、フォーアップ及び実行 

 高い見地からの知見の管理、維持及び開発 

 FANCの全プロジェクト相互間の調整 

 国際問題 

 

 ○施設及び廃棄物（Facilities & Waste） 

 原子力施設の安全（許認可申請書の審査と評価が含まれる） 

 放射性廃棄物管理における安全（諸活動が許認可条件などに従い実施されているか

否かの検査と調査などが含まれている） 

 保健物理管理面での有資格専門家の認定、並びにBel V及び保健物理管理における

認証団体の監視に関連したもの（様々なカテゴリの放射性廃棄物の長期管理に関

する法的及び規制枠組みの策定と、将来における処分施設の許認可が含まれる） 

 

 ○セキュリティ及び輸送（Security & Transport） 

 核物質の物理的防護 

 核不拡散とセキュリティ、並びに放射性廃棄物の輸送、輸入、通過及び輸出に対す

る責任 

 

 ○健康及び環境（Health & Environment） 

 人とその環境の防護に関連した活動（公衆及び全ての分野における作業者と環境の

防護を志向したものであり、医療用途、天然放射線源、領域内の放射線監視、国

家原子力緊急計画、及び汚染サイトの除染／回復がその対象となる） 
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2.1.10 の参考文献（ベルギー） 
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the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”, October 2014. 
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2.1.11 中国における放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

(1) 放射性廃棄物処分の安全規制等に係る最新情報 

 中国における放射性廃棄物の地層処分について、処分に係る最新の安全基準や指針等の

整備状況、その内容について以下に整理を行う。 

 中国では放射性廃棄物処分を規制する法令としては、2003 年 10 月施行の「中華人民共

和国放射能汚染防止法」1)、2003 年 4 月施行の放射性廃棄物管理規定（GB14500-2002）2)

がある。「中華人民共和国放射能汚染防止法」では、第 43 条で、「低中レベル固体放射性廃

棄物は、国の規定を満たす地域において、地表処分を行う。」と規定されている。放射性廃

棄物管理規定 14.2.5 及び 14.2.6 では、低中レベル放射性廃棄物については、廃棄物の発生

源と量、経済と社会環境の条件を考慮し、複数の処分場を地域ごとに建設し、処分すると

いう方針が定められている。処分方法については、地表での処分やその他同等の機能を有

する処分方式が認められており、放射性廃棄物管理規定によると、「低中レベル放射性固体

廃棄物浅地処分規定（GB9132-88）」及び「低中レベル放射性固体廃棄物の岩洞処分規定

（GB13600-92）」の規定に従い、立地選定、設計、建設、運転、閉鎖と監視監督を行わな

ければならないとしている。 

現在、中国では低・中レベル放射性廃棄物については、5 カ所の処分場の建設が計画され

ており、操業中の中国北西部甘粛省の西北処分場及び中国広東省の広東（北龍）処分場の 2

カ所においては低・中レベル放射性廃棄物の浅地中処分が実施されている。 

高レベル放射性廃棄物及びアルファ廃棄物については、放射性廃棄物管理規定の 14.2.7

において、集中処分の方針で処分を行うこと、適切な深度の深地層に 1 カ所の地層処分場

を建設し処分をするとされている。現在、中国は地層処分場のサイト選定を実施しており、

操業されている処分場はない。 

なお、中国における放射性廃棄物の分類は、1995 年の「放射性廃棄物の分類(GB 

9133-1995)」3)に基づいて、放射能レベル（クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ）と物理的特性

（気体、液体、固体）に応じて、表 2.1-16 に示すように区分されている。なお、クラス I、

II、III がそれぞれ、低レベル、中レベル、高レベル放射性廃棄物に相当する。 
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表 2.1-32 中国における放射性廃棄物の区分 

分類 基準 

気
体 

クラスⅠ 放射能濃度が 4×107Bq/m3以下の廃棄物。 

クラス II 放射能濃度が 4×107Bq/m3を超える廃棄物。 

液
体 

クラスⅠ 放射能濃度が 4×106Bq/L 以下の廃棄物。 

クラス II 放射能濃度が 4×106Bq を超え、かつ 4×1010Bq/L 以下の廃棄物。 

クラスⅢ 放射能濃度が 4×1010Bq/L を超える廃棄物。 

固
体 

クラスⅠ 

・ 半減期60日以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以下の廃棄物。 
・ 半減期60日以上5年以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以下の廃棄物。

・ 半減期5年以上30年以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以下の廃棄物。

・ 半減期30年以上のα各種以外の各種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以下の廃

棄物。 

クラス II 
・ 半減期60日以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kgを超える廃棄物。 
・ 半減期60日以上5年以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kgを超える廃棄

物。 
・ 半減期5年以上30年以下の核種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以上4×

1011Bq/kg以下で、熱放出量が2 kW/m3以下の廃棄物。 
・ 半減期30年以上のα各種以外の各種を含み、比放射能が4×106Bq/kg以上4×

1011Bq/kg以下で、熱放出量が2 kW/m3以下の廃棄物。 

クラスⅢ 

・ 半減期5年以上30年以下の核種を含み、比放射能が4×1011Bq/kg以上、または

熱放出量が2 kW/m3以上の廃棄物。 
・ 半減期30年以上のα各種以外の各種を含み、比放射能が4×1011Bq/kg以上、ま

たは熱放出量が2 kW/m3以上の廃棄物。 

アルファ廃

棄物 
半減期 30 年以上のアルファ核種を含む廃棄物。 
個別パッケージ内の比放射能が 4×106Bq/kg 以上のもの。 
（浅地層処分施設の場合は、複数パッケージの平均比放射能が 4×105Bq/kg 以上の

もの。） 

クリアランス廃

棄物 
公衆被ばく線量が 0.01 mSv／年以下で、かつ公衆被ばく集団線量が 1 人・Sv／年

以下の廃棄物。 
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(2) 規制機関等の概要 

a. 国家核安全局（NNSA）について 

図 1.11-1 に、中国における放射性廃棄物処分の実施体制を示す。 

 

図 2.1-13 中国における放射性廃棄物処分の実施体制4) 

（2.1.11 の参考文献 4）に一部加筆） 

 

 国家核安全局（NNSA）は原子力施設の安全監視や放射性廃棄物の管理等、原子力安全全

般に関する規制機関である。国家原子能機構（CAEA）は、原子力開発、研究開発プロジェ

クトの承認、監督等を行い、廃止措置や放射性廃棄物管理に責任を負う5)。 

CNNC の下部組織として、研究開発を行う機関が複数存在している。 

 国家核安全局（NNSA）は 1984 年に国務院の下に設置され、1988 年からは国家環境保

護総局（SEPA）が所管するようになった。2008 年に SEPA が中国環境保護部（MEP）へ

と改組されたことに伴い、NNSA は MEP の所管となった。また MEP の 5 人の次官のうち

1 人が NNSA の局長を兼任することととなった6。2010 年時点での NNSA の職員数は、本

部で計 70 名、6 つの地域事務所（北京、上海、深圳、成都、蘭州、大連）で計 200 名であ

る。 
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(3) 安全基準・指針等の概要 

a. 中華人民共和国放射能汚染防止法（2003 年 4 月施行） 

 中華人民共和国放射能汚染防止法は中国における放射性廃棄物の基本的な取り扱いを定

めており、「第 6 章 放射性廃棄物管理」の第 39 条から第 47 条にかけて、放射性廃棄物に

関する規定がある。 

 第 40 条では、環境へ放出される放射性排気及び廃液は、国の放射能汚染防止基準を満た

さなければならないとされており、第 41 条では所在の環境保護行政機関に対して、関連す

る放射線核種の放出量を事前に申請したうえで、環境中に放出されると規定されている。 

 

b. 放射性廃棄物管理規定（2003 年 4 月施行） 

 放射性廃棄物管理規定では、放射性廃棄物の発生、収集、前処理、整備、輸送、貯蔵、

処分及び放出等の各段階及び、廃止措置と環境整備に関わる活動における管理の目的と基

本的な要件を規定している。 

 

 以下のそれぞれの項目は、目的及び基本的な要件の 2 つのセクションから構成されてい

る。 

 

7. 廃棄物特性の評価  

8. 廃棄物発生の管理 

9. 廃棄物の前処理 

10. 廃棄物の処理 

11. 廃棄物の整備 

12. 廃棄物の貯蔵 

13. 廃棄物の輸送 

14. 廃棄物の処分 

15. 気体及び液体廃棄物の流出 

16. 管理免除の廃棄物管理 

17. ウラン、トリウム鉱の製錬による発生廃棄物の管理 

18. 核技術利用に伴う廃棄物の管理 

19. ウラン、トリウム伴生鉱の放射性廃棄物の管理 
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20. 廃止措置と環境整備 

21. 廃棄物管理施設の監視と管理 

22. 安全分析と環境影響評価 

 

c. 放射性廃棄物安全管理条例（2011 年 11 月） 

 放射性廃棄物安全管理条例は中華人民共和国放射能汚染防止法に基づいて定められたも

のである。制度的管理については、以下の第 3 章において、第 25 条から第 27 条にかけて

関連する規定があり、評価期間に関しては第 3 章の第 23 条に短い規定がある。 

 

第 1 章 総則 

第 2 章 放射性廃棄物の処理並びに貯蔵 

第 3 章 放射性廃棄物の処分 

第 4 章 監督管理 

第 5 章 法律責任 

第 6 章 付則 
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2.1.11 の参考文献（中国） 

 
1) 中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国主席令第六号 

2) 放射性废物管理规定（GB14500-2002） 

3) 放射性废物的分类（GBGB 9133-1995） 

4) Liang Chen, Ju Wang, “Progress of HLW disposal and planning for the Underground 
Research Laboratory in China,” August, 2014 より作成。 

5) Bian Huiying, Rui Su, “China’s Policy and Strategy for Radioactive Waste 
Management,” 
http://www.caea.gov.cn/n602670/n621894/n621895/32165.html 
https://gnssn.iaea.org/RTWS/general/Shared%20Documents/Waste%20Management/
March%202014%20RAS9069%20WS%20on%20policy%20and%20strategy%20develo
pment/national%20presentations/China.pdf 

6) Ministry of Environmental Protection of China (National Nuclear Safety 
Administration), Round Table Discussion on Nuclear Safety, Knowledge Networking, 
September 21 2010 
https://gnssn.iaea.org/regnet/Documents/RoundTableDiscussion/round-table-China.p
df 
Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to People’s Republic of China 
Integrated Regulatory, July 2010 
http://www.mep.gov.cn/ztbd/rdzl/zqyj/qtxgbg/201206/P020120625357408488821.pdf 
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2.1.12 韓国における放射性廃棄物処分に係る安全規制の概要 

韓国における放射性廃棄物に関する規制は、2014 年現在、原子力安全委員会が担うこと

となっている。なお、2011 年以前の原子力安全規制は、教育科学技術部が担当していた。 

韓国は 2014 年現在、使用済燃料の管理方策について検討中であり、立地選定についても

実施されていない。一方で、低中レベル放射性廃棄物処分場である月城（ウォルソン）原

子力環境管理センターは建設済みであり、2014 年 12 月 11 日に、第 1 段階の処分施設（地

下空洞型処分）の操業許可が発給されている。 

中低レベル放射性廃棄物処分場立地選定当時、韓国における放射性廃棄物処分の施設の

許可発給などの原子力安全規制は教育科学技術部（MEST）が担当していた。また放射性

廃棄物の管理、処分等に関する計画および監督指導は韓国産業資源部（MOCIE）が実施

した。なお実施主体は、韓国水力原子力株式会社（KHNP）であり、また放射性廃棄物管

理政策の策定は原子力委員会が担当していた。 

現在は、放射性廃棄物管理の実施主体は、2009 年に放射性廃棄物管理法に基づき設置

された韓国放射性廃棄物管理公団（KRMC）（2013 年に韓国原子力環境公団（KORAD）

に改名）となっている。 

韓国における法体系には、法律、施行令、規則及び告示の 4 つの階層が存在している。

原子力安全に関連したものとしては、これらの 4 つの階層それぞれについて、原子力安全

法、原子力安全法施行令・施行規則、原子力安全委員会規則及び原子力安全委員会告示が

存在している（図 2.1-14 参照）。 
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図 2.1-14 韓国の安全規制法体系1) 
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2.1.12 の参考文献（韓国） 

 
1) OECD/NEA, “Radioactive waste management in Rep. of Korea”, 

http://www.oecd-nea.org/rwm/profiles/Korea_report_web.pdf 
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2.1.13 経済開発協力機構原子力機関（OECD/NEA）における放射性廃棄物処分

に係る安全規制関連の概要 

OECDE/NEA は、放射性廃棄物管理分野において全ての種類の放射性廃棄物に関する、

安全で、持続可能かつ、社会的に受け入れ可能な管理戦略の策定において、加盟国を支援

することを目的として活動している。特に、長寿命放射性廃棄物及び使用済燃料の管理、

原子力施設の廃止措置に注力しており、このような活動は、主に放射性廃棄物管理委員会

（RWMC）を通じて行われている。 

RWMC は、以下の作業グループ等による支援を受け活動している。なお、放射性廃棄物

の処分前管理に関する専門家グループ（EGPMRW）については、2014 年 12 月から活動を

開始した。 

・ ステークホルダーの信頼獲得に関するフォーラム（FSC） 

・ セーフティケース統合グループ（IGSC）  

・ 廃止措置・解体ワーキングパーティ（WPDD） 

・ 放射性廃棄物の処分前管理に関する専門家グループ（EGPMRW） 

 

RWMC は、OECD/NEA の加盟国の規制機関、放射性廃棄物管理実施主体、政策決定機

関や研究開発機関の代表者からなる国際委員会として 1975 年に設置された。RWMC の活

動には、国際原子力機関（IAEA）が参加しており、正式メンバーとして欧州委員会（EC）

も参加している。また、国際放射線防護委員会（ICRP）や各国政府への諮問組織とも緊密

な連携をとりつつ活動を行っている。1) 

RWMC の活動目的は、放射性廃棄物の長期管理や廃止措置を含む、原子力施設から発生

する物質の管理に関する国際協力を支援することとされており、以下のプログラムを実施

している。 

・ 最新の科学と新たな問題についての共通かつ広範な理解促進 

・ 社会的な要件を尊重する放射性廃棄物管理戦略の策定支援 

・ 各国における規制の枠組みに対する共通基盤の提供 

・ 放射性廃棄物及び放射性物質の管理に対する科学技術的知見の進展の反映（例：共

同プロジェクトや専門家会合の開催） 

・ 知見の統合や移転への貢献（例：技術報告書、合意文書や小冊子の発行） 

・ 最善の取組みの進展の支援（例：国際ピア・レビューの支援）  
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2.1.13 の参考文献（OECD/NEA） 

 
1) OECD/NEA, Radioactive waste management and decommissioning ウェブページ、

http://www.oecd-nea.org/rwm/  
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2.1.14 国際原子力機関（IAEA）における放射性廃棄物処分に係る安全規制関連

の概要 

 国際原子力機関（IAEA）では、「安全原則（Safety Fundamentals）」、「安全要件（Safety 

Requirements）」、「安全指針（Safety Guides）」の階層を持った安全基準・指針類の策定を

行っている。さらに、2008 年からは、安全要件は、「一般安全要件（General Safety 

Requirements）」、「特定安全要件（Specific Safety Requirements）」に、安全指針は「一

般安全指針（General Safety Guides）」、「特定安全指針（Specific Safety Guides）」に区分

されて検討・策定されている（図 2.1-15 及び図 2.1-16 参照）。1) 

 また、IAEA での放射性廃棄物処分を対象とした安全基準文書の策定状況を表 2.1-33 に

示す。 

 

 
図 2.1-15 IAEA の安全基準文書の階層構造 1) 
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図 2.1-16 IAEA の安全基準文書の階層構造と適用先 1) 

表 2.1-33 IAEA での放射性廃棄物処分を対象とした安全基準文書の策定状況 

IAEA 文書の階層 文書名 策定状況 
安全原則 No.SF-1「基本安全原則」（2006 年）2) すでに最終版が出版されている 

一般安全要件 No. GSR Part 4「施設及び活動に対する安全

評価」（2009 年）3) 
すでに最終版が出版されている 

特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」（2011 年）
4) 

すでに最終版が出版されている 

一般安全指針 No. GSG-1「放射性廃棄物の分類」（2009 年）
5) 

すでに最終版が出版されている 

特定安全指針 No. SSG-1「放射性廃棄物のためのボーリング

孔処分施設」（2009 年）6) 
すでに最終版が出版されている 

No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」

（2011 年）7) 
すでに最終版が出版されている 

No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティ

ケースと安全評価」（2012 年）8) 
すでに最終版が出版されている 

No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタ

リング及びサーベイランス」（2014 年）9) 
すでに最終版が出版されている 

No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査

及びサイト選定」（2015 年）10) 
すでに最終版が出版されている。

放射性廃棄物処分場への適用は

想定されていない。 
No. SSG-38「原子力施設の建設」（2015 年）11) すでに最終版が出版されている。

放射性廃棄物処分場への適用は

想定されていない。 
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 ここでは、表 2.1-33 に示した IAEA 安全基準文書について、文書の概要を整理する。な

お、特定安全指針 No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査及びサイト選定」（2015 年）

及び特定安全指針 No. SSG-38「原子力施設の建設」（2015 年）は、放射性廃棄物処分場へ

の適用を想定して策定されていないものの、処分場の地上施設を検討する上で参考となる

と考えられるため、文書概要の整理のみでは対象とする。 

 また、放射性廃棄物の地層処分及び余裕深度処分に相当する埋設処分等の長期的な安全

性に関する情報（評価期間及び不確実性の取扱い、利用可能な最善の技術（BAT）、長期的

安全基準、セーフティケース等）については、最終的な安全基準文書として出版されてい

ること、有用な関連情報が含まれているものと考えられるため、表 2.1-33 の IAEA 安全基

準文書のうち、以下の文書についての規定内容の整理を行う（2.2.14 以降を参照）。 

1) 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」（2011 年）4) 

2) 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」（2011 年）7) 

3) 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」（2012

年）8) 

4) 特定安全指針 No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイラン

ス」（2014 年）9) 

 2.2 における具体的な調査項目は下記のとおりである。文書の内容から特定安全指針 No. 

SSG-31 は、「（12）能動的な制度管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等）」での

み対象とした。なお、上記の IAEA 安全基準文書は、余裕深度処分（中レベル放射性廃棄

物の処分）にも適用される。 

1) 立地選定段階における規制側の関与 

2) 評価期間の考え方 

3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

4) 人間活動の影響 

5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

7) セーフティケースの内容とレビュー 

8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

10) 可逆性と回収可能性 
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11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体）、制度的管理終了の判断等 

12) 能動的な制度管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

13) 受動的な制度管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 

(1) 安全原則 No.SF-1「基本安全原則」 

 安全原則 No.SF-1「基本安全原則」（2006 年）2)は、安全原則に分類される安全基準文書

である、1993 年 6 月の IAEA 安全シリーズ No.110「原子力施設の安全」、1995 年 3 月の

IAEA 安全シリーズ No.111-F「廃棄物管理の原則」、1995 年 6 月の IAEA 安全シリーズ

No.120「放射線防護及び放射線源の安全」の 3 つの文書で確立されたすべての安全原則を

考慮し、IAEA 安全基準が適用される全ての領域にわたる共通の安全原則として策定された

ものである。 

 安全目標、安全原則として示される考え方は、以下のとおりである。 

・安全目標：基本的な安全目標は、電離放射線の有害な影響から人間及び環境を防護す

ることである。 

・安全原則 

－原則 1：安全に対する責任；安全に対する主要な責任は、放射線リスクのもととなる

施設及び活動に責任を有する個人または組織が負わなくてはならない。 

－原則 2：政府の役割；安全に関する有効で法的な行政上のフレームワークは、独立し

た規制機関を含んで、確立され、維持されなければならない。 

－原則 3：安全に関する指揮及び管理；関連する組織並びに放射線リスクのもととなる

施設及び活動では、安全に関する有効な指揮及び管理が確立され、維持されなけれ

ばならない。 

－原則 4：施設及び活動の正当化；放射線リスクのもととなる施設及び活動は、全体的

にみて便益を生み出すものでなければならない。 

－原則 5：防護の最適化；合理的に達成可能な最高レベルの安全性を提供するように、

防護は最適化されなければならない。 

－原則 6：個人に対するリスクの限度；放射線リスクの管理に関する処置は、いかなる

個人も損害の許容できないリスクを負わないことを確保しなければならない。 

－原則 7：現在及び将来の世代の防護；人間及び環境は、現在及び将来において、放射

線リスクに対して防護されなければならない。 
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－原則 8：事故の防止；全ての実行可能な努力が、原子力または放射線の事故を防止し、

緩和するするためになされなければならない。 

－原則 9：緊急事態への準備と対応；原子力または放射線に関する出来事（incidents）

に対する緊急事態への準備と対応に関する措置を講じなければならない。 

－原則 10：存在している、あるいは規制されていない放射線リスクを低減するための

防護行為；存在している、あるいは規制されていない放射線リスクを低減するため

の防護行為は、正当化及び最適化されなければならない。 

 

 安全原則 No.SF-1「基本安全原則」の構成を表 2.1-34 に示す。 

 

表 2.1-34 安全原則 No.SF-1「基本安全原則」の構成 

章構成 節構成 
緒言  
合同協賛組織による序文  
1. はじめに 
 背景（1.1－1.7） 
 本出版物の目標（1.8） 
 範囲（1.9－10） 
 構成（1.11） 
2. 安全目標（2.1－2.3） 
3. 安全原則 
 はじめに（3.1－3.2） 
 原則 1： 安全に対する責任（3.3－3.7） 
 原則 2： 政府の役割（3.8－3.11） 
 原則 3： 安全に関する指揮及び管理（3.12－3.17） 
 原則 4： 施設及び活動の正当化（3.18－3.20） 
 原則 5： 防護の最適化（3.21－3.24） 
 原則 6： 個人に対するリスクの限度（3.25－3.26） 
 原則 7： 現在及び将来の世代の防護（3.27－3.29） 
 原則 8： 事故の防止（3.30－3.33） 
 原則 9： 緊急事態への準備と対応（3.34－3.38） 
 原則 10： 存在している、あるいは規制されていない放射線リス

クを低減するための防護行為（3.39－3.40） 
ドラフト及び審査への寄稿者  
IAEA 安全基準の是認に関係する機関  

 

(2) 一般安全要件 No. GSR Part 4「施設及び活動に対する安全評価」 

 一般安全要件 No. GSR Part 4「施設及び活動に対する安全評価」（2009 年）3)は、原子力

施設及び活動の安全評価が満足すべき一般的に適用される要件を確立することを目的とし

て、特に、深層防護、定量的な評価、段階的なアプローチに特別な配慮を行っている。ま
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た、安全評価の実施者、使用者が行う必要のある安全評価の独立した検証にも留意してい

る。 

 適用対象となる施設は、原子力発電所、核燃料サイクル施設、放射性廃棄物の処理・貯

蔵・処分施設などとし、適用対象となる活動としては、放射線源の製造・使用・輸出入、

放射性物質の輸送、施設の廃止措置・解体閉鎖、放射性廃棄物処分場の閉鎖などが列挙さ

れている。 

 規定している要件としては、安全評価に係る一般的な要件、特定の要件、深層防護及び

安全裕度、安全解析、文書作成、独立した検証、並びに安全評価のマネジメント、使用及

びメンテナンスに係るものとして、24 件の要件が示されている。 

 一般安全要件 No. GSR Part 4「施設及び活動の安全評価」の構成を表 2.1-35 に示す。 

 

表 2.1-35 一般安全要件 No. GSR Part 4「施設及び活動の安全評価」の構成 

章構成 節構成 
  
1.はじめに 
 背景(1.1–1.2) 
 目標(1.3–1.5) 
 範囲(1.6–1.9) 
 構成(1.10) 
2.安全評価に要求される基礎(2.1–2.7) 
3.安全評価の段階的なアプローチ 
 要件 1：段階的なアプローチ(3.1–3.7) 
4.安全評価 
 一般的な要件(4.1–4.15) 
 要件 2：安全評価の範囲(4) 
 要件 3：安全評価に対する責任(4.1–4.2) 
 要件 4：安全評価の目的(4.3–4.15) 
 特定の要件(4.16–4.44) 
 要件 5：安全評価のための準備(4.18) 
 要件 6：可能性のある放射線リスクの評価(4.19) 
 要件 7：安全機能の評価(4.20–4.21). 
 要件 8：サイト特性の評価(4.22–4.23) 
 要件 9：放射線防護の規定の評価(4.24–4.26) 
 要件 10：工学的側面の評価(4.27–4.37) 
 要件 11：ヒューマンファクターの評価(4.38–4.41) 
 要件 12：施設または活動のライフタイムにわたる安全性の評価

(4.42–4.44) 
 深層防護及び安全裕度(4.45–4.48) 
 要件 13：深層防護の評価(4.45–4.48) 
 安全解析(4.49–4.61) 
 要件 14：安全解析の範囲(4.49–4.52) 
 要件 15：決定論的及び確率論的なアプローチ(4.53–4.56) 
 要件 16：安全性の判断基準(4.57) 
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章構成 節構成 
 要件 17：不確実性及び感度解析(4.58–4.59) 
 要件 18：コンピュータコードの使用(4.60) 
 要件 19：操業経験データの使用(4.61) 
 文書作成(4.62–4.65) 
 要件 20：安全評価の文書作成(4.62–4.65) 
 独立した検証(4.66–4.71) 
 要件 21：独立した検証(4.66–4.71) 
5.安全評価のマネジメント、使用及びメンテナンス 
 要件 22：安全評価のマネジメント(5) 
 要件 23：安全評価の使用(5) 
 要件 24：安全評価のメンテナンス(5.1–5.10) 
参考文献  

 
 

(3) 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」（2011 年）4)は、全ての種類の放射性廃

棄物の処分に関する安全要件を確立することを目的としたものであり、処分施設の操業中、

閉鎖後における放射線学的リスクに対する人間と環境の防護に関する目標及び基準を定め

るとともに、この基準に適合するために、処分場のサイト選定及びその評価、並びに設計、

建設、操業及び閉鎖に係る要件が規定されている。 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」の構成を表 2.1-36 に示す。 

 

表 2.1-36 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」の構成 

章構成 節構成 
1.はじめに  
 背景 
 概論 
 放射性廃棄物の処分（及び貯蔵）の概念 
 放射性廃棄物の処分施設の種類 
 処分施設の開発 
 目的 
 範囲 
 構成 
2.人間及び環境の防護  
 基本安全原則の適用 
 操業期間における放射線防護 
 閉鎖後の期間における放射線防護 
 安全目標 
 基準 
 環境及び非放射線学的側面の問題 
3.放射性廃棄物処分の計画立案に係わる

安全要件 
 

 行政及び法規制の枠組み 
 要件 1：政府の責任 
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章構成 節構成 
 要件 2：規制機関の責任 
 要件 3：操業者の責任 
 安全アプローチ 
 要件 4：処分施設の開発プロセスにおける安全の重要性 
 要件 5：処分施設の安全に係わる受動的手段 
 要件 6：処分施設の理解及び安全性に対する確信度 
 安全に係わる設計概念 
 要件 7：多重安全機能 
 要件 8：放射性廃棄物の閉じ込め 
 要件 9：放射性廃棄物の隔離 
 要件 10：受動的安全特性の監視と管理 
4.処分施設の開発、操業及び閉鎖に係わる

要件 
 

 放射性廃棄物処分の枠組み 
 要件 11：段階的な開発及び評価 
 セーフティケースと安全評価 
 要件 12：処分施設のセーフティケース及び安全評価の準

備、承認及び使用 
 要件 13：セーフティケース及び安全評価の範囲 
 要件 14：セーフティケース及び安全評価の文書化 
 処分施設の開発、操業及び閉鎖での段階 
 要件 15：処分施設のためサイトの特性調査 
 要件 16：処分施設の設計 
 要件 17：処分施設の建設 
 要件 18：処分施設の操業 
 要件 19：処分施設の閉鎖 
5.安全性の保証  
 要件 20：処分施設における廃棄物受入れ 
 要件 21：処分施設におけるモニタリングプログラム 
 要件 22：閉鎖後の期間と制度的管理 
 要件 23：国の核物質計量管理システムの検討 
 要件 24：原子力セキュリティ措置の配慮に係わる要件 
 要件 25：マネジメントシステム 
6.既存の処分施設  
 要件 26：既存の処分施設 
付属書： 安全目標及び基準の履行の保証  
参考文献  
付録： 放射性廃棄物の分類  

 

(4) 一般安全指針 No. GSG-1「放射性廃棄物の分類」 

 一般安全指針 No. GSG-1「放射性廃棄物の分類」（2009 年）5)の策定目的は、廃棄物の処

分との関り合いで、長期安全性としての廃棄物の処分の検討に基づいて、放射性廃棄物を

分類する一般的スキームを示すこととされている。本安全指針は、放射性廃棄物に関する

他の IAEA 安全基準とともに、適切な廃棄物管理戦略の開発と実行を支援し、加盟国間の

意思疎通及び情報交換を促進するものともされている。 

 廃棄物の分類については、以下の 6 つの廃棄物クラスが特定されており、分類スキーム
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の根拠として使用されている。 

① 規制免除廃棄物（EW）：放射線防護の目的のための規制管理からのクリアランス、

免除または除外の基準を満たす廃棄物。 

② 極短寿命廃棄物（VSLW）：最長数年間の限定的な期間、減衰のために貯蔵した後、

規制機関が承認する措置に従って、管理対象外での処分、使用または排出のために除

外できる廃棄物。このクラスは、主として半減期が非常に短い放射性核種を含有し、

研究及び医療用途に使用された廃棄物を含む。 

③ 極低レベル放射性廃棄物（VLLW）：EW としての基準を満たさないが、高いレベル

の閉じ込めや隔離を必要とせず、したがって、限定された規制管理を伴う浅地中の埋

設施設での処分に適している廃棄物。そのような埋設施設には、他の有害廃棄物も含

まれることがある。このクラスの典型的な廃棄物には放射能濃度が低い土壌やがれき

を含む。VLLW 中の長寿命放射性核種の濃度は、一般的に非常に限定される。 

④ 低レベル放射性廃棄物（LLW）：クリアランスレベルを超えているが、長寿命放射性

核種が限定的な廃棄物。この廃棄物は最長数百年間の頑健性のある隔離と閉じ込めを

必要とするため、浅地中の工学施設での処分に適している。このクラスは非常に広範

囲の廃棄物を含む。低レベル放射性廃棄物は、高いレベルの放射能濃度で短寿命放射

性核種を含む一方、相対的に低いレベルの放射能濃度の長寿命放射性核種を含む。 

⑤ 中レベル放射性廃棄物（ILW）：その内容物が特に長寿命放射性核種であるため、浅

地中処分の場合よりも高い程度の閉じ込めと隔離が必要な廃棄物。ただし、ILW は、

その貯蔵及び処分中の熱放散措置は不要であるか、限定的なもので良いものである。

中レベル放射性廃棄物は、特にα放出放射性核種など、長寿命放射性核種を含有し、

制度的管理に依存可能な期間では浅地中処分で受入れ可能な放射能濃度レベルにまで

減衰しない。そのため、このクラスの廃棄物は、およそ数十メートルから数百メート

ルでのより深い所での処分を必要とする。 

⑥ 高レベル放射性廃棄物（HLW）：放射性崩壊プロセスにより大量の熱を発生するほど

放射能濃度レベルが高い廃棄物、または処分施設の設計で検討を要するほどの多量の

長寿命放射能を含んでいる廃棄物。通常、地下数百 m もしくはそれ以上の深い、安定

した地層での処分が、HLW の処分に関して一般的に認知されているオプションである。 

 

 放射性廃棄物の分類と処分との関係は、図 2.1-17 のように整理されている。縦軸は放射
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能の含有量、横軸は放射性核種の半減期を示している。また、放射性廃棄物の分類に係る

手順のスキームを図 2.1-18 に示す。 

 一般安全指針 No. GSG-1「放射性廃棄物の分類」の構成を表 2.1-37 に示す。 

 

 

図 2.1-17 放射性廃棄物の分類と処分との関係 5) 
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図 2.1-18 放射性廃棄物の分類に係る手順の流れ 5) 
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表 2.1-37 一般安全指針 No. GSG-1「放射性廃棄物の分類」の構成 

章構成 節構成 
1. はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2. 放射性廃棄物分類スキーム 
 概要 
 廃棄物クラス 
 追加的な検討事項 
付属書 
 放射性廃棄物の分類 
参考文献  
添付書類Ⅰ 放射性廃棄物分類に

関する IAEA 基準の変遷 
 

添付書類Ⅱ 分類方法 
 定性的分類 
 定量的分類 
添付書類Ⅲ 放射性廃棄物の起源とタイプ 
 採鉱廃棄物及び天然起源放射性核種の高められたレベルを含む鉱物の

処理 
 原子力発電からの廃棄物 
 公共活動（institutional activities）からの廃棄物 
 国防計画からの廃棄物と兵器製造関連廃棄物 
 環境中の放射性物質 
 廃棄物分類スキームの使用例 

 

(5) 特定安全指針 No. SSG-1「放射性廃棄物のためのボーリング孔処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-1「放射性廃棄物のためのボーリング孔処分施設」（2009 年）6)

は、対応する安全要件に基づいた、ボーリング孔処分の設計、操業、閉鎖に係る安全指針

であり、同時に、既存のボーリング孔処分施設の安全性の再検討にも適用できるものとさ

れている。また、ボーリング孔処分は、浅地中処分と地層処分との間に位置づけられるも

のであるため、安全指針は、浅地中処分と地層処分との両方を補完したものであるとして

いる。 

 ボーリング孔処分は、主として密封線源、小規模な低中レベル放射性廃棄物に適した処

分概念であるが、中深度処分に相当するため、本安全指針は、中深度処分に適用される安

全基準と考えることができる。 

 特定安全指針 No. SSG-1「放射性廃棄物のためのボーリング孔処分施設」の構成を表 

2.1-38 に示す。 
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表 2.1-38 特定安全指針 No. SSG-1「放射性廃棄物のためのボーリング孔処分施設」の構

成 

章構成 節構成 
1.はじめに 
 背景(1.1–1.5) 
 目的(1.6–1.8) 
 範囲(1.9–1.12) 
 構成(1.13) 
2. ボーリング孔処分と放射性廃棄物管理の安全性 
 ボーリング孔処分の概念(2.1–2.3) 
 放射性廃棄物管理の安全原則の適用 (2.4–2.5) 
3. ボーリング孔処分と人間の健康と環境の防護 
 操業時の放射線防護(3.1–3.4) 
 閉鎖後期間の放射線防護(3.5–3.13) 
 環境及び非放射線学的考慮(3.14–3.17) 
4.新しいボーリング孔処分施設の計画における安全性 
 一般的事項(4.1–4.2) 
 法的及び組織的な枠組み(4.3–4.24) 
 安全性アプローチ(4.25–4.39) 
 安全設計原則(4.40–4.51) 
 セキュリティ(4.52–4.54) 
5.新しいボーリング孔処分施設における処分及び安全性 
 処分のための枠組み(5.1) 
 セーフティケース及び安全評価(5.2–5.13) 
 ボーリング孔処分施設の開発(5.14–5.83) 
6.既存のボーリング孔処分施設に対する安全戦略の実施(6.1–6.9) 
付属書類 I：ボーリング孔処分施設に対する規制検査計画；検査目標となる項目 
付属書類 II：段階的アプローチ 
付属書類 III：ボーリング孔処分施設のセーフティケース及び安全評価 
付属書類 IV：サイトのサイト特性調査及び水理地質特性の調査 
付属書類 V：小規模ボーリング孔処分施設に適した可能性のある監視及びモニタリング計画 
付属書類 VI：マネジメントシステム 
参考文献  
付録：使用済の密封線源のボーリング孔処分に対する一般的な閉鎖後安全評価 

 

(6) 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」（2011 年）7)の策定目的は、

安全要件に合致するように、放射性廃棄物の地層処分のための施設の開発と規制に関連す

る指針・勧告を示すことである。主として、地層処分の規制者、実施者が使用することが

意図されている。 

 本指針は、主として、サイトが選定された後の処分施設の開発に関連する活動に係るも

のであり、サイト選定は関連しないものとされている。 

 本安全指針では、以下のような指針等が提示されている。 
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・地層処分とその実施の概要、処分施設開発の段階的なアプローチ 

・組織的な責任と管理システムに関する指針 

・安全なアプローチ 

・セーフティケース及び安全評価の作成のための指針 

・地層処分施設の開発における特定の段階に関する指針 

 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」の構成を表 2.1-39 に示す。 

 

表 2.1-39 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」の構成 

章構成 節構成 
緒言  
1. はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2. 地層処分及びその実施の概要 
3. 法的及び組織的フレームワーク 
 政府の責任 
 規制機関の責任 
 操業者の責任 
4. 安全アプローチ 
 開発プロセスにおける安全の重要性 
 閉じ込め 
 隔離 
 多重安全機能 
 受動的安全性 
5. セーフティケースと安全評価 
 セーフティケース及び安全評価の作成 
 セーフティケース及び安全評価の範囲 
 セーフティケース及び安全評価の文書化 
 安全性における理解と信頼 
6. 地層処分施設の段階的アプローチの要素 
 段階的な開発と評価 
 サイト特性調査 
 設計 
 廃棄物の受入 
 建設 
 操業 
 閉鎖 
 モニタリングプログラム 
 受動的安全性の特徴のサーベイランスと管理 
 閉鎖後の期間と制度的管理 
 核物質に関する国家計量マネジメントシステム及び管理の考慮 
 原子力安全保障措置 
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章構成 節構成 
 マネジメントシステム 
 既存の処分施設 
付属書類Ⅰ：地層処分施設の立地  
付属書類Ⅱ：閉鎖後の安全評価  
参考文献  
起草及びレビューの協力者  
IAEA 安全基準のエンドーズに係

る機関 
 

 

(7) 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケース及び安全評価」（2011

年）8)は、全ての放射性廃棄物処分施設の安全性を評価し、サポートし、文書作成を行うか

の方法論に係るガイダンスを与えることを目的としている。本特定安全指針は、放射性廃

棄物処分施設の安全性を評価する際の最も重要な考慮事項を特定し、安全評価を行い、セ

ーフティケースを示す上での最良の実施方法に係るガイダンスを提供している。また、放

射性廃棄物処分施設に対するセーフティケースの開発、レビューに係る指針も示すことを

目的としている。 

 本安全指針では、以下のような指針等が提示されている。 

・放射性廃棄物処分の安全性を立証するための全体的な手順 

・セーフティケース、安全評価の開発で考慮すべき主な安全原則・安全要件 

・セーフティケースの概念、構成要素、信頼構築での役割 

・セーフティケースの重要な構成要素である安全評価の方法論。特に、不確実性の取扱 

・セーフティケース、安全評価の開発時に想定される特定の問題点 

・セーフティケースの中での安全評価結果を含めることのガイダンス 

・安全評価及びセーフティケースの規制レビューに関するガイダンス 

 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケース及び安全評価」の構成

を表 2.1-40 に示す。 
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表 2.1-40 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」

の構成 

章構成 節構成 
１.はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2.放射性廃棄物処分の安全の立証 
3.安全原則及び安全要件 
 安全原則 
 セーフティケース及び安全評価に関する要件 
4.放射性廃棄物処分に関するセーフティケース 
 セーフティケースの役割と開発 
 セーフティケースの構成要素 
 相互影響プロセス 
5.閉鎖後期間の放射線学的影響評価 
 評価のコンテクスト 
 処分システムの説明 
 シナリオの作成と正当化 
 評価モデルの開発と実装 
 計算の実施及び結果の解析 
 評価モデルの精緻化 
 評価基準との比較 
6.特定の課題 
 セーフティケースの変遷 
 等級別扱い 
 深層防護 
 ロバスト性 
 評価のためのタイムフレーム 
 人間侵入 
 制度的管理 
 廃棄物の回収可能性 
 オプションの評価 
7. セーフティケース及び安全評価の文書化と利用 
 セーフティケース文書 
 セーフティケースの利用 
8.規制者によるレビュープロセス 
 規制者によるレビュープロセスの目的と属性 
 レビュープロセスの管理 
 規制機関による等級別扱いの利用 
 レビューの実施とレビュー結果の報告 
参考文献  
起草及びレビューの協力者  
IAEA 安全基準のエンドーズに係

る機関 
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(8) 特定安全要件No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」 

 特定安全要件 No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」

（2014 年）9)は、処分場の全体的なライフタイムにわたって放射性廃棄物処分施設をモニ

タリング及びサーベイランスするためのガイダンスを提供することを目的として、候補サ

イトでの初期から閉鎖後の期間までの種々の目的を持ったモニタリングに関する指針を示

している。 

 本安全要件は、浅地中処分、地層処分、鉱山及び選鉱のための処分施設でのモニタリン

グを対象としている。 

 本安全指針では、以下のような指針等が提示されている。 

・放射性廃棄物処分施設のためのモニタリング、サーベイランスを概観した上で、モニ

タリング・サーベイランス計画の全体的な目的を示す。 

・モニタリング計画の検討、モニタリング・サーベイランス計画の戦略的な問題点 

・規制当局及び実施者の役割・責任 

・処分施設の種類毎のモニタリングのガイダンス 

・施設の開発段階に応じたモニタリング 

・サーベイランス活動のためのガイダンス 

・セーフティケースのためのモニタリング・サーベイランス情報の使用 

 

 特定安全要件 No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」

の構成を表 2.1-41 に示す。 

 

表 2.1-41 特定安全要件 No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイ

ランス」の構成 

章構成 節構成 
1.はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2.モニタリング及びサーベイランスの概要 
 処分施設のモニタリング及びサーベイランスに対する総合的な目的

3. モニタリングとサーベイランスプログラムにおける事業者と規制当局の責任 
 事業者の責任 
 規制期間の責任 
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章構成 節構成 
4.モニタリングプログラムの設計 
5. 各々の種類の処分施設ごとのモニタリング 

 浅地中処分施設 
地層処分施設 
鉱山及び選鉱のための処分施設 

6.処分施設のライフタイムの各期間におけるモニタリング 
 操業前段階でのモニタリング 

操業段階でのモニタリング 
閉鎖後段階でのモニタリング 
緊急時対応のためのモニタリング 

7.サーベイランスプログラムの開発と実施 
 処分施設のライフタイムにわたるサーベイランス 

処分施設の種類ごとのサーベイランス 
検査の種類と頻度 
定期検査 
特別目的のための検査 

8.モニタリング及びサーベイランスからの情報の利用 
 主要目的の分析及び主要目的への対応 
 予測結果からの逸脱 
 モニタリング及びサーベイランスプログラムの定期レビュー 
9.マネジメントシステム 
付属書類Ⅰ：地層処分プログラムのために収集されるモニタリング及びサーベイランス情報の例 
付属書類Ⅱ：浅地中処分施設のためのモニタリング及びサーベイランスプログラムの例 

 

(9) 特定安全要件 No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査及びサイト選定」 

 特定安全要件 No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査及びサイト選定」（2015 年）

10)は、原子力施設のサイト選定プロセスの段階で考慮すべき安全面に関して、原子力施設の

サイト評価についての安全要件文書（No. NS-R-3）で設定された原子力施設要件を満たす

ための補足と勧告を提供するものであり、サイト評価におけるすべての安全考察を扱う他

の安全指針を補完する。また、本安全指針では、施設の予想運転寿命にわたって緊急措置

を講ずることができるかどうかに影響を与える可能性がある限り、外部領域の人口密度や

人口分布その他の特性も扱っている。 

 対象とする原子力施設は、原子力発電所、研究炉、放射性核種製造施設、使用済燃料貯

蔵施設、ウラン濃縮施設、燃料加工施設、ウラン転換施設、使用済燃料の再処理施設、放

射性廃棄物の処分前管理施設、核燃料サイクルに関連する研究開発施設とされている。 

 本安全指針では、以下のような指針等が提示されている。 

・サイト選定プロセスの一般的な勧告として、サイト選定プロセス、サイト選定基準、

スクリーニング基準など 

・サイト選定基準の分類として、安全性、原子力セキュリティ、安全性以下の基準 
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・サイト選定の段階に応じて必要となるデータ 

 

 特定安全要件 No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査及びサイト選定」の構成を表 

2.1-42 に示す。 

 

表 2.1-42 特定安全要件 No. SSG-35「原子力施設のためのサイト調査及びサイト選定」の

構成 

章構成 節構成 
1. はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2. サイト選定プロセス及びサイト調査プロセスの概要 
3. サイト選定プロセスの一般的勧告 
 サイト選定プロセス 
 サイト選定基準 
 スクリーニング基準の一般的な基礎 
 固有のスクリーニング基準 
 順位付け基準の基礎 
 既存サイトでの新たな原子力施設のサイト選定 
4. サイト選定基準の分類 

 安全性関連の基準 
原子力セキュリティに関連する基準 
安全性に関連しない基準 

5. サイト選定の各段階で必要なデータ 
6. 原子力発電所以外の原子力施設のサイト選定 
7. マネジメントシステムの適用 
 一般的な勧告 

固有の勧告 
付録：サイト選定プロセスのためのデータベース 
付属書類Ⅰ：サイト選定プロセスに利用される表 
付属書類Ⅱ：原子力発電所のサイト選定プロセスのための基準の例 

 

(10) 特定安全要件 No. SSG-38「原子力施設の建設」 

 特定安全要件 No. SSG-38「原子力施設の建設」（2015 年）11)は、原子力施設の建設に関

する指針を示している。 

 本安全指針では、以下のような指針等が提示されている。 

・建設活動の規制上の監督 

・原子力施設の建設のためのマネジメントシステムとして、等級別アプローチの適用、
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設計情報の管理、権限移譲など 

・建設活動の管理 

 

 特定安全要件 No. SSG-38「原子力施設の建設」の構成を表 2.1-43 に示す。 

 

表 2.1-43 特定安全要件 No. SSG-35「原子力施設の建設」の構成 

章構成 節構成 
1. はじめに 
 背景 
 目的 
 範囲 
 構成 
2. 一般的な考慮事項 
 用語 
 原子力施設の建設の前提 
 利害関係者との交流 
3. 建設活動の規制上の監督 
4. 原子力施設の建設のためのマネジメントシステム 

 安全文化 
等級別アプローチの適用 
許認可の責任 
建設組織の活動 
プロジェクトマネジャー 
設計情報の管理 
インターフェースの管理 
権限の移譲 
建設のための資源 
契約者の管理及び監督 
測定、評価及び改善 

5. 建設活動の管理 
 一般的な考慮事項 

加工組立 
オンサイトでの建設プロセス 
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2.1.14 の参考資料（IAEA） 

 
1) International Atomic Energy Agency, “Strategies and Processes for The 

Establishment of IAEA Safety Standards (SPESS), Version 2.2 – 16 November 2015”, 
2006 

2) International Atomic Energy Agency, “Safety Fundamentals No. SF-1: Fundamental 
Safety Principles”, 2006 

3) International Atomic Energy Agency, “General Safety Requirements No. GSR Part 4: 
Safety Assessment for Facilities and Activities”, 2009 

4) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Requirements No. SSR-5: 
Disposal of Radioactive Waste”, 2011 

5) International Atomic Energy Agency, “General Safety Guides No. GSG-1: 
Classification of Radioactive Waste”, 2009 

6) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-1: Borehole 
Disposal Facilities for Radioactive Waste”, 2009 

7) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-14: Geological 
Disposal Facilities for Radioactive Waste”, 2011 

8) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-23: The Safety 
Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste”, 2012 

9) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-31: Monitoring 
and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities”, 2014 

10) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-35: Site 
Survey and Site Selection for Nuclear Installations”, 2015 

11) International Atomic Energy Agency, “Specific Safety Guides No. SSG-38: 
Construction for Nuclear Installations”, 2015 
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2.1.15 国際放射線防護委員会（ICRP）における放射性廃棄物処分に係る安全規

制関連の概要 

 国際放射線防護委員会（ICRP）は、1928 年に設立された組織であり、1950 年から現在

の名前で活動している。ICRP は独立した慈善団体（非営利団体（NPO））として英国で登

記されており、公衆の利益のため、放射線防護に関する勧告及び手引きを策定する諮問委

員会として、放射線防護科学を進歩させることを目的としている。現在は、カナダ・オタ

ワに事務局が設置されている。 

 現在、ICRP は、主委員会と 5 つの専門委員会で構成されおり、第 4 委員会が放射性廃棄

物処分関連事項の検討等を実施している。 

① 主委員会 

② 第 1 委員会：放射線影響 

③ 第 2 委員会：放射線照射線量 

④ 第 3 委員会：医療放射線防護 

⑤ 第 4 委員会：委員会勧告の実務適用 

⑥ 第 5 委員会：環境保護 

 

 2010 年 1 月に、ICRP の主委員会は、2007 年の ICRP Publication 103「国際放射線防

護委員会の 2007 年勧告」1),2)を地層処分に適用するための勧告を行うことを目的としたタ

スクグループの設置を承認した。 

 上記のタスクグループの成果として、ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物

の地層処分における放射線防護」3)（2013 年 6 月 1 日）が刊行されている（表 2.1-38 参照）。

なお、ICRP Publication 122 は、ICRP Publication 81「長寿命放射性固体廃棄物の処分に

適用する放射線防護勧告」4)（1998 年）を改訂したものと位置づけられている。 

 ICRP Publication 122 の刊行以降、現在までに、新しい順に ICRP Publication 130

「Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1」、ICRP Publication 129「Radiological 

Protection in Cone Beam Computed Tomography (CBCT)」、ICRP Publication 128

「Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current 

Information Related to Frequently Used Substances 」、 ICRP 2013 Proceedings

「Proceedings of the Second International Symposium on the System of Radiological 

Protection」、ICRP Publication 127「Radiological Protection in Ion Beam Radiotherapy」、
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ICRP Publication 126「Radiological Protection against Radon Exposure」、 ICRP 

Publication 125「Radiological Protection in Security Screening」、ICRP Publication 124

「Protection of the Environment under Different Exposure Situations」及び ICRP 

Publication 123「Assessment of Radiation Exposure of Astronauts in Space」が刊行され

ているが、放射性廃棄物処分に関する文書は刊行されていない。 

 また、2015 年 10 月 19～25 日に、韓国ソウルで開催された第 4 委員会の議事録5)による

と、地表及び浅地中での放射性廃棄物処分に関するタスクグループ 97 で検討している文書

について議論されており、2014 年末に検討を開始しており6、ICRP Publication 122 と対

をなす独立の文書と位置付けられている7)。なお、現時点でコンサルテーションを実施して

いる文書はない8)。 

 

表 2.1-44 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防

護」の構成 

章構成 節構成 
1.はじめに 
2.適用範囲 
3.将来世代の防護のための基本的な価値観、原則及び戦略 
 3.1 将来世代の防護の価値 
 3.2 放射線防護の原則 
 3.3 長寿命放射性固体廃棄物の管理のための戦略 
4. 地層処分施設の寿命期間中の防護に関する ICRP システムの適用 
 4.1 被ばく状況 
 4.2 基本的な放射線防護の原則 
 4.3 線量及びリスクの概念 
 4.4 操業段階での防護 
 4.5 操業後段階での防護 
 4.6 特定の状況下での防護（自然の破壊的事象、意図的でない人間

侵入） 
 4.7 監視に従った関連する被ばく状況のまとめ 
 4.8 防護の最適化と利用可能な最善の技術（BAT） 
 4.9 技術及び管理の原則及び要件 
5. エンドポイントの考慮 
 5.1 代表的個人 
 5.2 環境の保護 
6. 結論 
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2.1.15 の参考資料（ICRP） 

 
1) ICRP, “The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological 

Protection”, ICRP Publication 103, Ann. ICRP 37 (2-4), 2007 

2) ICRP Publ.103「国際放射線防護委員会の 2007 年勧告」

http://www.icrp.org/docs/P103_Japanese.pdf 
3) ICRP, “Radiological Protection in Geological Disposal of Long-lived Solid Radioactive 

Waste”, ICRP Publication 122, Ann. ICRP 42(3), 2013 
4) ICRP, “Radiation protection recommendations as applied to the disposal of long-lived 

solid radioactive waste”, ICRP Publication 81, Ann. ICRP 28 (4), 1998 
5) ICRP, “ICRP Committee 4 Meeting, October 19-25, 2015 – Seoul, Korea”,  ICRP ref: 

4832-4940-5482, November 4, 2015 
http://www.icrp.org/index.asp 
http://www.icrp.org/admin/Summary%20of%20October%202015%20C4%20Meeting%
20Seoul.pdf 

6) “ICRP 2015 Symposium Presentations”, http://www.icrp.org/page.asp?id=246 
“Overview of ICRP Committee 4 Application of the Commission’s Recommendations”, 
http://www.icrp.org/docs/icrp2015/05%20Donald%20Cool%202015.pdf 

7) “Task Group 97: Application of the Commission’s Recommendations for Surface and 
Near Surface Disposal of Solid Radioactive Waste”, 
http://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=89 

8) http://www.icrp.org/consultation_page.asp 
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2.1.16 欧州連合（EU）における放射性廃棄物処分に係る安全規制関連の概要 

欧州連合（EU）では、EU 加盟国に対して自国における使用済燃料及び放射性廃棄物の

管理責任の履行を義務づける枠組みを構築するための指令である、「使用済燃料及び放射性

廃棄物の責任ある安全な管理に関する、共同体（EURATOM）の枠組みを構築する理事会

指令」（以下、廃棄物指令という。）1)が、2011 年に制定された。 

 この廃棄物指令の構成を以下に示す。本指令に基づき各国は、廃棄物指令の規定内容を

指令の発効後 2 年以内に国内法に反映しなければならず、さらに発効後 4 年以内に、国家

計画、及び指令の実施状況に関して欧州委員会（EC）に通知しなければならない。なお、

本指令は、2011 年 8 月 23 日に発効している。 

 

表 2.1-45 「使用済燃料及び放射性廃棄物の責任ある安全な管理に関する、共同体

（EURATOM）の枠組みを構築する理事会指令」の目次構成 

章構成 条文構成 
第 1 章 適用範囲、定義及び一般原則 
 第 1 条 
 第 2 条 適用範囲 
 第 3 条 定義 
 第 4 条 一般原則 
 
第 2 章 責務 
 第 5 条 国家的枠組み 
 第 6 条 権限を有する監督機関 
 第 7 条 許認可の保有者 
 第 8 条 専門知識と技術 
 第 9 条 財務的資源 
 第 10 条 透明性 
 第 11 条 国家計画 
 第 12 条 国家計画の内容 
 第 13 条 通知 
 第 14 条 報告 
第 3 章 最終規定 
 第 15 条 移行 
 第 16 条 発効 
 第 17 条 宛先 

 

廃棄物指令の主な規定には以下などがある。 

 

 加盟国は、2015 年までに放射性廃棄物管理に関する国家計画を策定し、EC に通知

する。 
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 加盟国は、策定した国家計画（指令発効後4年以内に策定しEUに報告）について科

学技術の進展などを考慮に入れ、定期的にレビューし更新する。 

 国際原子力機関（IAEA）が策定している安全基準に対して法的拘束力を持たせる。  

 公衆及び従事者への情報提供を行わなければならず、公衆は意思決定過程への参加

機会を与える。  

 放射性廃棄物処分のための自国の枠組みについて、10年以内の間隔で国際ピアレビ

ューを受ける。  

なお、複数の EU 加盟国が、それらの国内にある処分場を共同で利用することに関して合

意可能であることが規定されている。 
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2.1.16 の参考文献（EU） 

 
1) COUNCIL DIRECTIVE establishing a Community framework for the responsible 

and safe management of spent fuel and radioactive waste. 2011 
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2.2 諸外国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

2.2.1 スウェーデンにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 スウェーデンでは立地調査段階の効率化をねらい、国会において 1970 年代に放射性廃棄

物の最終廃棄処分地を選択して提案する“責任と権利”は原子力発電事業者（４社が共同

で設立した SKB 社）にあると決められており、この考え方は現在まで続いている。スウェ

ーデンにおいては、放射性廃棄物の処分施設の立地に係る規準、サイト調査の実施指針等

に相当する法的な拘束力をもつ文書として規制機関が定めているものはない。このことは、

2001 年当時の規制当局であった原子力発電検査機関（SKI）が取りまとめた「スウェーデ

ン核燃料・放射性廃棄物管理会社の RD&D プログラム 98 補足書に関する審査文書」（SKI 

Report 01：32，p．15）においても言及されている。スウェーデンの放射性廃棄物管理の

安全確保のアプローチは、「許可保有者の責任を明確にし、その責任を希薄化しないように

するために、規制監督機関が定める規則では、その達成に向けた詳細な方法を指示するの

ではなく、達成すべき要件を定義する」という方法であり、個々の許可保有者に対して「各

自の解決方法を策定し、それによって達成される安全レベルを規制監督機関に提示しなけ

ればならない」ことを要求する形式の規制方法である（「」内は廃棄物等安全条約スウェー

デン報告書より抜粋）。 

 このような規制方法の違いから、スウェーデンでは、立地に係る選定基準や調査実施指

針等は実施主体側が作成し、それらを規制側が審査、承認する方法で処分事業が進められ

ている。具体的には、原子力活動法（1984 年制定）に基づき、SKB 社は 3 年毎に「研究開

発実証プログラム」を取りまとめ、その内容を放射線安全機関（SSM）が審査し、政府の

承認を受ける。（政府の承認は、政府決定という文書で公表される）。SSM は政府に対して、

政府が決定文書で示すべき判断や付すべき条件を提案する格好である。 

 サイト選定の方法と基準について、その最初のものは、SKB 社が 1992 年に取りまとめ

た『研究開発実証プログラム 92』の審査プロセスにおいて、政府による同プログラムの補

足要求に応える形で、SKB 社によって 1994 年に策定されている。SKB 社は、1994 年に『研

究開発実証プログラム 92 の補足』という報告書で、サイト選定方法と基準を提示し、規制

機関及び政府の承認を得た。 

 SKB 社は、1992 年から地層処分場のサイト選定を開始したが、並行して立地の背景資料

を評価するための方法論を開発するための作業を継続した。この成果は、2000 年に SKB
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社の報告書『KBS－3 処分場は母岩にどのような要件を課すか 立地とサイト評価に関する

地球科学的な適性指標と基準』（SKB TR-00-12）として取りまとめられた。新たに整理さ

れたサイト選定の基準は「研究開発実証プログラム 98」の審査時における政府による補足

要求事項に応えるために SKB 社が 2000 年末に取りまとめた報告書（SKB TR-01-03）に

盛り込まれ、規制機関の審査を受けている。SKB 社の TR-01-03 報告書は「サイト調査段

階に先立つ、手法、サイト選定及びプログラムの総合的説明書」というタイトルであるが、

この文書は研究開発実証プログラム 98の審査で政府によって要求された説明書であること

から、「研究開発実証プログラム 98 補足説明書」と呼ばれることがある。 

 

 SKB 社は 2007 年までに候補地のフィージビリティ調査、サイト調査と環境影響評価を

実施し、2009 年 6 月にエストハンマル自治体のフォルスマルクを処分場として選定した。

SKB 社が 2006 年 10 月に取りまとめた SR-Can 安全評価報告書『フォルスマルク及びラク

セマルにおける KBS-3 概念処分場の長期安全性－最初の評価』（TR-06-09）に対して、規

制機関である原子力発電検査機関（SKI）及び放射線防護機関（SSI）が合同でレビューを

行い、2008 年 3 月にレビュー報告書を公表している。 

 SKI Rapport 2008:19 / SSI Rapport 2008:04 : 

SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s säkerhetsrapport SR-Can 

（2008 年 3 月）〔スウェーデン語版〕 

 SKI Report 2008:23 / SSI Report 2008:4e : 

SKI’s and SSI’s review of SKB’s safety report SR-Can（2008 年 3 月）〔英訳版〕 

 

 レビュー報告書において SKI/SSI は、SR-Can のレビューを「規制当局と SKB 社の事前

協議プロセスの一環として行われたもの」との認識を表明している。 

 本レビュー報告書は、SKB 社が処分場建設予定地を 1 カ所に絞り込む前（地上からのボ

ーリング調査が行われるサイト調査の実施期間中）に公開されたものである。この後 2009

年に処分場建設予定地がフォルスマルク 1 カ所に絞り込まれ、SKB 社は 2011 年 3 月に処

分場を立地・建設する許可申請を行った。許認可申請書 SR-Site では、SKI/SSI の SR-Can

に対するレビュー報告書での指摘事項に対応した形で安全評価が実施されている。 

 SKI/SSI はレビューの観点として以下の 3 つの観点を挙げ、各観点について独立したレ

ビューを行うために 3 つの国際レビューチームを組織し、レビューを委託している。 
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1. サイト調査データの統合 

2. 人工バリアの設計 

3. 安全評価方法 

 

 SKI/SSI は、サイト調査対象自治体（エストハンマルとオスカーシャム）、環境法典に基

づく審査（環境裁判所での審理）に関与する環境団体にも SR-Can に対する意見提出を依

頼している。これらの意見を踏まえて、SKI/SSI は独自の評価を行って約 150 ページのレ

ビュー報告書を取りまとめている。なお、SKI/SSI のレビュー報告書の中心は、SKB 社の

SR-Can に対するコメントであるが、国際レビューチームから受けたコメントに対する見解

（同意見とするもの/同意しないものの両方）も表明する形式をとっている。 

 SR-Can が正式な許可申請に係わる安全評価ではなく、サイト記述が 2 カ所でのサイト調

査（地上からのボーリング調査）の初期段階時点で得た限りのデータに基づいた限定的か

つ予備的なものであることに留意して、サイト記述モデルについては詳細なレビューや規

制独自の解析を行っていない。また、2 カ所でのサイト候補地の優劣に結びつく判断を避け

ているほか、SKB 社が提案する処分概念（KBS-3）に基づく処分場の安全性や放射線防護

に関する判断も差し控えている。 

 SKI/SSI は、全体を通したレビュー結果の結論を以下の 5 つに要約している。 

1. SKB 社の安全評価の方法論（ロジック）は、全体としては適用される規則に従った

ものであるが、方法の一部は許可申請に向けて更に開発することが必要である。 

2. SKB 社による SR-Can での品質保証は、許可申請の目的としては不十分である。 

3. 緩衝材の浸食など、計算されたリスクに対して潜在的に大きく影響する決定的プロセ

スについて、知識基盤を強化することが必要である。 

4. 処分場構成要素に仮定している初期特性と、それらの製造、試験、操業の品質保証手

順との関連に関する説明は、許可申請前に強化することが必要である。 

5. 処分場からの早期放出に関する潜在的可能性について、より詳細な報告が必要である。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 SSMFS 2008:21 規則では、安全評価の評価期間は「少なくとも１万年」と規定されてい

る。評価期間の上限にしては、SSMFS 2008:21 規則及び SSMFS 2008:37 規則のいずれに

おいても、具体的な規定は行われていないが、SSMFS 2008:37 の一般勧告では、リスク解
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析の対象となる期間の設定を「すべき」であるとの表現で指針を示している。廃棄物の種

類によって評価期間の上限は以下のように異なっている。 

1. 使用済燃料または他の長寿命原子力廃棄物の処分場については、十分に予測可能な外

的影響(strains)を解明するために、リスク解析は少なくとも約 10 万年、または氷期

１サイクルに当たる期間を含むべきである。リスク解析の期間は、最大でも 100 万

年とし、処分場の防護能力の改良可能性についての重要な情報をもたらす限りの期

間まで拡張されるべきである。 

2. 前号で示された以外の放射性廃棄物の処分場については、リスク解析の期間は、最大

でも 10 万年とし、少なくともリスク及び環境影響の観点から最大の結果が生じるま

での期間を含むべきである。利用されたリスク解析の上限期間は、説明がなされる

べきである。 

 

 SSM 規則及び一般勧告では、100 万年を超える期間を対象とした安全評価は要求されて

いない。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 SSMFS 2008:21 規則（第 6 条）及び SSMFS 2008:37 規則（第 4 条）のいずれにおいて

も、BAT を要求する規定がある。最適化の要求は、SSMFS 2008:37 規則（第 4 条）で規

定されている。 

 SSMFS 2008:21 規則及び SSMFS 2008:37 規則での BAT 要求の規定は、スウェーデン

の環境政策の根拠法である環境法典（Environmental Code、1998 年制定）に由来するも

のであり、規制機関は環境法典に盛り込まれている「配慮義務」を事業者に課すために、

SSM 規則において規定を行っている。「配慮義務」は原子力活動法あるいは放射線防護法で

直接的に要求されているものではない。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 処分場に対する将来の人間活動の影響の評価については、SSMFS 2008:37 の一般勧告で

指針が示されている。この一般勧告では、「処分場に対して人間が与える偶発的な影響に関

する複数のシナリオが提示されるべき」とし、それらのシナリオは、「処分場へのボーリン

グに関連して生じる人間の直接的な侵入を扱った１ケース、並びに、例えば処分場内及び
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その周囲の地下水の化学的な性質または水理条件の変化のような、処分場の防護能力の低

下に間接的に繋がるその他の活動を扱った複数の事例を含むべき」としている。 

 SSMFS 2008:21 の一般勧告ではシナリオの分類（3 分類）の考え方が示されており、こ

のうち「残余シナリオ」に属するシナリオとして、「処分場に侵入する人間が受ける損害を

解明するケース、及び閉鎖されていない処分場が監視されずに放置された結果について解

明するケースも含まれるべき」としている。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

a. 線量・リスク基準の規定内容 

 SSMFS 2008:37 規則ではリスク基準を採用しており、「閉鎖後の有害な影響に係る年間

リスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について 10-6 を超えないように設

計しなければならない」と規定している。同規則の一般勧告では「最大のリスクを受ける

グループ」の決定方法について指針を示しており、このグループの決定すること自体が「処

分場の防護能力の定量化手段」の一つであるという SSM の考えが述べられている。 

 このリスク基準の適用に関して SSM は、SSMFS 2008:37 の一般勧告において、約 10

万年までは定量的なリスク解析に基づく報告をすべきとしており、リスク基準の適用は約

10 万年までとする考え方を示している。 

 

b. 代替指標に関する規定内容 

 SSMFS 2008:37 の一般勧告において「規則で定められている個人リスクに関する基準に

対して、計算されたリスクの値を厳格かつ定量的に比較することは意味をなさない」との

SSM の考えを述べている。SSM は定量的な比較の代わりに、「処分場の防護能力の評価は

バリア機能、放射性核種フラックス及び環境における濃度のような、処分場の防護能力に

関する複数の補完的指標」を用いて、計算されたリスクに関する考察に基づくべきである

と勧告している。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 SSMFS 2008:21 規則及び SSMFS 2008:37 規則では、不確実性に関する報告を要求して

いるのみである。たたし、それらの規則の一般勧告において、不確実性の取り扱いに関す

る指針を示している。 
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 SSMFS 2008:37（リスク基準を示す規制文書）の一般勧告では、SSMFS 2008:21 で示

されている不確実性のカテゴリについて、体系的な方法で評価して報告すべきとしている。 

 SSMFS 2008:21 の一般勧告で例示されている不確実性のカテゴリを以下に示す。 

 シナリオの不確実性：種類、程度及び時間経過に関する外部条件及び内部条件の不

確実性。 

 システムの不確実性：個々のバリア性能と処分場全体としての性能の双方の解析に

使用される特徴、事象、プロセスのシステムの描写における完全性に関する不確実

性。 

 モデルの不確実性：解析に使用される計算モデルの不確実性。 

 パラメータの不確実性：計算に使用されるパラメータ値（入力値）の不確実性。 

 岩盤のバリア機能を描写するのに使用されるパラメータの空間的なバリエーション

（特に、水の流れ、力学的、化学的状態）。 

 

 SSMFS 2008:21 の一般勧告において SSM は、「多くの場合、異なる種類の不確実性の間

に明瞭な境界線がない。重要なことは、不確実性を一貫性のある、構造化された方法で描

写し取り扱うことである」と指摘している。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 スウェーデンの放射性廃棄物処分の規制機関である放射線安全機関（SSM）が定めてい

る規則及び一般勧告では、「セーフティケース」という用語は使用されていない。SSM の規

制文書では、「安全報告書(Safety Report)」という用語が使用されており、これは IAEA の

用語「安全解析書(Safety Analysis Report)」に相当するものと注記がある（SSMFS 2008:1

規則の第 4 章第 2 条の脚注を参照）。 

 SSMFS 2008:1 規則の規定では、安全報告書の作成時期は「施設が建設される以前」に

予備的安全報告書を作成し、「試験操業が開始される前」に更新、施設の通常操業に安全報

告書を補足することになっており、各段階で放射線安全機関の審査及び承認を受けること

になっている。さらに、原子力施設の安全性に関する統合解析及び総合評価は、少なくと

も 10 年に 1 度実施しなければならない（同規則の第 4 章第 4 条、原子力活動法第 10a 条を

参照）ことになっており、定期的な安全報告書の見直しを要求する規定がある。 
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(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 スウェーデンでは、原子力施設の許可審査では、原子力活動法に基づく許可審査だけで

なく、スウェーデンの環境政策の根拠法である環境法典（Environmental Code、1998 年

制定）に基づく許可審査も並行して実施されることになっている。原子力活動の許認可プ

ロセスにおける社会・ステークホルダーとのコミュニケーションは、環境法典に基づいて

実施されるものであり、原子力施設のみに特化して実施されるものではなく、一定規模以

上のあらゆる事業施設について実施される。環境法典の制定を受けて実施された、2001 年

の原子力活動法改正により、原子力活動法に基づく許可の審査案件は環境法典の適用を受

けること（すなわち、環境影響評価の実施）を規定する条項（第 5b 条）が盛り込まれた。 

 環境法典第 6 章に基づいて実施される環境影響評価手続きでは、環境影響評価書を作成

するのみならず、その作成に先立って関係各所との協議が必要となっている。協議先には、

県域執行機関（訳注：国の地方出先機関）、監督機関（規制当局）、その他の国の公的機関、

並びに特に影響を受けることが予想される個人のほか、自治体、市民、影響を受けること

が予想される団体とされている。環境法典第 6 章第 7 条では、環境影響評価書に記述しな

ければならない一般事項に関する規定があり、これらが社会・ステークホルダーとのコミ

ュニケーションで扱われる話題となる。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 原子力施設の安全性に関する統合解析及び総合評価は、少なくとも 10 年に 1 度実施しな

ければならないことになっており、定期的な安全報告書の見直しを要求する規定がある

（SSMFS 2008:1 規則の第 4 章第 4 条、原子力活動法第 10a 条を参照）。 

 スウェーデンにおける定期安全レビューの規制文書への導入は、1998 年当時の規制当局

であった原子力発電検査機関（SKI）が策定した規則 SKIFS 1998:1「特定の原子力施設の

安全性に関する原子力発電検査機関の規則」で行われた。具体的には「（原子力）施設の安

全性に関する新たな統合解析及び評価は、少なくとも 10 年に 1 度実施」しなければならな

いと定めており、放射性廃棄物の処分場にも適用される。 

 2008 年 7 月に原子力安全を所管する原子力発電検査機関（SKI）と放射線安全を所管す

る放射線防護機関（SSI）が統合され、放射線安全機関（SSM）が設立された。これに伴っ

て、2 機関がそれぞれ策定していた規制文書の番号変更がなされたものの、定期安全レビュ

ーに関する規定は、そのままの形で SSMFS 2008:1 規則に継承された。 
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 スウェーデンは 1980 年に原子力発電の是非を巡って国民投票が実施され、その結果を受

けて段階的な脱原子力政策がとられていた。しかし、地球温暖化問題への対応として脱原

子力政策は撤回されており、2010 年 6 月の原子力活動法改正により、既設原子炉の立て替

えに限った新設（リプレース）が可能となった。この法改正において、定期安全レビュー

に関する規定が原子力活動法第 10a 条に盛り込まれており、定期安全レビューは、従来の

規制当局の定める規則レベルから格上げされ、法律レベルの要件になっている。これに伴

い、SSM2008:1 規則で定められていた定期安全レビューに関する規則文は、原子力活動法

第 10a 条を参照する形に改訂されている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 スウェーデンでは、処分事業の可逆性や処分された廃棄物の回収可能性を定めた法的要

件はない。ただし、SSMFS2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終管理における人

間の健康と環境の保護に関する放射線安全機関の規則／一般勧告」第 8 条、及び

SSMFS2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関する放射線安全機関の規則

／一般勧告」第 8 条の規定において、処分された廃棄物への接近を容易にする、あるいは

困難にする措置をとる場合、その措置による処分場の防護能力に対する影響や安全性に対

する影響について、SSM への報告を求めているに過ぎない。規則での要求の仕方から、SSM

は回収を予期しなければならないことも、不要とすることも要求していないというスタン

スである。 

 規則での要求表現は、SSMFS2008:21 規則の「設計と建設」の見出し以下の条項におい

て「処分された核物質または原子力廃棄物の監視または処分場からのそれらの回収を容易

にするための措置、または処分場への侵入を困難にするための措置については、それらの

措置が安全性に与える影響を解析し、放射線安全機関に報告しなければならない」

（SSMFS2008:21 規則第 8 条）としている。SSM は、回収（及び必然的に人間侵入）と関

係する設計配慮を禁止しているわけではない。このような措置が処分場の安全性に少しま

たは無視できるほどの影響しかないこと、または措置が講じられなかった場合に比べて安

全性の改善をもたらすことを安全報告書に明示することを求めている。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 SSM2008:1 規則では、「施設を建設する前には、その施設の将来の廃止措置に関する準
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備計画を立案しなければならない」と定めており、当該施設が操業されている限り補足及

び更新されなければならず、10 年ごとに放射線安全機関に報告することを要求している。 

 実際に施設を解体する際には、事業者は事前に廃止措置計画を更新し、安全報告書と統

合しなければならないと定めている。この改訂した安全報告書は SSM の審査・承認を受け

る必要がある。 

 スウェーデンの法規制においては、許認可終了後の制度的管理の具体的な内容や終了判

断に関する規定は未整備である。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 スウェーデンでは、処分場閉鎖後における制度的管理のうち、モニタリング・サーベイ

ランス等の能動的な管理に関する規定は未整備である。 

 なお、処分場の閉鎖前に関しては、SSMFS 2008:23「特定の原子力施設からの放射性物

質の放出に対する人間の健康と環境の保護に関する放射線安全機関の規則」があり、この

中で「放出サーベイランス」（SSM による参考英訳では Discharge serveillance、スウェー

デン語は Utsläppskontroll）と「環境チェック」（同英訳 Environment checks、スウェー

デン語は Omgivningskontroll）に関する規定が含まれている。ただし、SSMFS 2008:23

の適用対象となる原子力施設を定めている定義部分において、「使用済燃料及び原子力廃棄

物の管理に係わる人間の健康及び環境の保護に関する規則（SSMFS 2008:37）に関係する

廃棄物施設の閉鎖後」には適用しないことを規定している。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 スウェーデンでは、処分場閉鎖後における制度的管理のうち受動的なものに関する規定

としては、記録の保存に関するものがある。SSMFS 2008:38「原子力施設における文書保

存に関する放射線安全機関の規則」（第 5 条）において、「活動が廃止される場合には、整

理及び登録の作業を実施し、アーカイブをスウェーデン国立公文書館または当該の地域公

文書館に移管」することを定めている。 

 マーカー・標識、土地利用制限に関するものは、未整備である。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度の調査では、スウェーデンにおける放射性廃棄物関連動向に関して、短寿命



 

2-137 
 

放射性廃棄物処分場（SFR）の拡張申請に関する安全審査動向を注視した。 

 SKB 社は 2014 年 12 月、SFR 拡張に関する環境法典及び原子力活動法に基づく申請を、

それぞれナッカ土地・環境裁判所（ナッカは地名）と放射線安全機関（SSM）に提出した。

SFR はストックホルムの北 120km のエストハンマル自治体フォルスマルクにあり、原子力

発電所の運転廃棄物を 1988 年から処分している。SKB 社は、原子力発電所の運転期間の

延長への対応のほか、原子力発電所の廃止措置が今後本格的に開始されることを踏まえ、

既存部分と拡張部分の合計で約 171,000m3 の処分容量を確保する計画である（既存部分の

処分容量は約 63,000m3）。拡張部分は深さ約 120m に建設されるボールト型の処分区画で

あり、廃止措置廃棄物と運転廃棄物の一部を処分する。既存部分でも廃止措置廃棄物の一

部を処分する。BWR の炉心を収める圧力容器（RPV）9 基分を SFR 内の専用処分区画に

運搬できるように、大断面のアクセス坑道を新たに建設する。また、SKB 社は SFR を廃棄

物貯蔵施設としても利用する考えであり、長寿命廃棄物の一部を保管する。なお、長寿命

廃棄物は SFR ではなく、SFL と呼ばれる処分場で処分する予定となっている。SKB 社は、

拡張部分の建設を 2017 年から開始し、2023 年から廃棄物の受け入れを実施する計画とな

っている。 

 SSM は、2015 年 18 日に土地・環境裁判所に対して、環境影響評価書の記載内容につい

て意見書を提出している。この意見書において SSM は、環境影響評価書に以下の内容を記

載すべきとしている。 

 SFR 拡張部分の深度（約 120m）を選択した理由 

 SFR を拡張せずに別のサイトに処分場を設ける場合と比較した長所と短所 

 SFR 内の複数処分区画間での廃棄物の割り振り方の説明 

 SFR で長寿命廃棄物を中間貯蔵しない場合における廃棄物管理フローに対する影響

に関する説明 

 

 平成 28 年 2 月時点において、SFR 拡張申請に関する審理・審査の予定表は、土地・環境

裁判所及び SSM のいずれも公表していない。また、SSM の公開情報に基づく限り、SSM

は SFR 安全評価書に対する安全審査に関する情報の公表は行われていない。 
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2.2.2 フィンランドにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

フィンランドでは1983年の政府原則決定により使用済燃料の最終処分場のサイト選定が

開始された。この中で、実施主体は 1985 年末、及び 1992 年にそれぞれサイト確定調査と

概略サイト特性調査の取りまとめを実施することが決定された。また、実施主体が、翌年

に実施する研究の計画書、及び前年に実施した研究活動の報告書を貿易産業省と STUK、

環境省に提出することも定められた。1983 年政府原則決定の一部抜粋を以下に示す。 

 

第 1 章 放射性廃棄物管理の分野における研究、調査及び計画策定を行う際に遵守すべき目標に関する

政府による原則決定(1983.11.10)〔廃棄物管理目標の原則決定（1983.11.10）〕 
第 2 章 （中略） 
第 3 章 さらに、サイトの選定、処分場の設計、安全評価に必要な研究調査の実施においては、一連の

達成目標を定めた以下のスケジュールに従わなければならない。 
第 4 章  
第 5 章 (1) 1985 年末までに、複数の候補地における概略サイト特性調査で利用するために、利用可能な

地質学的情報及びその他の科学的情報を明らかにすることを前提目標として、それらに関する調査結果の

取りまとめを実施しなければならない。さらに、使用済燃料に関する処分技術計画を補足して、更新しな

ければならない。 
第 6 章  
第 7 章 (2) 1992 年末までに、概略サイト特性調査をこれらの候補地で実施し、詳細サイト特性調査を実

施する最適な候補地を複数選定し、さらに様々なサイト候補地から得た情報を考慮して処分技術計画を補

足しなければならない。 
第 8 章  
第 9 章 (3) 2000 年末までに、安全確保及び環境保護の要件の観点から一つのサイトが選定され、同サイ

トにおける処分技術計画が取りまとめられることを前提目標として、詳細サイト特性調査を上記で選ばれ

た複数の候補地で実施しなければならない。 
第 10 章  
第 11 章 （中略） 
第 12 章 2.許可保有者は毎年、共同または個別に、翌年に実施する研究の計画書、及び前年に実施した研

究活動の報告書を、その評価を受けるために貿易産業省に提出しなければならない。研究計画書及び活動

報告書は、環境省及び放射線・原子力安全センターにも送付されなければならない。年次研究計画書には、

今後 5 年間の研究実施計画の概要も記述しなければならない。貿易産業省は、必要である場合、計画書及

び報告書の提出間隔を 1 年以外の期間に定めることができる。 

 

1985 年に当時の実施主体であった TVO 社は、サイト確定調査によりフィンランド全土

から概略特性調査地域の候補地域として 101（+1）箇所を選定した結果を取りまとめて当

局へ提出した。（オルキルオトは沿岸域のため、101 箇所とは別の調査が行われて選ばれた） 

ポシヴァ社による資料1)では STUK は 1985 年の TVO 社による取りまとめに対して予備

サイト調査地域の選定には可能な限り様々な地質環境を代表する地域を含めるべきである

との見解を示している。STUK によるレビュー結果は資料2]として示された。 

1992 年に TVO 社は概略特性サイト調査を実施した 5 ヵ所から 3 ヵ所を次の詳細サイト
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特性調査の対象サイトとして選定した。またこれに伴い安全評価書 TVO-92 を公表した。

OECD/NEA の資料3)によれば、STUK は、TVO-92 に対する評価を実施した4)。また、この

評価は北欧諸国の規制機関による勧告5)に基づいて行われたとしている。 

なお、ポシヴァ社は 1996 年に使用済燃料処分の中間安全評価報告書 TILA-966)を公表し

た。1983 年政府原則決定では 1996 年段階でのサイト選定の取りまとめ実施についての記

述はされていなかったが、TILA-96 によれば、1992 年の TVO 社の報告書と計画に対する

STUK のレビューにおいて、1996 年末までにサイト調査、サイト特有の処分施設計画、及

び安全評価についての中間報告書を当局まで提出することを勧告されたことに従って、安

全評価の中間報告書の位置づけで TILA-96 が作成されたとしている。 

STUK は TILA-96 についてもレビューを行っている（非公表）。なお、このレビューに

おいても STUK は北欧北欧諸国の規制機関による勧告 5)に基づいたとしている 3)。 

1987 年に原子力法が改正され、重要な原子力施設の立地に関する原則決定手続の制度が

導入された。原則決定手続きでは雇用経済省が STUK から申請書に対する予備的安全評価

書を得ることが規定されている。 

 

第 1 章 原子力法（990/1987） 
第 2 章 第 12 条 原則決定のための申請と必要な文書 
第 3 章 原則決定は、政府に対する申請書の提出をもって行われ、雇用経済省は、その申請書について

の放射線・原子力安全センターからの予備的安全評価書、環境省からの声明書、ならびに施設のサイトと

して予定されている自治体議会及び隣接自治体からの声明書を取得しなければならない。 

 

ポシヴァ社は1999年に使用済燃料の最終処分地としてエウラヨキ自治体のオルキルオト

を選定し、政府に原則決定の申請を行った。STUK は原子力法に基づき、原則決定申請書

に対する予備的安全評価を行い、貿易産業省（現雇用経済省）に提出した。 

 

○STUK によるコミュニケーション活動 

フィンランドでは 1994 年に環境影響評価手続法が制定された。この法律の目的は、環境

に対する影響の評価を深め、計画策定及び意思決定におけるこの影響の一貫した検討を促

進し、同時に市民が入手可能な情報と参加する機会を増やすことであるとしている。この

法律は原子力分野のみに限定した法律ではなく、一般的な作業活動を対象として制定され

たものであり、原子力は対象の一分野となっている。また、この法律が制定されたことに

より、1994 年の原子力令改正において、原則決定申請において、「環境影響評価手続法
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(468/94)に従って作成された評価報告書、及び許認可申請者が環境被害を回避し、環境への

負担を制限するために遵守する設計基準の記述」の文書を提出することが追加された。 

ポシヴァ社は 1997～1999 年の期間において、環境影響評価に関連して EIA ニュースレ

ターの配布やパブリック・イベント（催し物）の開催等の情報提供活動や、会合における

自由討論を開催していた。 

この時期を前後して、STUK は最終処分の安全に関連する問題について一般大衆の知見

が非常に乏しく、しばしば誤っていることを示すいくつかの調査結果について懸念するよ

うになったとしている。STUK は、使用済燃料のための最終処分場の立地プロセスにおい

て地元自治体が合法的な拒否権を持っていることも考慮して、特に地元の人々及び意思決

定者が正しい情報を持ち、情報及び彼らの見解が安全性を進んで強調することが重要であ

ると考えたとしている7)。 

STUK は、地元の人々、意思決定者及びマスコミが、STUK がコミュニケーションで役

割を果たすことを望んでいるかどうか、そして、そうである場合、彼らは STUK に何を期

待しているかを調査する目的でヘルシンキ大学において詳細な研究を始めた 7)。その結果は

STUK が果たす、事前に策を講じる「審判」の役割が評価されていることを示していた。

これを受けて、STUK は、口頭説明及び資料、セミナー並びに討議集会を含めて、マスコ

ミと協力し、直接コミュニケーションをとるためのプログラムを確立して実施した。プロ

グラム及び活動は、地元の公衆及び彼らが STUK に伝えてきた彼らの代表（選任された人々、

自治体役所、市民団体及び環境団体）の研究されたニーズにのみ基づいていたとしている。

長官から検査官にいたる STUK 代表は、地元及び全国のマスコミをしばしば訪れたとして

いる。この領域における STUK の主な目標は、処分プロジェクト自体の決定プロセスの高

品質及び透明性に対する信用、及び公衆の信頼を構築することであり、廃棄物処分に対す

る公衆の受入れを得ることが目標ではないとしている。7) 

OECD/NEA の文書 7)によれば、EIA の初期の段階からの STUK の参加が非常に評価さ

れたこと、また、STUK の独立性及び技術能力は大多数の関係者によって評価されている

ように見えたとしている。 

（補足）立地選定段階における規制側の関与に関しては、フィンランドにおける選定が終

了しているため、H26 年度の調査内容から変更はない。 
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(2) 評価期間の考え方 

 原子力廃棄物の処分における安全性に関する政令（736/2008）（以下、政令（736/2008）

という）において、放射線防護に関する規定では、2 つの期間を区切っており、また、評価

の区分についても分けられている。 

・ 人々が被ばくする放射線量を十分に確からしく評価できる期間であって、かつ少なく

とも数千年にわたる期間（線量拘束値） 

・ 上記期間に続く評価期間中（放射能放出拘束値） 

 

放射能放出拘束値に関しては、評価時間軸の上限は示されていない。なお、ポシヴァ社

が2012年末に提出した建設許可申請書に添付された長期安全性を立証するためのセーフテ

ィケースでは、評価期間の上限を 100 万年としている。関連した説明として、廃棄物に含

まれる放射能がウラン鉱床と同等のレベルにまで低下することが記載されている。 

 なお、第 1 章でも記述したように、2015 年 12 月に原子力令が改正され、2016 年 1 月 1

日より改正原子力令が施行され、また 2016 年 1 月 1 日より新しい STUK 規則8)が政令

（736/2008）に置き換えられた。従来、処分の放射線被ばくに関する基準は一般安全規則

として政令において定められていたが、新しい法令体系では上記の放射線防護基準につい

ては原子力令第 22 条において定められている。ただし、評価期間については従来と同様で

あり内容に変更はない。 

STUK-Y-4 規則については、2016 年 3 月現在、フィンランド語とスウェーデン語のみが

公表されている。以下において、新しい規則の内容についてもフィンランド語の翻訳を基

に記述を追加しているが、今後英語版の公表が予定されている。英語版の内容確認により

規則の内容について変更となる可能性があることにも留意されたい。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 表 2.2-1 に、「処分場の最適化と BAT」の規定内容を示す。 

 フィンランドの原子力廃棄物処分に係る安全基準・指針の中で、処分場の最適化に関す

る記述はない。 

BAT の規定については、政令（736/2008）に、処分施設の建設、操業及び閉鎖の計画策

定において、高品質の技術及び科学データを利用する可能性を考慮することを規定してい

る。一方、詳細安全規則 YVL D.5 では、関連した記述はない。 
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表 2.2-1 「処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術）」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

「原子力廃棄物の処

分における安全性に

関 す る 政 令

（736/2008）／一般安

全規則」（2016 年 1 月

1 日より STUK 規則

に置き換えられる） 

第 10 条 処分に係わる一般要件 

 

 処分は、特に長期安全性に影響する側面を検討しつつ、段階的に実施されなけ

ればならない。処分施設の建設、操業及び閉鎖の計画策定においては、原子力廃

棄物の中間貯蔵時に起こる放射能の減少、ならびに高品質の技術及び科学データ

を利用する可能性、さらには調査及びモニタリングによって長期安全性を確保す

る必要性を考慮しなければならない。ただし、処分の様々な段階は、不必要に延

期されてはならない。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

（関連する規定なし） 

STUK-Y-4-2016  
原子力廃棄物の最終

処分の安全性に関す

る STUK 規則 

第 8 条 原子力廃棄物施設の安全性に適用される設計基準 

 

1. 最終処分は、長期安全性に影響を及ぼす状況を特に考慮に入れた上で、段階的

な方法で実施しなければならない。最終処分施設の建設、操業及び解体に関する

計画策定に当たり、中間貯蔵による原子力廃棄物の放射能の減衰、高度な技術の

活用、さらには研究及び調査並びに追跡測定によってバリアの性能及び長期安全

性に関するよりよい知識を取得する必要性が、考慮に入れられなければならない。

 

新しい規則 STUK-Y-4 では、原子力廃棄物施設の安全性に適用される設計基準として、

高度な技術の活用、バリア性能と長期安全性に関するよりよい知識の取得をすることが要

求されている。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 政令（736/2008）において、処分地における廃棄物定置区域について人間の廃棄物定置

区画への侵入を困難とする深度とすることを規定している。詳細安全規則 YVL D.5 では、

使用済燃料処分場については数百メートルの深度にすることを規定している。 

 政令（736/2008）では発生確率の低い事象について評価することを規定しているが、こ

こでは人間侵入シナリオについての記述はない。一方、YVL D.5 では人間侵入シナリオと

して中程度の井戸掘削、及び廃棄物パッケージ 1 体に行き当たるコア・ドリルまたはボー

リングを考慮することを規定している。また、当該事象が閉鎖から 200 年発生しないこと

を仮定するとしている。 
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表 2.2-2 「人間活動の影響」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

「原子力廃棄物の処

分における安全性に

関 す る 政 令

（736/2008）／一般安

全規則」（2016 年 1 月

1 日より STUK 規則

に置き換えられる） 

第 5 条 発生確率の低い事象の検討 

 

 長期安全性を低下させる発生確率の低い事象の意味は、これらの事象がどの程

度現実的であるか、その発生確率はどの程度か、起こりうる結果はどのようなも

のであるかを調査することによって例証されなければならない。また可能な場合

には、これらの事象に関して、放射線影響の期待値の許容性が、年間線量及び漏

出率に対する第 4 条に基づく拘束値との関係で評価されなければならない。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

316. 自然現象で引き起こされる発生見込みが低い事象で検討するものには、少な

くとも、処分キャニスタの健全性が脅かされるような岩石移動が含まれなければ

ならない。人間の行為で引き起こされる発生見込みが低い事象で検討するものに

は、少なくとも、当該サイトにおける中程度の深さの井戸の掘削、あるいは処分

された廃棄物パッケージ 1 体に行き当たるコア・ドリルまたはボーリングが含ま

れなければならない。この種のケースでは、処分された廃棄物の存在は知られて

いないと仮定し、また当該事象は処分施設の閉鎖から 200 年の期間には起こらな

いと仮定する。 

 

317. この種の偶発的な事象の安全面での重要性を評価しなければならず、実行可

能な場合は、その結果として生じる年間放射線量または放射能放出量を計算し、

該当する出来事に関して見積もられた発生確率を乗じなければならない。こうし

て得られた期待値は、第 307 段落に示した線量拘束値または第 313 段落に示した

放射能放出量に関する拘束値より低くなければならない。確定的な放射線影響（少

なくとも 0.5 Sv の線量）の発生を意味するような放射線被ばくの発生確率は、き

わめて低くなければならない。 
STUK-Y-4-2016  
原子力廃棄物の最終

処分の安全性に関す

る STUK 規則 

第 11 条 最終処分長期安全性の評価における稀頻度事象への配慮 

 

1. 長期安全性を低下させる稀頻度事象の発生確率とそれらが最終処分システム

及び最終処分の長期安全性に及ぼす影響に関する評価が実施されなければならな

い。これらによって引き起こされる放射線被ばくは、可能な限り評価されなけれ

ばならない。有意名水準の放射線被ばくをもたらす事象の発生確率はきわめて低

くなければならず、またこれらが引き起こす放射性物質の放出がもたらす影響の

範囲は限定されなければならない。 

 

2. 閉鎖後の最終処分空間への偶発的な侵入によって引き起こされる放射線被ば

くの評価も実施しなければならない。 

 

第 31 条 最終処分場所 
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 規定内容・考え方 

5. 最終処分空間は、廃棄物の種類及び当該区域の地質学的条件を考慮に入れ、目

的にかなった深度に配置しなければならない。その目的は、地上の事象、活動及

び状況の変化が長期安全性に対してごくわずかな影響しか及ぼさないようにする

ことと、最終処分空間への人間侵入の発生を著しく困難なものとすることにある。

 

新しい規則 STUK-Y-4 では、閉鎖後の人間侵入に伴う被ばく線量の評価を実施すること

を要求している。ただし、予期される進展事象に関する評価では被ばく線量の評価基準が

定められているが、改正された原子力令では稀頻度事象に関する被ばく線量の基準は定め

られてなく、STUK-Y-4 規則においても、被ばく線量の評価の実施は求めているが、その結

果についての要求については記載がない。（予期される進展事象については、原子力令で定

めれれる基準（0.1 mSv/y）を超えないこととと規定されている）また、処分施設の深度に

ついて、人間侵入の発生を困難にすることを考慮して配置することが求められている。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

政令（736/2008）において、評価期間のうち、人々が被ばくする放射線量を十分に確か

らしく評価できる期間であって、少なくとも数千年の期間においては線量拘束値の基準（代

表的個人に対して 0.1mSv/y）を、それ以降の期間においては核種放出率の基準を設定して

いる。また、発生確率の低い事象に関しては、放射線影響の期待値の許容性を、年間線量

及び核種放出率拘束値との関係で評価することを規定している。詳細安全規則 YVL D.5 で

は、核種放出率の基準値について定めている。また、発生確率が低い事象に関しては線量

拘束値、または核種放出量と発生確率を乗じた期待値を、それぞれの拘束値に対して低く

なることを、また、確定的な放射線影響（少なくとも 0.5 Sv の線量）の発生を意味するよ

うな放射線被ばくの発生確率をきわめて低くしなけらばならないことを規定している。 

 

表 2.2-3 「長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠」の規定内容・

考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

「原子力廃棄物の処

分における安全性に

関 す る 政 令

第 4 条 処分の長期にわたる放射線影響 

 原子力廃棄物の処分は、想定された変遷シナリオの結果として生じる放射線影

響が第 2 項及び第 3 項に示す拘束値を超えないように計画されなければならない。
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 規定内容・考え方 

（736/2008）／一般安

全規則」（2016 年 1 月

1 日より STUK 規則

に置き換えられる） 

 評価期間のうち、人々が被ばくする放射線量を十分に確からしく評価できる期

間であって、かつ少なくとも数千年にわたる期間においては、次に示す事項が満

たされなければならない。 

(1) 最大の放射線被ばくを受ける人々に生じる年間線量が、0.1 mSv より低いこ

と。 

(2) その他の人々が受ける平均年間線量が無視できるほど低く抑えられること。 

 

 第 2 項で言及されている期間に続く評価期間中において、処分された原子力廃

棄物から生物圏に漏出する放射性物質の量の長期的な平均値は、放射線・原子力

安全センター（STUK）がそれぞれの放射性核種について設定する最大値より低く

なければならない。この拘束値は、以下を満たすように設定されなければならな

い。 

 

(1) 最大でも、処分による放射線影響が、地殻に含まれる自然放射性物質による放

射線影響と等しいものとすることができること。 

(2) 大きなスケールにおいて、放射線影響が無視できるほど低く抑えられること。

 

 

第 5 条 発生確率の低い事象の検討 

 長期安全性を低下させる発生確率の低い事象の意味は、これらの事象がどの程

度現実的であるか、その発生確率はどの程度か、起こりうる結果はどのようなも

のであるかを調査することによって例証されなければならない。また可能な場合

には、これらの事象に関して、放射線影響の期待値の許容性が、年間線量及び漏

出率に対する第 4 条に基づく拘束値との関係で評価されなければならない。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

313. 上述の環境への放射性物質の放出に関する核種固有の拘束値は、次の通りで

ある（年間当たりの放射性物質の平均放出量）。 

•0.03 GBq/年：長寿命でアルファ線を放出する、ラジウム、トリウム、プロトア

クチニウム、プルトニウム、アメリシウム及びキュリウムの同位体に関して。  

•0.1 GBq/年：核種 Se-79、Nb-94、I-129 及び Np-237 に関して。  

•0.3 GBq/年：核種 C-14、Cl-36 及び Cs-135 に関して、また長寿命ウラン同位体

に関して。  

•1 GBq/年：核種 Sn-126 に関して。  

•3 GBq/年：核種 Tc-99 に関して。  

•10 GBq/年：核種 Zr-93 に関して。  

•30 GBq/年：核種 Ni-59 に関して。  
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 規定内容・考え方 

•100 GBq/年：核種 Pd-107 に関して。  

 

313. これらの拘束値は、想定される変遷シナリオにおいて生じ、最も早くても数

千年が経過した後に環境内に入る可能性のある放射能の放出に対して適用され

る。こうした放射能の放出は、最高で 1,000 年間の期間にわたり平均することが

できる。核種固有の放射能の放出量とそれぞれの拘束値の間の比の合計は、1 より

低くなければならない。 

 

317. この種の偶発的な事象の安全面での重要性を評価しなければならず、実行可

能な場合は、その結果として生じる年間放射線量または放射能放出量を計算し、

該当する出来事に関して見積もられた発生確率を乗じなければならない。こうし

て得られた期待値は、第 307 段落に示した線量拘束値または第 313 段落に示した

放射能放出量に関する拘束値より低くなければならない。確定的な放射線影響（少

なくとも 0.5 Sv の線量）の発生を意味するような放射線被ばくの発生確率は、き

わめて低くなければならない。 
原子力令（161/1988） 

第 22d 条 

（中略） 

 

評価期間のうち、人々が被ばくする放射線量を十分に確からしく評価できる期間

であって、かつ少なくとも数千年にわたる期間においては、次に示す事項が満た

されなければならない。 

 

(1) 最大の放射線被ばくを受ける人々に生じる年間線量が、0.1 mSv より低いこ

と。 

(2) その他の人々が受ける平均年間線量が無視できるほど低く抑えられること。 

 

第 3 項で言及されている期間に続く評価期間中において、処分された原子力廃棄

物から生物圏に漏出する放射性物質の量の長期的な平均値は、放射線・原子力安

全センター（STUK）がそれぞれの放射性核種について設定する最大値より低くな

ければならない。この拘束値は、以下を満たすように設定されなければならない。

 

(1) 最大でも、処分による放射線影響が、地殻に含まれる自然放射性物質による放

射線影響と等しいものとすることができること。 

 

(2) 大きなスケールにおいて、放射線影響が無視できるほど低く抑えられること。
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 規定内容・考え方 

STUK-Y-4-2016  
原子力廃棄物の最終

処分の安全性に関す

る STUK 規則 

第 11 条 最終処分長期安全性の評価における稀頻度事象への配慮 

1. 長期安全性を低下させる稀頻度事象の発生確率とそれらが最終処分システム

及び最終処分の長期安全性に及ぼす影響に関する評価が実施されなければならな

い。これらによって引き起こされる放射線被ばくは、可能な限り評価されなけれ

ばならない。有意名水準の放射線被ばくをもたらす事象の発生確率はきわめて低

くなければならず、またこれらが引き起こす放射性物質の放出がもたらす影響の

範囲は限定されなければならない。 

 

2. 閉鎖後の最終処分空間への偶発的な侵入によって引き起こされる放射線被ば

くの評価も実施しなければならない。 

 

前述したように、放射線被ばくに係る基準は、現在は、改正された原子力令に記述され

ている。予想される進展過程に関する基準は原子力令第 22d 条に記載されているが、以前

の政令（736/2008）から内容に変化はない。ただし、稀頻度事象iに関しては、STUK-Y-4

規則で稀頻度事象の発生確率とそれらが最終処分システム及び最終処分の長期安全性に及

ぼす影響に関する評価をすることを求めているが、従来、期待値を 0.1mSv/y と比較するこ

とについては、基準に関する記述がなくなっている。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 政令(736/2008)では、安全解析に含まれる不確実性要因及びそれらが意味するところは別

途評価されなければならないと規定している。 

 安全指針 YVL D.5「原子力廃棄物の最終処分」では、100 万年の超長期に関する安全評

価においては不確実性が大きいため、主に補完的検討、例えば、単純化された方法による

解析、ナチュラルアナログとの比較、あるいは処分サイトの地質学的履歴の観察、に基づ

いて実施することができるとしている。 

新しい STUK-Y-4 規則でも、以前の政令と同様に、セーフティケースでは、原データ、

モデル及び解析に伴う不確実性とそれらが持つ意味が別途評価されなければならないこと

を規定している。（第 36 条） 

 

                                                  
 
i 新規則では、長期安全性を低下させる発生が見込まれない事象は、長期安全性を低下させる稀頻度事象に書き換えら

れている。また、発生が見込まれる進展過程の定義は、予測される進展過程に書き換えられている。 
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(7) セーフティケースの内容とレビュー 

政令（736/2008）において、長期放射線安全性に係わる要件が遵守されていること、さ

らには処分方法及び処分地が適切であることを、想定した変遷シナリオ及び長期安全性を

低下させる発生確率の低い事象の両方を解析したセーフティケースを通じて、立証するこ

とを規定している。また、セーフティケースは建設許可申請と操業許可申請時に提出し、

それ以外では 15 年毎に更新することが規定されている。また、閉鎖時においても更新する

ことが規定されている。 

詳細安全規則 YVL D.5 では、セーフティケースで取り扱う内容について規定している。

また詳細な内容に関しては YVL D.5 の附属書 A に規定されている。（添付資料を参照） 

 

表 2.2-4 「セーフティケースの内容とレビュー」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

「原子力廃棄物の処

分における安全性に

関 す る 政 令

（736/2008）／一般安

全規則」（2016 年 1 月

1 日より STUK 規則

に置き換えられる） 

第 14 条 長期安全性 

 長期放射線安全性に係わる要件が遵守されていること、さらには処分方法及び

処分地が適切であることは、想定した変遷シナリオ及び長期安全性を低下させる

発生確率の低い事象の両方を解析したセーフティケースを通じて、立証されなけ

ればならない。セーフティケースは、実験研究を踏まえた数値解析に基づくもの

でなければならず、定量的な解析が可能でない部分または相当な不確実性が含ま

れる部分については、補完的な検討に基づくものでなければならない。 

 最大の放射線被ばくを受ける人々に関して、第 4 条に基づく放射線被ばくの拘

束値が遵守されていることは、処分地の周辺地域で食料を得て、最大の放射線被

ばくを受けるコミュニティを調査することによって、立証されなければならない。

人間への影響以外にも、動物種及び植物種への起こりうる影響が解析されなけれ

ばならない。 

 

第 15 条 セーフティケースの信頼性 

 セーフティケースで使用される入力データ及びモデルは、高い水準の研究結果

ならびに専門家の評価に基づいたものでなければならない。データ及びモデルは、

可能な限り検証されたものでなければならず、また評価期間中において処分地に

広まっている可能性が高い状況に対応するものでなければならない。 

 使用されるべき計算に関する方法面での選択の前提となるのは、実際の放射線

被ばく及び高い確率で放出される放射性物質の実際量が、安全解析の結果によっ

て示される値よりも、相当な確かさで低いことである。安全解析に含まれる不確

実性及びそれらが意味するところは、分けて評価されなければならない。 
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 規定内容・考え方 

第 16 条 セーフティケースの提示及び更新 

 原子力廃棄物施設の建設許可申請ならびに操業許可申請に伴い、セーフティケ

ースが提示されなければならない。このセーフティケースは、許可条件（licence）
に特段の記載がない限り、15 年ごとに更新されなければならない。またセーフテ

ィケースは、施設が最終的に閉鎖される前にも更新されなければならない。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

704. 長期的な放射線防護要件の遵守ならびに処分方法及びサイトの適格性は、少

なくとも次に示すものを取り扱ったセーフティケースによって立証しなけれ

ばならない。 

a. 処分システムの記述ならびにバリア及び安全機能の定義。  

b. 安全機能に関する性能目標の規定。 

c. シナリオ定義（シナリオ解析） 

d. 処分システムの機能に関する記述、概念的・数学的モデリングの手法による処

分サイトで存続する条件記述、及び必要なインプットデータの決定。 

e. 処分された廃棄物から放出され、バリアを通過した上で生物圏に入る放射性物

質の量に関する解析と、その結果生じる放射線量の解析。 

f. 実行可能な場合はいつでも、長期安全性を損なう発生の見込みの低い事象に伴

って放射能の放出が起こる確率と放射線量の見積もり。 

g. 不確実性解析及び感度解析、さらには補完的な定性的検討。  

h. 解析の結果と安全要件との比較。 

 

 本文書の附属書Ａに、セーフティケースの内容に関する詳細な要件を示した。

（附属書 A やその他の関連する規定は添付資料参照） 
STUK-Y-4-2016  
原子力廃棄物の最終

処分の安全性に関す

る STUK 規則 

第 35 条 長期安全性 

1. 起こりうる進展経過に関する精査を、長期安全性を低下させる稀頻度事象が発

生した場合の進展経過を計算に入れて行うセーフティケースにより、最終処

分システムの長期安全性に関する放射線安全性及び原子力安全性の面での諸

要件が満たされることが、さらには最終処分方法、人工バリア及び最終処分

場所が適切であることが、明示されなければならない。このセーフティケー

スには、とりわけ進展経過に基づく数値的な安全性解析と補足的な精査が含

まれる。 

第 37 条 セーフティケースの提出及び更新 

1. セーフティケースは、最終処分施設の建設許可及び操業許可の申請に当たり、

また施設の大幅な改修に当たり、提出しなければならない。またこのセーフテ

ィケースは、許可条件に別段の規定がない限り、定期的に更新されなければな

らない。最終処分システムに何らかの変更が加えられる場合、事前にセーフテ

ィケースの更新の必要性に関する評価が行われなければならない。セーフティ

ケースは、当該施設の最終的な解体に先立って更新されなければならない。 

 

新しい STUK-Y-4 規則におけるセーフティケースに係る要件は従来の政令の内容とほと

んど同じであるが、処分システムに何らかの変更が加えられる場合に、事前にセーフティ

ケースの更新の必要性に関する評価を実施する要件が追加されている。 
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(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

STUK の設置根拠となる法令の一つである STUK 令（Decree on the Radiation and 

Nuclear Safety Authority of Finland）がそれぞれ 1997 年に制定されている。 

STUK 令において、STUK の役割が定められており、その中で「放射線と原子力の問題

に関する情報提供」が含まれている。 

また、環境影響評価手続法（以下、手続法という）において、公衆の処分事業へのパブ

リックインボルブメントが導入されている。フィンランドでは 1994 年に手続法が制定され

た。この法律の目的は、環境に対する影響の評価を深め、計画策定及び意思決定における

この影響の一貫した検討を促進し、同時に市民が入手可能な情報と参加する機会を増やす

ことであるとしている。手続法では、調整機関（原子力分野については雇用経済省）が事

業者から提出された環境影響評価のための計画書、及び評価書について、公報を手配する

こと、及び必要な見解を求め、また意見表明の場を確保するよう手配することを規定して

いる。また、上記に加えて、事業者及び調整機関は、公告及び意見聴取の実施について他

の手段を取り決めることもできるとしている。 

 

表 2.2-5 「社会・ステークホルダーとのコミュニケーション」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 
STUK 令（618/1997） STUK の役割 

第 1 条 

原子力法（990/1987）、放射線法（592/1991）、STUK 法（1069/1983）、及びその

他の規則や国際的議論に従って、STUK は以下について責任を有さねばならない。

（中略） 

(7) 放射線と原子力の問題に関する情報提供、及びこの分野における訓練活動へ

の参加 
フィンランド／ 

環境影響評価手続に

関する法律〔EIA 手続

法〕（468/1994）〔最終

改正 2009 年〕 

第 8 条 評価手続の開始 

事業者は、事業に関する他の準備作業も考慮した上で、その計画の可能な限り

早い段階において、〔環境影響〕評価計画書を調整機関に提出しなければならない。

評価計画書の内容及び構成については、政令でその詳細を定める。 

 

第 8a 条 評価計画書についての意見聴取 
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 規定内容・考え方 

調整機関は、評価計画書の公報を手配しなければならない。具体的には、遅滞

なく最低 14日間、当該事業の影響を受ける可能性の高い地域の自治体の掲示板で、

公告法に規定される方法で公表しなければならない。加えて、公報は電子媒体及

び当該事業の影響地域で一般に購読されている少なくとも一つの新聞にも、掲載

されなければならない。公報の内容については、政令でその詳細を定める。 

調整機関はさらに、評価計画書について必要な見解を求め、また意見表明の場

を確保するよう、手配しなければならない。調整機関は、当該事業の影響地域の

自治体に対し、評価計画書についての見解を表明する機会を設定しなければなら

ない。意見及び見解は、公報で通知された期間内に調整機関に提出されなければ

ならない。この期間とは、公報の発布日から起算して最短で 30 日間、最長で 60
日間である。 

当該事業について、本法律において要求される方法で他の関連ですでに公報さ

れており、かつ事業に伴ってその現況や利益に影響を受ける可能性のある人、並

びに事業の影響がその活動分野に及ぶ可能性のある団体及び基金の意見聴取がな

されており、明らかに不要である場合、評価計画書について公報をする必要はな

い。 

公報の時期及び内容については、当該事業者の競争上の立場が脅かされないよ

う決定されなければならない。また同時に、国境を越える環境影響についての第 3
章の規定も考慮されなければならない。 

 

第 9 条 調整機関の見解書 

調整機関は、評価計画書について見解書を発行する。見解書は、当該事業者に

対し、〔公衆等の〕見解及び意見表明のために指定された期間の終了後 1 ヶ月以内

に発行されなければならない。調整機関はその見解書において、必要に応じ、評

価計画のどの部分について審査が必要かを明らかにしなければならない。さらに、

この見解書には、いかにして本法律に基づき必要となる調査の手配、それについ

ての広報、及び意見聴取が実施されるか、また必要に応じ、いかにして当該事業

に関連する他の法律に基づく手続との調整がはかられるかが示されていなければ

ならない。見解書では、他の見解や意見等の要約が明記されなければならない。

調整機関は、大型事業の責任者へ、調整機関の意見や他の意見や情報を提供す

る。また、意見書は、関係機関へも同時に提出する必要がある。 

事業者は、プロジェクトの環境影響を評価するために必要な調整機関が有する

すべての情報を調整機関から得る権利を有する。 

 

第 10 条 評価報告書 

事業者は、評価計画書と調整機関の声明書に基づいてプロジェクトと様々な代

案の影響を調査し、環境影響評価報告書を作成する。評価報告書は、調整機関に

提出され、別途提供されるプロジェクトに関連する適用文書に添付される。 

評価報告書の内容及び構成については、政令でその詳細を定める。 
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 規定内容・考え方 

第 11 条 評価報告書についての意見聴取 

調整機関は、評価報告書の公報を手配しなければならない。具体的には、遅滞

なく最低 14日間、当該事業の影響を受ける可能性の高い地域の自治体の掲示板で、

公告法に規定される方法で公表しなければならない。加えて、公報は電子媒体及

び当該事業の影響地域で一般に購読されている少なくとも一つの新聞にも、掲載

されなければならない。公報の内容については、政令でその詳細を定める。 

調整機関はさらに、評価報告書について必要な見解を求め、また意見表明の場

を確保するよう、手配しなければならない。調整機関は、当該事業の影響地域の

自治体に対し、評価報告書についての見解を表明する機会を設定しなければなら

ない。意見及び見解は、公報で通知された期間内に調整機関に提出されなければ

ならない。この期間とは、公報の発布日から起算して最短で 30 日間、最長で 60
日間である。 

前出第 1 項及び第 2 項に規定される公告及び意見聴取については、当該事業に

関連する他の法律に基づき求められる公告及び意見聴取と同時に実施することが

できる。 

 

第 11a 条 その他参加について 

前出第 8 条及び第 11 条の規定に加え、事業者及び調整機関は、公告及び意見聴

取の実施について他の手段を取り決めることもできる。 

 

第 12 条 評価手続の終了 

調整機関は、評価報告書及びそれが十分かどうかについての見解書を発行する。

見解書は、当該事業者に対し、〔公衆等の〕見解及び意見表明のために指定された

期間の終了後 2 ヶ月以内に発行されなければならない。見解書では、他の見解や

意見等の要約が明記されなければならない。評価手続は、調整機関が見解書並び

に他の見解及び意見等を事業者に送付した段階で終了する。見解書は同時に、当

該事業を扱う行政機関、事業の影響地域の自治体、並びに必要に応じて地域評議

会及び他の関連行政機関に通知として送付されなければならない。 

 

1997 年～1999 年頃の環境影響評価実施には STUK によるコミュニケーション活動も行

われた。 

詳細は 2.2.2(1)節の「立地選定段階における規制側の関与」の「STUK によるコミュニケ

ーション活動」を参照されたい。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 政令（736/2008）において、処分は、特に長期安全性に影響する側面を検討しつつ、段

階的に実施されなければならないと規定している。フィンランドではサイト選定段階にお
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いては、1983 年の政府原則決定によって段階的なサイト選定調査が定められていた。サイ

トが選定された後は、処分場の建設許可と操業許可をそれぞれ事業者が取得することにな

っている。サイト選定段階においては、事業者（当初 TVO 社、その後ポシヴァ社）は次の

サイト特性調査に進む段階ごとに安全解析を実施し、STUK がレビューを行った。この

STUK によるレビューは 1983 年原則決定、あるいは 1987 年の原子力法改正後は原子力法

第 28 条と原子力令第 74 条に関連して実施されたと考えられる。 

選定したサイトにおける処分施設の建設計画事業については原子力法によって原則決定

手続きを行うことが規定されており、ポシヴァ社が 1999 年にオルキルオトを処分地とする

ことを原則決定申請したことに対し、STUK は原子力法第 12 条に基づき予備的安全評価を

実施した。 

オルキルオトが選定された後の処分場建設許可と操業許可のプロセスは原子力法及び原

子力令において規定されており、STUK はそれぞれの申請書に対して安全審査をすること

が規定されている。また、政令（736/2008）では、建設許可申請と操業許可申請時にセー

フティケースを提出し、それ以外では 15 年毎に更新することが規定されている。また、閉

鎖時においても更新することが規定されている。建設許可申請及び操業許可申請において

提出されるセーフティケースは、それぞれ建設許可申請に提出される予備的安全解析報告

（PSAR）及び最終安全解析報告書（FSAR）の補足資料となる。 

公衆の意思決定については、原則決定プロセスに関しては、政府が原則決定を行うにあ

たり、当該事業に対して自治体が好意的であることを前提条件としている。また、建設許

可と操業許可のプロセスにおいても、原子力法によって雇用経済省が自治体から意見を得

ることが規定されているが、政府による許認可発給において、自治体が好意的であるとい

う前提条件はない。 

 

表 2.2-6 フィンランドの使用済燃料処分の事業段階と安全評価 

 事業段階 安全評価書等 
1983-1985 サイト確定調査 TVO-85
1986-1992 概略サイト特性調査 TVO-92
1993-2000 詳細サイト特性調査 

1999 年原則決定申請、2000 年政府原則決定 
TILA-96（中間報告書） 
TILA-99 
 

2012 建設許可申請 
（2015 発給） 

（※準備状況報告書、2009 年）

予備的安全解析報告書（セ
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ーフティケース含む） 
2020 操業許可申請 

（2022 発給見込み） 
最終安全解析報告書（セー

フティケース含む） 

 

新しい STUK-Y-4 規則では、原子力廃棄物施設の安全性の評価が、建設許可申請及び操

業許可申請に伴い、また当該施設の変更に関連して、さらには操業期間中の定期安全審査

に当たり実施されなければならないとしている（第 3 条）。また、原子力廃棄物最終処分に

おける長期安全性についても、最終処分場所の選定及び原則決定の申請時に原則的なレベ

ルで評価されるだけでなく、建設許可及び操業許可の申請時に、さらには定期安全審査と

の関連において評価されなければならないとしている。（第 4 条） 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 政令（736/2008）及び詳細安全規則 YVL D.5 において、回収可能性に関する規定はない。 

一方で、オルキルオトに建設される予定の使用済燃料処分場に関しては、2000 年の政府

による原則決定で回収可能性が求められており、この原則決定で示されている回収可能性

の要件は現在でも有効となっている。 

回収は、将来核種変換技術の発展があり、必要と見なされる場合に、また、本質的には

処分操業中の安全面での問題発生において必要であるとしている。 

 

表 2.2-7 「可逆性と回収可能性」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

フィンランドで産出

された使用済燃料の

最終処分場の建設に

関するポシヴァ社の

申請に対する政府に

よる原則決定（2000
年） 

政府の上記の決定によれば、長期間の安全性を確保するのに最終処分場所の監督

を必要とせず、また技術が開発され適切となった場合には最終処分場所を開くが

できるように最終処分が設計されなければならない。計画によると、最終処分は、

計画の全段階において最終処分されたキャニスタを地表に戻すことが技術的に可

能であるように計画されている。建設許可が与えられる前に、プロジェクトの関

係者は、最終処分場の掘り起こしとそれに影響を及ぼす要因ならびに掘り起こし

技術と掘り起こしの安全性について、具体的で、十分に詳しい説明と計画を提出

する必要がある。同様に掘り起こしの費用について最新の評価を示す必要がある。

これらの計画において、掘り起こしや回収の可能性の結果、長期間の安全性が損

なわれてはならない 

 

－原則決定文書 補遺 3 より 

回収は、将来、例えば核種変換技術において著しい飛躍がなされた場合に、必要
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 規定内容・考え方 

であるとみなすことができる。本質的には、燃料の最終処分の途中に、またはそ

の少し後に最終処分の長期安全性に影響を与える欠陥または放出バリアの不具合

が見つかった場合、回収が必要となることがある。 

更に、技術の発展とともに核燃料のエネルギー生産における継続利用は、回収の

必要性を生み出すかもしれない。 

（補足）可逆性と回収可能性に関しては、2013 年に制定された STUK 指針 YVL D.5 で記

述が無くなった経緯から現在まで変化はない。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 原子力法において、原子力廃棄物の最終処分がなされ、放射線・原子力安全センター

（STUK）が永久処分されたことを確認した場合に、雇用経済省または STUK が管理義務

の終了を決定する事、また、原子力廃棄物の責任が国に移ることが規定されている。詳細

安全規則 YVL D.5 では、原子力廃棄物の処分の段階として、必要な場合には処分施設閉鎖

後のモニタリング措置を実施することを記載している。また、閉鎖の前提条件として、閉

鎖方法に関する技術的な記述、調査・試験及びモニタリング・プログラムの成果が考慮に

入れられたセーフティケースの更新、制度的管理策のための計画と原子力令の第 85 条で規

定されている措置の禁止を伴う防護エリアに関する提案を含めた閉鎖計画を STUK が承認

することを規定している。 

 後述する能動的管理、受動的管理をまとめると、管理方法、主体、管理終了の判断につ

いては次のように整理できる。 

 

管理方法 主体 管理終了の判断 
必要な場合、モニタリング措置を

実施 
必要な場合は国の責任で実施

するが具体的な主体は不明 
規定無し 

処分施設・廃棄物情報が永続的に

保存されるよう手配 
STUK 規定無し 

不動産に関する禁止令に係る措置 STUK 規定無し 

 

2015 年の法令や規則の置き換えに関連した、本項目における内容の変更はない。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

原子力法第 32 条において、管理義務の終了の条件として、原子力廃棄物の将来の検査及

び監視に関する一括料金を国に納入することが記述されている。また、同原子力法第 34 条
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において、最終処分後必要となった場合には、国家は、原子力廃棄物の管理及び処分場の

安全確保に必要なあらゆる施策を処分場サイトで講じる権利を有すると規定している。そ

の一方で、原子力法第 7h 条においては、最終処分は長期安全性を確保する上で最終処分場

の監視が必要とされない方法によって計画されなければならないことを規定している。

STUK 指針 YVL D.5 においても、原子力廃棄物の処分の段階として、必要な場合は処分施

設閉鎖後のモニタリング措置があるとしている。 

 

表 2.2-8 「能動的な制度的管理」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

原子力法（990/1987） 
第 7h 条 核物資及び原子力廃棄物〔改正 23.5.2008/342〕 

（中略） 

 最終処分場における原子力廃棄物の永続的な貯蔵を目的とした定置は、安全性

が確保される方法によって、また長期安全性を確保する上で最終処分場の監視が

必要とされない方法によって、計画されなければならない。 

 

第 32 条 管理義務の終了 

 雇用経済省または放射線・原子力安全センター（後者については、放射性廃棄

物を発生する活動に対して許可を発給した場合に限定される）は、以下に示す時

点で管理義務が終了したことを決定する。 

（中略） 

(3) 原子力廃棄物が最終処分場に定置され、原子力施設が第 33 条に基づいて廃止

され、かつ廃棄物管理義務者が原子力廃棄物の将来の検査及び監視に関する一括

料金を国に納入したとき 

 

第 34 条 最終処分後の原子力廃棄物の責任 

（中略） 

 最終処分後、必要となった場合には、国家は、原子力廃棄物の管理及び処分場

の安全確保に必要なあらゆる施策を処分場サイトで講じる権利を有する。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

402. 原子力廃棄物の処分の実現には、次に挙げる実施段階が含まれる。 

 

a. 処分概念の選定。 
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 規定内容・考え方 

b. 処分地の選定及び特性評価。この中には、当該サイトにおける地下研究施設の

建設が含まれる場合がある。 

c. 処分施設の設計作業。関連する研究及び開発作業の実施を伴う。 

d. 処分施設の建設。 

e. 廃棄物の定置活動と、処分施設に関するその他の操業。 

f. 定置室やその他の地下室の埋め戻し及び閉鎖。 

g. 必要な場合には、処分施設閉鎖後のモニタリング措置。 

 

 これらの段階は、部分的に並行して実施することができる。 
フィンランド／ 
YVL D.5「原子力廃棄

物の処分」／詳細安全

規則」 

815. 処分施設を恒久的に閉鎖する前提条件は、STUK が閉鎖計画を承認すること

である。閉鎖計画は下記を含むこととする。 

a. 施設の閉鎖の実施の技術的内容の記述。 

b. セーフティケースの更新。とりわけ段落 506 で言う調査、試験及びモニタリ

ング・プログラムの成果が考慮に入れたもの。 

c. 実施される場合には、閉鎖後に行いうるモニタリング措置の計画、および禁止

事項のある制限ゾーンに関する提案（原子力令の第 85 条で示されている措置に関

して）。 

2015 年の法令や規則の置き換えに関連した、本項目における内容の変更はない。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

フィンランドの廃棄物処分に関する法制度にマーカーに関する規定はない。記録の保存に

ついては政令（736/2008）において、廃棄物パッケージごとに、廃棄物の種類、放射性物

質、廃棄物定置区画内のパッケージの定置場所に関する情報、及び必要とされるその他の

情報を含めて、保存されなければならないと規定している。また、STUK が処分施設及び

処分された廃棄物に関する情報が永続的に保存されるように手配することを規定している。 

また、原子力法において、原子力廃棄物が永久に処分された土地における建物を含む不動

産については、STUK が、安全確保に必要な場合において、不動産に関する禁止令を出す

ことが規定されている。また、原子力令において、上記の禁止例に関する措置について報

告することが規定されている。また、政令（736/2008）において、原子力法第 63 条（6）

で記された、土地利用の禁止例に関連して、処分施設の周囲には十分な防護区域が確保さ

れなければならないと規定している。 
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表 2.2-9 「受動的な制度的管理」の規定内容・考え方 

 規定内容・考え方 

フィンランド／ 

「原子力廃棄物の処

分における安全性に

関 す る 政 令

（736/2008）／一般安

全規則」 

第 9 条 処分操業 

（中略） 

処分された廃棄物に関する情報は、それぞれの廃棄物パッケージごとに、廃棄物

の種類、放射性物質、廃棄物定置区画内のパッケージの定置場所に関する情報、

及び必要とされるその他の情報を含めて、保存されなければならない。放射線・

原子力安全センター（STUK）は、処分施設及び処分された廃棄物に関する情報が

永続的に保存されるように手配しなければならない。 

処分施設の周囲には、原子力法第 63 条第 1 項の(6)号で言及されている禁止令のた

めに十分な防護区域が確保されていなければならない。 
フィンランド／ 
原子力法（990/1987） 第 63 条 監督権 

 放射線・原子力安全センターは、本法及び本法に基づく規則及び規定ならびに

フィンランドに義務が課せられている原子力分野における国際条約によって要求

されている監督活動を実行するために、以下に示す事項を行う権利を有する。 

（中略） 

(6) 不動産が第 3 条の(5)(b)号に言及する建物を含む場合、安全確保に必要な時に

不動産に関する方策について禁止令を出すこと。〔改正 30.6.2000/738〕 
フィンランド／ 
原子力令(161/1988) 

第 85 条 

 放射線・原子力安全センターは、不動産登録簿、土地登録簿、または不動産権

利リストに記入できるように、原子力廃棄物の処分サイトと原子力法第 63 条第項

の(6)号に規定された措置の禁止を報告しなければならない。 
STUK-Y-4-2016  
原子力廃棄物の最終

処分の安全性に関す

る STUK 規則 

第 29 条 最終処分作業の実施 

（中略） 

4. 許可保持者は、最終処分場に定置される廃棄物の記録を保存しなければなら

ず、この記録簿には、それぞれの廃棄物容器に関するデータ並びに政府機関が必

要と見なすその他のデータが含まれなければならず、この中には、廃棄物の種類、

放射性物質、最終処分空間における廃棄物容器の定置場所に関するデータが含ま

れる。また廃棄物記録簿は、放射線・原子力安全センターが承認する方法により

放射線・原子力安全センターに提出されなければならない。放射線・原子力安全

センターは、最終処分施設及び最終処分される廃棄物に関するデータを耐久性の

高い方法を用いて行われるようにする。 

 

第 34 条 防護区域 

1. 最終処分施設の周囲には、原子力法第 63 条第 1 項第 6 号に記載された禁止措

置を考慮に入れた上で必要とされる適切な広さの保護区域が確保されなければな

らない。 

 



 

2-159 
 

2015 年の法令や規則の置き換えに関連した、本項目における内容の変更はない。旧政令

の内容は STUK-Y-4 規則の第 29、34 条でほぼ同じ内容で残っている。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 原子力法、原子力令の改正及び新規則の策定については 1.2.4 節を参照。また、2.1.2

節及び 2.2.2 節の各項目で新しい規制体系での変更等を記載している。その他平成 27 年度

においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.3 米国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 高レベル放射性廃棄物処分場の立地選定段階での規制機関（原子力規制委員会（NRC）

及び環境保護庁（EPA））の関与については、法律、連邦規則（CFR）の各々のレベルで規

定があり、その概要を以下に整理する。 

 

a. 1982 年放射性廃棄物政策法での規定内容 

 高レベル放射性廃棄物処分の根拠法である「1982 年放射性廃棄物政策法」において、以

下の規制機関の行為が規定されている。 

1) エネルギー長官が策定するサイト選定の一般的指針：NRC の同意 

2) エネルギー長官が作成するサイト特性調査（精密調査に相当）の調査活動に係る全体

計画書：NRC の審査及び意見 

3) サイト特性調査における放射性物質の使用：必要性の NRC による同意 

4) 大統領に対する処分サイトの推薦時に作成する環境影響評価書：NRC の見解 

5) サイト特性調査の分析及び廃棄体について、処分場の許認可申請書に記述する上での

十分性：NRC の予備的見解 

6) 処分場の環境放射線防護基準に係る連邦規則（CFR）：EPA による策定 

7) 処分場の建設、操業、閉鎖及び廃止措置に係る技術要件・基準に係る連邦規則

（CFR）：NRC による策定。高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の回収可能性に関

する NRC による制約条件の規定。 

 

b. 10 CFR Part 60 での規定内容 

 10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、1981 年）

においては、以下の規制機関の行為が規定されている。 

1) エネルギー省（DOE）が策定するサイト特性調査計画：サイト特性調査に関する立

坑の掘削前に、DOE はサイト特性調査計画を NRC に提出し、レビューと意見を求め

る。NRC の意見が出されるまで立坑の掘削を延期する。 

2) サイト特性調査活動のレビュー（許認可申請の予定者と NRC との非公式協議） 

・州等に対して見解を提示する機会を NRC が提供。州等と協議するために NRC 職員

を配置。 
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・サイト特性調査計画を NRC がレビューし、計画に関してサイト特性調査解析を作成

する。その際、NRC は、DOE のサイト特性調査計画についての関係者の見解を求

め、検討し、DOE が開く公聴会での意見をレビューし、検討できる。 

・サイト特性調査計画に対して NRC は勧告を行う。 

・放射性トレーサを含む放射性物質のオンサイト試験に対して NRC の意見の表明 

・DOE は、サイト特性調査活動の進捗について最低半年に 1 回は NRC に報告 

・NRC は、サイト特性調査活動が実施される場所を訪問・検査し、行われる掘削、ボ

ーリング、原位置試験を観察 

・NRC は、DOE に意見し、見解を表明 

 

 なお、サイト特性調査活動のレビューは、申請予定者である DOE と NRC 職員との間の

非公式協議とされ、許認可手続きの一部ではないとされており、許認可の交付、NRC の審

査、手続きなどの NRC の権限に影響を与えるものではないとされている。 

 

c. 1992 年エネルギー政策法での規定内容 

 ユッカマウンテン処分場に適用する安全基準・指針等の策定の根拠法である「1992 年エ

ネルギー政策法」において、以下の規制機関の行為が規定されている。 

1) 環境保護庁（EPA）による環境放射線防護基準（連邦規則（CFR））の策定 

・全米科学アカデミー（NAS）の調査結果と勧告に基づき、矛盾することなく、ユッ

カマウンテン・サイトの処分場に処分等される放射性物質からアクセス可能な環境

への放出から公衆個人が受ける最大年間実効線量当量を規定。 

・NAS による調査のため、EPA は、実施のための契約を NAS と締結。 

2) 原子力規制委員会（NRC）による要件及び基準（連邦規則（CFR））の策定 

・NRC は、技術要件及び基準を EPA の環境放射線防護基準に合致するように変更。 

 

d. 10 CFR Part 63 での規定内容 

 10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処

分」（NRC、2001 年）においては、以下の規制機関の行為が規定されている。 

1) サイト特性調査活動のレビュー（許認可申請の予定者と NRC との非公式協議） 

・放射性トレーサを含む放射性物質のオンサイト試験に対して NRC の意見の表明 
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・DOE は、サイト特性調査活動の進捗について少なくとも 6 カ月に 1 回は NRC に報

告 

・NRC は、サイト特性調査活動が実施される場所を訪問・検査し、行われる掘削、ボ

ーリング、原位置試験を観察 

・NRC は、DOE に見解を表明。サイト特性調査計画に対して NRC は勧告を行う。

NRC は、DOE に対して提示したコメント、DOE が半年に一回提出する報告書に関

するレビュー、その他のコメントに関して、公衆からのコメントを募集。そのため

NRC はコメントを公開フォーラムに提示。 

 

 なお、サイト特性調査活動のレビューは、許認可申請予定者である DOE と NRC との間

の非公式協議であり、許認可手続きの一部を構成するものではないこと、NRC によるコメ

ントの作成は許認可の発給に関する言質を与えるものではないこと、NRC の許認可手続き

に関する権限に影響を与えるものではないことが規定されている。 

 

e. 2015 年放射性廃棄物管理法での規定内容 

 「2015 年放射性廃棄物管理法」の法案においては、原子力規制委員会（NRC）が関与す

る事項として、今後、新設される高レベル放射性廃棄物処分の実施主体である放射性廃棄

物管理機関長官の役割として、処分場の候補サイトの検討に関する一般指針を発布するこ

とについて、1982 年放射性廃棄物政策法第 112 条(a)の要件に従っていることが規定されて

いる。 

 1982 年放射性廃棄物政策法第 112 条(a)においては、原子力規制委員会（NRC）の同意

を得た後、一般指針を発布することとなっており、同様な同意等の手続きが取られるもの

と想定される。 

 

(2) 評価期間の考え方（安全機能、各バリア要素との関係も含む） 

 高レベル放射性廃棄物等の処分場の評価期間については、環境保護庁（EPA）の検討結

果に基づいて、原子力規制委員会（NRC）が連邦規則（CFR）に反映を行っているが、CFR

に明示されている評価期間としては以下の 2 つが存在する。 

・処分後の 10,000 年間 

・地質学的に安定な期間（処分後 100 万年） 
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 現在でも 40 CFR Part 191 では、適合性を示す期間を 10,000 年としている。EPA がこ

の期間を設定した理由については、40 CFR Part 197 の規則案を掲載した 1999 年 8 月 27

日付けの連邦官報1)において以下の 3 つと明記されている。 

1) その期間（10,000 年間）を過ぎると、適合評価の不確実性が許容できないほど大き

くなるおそれがある（50 FR 38066、38076、1985 年 9 月 19 日） 

2) その期間（10,000 年間）中は例外的に大きな地質学的変化が起こると考えられない

（47 FR 58196、58199、1982 年 12 月 29 日） 

3) 期間を 10,000 年より短くすると、サイト間の有効な比較ができなくなる。例えば、

1,000 年では、よく選ばれたサイトでの地下水移行時間が長い（47 FR 58196、58199、

1982 年 12 月 29 日）ため、分析した一般的サイトすべてがほぼ同じように廃棄物を閉

じ込めると思われた。 

 

 一方、100 万年の評価期間については、1992 年エネルギー政策法に基づいて、ユッカマ

ウンテン処分場に適用する環境放射線防護基準を EPA が策定する際、全米科学アカデミー

（NAS）の報告書・勧告で示されたものである。NAS の報告書「ユッカマウンテン基準に

関する技術的な基礎」（NAS、1995 年）2)では、以下のような記述がされている。 

現在の EPA 基準では、遵守評価の対象となる期間を 10,000 年に限定されている。我々

は、こうしたやり方で個人の防護基準の期間を限定することには科学的な根拠が存在

しないと考える。我々は、処分場性能の大部分の物理的、地質学的側面に関する遵守

評価を、基本的な地質学的な体制の長期的な安定性に関連したタイムスケール（すな

わちユッカマウンテンの場合には 100 万年程度のタイムスケール）で実行することが

できるものと、さらには少なくとも重要なものとなり得る被ばくの一部は、数十万年

経過した後でなければ起こらない可能性があると考えている。これらの理由から、我々

は遵守評価が最大のリスクが発生する時期まで、地質環境の長期的な安定性によって

課せられる限度内で実行されることを勧告する。［下線は原典のまま］ 

 

 当初の 40 CFR Part 197（2001 年 6 月 13 日）及び 10 CFR Part 63（2001 年 11 月 2 日）

の最終規則では、個人防護基準及び人間侵入基準に係る性能評価の評価期間は 10,000 年と

規定されていた。しかし、2004 年 7 月 4 日の連邦控訴裁判所の判決で 10,000 年の評価期

間は無効との判決を受け、現在の 40 CFR Part 197（2008 年 10 月 15 日）及び 10 CFR Part 
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63（2009 年 3 月 13 日）の最終規則では、評価期間は「地質学的に安定な期間（この期間

は処分後 100 万年後に終了する）」と規定されている。なお、連邦控訴裁判所の無効判決は、

評価期間の技術的な判断というよりは、1992年エネルギー政策法第801条の「EPA長官は、

全米科学アカデミーの調査結果と勧告に基づき、また、これらに矛盾することなく、ユッ

カマウンテン・サイトの処分場に貯蔵、または処分される放射性物質からの放出から公衆

を防護するための公衆健康安全基準を規則通りに策定する」の規定に違反していると判決

されている。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 米国の地層処分に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、放射線防護の観点

での最適化、BAT（利用可能な最善の技術、利用可能な最良の技術）に係る規定は見られ

ない。 

 なお、「利用可能な最良の技術」（best available technology、BAT）の定義などは、環境

保護庁（EPA）の 40 CFR Part 141「国家基本飲料水規則」（EPA、1875 年）に見られ、

現場の条件及び単独でなく実験室の条件で有効性を調査した後、行政側が、コストを考慮

したうえで、利用可能であることを見い出した最良の技術、処理技術、またはその他の手

段を意味すると定義されており、必ずしも放射線防護に直接的に関連する用語とは見なさ

れていない。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 米国の地層処分に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、人間活動の影響を

評価するための人間侵入シナリオの取扱いとして、以下の 3 つのパターンが見られる。 

1) 10 CFR Part 60：一般的なサイトに適用するため、原子力規制委員会（NRC）が策

定。予期されないプロセス及び事象の一つとして、人為的事象によって開始されるシナ

リオを想定し、評価を行うことを規定している。 

2) 40 CFR Part 191 及び 40 CFR Part 194：廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）

に適用するため、環境保護庁（EPA）が策定。資源の存在に応じた人間侵入の発生を想

定したシナリオを定義している。 

3) 40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63：ユッカマウンテン処分場に適用するため、

EPA の安全基準・指針に基づいて原子力規制委員会（NRC）が策定。地下水探査のた
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めのボーリング孔の掘削に関する様式化した人間侵入シナリオを定義している。 

 

 以下では、具体的に人間侵入シナリオを定義している 40 CFR Part 191及び 40 CFR Part 

194、40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63 について、規定された人間侵入シナリオの概

要を整理する。 

 

a. 40 CFR Part 191 及び 40 CFR Part 194 の規定内容及び許認可申請書での検討内容 

 40 CFR Part 191 では、性能評価において、処分後 100 年を超える期間での能動的な制

度的管理の役割を考慮できないこと、受動的な制度的管理（連邦政府による処分サイトの

所有権の維持、標識（マーカー）及び記録の保存）によっても人間侵入を完全に排除でき

るとは考えられないとした上で、資源調査のためのボーリングによる偶発的及び断続的な

侵入が最も重大な侵入シナリオとなる可能性があること、特定の処分システムのサイト、

設計及び受動的な制度的管理の効果を検討すること、偶発的なボーリングの掘削の発生確

率の上限、最も重大なものとして想定される事象を列挙している。 

 40 CFR Part 194 は、40 CFR Part 191 での人間侵入シナリオの規定内容をより具体化

したものであり、以下のような規定がされている。 

1) 性能評価では、採鉱活動、深層ボーリング、浅層ボーリングを検討する。 

2) 採鉱活動の影響の評価は、天然資源の掘削採鉱活動による水理地質学的単位における

透過係数の変化に限定する。採鉱活動は 1 世紀に 100 分の 1 の確率で生じる。鉱物資

源の完全な掘り出しは、規制期間中に一度だけ行われるものと仮定する。 

3) 処分システムに影響を及ぼす可能性のある深層ボーリング及び浅層ボーリングを検

討する。 

4) ボーリング事象が起こる可能性とその影響を評価する場合には、以下に示す仮定及び

プロセスを用いる。 

・資源を目的としたボーリングによる偶発的及び断続的な侵入が、最も重大な人間侵

入シナリオである。 

・性能評価では、デラウェア盆地において、規制期間中に時間的、空間的に任意の間

隔においてボーリング事象が発生すると仮定される。 

・深層ボーリング及び浅層ボーリングの頻度は、過去 100 年間にわたり、デラウェア

盆地内にある資源ごとに行われた深層ボーリングを特定し、資源ごとのボーリングの
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比率の合計を求める。 

・将来のボーリング活動及び技術は、適合性認定申請書の作成時に用いられている技

術（泥水の種類及び量、ボーリング孔の深度、直径、密封材等）と同様とする。 

 

 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の許認可申請書に当たる適合性認定申請書の性

能評価3)での人間侵入シナリオの例として、採鉱活動シナリオ、深層ボーリングシナリオの

模式図をそれぞれ図 2.2-1、図 2.2-2 に示す。 

 詳細な評価シナリオの設定、評価結果等に関しては、「3.1.4 WIPP での TRU 廃棄物処

分」に整理を行った。 

 

図 2.2-1 WIPP の性能評価での人間侵入シナリオ（採鉱活動シナリオ）3) 
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図 2.2-2 WIPP の性能評価での人間侵入シナリオ（深層ボーリングシナリオ）3) 

 

b. 40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63 の規定内容 

 ユッカマウンテン処分場のみに適用する 40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63 では、

廃棄物パッケージが破損し、掘削者が認識せずに人間侵入が発生する処分後の最も早い時

期を検討した上で、以下の仮定に基づく人間侵入シナリオを評価することが要求されてお

り、様式化したシナリオの提示がされていると認識される。 

1) 地下水探査のためのボーリングにより 1 回の人間侵入が発生する。 

2) 破損した廃棄物パッケージを直接貫通し、ユッカマウンテン処分場の下にある帯水層

の最上部に至る形でボーリング孔を掘削する。 

3) 掘削者は、現在ユッカマウンテン周辺地域で地下水探査ボーリングのために使用され

ている一般的な手法及びやり方を使用する。 

4) ボーリング孔の注意深い密封は行われず、自然の劣化プロセスによってボーリング孔

が変化する。 

5) 被ばくシナリオでは、水によって飽和帯に運ばれた放射性核種のみを考慮する。 
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 ユッカマウンテン処分場の性能評価での様式化した人間侵入シナリオの模式図4)を図 

2.2-3 に示す。 

 

 

図 2.2-3 ユッカマウンテン処分場の性能評価での人間侵入シナリオ（様式化）4) 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

a. 線量・リスク基準の規定内容 

 米国の地層処分、余裕深度処分等に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、

環境保護庁（EPA）、原子力規制委員会（NRC）ともに、線量基準が用いられている。 

 規定されている基準値については、NRC が単独で策定している低レベル放射性廃棄物処

分に適用する 10 CFR Part 61「放射性廃棄物の陸地処分のための許認可要件」（1982 年）

での 0.25mSv／年を除いては、高レベル放射性廃棄物、TRU 廃棄物の処分に適用する EPA

及び NRC の連邦規則（CFR）とも、EPA が従来から用いている 0.15mSv／年が規定され

ている。また、ユッカマウンテン処分場に適用する 40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63

では、処分後の 10,000 年までは 0.15mSv／年とし、10,000 年以降で地質学的に安定な期

間中（処分後 100 万年で終了すると定義）に関しては、1mSv／年（100mrem／年）が規

定されている。以上のように、米国では、以下の 3 つの線量基準値が設定されている。 

1) 0.15mSv／年：40 CFR Part 191、40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63 
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2) 0.25mSv／年：10 CFR Part 61 

3) 1mSv／年：40 CFR Part 197 及び 10 CFR Part 63 

 

 なお、40 CFR Part 197 において 0.15mSv／年を設定する理由については、40 CFR Part 

197 の規則案を掲載した連邦官報（1999 年 8 月 27 日）の前文において、他の現行の指針、

規則、基準との一貫性があること、全米科学アカデミー（NAS）の報告書「ユッカマウン

テン基準に関する技術的な基礎」（1995 年）2)を検討した結果であるとしている。 

 また、10,000 年以降で地質学的に安定な期間中（処分後 100 万年で終了すると定義）で

の 1mSv／年の基準値については、40 CFR Part 197 の最終規則を掲載した連邦官報（EPA, 

2008 年 10 月 15 日）5)の前文において、国際的に適用されている防護基準を定性的基準と

して採用し、他の線源の存在が想定されないことから割当を行わなかったなどの理由を掲

載している。 

 

b. 代替指標に関する規定内容 

 米国の地層処分、余裕深度処分等に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、

10 CFR Part 60 のみに代替指標の適用を許容することを主旨とした規定が見られる。 

 そもそも、10 CFR Part 60 は、閉鎖 1,000 年後に存在すると計算された放射性核種の在

庫量の年間で 10 万分の 1 の放射性核種の放出速度を処分システムの性能目標としているが、

具体的には、処分システムの全体の性能目標が満たされることを前提として、以下のよう

な代替指標の使用を承認するとしている。 

1) 他の放射性核種の放出速度 

2) 閉じ込め期間 

3) 地下水移動時間 

 

 代替指標の使用を NRC が承認する際には、40 CFR Part 191 の環境放射線防護基準、廃

棄物の寿命・性質、地下施設の設計、母岩・地下水等の地球化学的特性、性能予測での不

確実性の発生源を考慮すると規定されている。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 米国の地層処分に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、長期を対象とした
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性能評価に不確実性の存在は避けられないとして、評価方法に不確実性を織り込むことを

要求するとともに、その説明を求めている。 

 各々の連邦規則（CFR）での性能評価・安全評価における不確実性の取扱いの規定内容

の概要について、以下に整理を行う。 

 

a. 10 CFR Part 60 での規定内容 

 10 CFR Part 60 では、処分システムの性能が、閉鎖後の人工バリアシステムからの放射

性核種の放出速度によって示すことが求められており、具体的には閉鎖の 1,000 年後に処

分場に存在する放射性核種からの放出が 10 万分の 1 を超えないことと規定されている。 

 性能予測における不確実性については、特段の規定はないものの、システム性能を示す

指標として他の指標を用いる場合、地層処分施設の性能を予測する際の特定の不確実性の

発生源を原子力規制委員会（NRC）が考慮して承認することとなっている。 

 

b. 40 CFR Part 191 及び 40 CFR Part 194 での規定内容 

 TRU 廃棄物の処分に適用されている 40 CFR Part 191 では、対象となる期間が長いこと、

関連する事象及びプロセスの特性のため、処分システムの性能評価での不確実性の存在は

避けられないとしている。そのため、40 CFR Part 191 への適合性評価の方法を規定した

40 CFR Part 194 では、適合性評価において以下の 2 項目の実施を要求している。 

1) 処分システムの性能に関連した不確実性を検討して文書化すること。 

2) 適合性評価で用いられる処分システム・パラメータ値の不確実性に関する確率分布を

開発して文書化すること。 

 

 また、開発した処分システム・パラメータ値の確率分布を用いて、無作為サンプリング

により抽出したデータを用いて、線量、放射性核種濃度を計算することが求められている。 

 

c. 10 CFR Part 63 及び 40 CFR Part 197 での規定内容 

 ユッカマウンテン処分場に適用される 10 CFR Part 63 及び 40 CFR Part 197 では、性

能評価は特徴、事象、プロセス（FEP）に基づくものとして、事象・シーケンスの発生確

率、関連する不確実性を含めて実施することが規定されている。不確実性は、地質環境、

生物圏、人工バリアシステムの変遷に関連して付随するものと考えられており、不確実性



 

2-172 
 

を考慮した上でも性能目標に適合していることを示すことが求められている。そのため、

性能評価で用いるパラメータは、合理的なパラメータ分布を考慮することとされている。

また、不確実性の他、知識の欠如も考慮に入れるべきとしている。 

 性能評価の要件として、パラメータ値の不確実性、可変性を考慮し、パラメータの範囲、

確率分布、バウンディング値（保守的に境界を見積った分析により得られる値）などの技

術的根拠を示すことが条件とされている。 

 

(7) セーフティケースの内容とそれに対する規制側のレビュー 

 地層処分に係る安全基準・指針である連邦規則（CFR）では、セーフティケースという

用語は用いられていないものの、許認可申請書での安全解析書、適合性認定申請書での評

価、性能評価、適合性評価などに広範なデータ、情報を含めることが求められている。 

 各々の連邦規則（CFR）でのセーフティケースの内容の規定内容の概要について、以下

に整理を行う。 

 

a. 10 CFR Part 60 での規定内容 

 一般的なサイトでの高レベル放射性廃棄物の処分に適用される 10 CFR Part 60 には、性

能評価を含めた「安全解析書」を許認可申請書の一部として作成することが求められてい

る。安全解析書では、サイトの記述、評価を記述することとなっているが、後者の評価で

の記載内容がセーフティケースに近いものと考えられる。 

 安全解析書の評価には、以下を含めることとなっている。 

1) サイトの環境特性の解析 

2) サイト選定基準の適合性の解析 

3) 放射性物質の放出に係る性能評価 

4) 放射性物質の放出に対する人工バリア、天然バリアの有効性 

5) 地上施設及び地下施設の性能解析 

6) 評価モデルをサポートする方策 

 

b. 40 CFR Part 194 での規定内容 

 TRU 廃棄物の地層処分場である廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）に適用される

40 CFR Part 194 では、許認可申請書に相当するが 5 年毎に提出が求められている適合性
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認定申請書において、40 CFR Part 194 に基づいて実施された評価の結果、評価に関連す

る入力パラメータ、入力パラメータの選定根拠に関する説明を記述することが規定されて

いる。 

 また、適合性認定申請書には、広範な情報、検討結果などを含めるべきとしており、以

下に項目のみを列挙する。 

1) 品質保証 

2) モデル及びコンピュータ・コード 

3) 廃棄物の特性評価 

4) 将来の状態に関する仮定 

5) 専門家の判断 

6) ピアレビュー 

7) 性能評価（範囲、事象の検討、結果） 

8) 能動的な制度的管理 

9) モニタリング 

10) 受動的な制度的管理 

11) 人工バリア（代替案を含む） 

12) 資源の存在に対する配慮 

13) 廃棄物の回収 

14) 個人防護等の要件への適合性評価（範囲、結果） 

 

c. 10 CFR Part 63 での規定内容 

 ユッカマウンテン処分場での高レベル放射性廃棄物の処分のみに適用される 10 CFR 

Part 63 には、性能評価を含めた「安全解析書」を許認可申請書の一部として作成すること

が求められている。安全解析書では、サイトの記述、人工バリア等の設計、放射性廃棄物

の回収計画、特徴・事象・プロセス（FEP）に係るサイト特性調査の進捗状況、個人防護

及び人間侵入に係る「性能評価」を記述することとなっているが、性能評価での記載内容

がセーフティケースに近いものと考えられる。 

 性能評価に用いられる分析及びモデルに関する裏付けとして、以下による情報、または

組合せを含めることとしている。 

1) 現場試験 
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2) 原位置試験 

3) 現場条件を再現した室内試験 

4) モニタリング・データ 

5) ナチュラルアナログ研究 

 

 また、その他の許認可申請書の主要な記載事項としては、以下がセーフティケースとの

関連があるものと考えられる。 

・性能確認プログラム 

・専門家の判断 

・品質保証計画 

・記録の保存 

・アクセス制限、土地利用制限、標識（マーカー）の概念設計 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 米国の地層処分に係る社会・ステークホルダーとのコミュニケーションについては、高

レベル放射性廃棄物での処分は 1982 年放射性廃棄物政策法、10 CFR Part 60（一般的なサ

イト）及び 10 CFR Part 63（ユッカマウンテン処分場）に、TRU 廃棄物の廃棄物隔離パイ

ロットプラント（WIPP）での処分は 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土

地収用法に、規制機関である原子力規制委員会（NRC）及び環境保護庁（EPA）、実施主体

であるエネルギー省（NRC）と州等の地元政府との許認可レビュー等での関与として規定

されている。 

 

a. 1982 年放射性廃棄物政策法での規定内容 

 1982 年放射性廃棄物政策法には、州等と規制機関、実施主体との協議に関する事項とし

て、以下を列挙している。 

1) 情報提供：エネルギー長官、NRC 等から州知事及び議会への情報提供 

2) 協議及び協力：エネルギー長官と州知事及び議会との協議、協定 

3) 書面による協定：エネルギー長官と州とは協定締結に努める（NRC の権限に影響を

及ぼすものではない） 

4) 現地代表：エネルギー長官は、州、地方自治体に対し、現地監視活動を行う代表者を
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任命する機会を与える。 

 

b. 10 CFR Part 60 での規定内容 

 10 CFR Part 60 には、州政府の参加に関する事項として、以下が列挙されている。 

1) 情報提供：NRC が州知事及び議会に完全な情報を提供 

2) サイト・レビュー：NRC と州との書面により要求される協議（サイト特性調査の進

捗、NRC の規制活動への参加、州による許認可レビューへの参加案の作成協力） 

3) 州による許認可レビューへの参加 

 

c. 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法での規定内容 

 1992 年 WIPP 土地収用法には、エネルギー長官及び環境保護庁（EPA）とニューメキシ

コ州との協定、管理等に関する協議事項として、以下が列挙されている 

1) 協定：州とエネルギー省（DOE）との協議・協調協定 

2) 管理責任体制：エネルギー長官と州との協議、エネルギー長官から州への管理プラン

の提出 

3) 定期的な適合性再認定：エネルギー長官から EPA、州に対して定期的な EPA 連邦規

則（CFR）への適合性認定に係る申請書の提出 

4) 関連法令への適合性：エネルギー長官から EPA に対して、関係法令への適合性に関

する文書の提出 

5) WIPP の廃止措置：エネルギー長官と州との廃止措置プランについての協議 

 

d. 10 CFR Part 63 での規定内容 

 10 CFR Part 63 には、州政府の参加に関する事項として、以下が列挙されている。 

1) 情報提供：NRC が、州知事及び州議会、地元政府に対し、完全な情報を提供 

2) サイト審査：NRC と州及び地元政府との書面により要求される協議（サイト特性調

査の進捗、NRC の規制活動への州及び地元政府の参加、州による許認可レビューへの

参加案の作成協力） 

3) 州及び地元政府による許認可審査への参加 
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(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 米国は、高レベル放射性廃棄物の処分と TRU 廃棄物の処分とで、大きく異なる許認可体

系が取られている。高レベル放射性廃棄物の処分については、大きく建設、操業、閉鎖、

許認可の終了と段階的に許認可が段階的に行われるが、TRU 廃棄物の廃棄物隔離パイロッ

トプラント（WIPP）は、環境影響評価書に関するエネルギー省（DOE）の決定をもって

建設が開始されており、その後の 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収

用法で規制機関が環境保護庁（EPA）に特定されたことから、40 CFR Part 191 及び 40 CFR 

Part 194 による適合性認定の承認により操業が開始され、これ以降は閉鎖段階までの 5 年

毎の適合性再認定により操業が続けられることとなっている。 

 このように、同じ地層処分であっても、高レベル放射性廃棄物処分の段階的な許認可に

対して、TRU 廃棄物の処分は定期的な安全性の確認という、まったく異なる規制体系が取

られている。 

 

a. 高レベル放射性廃棄物の処分の規制体系 

 1982 年放射性廃棄物政策法、10 CFR Part 60 及び 10 CFR Part 63 による高レベル放射

性廃棄物の処分は、以下の段階による許認可が行われる。 

1) 建設認可 

2) 操業許可（原料物質、特殊放射性物質、副生成物を受け取り、保有する許認可） 

3) 操業許可の修正（許認可の修正）：以下の場合に許認可の修正を要する 

・定置された高レベル放射性廃棄物を回収不可能な状態にするための活動、または定

置された廃棄物の回収の困難度を著しく増すような活動。 

・構造物の解体 

・サイトへのアクセスを制限し、サイトの擾乱、またサイト外にあり、その条件が影

響を与える可能性のある様々なエリアの擾乱を回避するために適用される管理の撤

廃または緩和。 

・維持されることが求められている記録の破壊または処分 

・許認可で指定された設計及び操業手順に対する何らかの実質的な変更 

4) 閉鎖許可：性能確認プログラムで得られた情報に関する NRC の審査完了が条件 

5) 許認可の終了 
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b. TRU 廃棄物の規制体系 

 1992 年 WIPP 土地収用法、40 CFR Part 191 及び 40 CFR Part 194 による TRU 廃棄物

の処分は、以下の段階による許認可が行われる。 

1) 操業許可：適合性認定についての EPA の決定。放射性廃棄物の受入開始から廃止措

置段階の終了までの 5 年毎の EPA の決定。 

2) 廃止措置許可：適合性再認定について EPA が決定し、廃止措置段階へ移行。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 米国の放射性廃棄物に関する法令には、可逆性の用語は見当たらない。一方、回収可能

性については、安全規制に係る連邦規則（CFR）での安全性の確保のための回収の他、1982

年放射性廃棄物政策法には使用済燃料中の経済的に重要な含有物を利用するための回収が

規定されている。 

 また、1982 年放射性廃棄物政策法、1992 年 WIPP 土地収用法には、処分の定義として、

回収を意図しないで処分場に定置することとし、閉鎖後の処分場からの回収は考慮しない

ことが示唆されているものと考えられる。 

 

a. 1982 年放射性廃棄物政策法での規定内容 

 1982 年放射性廃棄物政策法の第 2 条（定義）では、処分を「予見し得る期間内での回収

を意図せずに処分場に定置することをいう。ただし、かかる廃棄物を回収できるような定

置方法であるか否かは問わない」と定義している。また、処分場の定義の中で「定置され

る物質を当初の操業期間の一定時期に回収できるように設計されているか否かは問わな

い。」とし、回収を考慮した設計とすることを必ずしも要しないとしている。 

 また、1982 年放射性廃棄物政策法第 122 条（使用済燃料の処分）には、「操業期間中、

住民の健康及び安全または環境等に関する理由から、または、かかる使用済燃料中の経済

的に重要な含有物の回収を図る目的で、かかる処分場に定置された使用済燃料を再び取り

出すことができるよう設計・建設されなければならない」として、安全性、環境影響の他、

使用済燃料中のウラン、プルトニウム等の含有物の有効利用のための回収も意図されてい

る。 

b. 10 CFR Part 60 及び 10 CFR Part 63 での規定内容及び許認可申請書での検討内容 

 10 CFR Part 60 及び 10 CFR Part 63 での回収の定義は、処分のために定置した放射性
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廃棄物を取り出す行為としている点は同様であるが、前者は単に「意図的」なものとする

一方で、後者は回収が「永久的」なものと位置付けている。 

 また、回収可能性の維持の期間については、廃棄物の定置期間中であること、性能確認

プログラムで得られた情報に関する原子力規制委員会（NRC）の審査が完了するまでとし

ている。 

 さらに、定置された廃棄物の回収は、「廃棄物定置作業が開始されてから 50 年間経過す

るまでのいずれかの時点に始まる合理的なスケジュールによって可能になるように設計さ

れなければならない」として、回収を実現するためのスケジュールを示すことが求められ

ている。 

 このため、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書6)の安全解析書「1.11 

放射性廃棄物の回収及び代替貯蔵の計画」では、以下の作業を実施するものとして、全体

で 38 年 6 ヶ月を要するとのスケジュールが示されている（図 2.2-4 参照）。 

1) 回収の理由、回収のための施設・設備、許認可に係る評価：6 ヶ月 

2) 設計・操業計画の立案：24 ヶ月 

3) NRC の審査：約 36 ヶ月 

4) 施設建設・設備調達及び回収の操業手順書の作成：12～36 ヶ月 

5) 回収作業：30 年 

 

図 2.2-4 ユッカマウンテン処分場の廃棄物回収のスケジュール 6) 
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c. 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法での規定内容 

 1992 年 WIPP 土地収用法では、回収（retrieval）は処分場から撤去（removal）するこ

と定義している。また、処分の定義においては、廃棄物の回復（recovery）はしないという

目的で、接近可能な環境からの TRU 廃棄物の恒久的隔離を意味するとしている。 

 

d. 40 CFR Part 191 及び 40 CFR Part 194 での規定内容及び許認可申請書での検討内容 

 40 CFR Part 191 の§191.02（定義）においては、処分が「使用済燃料または放射性廃

棄物を接近可能環境から、回復（recovery）の意図を持たずに永久に隔離する」と定義され

ており、回復が可能か否かは問われないとしており、1992 年 WIPP 土地収用法での規定と

同様なものとなっている。 

 また、§191.14（保証要件）(f)には、「処分後の相当な期間にわたり大部分の廃棄物の撤

去（removal）を排除しないように、処分システムは選定されるべき」としており、閉鎖後

の処分場からの廃棄物の撤去を保証するように要求している。 

 このため、WIPP の許認可申請書に当たる適合性認定申請書7)においては、Appendix 

WRAC「閉鎖後の廃棄物の撤去（Waste Removal After Closure）」の中で、閉鎖後の WIPP

に定置された廃棄物を撤去する実現可能性について検討が行われており、必要性が生じた

場合には、現在の技術を利用して廃棄物の撤去を行うことが可能であるため、付加的な設

計要件なしに撤去要件に適合しているとの結論が示されている。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 米国の高レベル放射性廃棄物等の地層処分、余裕深度処分相当の処分については、実施

責任がエネルギー省（DOE）にあるため、許認可終了後の制度的管理は、計画立案、関連

施設の設計・建設・維持管理等は DOE が実施することとなっている。また、土地の所有を

含めた土地利用制限、記録の保存などの受動的な制度的管理には、管理を終了するという

考え方はなく、永久に維持するという考え方が取られている一方で、能動的な制度的管理

については、管理を終了することが想定されており、終了の要件などが規定されている。 

 

a. 1982 年放射性廃棄物政策法での規定内容 

 1982 年放射性廃棄物政策法第 302 条（放射性廃棄物基金）には、放射性廃棄物基金の用

途が規定されており、エネルギー長官が放射性廃棄物基金から支出することができるもの
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として、処分場の閉鎖後の維持及び監視が規定されている。 

 

b. 10 CFR Part 60 での規定内容 

 10 CFR Part 60 の§60.51（許認可修正または恒久閉鎖）では、閉鎖に当たって修正した

許認可申請書を提出すること、その中に、閉鎖後のモニタリング・プログラムを記載する

ことが求められている。 

 また、§60.71（記録と報告書）においては、地層処分施設での放射性廃棄物の受け入れ、

取り扱い、処分の記録は、貯蔵・処分のすべての段階までの廃棄物の移動の完全な履歴を

提供すること、将来の世代が有用となる方法で記録を保持することが規定されている。 

 さらに、§60.121（土地の所有権と利害関係の管理の要件）で土地の所有権について、

地層処分施設は、エネルギー省（DOE）の権限及び管理の下で取得された土地、または DOE

の利用のために永久的に収用、留保された土地に設置されるものとするとの規定がされて

いる。 

 

c. 1992 年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法での規定内容 

 1992 年 WIPP 土地収用法の第 13 条（WIPP の廃止措置）では、WIPP の廃止措置、ま

たは土地収用の終了後の収用地の管理、利用に関する計画を策定すること、計画を連邦議

会に提出することが求められている。 

 

d. 40 CFR Part 191 での規定内容 

 40 CFR Part 191 の§191.12（定義）には、能動的及び受動的な制度的管理が以下のよ

うに定義されており、制度的管理の実施者は明示されていないが、処分の実施主体が想定

される。 

1) 能動的な制度的管理 

・受動的な制度的管理以外の手段による処分サイトへのアクセスを管理すること 

・サイトにおける保守作業または修復活動の実施 

・サイトからの放出物の管理あるいは浄化 

・処分システム性能に関連するパラメータの監視 

2) 受動的な制度的管理 

・処分サイトに設置された永続的な標識 
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・公共の記録または資料 

・土地または資源利用に関する政府の所有権及び規制 

・処分システムの所在地、設計及び収容された物質に関する知識を保存するためのそ

の他の方法 

 

 また、40 CFR Part 191 の§191.14（保証要件）には、§191.13 に規定された閉じ込め

要件を長期的に保証するための要件として、制度的管理の基本的な実施事項、制度的管理

の終了の考え方が以下のとおり規定されており、特に処分後のモニタリングの終了は懸念

が存在しなくなるまでとしている。なお、ここでも制度的管理の実施者は明示されていな

いが、処分の実施主体が想定される。 

1) 能動的な制度的管理は、処分後の実行可能な期間にわたり維持する。ただし、性能評

価では処分後 100 年を超える能動的な制度的管理の役割を考慮しない。 

2) 不利な方向への処分システムの性能の著しい逸脱を検知するため、処分後もモニタリ

ングする。ただし、それ以上のモニタリングを必要とする懸念が存在しなくなるまで

実施する。 

3) 永続性の高い標識、記録及びその他の受動的な制度的管理によって処分サイトを表示

する。 

 

e. 40 CFR Part 194 での規定内容 

 40 CFR Part 194 の§194.42（モニタリング）において、閉鎖後モニタリングは、立坑

の埋め戻し及び密封された後の早い段階で、予想された性能からの重大かつ有害な逸脱の

検知を目的としたモニタリングが行われること、エネルギー省（DOE）が、それ以上のモ

ニタリングの実施が必要となる重大な懸念は存在しないことを環境保護庁（EPA）長官が

満足できる形で証明した時点で終了するとして、閉鎖後モニタリングの終了は EPA 長官が

判断するように規定されている。 

 

f. 1992 年エネルギー政策法での規定内容 

 1992 年エネルギー政策法には、処分場のバリア破損、個人被ばくの増加によるリスクを

発生させる活動の防止を目的として、エネルギー長官がユッカマウンテン・サイトを監督

し続けると規定し、能動的な制度的管理である監督を継続するとの考え方が示されている。 
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g. 10 CFR Part 63 での規定内容 

 10 CFR Part 63 の§63.302（サブパート L に関する定義）には、受動的な制度的管理が

以下のように定義されており、制度的管理の実施者は明示されていないが、処分の実施主

体であるエネルギー省（DOE）が想定される。 

1) 地表に設置される実現可能な限り永続的な標識 

2) 公開記録及び保管文書 

3) 土地及び資源利用に関する政府の所有及び規制 

4) ユッカマウンテン処分システムの所在地、設計及び収容物に関する知識を保存するこ

とを目的としたその他の合理的な方法 

 

 また、§63.51（永久閉鎖のための許認可修正）においては、閉鎖に先立って提出される

修正版の許認可申請書において永久閉鎖後モニタリング計画を示すことが求められており、

制度的管理の実施者は明示されていないが、処分の実施主体であるエネルギー省（DOE）

が想定される。 

 

(12) 能動的な制度管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 米国の高レベル放射性廃棄物等の地層処分、余裕深度処分相当の処分に関する法律、連

邦規則（CFR）での能動的な制度的管理のうち、閉鎖後のモニタリングについては、ほぼ

許認可申請書にモニタリング計画を記載することが求められている。ただし、40 CFR Part 

194「廃棄物隔離パイロット・プラント（WIPP）の 40 CFR Part 191 処分規制との適合性

の承認基準」（EPA、1996 年）には、モニタリング項目を決定するための分析事項が示さ

れるとともに、最小限含めるべきモニタリング計画の内容が規定されている。以下にその

概要を示す。 

 

a. 40 CFR Part 194 での規定内容 

 40 CFR Part 194 の§194.42（モニタリング）においては、処分システム・パラメータ

が処分システムによる廃棄物の閉じ込めに及ぼす影響の分析を実施し、閉鎖前及び閉鎖後

のモニタリングに関する計画の策定に利用することが要求されている。 

 分析される処分システム・パラメータは、少なくとも以下のを含めることとしている。 
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1) 埋め戻し材の特性（間隙率、透過係数、圧密及び再固化の度合いなど） 

2) 廃棄物処分室周辺天盤、壁及び床の応力及び変形の程度 

3) 天盤またはその周辺岩盤内での大規模な脆性変形構造の開始または変位 

4) 処分システム近辺への人間侵入による地下水流及びその他への影響 

5) 塩水の量、フラックス、組成及び空間的分布 

6) 気体の量及び組成 

7) 温度分布 

 

 また、分析されたすべての処分システム・パラメータについて、処分システムの将来の

性能予測への重要性などのためにモニタリングを行わないとしたものは、許認可申請書に

明記することが求められている。 

 閉鎖後モニタリングは、立坑が埋め戻し及び密封された後の早い段階で、予測された性

能からの重大・有害な逸脱の検知を目的として実施することが求められている。さらに、

閉鎖後モニタリングは、それ以上のモニタリングの実施が必要となる重大な懸念が存在し

ないことの証明を環境保護庁（EPA）長官が満足した時点で終了するとしている。 

 許認可申請書においては、以下のような情報を閉鎖後モニタリング計画に含めることが

要求されている。 

1) モニタリングの対象となるパラメータと、基準値の決定方法の特定。 

2) 処分システムの予測性能からの逸脱を評価するために各パラメータを利用する方法

に関する記述。 

3) 予測性能からの逸脱を検知するため、各パラメータのモニタリングを実施する期間の

検討。 

 

b. 10 CFR Part 63 での規定内容 

 10 CFR Part 63 の§63.51（永久閉鎖のための許認可修正）においては、閉鎖後のモニタ

リング計画は、ユッカマウンテン処分場の閉鎖に先立って、許認可修正の申請の中に、地

層処分場の永久閉鎖後モニタリング計画に関する記述が求められている。 

 

(13) 受動的な制度管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 米国の高レベル放射性廃棄物等の地層処分、余裕深度処分相当の処分に関する法律、連
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邦規則（CFR）での受動的な制度的管理として、記録の保存、マーカー・標識、土地利用

制限の 3 項目の規定内容の概要を以下に整理する。 

 

a. 記録の保存に関する規定内容 

 ほとんどの連邦規則（CFR）において、記録の保存の方法を許認可申請書に含めること

が求められているが、以下のような記録すべき内容、保存の方法の具体例が規定されてい

る場合がある。 

1) 10 CFR Part 60： 

・潜在的な侵入者が参照する可能性があり、地下施設、ボーリング孔及び立坑、管理

区域の境界、廃棄物の性質及び危険を含む地層処分施設作業区域の場所を確認するた

めの記録 

・地元の州及び連邦政府機関の公文書と土地記録システム、世界のその他の場所の公

文書館への配置 

・将来の世代にとっての有用性を確保する方法で地層処分施設の建設の記録を維持す

る。必要な記録は少なくとも以下を含む。 

－すぐに認識可能な地上施設またはモニュメントによって参照される地下施設掘削、

立坑、ボーリング孔の調査 

－遭遇した物質の記述 

－地質図及び地層断面 

－地下水の湧出の位置及び量 

－作業の設備、方法、進捗、順序の詳細 

－建設上の問題点 

－遭遇した異常状態 

－計測器の位置、計測値、解析 

－構造的支持システムの位置及び記述 

－排水システムの場所及び記述 

－使用しているシールの詳細、設置の方法、場所 

2) 40 CFR Part 191：処分システムの所在地、設計及び収容された物質に関する知識を

保存するためのその他の方法。 

3) 40 CFR Part 194：未開発資源の探査に当たる人々が調べる可能性のある地元自治体、
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州及び連邦政府の公文書館及び土地登記システム、また国際的な公文書館に、以下のよ

うな記録を保管する。 

－管理区域及び処分システムの所在地 

－処分システムの設計 

－廃棄物の性質及び危険性 

－処分システムにおける廃棄物の閉じ込めに関連する地質学的、地球化学的、水理

学的、その他のサイト・データ、あるいはこの種の情報の所在地 

－掘削区域の埋戻し、立坑の密封、廃棄物と処分システムとの相互作用に関する試

験、実験及びその他の分析の結果。さらに処分システムにおける廃棄物の閉じ込め

に関するその他の試験、実験または分析の結果、あるいはこの種の情報の所在地 

4) 10 CFR Part 63： 

・侵入を行う可能性のある人間が調べる可能性が高い、現地、州及び連邦政府機関の

記録保管所及び土地登記体系、世界の別の地点にある記録保管所における記録の保管。 

・記録は、地層処分場の所在を明らかにするものであり、その中には地下施設、ボー

リング孔、立坑及び斜坑、サイトの境界線、廃棄物の性格及び危険性に関する記録が

含まれる。 

・ユッカマウンテン・サイトの地層処分場の建設記録を、将来の世代が利用しやすい

ような方法で維持するものとする。建設記録には、少なくとも次のものが含まれる。 

－地下施設の掘削部分、立坑、斜坑及びボーリング孔に関する概要。また、容易に

識別できる地表の特徴または標識（マーカー）との関連についても示される。 

－遭遇した物質の記述 

－地質図及び地質学的な断面図 

－地下水の湧出場所及び量 

－設備、方法、経過及び作業手順の詳細 

－建設上の問題 

－遭遇した変則的な事態 

－計器類の所在地、示度及び分析 

－構造的支持システムの設置場所及び記述 

－排水システムの設置場所及び記述 

－使用されたシール材に関する詳細、設置方法及び設置場所 
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－施設設計記録（設計仕様及び完成図面など） 

 

b. マーカー・標識に関する規定内容 

 各々の連邦規則（CFR）において、モニュメント、マーカー・標識の意味を規定した上

で、設計要件が示されている。 

1) 10 CFR Part 61： 

・管理区域をモニュメントでマークする。 

・管理区域は、地下施設の外の境界から 10 キロメートル以内の適切なモニュメントに

よってマークされる地上の場所、及び地層処分施設として利用されることになってお

り、不適切な活動が恒久閉鎖後に限定される地下部分を意味する。 

・閉鎖に先がけて修正される許認可申請書では、将来の世代の利用のために適切な情

報の保存の方策として、できる限り恒久なものとして設計、製造、処分されたモニュ

メントを含めることとなっている。 

2) 40 CFR Part 191：処分サイトの存在は、きわめて永続性の高いマーカー・標識によ

って示されるものとする。 

3) 40 CFR Part 194：許認可申請書では、処分システムの所在地、設計及び収容物に関

する知識を保存するために用いられる措置についての詳細な記述が含まれるものとし、

実行可能な限り恒久的なものとして設計、製造及び定置される標識（マーカー）による

管理区域の特定が含まれる。 

4) 10 CFR Part 63： 

・DOE がユッカマウンテン・サイト及び隣接区域においてアクセスを制限する目的で

適用する管理として、閉鎖後のサイトの特定に使用される標識（マーカー）の概念設

計を許認可申請書に含める。 

・閉鎖に先がけて修正される許認可申請書では、地層処分場内に定置された廃棄物の

長期的な隔離を損なう可能性のある活動を制限または防止し、将来の世代が利用でき

るように関連情報を確実に保管するために使用される様々な措置として、標識（マー

カー）の建設について、実行可能な限り永続的なものとして設計、製造及び設置され

た標識（マーカー）による、サイト及び地層処分場操業エリアの特定に関する詳細な

記述を含める。 
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c. 土地利用制限に関する規定内容 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分場の土地に関しては、実施主体であるエネルギー省

（DOE）の管轄権及び管理の下で取得された土地か、DOE による利用のために永久的に確

保または保有された土地として、以下のような、あらゆる権利が伴わない形で確保される

ことが規定されている。 

・権利及び抵当権（一般的な鉱業法の下で発生する諸権利、通行権などの地役権） 

・その他の権利（賃貸借契約、立入権、証書、譲渡証書、抵当権、占有、長年の使用に

基づく権利など） 

・水利権 

 

 また、TRU 廃棄物の廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）は、以下のとおり、すべ

ての権利関係が収用され、内務長官からエネルギー長官に管轄権が移管されている。 

・土地収用：無制限の鉱物賃貸法、地熱賃貸法、物質販売法を含む一般土地法、及び採

掘法に基づき、登録、割り当て、処分というすべての形式から収用される。 

・管轄権：収用地の管轄権は、内務長官からエネルギー長官へ移管される。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 米国では、2014 年 2 月に、ニューメキシコ州のカールスバッド近郊の廃棄物隔離パイロ

ットプラント（WIPP）で火災事故、放射線事象が発生した。現在は、操業再開に向けたス

ケジュール及び費用の見直しが実施されている。 

 

a. 2014 年 2 月 5 日の WIPP での火災事故の概要 

 2014 年 2 月 5 日午前 10 時 45 分頃に、岩塩運搬用トラックが関係する地下火災が発生し

た。本トラックは、掘削した岩塩を地下施設から運搬するためのディーゼル式の車両であ

る。火災の発生時には地下施設に 86名の作業員等がおり、全員が無事に坑道から脱出した。

6 名の人員は煙吸入のために診察を受け、地下火災の当日に地元の病院から帰宅した。1 名

の従業員は引き続き火災による煙吸入で治療を受けている。8） 

 

b. 2014 年 2 月 14 日の WIPP での放射線事象の概要 

 2014 年 2 月 14 日午後 11 時 14 分に、連続空気モニタが地下施設における放射性物質の
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放出を検出した。地下換気システムが、HEPA 濾過へと自動的に切り替わり、ダンパが手

動で開かれ、気流の流量が指定されたレベルとなるように調整された。気流の流量は、

425,000 立方フィート／分（cfm）から 60,000cfm へと引き下げられた。その時点で、地下

施設に作業員等はいなかった。連続空気モニタはパネル 7 のすぐ外側に位置していた。 

 換気流の HEPA フィルタ通過への切り替えは、放射性物質の環境への放出を最小化する

ことによってサイトの地上作業員と周辺地域の公衆を保護するよう設計されている。HEPA

換気への自動切り替えは設計どおりに作動し、放射性物質の外部への放出は最小限に抑え

られた。閉じられた換気フィルタ・バイパスダンパからの漏えいにより放出が発生した後

には、WIPP の施設の外部において、浮遊放射性物質の濃度のわずかな上昇が検出された。

8） 

 

c. WIPP での火災事故・放射線事象の原因 

 米国のエネルギー省（DOE）の環境管理局（EM）は、2014 年 3 月 14 日に、廃棄物隔

離パイロットプラント（WIPP）の地下施設内で 2014 年 2 月 5 日に発生した岩塩運搬車の

火災事故 についての「事故調査報告書」9）を公表した。 

 事故調査報告書では、火災事故の直接原因（DC）は、岩塩運搬車の油圧作動油、または

軽油が過熱した触媒コンバータなどに接触したことでエンジンルームの火災となったとし

ており、タイヤ 2 本も焼失したとことが報告されている。また、火災事故の根本原因（RC）

としては、日常のメンテナンス不足、火災抑制システム解除などの管理・操業（M&O）契

約者の不適切な管理が問題とされており、さらに、火災事故に繋がった寄与要因（CC）と

して、放射性廃棄物に直接関連しない機器・活動の管理上の問題、不十分・不適切なメン

テナンス・プログラム、訓練などの 10 項目が挙げられている。また、調査により確認され

た 22 項目の問題点（CON）及び 35 項目の措置必要事項（JON）も示されている。 

 また、エネルギー省（DOE）の環境管理局（EM）は、2014 年 4 月 24 日に、廃棄物隔

離パイロットプラント（WIPP）の地下施設内で 2014 年 2 月 14 日に発生した放射線事象 

についての「事故調査報告書（フェーズ 1）」10)を公表した。WIPP では、放射線事象にお

ける放射性物質の漏洩場所の特定及び原因究明のための地下施設内の調査を実施中である

が、本報告書では、事故調査の第 1 段階として、放射性物質の地上環境への漏洩と WIPP

職員の被ばく、事象発生後の対応、管理体制が中心に取りまとめられている。2014 年 4 月

23 日付けの事故調査委員会（AIB）の資料では、放射性物質の地上環境への漏洩の根本原
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因は、WIPP を運営・管理する DOE カールスバッド・フィールド事務所（CBFO）と管理・

操業（M&O）契約者とが、放射線の危険性を十分に理解・管理していなかったためとして

いる。また、換気システムの設計及び操作性が不適切であり、安全管理プログラムや安全

文化の劣化と合わせて累積的に影響したこと、漏洩の認識及び対応が遅延し、効果的でな

かったことが放射性物質の漏洩につながったとしている。 

 さらに、エネルギー省（DOE）の環境管理局（EM）は、2015 年 4 月 16 日に、廃棄物

隔離パイロットプラント（WIPP）の地下施設内で 2014 年 2 月 14 日に発生した放射線事

象 について、事故調査委員会（AIB）による 2 回目となる「事故調査報告書（フェーズ 2）」

11)を公表した。事故調査報告書（フェーズ 2）では、事故調査委員会の調査結果として、2013

年 12 月にロスアラモス国立研究所（LANL）で処理した 1 本の廃棄物ドラムについて、処

分されたドラム中での有機物質と硝酸塩との混合による発熱化学反応が放射線事象及び放

射性物質の漏洩の原因と結論づけている。具体的には、放射線事象及び放射性物質の漏洩

の直接原因がロスアラモス国立研究所（LANL）から運び込まれた廃棄物ドラム番号 68660

にあること、今回の事象に限った根本原因としてロスアラモス国立研究所での有害廃棄物

施設許可の理解・実施及びカールスバッド・フィールド事務所（CBFO）による管理に欠陥

があったことを挙げている。 

 

d. WIPP での火災事故・放射線事象の事業者の対応 

 2014 年 9 月 30 日に、廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の事業者であるエネルギ

ー省（DOE）は、WIPP における廃棄物の定置を 2016 年第 1 四半期に再開することを目

指した「復旧計画」8)を策定した。本復旧計画では、作業安全、周辺住民の健康保護が最大

の優先事項であるとして、復旧作業の種々のフェーズを支えるのは、規制対応、火災防護、

放射線管理、緊急事態管理の改善、関連する文書化、手順及び訓練などとしている。 

 

e. WIPP の操業再開の検討 

 2014 年 9 月 30 日に策定された「復旧計画」では、操業開始は 2016 年第 1 四半期（3 月）

が目途とされ、廃棄物の定置を再開し、WIPP の定置速度を完全に操業レベルにまで復旧さ

せるためには、新たな換気システムのが必要であり、新たな換気システムの使用が開始さ

れるようになれば、WIPP は廃棄物の定置のための岩塩の掘削を全面的に再開できるとして

いた。しかし、2016 年 3 月までの操業再開が達成できないとして、操業再開に向けたスケ
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ジュール及び費用の見直しが行われた。なお、操業再開スケジュールの遅延は、事故調査

委員会（AIB）による指摘事項への対応、より厳格化された DOE のサイト固有の文書化安

全解析（Documented Safety Analysis, DSA）の基準を満足すること、暫定的な換気システ

ムの製造等の調達・品質保証に係る契約者の監督に関する問題への対応など、復旧計画の

策定時には想定されていなかった活動が必要になったためとしている。 

 2016 年 1 月 21 日に、エネルギー省（DOE）のカールスバッド現地事務所は、新しい包

括的な業績指標ベースライン（Performance Measurement Baseline、PMB）を承認した。

これは、WIPP の復旧作業、ベースラインの操業、資本・資産について、廃棄物定置作業の

再開までの道程を示したスケジュールを伴う 1 つのプランに示したものである。本業績指

標ベースラインに示されたスケジュールでは、廃棄物定置作業の再開を 2016 年 12 月とし

ている。12) 
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2.2.4 フランスにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 フランスにおいて安全規制当局が原子力安全規制法令に基づいて ANDRA の活動に関与

できるのは、ANDRA の活動の対象施設が原子力基本施設（INB）に指定されているためで

ある。しかし、これまでに ANDRA のサイト選定活動の要所において多様な位置づけによ

る規制当局の関与実績が存在する。 

 

a. 処分場の設置許可申請における規制機関の関与 

 1991 年の放射性廃棄物管理研究法1)のもと、地域からの自発的応募を原則として、地下

研究所設置のためのサイト選定が進められ、1999 年には粘土層を有するビュールが地下研

究所の設置サイトに選定されている。2006 年放射性廃棄物等管理計画法2)（以下、管理計

画法という）により、処分場の設置許可申請を行うことができるのは、地下研究所による

研究の対象となった地層のみとされた。管理計画法では、処分場の設置許可申請を行う前

には、公開討論会を開催しなければならないことが規定されており、また、同申請につい

ては、国家評価委員会（CNE）による評価報告書、規制機関である原子力安全機関（ASN）

の意見書が求められることになっている。同申請書は公開討論会の報告書、CNE と ASN

によって出された各々の報告書が添付され、議会科学技術選択評価委員会（OPECST）に

提出される。OPECST は申請書についての評価結果を議会に報告し、次に政府は、処分場

の可逆性の条件を定める法案を議会に提出する。法案が成立した場合、公衆意見聴取が行

われ、その後、処分場の設置を許可するデクレが公布される。このように、規制機関であ

る ASN は、処分場の設置許可申請時に意見書を出すことになっている。 

 

b. 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物処分場サイト選定での関与 

 1987 年に放射性廃棄物管理機関（ANDRA）が高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベ

ル放射性廃棄物地層処分場のサイト選定のための調査を開始し、ビュール、ガール、ヴィ

エンヌの 3 カ所のサイトを提案した。政府は 1996 年 6 月にこれら 3 つのサイトそれぞれに

ついて地下研究所の建設及び操業許可申請書の提出を認めた。その後、ANDRA が行った 3

つのサイトに関する地下研究所の建設及び操業許可申請に関して政府は、1998 年 12 月に

異なる 2 種類の地質媒体に対する調査を 2 カ所の地下研究所で実施する必要性を示し、粘

土層に関する地下研究所サイトとしてビュールを選定するとともに、花崗岩に関する地下
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研究所サイトを新たに探すことを指示した。この選定過程における規制の関与としては、

ASN 内部の常設専門家グループや IRSN が、ANDRA による 2005 年の研究成果報告書

（Dossier2005）3)の取りまとめまでの中間レポートについて助言、勧告を実施しているこ

とが挙げられる。また、2005 年に、ANDRA が粘土層での処分の実現可能性を示した報告

書（Dossier2005）などを作成した事を受け、ASN がこれらのレビューを行い、意見書を

提示している。さらに、地層処分プロジェクトは 段階的な手順と評価を行うとしており、

ANDRA から文書が出る度に、ASN からの依頼を受けて IRSN もレビューを行っている。 

 上述の Dossier2005 は、1991 年放射性廃棄物管理研究法のもとで 15 年間にわたり実施

された 3 つの管理方策（地層処分、核種分離・変換、長期貯蔵）の研究成果の 1 つとして

取りまとめられたものである。1991 年放射性廃棄物管理研究法の規定によれば、

Dossier2005 を含む 3 分野の研究報告の総括評価の実施は、同法で規定された国家評価委員

会（CNE）の役割であるが、ASN は「放射性廃棄物等の管理に関する国家計画の策定」の

任務の一環として、地層処分の研究成果報告書を含む 3 つの管理研究の成果について評価

を行った。 

 また、2006 年の放射性廃棄物等管理計画法で規定されたスケジュール等に基づき、

ANDRA が、ビュール地下研究所周辺の約 250km2の区域を対象に行ってきたサイト選定に

向けた調査へも規制機関である ASN などは関与してきている。ANDRA は地層処分サイト

の提案に関して、今後詳細な地下調査を行う地層処分場の地下施設の展開が予定される約

30km2の区域、及び地上施設を配置する可能性のある区域を特定した報告書を 2009 年末に

政府に提出している。2010 年には、ASN は 1991 年の放射性廃棄物管理研究法、2006 年

の放射性廃棄物等管理計画法及び「環境法典の L. 542-1-2 条の適用のために採択され、放

射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画に関連する規定を定める 2008 年 4 月 16 日付のデ

クレ4)」に基づいて ANDRA の提案内容に関する意見書を政府に提出している。また、ASN

は放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）にも意見提示を要請し、IRSN は ANDRA の提

案に対する意見を示している。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 処分場閉鎖後の安全評価については、その方法論と判断指標（線量基準等）等が各処分

概念に対応した安全規則において規定されている。各処分概念毎の安全規則で示される評

価期間及び対応する判断指標（線量基準等）は、表 2.2-10 のように整理される。 
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 長寿命低レベル放射性廃棄物の処分及び地層処分はその処分対象廃棄物の特性を踏まえ

て、安全規則（長寿命低レベル放射性廃棄物の処分の安全性一般方針5）及び地層処分の安全

指針6））において、当該処分が隔離型の処分施設であることを明示的に示している。表 

2.2-10 に示したように、閉鎖後の安全評価の評価期間に関しては、明示的には示されてい

ないが、10,000 年以降の期間についての評価も要求している。対応する評価指標について

は長期の評価における不確実性を考慮して、10,000 年を境に異なる指標・考え方が示され

ている。なお、ANDRA が 2005 年に取りまとめた Dossier2005 では、地層処分の安全評価

計算結果として 100 万年までの期間についての計算値が示されている。 

 

表 2.2-10 各処分概念毎の安全規則で示される評価期間及び対応する判断指標  

規則名称 長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査

に関する安全性の一般方針（2008 年 5 月；将来

の安全指針の一部をなす） 

深地層における放射性廃棄物の最終処分に関す

る安全指針(2008 年 2 月) 

規則で規

定される

処分概念 

長寿命低レベル放射性廃棄物の処分 

（深度の規定値無し） 

地層処分 

（最低深度として 200m を提示） 

線量又は

リスク基

準(管理期

間終了後

に相当す

るもの)及

び評価期

間 

●リファレンス状態について、 

・10,000年迄について、線量拘束値 0.25mSv／ 年

を採用。 

・10,000 年以降についても、地質環境の変遷要因

を加味した定性的評価による推定で補い、放射

性物質の放出により受容不能な線量が発生し

ないことを確認する。この確認においても、線

量拘束値 0.25mSv／年を基準値として採用す

る。 

●変動状態については、リスク概念の使用への言

及無し。それ以外は地層処分と同様。 

※安全性の一般方針の序文部分において、10,000

年の減衰期間にわたり廃棄物を有効に封じ込

めることを目標とすることを記述。 

●リファレンス状態について、 

・10,000 年迄について、線量拘束値 0.25mSv／

年を採用。 

・10,000 年以降についても、線量拘束値 0.25mSv

／年を参考値として採用（超える場合は、適切

な研究プログラムにより不確かさを減少させ

るか、施設設計の見直が必要）。 

●変動状態については、その発生確率を考慮する

リスク概念(当該事象の発生確率とそれに伴う

被ばく影響の積)の使用が可能（個人被ばく線

量が、確定的影響を誘発する可能性のあるレベ

ルより十分に低く維持されるように施設設計

で考慮しなければならない）。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

最適化に関連しては、現行法規制文書では直接的な規定はないものの、地層処分を対象

とした安全指針では、放射線防護基準の規定において、表 2.2-11 ようにその扱いを定めて

いる（最適化に関連する記述部に下線を付す）。 

BAT（利用可能な最善の技術）に関しては、安全規則では該当する記述はないが、原子力

安全・技術開示法7)から編纂された環境法典8)の条項において、定期的な安全レビューの実

施に関連して、 
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表 2.2-12 に示した考え方を示している。当該規定では、安全レビューのインプットや方

法を最善技術や最新データでアップデートするだけではなく、その結果として、原子力安

全機関（ASN）が新たな技術的規定を下すこともできるとしている。本法律の施行以後、

未だ処分施設に対する定期的な安全レビューは実施されていないが、地層処分等の長期間

にわたる施設の操業などにおいては、操業期間中における BAT の導入の可能性を残したも

のとも想定される。 

 

表 2.2-11 「処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術）」に関する記述 6) 

深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針 
4.2 放射線防護基準 
4.2.1 リファレンス状態 

処分施設閉鎖後のリファレンス状態に関しては、個人実効線量の計算値は、確実なまたは非常に確率

の高い事象に関連する長期被ばくについて年間 0.25 mSv を超えてはならない。 
個人被ばくの評価は、処分システム、とりわけ、パッケージ及び人工構築物の変遷のモデリング、並

びに、地下水循環と溶液及び気体状での放射性物質の移行のモデリングに基づいて行われる。 
対象とすべき事象は以下のものである： 
•処分施設の存在、施工欠陥、並びに、進行するパッケージ及び人工構築物の劣化プロセスに関連す

る事象。  
•確率の高い自然事象全体（気候周期、隆起・沈降、地震活動）。  
5.3 項の基準に基づいて地質環境の安定性（限定的で予測可能な変遷を含む）を、少なくとも 10,000

年の期間について立証しなければならないため、この期間に関する予測結果の値を、とりわけ明示的な

不確かさに関する調査に基づいて、客観的に立証することができなければならないであろう。処分の設

計が安全基本目標を満たしていることを確認するために、年間 0.25 mSv という線量拘束値が採用され

る。この値を超える場合には、適切な研究プログラムによって不確かさを減少させるか、施設の設計を

見直さなければならない。 
この期間の後は、処分システム環境の変遷に関する不確かさは徐々に増大する。それでも、個人被ば

くの定量的な安全側の推定、及び地質環境の変遷要因を考慮したこれら推定結果の定性的評価による可

能な限りの補足がなされ、放射性物質の放出が許容できない線量を発生させないことを確認しなければ

ならない。この確認の際にも、上記の年間 0.25 mSv が参考値として使用される。 
4.2.2 変動状態 

処分施設の閉鎖後、限定的で不確かさはあるがもっともらしい自然または人間の行為に関連した事象

によって、処分システムの変遷に擾乱が生じ、その結果として放射性物質の移行に変化がもたらされる

可能性がある。こうした事象によって生じる限定的な状態は、リファレンス状態に関連付けられた個人

被ばくの値よりも高い個人被ばくを生じさせる可能性があるかもしれない。 
リファレンス状態における個人被ばくの制限と変動状態に関連する潜在的個人被ばくの扱いとの間の

整合性を保つために、被ばくをもたらすそれぞれの状態の確率を考慮するリスク概念（当該状態の発生

確率と関連する被ばく影響の積）を用いることができる。 
しかしながら、確率の減少と被ばく量の減少との間の等価性に関する異論が含まれる限りにおいて、

個人リスクの制限に基づく基準の定義には注意が必要である。 
さらに、被ばくにつながり得る事象の確率を見積もることは、不可能とまでは言えないにしても、困

難であると予想することができる。 
こうした条件の下で、不確かさはあるがもっともらしい事象の発生に関連する個人被曝の受け入れ可

能性は、検討対象となる様々な状態の性質、放射性物質の生物圏に至る移動の期間及び性質、人間への

影響が生じる経路の様々な特性、さらには被曝を受けるグループの規模を考慮に入れて評価される。 
加えて、閉鎖後の処分の安全性を確保するための設計段階では明らかに、考えられるタイプの状態が

万一生じた場合に影響を制限するための措置の可能性を考慮することができない。 
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このため、処分施設の設計において考慮すべき変動状態に関連する個人被ばくは、確定的影響を誘発

する可能性のあるレベルよりは十分に低いものに保たれなければならない。 
個人実効線量の計算値と定められた値との比較を除くと、リファレンス状態についても変動状態につ

いても、処分の放射線影響の許容性の評価は、経済及び社会的要素を考慮して妥当に実現可能なレベル

と同程度に低いレベルに個人被ばくを抑えるために処分施設の設計者が行う作業の解析結果として得ら

れるものである。 

 

表 2.2-12 環境法典における BAT に関連する記述 

第 5 巻 汚染、リスク及び不都合の防止 

第 9 編 原子力安全と原子力基本施設 

第 III 章  原子力基本施設 

第 1 節  許可制度 

第 3 款  操業  

第 L593-18 条 

   原子力基本施設の運営事業者は、国際的なベスト・プラクティスを考慮して、当該施設の安全レビ

ューを定期的に実施する。  

   この定期レビューは、当該施設の状況を当該施設に適用される諸規則に照らして評価するほか、当

該施設が第 L. 593-1 条にいう利益に対して及ぼすおそれのあるリスクまたは不都合の評価を、当該施

設の状態、操業中に得られた経験、知識や同種の施設に適用される規則の進歩などを踏まえてアップ

デートできなければならない。  

   安全レビューは、10 年ごとに行う。但し、当該施設の特殊性から正当と認められるときは、許可デ

クレでこれとは異なる実施間隔を定めることができる。  

   必要に応じて運営事業者は、開示すると第 L. 124-4 条にいう利益が損なわれると考える要素を、別

途の報告書の形で提供することができる。これを除いて、安全レビュー報告書は第 L. 125-10 条及び

第 L. 125-11 条に従ってすべての者に開示することができる。 

第 L593-19 条 

運営事業者は、原子力安全機関及び原子力安全に関する主務大臣に、第 L. 593-18 条に定めるレビュー

の結論のほか、該当する場合には、確認された異常を是正するため又は当該施設の安全性を向上する

ために講ずることを検討している措置も記載した報告書を提出する。 

 この報告書を分析したうえで、原子力安全機関は、新たな技術的な規定を課すことができる。同機

関は、原子力安全に関する主務大臣に報告書の分析結果を通知する。 

   運転年数が 35 年を超えた原子力発電用原子炉の安全レビューの際に運営事業者が提案する措

置は、公衆意見調査を実施した後、第 L. 593-15 条に記載の原子力安全機関による許可手続きに従う。

又重大な変更の場合には第 L. 593-14 条の II に記載の許可も必要である。原子力安全機関の指示は、安

全のために重要な設備の長期保守の定期モニタリングに関する措置を含む。レビュー報告書の提出から

5 年後に運営事業者はこれらの設備の状態に関する中間報告書を提出し、原子力安全機関はこれを確認

したうえで場合により自らの指示を追加する。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 閉鎖後安全評価における人間侵入の扱いは、シナリオ例として、各処分概念に対応した

安全規則において示されている。表 2.2-13 にそれらを抜粋する。 
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 表 2.2-13 安全規則における人間侵入シナリオの扱いに関する規定  

規則・指針等名称 規定内容 
安全基本規則（RFS）I.2：短

中寿命かつ低中レベル放射性

廃棄物の地表処分に関する安

全目標及び基本設計（1984 年

6 月） 

4. 安全性についての基礎設計方針 
4.2 貯蔵される放射性核種のタイプ及び量に関する定義 
4.2.2 大気による移行 

特に操業及び監視段階で事故が発生した場合、もしくは現時点では

施設再生後の貯蔵サイトで建設作業を行うことは考えにくいと想定し

ているが、施設の再生後に建設作業が実行されるとした場合、放射性

物質は拡散もしくは粉塵への付着により環境へ移行する。特に、貯蔵

サイトにおける大規模な公共工事（例えば高速道路）や家屋建設の影

響について調査が行われる。 
6. コメント 
6.2 α放射体含有量に関する制限値 

（前段割愛） 
大気による移行シナリオのなかで、以下の 2 つが意図的な保守的シ

ナリオとして考えられる。 
a）貯蔵サイトを横断する大規模な道路工事 
b）貯蔵サイトでの家屋建設。ここでの居住者が、幼少時代を含む一

生をここで過ごすと仮定する（70 年間） 
長寿命低レベル放射性廃棄物

の処分の安全性一般方針

（2008 年 5 月） 

6 処分施設閉鎖後の安全性の立証 
6.4 考慮の対象とする状態 
6.4.2 変動状態 
6.4.2.2 人間の活動に関連する変動状態 
人間の侵入 

 処分の記憶の保持段階を超えると、処分施設内部への侵入を想定し

たシナリオは現実味を増す。人間が侵入するという状況の特性の定義

は、特に以下の仮定に基づいて選定される。 
－ 処分の存在及びその位置に関する知識が忘れ去られる。 
－ 用いる技術のレベルは現在と同じである。 

 人間が侵入することについての特定のリスト及び妥当性を立証しな

ければならず、これは以下のカテゴリに分類することができる。 
－ 考古学目的の発掘：伝統的考古学及び鉱山考古学 
－ 踏査、水資源開発のための掘削または地質調査の実施 
－ 道路、トンネル、住宅建設、ビル建設の現場の実現 

 シナリオの定義とその評価は、検討するサイトの特性、選定した処

分概念（とくに廃棄物が置かれる深度）、検討している期間、並びに、

処分する廃棄物の特性を考慮して行うものとする。 
深地層における放射性廃棄物

の最終処分に関する安全指針

(2008 年 2 月) 

付属書類 2 安全解析の枠内で調査対象とすべき状況の選定 
A2-2 変動状態 
A2-2.2 人間の活動に関連する変動状態 
A2-2.2.1 人間の侵入 

この種の状況については、処分の存在の記憶の維持によって人間の

いかなる偶発的な侵入も生じ得ない期間が終了する日付を定める必要

がある。この記憶は、保存のために使用することのできる措置、規則

による制度的な書類等の永続性に依存する。こうした条件においては、

処分の存在の記憶が失われるのは、500 年以上の経過後とすることが妥

当であろう。この 500 年という値を、人間の侵入が発生するまでの最

低期間として採用する。 
採用される人間の侵入状態の特性の定義は、下記の保守的仮定に基

づく： 
•処分の存在及びその位置が忘れられる。  
•技術レベルが、今日のものと同じである。  
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処分構造物を通過する探査ボーリング孔 
コアの採取を伴う、処分場を通過するボーリングを仮定した状態を考

慮の対象としなければならない。高レベル放射性廃棄物によって構成さ

れたコアの利用は、外部被ばくを生じさせるが、この外部被ばくをこれ

らのコアについて行われる検査の種類に応じて評価する。 
鉱山の採掘 

•結晶質岩サイトについては、調査対象となるサイトの鉱物的メリッ

トが存在していないため、この状態は除外する。  
•粘土層サイトについては、処分用構造物用に予定される深度に存在

する層には特別な鉱物的メリットが存在していないことを考慮し

て、鉱山の採掘は採用しない。  
•岩塩層サイトについては、鉱床に至るまでの採掘場での採掘の際の

労働者の被ばくを評価する。  
処分用構造物を通過する放棄された及び密封不良の探査ボーリング孔

•結晶質岩サイトについては、流れ及び放射性核種の移行時間の変化

に関連した結果を調査する必要がある。  
•堆積岩サイトについては、帯水層間の連結或いは帯水層と処分用構

造物との連結に関連する結果を調査する必要がある。  
深い帯水層における飲用水または農業用水の採取用ボーリング孔 

深い帯水層における飲用水または農業用水の採取用揚水のもっと

もらしさを、水資源に応じて明示する。個人被ばくの評価のために、

流れに対する揚水の影響を評価する。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

これらについては、上述の「(2)評価期間の考え方」において、その評価期間の考え方と

共に示しているので参照されたい。また、具体的な基準値については、表 2.2-10 で概括整

理しているので、併せて参照されたい。 

 地層処分のリファレンスシナリオに関しては、長期にわたる不確実性の増大に関して、1

万年という時間スケールを境に、適用される基準と評価の方法論が使い分けられている。1

万年以内の期間においては拘束線量値としての年間 0.25mSv を超えてはならない基準値と

している。1 万年を超える期間については、同様に年間 0.25mSv を目標値として設定して

おり、これを超える場合には、適切な研究プログラムによる不確実性の減少、あるいは施

設設計の見直しという最適化の努力を要求している。一方で、変動シナリオに関しては確

定的影響を誘発する可能性のあるレベルよりは十分に低いものに保つという定性的な指標

が示されるのみとなっており、併せて、リスク概念を導入しても良いことも示されている。

但し、リスク概念の導入に関しては、発生確率とその影響の等価性の解釈や事象の発生確

率の見積りの難しさも示しており、必ずしもリスク概念の導入を奨励している状況にはな

っていない。 
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(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

地層処分の安全指針では長期にわたる安全評価における不確実性について、上記の(2)及

び(5)で既述したように、安全評価の方法論及び判断資料を使い分けることで対応している。

表 2.2-10 で示したように、レファレンスシナリオにおいて 1 万年までの期間については明

示的な不確かさに関する調査に基づく客観的な立証を申請者に要求しており、1 万年を超え

る期間についても、不確実性の増大を理解しつつも、定量的な安全側の評価と、地質環境

の変遷要因を考慮したこれらの推定結果の定性的評価による可能な限りの補足を要求して

いる。 

 また、安全指針では上記の長期にわたる評価期間を念頭に置いた判断指標の扱いに加え、

表 2.2-14 に示すような不確実性に対する考慮と感度解析の実施を要求しており、不確実性

の発生源を特定するとともに、感度解析を含めた事業者が行うべき不確実性への対処に関

する考え方を示している。 

 

表 2.2-14「性能評価・安全評価における不確実性の取扱い」の規定内容・考え方 6) 

6. 処分施設閉鎖後の安全性の立証 
6.7 不確実性の考慮と感度解析 

不確実性の特定と考慮は、安全評価の重要な要素である。 
不確実性の主な発生源には、様々な種類のものがある： 

•パラメータの値に関する不確実性  
•幾つかの現象についての知識不足に関連した不確実性  
•影響を及ぼしうる現象の考慮が網羅的なものであるか否かについての不確実性  
•概念モデル及びモデルを確立するために必要な単純化に固有の不確実性  
•将来の事象または人間の将来活動に関する不確実性  

安全性の実証では、サイトでの調査、研究プログラムの結果、設計上の措置、評価のために立てられ

た仮定及び感度解析が、不確実性の評価及びその考慮をどの程度可能にしたかを明確に特定しなければ

ならない。残された不確実性は、その性質に応じて定性的または定量的に評価されなければならない。

専門家の判断に頼ることも可能である。この場合、これらの判断の追跡性を確保しなければならない。

構成要素の性能、処分システムの全体的挙動及び個人被ばくの評価には、得られた結果の保守性、並

びに、設計における選択の正当性を立証するための妥当な要素が伴わなければならない。また、いくつ

かの感度解析を行って、最重要パラメータを明確にし、採用された単純化における仮定を正当化しなけ

ればならない。 
感度解析により、評価結果の信頼性を高めるための定義（考慮する状態）、理解、関与するプロセスの

階層化（モデル）或いは特性評価（パラメータ）の努力の優先的対象とすべき事項を特定することがで

きる。 

 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 現在のフランスの安全規制に関する法令及び安全規則文書では、セーフティケースとい
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う用語は用いられていないが、原子力安全･情報開示法の内容が編纂された環境法典の条項

及び原子力基本施設（INB）及び原子力安全・放射性物質輸送管理に関するデクレ（INB

等デクレ）9)では、放射性廃棄物処分施設に関する 3 つの許認可段階（設置、操業、操業終

了及び監視段階への移行）を規定し、各段階で申請者が提出すべき一式書類や情報を定め

ている。（表 2.2-15～表 2.2-17）また、これらの一式書類に含まれる安全評価に関しては、

定期的な安全レビューの実施を要求している。 

なお、操業終了とその後の監視段階への移行に関しては、原子力安全・情報開示法により

許可の対象とされていたが、関係条項の環境法典への編纂後、2015 年 8 月の改正により、

原子力安全に関する主務大臣及び原子力安全機関への停止に関する事前の届け出、原子力

安全に関する主務大臣への廃止措置計画に関する文書提出の後、廃止措置の条件を定める

デクレ発給という手順に変更された。また、これに伴い 2016 年 3 月現在、INB 等デクレの

改訂作業が行われている。表 2.2-18 に 2015 年 8 月に改正を受けた環境法典の関連条項を

示す。 

 

表 2.2-15 INB 等デクレにおける許可段階で申請者が提出すべき書類等の規定 

（設置許可段階） 

第 III 章 原子力基本施設の設置及び操業 
第 II 節 原子力基本施設の設置許可 
第 8 条 
I.－申請書には次の各号を含む一件書類を添付する。 

1 操業者の氏名及び役職名、または、法人にあっては、その商号もしくは名称、本店所在地、ならびに

申請書の署名者の役職名。 
2 当該施設の種類、技術的特性、操業の諸原則、実施する事業内容及び各実施段階を記述する文書。 
3 当該計画施設の位置を確認することができる縮尺 25,000 分の 1 の地図。 
4 当該施設の提案に係る対象範囲、及び、この対象範囲の周囲 1 キロメートルの範囲内にある現在の

用途を付記した建物、鉄道線路、公道、取水地点、運河・水路・河川、ならびにガス輸送網・送配電

網を示す縮尺 10,000 分の 1 の現場案内図。 
5 縮尺 2,500 分の 1 以上の当該施設の詳細平面図。 
6 環境法典 L. 122-1 条に定める環境影響評価書であって、同法典 R. 122-3 条の規定の適用除外として、

その内容を第 9 条に定めるもの。 
7 第 10 条にその内容を定める予備的安全評価書。 
8 第 10 条にその内容を定めるリスクマネジメント研究報告書。 
9 操業者が 2006 年 6 月 13 日法律の第 31 条の適用により公用地役権の設定を申請する場合には、当該

地役権の説明。 
10 当該施設の廃止措置ならびにサイトの原状回復及びモニタリングに関する方法論的な諸原則及び

検討している実施段階について説明する廃止措置計画。廃止措置計画は、特に、当該施設の最終操業

停止と廃止措置との間においての廃止措置検討期間の妥当性を証明する。廃止措置計画は、操業者が

操業者の原子力施設の全部について作成し一件書類に添付する文書に織り込むことができる。 
11 放射性廃棄物処分施設の場合には、廃止措置計画は、当該施設の最終停止及びその後のモニタリン

グについて検討している方法を示す文書に代え、この文書には、最終停止及びモニタリング段階への
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移行後における当該施設の後の最初の安全評価を記載する。 
12 原子力施設の設置案が環境法典 L. 121-9 条の適用による公開討論または同法典 L. 121-9 条の I の

適用による事前協議の対象となるときは、当該公開討論の議事録または当該事前協議の議事録。 
 本条にいう解析書、報告書、及びその他の文書は、許可を要する施設との近接性または関連性の故に、

当該施設の危険または支障を変化させるおそれがある操業者によって運用または計画されているあらゆ

る施設または設備を対象とする。 
 操業者は、開示すると環境法典 L. 124-4 条の I にいう利益に抵触するおそれがあると判断した事項を

別の文書の形で提出することができる。 
II.－操業者は、次の事項を記載する説明書も提出する。 

a) 保有している技術資源、この分野において導入する組織体制、原子力施設の操業経験などを示す、

操業者の技術的能力の説明。 
b) 直近 3 年度の年次計算書類を添付した操業者の財政的能力の説明、及び、該当する場合には、操業

者に対する直接または間接の経営支配権を有している会社の名称。この説明には、上掲 2006 年 6 月

28 日法律の第 20 条に定める要件をどのようにして満そうと考えているかを掲記する。 
c) 操業者が当該施設の敷地の所有者でないときは、所有者が自らの土地のこの使用に係る合意を与え

ており、かつ、2006 年 6 月 13 日法律の第 44 条の適用により所有者の負担となることがある義務に

ついて説明を受けていることを証明する所有者が作成した文書。 
d) 人員の衛生及び安全に関する法令の規定の遵守を確保するために定めた規定、特に、放射線防護に

ついて公衆衛生法典、労働法典、及びそれらの施行のために制定された法令によって定められている

諸原則及び諸規則の適用のために講ずる措置などについて説明する文書。 

 

表 2.2-16 INB 等デクレにおける許可段階で申請者が提出すべき書類等の規定 

（運転許可段階） 

第 III 章 原子力基本施設の設置及び操業 
第 IV 節 原子力基本施設の運転開始 
第 20 条 

I.－2006 年 6 月 13 日法律の第 29 条の I の適用により許可を要する原子力基本施設の運転開始は、当該

施設内における放射性物質の初度使用または粒子ビームの初度使用に該当する。 
II.－当該施設の運転開始に当たって、操業者は、次の各号を含む一件書類を原子力安全機関に提出する。

1 予備的安全評価書の更新ならびに施工後の当該施設の設置許可デクレの規定及び第 18 条の適用

により定めた施工規定との適合性を評価することを可能にする事項を記載する安全報告書。 
2 操業者が 2006 年 6 月 13 日法律の第 28 条の I にいう利益の保護のため、当該施設の運転開始後

ただちに実施しようとする操業一般規則。 
3 操業者の施設内において発生する廃棄物の量及び放射性毒性、化学毒性、生物毒性を抑制するた

め、ならびにこれらの廃棄物の有効利用及び処理により、最終廃棄物に当てる最終処分を低減する

ための操業者の目標値を考慮に入れる当該施設の廃棄物管理に関する研究。この研究は、当該施設

の廃棄物の処分に至るまでのいっさいの管理方策を考慮する。対象範囲にあるいっさいの施設及び

設備によって発生する廃棄物を対象とすることができる。 
4 労働法典 L. 236-2 条の適用により徴求した安全衛生労働条件委員会の意見を付した、原子力基本

施設については必置である公衆衛生法典 L. 1333-6 条にいうサイト内緊急事態計画。 
5 放射性廃棄物処分施設の場合を除き、第 8 条の I の 10°にいう廃止措置計画を必要に応じて更新

したもの。 
III.－上記 II の 4°にいうサイト内緊急事態計画は、安全報告書に記載されている規模決定調査に基づ

き、操業者が緊急事態の場合に電離放射線から人員、公衆、環境を防護するとともに、当該施設の安

全性を保全しまたは回復するために講ずる所要の介入方法及び介入手段を定める。上掲 2005 年 9 月

13 日デクレの適用により特別出動計画が策定された場合には、サイト内緊急事態計画に、特別出動計

画の適用により操業者に課せられる措置の実施方法を明記する。 
 サイト内緊急事態計画は、安全報告書に定めるような操業者が事故の場合に講ずるべき措置を考慮

する。 
 操業者の発議により、または原子力安全機関の請求により、サイト内緊急事態計画は、同一の操業
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者を有する複数の近隣原子力基本施設に共通とする。該当する場合には、サイト内緊急事態計画は、

原子力基本施設の対象範囲内に所在する環境保護特定施設について環境法典 R. 512-29 条に定められ

ているサイト内防災計画に代わる。 
（Ⅳ以降割愛） 

 

表 2.2-17 INB 等デクレにおける許可段階で申請者が提出すべき書類等の規定 

（操業停止及び監視段階への移行許可段階、近日改正予定） 

第 IV 章 原子力基本施設の最終停止及び廃止措置 
第 II 節 放射性廃棄物処分施設に関する特則 
第 43 条 

I.－放射性廃棄物処分施設の操業者であって当該施設の最終停止及びモニタリング段階への移行をし

ようとする者は、原子力安全に関する主務大臣に許可申請書を提出する。 
 操業者は、原子力安全機関に申請書一通を、下記第 8 条に定める一件書類及び説明書を添えて提

出する。 
II.－この申請書には次の各号を含む一件書類を添付する。 

1 操業者の氏名及び役職名、または、法人にあっては、その商号もしくは名称、本店所在地、な

らびに申請書の署名者の役職名。 
2 最終停止及び廃止措置前の当該施設の記述を含み、当該施設に貯蔵されている廃棄物に関する

現況を確認する文書。 
3 廃棄物の受入停止後において、当該施設を 2006 年 6 月 13 日法律の第 28 条の I にいう利益に

対するリスク及び支障をできる限り抑制する状態にするために検討している作業を記述する文

書。この文書は、これらの作業後に必要になるモニタリング・維持管理措置を明定する。 
4 当該施設の位置を示す縮尺 25,000 分の 1 の地図。 
5 当該施設の対象範囲を示し、現在の用途を付記した建物、鉄道線路、公道、取水地点、運河・

水路・河川、エネルギー・エネルギー物質輸送網、ならびに 2006 年 6 月 13 日法律の第 31 条の

適用により必要に応じて設定される公用地役権を記載する縮尺 10,000 分の 1 の現場案内図。 
6 申請に当該施設の対象範囲の変更が含まれている場合には、申請に係る新対象範囲及び第 16
条の II の 2°に照らしてそれに含まれるものについて説明する説明書。 

7 環境法典 L. 122-1 条に定められている環境影響評価書であって、停止前及び停止後ならびに長

期にわたるサイトの状況に適用される第 9 条にいう事項を記載するもの。 
8 当該施設の最終停止作業及びモニタリング段階に関する安全報告書。この報告書は、第 10 条の

規定を満たしていれば、環境法典 L. 551-1 条に定められている危険性評価書に相当する。 
9 当該施設の最終停止作業及びモニタリング段階を対象とし、地元との協議及び公衆意見調査に

供するために第 11 条の規定を満たすリスクマネジメント研究報告書。 
10 2006 年 6 月 13 日法律の第 28 条の I にいう利益の保護のため、最終停止作業中及びモニタリ

ング段階において遵守すべきモニタリング一般規則。 
11 該当する場合には、操業者が最終停止後に当該施設の敷地に設定することを提案する 2006 年

6 月 13 日法律の第 31 条に定められている公用地役権、及びこのサイト周辺にすでに設定されて

いる地役権に加えることを提案する変更。 
操業者は、開示すると環境法典 L. 124-4 条の I にいう利益に抵触するおそれがあると判断した事

項を別の文書の形で提出することができる。 
III.－操業者は、次の事項を記載する説明書も提出する。 

a) 操業者の申請の対象となっている作業を操業するうえで操業者が保有している経験、手段及び

組織体制などを示す、第 8 条の II の a)に定めるような、操業者の技術的な能力の説明を更新し

たもの。 
b) 2006 年 6 月 28 日法律の第 20 条にいう報告書の更新版などを含む、申請者の財政的能力の説明。

c) 操業者が当該施設の敷地の所有者でないときは、最終停止及びモニタリング段階への移行案な

らびに 2006 年 6 月 13 日法律の第 44 条の適用により所有者の負担となることがある義務につい

て説明を受けていることを証明する所有者が作成した文書。 
d) 検討している作業が人員の衛生及び安全に関する法令の規定に準拠して進めることができるこ



 

2-203 
 

とを示し、これらの規定の遵守を確保するために定めた措置について説明する文書。放射線防護

については、この文書は公衆衛生法典、労働法典、及びそれらの施行のために制定された法令に

よって定められている諸原則及び諸規則の適用のために講ずる措置などについて説明する。 

 

表 2.2-18 環境法典における操業終了に関する記述 

第 5 巻 汚染、リスク及び不都合の防止 

第 9 編 原子力安全と原子力基本施設 

第 III 章 : 原子力基本施設 

第 1 節 : 許可制度 

第 4 款 : 操業終了、 廃止措置、用途廃止  

第 L593-25 条 

 原子力基本施設又はその一部が操業終了した場合には、その運営事業者は、公衆衛生法典第 L. 1333-1
条 及び本法典第 L. 110-1 条に記載の原則に従って、経済的に許容できる条件の範囲で、可能な限り

短期間でその廃止措置を実施する。 

 廃止措置実施期限と条件は第 L. 593-28 条 に記載のデクレにより定める。 

第 L593-26 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 運営事業者が自らの施設又はその一部の操業終了を計画する場合には、運営事業者はその旨を原子力

安全に関する主務大臣及び原子力安全機関に届け出る。運営事業者はその届出に終了日を明示し、か

かる操業終了を考慮して、廃止措置契約までの間、第 L. 593-1 条 にいう守るべき利益に対するリス

クや不都合を低減するため実施しようとする作業を、その理由を添えて記載する。届出は、第 L. 
125-17 条に定める地域情報委員会に報告される。運営事業者は、公衆が届出を電子的方法により閲

覧できるようにする。 

 本条の第 1 項にいう届出は、操業終了予定日の 2 年前まで又は運営事業者が正当性を証明できる理由に

よりこれより短い予告期間で操業終了させる場合には可及的速やかに提出する。運営事業者はこの日

付以降、当該施設を操業することができない。 

  第 L. 593-28 条 にいう廃止措置デクレの発効まで、当該施設は引き続き、第 L. 593-7 条 にいう許可

の諸規定及び原子力安全機関の定める指示に従う。これらの指示は必要に応じて追加又は変更される

ことがある。 

第 L593-27 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 運営事業者は、 第 L. 593-26 条にいう届出から 2 年以内に、廃止措置作業及び計画するその後のサイ

トの監視と保守に関する作業を明示し、説明する書類を原子力安全に関する主務大臣に提出する。

発電用加圧水型原子炉以外の複雑な施設の場合、原子力安全に関する主務大臣は、運営事業者の求め

に応じ、原子力安全機関の意見を徴したうえで採択された理由を付したアレテにより、この期間を最

長 2 年延長することができる。書類には、こうした作業が第 L. 593-1 条 にいう守るべき利益に対し

て及ぼす恐れのあるリスクの分析及びこれらのリスクを防止するため、又リスクが現実化した場合に

これを抑制するために講じる措置を含む。 

第 L593-28 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 原子力基本施設又は操業終了した施設の一部の廃止措置は、第 L. 593-27 条 にいう書類を確認し、原

子力安全機関の意見を徴したうえで第 I 巻第 II 編第 III 章及び第 L. 593-9 条に従って実施される公

衆意見調査の完了後に指示される。  

 廃止措置の特徴、実施期限及び場合によっては廃止措置後に運営事業者が担う作業はデクレにより定

める。 

第 L593-29 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 
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 第 L. 593-28 条にいうデクレの施行のため、原子力安全機関は、第 L. 593-4 条 に定める一般規則を尊

重して、第 L. 593-1 条にいう利益の保護に必要な廃止措置に関する指示を定める。  

 同機関はとりわけ、必要に応じて当該施設からの水の採取及び当該施設に由来する放射性物質に関する

指示を定める。 

第 L593-30 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 第 L. 593-25 条から第 L. 593-29 条に従って原子力基本施設の全体の廃止措置が完了し、原子力基本施

設が本章及び本編第 VI 章に定める諸措置の実施を必要としなくなったときには、原子力安全機関は、

原子力安全に関する主務大臣に、当該施設の用途廃止に関する決定に対する認可を求める。 

第 5 款 : 施設の特別カテゴリ 

第 L593-31 条  

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 第 L. 593-25 条から第 L. 593-30 条の規定は、下記の条件において第 L. 542-1-1 条に定義する放射性廃

棄物の処分に用いられる原子力基本施設に適用される。  

1° 新たな廃棄物の受入れ終了を操業終了の定義とする。 

2° 廃止措置は、操業終了後に実施される準備作業から施設の閉鎖までのすべてとする。 

3° 監視段階と呼ばれる施設閉鎖後の段階に適用される指示は、第 L. 593-28 条にいうデクレ及び原子力

安全機関により定義される。  

4° 施設が監視段階を経過したときには用途廃止の決定をすることができる。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 原子力安全・情報開示法より編纂された環境法典の条項は、独立した組織として原子力

安全機関（ASN）を設置すること及び同機関の役割を定めている。同法典の原子力安全機

関に関する規定の冒頭（一般的任務）では、原子力安全及び放射線防護の監督に加え、こ

れらの分野における情報公開に参加する独立した行政機関であることが規定されている。

ASN は上記の自身の役割のため、原子力安全に関する各種の情報提供やコミュニケーショ

ン活動を実施するが、環境法典では、その具体的な枠組みとして、原子力基本施設（INB）

を有する地域に地域情報委員会（CLI）を設置することを規定しており、その CLI 自身に

よる活動費の支給についても規定している。また、CLI による活動のような地域における

情報提供やコミュニケーション活動とは別に、中央側に原子力安全の情報と透明性に関す

る高等委員会（HCTISN)を設置することも規定しており、全国レベルでの活動が展開され

る。上記の広く一般的な原子力安全に関する活動に加え、原子力安全・情報開示法及び INB

等デクレで規定される 3 つの許可段階のそれぞれで、申請内容に関して地元との協議や公

衆意見聴取を行うことが規定されている。 

 以上のように、原子力安全の規制の枠組みにおいて、情報に関する国民の知る権利が担

保され、その活動を主体的に管理する責務は原子力安全当局である ASN にある。また、安

全規制の枠組み以外にも、実施主体である ANDRA には、当然のことながら放射性廃棄物
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管理に関する情報を広く提供する役割が2006年放射性廃棄物等管理計画法により編纂され

た環境法典の条項に定められており、また図 2.2-5 に示す放射性廃棄物処分事業に関する

各種組織・機関が適宜評価の実施・評価レポートの公開などの各種情報提供活動を行うこ

ととなっている。 

 

図 2.2-5 フランスにおける放射性廃棄物処分事業の実施体制 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 原子力安全の規制の枠組みにおいて、原子力安全・情報開示法より編纂された環境法典

の条項及び INB 等デクレは、放射性廃棄物処分施設について、1) 設置許可、2) 操業許可、

3) 操業終了及び監視段階への移行に関する届け出とデクレの発行の 3 つの許認可段階を規

定している。更に、定期的な安全レビューの実施規定に基づき、許可保有者は定期的な安

全レビューを行い、その結果に応じて規制当局は新たな技術的規定を下すことも可能であ

る（BAT の導入の可能性を示唆）。 

 なお、操業終了とその後の監視段階への移行に関しては、原子力安全・情報開示法によ

り許可の対象とされていたが、関係条項の環境法典への編纂後、2015 年 8 月の改正により、

環境・エネルギー・海洋省
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原子力安全に関する主務大臣及び原子力安全機関への停止に関する事前の届け出、原子力

安全に関する主務大臣への廃止措置計画に関する文書提出の後、廃止措置の条件を定める

デクレ発給という手順に変更された（表 2.2-18）。また、これに伴い 2016 年 3 月現在、INB

等デクレの改訂作業が行われている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

2006 年の管理計画法において、設置許可では処分の可逆性を確保しなければならない最

低期間（100 年）を定めており、可逆性の条件は設置許可申請後に新法により規定されるこ

とになっている。 

1991 年フランス放射性廃棄物研究法は、地層処分場のフィージビリティ調査に、可逆性

アプローチの検討を含めるように求めている。地下研究所(1992-1998)のサイト選定段階の

間、可逆性は公衆受容と意思決定にとって重要な課題であることが明らかになった。その

後、2006 年の管理計画法において可逆性のある地層処分が管理の基本方針とされた。 

段階的意思決定プロセスは、フランスの技術的及び法的プログラムに取り込まれている。

前述のように処分施設を作るための許可は、法により定められた可逆性の要件を満たさな

い限り発給されない。最終的な閉鎖は、制定される新法によってのみ許可されることにな

る。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

フランスにおいて、高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における許認可終了後の制度

的管理の方法や主体、管理終了の判断等については、特に規定は存在しない。 

しかし、用途廃止以降でも、脅威が確認された場合には、原子力安全機関（ASN）は、

原子力安全情報開示法第 29 条において、事業者に必要な評価や措置の実施を命ずることが

できることが規定されている。 

また、用途廃止以降の土地利用制限に関し、原子力安全機関（ASN）の要求等により、

行政機関は、原子力基本施設（処分場等）の廃止後または消滅後においても土地利用及び

工事の実施に関する公用地役権を設定できることが、原子力安全・情報開示法及び INB 等

デクレにより規定されている。公用地役権による制限事項については、環境法典により、

新たな建物の設置の権利、地表・地下の原状変更を制限・禁止すること、サイトのモニタ

リング（surveillance）の実施を可能にすることができると規定されている。 
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このような、原子力基本施設（処分場等）の廃止後または消滅後にも土地利用制限を可

能とした意図について、原子力安全･情報開示法の趣意書10)では、過去の経験から、旧 INB

により汚染されたサイトにおいて、使用制限措置を必要とする可能性があったことを述べ

ている。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

原子力安全･情報開示法及び INB 等デクレでは、用途廃止以降におけるモニタリング・

監視に関する規定は存在しない。また、操業終了及び監視段階への移行時には、表 2.2-18

に示した段階的な許認可段階における申請書類としての提出以外に、その内容等の具体的

な規定は無い。 

関連する規定としては、環境法典の条項における公用地役権による制限として、サイト

のモニタリング（surveillance）の実施を可能にすることができるとの規定がみられる。 

現行の安全規則（安全指針）においては、地層処分を対象とした安全指針及び長寿命低

レベル放射性廃棄物の処分を対象とした安全性の一般方針では、施設設計における考慮事

項として、将来の閉鎖後段階におけるモニタリング・監視の実施可能性を示唆する程度の

内容となっている。表 2.2-18 にこれらの安全規則の関連規定等を示しているが、地層処分

及び長寿命低レベル放射性廃棄物の処分は隔離型の処分であることが明示的であり、処分

施設の閉鎖後監視や制度的管理に依存するものであってはならないことを示している。 

なお、地層処分に関する現行の指針は、原子力施設安全局（DSIN、現 ASN：原子力安

全機関）が 1991 年に作成した「安全基本規則 RFS III.2.f（放射性廃棄物の深地層処分）

(1991.6.1)」11)に由来する。RFS III.2.f は、「一定期間以降は保証することのできない制度

的管理に依存してはならない」ことを述べており、従って地層処分において制度的管理を

行わないという考えもまた、RFS III.2.f に由来する。RFS III.2.f は、国際放射線防護委員

会(ICRP)、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構(OECD)原子力機関の勧告に加え

て、フランス産業相及びエネルギー相の要請によって設立されたワーキンググループ(責任

者は Goguel 教授)の勧告に沿って（DSIN、現 ASN：原子力安全機関）が制定したもので

ある。 

短寿命中低レベル放射性廃棄物の処分に関しては、安全基本規則（RFS）I.2：短中寿命

かつ低中レベル放射性廃棄物の地表処分に関する安全目標及び基本設計(1984) 12)において、

閉鎖後少なくとも 300 年間の監視期間を定め、閉鎖後少なくとも 300 年間の監視期間が規
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定されており、この間に放射能を減衰させ、人間や環境に対して著しい危険を示さないほ

ど低いレベルになったことを確認すること、監視期間終了後は処分場の跡地を制限なく利

用できるようにすることが求められている。監視期間においては、処分場からの排水の監

視が規定されている。 
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表 2.2-19 制度的管理に関する法規制での規定内容（原典該当箇所：参考和訳文書） 

茶色：土地利用制限関連、青色：モニタリング・監視関連、緑：記録の保存及びマーカー関連 

文書名 制度的管理の内容・期間に関する記述 

環 境 法 典

（2000 年） 

（法律の部） 

 

第 V 巻 汚染、リスク及び不都合の防止（第 L511-1 条～第 L582-1 条） 

第 I 編 環境保護に関する特定施設（第 L511-1 条～第 L517-2 条） 

第 V 章 特定施設に対する特別規定（第Ｌ515 条～第 L515-26 条） 

第 3 節 公益事業地役権の根拠となり得る施設（第 L515-8～第 L515-12 条） 

 

第 L515-8 条 

（2003 年 7 月 30 日付の法律第 2003-699 号第 3条、2003 年 7 月 31 日付官報） 

Ⅰ．認可申請の対象が、新規サイトに設置される特定施設であり、しかも有毒物の爆発また

は放射の危険があるために近隣住民の健康または安全ならびに環境にとってきわめて大き

なリスクを生じさせる恐れがあるものである場合、土壌の利用ならびに建設許可の対象と

なる工事の実施との関連において公益事業地役権を設定することができる。 

 上記の規定は、既存のサイトに新たに施設が設置されることによって、あるいは既存の

施設に改装を施すことによって、新規認可の発給が必要な追加リスクが生じる場合にも適

用される。 

Ⅱ．この地役権には、必要に応じて次のものが含まれる。 

1. 建設物または建造物の設置権ならびにキャンプ場及びキャンピングカーの駐車場の

整備権を限定または禁止すること。 

2. 爆発への曝露の危険を限定することを意図した、あるいは毒物の放散に備えた建物の

隔離に関する技術的規定の遵守を建設認可に優先させること。 

3. 後に設置される予定の産業及び商業施設内に雇用される要員を制限すること。 

Ⅲ．この地役権は、遭遇する可能性のあるリスクの性質とその程度を考慮した上で、所定地

域内で、またどの区域に対応するかに応じて調整された形で、適用することができる。し

かしこの地役権によって、上記の地役権の設定の前に施行されている法律及び規則の規定

に適合した形で建設された既存の建設物の解体または放棄を強制することはできない。 

Ⅳ．特定施設上級審議会の意見を諮問した後に出されるコンセイユデタのデクレによって、

この地役権を設定できる周辺地域内の諸施設に関するカテゴリのリストが定められ、さら

に場合によってはその収容容量の限界が設定される。 

 

第 L515-9 条 

 公益事業の地役権は、認可申請者からの要請または設置自治体の首長からの要請、あるい

は県知事の発意によって、施設の周囲の所定地域の内部において設定される。 

 当該施設の安全設備やサイトの様々な特徴などを考慮した上で、コンセイユデタのデクレ

によって、この地域の確定に関する条件が定められる。 

 地役権と所定地域を定めたプロジェクトについては、第 L123-1 条から第 L123-16 条の規定

に従って意見公聴手続きを行うと共に、当該地域が含まれる自治体議会の見解を聴取する。

 地役権及びその適用地域は、特定施設の認可発給を管轄する当局によって定められる。 

 

第 L515-10 条 

 地役権は、都市計画法典第 L126-1 条に定められた条件において、自治体の土地占有地図に

添付される。 

 

第 L515-11 条 

 第 L515-8 条に定められた地役権の設定によって、直接的、物質的かつ確実な損失が生じる

場合、所有者、物権の保持者またはその権利継承者に対する賠償権が発生する。 

 賠償請求は、地役権を設定する決定が公示された期日から 3 年以内に、施設の操業者に送

付されなければならない。友好的な合意が得られない場合、賠償額は収用裁判所の判事によ

って定められる。 

 こうした損失は、第一審の判決が出された時点で見積もられる。ただし、ここで考慮され

るのは、第 L515-9 条に定められた意見公聴手続きの開始の 1年前の時点での不動産または不

動産権について可能な利用のみである。場合によって行われる建設用地の認定は、公益事業
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文書名 制度的管理の内容・期間に関する記述 

を理由とした収用に関する法典の第 L13-15 条の規定に従って審査される。 

 土地に関する権利の取得が、取得がなされた時期またはその他のあらゆる状況を考慮して、

賠償金を入手する目的でなされた場合には、裁判官は、賠償額を限定するか、賠償を却下す

る。 

 賠償金の支払いは、施設操業者の負担とする。 

 

第 L515-12 条 

（2002 年 2 月 27 日付の法律第 2002-276 号第 149 条、2002 年 2 月 28 日付官報） 

 第 L511-1 条にいう利益を保護するため、第 L515-8 条から第 L515-11 条に定める地役権は、

施設の操業によって汚染された土地、廃棄物処分サイトの敷地もしくは操業区域から半径

200m 以内の土地、または旧採石場サイトの敷地もしくは公衆の安全及び衛生の遵守状況を左

右するこれらのサイトの周辺地域に設定することができる。これらの地役権には、上記のほ

か、地表または地下の原状変更の制限または禁止も含めることができ、サイトのモニタリン

グ（surveillance）に関する諸規定の実施も可能にすることができる。 

 廃棄物処分施設の場合には、これらの地役権はいつでも設定することができる。廃棄物が

貯蔵区域から撤去されたときに、効力が停止する。 

 これらの地役権については、第 L515-11 条に定める条件において補償を行う。 

 

第 5 巻 汚染、リスク及び不都合の防止 

第 9 編 原子力安全と原子力基本施設 

第 III 章 : 原子力基本施設（注：原子力に関する安全及び透明性に関する法律（2006）より

編纂） 

第 1 節 : 許可制度 

第 4 款 : 操業終了、 廃止措置、用途廃止  

第 L593-25 条 

 原子力基本施設又はその一部が操業終了した場合には、その運営事業者は、公衆衛生法典

第 L. 1333-1 条 及び本法典第 L. 110-1 条に記載の原則に従って、経済的に許容できる条

件の範囲で、可能な限り短期間でその廃止措置を実施する。 

 廃止措置実施期限と条件は第 L. 593-28 条 に記載のデクレにより定める。 

第 L593-26 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 運営事業者が自らの施設又はその一部の操業終了を計画する場合には、運営事業者はその

旨を原子力安全に関する主務大臣及び原子力安全機関に届け出る。運営事業者はその届

出に終了日を明示し、かかる操業終了を考慮して、廃止措置契約までの間、第 L. 593-1
条 にいう守るべき利益に対するリスクや不都合を低減するため実施しようとする作業

を、その理由を添えて記載する。届出は、第 L. 125-17 条に定める地域情報委員会に報

告される。運営事業者は、公衆が届出を電子的方法により閲覧できるようにする。 

 本条の第 1 項にいう届出は、操業終了予定日の 2 年前まで又は運営事業者が正当性を証明

できる理由によりこれより短い予告期間で操業終了させる場合には可及的速やかに提出

する。運営事業者はこの日付以降、当該施設を操業することができない。 

  第L. 593-28条 にいう廃止措置デクレの発効まで、当該施設は引き続き、第L. 593-7条 に
いう許可の諸規定及び原子力安全機関の定める指示に従う。これらの指示は必要に応じ

て追加又は変更されることがある。 

第 L593-27 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 運営事業者は、 第 L. 593-26 条にいう届出から 2 年以内に、廃止措置作業及び計画するそ

の後のサイトの監視と保守に関する作業を明示し、説明する書類を原子力安全に関する

主務大臣に提出する。発電用加圧水型原子炉以外の複雑な施設の場合、原子力安全に関

する主務大臣は、運営事業者の求めに応じ、原子力安全機関の意見を徴したうえで採択

された理由を付したアレテにより、この期間を最長 2 年延長することができる。書類に
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文書名 制度的管理の内容・期間に関する記述 

は、こうした作業が第 L. 593-1 条 にいう守るべき利益に対して及ぼす恐れのあるリス

クの分析及びこれらのリスクを防止するため、又リスクが現実化した場合にこれを抑制

するために講じる措置を含む。 

第 L593-28 条 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 原子力基本施設又は操業終了した施設の一部の廃止措置は、第 L. 593-27 条 にいう書類を

確認し、原子力安全機関の意見を徴したうえで第 I 巻第 II 編第 III 章及び第 L. 593-9 条

に従って実施される公衆意見調査の完了後に指示される。  

 廃止措置の特徴、実施期限及び場合によっては廃止措置後に運営事業者が担う作業はデク

レにより定める。 

第 L593-29 条  ... 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 第 L. 593-28 条にいうデクレの施行のため、原子力安全機関は、第 L. 593-4 条 に定める一

般規則を尊重して、第 L. 593-1 条にいう利益の保護に必要な廃止措置に関する指示を定

める。  

 同機関はとりわけ、必要に応じて当該施設からの水の採取及び当該施設に由来する放射性

物質に関する指示を定める。 

第 L593-30 条. 

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 第 L. 593-25 条から第 L. 593-29 条に従って原子力基本施設の全体の廃止措置が完了し、原

子力基本施設が本章及び本編第 VI 章に定める諸措置の実施を必要としなくなったとき

には、原子力安全機関は、原子力安全に関する主務大臣に、当該施設の用途廃止に関す

る決定に対する認可を求める。 

 

第 5 款 : 施設の特別カテゴリ 

第 L593-31 条  

2015 年 8 月 17 日付法律第 2015-992 号第 127 条により改正 

 第 L. 593-25 条から第 L. 593-30 条の規定は、下記の条件において第 L. 542-1-1 条に定義

する放射性廃棄物の処分に用いられる原子力基本施設に適用される。  

1° 新たな廃棄物の受入れ終了を操業終了の定義とする。 

2° 廃止措置は、操業終了後に実施される準備作業から施設の閉鎖までのすべてとする。 

3° 監視段階と呼ばれる施設閉鎖後の段階に適用される指示は、第 L. 593-28 条にいうデク

レ及び原子力安全機関により定義される。  

4° 施設が監視段階を経過したときには用途廃止の決定をすることができる。 

INB 等デク

レ（2007） 

第Ⅵ編 原子力基本施設周辺における公用地役権 

第 50 条 

操業者が 2006 年 6 月 13 日法律の第 31 条に定められている公用地役権は、次の各号の場

合に設定する。 

1. 公衆衛生法典 R. 1333-76 条に定められているような放射線緊急事態の影響、及び、該

当する場合には、環境法典 R. 515-26 条にいう事象の影響を防止しまたは軽減する。 

2. 土壌の放射能汚染または化学汚染の影響を防止する。 

これらの地役権は、原子力基本施設の対象範囲内に設置されているあらゆる施設、特に、

2006 年 6 月 13 日法律の第 28 条のⅤにいう施設及び設備であって、環境法典の L. 515-8 条

のⅣまたは第 L. 515-12 条にいうカテゴリの施設に区分されているものの潜在的な影響を考

慮する。 
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第 51 条 

公用地役権は、環境法典 R. 515-24 条から R. 515-31 条の規定に定められている手続にし

たがって設定する。 

同法典 R. 515-25 条にいう者（注：申請者、首長など（環境法典 R. 515-25 条自体は、2014

年 3 月 3 日に廃止されている））のほか、原子力安全機関は、かかる地役権の設定を要求す

ることができる。 

これらの地役権が新規の施設に関するものである場合には、公衆意見調査を第 13 条に定め

る公衆意見調査と並行して開催することができる。 

原子力安全機関、操業者、及び当該自治体の首長は、県知事から、地役権設定案を審議す

る県環境及び健康・技術リスク評議会の会議の日時と場所について、8 日以上前までに通知

を受ける。これらの者は、同評議会に送付された一件書類一通を受け取る。これらの者は、

同評議会に出席し、そこで所見を述べることができる。 

県知事は、地役権設定案を、県環境及び健康・技術リスク評議会の意見を反映するために

必要に応じて修正したうえ、原子力安全機関に送付し、原子力安全機関は 2 ヶ月の期間内に

意見を答申する。 

地役権の設定の結果として、当該施設の操業者による補償か、または、これがない場合に

は、環境法典 L. 515-11 条に定める方法にしたがって国による補償が発生する。 

地役権が操業者のいなくなった公用廃止された原子力基本施設の敷地及び周辺を対象とし

ているときは、一件書類及び公告の費用ならびに補償は国が負担する。 

 

第 52 条 
地役権は、当該地役権の設定を請求する資格を有する個人または機関の請求または発議に

より変更することができる。変更案は、本章に定める方法及び手続にしたがって予備審議し、

協議に付し、採択する。ただし、地役権の解除または制限を唯一の目的とする変更について

は、公衆意見調査を免除することができる。 

環 境 法 典

（2000 年） 

（規則の部） 

第 V 巻：汚染、リスク及び公害の予防 

第 I 編：環境保護特定施設 

第 V 章：特定施設に固有の規定 

第 3 節：公用地役権の設定対象となる施設 

第 1 項：特定施設関連規定 

 

第 R515-24 条（2014 年 3 月 3日付の政令（デクレ）No.2014-284 の第 4 条によって修正） 

 本項の諸規定は、当該施設が第 L.515-12 条で規定された公用地役権の設定対象となる場合

に適用される。 

 

（第 R515-25 条～第 R515-30 条は（2015 年 6 月 1日に廃止） 

 

第 R515-31 条（2014 年 3 月 3日付の政令（デクレ）No.2014-284 の第 4 条によって修正） 

 第 L.515-12 条に規定されている事例において、公用地役権は、当該施設の開発者又は当該

地所が存在する地方自体の首長の要請を受けて、もしくは知事自らの発意により、当該知事

が設定することができる。 

 一件書類は、第 R.515-91 条から第 R.515-97 条までの諸規定に従い、審理に付される。し

かしこれらの条項の適用に当たり、「認可申請者」という語句は「開発者」という言葉と置き

換えられる。 

環境法典（規

則の部） 

第 V 巻：汚染、リスク及び公害の予防 

第 I 編：環境保護特定施設 

第 V 章：特定の施設に固有の規定 

第 9 節：危険物質が係わる重大事故を引き起こす可能性のある環境保護特定施設。 
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第 2 項：地元住民の健康及び安全並びに環境にとって特に重要な危険をもたらす施設に固有

の規定。 

第 R515-91 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284-第 2 条によって制定） 

 当該施設の周囲に境界が定められた界域内での第 L.515-37 条で規定された地役権の設定

は、当該認可の申請者により、当該施設の認可と共に、申請することができる。 

 この設定は同様に、当該施設が設置される自治体の首長により、もしくは当該知事の発意

により、当該施設の認可の申請を受けて、申請することもできる。 

 認可申請者から、もしくは首長から地役権の設定を目指す申請が提出された場合、もしく

は当該知事が自らの発意によりそうする場合、当該知事は、特定施設精査報告書に基づいて

当該案に関する決定を行う。 

 

第 R515-92 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

I. － 第 R.515-91 条の最後の段落に記載されている当該案は、第 L.515-37 条で定義された

ものの中でいずれの地役権が該当する可能性があるのかを示す。 

II. － 認可申請者又は当該首長は、審査の開始に先立ち、検討対象となる地役権の一覧を受

領する。 

 

第 R515-93 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

I. － 意見公聴手続きは、第 I 巻の第 II 編第 III 章の第 2 節又は第 R.512-14 条に規定され

ている方法によって実施される。 

II. － 第R.512-3条から第R.512-9条に記載されている意見公聴手続きのために作成される

文書は、次のものによって補完される。 

 1. 説明通知。 

 2. 第 R.515-91 条の適用により設定された界域とそれぞれのカテゴリの地役権に対応

する面積を示す 1枚の図面。 

 3. それぞれの用途割当を示した土地及び建造物の区画図。 

 4. 当該界域全体又はその一定の部分に関して検討される規則に関する記述。 

III. － 同文書にかかる費用は、開発者の負担とする。 

 第R.123-11条に記載の公示では、当該界域だけでなく検討対象となる地役権も記載される。

 第 R.515-91 条の適用により設定された界域が存在する地方自治体の市町村参事会には、審

査が開始され次第にそれぞれの見解を提示するように求められる。 

 当該施設が設置される地方自治体の首長及び申請者に対し、第 R.123-17 条の第 4 段落及び

第 R.123-18 条の最後の段落に明記された条件に基づく諮問が行われる。 

 この際に、第 R.123-21 条の最後の 2つの段落に示された諸条件に従って当該首長の回答書

の内容を検討することができる。 

 

第 R515-94 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

 審査文書及び地方自治体参事会の見解を受けて、特定施設の精査により、都市計画を担当

する国の地方分散された分局、民間防衛担当部局、さらに必要がある場合にはその他の関連

部局への諮問を行った後で、当該案に関する審査の結果とその結論を取り扱う 1 件の報告書

が作成される。 

 この報告書及び同報告書に示される結論は、環境、健康面でのリスク及び技術関連問題を

担当する県審議会に送られる。申請者及び受入れ自治体の首長は、審議会にその意見を述べ

ると共に、そのために 1 人の代理人を指名する権限を有している。さらに申請者及び受入れ

自治体の首長は、当該知事から、少なくとも 8 日間の猶予をもって、審議会が開催される期

日及び場所の通知を受けるだけでなく、同時に、特定施設精査報告書 1 冊とそこに示された

結論を受領する。 

 

第 R515-95 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

 行政当局は、地役権の設定案に関する裁定が下された後でなければ、当該施設に関する認

可を行うことはできない。 

 

第 R515-96 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

 地役権を設定する証書は、当該知事により、関連する首長に、また当該認可の申請者に提
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示される。 

 またこの証書は、その存在が知られるのに応じて、当該知事により、それぞれの土地所有

者、物権保持者又はそれらの法定相続人に提示される。 

 同証書は、第三者への情報提供を目的として、第 R.512-39 条に規定された公示手続きの対

象となる。 

 この公示にかかる費用は、当該特定施設の開発者の負担とする。 

 

第 R515-97 条（2014 年 3 月 3日付のデクレ No.2014-284 の第 2条によって制定） 

 第 L.515-38 条で規定された情報は、特に建設及び住宅法典の第 R.123-2 条の意味における

「公衆が出入りする施設」（ERP）において、また重大事故が発生した場合に影響を受ける可

能性のある隣接する特定施設の全てにおいて、書面として閲覧できるようにされる。 

 当該情報は、重要な変更を受けて更新がなされる度に、また少なくとも 5 年に 1 度は、送

付される。 

深地層にお

ける放射性

廃棄物の最

終処分に関

する安全指

針(2008) 

4. 基本目標 

4.1 目標 

 人の健康と環境の保護は、放射性廃棄物の深地層処分に対して設定される基本的安全目標

となるものである。放射性物質及び化学毒性の拡散に関連するリスクに対してこうした保護

を行わなければならない。 

 処分施設の閉鎖後は、人の健康と環境の保護は、一定の限られた期間以降も確実な方法で

維持することが出来ない監視や制度的管理に依存するものであってはならない。 

 したがって、介入を行う必要なしに放射性廃棄物に含まれる放射性物質や化学毒性に対し

て人及び環境を保護するために、閉鎖後の安全性を受動的に確保できるように地質環境を選

択し処分施設を設計する。 

 

5. 安全に関する設計基礎 

5.6 監視プログラム 

 処分用構造物の建設期間中並びに施設の閉鎖時点まで、施設監視プログラムを実施しなけ

ればならない。施設の閉鎖後も、いくつかの監視措置は維持される場合がある。こうした監

視実施の必要性は、処分システムの設計時から考慮しなければならない。 

 操業段階における施設の安全性への寄与に加えて、監視プログラムは、処分施設及び地質

環境の構成要素の状態を特徴付ける幾つかのパラメータの変遷、及びこの変遷の原因となる

主要現象を追跡調査することを目的とするものである。科学的知識の更新に基づいた監視プ

ログラムにより、上記の現象が確かに予期されていたものであり、管理下に置かれ続けるこ

とを示すことができなければならない。また、監視プログラムは、施設の管理、操業及び可

逆性のために必要な要素をもたらすものでもある。 

 監視のために使用される手段は、処分の安全性レベルを低下させるものであってはならな

い。 

 

付属書類 2 安全解析の枠内で調査対象とすべき状況の選定 

A2-2 変動状態 

A2-2.2 人間の活動に関連する変動状態 

A2-2.2.1 人間の侵入 

 この種の状況については、処分の存在の記憶の維持によって人間のいかなる偶発的な侵入

も生じ得ない期間が終了する日付を定める必要がある。この記憶は、保存のために使用する

ことのできる措置、規則による制度的な書類等の永続性に依存する。こうした条件において

は、処分の存在の記憶が失われるのは、500 年以上の経過後とすることが妥当であろう。こ

の 500 年という値を、人間の侵入が発生するまでの最低期間として採用する。 

 採用される人間の侵入状態の特性の定義は、下記の保守的仮定に基づく： 

・処分の存在及びその位置が忘れられる。 

・技術レベルが、今日のものと同じである。 

【参考(※)】 

長寿命低レ

ベル放射性

廃棄物処分

1 序文 

（前段割愛） 

 長寿命低レベル放射性（LLLL）廃棄物の処分は、2006 年 6 月 28 日付法律第 2006-739 号に

定めるとおり、黒鉛及びラジウム含有放射性廃棄物の処分が可能になるように優先的に構
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のサイト調

査に関する

安全性の一

般 方 針

（2008） 

 
※本文書は、

表記処分場

のサイトの

調査及び施

設設計段階

において参

照される、

安全に関す

る一般方針

として策定

されたもの

であり、本

文書で示さ

れた要件や

基準は、今

後策定され

る「安全指

針」に取り

込まれる予

定である。 

 

想・設計しなければならない。黒鉛廃棄物の長寿命放射能インベントリは、とくに数万年で

減衰する炭素 14 などからなる。ラジウム含有廃棄物には、主としてラジウム 226 とウラン 238

が含まれる。後者のうちラジウムを最も多く含有する廃棄物については、黒鉛廃棄物と同様

に数万年でその放射能が減衰する。したがって、LLLL 廃棄物処分施設の設計では、主に、前

出の減衰期間（104 年）にわたって廃棄物を有効に封じ込めることが目標となる。この期間が

経過した後、廃棄物に含まれる放射能は、施設の封じ込め特性が失われた場合であっても人

間や環境への被ばくが受容不能とならない残留レベルまで低下していなければならない。制

度的な監視の対象となる地表施設がこのような期間にわたって廃棄物の封じ込めを十分に確

保することは不可能である。そのため、LLLL 廃棄物処分施設は、一般目標及び長寿命中レベ

ル／高レベル（長寿命 IL/HL）廃棄物の地層処分について採用した長期安全性原則の大部分と

整合性がとれるように設計すべきである。しかしながら、LLLL廃棄物処分施設は、長寿命IL/HL

廃棄物に比べると処分する廃棄物の放射能が低いレベルにあり、地層処分施設とは設計上重

要な相違点が生じるはずである。LLLL 廃棄物処分施設の設計者は、安全解析の結果に従って、

LLLL 廃棄物処分の安全性を確保するために当該施設が明確に機能するように設計する必要が

ある。但し、主な相違点としては、地質環境に関する深度と経年性能、パッケージ性能、並

びに、施設運用における安全性確保のための設計上の措置などがある。ところで、地表処分

と同様に、とくに数万年という期間では減衰しない放射性核種など、施設内に受け入れられ

る可能性のある長寿命放射能を制限することが必要になる。また、場合によっては、処分施

設への公衆の立入りを防止する保護措置が消滅してしまったときは、高濃度放射能エリアが

生じるのを制限するために施設内の放射能配分の規則を定める妥当な時期を検討することが

必要になる。したがって、放射能の制限は、選定される用地や概念に照らして、LLLL 廃棄物

処分施設への受け入れが可能な廃棄物の種類を定める上で基本的な要素となる。 

 

4. 基本目標 

4.1 目標 

 人の健康と環境の保護は、LLLL 廃棄物の処分について定められた安全性の基本目標となる

ものである。こうした保護は、施設運用に関連する危険性、運用期間中と処分施設の閉鎖後

における放射性物質及び有害化学物質の拡散に関連する危険性に対して確保する必要があ

る。 

 処分施設の閉鎖後における人の健康と環境の保護では、特定の期間を超えると確実には継

続し得ない制度的な監視や管理に依存するようなことがあってはならない。 

 したがって、介入を行う必要なしに、放射性廃棄物に含まれる放射性物質と有害化学物質

から人や環境を保護する目的で、閉鎖後の安全性を受動的に確保できる地質環境を選定し、

処分施設を設計する。 

 

5 安全に関する設計基礎 

5.5 処分概念 

 地層内における処分施設は、好適な水循環路を形成し得る大きな断層のない岩塊の内部に

配置しなければならない。処分構造物は、周辺帯水層から、また、処分構造物と生物圏の間

で水循環があって十分に長い放射性核種の移行時間を助長する構造物からは十分に距離を置

いて施工する必要がある。 

 とくに、処分概念では、各種の掘削工事により地質環境が受け得る損傷を考慮に入れなけ

ればならない。アクセス構造物、そして処分構造物の設計及び配置は、運用のための遮蔽も

しくは被覆の工事が容易になるように、また水循環の可能性を制限することに資するように

しなければならない。この点について、地層内の処分構造物のレイアウトは、溶脱した放射

能の地表への上昇やその水路への流入を制限するようにする必要がある。 

 最後に、廃棄物の放射性内容物を隔離する必要がある場合に、施設の隔離能力が失われた

ときは、比放射能集中域に関連する危険性を最低限に抑えるために処分施設内における放射

能配分の基準を定めるべきである。 

 監視期間に関しては、設計者は、処分施設の設計段階から、監視を確保する手段について

考慮しなければならない。 

 

6 処分施設閉鎖後の安全性の立証 

6.4 考慮の対象とする状態 

6.4.2 変動状態 
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6.4.2.2 人間の活動に関連する変動状態 

人間の侵入 

 処分の記憶の保持段階を超えると、処分施設内部への侵入を想定したシナリオは現実味を

増す。人間が侵入するという状況の特性の定義は、とくに以下の仮定に基づいて選定される。

－処分の存在及びその位置に関する知識が忘れ去られる。 

－用いる技術のレベルは現在と同じである。 

安全基本規

則 （ RFS ）

I.2：短中寿

命かつ低中

レベル放射

性廃棄物の

地表処分に

関する安全

目標及び基

本 設 計

(1984) 

 

2. 定義 
2.2 長期処分 
 短中寿命かつ低中レベル放射性廃棄物を処分するための地表処分施設の寿命について、次

の 3 つの段階（フェーズ）に分類できる。 
－操業段階： 廃棄物を含む施設の設置、廃棄物の定置、施設閉鎖までの段階。 
－監視段階： 処分施設の操業段階の後、短中寿命放射性核種の放射能を減衰させる段階。

ここでは閉じ込めシステムに支障がないかを監視するとともに、人間や周辺環境へ影響を及

ぼすあらゆる放射性核種の拡散を防ぐとともに、外部からの侵入に対して施設を防護する。

－再生段階： 監視段階が終了し、放射能を減衰させ、人間や環境に対して著しい危険を示

さないほど低いレベルになったなら、通常利用できるように土地を再生させる。 
 
3. 基本目標 
3.2 監視期間に対して要求される制約 
 監視期間に対して要求される制約は、全ての放射性廃棄物処分施設の基本的な第 2 の目標

である。 
 監視に必要とされる最低限の期間は操業者によって提案され、特に 4.2 に記述した調査に

基づくものとする。しかしあらゆる場合において、監視段階開始後、遅くとも 300 年以内に

は処分施設の再生(banalisation)を可能にしなければならない。 
 
4. 安全性についての基礎設計方針 
4.1 固有の安全性 
 処分システムは、第 1、第 2 の閉じ込めシステムの信頼性に基づく固有の安全性を有する

ように設計しなければならない。操業期間及び少なくとも 300 年という監視期間について、

可能性のある全ての状況を考慮して、環境への放射性核種の移行を防止するよう設計しなけ

ればならない。最も可能性のある状況や、それに係る操業者が考慮した事項について、リス

トを作成するとともに、その正当性を検証しなければならない。 
(後略) 
 
4.3 監視、保守、介入 
 施設設計にあたって、操業及び監視段階の間、放射性物質の拡散がないことを検証するた

めに、効率的で連続的で信頼性の高い監視を実施しなければならない。特に、表層水、浸透

水、排水、地下水等の監視を行う。拡散が起こった場合には、検査によって原因となる廃棄

物を特定しなければならない。 
 操業及び監視段階における処分施設及び監視装置は、放射性物質の拡散が確認されたと仮

定した場合に廃棄物の再処理を含む有効な介入措置が行えるように、設計、実践されなけれ

ばならない。この設計は、閉じ込めシステムの質を損なうものであってはならない。 
 操業及び監視段階の間、第 2 の閉じ込めシステムの一部を構成するカバー(couverture)の特

性や完全性は維持されなければならない。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

原子力安全・情報開示法及び原子力基本施設（INB）及び原子力安全・放射性物質輸送管

理に関するデクレでは、記録の保存及びマーカーに関する規定は無い。現行の安全規則（安

全指針）においては、地層処分を対象とした安全指針及び長寿命低レベル放射性廃棄物の

処分を対象とした安全性の一般方針では、安全評価の枠内の人間侵入シナリオの扱いにお
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いて、それぞれ次のように示している。 

●地層処分：記憶の維持措置による人間侵入阻止期間を 500 年としている。 

●長寿命低レベル放射性廃棄物の処分：人間侵入の状況が発生する段階について、処分の

記憶の保持段階を超えた段階としている。 

 

上記のような安全評価シナリオの扱いとしての記憶の保持段階（期間）の記述は、同安

全規則（安全指針）において、そのための活動や取り組みの実施を直接的に要求するもの

ではないが、例えば、地層処分に関しては、その記憶の保持期間について、記憶保存のた

めに使用することのできる措置や規則による制度的な書類等の永続性に依存するとしつつ

も、500 年という期間を設定することが妥当としている。このことは、逆に言えば、500 年

間の記憶保存を担保できる措置を事業者に要求しているとも理解できる。 

また、土地利用制限に関しては、原子力安全･情報開示法（2006 年 6 月）において、公

用地役権を処分場の公用廃止後にも設定できることが示されている。なお、原子力基本施

設（INB）及び原子力安全・放射性物質輸送管理に関するデクレにおいては、公用地役権を

処分場の設置申請に伴って申請できることも示されており、規制期間中、規制期間終了後

を問わず一貫して放射線等に関わる影響から公衆を保護する姿勢が示されている。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

処分場の操業時における異常事例に関連した最新動向として、ビュール地下研究所にて

2016 年 1 月 26 日に発生した事故について記載する。 

なお、ビュール地下研究所は地層処分に関する研究施設であるが、ビュール地下研究所

での放射性廃棄物の中間貯蔵や処分は禁止されている（環境法典第 L542-10 条）ため、本

事故は放射性廃棄物による放射線事象ではない。 

 

 フランスにおける放射性廃棄物処分の実施主体であり、ビュール地下研究所を所有する

ANDRA による本事故に関する事故当日の声明では以下の事項を述べている13)。 

・発生日時：2016 年 1 月 26 日 12：20 

・発生場所：地下研究施設の試験坑道先端部 

・発生状況：坑道の掘削工程において、下請け業者の従業員がボルト打ち込み作業を実

施中に、試験坑道先端部の崩落が発生 
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・即時対応：事故発生後、即時に救援隊を現場に派遣 

・被害：1 名死亡、1 名軽傷、1 名がショック症状のため病院に搬送 

・声明公表時現在の状況：ANDRA による事故原因調査中、バル＝ル＝デュックの検察

官の指示による詳細状況捜査中 

 

また、ビュール地下研究所の位置するムーズ県の事故発生当日の声明では以下の事項を

述べている14)。 

・発生日時：2016 年 1 月 26 日 12：40 

・発生場所：地下研究施設の坑道先端部 

・発生状況：坑道の地球物理学的調査の工程にて、ドリル孔掘削作業中に坑道先端部の

滑落が発生 

・被害：被害者は Eiffage 社の技術者であり、1 名死亡、1 名軽傷 

・声明公表時現在の状況：事故が発生した坑道からは完全に退避済み。安定性の調査を

実施中。消防が緊急治療及び蘇生サービスを配置。バル＝ル＝デュックの検察官によ

り調査中。労働条件も調査予定。 

 

本報告書執筆時点（2016 年 2 月 10 日）において、新たな公式発表は行われていない。 
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2.2.5 スイスにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 立地選定段階における規制側の関与については、2005 年 2 月に施行された原子力法及び

3 段階から成るサイト選定手続きを定めた 2008 年の特別計画「地層処分場」方針部分で規

定されている。スイスでは、連邦原子力安全検査局（ENSI）が安全審査の役割を担う規制

機関であるが、連邦評議会（日本の内閣に相当する）、環境・運輸・エネルギー・通信省

（UVEK）、連邦エネルギー庁（BFE）が許認可を発給する機関であることから、これらの

機関についても、規制機関として取り扱うこととする。また、特別計画に基づくサイト選

定では、連邦国土計画庁（ARE）や連邦環境庁（BAFU）なども関与しているため、これ

らの役割についても整理する。 

 

a. 原子力法 

 原子力法では第 35 条と 36 条及び 49 条から 60 条にかけて、立地選定段階において必要

に応じて実施される地球科学的調査に関する規制側の関与が以下のように規定されている。 

・環境・運輸・エネルギー・通信省（UVEK）が地層処分場に関する情報を収集するた

めの地球科学的調査に関する許可を発給。 

・連邦エネルギー庁（BFE）は地球的科学調査に関する申請書を受領。 

・地球科学的調査の許可申請者が BFE へ申請書を提出したら、BFE はその申請を当該州

に伝え、3 ヶ月以内にそれに対して見解を表明するよう要請。BFE は、正当な理由が

ある場合、この期間の延長が可能。 

・地球科学的調査に対する許可の時点で、法律上効力のある州の許可が下りていないと

きは、UVEK は掘り出した土砂等の一時保管施設用地を指定し、その使用に条件及び

付帯条件を課すことが可能。 

 

b. 特別計画「地層処分場」方針部分 

 特別計画ではサイト選定の第 1 段階から第 3 段階のそれぞれの段階で、規制の関与とし

て官庁が行う審査、評価、意見聴取について以下の通り定められている。 

 

第 1 段階 

・処分義務者が提案した地層処分場が立地される可能性のある「地質学的候補エリア」
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の案の安全性について、官庁は審査を実施する。審査結果は、連邦原子力安全検査局

（ENSI）の評価報告書、及び同評価報告書に対する地層処分場専門家グループ（EGT）

と原子力安全委員会（KNS）の見解書としてまとめられる。 

・連邦国土計画庁（ARE）がサイト地域所在州との共働によって、また処分義務者の援

助も得て、州の既存の基準計画と自治体の利用計画を基礎として地域開発計画の現状

調査を行う。連邦エネルギー庁（BFE）は、ARE と地質学的候補エリアとの共働によ

り、暫定的な地層処分場の地上施設が設置される可能性のある「計画範囲」を定める。 

・ARE の主導の下、サイト地域所在州と共働し、処分義務者も参加して、重要な地域開

発計画に関する指標並びにそれらを第 2 段階において評価するための方法が検討され

最終的に確定される。 

・BFE は、安全性に関する審査及び地域開発計画の現状調査の結果を評価し、州委員会

の見解も踏まえて地質学的候補エリアの案の全体評価を行い、成果報告書とファクト

シートの草案を策定する。 

・草案の公表後 3 カ月の意見聴取が開催される。BFE が州との共働により意見聴取を計

画・調整する。BFE は成果報告書の草案及びファクトシート案と関連資料を、州、関

係連邦機関、隣接諸国並びに関係する国内の諸機関に提示。州または所轄の州官庁は、

地域の機関や地方機関、並びに住民を参与のために招請する。 

・意見聴取の後、成果報告書とファクトシートが更新され、最終的な見解表明のために

州に提出される。BFE は第 1 段階の成果報告書とファクトシートを連邦評議会に提出

し、承認を受ける。連邦評議会の決定に対して、異議申し立てを行うことはできない。 

 

第 2 段階 

・処分義務者は予備的安全評価を実施する。調査による補足が必要な場合、処分義務者

は、早期に連邦原子力安全検査局（ENSI）とともに追加調査の必要性を検討しなけれ

ばならない。 

・処分義務者が高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物のためにそれぞれ最低

でも 2 カ所のサイト候補を提案した後、ENSI は、EGT の支援を受けて、処分義務者

によるサイトの選定を安全性に関する観点から審査し、評価する。ENSI は、各サイト

に関して、既存の知見及び不確実性が、予備的安全評価を可能にするものであるかど

うかも評価する。審査結果を ENSI は評価報告書としてまとめる。KNS は ENSI の評
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価報告書に対する見解を取りまとめる。ARE は地域開発計画の観点から、連邦環境庁

（BAFU）は環境の面から評価を実施する。 

・BFE は、官庁による審査と州委員会及びサイト地域の見解に基づいて、サイトの提案

に対する総括評価を行い、ファクトシートを改訂する。 

・BFE は意見聴取について州と共働して計画・調整し、意見聴取を 3 カ月にわたって実

施する。BFE は、州、関係する連邦機関及び隣接諸国、並びに国内の関係する組織に

成果報告書とファクトシートの草案を送付する。州または州の所轄官庁は、地域や自

治体の機関並びに住民を参与のために招請する。 

・意見聴取の後、成果報告書とファクトシートが更新され、最終的な見解表明のために

州に提出される。BFE は第 2 段階の成果報告書とファクトシートを連邦評議会に提出

し、承認を受ける。連邦評議会の決定に対して、異議申し立てを行うことはできない。 

 

第 3 段階 

・連邦の専門部局は特別計画におけるサイト確定の申請とともに概要承認申請書を審査

する。特に、原子力令第 11 条 2 項による設計原則と原子力令第 64～69 条の地層処分

場の構成及び埋め戻し、モニタリング期間、閉鎖に関する要件が順守されているか否

かを確認する。 

・BFE は、官庁による審査と州委員会及びサイト地域の見解に基づいて、サイトの提案

に対する総括評価を行い、ファクトシートを改訂する。ARE は、サイト地域所在州と

ともに、必要に応じて基準計画の修正に関する調整を行う。 

・都市計画法による意見聴取の実施と原子力法による概要承認手続は、BFE が州と共働

して計画し、調整する。 

・BFE は、概要承認申請のための資料、成果報告書とファクトシートの草案並びにその

他の関連文書を、州、関係する連邦機関及び隣接諸国、並びに国内の関係する組織に

送付し、見解表明を求める。州または州の所轄官庁は、地域や自治体の機関並びに住

民を参与のために招請する。 

・意見聴取の後、BFE は成果報告書とファクトシートを更新し、州に提出する。州は最

終的な見解表明を行う。 

・第 3 段階の概要承認、成果報告書及び改訂したファクトシートは、同時に連邦評議会

に対して提出され、承認の審査を受ける。連邦評議会の決定を裁判で争うことはでき
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ない。概要承認は連邦議会の承認を必要とする。連邦議会の決定は、任意の国民投票

の対象となる。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 放射性廃棄物処分の安全性に関する評価期間については、規制機関である連邦原子力安

全検査局（ENSI）が 2009 年に策定した「ENSI-G03 地層処分場の設計原則とセーフテ

ィケースに関する要件」に規定されており、またその解説書1)において、評価期間の考え方

が示されている。 

 ENSI-G03 は、廃棄物に関連する電離放射線からの人間及び環境の保護は、永続的なも

のでなければならないとしている。立証期間の確定においては、収容された廃棄物の放射

線学的リスクの変遷及び長期間にわたる地質学的な変遷の予測可能性が決定要因となる。

安全評価において、線量及びリスクは、地層処分場の放射線学的影響が最大となる時まで

計算しなければならない。これを踏まえ、安全評価において防護基準が 100 万年までの期

間にわたって遵守されるべきであると規定している。 

 また 100 万年以降の期間については、地層処分場に起因して地域レベルで起こりうる放

射線学的影響について、その変動幅を、内在する不確実性を考慮した上で評価しなければ

ならない。この影響は、自然界に存在する放射線学的被ばくを大きく超えるものであって

はならないとしている。遠い将来における放射線学的影響に関する計算は、定義可能な集

団の放射線被ばくの予測としてではなく、生物圏への放射性核種の潜在的な放出の評価に

関する指標として理解しなければならない。この検討には、地質学的プロセスの結果とし

て、地層処分場エリアが地表からの影響を徐々に受けやすくなるというシナリオも含まな

ければならない。 

 ENSI-G03 の解説書によると、100 万年という立証期間については、定置された使用済燃

料の放射線学的リスクの変遷とスイスにおける長期的な地質学的な変化について、信頼で

きる予測が可能である期間（数百万年程度まで）によって導出されているとしている。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

ENSI-G03 では、BAT に係る規定は見られないが、最適化については一つの節を立てて

扱われている。また、付属書の概念規定において、最適化についての記載がある。 

ENSI-G03 の付属書によると、地層処分場の場合、最適化とは段階的なプロセスと考え
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られており、それぞれの段階で安全性に関する決定を下す際に、様々な選択肢と、それが

処分場の操業安全性と長期安全性において持つ意味について定性的な方法で検討し、全体

的に見て安全性が高まるような決定を下すプロセスであると定義している。 

ENSI-G03 の「6.1 地層処分場の操業段階及び長期安全性の最適化」では、地層処分場

とそれに付随する地上施設の操業段階における放射線防護を最適化しなければならないと

しており、さらに最適化方法を文書化しなければならないとしている。また、長期安全性

の最適化の意味において、高レベル放射性廃棄物の処分容器は、定置されてから 1,000 年

にわたり、放射性核種を完全に閉じ込めるよう設計しなければならないこと、また処分義

務者は、処分容器がこの期間にわたって放射性核種を閉じ込める能力があることを立証し

なければならないと規定している 

ENSI-G03 の解説書においては、最適化のための閉じ込め期間を 1,000 年とした理由に

ついて、最初の 1,000 年の期間における高レベル放射性廃棄物の放射線学的な毒性と発熱

量の減少であるとしている。この期間に、埋め戻し材の飽和状況や定置廃棄物に近接した

場所での圧力及び温度が推移し、平衡条件に近くなると想定しており、これによって、廃

棄物の定置によって地質学的な環境に生じた影響が低減され、後の段階の安全面での検討

の土台となる想定条件の信頼度が高まるとの考え方を示している。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

ENSI-G03 では、処分場の閉鎖後段階に関する防護基準を発生確率に基づき以下の通り

定めている。 

・防護基準 1：発生確率が高い事象は年間 0.1 mSv を上回らない。 

・防護基準 2：発生確率が低い事象はリスクが年間 100 万分の 1 を上回らない。 

 

人間侵入に関して ENSI-G03 は、地層処分場への人間の意図的な侵入については、安全

評価の検討対象に含まないとしている。 

しかし、偶発的な侵入については、ENSI-G03 及び ENSI-G03 の解説書において、関連

する記述がある。 

ENSI-G03 の解説書では、安全評価が防護基準を順守していることを体系的に立証する

ものであり、「安全評価報告書において基準となるような変遷のバリエーションが考慮され

ていることを、根拠と併せて示さなければ」ならないこと、バリエーションの一つとして



 

2-226 
 

「処分場への偶発的な人間侵入が起こった場合の放射線学的な影響に関する検討」を挙げ

ており、偶発的な人間侵入についての検討を求めている。 

ただし、ENSI-G03 及びその解説書は、人間侵入に対して上記のどちらの防護基準を割

り当てるかについては示していない。ENSI-G03 の解説書は、防護基準 2 を適用する場合

には、個々のシナリオに発生確率を割り当てること、さらにシナリオに基づいて基準とし

た年について計算された個人線量について、放射線学的死亡リスクを示すことを求めてい

る。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

スイスの放射性廃棄物に係る安全基準については、ENSI-G03 で、プロセスや事象・変

遷を発生確率が高いものと低いものに分類する形で防護基準（目標）を定めている。防護

基準 1 では発生確率が高いものについて個人線量の上限を年間 0.1 mSv とする個人の被曝

線量基準が定められている。防護基準 2 では発生確率が低いものについて一人の個人の年

間の放射線学的致死リスク 100 万分の 1 を上限としている。 

ENSI-G03 の解説書によると、防護基準 1 と防護基準 2 は国際的な基準よりも厳格であ

るとしている。防護基準 1 の年間 0.1 mSv の値は ICRP が勧告する個人線量の値、年間最

大 0.3 mSv と比較するとかなり厳格となっている。また、ICRP が勧告する致死リスク（推

定された全体的な致死リスク係数）は 0.05/Sv であるが、これは年間 1.5×10－5の死亡また

は深刻な遺伝的な損傷を受けるリスクに対応しており、防護基準 2 はこれよりもかなり厳

格である。 

解説書では防護基準の考え方について以下の通り示している。防護基準 1 については、

自然界の放射線被ばく変動と比較しても、極めてわずかなものであるとしている。スイス

国民の年間線量の平均値は、宇宙線及び大地の放射線による線量は年間約 0.8 mSv、体内に

存在する放射性核種による線量は年間 0.4 mSv、居住空間に存在するラドン及びその崩壊生

成物による線量は年間 1.6 mSv となっている。このため 0.1 mSv という年間線量は、スイ

スで生活する人間が 2 週間の間に自然の放射線によって被ばくする線量に相当する。 

防護基準 2 は、防護基準 1 では検討されなかった地層処分場の変遷に伴って生じる全て

の放射線学的健康リスクを、公衆一人一人に関して評価するものである。防護基準 2 は、

この基準で考慮している全てのリスクを合計しても、健康へのリスクを年間 100 万分の 1

程度しか増加させてはならないことを規定している。このリスクは、道路交通によって死
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亡する年間のリスク（年間約 100 万分の 70）や、レジャーの際の、または家庭における死

亡リスク（年間約 100 万分の 200）と比較しても小さな値である。 

発生確率が高いものと低いものを区分する定量的な基準はない。処分義務者にはシナリ

オ分類に関して裁量の余地が残されているが、採用された分類方法に関する説明は、明確

に示されなければならず、防護基準 2 は防護基準 1 を補う形で使用しなければならないと

している。防護基準 2 を適用する際には、個々のシナリオに発生確率を割り当てなければ

ならない。類似したシナリオを統合する単純化は、シナリオが極端に細分化することを回

避するという目的がある場合には認められる。シナリオに基づき、基準とした年について

計算された個人線量に、発生確率と線量のリスク係数を乗じることによって、このシナリ

オの年間の放射線学的致死リスクに対する寄与を明らかにすることができる。検討すべき

全てのシナリオのリスク寄与分を合計することで、基準となる年度の全体の放射線学的致

死リスクを計算することができる。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

ENSI-G03 は、将来の予測において不確実性が生じるのは不可避であり、不確実性が存

在する場合は、安全評価において最大限の放射線の影響を、変動に幅をもたせた計算を通

じて、あるいは保守的な仮定に基づいて見積らなければならないとしている。 

ENSI-G03 の解説書では、不確実性が長期安全性に及ぼす影響について組織的に調査す

ることが、長期安全性の予測の信頼度を高め、また今後どのような研究活動が必要とされ

るのかを明確にし、地層処分場の設計を最適化するのに貢献するとしている。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

ENSI-G03 は、セーフティケースに関する要件も規定している。セーフティケースとは、

閉鎖された地層処分場の長期安全性の総合的な評価と定義しており、地層処分場の長期的

な変遷と、それによって生じる放射線学的影響について調査した包括的な安全評価の結果

に依拠したものでなければならないとしている。 

許可申請（概要承認申請、建設許可申請、操業許可申請）の際に、地層処分場の操業段

階のセーフティケースと閉鎖後段階のセーフティケースを提出し、さらに処分場の閉鎖の

許可申請及びその後、処分場を原子力法の適用から外す際の申請についても長期的状況に

応じたセーフティケースを提出するとしている。 
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セーフティケースでは、安全評価の実施方法及び使用されたデータの評価を含まなけれ

ばならないとしている。ENSI-G03 の解説書では、地層処分場とその周囲の環境、実際に

定置された廃棄体に関して入手可能な科学・技術的なデータと、操業時のモニタリング計

画を通じて得られた知識及び結果も、適切な形で考慮に入れなければならないとしている。 

また、セーフティケースは安全報告書として文書化されなければならないとしており、

不確実性及びその安全技術面での重要性についても安全報告書で明記される。安全評価で

は、地層処分場、地圏、生物圏が検討され、これらの検討に基づいて多重バリア・システ

ムの維持能力が検討される。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

ENSI-G03 には、社会・ステークホルダーとのコミュニケーションについて直接的に規

定した条項はない。ただし、原子力法は地層処分場等の原子力施設の建設・運転において

必要とされる概要承認が、一定数の国民の署名による要求があった場合に国民投票の対象

となることを規定している。 

サイト選定手続等を定めた特別計画｢地層処分場｣によると、連邦エネルギー庁（BFE）

は安全技術フォーラムを設置して住民への情報提供や公衆参加の面で州をサポートすると

している。連邦原子力安全検査局（ENSI）の主導の下、フォーラムは、特別計画の手続に

対して住民や関係者から寄せられる技術的な質問の取り纏め、議論、回答を扱う。フォー

ラムは、官庁（ENSI、スイス国土地理院（swisstopo））、委員会（原子力安全委員会（KNS）、

地層処分場専門家グループ（EGT））の専門家、処分義務者によって構成される。BFE と

の協議により、フォーラムには特別計画手続の参加者の申請で別の専門家が参画すること

ができる。州と近隣国は、プロセスによる影響を受ける場合は、意見を表明し参加するた

めの多くの機会を与えられる。自治体は意見聴取において、サイト地域の自治体はさらに

地域参加の枠組で参加することができる。 

また、特別計画では、連邦は定期的に連邦、州、近隣国の関係官庁、スイス国内の関係

団体、住民に情報を提供し、外国の組織や公衆には近隣国の官庁を通じて情報を提供する

としている。 

特別計画では 3 段階から成るサイト選定プロセスが定められている。各段階において

BFE が作成する成果報告書とファクトシートの草案に対して連邦評議会が決定を下す前に、

3 段階のそれぞれの最後に 3 カ月間の公式の意見聴取が行われる。処分義務者の提案、官庁
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審査の結果、州委員会とサイト地域の意見及び報告書、連邦評議会が承認する成果報告書

とファクトシートの草案は、一般に公開される。州、近隣国、近隣国（ドイツ、オースト

リア、フランス、イタリア）の隣接州・地域、組織、政党は環境・運輸・エネルギー・通

信省（UVEK）に意見を寄せることができる。州の地域開発局は、利害関係のある州、地

域、市町村の機関にヒアリングを行い、住民が適切な方法で参加できるように配慮する。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

ENSI-G03 の「6. 最適化、品質マネジメント及び文書化」においては、地層処分場を具

体化していく各段階において、安全性に関係するそれぞれの決定に関して、様々な選択肢

並びにそれが長期安全性にとっての意味を定量的に検討し、全体として安全性を高める方

向に働く決定を下さなければならないと規定している。また、「7. 地層処分場の安全性の立

証」では、処分事業の各段階でセーフティケースを提出すべきことが定められている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

スイスでは処分概念について、環境・運輸・エネルギー・通信省（UVEK）により設置

された「放射性廃棄物処分概念専門家グループ」（EKRA）が 2000 年の報告書2で「監視付

き長期地層処分」の概念を提示した。処分場は、高レベル放射性廃棄物、低中レベル放射

性廃棄物のためのもの双方とも、「監視付き長期地層処分」概念に基づいたものとなってい

る。 

「監視付き長期地層処分」では、実際の廃棄物定置施設（主施設）に加えて、処分場の

操業開始前に、試験施設とパイロット施設が建設される。 

試験施設は、操業許可に必要とされる安全性の実証のために必要なサイト固有の研究を

行うための地下特性調査施設としての役割を有しており、試験施設での調査目的は、主処

分施設で起こる安全に関連したプロセスを理解することである。さらに、試験施設は主処

分施設の操業後もパイロット施設を補完するものとして操業する可能性がある。 

また、パイロット施設も、処分場の操業開始の前に建設される。パイロット施設は、人

工バリア及びニアフィールドの長期的な安全性の監視や、長期間安全性を立証するために

使用された予測モデルを検証する役割を有しており、「証明処分場」としての役割を果たす。 

その後、放射性廃棄物の大部分を処分するための主処分施設が建設される。主処分施設

の建設は、操業期間とモニタリング期間の間段階的に続けられる。主処分施設の建設及び
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埋め戻しは、回収可能性を技術的に維持した形で実現される。廃棄物がいったん定置され

ると、空洞は直ちに埋め戻しされる。アクセス坑、施設のモニタリング及び操業のための

坑道及び領域はモニタリング期間の間開放されたままとされ、構造が補強される。また、

操業期間とモニタリング期間の間、施設の開いている区域は排水され、維持される。 

モニタリングについては、主にパイロット施設と可能な限り主施設で実施される。パイ

ロット施設ではさらに、試験的な廃棄物の回収といった措置が可能である。モニタリング

期間の終了時には、廃棄物が主施設から取り出されるか、施設が閉鎖され密封される。 

 以上の「監視付き長期地層処分」の概念は 2005 年施行の原子力法及び原子力令に反映さ

れた。 

 原子力法では多額の費用をかけずに回収が可能であることが地層処分場の操業許可の条

件とされている。 

 原子力令においては廃棄物の回収のための措置等が受動的安全バリアを妨げないよう処

分場を設計することが規定されている。埋め戻しについては、廃棄物パッケージの定置後

に処分坑道と坑道を埋め戻すものとされ、また長期安全性が保証され、多大な出費なく廃

棄物の回収が可能であることが埋め戻しの条件とされている。処分場に併設する試験エリ

アにおいては、地層処分場の操業開始の前に、安全関連技術を試験して、その機能を立証

するものとしている。回収可能性との関連では、廃棄物パッケージの万一の回収のための

埋め戻し材の撤去及び廃棄物パッケージ回収技術の実証を要求している。 

 ENSI-G03 地層処分場の設計原則とセーフティケースに関する要件でも、処分場を閉鎖

するまで、多額の費用を発生させない放射性廃棄物の回収が可能でなければならないとさ

れている。廃棄物の回収に関する計画については、地層処分場の許可申請書とともに ENSI

に提出し、審査と許可を受けなければならないとされており、この回収に関する計画にお

いて、作業者及び住民において想定される放射線被ばくの評価が要求されている。また、

回収が命じられるのは、操業段階にバリア・システムの欠陥を示す兆候が存在し、目的を

達成するための修復が不可能であり、したがって地層処分場の長期安全性がもはや保証で

きないと判断される場合とされている。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 原子力法では命令を受けて実施される地層処分場の閉鎖後、または追加的な監視の終了

後、連邦評議会は処分場が原子力法の対象でないことを確認する、また連邦はこの時点以
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降、さらなる措置として、特に環境監視を実施することができると規定されている。 

 特別計画「地層処分場」方針部分では閉鎖された施設に係る責任が国へ移行されると定

められている。 

 ENSI-G03 地層処分場の設計原則とセーフティケースに関する要件でも、命令を受けて

行われる閉鎖あるいは監視期間が満了した後に、地層処分場は確定行為により原子力関連

法の適用から除外されると規定されている。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 原子力法や原子力令においては、モニタリング期間の定義や処分場の所有者が担う義務

が規定されている。原子力法では、処分場の閉鎖までモニタリングされると規定され、原

子力令では、モニタリング期間の長さは、廃棄物の定置が終了した後の段階で環境・運輸・

エネルギー・通信省（UVEK）が決定するとされている。また、パイロット施設において、

廃棄物、埋め戻し材及び母岩の挙動がモニタリング期間の終了時までモニタリングされる

と規定されている。 

 他方、原子力施設の廃止措置基金及び廃棄物管理基金に関する政令（廃止措置・廃棄物

管理基金令）では、廃棄物管理費用を計算する目的で、処分場のモニタリング期間を 50 年

間と想定している。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 文書・マーカ等の記録の管理については、原子力法及び ENSI-G03 地層処分場の設計

原則とセーフティケースに関する要件において規定がある。 

原子力法では、連邦評議会が地層処分場の恒久的な標識を定めるとしている。 

 ENSI-G03 では、処分場の所有者が、建設許可申請の枠内において、地層処分場の標識

に関するコンセプトを提出し、この標識のコンセプトをその後の許可段階で具体的に示さ

なければならないと規定している。この標識について ENSI-G03 の解説書では、標識が正

しく解釈されなければ好奇心から処分場への侵入を招き、安全性の問題が発生する可能性

があるとして、標識が長期安全性を損ねるものであってはならないとの考え方が示されて

いる。 
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(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.6 カナダにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 原子力安全管理法及び同法に基づく規則に基づく許認可プロセスは、地層処分場を含む

クラス I 原子力施設のライフサイクルを通じて 5 段階が設定されている。処分場の建設許可

（第 2 段階）の前に、「サイト準備許可」（site preparation licence）と呼ばれる許可段階が

設定されている点が特徴である。申請者が最初に行うの許可申請となる「サイト準備許可」

は、ある特定の場所に立地しようとするクラス I 原子力施設用のサイトで準備作業を行うた

めの許可申請である。このため、立地選定段階の末期においては、法律に基づく許認可プ

ロセスとしての規制の関与が存在すると考えられる。ただし、特定のプロジェクト用のサ

イト選定において、選定プロセス自体に関して規制側の関与に関する要件はない。 

 

図 2.2-6 CNSC の許認可アプローチのライフサイクル 

（段階的なアプローチ/早期計画設定） 

〔出典：放射性廃棄物等安全条約に基づく第 4 回カナダ国別報告書〕 

 

 原子力安全管理法及び関係規則に基づかない立地段階における規制の関与として、処分

実施主体であるカナダ核燃料廃棄物管理機関（NWMO）とカナダ原子力安全委員会（CNSC）

の間で、NWMO が実施する核燃料廃棄物の長期管理アプローチ「適応性のある段階的管理」

（APM）プロジェクトに関する役務協定(service arrangement)を 2009 年に合意・調印し

ている。 

 放射性廃棄物等安全条約に基づく第 4 回カナダ国別報告書（2011 年 10 月）の K.5 節で

この協定に関する情報が報告されている。役務協定で扱われている CNSC の提供サービス

には、APM 地層処分場の概念に対する「プロジェクト開始に先立つ」設計レビュー、地層

処分場に求められる規制要件の確認、CNSC の役割に関する情報提供を目的とする公開の

会合への参加などがある。 
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 上記の「設計レビュー」は、今後に NWMO が提示する概念に基づいて提案する設計の

レビューを実施する作業であり、「プロジェクト開始に先立つ」という表現は、許認可申請

が CNSC に提出される以前に設計レビューが行われることを意味している。現時点では、

地層処分場の立地点が不明であるため、NWMOは2ヵ所の仮想サイトについて、概念設計、

すなわち設計草案（モデル）の作成を進めている。NWMO はさらに、サイト閉鎖に関する

決定がなされた後の（すなわち閉鎖後の段階に関する）これらの 2 ヵ所の仮想サイトの安

全性の評価を取り扱った報告書も提出する予定である。NWMO がそれらの報告書を提出し

た場合、CNSC は、2 つの代表的な岩石層､一つは結晶岩､もう一つは堆積岩に立地される 2

ヵ所の仮想的な（しかし現実的な）サイトに関する概念設計と閉鎖後安全性を取り扱った

報告書レビューを実施することになっている。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「7.4 評価時間枠」では、将来影響の評価には発生すべき最大影響が予測される期

間を含めることが要求され、評価時間枠の決定には次の要素を考慮に入れるべきであると

している。 

1. 汚染物質の有害性存続期間 

2. 操業期間の継続期間（施設がその最終状態に達する前） 

3. 人工バリアの設計寿命 

4. 能動的及び受動的な制度的管理の両方の継続期間 

5. 自然事象と人為的環境変化（例えば、地震の発生、洪水、干ばつ、氷河作用、気候変

動など）の頻度 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「4.3.2 設計の最適化」では、原子力施設の設計は、すべての適用要件を満足する

ように最適化すべきであり、特に放射性廃棄物管理施設については、規制限度を満足する

だけでなく、長期における安全性を保証する裕度を確保するため、規制限度以下となるよ

うにすべきであるとしている。 

1. 汚染物質の有害性存続期間 
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2. 操業期間の継続期間（施設がその最終状態に達する前） 

3. 人工バリアの設計寿命 

4. 能動的及び受動的な制度的管理の両方の継続期間 

5. 自然事象と人為的環境変化（例えば、地震の発生、洪水、干ばつ、氷河作用、気候変

動など）の頻度 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「7.5.2 人間侵入を含む破壊的事象シナリオ」では、破壊的事象シナリオは起こり

得るバリアの貫通ならびに閉じ込めの異常喪失に至る不測の事象の発生を仮定するもので

あり、人間侵入の評価では、放射性廃棄物の他の区域への広がりに起因する人間と環境の

被ばくを評価する必要があるとしている。また、放射性廃棄物処分施設への人間侵入に関

するシナリオは、評価の不確実性の程度、線量限度の保守性、ならびに侵入の起こりやす

さに照らして解釈すべきであり、侵入の起こりやすさ及びリスクのどちらも報告すべきと

している。ただし、侵入者がその廃棄物の危険性を認識していない偶発的な侵入のシナリ

オでは、侵入者の被ばくを評価すべきであるが、侵入者が廃棄物の危険性を認識している

と仮定される意図的な人間侵入の評価では、侵入者の被ばくを検討する必要はないとして

いる。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

a. 線量・リスク基準の規定内容 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「6.2.1 人間の電離放射線防護」では、評価は公衆被ばくに対する規制線量限度（現

行 1mSv／年）を超えないという合理的保証を与えるべきであるとしている。ただし、最適

化プロセスでは、ICRP の約 0.3mSv／年を超えない「線量拘束値」を設計目標として使用

するが、評価モデル予測において不確実性を説明するための遵守限度としては使用しない

としている。また、ICRP が勧告している確率係数に基づく確率的影響の確率は、1mSv／

年の実効線量限度（法令）に対して 1 年当たり約 7×10-5で、0.3mSv／年の線量拘束値に

対しては約 2×10-5であり、評価では線量または、長期安全性評価における確率的影響の関

連する確率のどちらかを使用してよいとしている。 
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b. 代替指標に関する規定内容 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「5.4 安全性の補完的指標の使用」では、廃棄物管理システムの長期性能を例証す

るために用いられる補完的指標の例示として、以下のパラメータを挙げている。 

1. 容器腐食速度 

2. 廃棄物溶出速度 

3. 地下水の年代と移動時間 

4. 廃棄物管理施設からの汚染物質の流束 

5. 特定環境媒体中の汚染物質濃度（例えば、地下水中のラジウム濃度） 

6. 廃棄物の毒性変化 

 

 CNSC は、上記の補完的指標を例示した上で、補完的安全指標の判定に使用される許容

基準は、補完的指標とより直接的な安全指標の関係から導き出すべきであると勧告してい

る。更に、補完的指標を使用した評価においては、その指標から導き出した許容基準とと

もに、その使用の正当性を示すべきであると勧告している。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の「8.2 不確実性の解析」では、不確実性解析においては、以下から発生する不確実

性を区別すべきであると勧告している。 

1. 入力データ 

2. シナリオにおける仮定 

3. 評価モデルにおける数学的処理 

4. 概念モデル 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」の巻末にある用語集において、「セーフティケースとは施設の安全性を立証する論拠

と証拠を統合したもの」と説明している。「5.0 長期セーフティケースの開発」では、長期
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安全性の立証は、人の健康と環境を防護する廃棄物管理が行われるという合理的保証を規

定することから成り、これはセーフティケースの開発を通して達成されるが、セーフティ

ケースには以下に基づく様々な追加的な論拠によって補足される安全評価が含まれるとし

ている。 

1. 評価方策の適切な選定と適用 

2. システム頑健性の立証 

3. 安全性の補完的指標の使用 

4. 長期安全性に対する確信を与えるために利用可能な他のすべての証拠 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制方針 P-290 及び規制指針 G-320 には、コミュ

ニケーションに係る要件・勧告は含まれていない。公衆の関与は、許認可申請の一環で実

施される環境アセスメントの関わりにおいて法的な要求がある。 

 カナダの核燃料廃棄物処分場のサイト選定は、核燃料廃棄物法に基づいて検討、決定し

た使用済燃料管理の長期的なアプローチの一環として実施されており、特にサイト選定を

規定した法令は存在しない。しかし環境面においては、1972 年の環境影響評価法を置換す

る形で 2012 年 6 月に制定された「2012 年環境アセスメント法」に基づいて、放射性廃棄

物処分場を含む原子力施設の設置に際しては環境アセスメントの実施が求められている。

同法は、環境アセスメントにおいて公衆の有意義な関与の機会が与えられることを確実に

することを目的とした法律である。 

 2012 年環境アセスメント法では、原子力安全管理法に基づいて規制される活動に対する

環境アセスメントについては、カナダ原子力安全委員会（CNSC）が担当当局（アセスメン

ト・プロセスのオーナー）となることを定めている。すなわち、処分事業者が作成する環

境影響評価書のレビューを CNSC が担当し、環境アセスメントの最終段階において、重大

な環境上の悪影響を引き起こす可能性に関する意思決定者となる。この意思決定において、

CNSC は決定説明書を作成することになっており、決定説明書は原子力安全管理法に基づ

く許認可の一部となる。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 カナダでは処分事業を含む原子力安全管理法に基づいて規制される活動の許認可は、当
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該活動のライフサイクルを通じて段階的に実施されることになっている。放射性廃棄物の

処分施設は「クラス IB 原子力施設」に該当し、サイトの準備、建設及び操業から廃止措置

を経て、最終的な放棄に至るまでの全ての期間にわたり規制下に置かれ、各フェーズに個

別の許認可が必要となっている。 

・サイト準備許可（Licence to Prepare Site） 

・建設許可（Licence to Construct） 

・操業許可（Licence to Operate） 

・廃止措置許可（Licence to Decommission） 

・放棄許可（Licence to Abandon） 

 

 カナダの現行法制度では、原子力施設の定期安全レビューに関する規定は未整備である。

ただし、一般に原子力安全管理法に基づく許可（ライセンス）は通常は期限付き（5～10

年）で発給される。許可の更新タイミングにおいて、カナダ原子力安全委員会（CNSC）は

許認可取得者の実績及び順守履歴に照らして当初の文書及び評価を再検討し、許認可条件

に対して追加、修正または削除を行うことができることになっている。 

 さらに、原子力安全管理一般規則（SOR/2000-202）第 8 条において、許可された活動が、

環境、人の健康及び安全または国家安全保障の維持に不当なリスクを課す場合など、特別

な場合には、許可の全体または一部を一時停止、修正、無効化、または、取り替える権限

が CNSC に付与されている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」（2006 年）の巻末にある用語集において、用語「処分」の意味を「回収する意図がな

く放射性廃棄物を留め置くこと」とする説明がある。CNSC の規制文書では、可逆性ある

いは回収可能性についての特段の言及はない。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」（2006 年）の巻末にある用語集において、用語「制度的管理」の意味を「サイトの廃

止措置後の残存リスクの管理。制度的管理には、能動的な方法（水処理、モニタリング、
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監視及び保全などサイトでの活動が必要なもの）と受動的な方法（土地利用制限、標示物

等などサイトでの活動を必要としないもの）を含むことができる」と解説している。 

 G-320 で行われている解説の内容は、CNSC の規制指針 G-219「許認可事業の廃止措置

計画」（2000 年）の本文内の「4.0 用語の定義」で示されている「制度的管理」の定義と実

質的に同じである。G-219 内の用語定義では、「長期間に渡る制度的管理の採用は十分な根

拠を示すべき」という付記がある。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」では、「7.5 評価シナリオ」のサブセクションとして「7.5.3 制度的管理」を設けてお

り、この中で、「許認可申請者からの提出物においては、制度的管理が廃棄物管理システム

安全性で果たす役割、及びその役割が安全性評価でどのように考慮されているかを特定す

べきである」としている。 

 こうした文脈において、制度的管理の形態には、監視とメンテナンスなどサイトでの活

動を必要とする能動的な方法と、土地利用の制限、標識（マーカー）などサイトでの活動

を必要としない受動的な方法が含まれるとしている。さらに、長期安全性を確かなものと

するために制度的管理に依存するどのような意図も、長期評価において文書によって裏付

けし、かつ（制度的管理を行うことが）正当であるという理由付けをすべきとしている。 

 G-320 は、能動的な制度的管理自体のあり方を示すような要求・勧告は含んでいない。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）の規制指針 G-320「放射性廃棄物管理の長期安全性の

評価」では、土地利用の制限、標識（マーカー）などサイトでの活動を必要としない制度

的管理を受動的なものとして例示している。長期安全性を確かなものとするために制度的

管理に依存するどのような意図も、長期評価において文書によって裏付けし、かつ（制度

的管理を行うことが）正当であるという理由付けをすべきとしているものの、受動的な制

度的管理自体のあり方を示すような要求・勧告はなされていない。 

 

a. 記録の保存に関する規定内容 

 原子力安全管理一般規則（SOR/2000-202）では、許認可保有者の義務としての記録の保
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存、その処分の方法が規定されており、特定の場合を除いては記録の処分を禁止している。 

b. マーカー・標識に関する規定内容 

 CNSC の規制指針 G-320 では、受動的な制度的管理の具体例として、マーカー・標識を

挙げているが、｢7.5 評価シナリオ｣において、安全機能としての役割を認めることもあると

する位置付けている。ただし、マーカー・標識の設置に関する要件は未整備である。 

 

c. 土地利用制限に関する規定内容 

 CNSC の規制指針 G-320 では、土地利用制限についても安全機能としての役割を認める

こともあるとする位置付けているが、処分場閉鎖後の土地利用に関する具体的な要件は未

整備である。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.7 英国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の立地段階での規制機関の関与については、2008

年環境・食糧・農村地域省（Defra）白書「放射性廃棄物の安全な管理－地層処分実施の枠

組み（Cm.7386）」1)（以下、2008 年 MRWS 白書という）と 2009 年 EA 等「地層処分施

設の許可要件に関するガイダンス」（以下、2009 年 EA 等ガイダンスという）の中で関連す

る記載があり、その内容を以下に整理する。 

 2014 年白書2)では、地層処分施設の開発同意を求める申請がなされた場合は、原子力規

制局（ONR）及び管轄環境規制機関に当該申請に関する意見の諮問をしなければならない

とされている。また、潜在的な候補サイトの特性評価を行うボーリング調査に関する開発

同意を求める申請がなされた場合は、管轄環境規制機関に当該申請に関する意見の諮問を

しなければならない。これらの環境規制機関は、法律または協定を通じて、ボーリング調

査の規制に関する責任を負うとしている。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の評価期間については、2009 年 EA 等ガイダンス

で示されている。以下にその内容を示す。 

 環境セーフティケースは、許可期間及び許可期間終了後の両期間に関する定量的な環境

安全評価を対象としたものであるべきである。これらの評価の対象期間は、将来の放射線

学的リスクがピークに達する時期まで、あるいは不確実性が過大になるために定量的な評

価を実施する意味がなくなる時期までとする必要があるとしており、具体的な期間は設定

していない。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の最適化と BAT については、2009 年 EA 等ガイダ

ンスの原則及び要件として示されている。以下にその内容を整理する。 

 地層処分施設のライフサイクルに含まれるすべての段階で最適化が考慮されなければな

らないとしており、当該施設の操業期間や能動的な制度的管理の実施期間、さらには制度

的管理が解除されているが、依然として有意な放射線学的危険性が存続する期間にわたり、

リスクとその他の要素のバランスを取る必要があるとしている。また、廃棄物受入規準の
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選択、選定サイトの使用方法、処分施設の設計、建設、操業、閉鎖及び閉鎖管理などを通

じ、また許可期間及び許可期間終了後の両期間について、公衆の構成員及び環境への放射

線学的リスクは、経済及び社会的な要因を考慮した上で、合理的に達成可能な限り低く

（ALARA）抑えられるようにしなければならないとしている。また、それぞれの意思決定

段階において、EA 等は最適化を検討したことを示すための文書を事業者に提出させること

を考えている。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における人間活動の影響については、2009 年 EA

等ガイダンスの要件として示されている。以下にその内容を整理する。 

 2009 年 EA 等ガイダンスでは、EA 等は地層処分施設の事業者に対し、許可期間終了後

の人間侵入が発生する見込みはきわめて低いと仮定すべきだが、許可期間終了後の人間侵

入が引き起こす可能性のある影響についても評価すべきであるとしている。2009 年 EA 等

ガイダンスでは、人間侵入を以下の 3 つに分類できると考えている。 

① 処分施設が存在すること、その場所、施設の本質及び収容物に関する十分な知識を

備えた状態での人間の侵入 

② 処分施設に関する事前知識がなく行われる人間の侵入 

③ 地下構造物の存在に関する知識はあるものの、そこに何が収容されているのかを理

解せずに行われる人間の侵入 

 

 EA 等はこのうち、①に関しては検討すべきであるとは考えておらず、②及び③に関して

検討すべきであると考えている。②に含まれる人間侵入の例としては、井戸の掘削や当該

区域の地質状況が有望なものと判断された場合に行われる可能性のある鉱物資源の探査を

目的としたボーリング調査が挙げられている。また、③に含まれる人間侵入の例としては、

放射線に関する知識または理解のない状況で、過去に当該サイトで何らかの人間活動が実

施されたことを認識した上でなされる考古学的な調査が挙げられている。また、EA 等が人

間侵入とみなすことのできる事象として、以下が挙げられている。 

 (a)処分施設への直接的な人間侵入。 

 (b)バリアに損傷を与えるか、その機能を低下させるその他の人間活動。その例として、

すでに閉鎖され、シーリングされたアクセス坑道または立坑の部分的な再掘削が挙げ
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られる。これらの人間活動による影響を受けると考えられるバリアは、人工バリア、

天然バリア、あるいはそれら両方の組み合わせとなる場合がある。 

 

 上記のような事象が起こる可能性のある地域の外部では、リスクガイダンス・レベルが

将来の人間の行為に適用される基準となるとしている。このリスクガイダンス・レベルは、

放射性核種がバリアを越えて分散し、希釈のメカニズムが作用する場所に適用される。こ

の中には、処分システム内の人間の行為によって擾乱が生じた部分も含まれる。リスクガ

イダンス・レベルが適用される将来の人間の行為の例として、処分施設からの放射性核種

によって汚染された帯水層に至る井戸の掘削が挙げられている。 

 また EA 等は、地層処分施設への人間侵入における整合性を立証するために用いるべき特

定の基準を設けていない。EA 等は、地層処分施設への人間侵入の時期、種類及び範囲はき

わめて不確かなものであるため、リスクガイダンス・レベルの下で考慮される人間侵入に

よる擾乱を受けていない処分システムの変遷を扱ったシナリオとは別に、一つ以上の

「what-if」シナリオを通じて検討する必要があるとしている。図 2.2-7 に、許可期間終了

後のの人間侵入に対するアプローチの概略図を示す。 
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図 2.2-7 許可期間終了後の人間侵入を処理するための方法 

（2009 年 EA 等ガイダンス図 6.4） 
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(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における長期に係る線量・リスク基準・代替指標

と解釈・信頼性・根拠については、2009 年 EA 等ガイダンスの要件として示されている。

以下にその内容を示す。 

 英国では、安全基準に関する基準値が以下のように定められている。 

 許可期間内においては、当該施設から決定グループの代表的な構成員の 1 人が受ける実

行線量は、線源及びサイトに関する線量拘束値を超えてはならないとしている。 

・ 放射線の放出が生じるいずれかの線源に関して、1 年間に 0.3 mSv。 

・ 単一サイトからの放出量として、1 年間に 0.5 mSv。 

 また、許可期間終了後においては、最大のリスクを受ける人間を代表とする個人が一つ

の処分施設から受けることが評価される放射線学的リスクは、10-6 というリスクガイダン

ス・レベルと適合したものであるべきとしている。このリスクガイダンス・レベルは許可

期間終了後の人間侵入には適用されない。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における性能評価・安全評価における不確実性の

取扱いについては、2009 年 EA 等ガイダンスの環境セーフティケースの一部として取り扱

われている。以下に記載内容を整理する。 

 環境セーフティケースを作成する上で不確実性の管理は、必要かつ重要な作業の一つと

され、環境セーフティケースを更新する度に実施する必要があるとしている。事業者は、

環境セーフティケースの中で不確実性について明確な説明を示すと共に、不確実性が及ぼ

し得る影響を分析した上で、どの部分において不確実性を低減できるのか、あるいはどの

部分において不確実性の影響を低減あるいは相殺できるのかを検討する必要があるとして

いる。また、事業者は許可期間及び許可期間終了後の両期間において、環境セーフティケ

ースに有意な影響を及ぼす不確実性の全てを適切に考慮していることを立証する必要があ

るとしており、EA 等は事業者に対し、以下を作成することを求めている。 

・ 重要な不確実性の一覧表 

・ 重要な不確実性の管理に関する将来に向けた明確な戦略。この戦略では、例えば、

不確実性の回避、緩和あるいは低減を実現できるかどうか、不確実性の定量化をど

の程度信頼できるやり方で実施できるかが検討される。 
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 また、不確実性については、ある程度の信頼性をもって定量化できる不確実性と、こう

した定量化が行えない不確実性の 2 種類に区別することができる。自然界の変動可能性や

統計面での不確実性は定量化できる不確実性（統計学的に評価が可能）に分類でき、デー

タの関連性の問題、プロセスに関する理解の欠如、将来の人間に関する不確実性は定量化

が行えない不確実性に分類される。環境セーフティケースでは、この両方の不確実性が考

慮される必要があるとしている。図 2.2-8 に、より広範に適用できるような不確実性に関

する処理のアプローチの例を示す。 

 

図 2.2-8 不確実性の処理方法（2009 年 EA 等ガイダンス図 6.3） 
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(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場におけるセーフティケースの内容とレビューにつ

いては、2009 年 EA 等ガイダンスでは要件として環境セーフティケースが示されている。

以下に記載内容を整理する。 

 環境セーフティケースは、放射性固体廃棄物処分の環境安全性に関する一連の主張を示

したものであり、体系的な論拠及び証拠の組み合わせによって構成されるもので、公衆の

構成員の健康と環境の健全性が適切に防護されていることを明示するものでなければなら

ないとしている。環境セーフティケースには、当該サイトの地質学的状況、水文地質学及

び地表環境、（処分に先立つ廃棄物の処理及び調整を含む）廃棄物の様々な特徴、施設の設

計、建設、操業及び閉鎖に用いる手法が含まれる。また、事業者は環境セーフティケース

において、以下に挙げる項目について、見解の論拠の説明が必要であるとしている。 

・ 定量的な安全評価と不確実性の管理の質及び頑健性。 

・ 提示されたその他の論拠及び証拠の質、頑健性及び関連性。 

・ 開発者／操業者の環境安全文化、環境セーフティケースを支援する活動に関与する

様々な個人の専門知識及び経験の範囲及び深さ。 

・ 開発者/操業者のマネジメントシステムの主な特徴。その例として、作業計画の設定

及び管理、健全な科学及び良好な設計慣行の採用、記録の維持、品質マネジメント及

びピアレビューなどが挙げられる。 

 

 またレビューに関しては、技術的な作業に関して妥当な場合にはその他の品質マネジメ

ントアプローチを補うものとして、ピアレビューが活用されるべきとしている。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における社会・ステークホルダーとのコミュニケ

ーションについては、2009 年 EA 等ガイダンスでは要件として、以下のように記載されて

いる。 

 事業者は環境セーフティケースを開発する際に、土地利用計画当局、受け入れ側の地域

社会、その他のステークホルダー及び一般市民との対話に参画しなければならないとして

いる。事業者及び規制機関は、受け入れ側の地域社会及びその他の人々との対話を開かれ

た、包括的で建設的なものにすることを目指し、協力して活動しなければならないとして
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いる。受け入れ候補となっている地域社会及びその他の人々に対し、技術及びその他の問

題に関する技術者または規制機関の考えに対する疑問を提示する機会が提供されていなけ

ればならないとしている。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、

結果の反映方針については、2009 年 EA 等ガイダンスで示されている。以下にその内容を

整理する。 

 当該施設の操業段階において、EA 等は環境許可の定期的な再審査を実施するとしている。

再審査の実施時期及び範囲に関しては、事業者と合意した上で決定する予定である。定期

的な再審査を支援するために、事業者から以下のものを含んだ更新された環境セーフティ

ケースが提出されることを EA 等は期待している。 

・ 当該施設の建設及び操業期間中に入手された知識。 

・ その時点で進められているサイト特性調査作業において得られた新たな理解。 

・ 継続されている研究開発作業で得られた成果。 

・ 他国の同様な施設で得られた経験。 

・ 放射性廃棄物の特性調査、調整及びパッケージングに関して実現した技術的な進歩。 

 

 また、英国では地層処分施設の可否に関して、段階的な許可を実施することとしている

（図 2.2-9 参照）。段階的な許可では、以下のようなことが期待される。 

・ 詳細サイト調査の開始時点から強制力のある規制決定を伴う、強力かつ独立した環

境規制が実現する。 

・ 開発者が規制機関の承認を得なければ、その先に進むことのできないポイントが設

定される。これは「ホールドポイント」と呼ばれる。 

・ 我々、すなわち受け入れ側の地域社会、現地及び国家政府、さらにはその他の利害

関係者にとって、開発の次の段階に進む根拠が存在すること、並びに施設が環境安

全面の様々な要件を満たす可能性が高いことが保証される。 

・ 開発者にとって規制面での確実性の度合いが高まる。自発的な合意と規制機関の助

言のみに基づいたプロセスに比べて、法的な規制決定は、開発者の計画予定表と投

資プログラムの根拠として、より優れたものである。 
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図 2.2-9 段階的な許可、原子力サイト許可手続き及び土地利用計画プロセスの相互関係の

目安（2009 年 EA 等ガイダンス図 5.4） 
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(10) 可逆性と回収可能性 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における可逆性と回収可能性については、2009 年

EA 等ガイダンス、2009 年放射性廃棄物管理委員会（CoRWM）報告書「高レベル放射性

廃棄物等の地層処分（CoRWM.doc 2550）」及び 2014 年白書 2)で示されている。以下にそ

の内容を整理する。 

 英国での回収可能性の考え方については、英国政府、EA 等、CoRWM の各機関によって、

意見が異なっている。回収可能性の考え方に関する各機関の主張は以下の通りである。 

 英国政府は 2014 年白書において、回収可能性については、地層処分施設の操業期間中、

地層処分に定置された廃棄物の回収を実施するような説得力を伴う理由がある場合、廃棄

物の回収を実行することが出来るとしている。また、操業段階終了後、可能な限り早い時

点で、地層処分施設の永続的な閉鎖を実行することで地層処分施設の安全性やセキュリテ

ィがより高くなるだけでなく、将来世代にとって負担が最小限となるとしている。 

 放射性廃棄物処分に関する規制を行う機関（EA 等）は、現実的に放射性廃棄物の定置後

の回収は可能であるが、時間の経過とともに回収は困難になる。原理的には、地層処分施

設閉鎖後の廃棄物の回収は可能と考えられるが、地層処分施設の規制要件に、放射性廃棄

物定置後に、廃棄物を回収可能な状態にしておくことを要求してはいない。また、EA 等は

地層処分施設の開発者及び操業者に対しては、回収可能性に関する措置を設定する場合は、

環境セーフティケースに容認しがたい影響を及ぼすものであってはならないとしている。 

 政府に対し、独立した精査・助言を行う機関である CoRWM は、長期間が経過した後の

可逆性及び回収可能性を実施することに、何ら科学及び技術面での利点も認められず、逆

に著しい不利益が生じる可能性があるという考えから、地層処分施設の早期の閉鎖が最良

の方針であるという点で意見が一致しているが、可逆性及び回収可能性を取り入れること

で、地層処分施設の受け入れ自治体にどれくらいの影響を及ぼすかについては、今後の検

討課題であるとしている。CoRWM は、回収可能性に関する用語を表 2.2-20 に示す。 

 

表 2.2-20 CoRWM が定義する回収可能性に関する用語3) 

用語 定義 
処分（disposal） 廃棄物を後になって回収する意図なく、適切な施設内に定置すること

をいう。 
貯蔵（storage） 廃棄物またはその他の物質を、後で回収する意図をもって施設に収容

することをいう。 
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可逆性（reversibility）、 
拡張可逆性※ 

廃棄物の定置プロセスを逆にすることにより、開放状態の処分施設か

ら、廃棄物を容易に回収するオプション。 
回収可能性（retrievability）、 
拡張回収可能性※ 

廃棄物の定置プロセスを単に逆行させるのではなく、予め、処分施設

の設計にその手段を組み込むことで、処分施設から廃棄物を容易に回

収するオプション。 
回復可能性（recoverability） 廃棄物を採掘やボーリングなどにより、閉鎖した処分施設から廃棄物

を回収するオプション。 

※廃棄物定置から長期間が経過した後の可逆性または回収可能性を「拡張」可逆性または

「拡張」回収可能性と呼ぶ。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における許認可終了後の制度的管理（管理の方法、

主体）、制度的管理終了の判断等について、特に決められてはいないが、2009 年 EA 等ガイ

ダンスにおける関連箇所を以下に整理する。 

 英国では、事業者が環境許可の解除に関する請求の裏付けとして、当該施設が 2009 年

EA 等ガイダンスに示された原則及び要件を満たしていることを明示する目的で、最終環境

セーフティケースを提出する必要があるとしている。また、許可期間終了後の安全基準は

リスクガイダンス・レベルが適用されるとしている。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における能動的な制度管理のうち、モニタリング

については、2009 年 EA 等ガイダンスにおいて、事業者が能動的な制度的管理の実施要請

を行う際に、サイト監視のための規定が含まれ、それに伴い、必要となった場合の是正作

業、環境モニタリング計画、土地利用の規制管理及び記録の保存に関する準備がなされる

ものとしている。 

 2009 年 EA 等ガイダンスでは、環境セーフティケースの裏付けのために技術的理由で実

施するモニタリングと、公衆の安心感を高める（reassurance）ために実施するモニタリン

グを区別しており、2009 年 EA 等ガイダンスでは、前者の技術的理由で実施するモニタリ

ングを要件として設定している。 

 2009 年 EA 等ガイダンスにおけるモニタリングは、地層処分システムの状況を把握する

だけでなく、その状態に何らかの変化が生じた場合には、それを把握するための措置を講

じることとして定義されている。事業者は、このモニタリングを地層処分システムの状態

及び挙動、あるいは地層処分施設及びその操業が環境に及ぼす影響を評価する上で役立つ
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工学、環境または放射線学的なパラメータに関する継続的または定期的な観察及び測定を

カバーする活動とみなしている。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 2009 年 EA 等ガイダンスでは、高レベル放射性廃棄物等の地層処分場における受動的な

制度管理について、許可期間終了後の人間侵入に対する措置の一つの例として、地表に標

識を設置することが記載されているが、標識についての詳細設定はなく、事業者の検討課

題としている。また、施設の場所と内容物の記録については、公共の記録保管所で永久に

保管するとしている。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度の調査では、英国の放射性廃棄物処分に関連する規制機関の動向、持続可能

性評価及び生息環境規制評価に注視した。 

 英国のエネルギー・気候変動省（DECC）は、2015 年 8 月に、地層処分事業を「国家的

に重要な社会基盤プロジェクト（NSIP）」と位置付ける上で必要となる持続可能性評価と

生息環境規制評価の実施内容案を示した技術的な協議文書を公表した。NSIP の実施には、

計画審査庁から勧告を受けた担当大臣による開発同意令が必要であり、現在、英国では開

発同意令の発給審査の基礎となる国家声明書（NPS）のドラフト版の策定を進めている。

NPS には、持続可能性評価及び生息環境規制評価の評価結果を含むことになっている。こ

の持続可能性評価及び生息環境規制評価では、一般的なサイトを対象として、環境などへ

の影響を評価したものであり、NPS のドラフト版に対する持続可能性評価の目的は、以下

の通りである。 

 持続可能な開発に貢献し、気候変動の緩和と適応、景観への配慮がされていること

を保証すること 

 環境及び社会・経済的影響を特定して定量化すること 

 好ましい影響を増強し、好ましくない影響を回避・抑制・管理するための適切な措

置を特定すること 

 法定諮問機関、ステークホルダー、より広範な公衆、事業者、事業者のコミュニテ

ィ、利害に関係する環境及び社会・経済的影響について認識させ、見解を出させる

こと。また、国家政策声明書のドラフト版への見解提出や改善提案を促すこと 



 

2-254 
 

 

 英国の原子力安全規制機関である原子力規制局（ONR）とイングランドを所管する環境

規制機関（EA）は、高レベル放射性廃棄物等の地層処分の実施主体である放射性廃棄物管

理会社（RWM）が規制プロセスに入る前の地層処分に関する活動について、アドバイスを

行うことに合意しており、この合意に基づき、2015 年 9 月に RWM の活動に関するレビュ

ー報告書を公表した4)。レビューの対象としては、下記の 8 分野が挙げられている。 

 地層処分の実施に向けた計画策定 

 処分システムの仕様・設計 

 セーフティケースの開発 

 持続可能性・環境アセスメント 

 研究開発（R&D） 

 サイト評価・特性調査 

 廃棄物パッケージに関するアドバイス・評価 

 実施組織体制の整備 

 

ONR 及び EA は、今後も規制機関のレビューを実施し、規制機関からのコメントや改善

点などを示すとしている。 
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2.2.8 ドイツにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

a. 発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続を定める法律（サイト選定法）に基づく

関与 

発熱性放射性廃棄物処分場の立地選定段階での規制機関の関与に関しては、2013 年 7 月

に制定された「発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続を定める法律（サイト選定法）」

1)で規定される新たなサイト選定手続において広範に規定されている。このため、同法に基

づくサイト選定段階における規制機関の関与に関連した規定内容について概要を以下に整

理する。 

 なお、サイト選定法と同時に制定された連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、放射性

廃棄物処分に関する規制機関として、2014 年 9 月 1 日に連邦放射性廃棄物処分庁（BfE）

が設置され、活動を開始した。2) 

 サイト選定法では、この連邦放射性廃棄物処分庁（BfE）に対して、特に次のような関与

によりサイト選定手続を監督することを規定している。 

 計画推進者（BfS）が提案した地表及び地下から探査計画、及び評価基準について

確定する 

 BfS が提案した地上及び地下での探査サイトについて、レビューを行い、連邦政府

に対してサイトの提案を行う 

 地下での詳細な探査結果などに基づき、処分場サイトの提案を作成する。 

 原子力法の規定に従い、サイト選定手続きを推進する。 

 

この他に、BfE が地下での探査サイトの提案を BMUB に対して行う前に、BfE は、実施

されたサイト選定手続がサイト選定法で定める要件及び基準に基づいて実行されているか

どうか、また選定に関する提案がこれらの要件及び基準を満たすものであるかどうかを確

認することが規定されている。また、BfE は、地下における詳細な地質学的探査に際し、

計画推進者である BfS から提出された基礎情報に基づき、環境適合性審査法に基づいたサ

イト環境適合性審査（いわゆる環境影響評価に相当）を実施する。さらに、サイト選定法

では、BfE が、サイト選定において早い段階から全期間にわたり情報公開を行うこと、検

討対象となったサイト地域やサイトに市民事務所を設置すること、さらに市民集会を開催

するなどの公衆参加における役割が規定されている。 



 

2-257 
 

b. 連邦鉱山法に基づく関与 

次に発熱性放射性廃棄物及び非発熱性放射性廃棄物の処分場サイトにおける探査活動に

おいて必要な許認可等を規定している連邦鉱山法3)における規制機関の関与をまとめる。 

連邦鉱山法では、鉱山における地下での探査や掘削などの実施のために、探査などを行

うものは操業計画を策定し、規制当局からの許認可を得ることを要求している。放射性廃

棄物の地層処分場の建設・操業のためのサイト特性調査を行うためには、以下の 4 種の操

業計画を作成し、認可を得る必要がある。  

 主操業計画：事業の設立及び実施のために原則として 2 年を超えない期間につい

て作成 

 枠組み操業計画：主操業計画より長期の特定の期間についての操業計画として作

成。 

 特別操業計画：事業の特定部分、または特定のプロジェクトについて作成。 

 終了操業計画：事業、プロジェクトの終了時に作成 

 放射性廃棄物処分場に関する連邦鉱山法に基づく操業計画の認可については、州政府が

発給することになっていたが、2013 年 7 月に成立したサイト選定法と同時に成立した原子

力法改正法により、BfE が認可の発給機関となるように改正が行われた。 

 

(2) 評価期間の考え方 

a. 発熱性放射性廃棄物処分 

 発熱性放射性廃棄物の処分場の評価期間については、2010 年 9 月の「発熱性放射性廃棄

物の最終処分に関する安全要件」において、100 万年を対象としてサイト固有の包括的な安

全評価を行うことが規定されている。4) 

 この 100 万年の評価期間については、2008 年 7 月に公表された発熱性放射性廃棄物の最

終処分に関する安全要件の草案において次のような考え方が示されている。5) 

 

高レベル廃棄物最終処分場の長期安全性を証明しなければならない期間の長さを指定する

国際的な統一基準はない。特に、このような要件は各国に固有の地質条件を酌量するべき

である。ドイツに関しては、適切な場所では、100 万年間の長期セーフティケースを示すこ

とができると考えられている。 
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b. 非発熱性放射性廃棄物処分（コンラッド処分場） 

 非発熱性放射性廃棄物処分（コンラッド処分場）の安全評価において基準とされた、1983

年に策定された「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」6)では、最終処

分施設が生物圏に対して十分安全に閉鎖されなくてはならないことを規定しているが、安

全評価における評価期間について具体的な規定はなされていない。しかし、安全に放射性

廃棄物を閉じ込められることを証明しなければならない期間を決定するために、1988 年に

原子炉安全委員会（RSK）及び放射線防護委員会（SSK）が、共同見解として「放射性廃

棄物の最終処分の長期安全評価の時間的枠組み(1988.6.26)」7)を公表した。この共同見解で

は、安全評価における評価期間を 1 万年としている。 

 この「放射性廃棄物の最終処分の長期安全評価の時間的枠組み(1988.6.26)」では、評価

期間の設定について、過去の氷期と間氷期の周期と、人類の文化史（定住の歴史）、それら

に関連する地質変化を考慮に入れると、処分場周辺地域の居住者の安全を証明するには、

約 1 万年を基礎にして考えなければならないとしている。また、ドイツにおいて処分場サ

イトと考えられている場所の場合、放射性物質の拡散に対して重大な影響を持つ水文地質

学的状況がほぼ変化せず推移する期間は最長で約 1 万年と予想可能であるとしている。さ

らに、1 万年を超す期間については、地下水を通す層で支配的な周辺条件と拡散条件は仮説

の度合いが強くなり、評価の信頼性が著しく低下することになるとしており、処分施設周

辺における個人線量の場合、調査したとしても信頼できるデータは得られないとしている。

以上の理由から、評価期間については 1 万年とすることが示されている。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善技術）に関連した規定は、2010 年制定の「発熱

性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」に見られるが、非発熱性放射性廃棄物処分

上のコンラッド処分場の許認可に適用された 1983 年制定の「鉱山における放射性廃棄物の

最終処分のための安全基準」においては、規定は見られない。そのため、以下では「発熱

性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」における処分場の最適化と BAT に関する規

定の概要を示す。 

 「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、処分場の立地点の決定から

廃止措置までの期間は数十年にわたるため、科学技術に関する知見の増大とその水準の進

展を考慮しなければならないとしている。また、処分場の概念及び設計については、次の
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最適化目標を判断した上で段階的に開発していかなくてはならないとしている。 

 操業段階の放射線防護  

 長期安全性  

 処分場の操業安全性  

 廃棄物の長期閉じ込めの信頼性及び品質  

 安全マネジメント  

 技術面及び財務面の実現可能性 

 

また、処分場の操業中（定置作業中）には、10 年ごとに行われる安全性の評価において、

安全性に係わる技術の最新状況の進展をレビューし、セーフティケースのレビューと確認

を行わなければならないこと、操業中の安全性の評価においては、法令の改正、定置技術

の向上、知見の進展状況を考慮し操業段階のセーフティケースのレビュー及び確認によっ

て、定置作業が最適化されていることを保証すべきことが規定されている。 

さらに、「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、原子力法に基づく計

画確定手続きの前提条件として、最終処分場の建設及び操業に関して科学及び技術の水準

に応じて必要な予防措置を採用することとされている。この他に、処分場の廃止措置概念

は、科学及び技術の水準に対応して 10 年ごとに行われる安全性検査の枠内で検討され、必

要な場合には、再度策定されるべきであると規定されている。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

a. 発熱性放射性廃棄物処分 

 2010 年に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、将来の

人間活動は予見できないため現在の人間活動を基に、処分場への偶発的な人間侵入につい

てのレファレンス・シナリオを解析しなければならないと規定しており、最適化の枠内に

おいて、人間侵入の確率及び一般公衆への放射線影響の低減を目指さなければならないと

されている。しかし、「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、隔離機能

を持つ岩盤領域への偶発的な人間侵入に関連した進展について、想定されるリスクや被ば

く線量は定められていない。また、処分場の閉鎖後に放射性廃棄物の永続的な閉じ込めを

脅かす人間の活動が最終処分場の領域内で実施されないよう実用的に到達できる限り有効

に働く、管理上の予防措置を講じるべきであると規定している。4) 
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 ゴアレーベンにおける予備的安全評価では、人間侵入について、「発熱性放射性廃棄物の

最終処分に関する安全要件」の要件に従い、処分場の最適化に関連して考慮している。し

かし、この予備的安全評価では、人間活動に関連した処分場の最適化は、長期安全、操業

安全などに比べ優先順位は低いとしている。12) 

 この予備的安全評価では、非意図的な人間侵入のみを扱い、処分場閉鎖後に廃棄物隔離

領域や人工バリアに直接損傷を与えるもののみを扱っている。12) 

 将来の人間活動に対応するため、様式化された次のシナリオが採用された。  

 処分場の隔離領域を貫通する探査ボーリング孔の掘削 

 処分場の隔離領域を伴う貯蔵空洞の建設 

 隔離領域に接触する形での、岩塩の生産のための鉱山の建設（事前の探査では処分

場が検知されず） 

 

 人間侵入の影響を低減するために、様々な最適化措置を採用可能であるが、次の 3 段階

の手続きにより、最適化措置が設定された。 12) 

① 人間侵入に対する採用可能な最適化措置の編纂 

② 検討した人間侵入シナリオに対する採用しうる最適化措置の同定  

③ 「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」の最適化目標を考慮に入れ、

検討した人間侵入シナリオに対する採用しうる最適化措置を評価 

 

3つの様式化されたシナリオに対して上記手法を適用した結果、最も有望な最適化措置は

以下であるとされている。 12) 

 埋め戻し材を染色する、または、埋め戻し材に色の付いた素材を添加する。 

 探査レベルの上部に砂利を設置する。  

 

他のすべての最適化措置は、最適化目標と相反する、または、努力対効果が乏しいことか

ら、それ以上の検討は行われなかった。上記の2つの措置は、将来の人々にサイトで過去人

間の活動があったことを示すことを意図したものであり、これらのサインから将来の人々

がどのような結論を導くのか予測することはできないとしている。12) 
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b. 非発熱性放射性廃棄物処分（コンラッド処分場） 

 1983 年に制定された「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」には、

人間活動の影響に関する規定は設けられていない。6) 

 処分実施主体である連邦放射線防護庁（BfS）が提出した非放射性廃棄物処分場のコンラ

ッド処分場の許認可申請書では、処分場の閉鎖後数百年から 1,000 年間は、十分な知識が

維持され、適切な管理措置により意図しない人間侵入は防止可能としている。また、閉鎖

後 1,000 年以降の期間については意図しないボーリング孔の掘削がなされる可能性を否定

することはできないものの、こうした活動が住民及びボーリング孔の掘削作業者に及ぼす

影響は、許容された限界値を大幅に下回るとしている。8) 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

ドイツの放射性廃棄物処分に係る安全基準については、個人の被ばく線量基準が設けら

れている。また、線量基準に代わる代替指標については規定されていない。以下に発熱性

放射性廃棄物及びコンラッド処分場の安全評価に適用された非発熱性放射性廃棄物処分に

対する安全基準の関連する規定内容を示す。 

 

a. 発熱性放射性廃棄物処分 

 2010 年に制定された「発熱性放射性廃棄物処分に係る安全要件」では、以下のような線

量基準が設定されている。4) 

○発生確率が評価期間（100 万年）を通じて 10％を上回る変遷：個人に付随的に発生す

る実効線量が、年間 10μSv 以下であること。 

○発生確率が評価期間（100 万年）を通じて 10％以下である変遷：年間 0.1mSV 以下で

あること。 

  

また、不利な仮定を行った場合でも発生が想定されないような変遷（発生を考えにくい

変遷）については、合理的なリスクや合理的な放射線被ばく量は定量化されていない。し

かし、そのような変遷が過度に高い被ばくをもたらす恐れがある限り、最適化の枠内で、

影響を低減させることができるかどうかを調査する必要があるとされている。 

 この他、隔離機能を持つ岩盤領域への偶発的な人間侵入に関連した変遷に関するリスク

や被ばく線量は定められていない。 
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b. 非発熱性放射性廃棄物処分 

 1983 年に制定され、コンラッド処分場の許認可手続きにおいて適用された「鉱山におけ

る放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」では、防護基準として、閉鎖した最終処分

施設から生物圏に到達し得る放射性核種による個人の被ばく線量が、放射線防護令第 45 条

（現在は放射線防護令が改正されており、第 47 条となっている）に規定する値を超えては

ならないことが規定されている。放射線防護令第 47 条では、放射性物質の放出による住民

の個人被曝線量は、年間 0.3mSv に制限することとされている。9) 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 閉鎖後長期の安全評価における不確実性の取扱いについては、「発熱性放射性廃棄物処分

に係る安全要件」においては規定が存在するが、コンラッド処分場の許認可において適用

された「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」においては規定されて

いない。このため、以下では、発熱性放射性廃棄物処分の安全評価における不確実性の取

扱いに関する規定をまとめる。 

 2010 年に制定された「発熱性放射性廃棄物処分に係る安全要件」では、第 7 章セーフテ

ィケースにおいて 100 万年の期間を対象とした処分場立地サイト固有の安全評価を実施す

ることとされており、この安全評価では、不確実性の把握、評価及び取扱いに関する体系

的な戦略の説明と、その戦略の実施が含まれなければならないとされている。 

 また、不確実性解析及び感度解析は、可能な解決範囲を示し、不確実性の影響を評価で

きるようにするために実施すること、また、モデルの不確実性も考慮しなければならない

ことが規定されている。さらに、場合により、レファレンスモデルについては、入力デー

タ及び計算モデルの不確実性が大きい期間に対しても利用されなければならず、この期間

においては、定性的な論拠を補完的に使用すべきであるとされている。 

 また、ゴアレーベンにおける予備的安全評価では、シナリオ、モデル、及びデータとパ

ラメータの不確実性について議論している。以下にこれらの 3 つの不確実性についてゴア

レーベンの予備的安全評価での取扱いを示す。12) 

 

a. シナリオの不確実性 

 処分場システムの将来の変遷は、サイトの地質学的及び気候的なプロセスに影響され、

これらの影響は、処分場のレイアウトや概念、処分される放射性廃棄物に依存する。実際
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にサイト及び処分場が経験するのは唯一の変遷であるが、様々な影響要因の詳細な理解

にもかかわらず、この実際の変遷を予測することは不可能である。処分場システムの将

来の変遷に関する不確実性は、追加の研究やサイト調査によってわずかに低減させるこ

とができる。例をあげると、レファレンスサイトにおいて今後 100 万年以内に永久凍

土層を伴う氷河期が複数回到来すること及びサイトが氷河におおわれる可能性がある

ことが想定されている。しかし、このような極端な低温期がいつ来るのか、また、北か

ら延びてくる氷河にどのエリアが影響を受けるのかについて正確に予測することは不

可能である。 

 この問題に対応するため、処分場システムの妥当な変遷の包括的な範囲を示すように

シナリオの策定を行う。例えば、すべての異なる処分場概念に対するレファレンス・シ

ナリオと代替シナリオを策定する。結果として、処分場システムの変遷の妥当な範囲を

示すように、また、実際の将来の変遷に関する不確実性をカバーするようにシナリオを

策定する。 

 

b. モデルの不確実性 

 処分場システムを理解するため、また、将来可能性のある変遷を解析するため、以下の

ような異なるモデルがセーフティケースでは適用されている。 

 サイト特性化ためのモデル 

 人工バリアのモデル 

 システム内の個々のプロセスの数学的モデル 

 性能評価モデル 

 

 サイトの状態のモデル、処分場レイアウト概念のモデルは、探査の状態に依存するも

のであり、これらのモデルの不確実性は、探査の初期段階などのため、知識が不十分で

あることが原因となる。数学的な計算を行う必要がある場合、サイトの状態に関する特

定の仮定がなされる。しかし、セーフティケースの最終段階では、こういった特定の仮

定はもはや必要ではなく、研究開発結果に基づくモデルで可能な限り置き換えられなく

てはならない。 

 人工バリアや移行プロセスの場合、モデルには多くの不確実性が存在する。例として

は、上昇した温度での化学環境の長期的な変遷、廃棄体からの放射性核種放出、金属コ
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ンテナの腐食、吸着プロセスや掘削影響領域の長期的変遷などである。 

性能評価モデルに含まれるすべての仮定や単純化については、ここのプロセスに対す

る数学的なモデルの結果を伴う性能評価の結果を評価することで支援する必要がある。 

仮定や単純化が十分に保守的でこれらのモデルやプロセスの不確実性をカバーすることを

示さなければならない。 

 

c. データ及びパラメータの不確実性 

 セーフティケースで用いられるすべてのパラメータ及びデータは不確実性を伴う。これ

らの不確実性は、処分場システムの自然のばらつき、統計的な不正確さ、データの関連性、

または不十分な知識から生ずる。特定の環境下での溶解度や吸着などは、大きな幅の中で

知られているのみである。しかし、多くのデータは、小さな幅で特徴づけられ、決定論的

な計算のための最善の推定値や詳細に定義された機能的な関連性に記述されうる数値でう

まく代表することが可能である。 

 幾つかのパラメータの不確実性は、モデルの不確実性から生ずる。これを考慮に入れ

るためには二つの方法が存在している。モデルのための特定の数値を代表的なパラメー

タとして利用することができる。この他に、既存のパラメータを代表値として用いるこ

とも可能である。例えば、岩塩ドームの隆起率を氷河期の影響に関する代表的な数値と

して用いることも可能である。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

発熱性放射性廃棄物処分に関する「発熱性放射性廃棄物処分に係る安全要件」（2010 年制

定）では、第 7 章がセーフティケースと題されており、この中で、長期安全評価の実施や

その内容に関する規定が設けられている。 

 この安全要件では、長期安全性の証拠を提示するために、各段階での実質的な決定の前

に、100 万年を対象に包括的で処分場立地点固有の安全解析及び安全評価が実施されなけれ

ばならないことが規定されており、これには、最終処分場の長期安全性を裏付ける全ての

情報、解析結果及び論拠を包含しなければならないこと、さらに、この評価が信頼に足る

ものであるという理由を示さなければならないことが規定されている。また、この評価に

は、以下を含むべきとされている。 

 最終処分場概念 
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 品質保証を前提とした、立地点の調査からのデータ及び情報の収集、研究及び開発 

 品質保証を前提とした、人工バリアに関する要件の実施 

 安全性に関連するプロセスの特定、特性調査及びモデル化、並びにこれに関連する

モデルの信頼性向上及び品質確認 

 安全性関連シナリオの包括的な理解及び解析、並びにそれらシナリオの発生確率に

よる分類 

 不確実性の理解、評価及び取扱いに関する体系的な戦略の説明並びに実施 

  

さらにこの長期安全評価は、次の知見に基づくものとされている。 

 長期間を対象とする隔離機能を持つ岩盤領域の健全性についての説明 

 長期間を対象とする放射線学的状況の説明 

 最終処分場システムの工学的要素の頑健性の証明 

 臨界の排除 

 

コンラッド処分場の許認可で適用された「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のため

の安全基準」にはセーフティケースに関する規定は含まれていないが、「5.2 安全解析」と

して以下が示されている。 

 

5.2 安全解析 

 具体的な異常シナリオを作成し、それらの周辺条件を確認しなければならない。この

仮想異常に基づいて、自然科学的方法で立地別の安全解析を行わなければならない。安全

解析のために、全体システムの中の部分システム及び事象経過を、十分保守的な仮定に基

づいた適当なモデルによって模擬する。 

 このような方法で、可能なウィークポイントを発見しなければならない。全体システ

ムを解析する際に部分システム中のウィークポイントを発見したら、適当な予防措置また

は別の改善された部分システムを構築することによって対処しなければならない。 

 このような安全解析は、最終処分施設の操業段階、閉鎖段階だけでなく、閉鎖後の期

間についても必要である。その際、処分段階の後に放射性核種が生物圏に放出される可能

性も考慮しなければならない。 
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(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

ドイツの地層処分に係る社会・ステークホルダーとのコミュニケーションについては、

2013 年 7 月に制定されたサイト選定法において、サイト選定時点での社会やステークホル

ダーの参加等に関する規定が存在している。この他に、放射性廃棄物処分一般に適用され

る原子力法及び環境適合性審査法において、環境適合性審査（環境影響評価に相当）にお

けるステークホルダーの関与などに関して規定されている。以下にこれらの法律の該当す

る規定内容を整理する。 

 

a. サイト選定法 

サイト選定法では、第 2 章（第 8 条～11 条が含まれる）が「当局と公衆の参加」という

タイトルがつけられており、サイト選定段階における公衆参加等のための規定が設けられ

ている。 

第 8 条では、連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）（現在は、連邦環境・自然保

護・建設・原子炉安全省（BMUB））が、サイト選定基準等の検討・提案を行う高レベル放

射性廃棄物処分委員会の活動終了後に、公益にかなう形でのサイト選定プロセスへの公衆

の参加の実現を目指す社会諮問委員会を設立することが規定されている。 

第 9 条では、連邦放射性廃棄物処分庁（BfE）及び計画推進者（実際の計画推進者は BfS）

は、サイト選定の早い段階から選定手続の全期間において、公衆が市民集会や市民対話、

インターネットなどを通じて、処分計画の目的、手段、計画の実現状況や発生が予測され

る影響に関する情報を提供することが規定されている。また、公衆は、以下の各段階で見

解を表明する機会を与えられると規定されている。 

①決定の基準のための高レベル放射性廃棄物処分委員会の提案 

②検討の対象となるサイト地域の提案と、地表からの探査を実施すべきサイトの選定 

③地表からの探査計画及び評価基準 

④地表からの探査結果に関する報告書、この報告書の評価、地下探査を実施すべきサイ

トの提案 

⑤詳細な地下での地質学的探査計画及び評価基準の提案 

⑥地下探査の結果とその評価 

⑦サイトの提案 
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さらに、BfE は、その他の公衆参加を促進すること、また、検討対象となったサイト地

域やサイトに市民事務所を設置し、サイト選定の各段階において独立した専門的な助言を

提供する役割を担うこととされている。 

この他に、サイト選定法の第 10 条では、公衆参加の一環として市民集会を開催すること

が規定されている。市民集会は、BfE が、上記②、③、④、⑤、⑥の段階での意見表明で

の公衆との協力を目的として、計画対象範囲に含まれる地域内において開催する。 

その他のサイト選定法におけるステークホルダーの参加としては、第 11 条において州当

局等の参加が規定されている。ここでは、高レベル放射性廃棄物処分委員会による決定の

基礎となる提案の作成作業に州の関係当局や地方自治体などが参加することが規定されて

いる。 

サイト選定手続において影響を受ける地方自治体等のサイト選定手続等への参加につい

てサイト選定法では、以下の段階で影響を受ける地方自治体及び地主に対して、決定を行

う上で重要な事実について意見を述べる機会を与えるとしている。 

 地表からの探査サイトの決定 

 地下での探査サイトの決定 

 処分場サイトの提案 

 

BfE は、地下での探査サイトの提案を BMU に対して伝達する前に、それまでのサイト

選定手続が、サイト選定法や同法の定める基準等に従ったものであるか確認を行うことと

なっている。この確認結果については異議申し立てが可能となっている。 

 

b. 原子力法及び環境適合性審査法 

 原子力法では、放射性廃棄物処分施設の建設、操業、廃止措置、ならびに当該施設また

はその操業の著しい変更に際し計画確定手続を実施することを規定しており、計画確定手

続きにおいては環境適合性審査の実施を規定している10)。環境適合性審査については、環境

適合性審査法に基づいて行われ、同法の第 9 条では公衆参加に関して、計画の環境影響に

対して公衆の意見を聴取しなければならないことが規定されている。11) 

 公衆の参加手続開始を公示する場合、当該公衆に対して以下を通知しなければならない

とされている。 

 プロジェクトの許可に関する決定の申請、提出されている計画あるいは環境適合性
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を審査する手続を導入するためにプロジェクトの推進者が採るその他の行動 

 プロジェクトの環境適合性審査義務の確認ならびに、必要な場合には、国境を越え

た参加の実施に関する確認 

 プロジェクトの許可に関する手続及び決定をそれぞれ管轄し、その他の関連情報を

提供し、意見あるいは質問を提出できる当局ならびにそれらを伝達するために定め

られている期限 

 プロジェクトの許可に関して考えられる決定の種類 

 計画の環境影響に関する決定に重要となる資料として提出された資料の記載事項 

 計画の環境影響に関する決定に重要となる資料が閲覧に供される場所と期間に関す

る事項 

 公衆の参加手続に関するその他の詳細 

 

また、参加手続の枠内で、少なくとも以下の資料を公衆の閲覧に供さなければならない

ことが規定されている。 

 計画の環境影響に関する決定に重要となる資料 

 当該プロジェクトに関連して決定に重要な報告及び勧告で、参加手続開始時点に管

轄当局に提出されていたもの 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 定期的な安全レビューについては、発熱性放射性廃棄物処分の安全要件に関連した規定

が存在している。以下にこの安全要件の規定内容を示す。 

2010 年の「発熱性放射性廃棄物処分の安全要件」では、放射性廃棄物の定置期間中にお

いては 10 年ごとに安全性にかかわる技術の最新状況の変化をレビューし、セーフティケー

スの確認を行わなければならないことが規定されている。 

また、定置期間中、廃止措置中及び廃止措置後の一定期間においては、安全評価やセー

フティケースへの入力データ、仮定等が維持されていることを確認するために、モニタリ

ングプログラムや情報保存プログラムを実施することが義務付けられている。この他にセ

ーフティケースのデータ、説明内容や仮定からの大きな逸脱が確認された場合には、その

安全性に対しての影響を評価すべきとされている。 
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また、2015 年 11 月に原子力法が改正され、他の原子力施設に求められていた、操業期

間中の 10 年ごとの定期安全性チェックについて、放射性廃棄物処分場についても実施を求

める規定が追加されたため、上記安全要件だけでなく原子力法上により実施が要求されて

いる。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 可逆性と回収可能性に関する規制での取扱い、事業者の取り組み状況等については、以

下に発熱性放射性廃棄物処分とコンラッド処分場での非発熱性放射性廃棄物処分それぞれ

について情報をまとめる。 

 

a. 発熱性放射性廃棄物処分 

 前述のように、2010 年の「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」の策定以

前には、発熱性放射性廃棄物処分に対しても 1983 年に策定された「鉱山における放射性廃

棄物の最終処分のための安全基準」が適用されることとなっていた。「鉱山における放射性

廃棄物の最終処分のための安全基準」では、放射性廃棄物処分を、「放射性廃棄物の保守が

不要な無期限の安全な処分」として定義しており、回収可能性や可逆性についての規定は

含まれていなかった。「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」においても、処

分場について閉鎖後段階における放射性廃棄物の確実な長期閉じ込めのために、どのよう

な介入も保守作業も必要がないように、建設され、操業されなければならないと規定され

ている。しかし、同安全要件では、500 年間にわたり緊急回収のための廃棄物パッケージの

健全性が維持されなくてはならないこと、及び操業期間中の回収可能性を維持することが

規定されている。 

 さらに、2013 年 7 月に制定されたサイト選定法では、同法に基づき設置される「高レベ

ル放射性廃棄物処分委員会」が、放射性廃棄物の取り出し、回収、回収可能性などを含む

問題についても検討し、提案を行うことが規定されている。 

 また、2010 年から実施されたゴアレーベンでの予備的安全評価報告書においては、回収

可能性について、処分坑道横置き方式及び処分孔縦置き方式の 2 つの定置概念においての

回収について検討を行っている。以下にその概要を示す。12) 

 ○処分坑道横置き方式 

処分坑道横置き方式における廃棄物の回収は、原則として定置プロセスの逆を行う



 

2-270 
 

こととなる。まず、埋め込まれたキャニスタと並行に新たな坑道を掘削する。同時

に、約1年間にわたり冷却及び換気システムにより冷却を強化する。次の段階として、

キャニスタの上部、側面及び最深部の埋め戻し材を取り除く。キャニスタの健全性

の確認後、キャニスタを回収する。キャニスタ内のキャスクは、定置装置を改修し

たものを用いてキャニスタから取り除く。その後の地下での輸送は定置の場合と同

様である。すべてのキャスクを回収し地上に搬送するまでに要する期間は約40年間

と見積もられている。  

 ○処分坑道縦置き方式 

処分坑道縦置き方式の場合、300mの垂直のケーシングパイプを伴う処分孔を用いた

概念が採用されている。キャニスタは、回収を容易とするために若干円錐状の形状

に設計されており、埋め戻し材の掘削を可能とするように、キャニスタの頭部には

傾斜がつけられている。廃棄物キャニスタは、ケーシングパイプの中心に配置され、

廃棄物コンテナの周囲は、砂などの埋め戻し材で充填される。 

キャニスタの回収は、処分孔からの埋め戻し材の掘削を行うことで可能である。ケ

ーシング、廃棄物コンテナ、埋め戻し材や全体的なプロセスについてさらなる研究

開発が必要とされている。  

 

また、「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、閉鎖後 500 年間、廃棄

物キャニスタの健全性が保たれることを要求している。このためには、放射性エアロゾル

の放出を防ぐ必要がある。しかし、ゴアレーベンの予備的安全評価の研究開発において

は、この要件への対応は行っていない。 

 

 なお、2013 年のサイト選定法に基づき設置された高レベル放射性廃棄物処分委員会は、

回収可能性などの問題と、サイト選定手続きのそれ以前の段階に戻る可能性についての要

件も議論対象とされている。この問題については、高レベル放射性廃棄物処分委員会の第 3

作業グループが検討を行っており、以下のような場合に回収を行うことが有意義であると

の意見が出ている。 

1) 最終処分場の中・長期的安全性が疑問視され、人間や環境へのリスクを示す（処分場

のモニタリングなどによる）データが存在する場合。 

2) 高レベル放射性廃棄物を資源として利用しようという要望がある場合（この場合を第
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3 作業グループは検討していない）。 

3) 全く異なる方針への転換を提案する、高レベル放射性廃棄物の取り扱いに関する新し

くより良い考えや手続きが存在する場合。 

4) 水の浸入などの不測の事態の結果、緊急事態が発生する場合。 

 

b. 非発熱性放射性廃棄物処分 

 1983 年の「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」では、処分を放射

性廃棄物の保守が不要な無期限の安全な処分と定義しており、また、工業的規模の処分で

は、廃棄物を取り出すことの必要のないプロセスや方法を用いることが規定されており、

回収可能性や可逆性に関する規定は存在しない。 

 コンラッド処分場の計画確定決定文書（発給された許認可文書）では、廃棄物の回収等

について言及はされていない。8) 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 ドイツでは許認可終了後の制度的管理に関しては、管理の方法や主体などに関する具体

的な法規定は存在しない。「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、処分

場の廃止措置後、証拠保全及び管理措置の実施を義務付けているが、具体的な内容や実施

組織についてなどは、処分場の閉鎖作業終了前の適切な時期に定めるとされている。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 2010 年の「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、処分場は、閉鎖後

段階における隔離機能を持つ岩盤領域内での放射性廃棄物の確実な長期閉じ込めのために、

どのような介入も保守作業も必要がないように建設、操業されなければならないことが規

定されている。しかし、同要件では、定置期間中、廃止措置中及び廃止措置後の一定期間

においては、安全評価やセーフティケースへの入力データ、仮定等が維持されていること

を確認するために、モニタリングプログラムや情報保存プログラムを実施することが義務

付けられている。4) 

 また、コンラッド処分場における非発熱性放射性廃棄物の処分に関しては、1983 年の「鉱

山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」において、処分施設の建設、操業

及び閉鎖は、閉鎖後段階で特別の管理・監視プログラムが不要となるように実施しなけれ
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ばならないことが規定されており、能動的な管理に関する要求は存在しない。6) 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

a. 発熱性放射性廃棄物処分 

 「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」では、閉鎖実施後の期間にわたり、

廃棄物の永続的な閉じ込めを脅かす人の活動が最終処分場の領域内で実施されないように、

現実的に実現できる限り有効に働く、管理上の予防措置を講じるべきであると規定されて

いるが、具体的な予防措置の内容については言及されていない。 

 また、文書の管理については、以下の内容を含む文書について少なくとも 2 ヶ所の異な

る場所に保存しなければならないことが規定されている。 

 最終処分場の鉱山測量上のデータ、及びそれらの経時的変遷 

 定置される個別の廃棄物及びそれらの安全技術上重要な特性に関するすべての関連

情報  

 最終処分場の建設、定置作業及び廃止措置の際に立案され、かつ、講じられた技術

的措置 

 全ての測定プログラムの結果  

 最終処分場鉱山及びその周辺における進展についてのすべての予測 

 操業安全性及び長期安全性に関して保存された記録 

 

b. 非発熱性放射性廃棄物処分 

 コンラッド処分場における非発熱性放射性廃棄物の処分におけるマーカーの設置に関し

て、「鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準」では、処分施設の郊外表示

は不要であることが規定されている。また、処分された廃棄物の特性や重要な技術的措置

の記録を適切な場所に保存しなければならないことが規定されている。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 

 



 

2-273 
 

2.2.8 の参考文献（ドイツ）

 
1) Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme 

entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) vom 23. Juli 
2013 

2) 連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）2014 年 8 月 29 日付プレスリリース、

http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/neues-bundesamt-fu
er-kerntechnische-entsorgung-nimmt-arbeit-auf/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1  

3) Bundesberggesetz (1980.8.13) 

4) BMU, 発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件（2010 年 9 月 30 日版） 

5) BMU, “Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickender 
radioaktiver Abfälle. Entwurf”, 2008 年 7 月 29 日 

6) 鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安全基準(1983.4.20)  

7) RSK, “Zeitrahmen für die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers für 
radioaktive Abfälle (Anlage 1 zum Ergebnisprotokoll der 233. RSK  Sitzung am 
26.06.1988”, 1988 年 6 月 26 日 

8) Niedersächsisches Umweltministerium, “Planfeststellungsbeschluss fur die 
Errichtung und den Betrieb des Bergwerkes Konrad in Salzgitter als Anlage zur 
Endlagerung fester oder verfestigter radioaktiver Abfalle mit vernachlassigbarer 
Warmeentwicklung vom 22 Mai 2002", 2002 年 5 月 22 日 

9) Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) , 2001 年 7 月 20 日/2008 年 8 月 29 日 

10) Gesetz über die friedliche Verwendung der Kemenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (Atomgesetz) , 1959 年 12 月 23 日/2009 年 3 月 17 日 

11) Gesetz über die Umweltvertraglichkeitsprufung(UVPG), 1990 年 2 月 12 日/2006 年

12 月 21 日 

12) BGR (Federal Institute for Ge-osciences and Natural Resources), “Status of the 
safety concept and safety demonstration for an HLW repository in salt Summary 
report”, December 2013  



 

2-274 
 

2.2.9 スペインにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

スペインでは、高レベル放射性廃棄物に関して現在方針検討段階であるため、主に、低

中レベル放射性廃棄物処分場であるエルカブリル処分場での処分を対象として情報を整理

する。また、一部については、集中中間貯蔵施設（ATC）に関連する情報を参考情報とし

て報告する。 

 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

スペインでは放射性廃棄物処分場のサイト選定に係る法令は存在していないため、ここ

では、2012 年に建設地が選定された使用済燃料、高レベル放射性廃棄物等の集中中間貯蔵

施設（ATC）のサイト選定時における規制側の関与を報告する。 

ATC のサイト選定開始に際しては、「集中中間貯蔵施設が遵守すべき規準を定める委員会

の設置を定めた王令 775/2006」に基づき、省庁間委員会が設置された。この委員会は、サ

イト選定の実施を行うこととなっており、具体的には以下の役割を有していた。1) 

 ATC の候補地として選定されるサイトが満たすべき、技術的、環境面及び社会経済

的基準を確立すること 

 公衆への情報提供及び参加プロセスを確立し、推進すること 

 政府へ提出のため、適性に関する技術的評価及び自治体からの提案の考慮に基づき、

関心のある自治体の中から、候補サイトのリストのドラフトを作成すること 

 

この省庁間委員会については、産業・観光・商業省、環境省、経済・財政省、教育・科

学省、厚生・消費者省、行政管理省、首相府の代表各 1 名で構成されており、許認可発給

機関である産業・観光・商業省（現在の産業・エネルギー・観光省（MINETUR））が含ま

れていた。 

 また、ATC に関しては、2014 年 1 月に、放射性廃棄物等の管理実施主体である ENRESA

が許認可発給機関である産業・エネルギー・観光省（MINETUR）に対して立地・建設許

認可申請書を提出した。また、MINETUR は、原子力安全審議会（CSN）に対して申請書

に関する評価報告書の作成を要請した。原子力関連施設の立地のためには、MINETUR か

らの許可を取得する必要があり、許認可申請書の審査手続では、原子力安全審議会（CSN）

が原子力安全及び放射線防護の観点から評価報告書を作成し、MINETUR に提出すること

が原子力法及び原子力安全審議会（CSN）設置法に規定されている。また、使用済燃料及
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び放射性廃棄物処分施設以外の原子力関連施設の立地と建設の許認可は、一括して申請で

きることが、原子力施設及び放射線取扱施設に関する規則を承認する 1999 年 12 月 3 日の

王令 1836/1999 に規定されている。2)3) 

 

(2) 評価期間の考え方 

スペインでは、放射性廃棄物処分場の安全評価の評価期間について規定した規則等は存

在しない。 

短寿命低中レベル放射性廃棄物処分場のエルカブリル処分場での処分に関する安全評価

の評価期間については、処分システムが、隔離システムの信頼性に基づく固有の安全性を

有するように設計されなければならないとされており、操業期間及び少なくとも 300 年と

いう監視期間について、可能性のある全ての状況を考慮して、環境への放射性核種の移行

を防止するよう設計されなければならないとされている。4) 

この 300 年という期間については、この期限までにサイトを無制限に開放できるようにす

ることが目標とされており、これは、フランスの基準（RFS I-2）の規定を参考として取り

入れたものである。この期間には、処分場サイトにおける建設行為を防ぐことが可能と推

測され、また、この期間終了までには、人工構造物はすべて崩壊していると予測されるこ

とが、300 年という期間の考え方として示されている。5) 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

エルカブリル処分場での低中レベル放射性廃棄物処分の場合には、1996 年に制定された

「スペイン放射性廃棄物管理公社（ENRESA）に対してシエラ・アルバラナ固体放射性廃

棄物貯蔵核施設の仮操業許可の延長を認める 1996 年 10 月 8 日の省令」において、操業許

可延長の条件の一つとして、施設の放射線関連の安全性及び保護に関する側面の継続的な

見直しを行うことを許可所有者に対して要求している。このために、同種設計の貯蔵施設、

また場合によっては予定されている活動・分析及びその結果に関する研究や新たな必要条

件のほか、廃棄物の発生国で見られる既存条件の変更等に関して最新の情報に常に接しな

ければならないことが規定されている。6) 

 

(4) 人間活動の影響 

スペインでは、放射性廃棄物処分場の安全評価において人間活動の影響を評価するよう
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規定する規則等は存在しない。 

しかし、エルカブリル処分場の安全評価では、2 種の人間侵入シナリオに基づく評価が行

われた。1 つ目のシナリオは、フランスの安全指標 RFS I.2 に従い、処分場の閉鎖後 300

年後に人間侵入が起こると仮定している。この期間に、活発な人間の活動が行われる、ま

たは、処分場地域に人間が居住することが想定されている。2 つ目のシナリオでは、経済協

力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）の勧告に基づき、米国の連邦規則 10 CFR 61 を考

慮した居住シナリオを評価している。7) 

また、人間侵入シナリオの評価結果に基づき、レベル 1 の廃棄物を含む廃棄物コンテナ

のみが各セルの上部に設置可能であることが受入基準の一つとして設定されている。8) 

なお、現在のレベル 1 及び 2 の各レベルに対する廃棄物受入基準は、下表のように設定

されている。8) 

表 2.2-21 エルカブリル処分場のレベルごとの受け入れ基準 8) 

レベル 1 レベル 2 

全α核種：1.85E2 Bq/g
H-3：7.4E3 Bq/g

Co-60：3.7E3 Bq/g
Cs-137：3.7E3Bq/g

全α核種：3.7E3 Bq/g
H-3：1.0E6 Bq/g

Co-60：5.0E7 Bq/g
Cs-137：3.3E5 Bq/g

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

スペインでは、放射性廃棄物処分に係る安全基準を定める特定の法律・規則などは存在

しない。このため、エルカブリル処分施設に関しては、CSN が定めた以下の長期放射線許

容基準が採用された。7) 

 ・リスク：10-6／年、または 

 ・線量：0.1mSv／年 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

スペインにおける放射性廃棄物処分における安全評価・性能評価における不確実性の扱

いに関して規定した規則等は存在しない。また、安全評価・性能評価の事例としては、低

中レベル放射性廃棄物処分場であるエルカブリル処分施設に関するものがあるが、不確実

性の扱いに関する情報はない。 
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(7) セーフティケースの内容とレビュー 

1999 年 12 月に制定された「原子力施設および放射線利用施設に関する規制 1836/1999」

により、放射性廃棄物処分施設を含む原子力施設の操業には、建設前の許可制度及び安全

評価制度が適用される。許可手続きでは、①事前許可、または設置許可、②建設許可、③

操業許可の許可発給が順次行われることとなり、その際には安全評価が必要となる。また、

①においては公共情報手続きとして環境影響評価を実施することも定められている。6) 

低中レベル放射性廃棄物処分場であるエルカブリル処分施設での許認可手続における安

全評価では、原子力安全審議会（CSN）は、長期放射線影響評価に適用する放射線承認基

準として 10-6 未満のリスクまたは 0.1mSv/年未満の個人線量当量を採用した。また、エル

カブリル処分施設の操業許可では、10 年に 1 回の頻度による定期安全審査の実施を定めて

おり、この安全審査は施設の安全と放射線防護状態についての全体的な評価を定期的に行

い、改善点を検討することを目的としている。4)7) 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 スペインにおいて放射性廃棄物処分施設を含む原子力施設の設置のためには、1999 年 12

月に制定された「原子力施設および放射線利用施設に関する規制 1836/1999」により、立地

の事前許可の取得が必要とされる。この許可により、提案された目的と選ばれた立地の適

切さが正式に承認され、この許可の取得によって施設所有者は、施設の建設許可を申請し、

許可された予備インフラ工事を開始することが認められる（(9)参照）。6) 

「原子力施設および放射線利用施設に関する規制 1836/1999」では、事前許可申請を受け

た MINETUR は、官報で公表するとされている。また、プロジェクトにより影響を受ける

人や法人が政府機関に対して 30 日以内に陳述書を提出できることが規定されている。6) 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

2014 年 2 月に制定された、「使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のため

の 2 月 21 日の王令 102/2014」では、施設のライフサイクルの様々な段階における安全性

の証明または研究が求められると規定されている。また、安全性の証明は、原子力安全審

議会（CSN）が発行する原子力安全及び放射線防護に関する技術的な指示・通達・ガイド

に基づき、施設または活動の複雑さ、及びリスクの大きさに応じたものとするとされてい

る。3) 
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また、エルカブリル処分場の場合には、「シエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施

設の操業許可を付与する 2001 年 10 月 5 日の省令」4)において、原子力安全審議会（CSN）

が定める補則指示書に基づく施設の安全性に関する定期的見直しの資料や施設の長期安全

性に関して実施された調査の報告書について、10 年に 1 回の頻度で規制機関に提出するこ

とを規定している。 

  

(10) 可逆性と回収可能性 

 スペインにおける放射性廃棄物処分について、可逆性及び回収可能性の担保を要求する

規則等は存在しない。 

しかし、エルカブリル処分施設の場合には、1996 年 10 月に発給された、「スペイン放射

性廃棄物管理公社（ENRESA）に対してシエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施設

の仮操業許可の延長を認める 1996 年 10 月 8 日の省令」において、コンテナの使用承認取

得のためには、貯蔵ユニットの回収可能性を保証するために必要な構造・機能的完全性に

関する試験に合格しなければならないことが規定されている。6) 

 なお、ここで言う貯蔵ユニットとは次のように定義されている。 

 

「貯蔵ユニット」：条件の整った放射性廃棄物及び場合によっては充填／封印資材を含む、

使用許可を得たコンテナ一式で形成され、比放射能の限度及びエルカブリル処分施設での

貯蔵に関する受入基準を満たすユニット。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体）、制度的管理終了の判断等 

2014 年 2 月に制定された、「使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のた

めの 2 月 21 日の王令 102/2014」では、使用済燃料と放射性廃棄物の処分が行われた後、

国がその権利を引き受けることが規定されている。3) 

また、1999 年 12 月に制定された「原子力施設および放射線利用施設に関する規制

1836/1999」により、使用済燃料と放射性廃棄物の処分施設については、解体・閉鎖の許可

において処分システムの長期的な安全性を保証する上で必要な最終エンジニアリング作業

その他の作業、及び補助施設とされる施設の解体活動を始める権限を許可保有者に与え、

一定の期間にわたって放射線管理・監視またはその他の管理・監視の対象となるエリアを

定め、施設内のその他のエリアの管理を解除することが規定されている。解体・閉鎖プロ
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セスは、原子力安全審議会（CSN）の事前の答申を受け、産業・エネルギー・観光省

（MINETUR）が発出する宣言をもって終了するとされている。また、施設の解体と閉鎖、

及び閉鎖後の管理と監視の段階を通じた原子力安全と放射線防護については、各段階にお

ける安全性の証明または研究の範囲と内容も含め、CSN の指示によりこれを規定するとさ

れている。6) 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

2014 年 2 月に制定された、「使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任ある管理のた

めの 2 月 21 日の王令 102/2014」では、使用済燃料と放射性廃棄物の処分が行われた後、

国がその権利を引き受けること、また、閉鎖後の処分施設の監視を国が担当することが規

定されている。しかし、具体的な監視の内容などについての規定はない。 

 また、「原子力施設及び放射線取扱施設に関する規則を承認する 1999 年 12 月 3 日の王令

1836/1999」では、原子力施設の解体と閉鎖、閉鎖後の管理と監視については、原子力安全

審議会（CSN）の指示により決定することが規定されている。6) 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

エルカブリル処分場の場合には、1996 年に制定された「スペイン放射性廃棄物管理公社

（ENRESA）に対してシエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施設の仮操業許可の延

長を認める 1996 年 10 月 8 日の省令」において、操業許可の条件の一つとして文書の保管

に関して、施設に関するデータの記録等について複製を作成し異なる二つの場所に保管し

なければならないことが規定されている。6) 

また、記録には少なくとも以下が含まれなくてはならないことが規定されている。 

a）処分されている放射性廃棄物に関する情報、特に発生地、特性、質量、全放射能、同

位体比放射能、処理・コンディショニング方法の関連情報、処分コンテナの製造及び

使用許可に関する基本的データ、処分セルの位置及び関連情報。 

b）a）に示された廃棄物およびコンテナに関するデータのほか、設計・構造の特徴を含

めたセル及び封鎖タイルの情報、構造計算に関するメモ、工事の開始・終了日、考え

られる事故あるいは異常に関する情報を含む処分セルに関する最終報告。 

c）建物の配置及び環境の監視活動の結果、及びその解釈に役立つ情報。 

d）処分施設の安全性に影響を及ぼした、または及ぼすことがあり得た事故、機能停止、
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及び異常に関する報告。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.10 ベルギーにおける安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 ベルギーでは、今後、ONDRAF/NIRAS による地層処分研究開発の成果として地層処分

の安全性・実現可能性報告書が取りまとめられ、その後サイト選定が開始される予定であ

る。そのため、これまでに地層処分場の立地選定は行われていない。地層処分サイトの選

定等の具体的な検討は、現在進められている研究開発の成果をもとにして実施される予定

である。 

 ONDRAF/NIRAS は 2001年 12月に「安全評価・実現可能性第 2次中間報告書（SAFIR2）」

1)を出版しており、その出版前に外部専門家によるレビューが実施されている。そのレビュ

ーにおいて、SAFIR2 報告書に関する結論及び今後の研究開発プログラムに関する優先事項

について勧告がされており、この勧告において、粘土層での処分システムの実現可能性に

ついて問題はないと評価している。 

 SAFIR2 においては、規制当局 FANC による評価の実施状況は公表されていない。

SAFIR2 の出版後に、OECD/NEA の国際レビューチームによりピアレビューがなされてお

り、2003 年に、Boom 粘土層は処分システム全体で天然バリアとして基礎的な役割を果た

すことが確認されたとの評価を得ている。 

 ベルギーにおいては、カテゴリ A 廃棄物（短寿命低・中レベル放射性廃棄物）を処分す

るため、デッセルにおいて浅地中処分場を建設する予定であり、2013 年 1 月に、

ONDRAF/NIRAS は FANC に建設許可申請書を提出している。 

 デッセル処分場は、2006 年 6 月 23 日付の閣僚会議において、その設置が決定されると

ともに、ONDRAF/NIRAS に対して、浅地中処分施設の統合プロジェクトを展開するよう

要請している。この閣議決定において、FANC は、放射性廃棄物の浅地中処分場に固有の

特性を考慮に入れながら許可プロセスを策定するとともに、ONDRAF/NIRAS が安全評価

を進めるにあたり、FANC が必要と考える要素を取りまとめて ONDRAF/NIRAS に連絡す

ることを要請されている。また、FANC は環境保護を所轄する地域当局との将来における

協力関係の確立に必要となる様式を作成し、連邦政府に提言するよう求められている。さ

らに、FANC は、ONDRAF/NIRAS の活動を正式かつ文書化した形でフォローアップする

とともに、統合プロジェクトの安全に関する課題を体系的に分析することも委任されてい

る。 
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(2) 評価期間の考え方 

 ベルギーでは、処分場の評価期間に関する規定はない。 

 2001 年に ONDRAF/NIRAS が公表した SAFIR2 レポートにおいても、評価期間に関す

る厳密な取扱いは行われていないが、ONDRAF/NIRAS では評価期間に関して、長寿命放

射性廃棄物の安全性を評価する上で最も困難な問題の 1 つとして考えている。放射性廃棄

物は半減期が極めて長い核種を含んでおり、全ての核種が問題ないレベルまで崩壊するに

は、数十万年を要することからこのような期間について、処分システムの実際の影響を予

測することは不可能であるとしつつ。そのような予測を行う必要はなく、安全評価では処

分場の将来の影響を過小評価しないことだけを目指せばよいとしている。 

 また、SAFIR2 レポートでは、安全評価において以下のような対象期間の区分を考えてい

る。 

 

0 年～500 年： 

 処分場の存在はまだ知られており，したがって好ましからざる人間侵入は起こらない，と仮定すること

ができる。 

500 年～2 万年： 

 人間侵入の可能性を除外することはできない。水理はまだ現在と同様だが，人為的行為によって引き起

こされる気候変動が地下水流動に影響する可能性がある。ニアフィールドでは，いくつかのコンポーネン

トが劣化し，地下水が廃棄体中の放射性核種と接触する可能性がある。地質(天然)バリアに著しい変化は

生じない。 

2 万年～10 万年： 

 この時間枠内では，(ミランコビッチの軌道理論[21]に従って)約 24,000 年後に中程度の，約 56,000 年後

には厳しい氷期が到来すると予測される。氷期は水理にかなり影響し，このコンポーネントを通した核種

移行のシミュレーションに不確実性が生ずる。天然バリアの変化は比較的小さい。 

10 万年～100 万年： 

 氷期と間氷期が続き，地殻の移動(地殻変動)によって地形が完全に変化する。しかしながら，天然バリ

アは依然として重要な閉じ込め機能を維持するものと期待することができる。 

100 万年以降： 

 この時間スケールでは，地殻の移動(テクトニクス)や，変性作用，続成作用及び地形学的プロセスによ

って，天然バリアの特性は大きく変化するであろう。この時間スケールに対して行われる評価の目的は，

廃棄物処分の極めて長期的な結果として，著しい放射線影響が予測されないことを定性的に判断すること

である。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 ベルギーでは、国際指針等及び最善実施例に基づき、処分場は放射線防護の最適化原則

に従って設計しなければならないとしている。この原則は、個人線量の大きさ、被ばくす
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る人数、被ばくの可能性のすべてを社会的及び経済的な要因を考慮して、合理的に達成で

きる限り低く（ALARA）なるようにしなければならないとしている。最適化原則の主たる

役割は，放射線被ばくの防護の評価及び管理に責任を有するすべての人々が『線量を最小

化するために合理的に可能なすべてのことが実施されたのか。』と自問し続ける思考方法を

シミュレートすることにあるとしている。 

また、「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）2)では、貯

蔵システムが電離放射線に対する防護の最適化原則を実施した結果として得られているこ

とを示すこととしている。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 ベルギーでは、人間活動の影響に関する規定はない。 

 SAFIR2 レポートでは、処分システムは人間侵入（それが故意でも偶然でも）の確率及び

影響を最小化するように廃棄物を隔離しなければならないとしている。偶発的な人間侵入

シナリオは、主に処分場の技術設計と母岩の選定に依存するため、侵入者の受ける線量や

リスクは、処分システムの全体的安全性を示す指標としては、有用ではない。したがって、

人間侵入シナリオは処分システムに関して、実施可能な技術的選択や決定（人工バリア及

び天然バリアの選択）には関係しないとしている。 

 SAFIR2 レポートにおける人間侵入シナリオでは、処分サイトで地質探査ボーリングが実

施され、ボーリング孔が処分坑道を貫通する場合が検討されている。放射性廃棄物を含む

ボーリングコアが採取され、放射性物質が含まれていることを知らない人間が、そのコア

を実験室で分析し、外部被ばくをする。また、コア採取時に大気中に浮遊する粒子を吸引

するというものである。しかし、このシナリオは、処分システムの評価に関係しないとみ

なすことで、国際的な合意が得られており、SAFIR2 レポートにおいても、人間侵入シナリ

オは安全評価では考慮しないとしている。理由としては、ボーリングコアシナリオで放出

される放射性物質は、処分サイト及び人工バリアの選択に依存しないものであること、第 2

に、人間侵入の可能性を推定することが不可能であること、第 3 に、何万年にもわたって

個人の完全な防護を保証できると仮定するのは非現実的であるということが挙げられてい

る。 
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(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

 「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）2)では、建設及

び操業許認可では様々な段階において、当該施設に適用可能な線量拘束値は、公衆の構成

員の被ばくに関して、0.3mSv／年を超過することはできないと規定している。なお、

GRR-2001 の一般規則において、放射線防護の観点から公衆の実効線量限度は、年間 1mSv

としている。 

 また、FANC は、浅地中処分施設の安全評価の開発を進める ONDRAF/NIRAS を支援す

るために、いくつかのガイドを策定している。浅地中処分施設における人間侵入の考慮に

関するガイドでは、人間侵入シナリオに関する放射線基準を最大 3mSv/y と設定している。

また、長期安全のための放射線防護基準に関するガイドでは、人間侵入を除く、長期的な

安全評価では、シナリオごとに基準があり、通常シナリオでは線量拘束値として 0.1mSv/y、

変動シナリオではリスク拘束値として 10-6/y が設定されている。3） 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 ベルギーでは、「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）

において、不確実性の管理に対して適切なプログラムを実施することとしているが、具体

的な記述はない。 

 SAFIR2 においては、個々のシナリオに対して、影響計算と呼ばれる、処分システムの長

期挙動に関するシミュレーションが実施されている。影響計算では、「シナリオの記述にお

ける不確実性」、「概念モデル及び数学モデルにおける不確実性」、「モデルのパラメータ値

における不確実性」がシステム機能に与える影響を評価しなければならないとしている。

この不確実性に関する評価は、得られた結果が、残された不確実性に対してどの程度の感

度で影響するかを確認することにあり、影響に関する不確実性を評価することにより、影

響計算の上限値を明らかにすることを目的としている。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 ベルギーでは、「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）

2)において、セーフティケースに相当するものとして、安全報告書の作成を規定している。

安全報告書は、放射性廃棄物の最終処分施設の建設及び操業許認可、閉鎖、管理段階への

移行、建設及び操業許認可の廃止において、各申請書とともに提出されるものである。安
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全報告書には、少なくとも次に挙げる要素を含むものとしている。 

 

1. 人々及び環境の防護に関する、さらには当該施設の安全性に関する、目標及び原則。 

2. 人々及び環境の防護に関する、さらには当該施設の安全性に関する、政策及び戦略。 

3. 当該施設及びそこで実施される様々な活動に関する詳細な記述。 

4. サイト及びその環境の様々な特性。 

5. 管理システムに関する記述。 

6. 処分対象とされる放射性廃棄物の様々な特性と、これらの廃棄物の受け入れ規準並びに手続き。

7. 放射線防護に関する記述 － 特に一般規則の第 III 章の規定を遵守するための措置及び仕組み。

8. 全ての期間及び段階を対象とする当該施設の安全評価で、次の事項について示すもの。 

・ 処分システムの性能が、それぞれの段階において、関連する廃棄物によってもたらされるリ

スクに対し、十分な安全面での余裕を伴う形で、見合ったものであること。 

・ 人間及び環境に対する放射線学的な影響が、合理的に想定し得る全ての状況に関して、受け

入れ可能なものであること。 

・ 処分システム及びその構成要素が、それらがさらされる可能性のある合理的に想定可能な外

力に対して適切なロバスト性を備えていること。 

・ 処分システムが、電離放射線に対する防護の最適化原則を実施した結果として得られたもの

であること。 

・ 不確実性の管理に対して適切なプログラムが実施されていること。 

9. 緊急時内部計画に関する記述。 

10. 操業期間及び操業後期間における環境モニタリング･プログラムに関する記述。 

 

 また、安全報告書については、FANC がその内容を詳細に規定することができるとして

いる。ベルギーの科学評議会は、FANC が作成する、様々な公衆協議の結果及びその分析

結果、当該許認可申請に関する決定案が含まれた報告書を元に、審議を行うことになって

いる。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 ベルギーでは、「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）

2)において、申請書・見解書等の閲覧及び異議申し立てについて規定している。放射性廃棄

物の最終処分施設の建設及び操業許認可、閉鎖、管理段階への移行、建設及び操業許認可

の廃止において、FANC は、ONDRAF/NIRAS から提出された、申請書及び添付書類（安

全報告書や環境影響報告書）について補足的な情報の分析を行った上で、科学評議会宛に 1

件の報告書（安全保障に関する情報を除外したもの）を作成し、見解を求めることになっ

ている。FANC は、関連するコミューン（ベルギーにおける基礎自治体の呼称）に対して、

FANC が作成した上記報告書及び科学評議会の中間答申を提供する。コミューンは意見公
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聴手続きが実施され、意見公聴手続きの結果及びコミューン理事会（コミューン長や助役

などで構成される自治体組織）の見解をまとめ、FANC に提出することとなっている。な

お、意見公聴手続き期間中に、FANC が少なくとも 1 回は情報提供会合を開催することに

なっている。その後、FANC は、FANC が作成した報告書、科学評議会の中間答申及び関

連するコミューン理事会の見解を州当局に提供し、州当局の見解も求めることになってい

る。 

 FANC は、コミューンや州の見解、欧州委員会の見解、様々な協議の結果や分析結果及

び当該許認可申請に関する決定案を盛り込んだ報告書を科学評議会宛に作成する。科学評

議会は上記報告書を検討した上で、暫定的な最終答申を公表し、申請者が暫定的な最終答

申に対し、所見がない場合は、最終答申は確定される。申請者が所見を明らかにした場合

は、科学評議会は再度検討作業を実施、確定的な最終答申を示す。この確定的な最終答申

が肯定的な内容である場合、申請者の所見を考慮した上で、暫定的な確定的な見解には盛

り込まれていなかった特定の条件が付加される可能性があるとしている。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 ベルギーでは、「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）

2)において、放射性廃棄物の最終処分施設の建設及び操業許認可、閉鎖、管理段階への移行、

建設及び操業許認可の廃止の各段階において、当該申請書とともに安全報告書（もしくは

更新した安全報告書）を提出することになっている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

 ベルギーでは、可逆性や回収可能性に関する規定はない。2011 年に ONDRAF/NIRAS

が公表した国家廃棄物計画では、放射性廃棄物の長期管理に関しては、法的枠組みに基づ

き、廃棄物が将来の回収を意図せず、長期管理施設内で処分されることを保証しなければ

ならない。ただし、廃棄物の回収を意図しないことは、必ずしも回収や管理を除外するも

のではないとしている。 

 また、ONDRAF/NIRAS は国家廃棄物計画において、地層処分施設がカテゴリ B 及び C

廃棄物に関連するリスクから人間と環境を保護し、処分場の管理、閉鎖計画、廃棄物の回

収可能性、次世代への知識移転に関して、選択の自由を残しながら、次世代への負担の継

承を最小化できる唯一の解決法だと考える。この解決法は国際的な勧告や慣行とも一致し
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ているとしている。ONDRAF/NIRAS は、地層処分に関わる技術開発を実施していく上で、

安全と技術的かつ財政的実現可能性に関する要求事項に適合する必要性を考慮しながら、

全てのステークホルダーとの対話の中でさらに具体化していくとしている。そのため、

ONDRAF/NIRAS は以下の事項について、保証するとしている。 

・操業運転中の処分の可逆性を保証するとともに、処分施設の部分的閉鎖または完全な閉鎖後、まだ定

義はされていないが、一定期間、廃棄物の回収を可能にする対策を検討する。しかし、処分施設の設

計と実施の中で回収可能性を高めても、放射線安全、物理的防護、核不拡散対策（安全保障）を犠牲

にすることがあってはならない。また、回収可能性を高めることは処分施設のコストに影響を及ぼす

可能性がある。 

・定期的な管理に加え、今後ステークホルダーと合意する必要がある期間、処分場が適切に機能するこ

との管理を維持する。しかし、これらの管理活動がシステムを擾乱させ、その結果、適切な機能を擾

乱させることがあってはならない。 

・処分場とそこに設置された廃棄物に関する知識を最適な方法で次世代に継承する準備を進める。この

継承は、特に、国際的な要求事項に基づいて報告書を作成し、国レベル及び国際レベルで実施するこ

とが可能である。しかし、どの知識とリソースを次世代に継承すべきか決定するのは各世代の責任で

ある。 

 

 許認可プロセスを表す規制上の枠組みは、現在策定中であり、許認可プロセスは段階的

アプローチに基づいている。回収可能性の役割は、まだ決まっていない。規制上の枠組み

は策定中であり（王令（許認可手順、安全参考レベル）およびガイダンス）、可逆性や回収

可能性についての特定の規制要件はない。 

 

a. SAFIR2 における回収可能性に関する記述 

 SAFIR2 においては、回収可能性は、処分場の開発の段階毎に次のように考察される（図 

2.2-10）。 

第 1 段階：地上での中間貯蔵及び第 2 段階 

 処分場の設計及び処分ギャラリの建設中間貯蔵の段階では、回収可能性は操業安全の

一部に位置付けられる。処分場の設計段階で選定したオプションによって、定置後の回

収可能性が左右される。 

 

第 3 段階：処分ギャラリへの放射性廃棄物の定置 

 放射性廃棄物の定置は、廃棄物処分を受容でき、安全な解決策であるとの合意が得ら

れることで決定されるものであり、この決定では廃棄物の回収を意図するものではない。
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一方、ONDRAF/NIRAS のガラス固化体及び使用済燃料処分のレファレンス設計では、

一定期間の回収を可能とするものとなっている。ガラス固化体のオーバーパックについ

ては 300 年、使用済燃料の容器については 2,000 年の寿命をように設計されていること

から、長期のハンドリングが可能である。 

 処分場の操業中は、建設作業と定置作業が重なることはなく、また地下での定置作業

は機械を用いて行うことなどから、この段階での回収可能性は操業安全に位置付けられ

る。 

第 4 段階：メインギャラリ及び立坑が開放状態のままの期間 

 この段階では放射性廃棄物へのアクセスを閉ざす措置を講じないため、回収可能性は

維持される。この段階によって、その後の意思決定に応じた柔軟な措置が可能となる。 

 

第 5 段階：メインギャラリ及び立坑の埋め戻し、閉鎖 

 坑道内のインフラが撤去され、メインギャラリ及び立坑が埋め戻し、閉鎖された後は、

放射性廃棄物には容易にアクセスできなくなる。廃棄物の回収にはインフラを新たに整

備する必要があり、埋め戻し・閉鎖前に比べて回収は困難になるが、定置された廃棄物

の位置等の情報は保存されるため、回収可能性は保持される。 

 

第 6 段階：操業後段階（制度的管理あり）及び 7 段階：操業後段階（制度的管理なし） 

 閉鎖直後は、記録保存及びモニタリングによるデータの取得、並びに廃棄体容器の寿

命から、回収可能性は維持されると考えられる。数百年から数千年後は、廃棄体容器の

状態が維持されないため、もはや回収可能な段階とは言えなくなる。 

回収可能性を維持するために、メインギャラリ及び立坑が開放状態のまま保持する期間

の延長を選択した場合、長期安全性について以下の影響が同時、かつ複合して発生する

ことが予想される。 

・ 化学的影響：粘土中の鉱物の酸化により、酸性化する。 

・ 水利学的影響：粘土層表面の乾燥により、粘土層の酸化を加速する。 

・ 力学的影響：坑道壁面の安定性に影響が及ぶ。 

・ 熱影響：廃棄物から発生する熱により、化学的影響などとの複合的影響が生じる。 

 

 ただし、メインギャラリ及び立坑が開放状態の保持が長期化すると、政治的、経済的及
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び社会的な状況が変化することから、処分場を適切に閉鎖することも、規制あるいは監督

官庁が処分場の安全性を評価することもできなくなる可能性が出てくる。 

 

図 2.2-10 処分場の建設・操業・閉鎖後の各段階における回収可能性の推移 1) 

 

b. SAFIR2 報告書査読委員会の評価：制度的管理に関する事項 

 1999 年 12 月の ONDRAF/NIRAS 理事会の決定を受けて、SAFIR2 報告書の最終化を

図るために設置された SAFIR 2 報告書査読委員会（以下、査読委員会という）は、閉鎖後

の回収可能性について次のようにコメントしている。 

 

① 廃棄物の回収可能性 

 査読委員会は、廃棄物の回収可能性に関してこれまで特別の要求は提示されていないと

認識しているにもかかわらず、カテゴリ C 廃棄物に対する現在の技術的な処分概念には、

固有の回収可能性が既にある程度備えられている。ある期間、定置された一次廃棄物パッ

ケージを回収することは実際に可能である。メインギャラリ及び立坑が段階的に閉鎖され

た後に廃棄物を回収することも可能ではあるが、次第に厄介なものとなることは明らかで

ある。 

・査読委員会は、特定の期間、一旦埋設した廃棄物を、それが埋設された時と同じ条件

で安全に回収できるように考慮した技術概念を今後開発していくことが重要であると
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信ずる。 

・処分システムに導入される回収装置は、システムの性能及び安全性を阻害するもので

あってはならない。こうした装置が長期安全性に及ぼす影響について、詳細に検討し

なければならない。 

・安全上及びフィージビリティ上の理由から、意思決定プロセスが進展するにつれて廃

棄物回収の機会は少なくなると仮定することができる。したがって、いずれは回収可

能期間の長さを制限すべきであり、その長さは廃棄物のタイプ及び処分施設のタイプ

に応じて調整すべきであると勧告する。この期間の定義を行わなければならない。 

・査読委員会は、回収可能性の技術面及び安全面のほかに、その倫理的及び経済的側面

についても検討すべきであると勧告する。 

 

② その他 

・柔軟性（flexibility） 

 SAFIR2 では、可逆性に相当する概念として「柔軟性（flexibility）」という用語を用いて

いる。 

柔軟性（flexibility）に関連する設計の要件 

 処分システムは、処分場の閉鎖が最終決定される前に数多くの決定がなされる段階的な

プロセスにより開発及び実行される。このプロセスには数十年を要することになる。 

 「柔軟な（flexible）」という用語は、（廃棄物処分に関する）技術的解決策の開発及び実

行の期間中に、単純に既に決定された段階（1 段階あるいは数段階）に逆戻りする、ある

いは決定を一定期間先送りにする可能性が維持されているという文脈で用いる。「柔軟性

（flexibility）」は、政治上・経営上の決定及び技術上の決定の両方について言及される。処

分場は、十分に柔軟な方法によって操業・管理・閉鎖ができるように設計されなければな

らない。 

 柔軟性は、政治上・経営上の決定に影響を与えることから、意思決定プロセスにおける

非常に長い期間にわたって、代替オプションが活用できなければならないことを意味する。 

 このことは、例えば、様々な構成要素の耐久性について十分な余裕代を持って、処分場

が設計されなければならないことを意味し得る。技術上の決定における柔軟性は、例えば、

事業の実施段階で得られる新たな知見及び情報が、実施プロセスに組み込むことができる

ことを意味する（例えば、廃棄体オーバーパックあるいは処分ギャラリの埋め戻し材の新
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素材の採用、さらには処分場の設計変更）。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 ベルギーでは、許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体）、制度的管理終了の判断

等に関する規定はない。 

 「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）2)では、放射性

廃棄物の最終処分に関しては、段階的なアプローチを選択しており、「閉鎖後期間」の後に

「管理段階」が設定されている（図 2.2-11 参照）。管理段階への移行には、操業者からの

申請と安全報告書の更新版の提出が義務付けられている。この管理段階は、放射線学的な

管理が撤廃された時点で終了することになっている。操業者は、放射線学的な管理の撤廃

が可能だと判断した時点で、安全報告書を更新し、場合によってはその中で放射線学的な

管理の撤廃を正当化する要素を指摘する。その上で進めるべき手続きとしては、科学評議

会、関係するコミューン当局、地元の住民及び関係する州当局の意見を諮問することが挙

げられる。 

 

（1）建設及び操業許認可（王令）。 

（2）検収と、建設及び操業許認可に関する最初の確認（王令）。 

（3）閉鎖段階への移行に関する許認可（王令）。 

（4）閉鎖の検収と、管理段階への移行に関する許認可（王令）。 

（5）放射線学的な管理の撤廃（王令）。 

 

図 2.2-11 最終処分施設の許認可について 2) 
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(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 ベルギーでは放射性廃棄物の処分に関する安全規制は現在整備されていないことから、

廃棄物のカテゴリ毎の検討状況として、カテゴリ B 及び C 廃棄物の地層処分については、

研究開発の中間とりまとめとして作成された「安全評価・実現可能性第 2 次中間報告書

（SAFIR2）」における制度的管理の検討状況を整理する。また、「放射性廃棄物最終処分施

設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）2)では、安全報告書に挙げるべき要素として

操業期間及び操業後期間（閉鎖後の管理段階）における環境モニタリングプログラムを記

載することを規定している（添付資料－ベルギー－12 参照）。 

 実施主体の ONDRAF/NIRAS は、処分概念の検討段階ではあるが、SAFIR2 において制

度的管理に関する以下の検討を行っている。 

 

○閉鎖後のモニタリング 

 処分システムの信頼性は、人工バリア及び天然バリアによって確保され、将来世代の負

担になるモニタリングに依存しないことが大前提となる。しかし、処分場の閉鎖の直後に、

処分場の操業者（ONDRAF/NIRAS）あるいは監督官庁が短期的にモニタリングを実施す

る余地は残される。その目的の一つとして、処分場の安全性について関心を持つ市民、団

体の信頼を醸成することが挙げられる。また、閉鎖後の一定期間のモニタリングの実施は、

処分場設置の許認可要件あるいはその他の法的要件となる可能性がある。 

 ただし、どのような目的で実施するにしても、モニタリングにより処分場の長期性能を

低下させるべきではない。処分システムに影響を及ぼすリスクを低減するために、遠隔技

術の採用なども検討すべきである。 

 

○SAFIR2 報告書査読委員会の評価：制度的管理に関する事項 

 この他、1999 年 12 月の ONDRAF/NIRAS 理事会の決定を受けて、SAFIR2 報告書の

最終化を図るために設置された SAFIR2 報告書査読委員会は、閉鎖後のモニタリングにつ

いて次のようにコメントしている。 

 

モニタリング 

 査読委員会は、処分施設の各段階におけるモニタリングの役割とその正確な内容に関し

ては、まだ情報がかなり不足していると理解している。 
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・処分施設閉鎖後のモニタリングに関する技術要件（パラメータの設定、計測装置等）

が設定されなければならない。査読委員会は、特に実証段階において、こうした側面

に対して必要な注意を向けるべきであると勧告する。 

・査読委員会は、廃棄物の回収可能性及び計測装置の耐久性の観点からのモニタリング

の役割を明確にすべきであると勧告する。 

・より総合的なレベルでは、査読委員会は、保障措置の観点からモニタリング及び回収

可能性に対して課せられる要求の評価を行わなければならないと信ずる。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 「放射性廃棄物最終処分施設の許認可制度に関する王令草案」（2010 年）2)に、受動的な

制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等）の規定はない。 

 研究開発の中間とりまとめとして作成された「安全評価・実現可能性第 2 次中間報告書

（SAFIR2）」では、処分場閉鎖の最終段階として、処分サイトへの標識の設置と処分シス

テム及び放射性廃棄物の特性を示すあらゆるデータの永久保管が必要であるとしている。

様々なタイプの地表及び地下標識（マーカー）を用いた処分サイトの明確な表示をする主

な目的は、人間侵入の可能性を低減することにあるとしている。また、データの保管に関

しては、ある期間にわたり、仮に必要になった場合の廃棄物の回収を容易にすると考えて

いる。データについては、多様な媒体に保管することが可能であり、国外あるいは国際機

関を含めたいくつかの機関に多くのコピーを保管してもらうことも可能であるとしている。

また、各データ媒体の有効性が損なわれる前に、定期的なバックアップが行われるのが最

善である。さらに、処分場の場所は、処分サイトを包含する国及び地域のすべての地形図

上に示されなければならないとしている。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.10 の参考文献（ベルギー）

 
1) 安全評価・実現可能性第 2 次中間報告書（SAFIR2） 

2) FANC, "Explications sur le projet d’arrêté royal portant régime d’autorisation des 
établissements de stockage définitif de déchets radioactifs", July 2010 

3) Federal Agency for Nuclear Control (FANC), “Kingdom of Belgium - Fifth meeting of 
the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”, October 2014. 
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2.2.11 中国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

中国での立地段階における規制側の関与は、法令・規則には明確な規定はない。高レベ

ル放射性廃棄物処分の実施主体は、国営企業体である「中国核工業集団公司」（CNNC）で

あり、原子力発電、ウラン探鉱、核燃料に関する事業も行っている。高レベル放射性廃棄

物の管理を含む原子力安全全般に関わる規制機関は、中国環境保護部（MEP）の下部組織

である国家核安全局（NNSA）である。 

 

(2) 評価期間の考え方 

2011 年 11 月の「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第 612 号）1)の第 23 条第 3 項で

は、高レベル放射性固体廃棄物とアルファ廃棄物の深地層処分施設は、閉鎖された後、1 万

年以上の間、安全隔離基準を満たさなければならないとしている。 

規制機関である国家核安全局（NNSA）が 2013 年 5 月に策定した指針「高レベル放射性

廃棄物地層処分施設のサイト選定」2)でも、「2 サイト選定目標、段階区分」の「2.1 サ

イト選定目標」において、サイト選定の基本的な目標は、高レベル放射性廃棄物を安全に

処分するサイトを選定することにあるとしており、高レベル放射性廃棄物処分が安全であ

るべき期間が地層処分場の閉鎖後最低 1 万年であるとの考え方を示している。1 万年という

期間については、サイトが天然バリアとして、また処分施設の一部が人工バリアとして、

放射性核種を効果的に隔離し、かつ、核種の生物圏への侵入を効果的に阻止することがで

きるとの考え方に基づくものである。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

2006 年 2 月に国防科学技術工業委員会（2008 年に新設の中国工業情報化部に業務移管）、

科学技術部、国家環境保護総局（2008 年に中国環境保護部（MEP）に改組）は高レベル放

射性廃棄物の地層処分を 3 つの段階で進めるとした「高レベル放射性廃棄物の地層処分に

関する研究開発計画ガイド」3)を共同で作成した。 

この研究開発計画ガイドの「5. 研究開発計画綱要」の「5.1.2 テーマ 2 処分工程の研

究」の「4.処分工程システムの最適化」では、高レベル放射性廃棄物処分用多重バリア・シ

ステムの全面性、補完性の研究と動的研究を強化し、世界の経験を吸収するとしている。

また、リスクの分析と評価、経済分析を行った上でシステム全体の配置を最適化し、多重
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バリア・システムの有効性を保障するとともに信頼性を高めるとしている。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

2013 年 5 月の指針「高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト選定」（原子力安全ガ

イドライン HAD 401/06-2013）では、「3.6 人間活動」の「3.6.1 サイト選定基準」にお

いて、サイト選定に当たっては、サイト及びその付近における現在及び将来の人間活動を

考慮し、また現在及び将来において人間活動が頻繁に行われる可能性のある地域及び人工

物の影響地域を可能な限り避け、これらの活動によって引き起こされる許容しがたい悪影

響を最小限に抑えるよう努めることを要求している。 

また、埋蔵されている可能性のある鉱物資源（石油及び天然ガス、地熱エネルギー、石

炭、金属鉱物、非金属鉱物等）、地下水資源及び地下空間が利用される可能性のある地域を

避け、人間活動により地層処分施設に対して生じる可能性のある影響を可能な限り軽減し

なければならないとの規定がある。 

さらに、放射性核種の移行通路となる既存の地下工事が存在する可能性のある場所を可

能な限り避けること、母岩中に以前に存在した掘削孔及び山地工事やこれらの工事によっ

て形成された実際の、または潜在的な水理学的連結があるか否かを調査によって明らかに

することを要求している。指針では、こうした全ての掘削孔及びその他放射性核種の移行

経路となる可能性のある人工的通路は、効果的に封鎖するべきとしている。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

中国での長期に係る線量・リスク基準・代替指標については、法令・規則ともに明確で

はなく、今後具体的な検討がなされるものと考えられる。また、「放射性廃棄物安全管理条

例」第 23 条第 3 項では、高レベル放射性固体廃棄物とアルファ廃棄物の深地層処分施設は、

閉鎖された後、1 万年以上の間安全隔離基準を満たさなければならないとしているが、安全

隔離の具体的な基準については定められていない。 
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(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発計画ガイド」の「５．研究開発計

画綱要」では、不確実性の分析を含む将来の研究開発目標を提示している。 

研究開発計画ガイドでは高レベル放射性廃棄物の地層処分を①研究開発・処分サイト選

定（～2020 年）、②地下研究所の建設・試験（2021～2040 年）、③プロトタイプの処分場

の建設・処分場建設（2041 年～今世紀半ば）の 3 段階で進めるとしている。 

2020 年までの目標として「安全目標、安全性及び環境影響評価方法の研究」を示してお

り、高レベル放射性廃棄物地層処分システムの全体的安全目標と補助的安全指標、景観分

析と結果分析の方法、パターンとパラメータ体系、感度分析と不確実性分析の方法、環境

影響評価方法、安全と環境の情報システムを重点的に研究することを目標としている。 

2021 年から 2040 年にかけては処分の安全評価研究として、一次候補サイト評価モデル

を制定するという発展目標のため、実験と評価技術の研究開発を進めていくこと、特性・

事象・プロセス（FEP）分析、モデルの開発と検証、パラメータの取得、不確実性分析な

ど重要技術の研究で大きな成果を上げ、安全・環境評価情報システムをより完全なものと

していくこと、地下研究所の建設、運用及びプロトタイプ処分場設計段階における安全・

環境評価を行うことを目標としている。 

また、総合試験研究、検証、評価作業として、放射性核種の放出と移行挙動の研究、拡

散実験研究、地下水－廃棄物容器－廃棄物－充填／緩衝材料－花崗岩の相互反応実験研究、

加熱試験、ガスの浸透と影響の実験、大規模浸透総合試験、さまざまな要因が結合した場

合の総合試験、微生物の作用の研究を実施することを目標としている。さらに各分野にお

ける技術的成果の適性、不確実性を総合評価するとともに処分場サイトを初歩的に確認し、

処分場の前段階フィージビリティ・スタディを完成させ、プロトタイプ処分場のフィージ

ビリティ・スタディを完成させるとともにプロトタイプ処分場建設の申請と安全審査評価

を完了させることを目標としている。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

中国ではセーフティケースの作成とレビューについて規定した法令はない。 
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(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

2002 年 12 月の「中華人民共和国環境影響評価法」4)の第 21 条は、国家が秘密保持を必

要と規定する場合を除き、環境に重大な影響を与える可能性があり、環境影響報告書の作

成が必要な建設プロジェクトに対して、建設機関は建設プロジェクトの環境影響報告書の

申請前に、論証会、公聴会を実施するか、もしくは他の方法により関係機関、専門家及び

公衆の意見を聴取しなければならないとしている。また第 21 条は建設機関に対して、申請

する環境影響報告書に関係機関、専門家及び公衆の意見の採択または不採択の説明を付す

ることを要求している。 

 2013 年 5 月の指針「高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト選定」（原子力安全ガ

イドライン HAD 401/06-2013）の「3.11.1 サイト選定基準」は以下の 3 点を規定してい

る。 

・サイトは、一般大衆や利害関係者にとって、また社会的影響において許容可能な場所

を選択すること。 

・サイト選定時は大衆参加型の調査を実施し、一般大衆のサイトに対する意見、特に利

害関係のある一般大衆の意見を募集すること。 

・サイト所在区域の一般大衆及び政府は、処分施設サイトに対する意見をサイト決定の

重要な要因とみなすこと。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針については、法令・規則にお

いて規定はされていない。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

可逆性と回収可能性については、法令・規則において規定はされていないが、「高レベル

放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発計画ガイド」では、2041 年以降に回収可能性と
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可逆性の技術を研究するとしている。 

研究開発計画ガイドでは2041年以降にプロトタイプ処分場を建設することが目標とされ

ているが、同ガイドの「5.3 プロトタイプ処分場の検証実験と処分場建設段階」によると、

「高レベル放射性廃棄物地層処分場廃棄物の回収可能で可逆的な技術を研究する」ことが

目標とされている。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

放射性廃棄物安全管理条例では、第 27 条において、放射性固体廃棄物処分施設を閉鎖し

た後、処分事業所は、承認された安全監督保護計画に従い、閉鎖された処分施設について

安全監督保護を実施しなければならないとしている。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

「放射性廃棄物安全管理条例」の第 26 条は、放射性固体廃棄物を処分する事業者に対し

て、処分施設の運転モニタリング計画と放射線環境測定計画に基づき、処分施設に対し、

安全検査を実施するとともに、処分施設周辺の地下水、地表水、土壌と大気について、放

射線測定を行うよう要求している。閉鎖後に関する能動的な制度的管理については、法令・

規則において規定はされていない 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

記録保存については、「放射性廃棄物安全管理条例」の第 25 条は、放射性固体廃棄物を

処分する事業者に対して、放射性固体廃棄物処分状況記録データを構築し、処分した放射

性固体廃棄物の出所、数量、特徴、保管位置等の処分活動の関連項目を事実通り記録しな

ければならないとしている。また、放射性固体廃棄物処分記録データは、永久保存するよ

う要求している。 

標識の設置については、「放射性廃棄物安全管理条例」第 27 条が、放射性固体廃棄物処

分施設の設計寿命を迎えた場合、または、処分した放射性固体廃棄物が施設の設計容量に

達した場合、施設所在地域の地盤構造、水文地質等の条件に重大な変化が生じ、施設が継

続して放射性固体廃棄物を処分するのに適さなくなった場合、法律に従い閉鎖手続きをす

るとともに、区間を画定して永久標識を設置すると規定している。 
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(14) その他、特記すべき動向 

平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.11 の参考文献（中国）

 
1) 放射性废物安全管理条例、中华人民共和国国务院令第 612 号 

2) 高水平放射性废物地质处置设施选址、核安全导则 HAD 401/06-2013 

3) 防科学技术工业委员会、科学技术部、国家环境保护总局 “高放废物地质处置研究开发规

划指南"、2006 年 2 月 

4) 中华人民共和国环境影响评价法 
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2.2.12 韓国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

前述のように、使用済燃料の管理方策については検討中であるため、以下では低中レベ

ル放射性廃棄物処分場の立地選定時に関する情報を中心に記載する。 

 

韓国における中低レベル放射性廃棄物処分場の立地選定は、最終的に公募制にて実施さ

れた。2005 年 11 月に、誘致に応じた 4 自治体の中から、住民投票で最も賛成率が高かっ

た慶州市に決定された。この処分場の立地選定においては、立地選定手続きの公正かつ透

明な管理のために、人文・社会、科学・技術分野の専門家および言論界、法曹界、市民団

体の代表者などの 17 名で構成されるサイト選定委員会が設定され、このサイト選定委員会

が応募してきた自治体のサイト適合性や事業環境の評価を実施していた。このように、当

時の規制機関であった教育科学技術部（MEST）の立地選定時点での大きな関与はなかった。

規制機関の主な関与としては、以下に示すように、処分場の建設・操業許可の審査・発給

が主要なものであった。 

KHNP は、2007 年 1 月 15 日に中低レベル放射性廃棄物処分場建設・操業の許可を科学

技術部（MOST）に申請した。これを受け処分場の建設・操業許可が、教育科学技術部（MEST）

により原子力安全委員会の審議、議決を経た後 2008 年 7 月 31 日に発給された。 

 許可申請時には、原子力法第 76 条に基づき、安全管理規定・設計及び工事方法に関する

説明書・建設及び運営に関する品質保証計画書等が提出された。許可申請時において満た

すべき要点として、以下の 3 点が必要であるとされた。 

 

 処分施設の建設・操業に必要な技術的・経済的能力の確保 

 位置・構造・設備及び性能が技術基準に適合しており、放射線による人体及び公共の

災害防止 

 建設・操業過程において放射線による国民の健康及び環境保護 

 

(2) 評価期間の考え方 

低中レベル放射性廃棄物処分場に関しては、2014 年に原子力安全委員会が制定した「中・

低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準」において、評価期間に以下

の言及がある。 
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中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 7 条 

性能評価期間で提示した性能目標の遵守を数学的予測モデルにより評価する場合、その

評価期間は 1,000 年を超過する必要はない。しかし、予測される危険が上記期間以前に最

高値に到逹しないときは、上記期間以後に環境への放射性核腫の漏出が急激に増加しない

ものであり、個人への急性の放射線による危険が発生しないものであるという妥当性を提

示しなければならない。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

最適化に関しては明確な規定は確認できない。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

「中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準」では、人間侵入に

対する防護に関して以下のように規定している。 

 

中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 11 条 

 処分施設の制度的管理期間以後における人間侵入による放射線の影響は、一般人に対す

る線量限度以下に制限されなければならず、合理的にできるだけ低く設計しなければなら

ない。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

長期に係る線量・リスク基準については、「中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する

放射線危害防止基準」において以下のように規定されている。 

 

中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 10 条 

第１０条（安全評価）決定集団の個人に及ぼす年間線量は個人有効線量値で評価し、年間

リスクは個人有効線量分布の算術平均値で評価する。確率的分析の場合、被ばくシナリオ

の発生確率と Sv 当り 5.0×10-2のリスク換算因子を適用する。 
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(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

韓国における中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する不確実性は、以下の記述があ

る。 

中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 12 条 

第１２条（不確実性評価）第１０条の安全評価の結果、個人有効線量値に大きく影響を及

ぼす主要シナリオに対しては、不確実性評価を行わなければならない。個人リスク計算の

結果、全体リスクに大きく影響を及ぼす主要な被ばくシナリオに対しては、不確実性評価

を行わなければならない。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 現在の韓国の安全規制に関する法令及び安全規則文書では、セーフティケースという用

語は用いられていない。 

しかし、「中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準」では、安全

評価結果の信頼度を高めるために、安全評価の全段階に亘る品質保証原則及び関連細部手

続きを定めて適用しなければならないことが規定されている。 

 

中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 13 条 

安全評価結果の信頼度を高めるために、入力変数の収集及び適用、モデリング、細部計

算及び総合的評価等、安全評価の全段階に亘る品質保証原則及び関連細部手続きを定めて

適用しなければならない。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

放射性廃棄物を安全かつ効率的に管理することを目的とし、2009 年 1 月に施行された放

射性廃棄物管理法において、放射性廃棄物管理基本計画の策定に際して、利害関係者・一

般市民、または専門家などから広範囲な意見を取りまとめる手順（以下、「公論化」）を経

ることができることが定められている。なお、放射性廃棄物管理基本計画とは、以下の内

容を含み、放射性廃棄物を安全かつ効率的に管理するために、放射性廃棄物管理法に基づ

き産業資源部長官が策定するものである。 

 

1. 放射性廃棄物管理の基本政策に関する事項 
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2. 放射性廃棄物の発生現況と展望に関する事項 

3. 放射性廃棄物管理施設のサイト選定などの施設計画に関する事項 

4. 放射性廃棄物管理施設に対する投資計画に関する事項 

5. その他、放射性廃棄物の管理のために必要事項として産業通商資源部令で定める事項 

 

 公論化に際しては、産業通商資源部大臣は一時的に運営される公論化委員会を設置する

ことができる。この場合、委員会の機能及び活動期限は産業通商資源部長官が定めること

とされている。 

 公論化委員会は、委員長 1 人を含めた 15 人以内の委員で構成される。また委員は、使用

済燃料の管理及び社会疎通に関する学識と経験がある者の中から産業通商資源部長官が委

嘱し、委員長は委員の中で互選することとなっている。委員会は、活動期限が終了する場

合、議決を経て産業通商資源部長官及び「原子力振興法」第 3 条の原子力振興委員会に勧

告案を提出することができる。この場合、産業通商資源部長官及び原子力委員会は、勧告

案を最大限尊重しなければならないことが定められている。 

 この公論化委員会については、使用済燃料に関わる公論化委員会が、2013 年 10 月に発

足しており、同委員会において使用済燃料管理方策に関する議論が行われた。  

公論化委員会は、2015 年 6 月 11 日に、「使用済燃料管理勧告（案）」を公表した1)。さ

らに、2015 年 6 月 16 日に国会討論会を開催し、その結果を受けて最終案を取りまとめ、

2015 年 6 月 29 日に最終的な勧告「使用済燃料の管理に関する勧告」として産業通商資源

部（MOTIE）長官に提出した2)3)。勧告の内容については、第 1章 1.12 の記述を参照され

たい。 

 また、社会・ステークホルダーとのコミュニケーションとしては、(1)に述べたように、

中低レベル放射性廃棄物処分場の立地選定段階におけるサイト選定委員の活動が挙げられ

る。サイト選定委員は、手続きの公正かつ透明な管理のために、人文・社会、科学・技術

分野の専門家及び言論界、法曹界、市民団体の代表者などの 17 名で構成されるサイト選定

委員会が設定され、このサイト選定委員会が応募してきた自治体のサイト適合性や事業環

境の評価を実施していた。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

放射性廃棄物処分場の段階的な許認可に関しては、原子力法に規定される建設・運営に
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関する許可のほかに、原子力安全法施行令において処分の実施に関する検査が規定されて

いる。 

また、定期的な安全レビューに関連して、原子力安全委員会による１年ごとの定期検査

が原子力法、原子力法施行令、原子力安全法施行規則において下記のように規定されてい

る。 

放射性廃棄物処分場の検査について、原子力安全法第 65 条（2015 年 1 月 20 日改訂、2015

年 7 月 21 日施行）において以下のように規定されている。 

放射性廃棄物管理施設の建設・運営者は、放射性廃棄物管理施設等の設置・運営、放射

性廃棄物の貯蔵・処理・処分、特定核物質の計量管理に関して、原子力安全委員会の検査

を受けなければならない。また、原子力安全委員会は、許可基準および技術基準に達しな

い場合、許可申請書の記載内容との齟齬があった場合、計量管理規定への違反があった場

合には、放射性廃棄物管理施設の建設・運営者にその是正または補完を命ずることができ

る。 

 

また、上記の検査について、原子力安全法施行令第 103 条において、定期検査を受けな

ければならないことと、申請方法、適合基準について規定されている。定期検査時の提出

書類については、原子力安全法施行規則第 91 条に規定され、定期検査の時期については、

原子力安全法施行規則第 92 条において 1 年ごとに実施することが規定されている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

韓国の放射性廃棄物処分に関する安全規制法令においては、可逆性及び回収可能性に関

する規定は無い。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

韓国において、中低レベル放射性廃棄物の処分については、「中・低レベル放射性廃棄物

処分施設に関する放射線危害防止基準」において管理期間の設定と環境監視の実施が

規定されている。 

 

中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する放射線危害防止基準 第 8 条 

第８条（制度的管理期間）処分施設の閉鎖後、長期的安全性を阻害し得る環境の変化
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に備え、必要時に適切な管理期間を設定し、放射能の漏出を防止するための処分施設の

補修、管理活動及び環境監視等を行わなければならない。  

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

韓国においては、放射性廃棄物処分場の能動的制度的管理について具体的に記した法令

はない。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

韓国においては、放射性廃棄物処分場の受動的な制度的管理について具体的に記した法

令は存在しない。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.13 経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）における安全規制等に係

る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

OECD/NEA の報告書等における立地選定段階の規制側の関与については、2012 年に公

表された「放射性廃棄物管理における規制機関の役割とイメージの変化： 20 年間の推移」

（2012 年）1)において関連する記述がみられる。 

同報告書では、サイト選定の段階的プロセスは、許認可の発給のかなり前から始まり、

その初期の立地選定段階では、公衆の懸念などの影響を受けやすいため、原子力安全規制

機関は、公衆の防護の利益を代表するという役割において、放射性廃棄物処分施設の立地

プロセスに早期の段階で関わり、法令による規制体制と両立する程度に立地候補地の自治

体と協力するのが効果的であるとしている。 

また、過去のサイト選定の成功事例では、原子力安全規制機関が地元レベルで立地選定

段階の早期から関与し、｢独立した国民のための専門家｣、「有能で責任感がある安全の監督

者」として自治体から見られるようになったこともあったとしている。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)において示されている、

安全評価の評価期間についての考え方の概要は以下のとおりである。 

 規制要件として防護を検討する必要のある期間が明示的に示されていない場合には、実

施組織が様々な時間枠にわたり実施される評価レベルとスタイルを決定し、その後、規制

機関により審査されることとなる。あまりに早い時期に計算を終了した場合、例えば当該

システムの改善につながる可能性のある情報が失われるリスクが生じることになるとして

いる。しかし、核種の放出の計算を無期限に行うことはできず、計算を終了する時点を決

定する際には、以下の要素を考慮に入れるものとしている。 

 一般に時間の経過とともに拡大するシステムの経時的変化に関する不確実性 

 時間とともに低下し続ける放射性廃棄物の放射線学的毒性 

 算出されたピーク線量またはリスクのピークの発生時期 

 取り扱われる対象に、きわめてゆっくりと起こる長期的なプロセスや、発生の頻度が

低い事象が適切に含まれるようにする必要性 
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 ステークホルダーの様々な懸念を取り扱う必要性 

 近年実施された安全評価のモデル化でカバーされた時間枠は 1 万年から 1 億年の範囲と

なっているが、100 万年という期間が、最も広範に受け入れられた時間枠の一つとなってい

るとしている。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)において、規制指針等

における処分場の最適化や利用可能な最善の技術（BAT）の扱いについて、以下のような

傾向があることが指摘されている。 

 最新の規制指針などでは、安全性の指標・要件として定量的なものだけでなく、定性

的な概念である最善の利用可能技術（BAT）、最適化などが求められる傾向にある。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

「放射性廃棄物処分場の安全評価、処分サイトにおける将来の人間の行為」（1995）3)で 

は、安全評価での人間活動の評価について、以下のような考え方が示されている。 

 将来の人間の行動は、放射性廃棄物処分システムに影響を与える可能性があるため、

サイト選定及び設計、安全評価で考慮しなければならない。 

 意図的な破壊的行動は、安全評価で考慮されるべきではないが、処分システムが偶発

的に擾乱される行動を考慮すべきである。 

 サイト及びシステムに特有なシナリオは、将来の社会での慣行が、処分場の場所及び

類似した他の場所での現在の慣行に対応するという前提に基づくことができる。この

前提は、掘削の特性・頻度、資源利用、技術的発展、医療行為、人口統計学、生活様

式などの要件に採用することができる。 

 

 また、同報告書では、（１）将来の人間の行動を考慮するための枠組み、（２）定量的分

析に影響する考慮事項、（３）対策に関する考え方、及び（４）シナリオ検討のために研究

グループが作成した人間の行動のリストが示されている。以下にこれらのポイントを整理

する。 
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a. 将来の人間の坑道を考慮するための枠組み 

将来の人間の行動は、放射性廃棄物処分システムに悪影響を与える可能性がある。従っ

て、これらの行動を放射性廃棄物処分システムのサイト選定と設計及びそれらの安全性の

評価の両面において考察しなければならない。 

破壊的な人間の行動は、バリアシステムを故意に破壊するものと、不注意で破壊するも

のに分けられる。不注意な行動は、処分場の場所がわからないか、あるいは、その目的が

忘れられているもので、処分場、または、そのバリアシステムが偶然に侵入されるか、そ

の性能が損なわれることであると定義される。不注意によるものではなく、放射性物質の

放出に至るような意図的な人間の行動は、これらの行動をとる社会に責任があると見なさ

れる。意図的な破壊的行動を安全評価で考察する必要はない。処分システムが不注意によ

り破壊される行動について検討しなければならない。 

 

b. 定量的分析に影響する考慮事項 

破壊的な人間の行動及び破壊的な自然事象は同種の結果を生じる可能性があり、双方と

も安全性にとって潜在的に重要である。したがって、自然事象及びプロセスを伴う安全評

価のために開発された一般的な定量的な枠組みは、将来の人間の行動の分析にも適切なも

のである。広範な人間の判断が、将来の人間の行動及び自然事象とプロセスのシナリオの

作成とモデリングに必要である。 

人間の行動の分析は、例証となるだけであって、決して完璧であることはない。せいぜ

い、将来の人間の行動に適用されるようなシナリオ策定技術によっては、合理的に考えら

れることを記述する一連の代表的なシナリオを作成できるだけである。将来の人間の行動

のシナリオの確率は主観的になりがちであり、これらの確率は、経験的に決定した頻度か

ら区別するために、”信念の程度”と呼ばれるべきである。ある時点での推定として１つの

シナリオを使用することよりも、信念の程度に基づいて将来の人間の行動の相対的な可能

性を記述した広範囲に渡るシナリオと確率を使用するほうが好ましい。リスク及び不確実

性分析において、可能性の範囲を描写することが可能であるだけでなく重要でもある。可

能性の範囲を考察することは、処分場のサイト選定及び設計において、また、対策を考慮

することにおいても重要である。 

将来の人間行動のシナリオは、一連の仮定に基づく潜在的な現実を表す代表的なものと
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して見なさなければならない。影響分析は、したがって、一連の仮定に基づく潜在的な影

響の実例と見なさなければならない。これらの実例は、特に意思決定者が、処分システム

及び廃棄物処分に関連したリスクについての幅広い知識を持つためのものである。 

将来の憶測を避け、均一に様々なサイト及びシステムに適用できる定量的評価アプロー

チの検討を実施した。研究グループは、そのサイト及びシステムに固有のシナリオは将来

の社会の活動が処分場の場所及び他の類似の場所での現在の活動に一致するという前提に

基づくことができると考えた。この前提は、掘削特性、頻度、資源利用、技術的発展、医

療慣行、人口統計、及び人間の生活様式や栄養要求に対して採用することができる。 

また、この前提は、将来の社会の発展に関する可能性についての情報を示すものではな

く、将来の人間の行動と関連する潜在的なリスクを示すことを可能とする社会発展の取り

扱い方に関する現実的な選択を示すものである。社会の発展に関するこの前提は、事実上

最近の評価で受け入れられた。しかし、例えば、受動的な制度的管理の有効性に関係する

ものなど、評価原則についての更なる議論の必要性がある。 

 

c. 対策 

研究グループでは、処分システムの有効性を損なう可能性のある将来の不注意な人間の行

動の可能性を削減、影響を緩和するための方法を検討している。不注意な破壊的な行動に

最も効果的な対策は、処分サイトの地表及び一定距離を置いた周囲における能動的な制度

的管理である。しかし、放射性廃棄物が潜在的な危険性を示す時間的枠（例えば Pu-239 ま

たは他の関連する放射性核種の 10 半減期分）において能動的な制度的管理に依存すること

はできない。いくつかの国の規則では、処分場の閉鎖及び廃止措置後 100～500 年間の能動

的な制度的管理が信頼可能であるとしている。研究グループにおいて検討したその他の対

策については以下のとおりである。 

 

 現在確認されている潜在的な地下資源のある地域から離れて処分場のサイト選定を

行うこと。 

 人間の環境から放射性廃棄物を隔離すること。地層処分場の場合には、処分深度そ

のものが、潜在的に破壊的な人間活動が起こらないようにする重要な機構である。 

 破壊的な人間活動の影響を緩和するための放射性廃棄物処分場の設計に関する基準

（例えば埋め戻し材）及び廃棄体自身に関する他の基準。 
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 処分場の場所、内容物及び危険に関する情報の保存及び伝達することで、破壊的な

人間活動の可能性を低減することを支援可能である。 

 処分場についての情報を保存し、また潜在的な侵入者にその危険を警告する手助け

となるための、サイトまたはその近くに設置された耐久性のある物理的なマーカー。 

 侵入の試みを防ぐ物理的バリア（例えば、処分された廃棄物の上の厚いコンクリー

ト製のカバー、または頑丈なキャニスターを設置）は、不注意な侵入確率を低減す

ることが可能である。 

 様々な可能な対策のための出費の適当なレベルを決定する手段について、各国内プ

ログラムの範囲内で更なる議論が必要である。 

 

d. シナリオ検討のために研究グループが作成した人間の行動のリスト 

研究グループでは、人間の活動に関わるシナリオを作成するために、単独で、または自

然のプロセスと事象及び廃棄物と処分場の影響と組み合わせて、人間の行動の広範なリス

トを作成している。以下にそのリストを示す。 

 

地下の活動 

○掘削活動 

 水井戸掘削 

 天然資源のための試掘 

 天然資源（水を含む）のための掘削 

 掘削（明記されていない目的） 

 井戸撤去 

 調査またはサイトの特性調査のための掘削 

 貯蔵のための掘削 

 

○採掘及び他の掘削 

 資源採掘 

 立坑建設 

 貯蔵または処分のための掘削 

 軍事目的の掘削 
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 産業のための掘削 

 処分された物質の回収 

 科学的、または考古学的な調査 

 地下のサンプリング 

 トンネル掘削 

 地下建造物 

 地下核実験 

 不当な侵入、サボタージュまたは戦争 

 地熱によるエネルギー生産 

 廃水及び他の液体の注入 

 

地表での活動 

地表での物理的な活動は処分場に侵入しないが、処分場への侵入が過去に起こっていた場

合、または通常の地下水移動経路によって廃棄物で汚染された地表において、そういった

活動が行われた場合には、被ばくにつながることがある。加えて、地表での活動が天然及

び／あるいは人工のバリアシステムの性能に影響を与えるか、あるいは損なう場合には、

後の時期に被ばくが発生するおそれがある。 

 

○物理的な活動 

 ダム建設 

 ダム貯水池からの排水 

 採石 

 川の再掘削 

 壕を掘ること 

 土または表層水の化学的性質の変性 

 サイト改善 

 地下水条件、地下水面の変化 

 地表サンプリング 

 建造物のための掘削 
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 杭打ち 

 住宅建設 

 産業用の建設 

 交通機関の建設 

 農業・潅漑 

 処分場サイトへの航空機墜落 

 爆発 

 道路建設 

 屋外で遊んでいる子供 

 ドリル・コアの検査 

 サイトの占有 

 掘削装置の操作 

 塩の摂取 

 塩製造工場内での労働 

 汚染された湖沼堆積物を土壌として、または建築システムに使用すること 

 汚染された泥炭またはバイオマスの燃焼 

 汚染された木を建築材料用に使用すること 

 

○社会的及び制度的活動 

 人口統計学的な変化、都市開発 

 農業及び漁業慣行の変化 

 土地利用の変化 

 記録の喪失 

 サイト調査 

 環境監査 

 サイトのバリア、マーカーの喪失 

 保管文書アーカイブ、土地利用データベースの喪失 

 地球物理学的な調査 

 放射性廃棄物の一部または処分場の発見及び認識 

 ドリル孔付近でのガンマ線モニタリング 



 

2-317 
 

 社会的な記憶の喪失 

 採掘に対する関心 

 埋め立て地での掘削廃棄物の処分 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)では、以下のように、 

線量・リスク基準の捉え方、解釈を示している。 

 安全評価で評価される線量・リスクは、合意された一連の仮定に基づいて様式化し、

仮想的な個人に対する潜在的な影響を例証したものと解釈される。 

 仮定はサイト依存のものである。これらの根拠、導出、保守性のレベルは、非常に異

なるものとなる。そのため、セーフティケースで計算された結果は、その国の計画の

中で比較する場合、注意深く分析されるべきである。 

 

また、2012 年に公表された「放射性廃棄物地層処分施設の安全評価の方法」（2012）4)

では、線量・リスク以外の補完的な指標の検討状況、使用などの状況について、以下のよ

うに示されている。 

 線量及びリスクを補完するため様々な指標を用いる概念が、各国内及び国際プロジェ

クトにおいて開発され、国際的に受け入れられてきている 

 気候や人間の行動が今日とは根本的に異なる可能性のある遠い将来における、人々へ

の線量・リスクを推定することに含まれる不確実性に対する懸念から、補完指標の開

発がすすめられてきた 

 補完指標は、濃度に関連した指標、フラックスに関連した指標及び安全機能の効果を

決定するバリアやコンポーネントの劣化の状態に関連する指標の 3 つのカテゴリに

分類可能である 

 目的別の分類では、安全指標、性能指標及び安全機能指標に分類可能である 

 多くの規制体系では、線量やリスクに加え、他の指標の有用性について認識されてい

る 
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(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)では、以下のように、

セーフティケースでの不確実性の取扱いの考え方を示している。 

 セーフティケースでの重要な課題は、増大する不確実性の取扱いであり、保守的な設

定、不確実性の幅にわたる複数ケースの評価により定量化が可能である。 

 生物圏は、様式化した生物圏モデルの使用が考えられる。 

 

また、2012 年に公表された「放射性廃棄物地層処分施設の安全評価の方法」（2012）4)

では、安全評価における不確実性の取扱いについて、以下のような考え方を示している。 

 

 安全評価において不確実性を取扱うための戦略は十分に確立されており、これらは、

一般的に次の 5 つの戦略の一つ、または、複数に該当する。① 不確実性が安全性に

影響しないことを証明する、② 明確に不確実性に対応する、③ 不確実性に保守的に

対応する、 ④ 不確実性に加わるイベント、またはプロセスを排除する、 ⑤不確実

性に明確に対処することを避けるため合意され様式化されたアプローチを用いる。 

 システム性能への不確実性の影響を定量的、もしくは定性的に理解するための様々な

手法（例、確率論的、統計学的）を用いることが可能である。 

 様々なアプローチが利用可能であり、多くのプログラムではこれらのアプローチは相

互補完的であると考えられている。 

 規制者は、実現可能な程度で定量的に不確実性の特徴付け等が行われ、また、不確実

性の安全性への影響がセーフティケースにおいて明確に示されることを期待してい

る。 

 無関係であると示すことができない不確実性は、サイト選定、サイト特性調査、処分

場設計やプロセス指向の研究により、可能な限り避ける、緩和する、または、低減さ

せるべきである。評価結果に関係する不確実性は、複数系統の証拠を用いることで影

響判断を行うことが可能である。 

 データ収集や評価に用いる手続に関連した不確実性を低減するため、規制者は、デー

タやモデルの矛盾や誤りを避けるための監査可能な品質保証措置の適用や方法論的

なミスを防ぐため体系的なアプローチの利用を要求する。 
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(7) セーフティケースの内容とレビュー 

2009 年に公表された「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)

では、以下のようなセーフティケースを検討する上での考慮事項が示されている。 

 処分場及び地質環境の進展の理解 

 安全評価のモデル化 

 セーフティケースの提示方法 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

「放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの考慮」（2009）2)では、以下のようなス

テークホルダーとのコミュニケーション、ステークホルダーの信頼構築を行う上でのセー

フティケースの役割・説明や提示方法などが示されている。 

 ステークホルダーとのコミュニケーションを効果的に行うため、さらにはステークホ

ルダーの信頼を構築するため、セーフティケースは、様々な時間枠において安全性が

どのようにもたらされるのか明確に伝達する方法によって提示する必要がある。 

 専門家でない一般の人々は、定置後の数百年間程度の時間枠における安全性に最も大

きな懸念を抱いている場合があるため、この時間枠の安全性に関する論拠を強調する

ことが信頼構築に役立つ可能性がある。 

 不確実性の取扱い方法、使用されている安全指標や性能指標の数、評価結果等を解釈

する方法などに安全報告書のパートを割り当てることが有益である可能性がある 

 セーフティケースによってカバーされる時間枠を、その他のより馴染みがある時間枠

と比較し説明することが有益である可能性がある。地圏の堅牢性などの説明をナチュ

ラルアナログの例などの同等の時間枠にわたる安定性の理解に基づき行うことが有

益である可能性がある 

 

「放射性廃棄物管理における規制機関の役割とイメージの変化： 20 年間の推移」（2012

年）1)では、規制機関の社会・ステークホルダーとのコミュニケーションについて以下のよ

うな考え方が示されている。 

 

 段階的な処分場開発プロセスにおいて、原子力安全規制機関が包括的な責任を有して

いる分野では、規制組織は、公衆や他のステークホルダーの情報が、いつ、どこで、
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どのように意志決定に適用できるのかをあらかじめ判断し、通知するべきである。少

なくとも、規制組織はその決定の根拠を伝達するべきである。 

 段階的な意思決定プロセスの早期から原子力安全規制機関が関与すべきであり、公衆

と他のステークホルダーが規制組織の利用する手法について見解を述べることがで

きる開かれたプロセスが用いられるべきである。 

 原子力安全規制機関は、公衆の防護に関する利益を代表する役割において、放射性廃

棄物処分施設の立地プロセスに早期の段階で関わり、法令による規制体制に適合する

程度まで立地候補地の自治体と協力するのが効果的である。 

 多くの原子力安全規制機関は、直接参加民主主義の利用方法の改善と情報提供、規則

制定、サイト関連安全保障分野でのステークホルダーと公衆との関わりなどを通じ、

一層の透明化を進めている。具体的には、公衆とステークホルダーが見解を述べる機

会から、公開方式の許認可会議や公聴会の開催などがある。 

 実際の利害が関係する問題に対応する際のステークホルダーとのコミュニケーショ

ンの前提条件は、彼らの懸念と期待に耳を傾けることである。原子力安全規制機関が、

その権限に対する公衆の信頼を高めるためには、社会的懸念やその対応方法を理解し

なければならない。 

 一部の原子力安全規制機関は、従来の意味での｢働きかけ｣や｢広報｣ではなく、むしろ

規制機関内で社会的ニーズや、それらにどのように役立てるかという、より拡大され

た意識を構築するため、近年、｢社会への開放｣に特化した部門を設置している。 

 原子力安全規制機関は、地方の政治当局とのやりとりに積極的な役割を担うべきであ

る。その目的は、プロジェクトに対して公衆の承認を得ることではなく、原子力安全

規制機関への信頼感を築き、健康と安全の監視者としての規制機関の役割に対して公

衆の信頼を獲得し、さらに国や地方の意思決定者に安全問題に関して必要な情報を提

供することである。 

 原子力安全規制機関は独立した組織として、安全問題について独立した、中立的でバ

ランスが取れた事実に基づく情報を提供すべきである。広報活動も現在では原子力安

全規制機関の役割として重要性が高まっている。 

 公衆とのコミュニケーションのためには、リスクコミュニケーションの訓練や公開会

議の実施などのような継続的な学習を実施する必要があり、特に報道機関とのコミュ

ニケーションが重要である。 
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 原子力安全規制機関は、討論の質問や公衆が関心のある問題（放射性廃棄物処分の代

替案や選択肢、処分の一般的な実現可能性、回収可能性など）に答えられるように準

備しておかなければならない。このような質問や問題に対してどのような立場を取る

べきか検討するべきである。 

 公衆の目から見て原子力規制機関の使命と役割をさらに正当なものにするには、公衆

の信頼が必要であり、信頼は実績と、認識されている倫理と価値の両方に基づく。 

 

 「放射性廃棄物の地層処分：国の取り組みと地元及び地域の関与」（2012 年）5)では、放

射性廃棄物管理では、広範かつ国家戦略上の選択肢に関する議論に国民や地元の公衆を関

与させることが重要であり、このために国は、以下のような放射性廃棄物管理実施のため

の条件設定を行う必要があるとしている。 

 現在の放射性廃棄物管理政策と原子力の将来との関係について、開かれた議論を実施

すべきである。 

 放射性廃棄物管理は一般に、エネルギー政策に関する国の方向性に関連するものと認

識されている。このため、｢放射性廃棄物の発生ならびにその管理｣と、｢当該国にお

ける原子力の役割に関する計画｣との間の関係を明確にすることが重要である。 

 ステークホルダーが、エネルギー政策全体に関する基本的問題についての議論や決定

に意味のある形で参加できることが、放射性廃棄物管理プログラムの前進に貢献する。 

 放射性廃棄物管理プログラムは、放射性廃棄物管理に関する決定を怠ったり、先延ば

ししたりすることは受け入れられず、また一つの統合された政策を実施する必要があ

るという、その国の政府による確固たる決定または声明の上に築かれるものである。 

 様々な放射性廃棄物の量及び行き先を説明した国の廃棄物管理計画が発表され、維持

されている。  

 放射性廃棄物の輸出入に関する政策についての声明は有用なものである。  

 政策を実施する上での様々な関係者の役割が説明され、広範に伝達されている。 

 政策において、関連する資金調達の責任を負い、放射性廃棄物の所有権などの長期的

問題を取り扱うのは誰かが明確に示されている。  

 政策がどのように実行されるのかが明確にされており、それを最後まで遂行すること

が確約されている。 
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 活動の当初から、制度側の関係者全体が担う強固かつ長期的な取り組みが設定されて

いる。最も重要なこととして、このプロセスの「エンジン」役と「ドライバー」役を

果たす組織を決定することが、意思決定プロセスを推し進め、目標を見失わないよう

にする上で役立つ。 

 放射性廃棄物管理機関はしばしば最前線に位置する。安全当局も、意思決定プロセス

の全体を通じて特に目立った存在となる。 

 政策により、技術的に見て絶対的な意味で最良のサイトというものは存在せず、立地

自治体の支援を受ける「安全かつ許認可が可能なサイト」と、「廃棄物管理概念」の

良好な組み合わせが存在することが、明確に示されている。 

 立地活動は健全な地元及び地域レベルの開発計画を伴うものであり、この計画は、関

連自治体の見解が考慮に入れられるだけでなく、目先の経済面での利益の提供を超え

た生活の質に関する長期的な展望を視野に入れたものとなる。 

 

次に、同報告書では、放射性廃棄物管理における規制機関の役割について、以下のよう

な考え方などが示されている。 

 規制機関は、安全を「保証する者」、そして「人々の側に立った専門家」となり、人々

が利用しやすい「資源」として機能すべきである。従って、規制機関は、様々なステ

ークホルダーとの間に良好な交流を確立すべく努力する必要がある。 

 規制機関は、公衆及びその他のステークホルダーからの意見を、いつ、どこで、どの

ように自らの規制上の判断に組み込むのかを決定し、事前に通知する。また最低でも

その決定の根拠を明らかにする。 

 

 また、同報告書では、社会による広範な支持を必要とするいかなる意思決定にとっても

不可欠な要素として、以下の 3 つの包括的な原則を示している。 

 「意思決定は、状況の変化に対応できる柔軟性をもたらすために、反復的なプロセス

を通じて実施するべきである」。 

 「社会的な学習を促進すべきである」。様々なステークホルダーと専門家との間の交

流を促すことが例として挙げられる。  
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 「意思決定プロセスへの公衆の関与を促進すべきである」。異なる知識、信念、関心、

価値観及び世界観を持つ人々の間で建設的かつ質の高いコミュニケーションの実現

を促すことが例として挙げられる。  

 

 さらに、同報告書では、放射性廃棄物管理におけるステークホルダーの新たな役割につ

いて、以下のような状況、考え方などを示している。 

 放射性廃棄物管理の分野において NEA 加盟国は、伝統的な「決定、発表及び擁護」

モデル）から、「参加、交流及び協力」のモデルへと移行している。 

 ステークホルダーの関与は、情報提供に依存するものであり、関与の程度が増すにつ

れ、協議、積極的な参加、さらには意思決定権限の共有が含まれる可能性がある。 

 ステークホルダーの関与を推進するため、様々な管理ツールや、環境影響評価報告書

（EIA）などの法律によって作成が求められている文書が存在する。 

 現世代の人々による広範な参加が実現することは、現時点での検討または交渉の場に

将来の世代が参加することができないという回避することのできない事態をある程

度補う上で役立つ可能性がある。 

 過去十年の放射性廃棄物管理における市民参加の面では以下の変化が起きている。 

 「情報提供及び協議」から「パートナーシップ」へ 

 地元自治体の受動的な役割から能動的な役割への移行 

 協力のためのきわめて多様な行政形態の進展 

 自治体への権限委譲措置と社会-経済的な利益の必要性及び正当性の認識協力のた

めの新たな理想と根拠の出現 

 

(9)  定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

OECD/NEA の放射性廃棄物処分に関する定期的な安全レビュー（PSR）に関連した内容

を含む報告書等は確認できていない。以下には、定期的な安全レビュー（PSR）に関連す

るものとして、OECD/NEA の報告書から段階的な意思決定に関する記述をまとめる。 

2004 年に公表された「長期的な放射性廃棄物管理に関する意思決定の段階的なアプロー

チ」6)では、最近の放射性廃棄物処分での意思決定の事例研究により、以下のような考え方

が示されている。 

 放射性廃棄物管理の長期的な解決策を実施するには、一般的に数十年間の期間が必
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要であるため、段階的な意思決定のみが、政策立案及び実施に関する決定を下す上

での実現可能な手段である。 

 段階的な決定の継続的なモニタリング・考察、国際レベルでの交流によって、放射

性廃棄物管理に関する決定への社会の信頼を高める効果が得られる。放射性廃棄物

の管理は、技術的な問題に技術的な解決を見出せば済むという問題ではない。 

 

また、2010 年の「高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処分に関する可逆性及び

回収可能性（R&R）」7)では、放射性廃棄物管理における段階的な意思決定に関して、以下

のような考え方などが示されている。 

 「段階的な意思決定」や「適応性の高い段階的方式」は、可逆的に段階的に進めて

いくことで、ある決定が不都合なものである場合には、決定を取り消すことが可能

であることで安心感をもたらすという特徴を有している。しかし、こういったプロ

セスが、様々な決定を遅らせるための口実として利用されないようにすることが重

要である。 

 段階的な手順では、各段階の大きさやタイミングに関する決定を行う際には、「持続

可能性」と「短期的な効率」はしばしば相反するものである。段階数の増加及びそ

れぞれの段階間の間隔の拡大は、意思決定プロセスの期間及び費用の拡大にもつな

がり、場合によっては段階の間に追加的なリスクが生じる可能性もある。この「プ

ロセスの社会的な持続可能性」と「短期的な効率」の間の妥協点に関する評価は、

段階的なプロセスの設計時に慎重に実施しておかなければならない。 

 処分場開発は必要な時間スケールが長いことから、処分場プログラムとその受け入

れ側自治体の間に持続可能な関係が成立する必要があり、この種のプログラムの展

開に伴い、多くの「決定ポイント」が設定される可能性がある。段階的なプロセス

の場合、それぞれの段階における意思決定の特徴の一つは、それ以前の小さなステ

ップを確認した上で、次のステップを開始すべきかどうかを再考することである。

各ステップにおいてこうした決定を適切なステークホルダーとの協力のもとで行う

ことは、プログラムと自治体の間で永続的な関係を構築する上でも役立つ。 

 段階的な意思決定のためのプロセスや意思決定の一般的な原則は、当初から明確に

しておくべきである。 
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(10)  可逆性と回収可能性 

「高レベル放射性廃棄物および使用済燃料の深地層処分のための可逆性と回収可能性

（R&R）」7)では、可逆性及び回収可能性に関して主に次のような現状、考え方を示してい

る。 

 回収可能性について、いかなる国の処分プログラムにおいても、閉鎖前後の廃棄処分

に関するセーフティケースにとって必要な要素の一つとして要求はされていない。 

 回収可能性が求められている場合には、将来に向けた謙虚な姿勢を示すこと、安全性

に関して追加的な保証をもたらすこと、及び定置がなされた時点から「逆転不可能な」

な決定に縛られることを回避したいという公衆及び政治的な指導者たちの望みに配

慮することの3点がその理由として示されている。 

 回収可能性が求められているプログラムに関する規制では、回収に関する立証作業が

実際に行われることは要求されておらず、回収が実行可能であることの根拠を示すこ

とが求められている程度である。 

 可逆性及び回収可能性を社会が求める理由は、可逆性を伴わないステップを回避

すること、継続的に参加可能な意思決定プロセスを維持することにある。 

 各国の処分プログラムに可逆性及び回収可能性に関する措置を取り入れておくこ

とは、処分場プロジェクトが進捗せず、放射性廃棄物が長期間にわたり受入難い

状態に置かれるリスクの緩和につながる。 

 将来世代の選択肢の維持という原則を考えた場合、選択肢の維持の方法や維持する期

間を検討する必要があり、その際には以下の相反する事項を考慮しなければならない。 

 「社会的な受容性の改善と、受容性が得られないことよりプロジェクトが失敗す

るリスクの低減」と「回収可能性の取り入れによる処分計画の遅延、費用増及び

処分が適切なものと認知されるリスク」 

 「操業上の欠陥を是正する可能性」と「閉鎖または埋め戻しを遅らせることによ

る安全面での影響と費用の増加」 

 「適当な場合には戦略を変更できる可能性」と「継続的な管理において能動的な

役割を果たす必要性の増大」 

 「より頑強な容器と地下構造のための費用の増加」と「安全上の便益及び回収可

能性」 
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 「回収可能性を確保するための研究開発費の増加、問題の認知の高まりによるリ

スク」と「知見の改善による便益」 

 「保証措置の面での困難さの増大」と「回収可能性による便益」 

 「将来の時点で価値のあるものとなり得る物質へのアクセス可能性」と「直接監

視という負担を課すことなく安全性を確保する必要性」 

 

 また、2015年に公表された「放射性廃棄物に関する決定の可逆性と回収可能性-規制上の

見解及び課題の要約」8)は、2007年から2011年まで行われた可逆性と回収可能性（R&R）

に関するプロジェクト及び2010年12月のランス会議の結果に基づき、結果、見解、境界条

件や課題の要約を示したものである。この報告書は、規制の観点から可逆性と回収可能性

（R&R）のテーマを一つの文書としてまとめることを意図したものである。 

 以下に、同報告書に示された結論を示す。 

 可逆性及び回収可能性の要件は、法制度や政策レベル（フランス、米国、スイス、フィ

ンランド、ドイツ）で多くの国で導入されている。そのほかの国では、段階的なプロセス

において柔軟性をもたらすものと考えられている。 

これらの要件は、もっぱら、特に回収を容易にすることを要求するというよりは、不可

逆的なプロセスを避けることや将来の意思決定に参加する能力を残すことへの社会的なプ

レッシャーに関連している。将来有用なものとなる可能性のあるものへアクセスすること

ができることや処分場における状況の直接にモニタリングを継続できることが社会的な要

求として支配的なものである。回収を容易にするであろう対策へのさらなる要求は、処分

技術への馴染みのなさ（または成熟度への信頼性の欠如）、いかなる監視や能動的な管理

をせずに純粋に受動的な安全性という概念への不安や将来の異なる活動を排除する可能性

のある決定を今日下すことを避けたいという願望に動機づけれらているかもしれない。 

 しかし、放射性廃棄物管理における代替技術を活用すること（例、使用済燃料の再処

理）や処分に関する新たな知見を利用すること（フィンランド、スウェーデン、米国、

スイス）のように、より特定の動機づけが行われてきている。可逆性及び回収可能性を

技術面または実施面での誤りの是正のような安全に関連した理由で導入している国は

わずかであり、この場合には放射性廃棄物の定置段階を性能確認やモニタリング段階で

延長する必要性を示している（米国、スイス、ドイツ）。 

可逆性及び回収可能性措置の安全規制ガイドへの取入れのレベルは、可逆性及び回収
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可能性の動機の性質に依存している。可逆性及び回収可能性が法律や政府によって求め

られている場合には、少なくとも安全ガイドにおいて、可逆性及び回収可能性を取り入

れるべきであるが、処分施設の操業及び長期安全性を損なうべきでないと規定されてい

る。可逆性及び回収可能性への動機が安全性を含む場合には、安全ガイドにおける要件

はより詳細であり、特定の技術的な要求や組織的な要件に関連している。 

もっとも複雑な問題は、回収可能期間の定義である。回収可能性を容易にするために

だけの目的で処分場を長期間閉鎖しないことは、安全性を損なう可能性がある（例、適

切に閉鎖された場合に安全を確保できるように設計されている施設は、閉鎖されずに放

棄された場合に安全でない可能性があり、また、長期にわたり処分場を閉鎖しないこと

は、放棄されるリスクを増加する可能性がある。）。回収可能性と安全性に関わる問題

がある場合には、安全性が優先されなくてはならないことが一般的に合意されている。 

多くの国では、処分場の閉鎖前の中間貯蔵施設が存在し、廃棄物の取り扱いや輸送装

置が利用可能である処分場閉鎖前の期間は、回収が可能であると考えている。処分場閉

鎖後の廃棄物パッケージの健全性がまだ影響を受けていない限られた時間枠では、費用

はかかる可能性はあるが回収が可能なはずであると考えている国もある（ベルギー、フ

ィンランド、ドイツ、米国）。どのような場合でも回収分析を評価するため、費用及び

放射線量の評価を規制者が実施する必要がある。 

ランス会議では、規制機関が政府や議会によって設定された可逆性及び回収可能性の

政策要件に対応し実施するのかに関連する多くの議論がなされた。この点における未解

決の問題には、回収に関する将来の決定を如何に行うのか、また、その際に如何に安全

及びセキュリティを確保するのかというものが含まれる。また、予期せず決定が覆され

ることはどのような計画においても起こりうることであると指摘されており、考慮すべ

き重要な問題は、そのような決定を覆すことが事前に定義されたプロセス内で実施され

るべきであるかどうかである。 

会議からは、規制要件に関しての以下のような一般的な見解が導かれている。 

 可逆性及び回収可能性の維持期間での回収可能性の実現可能性及び条件をホ

ールディングポイントにおいて定期的に再評価しなければならない。回収可能

性のための措置が、操業期間及び閉鎖後の安全性に影響しないことを文書化し

なくてはならない。 

 回収可能性は、段階的プロセスの枠組みで実施可能である。建設及び操業の合
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意はステークホルダーの関与の下、明確な意思決定プロセスにおいて実施可能

である。回収の実現可能性の定期的な再評価は、特に安全評価の実施時に行う

べきである。 

 回収可能な期間全体において、必要かつ有用な情報を収集・保存し、アクセス

可能な状態にするための措置を実施しなければならない。また、必要な装置が

利用可能であるようにしなければならない。 

 

(11)  許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

「高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処分に関する可逆性及び回収可能性

（R&R）」7)では、制度的管理の変更、または終了することが妥当である場合には、そのた

めの手順を設定する必要があるとしており、その手順は次の 2 つの条件を満たすものとす

べきであるとしている。 

 既存の制度的管理を変更、または強化する必要があるという決定、あるいは制度的管

理がもはや必要とされず、終了することができるという決定の根拠を提供するもので

あること 

 実施すべき変更、または強化を特定し、その変更が人間の健康及び環境の防護のため

にどのように役立つかを明示するものであること 

 

(12)  能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

OECD/NEA の RWMC において 2011 年から 2014 年にかけて第 1 フェーズが実施され

た「世代を超えた記録、知識及び記憶の保存（RK&M）」プロジェクトにおいて、2014 年 2

月に「地層処分施設のモニタリング-技術及び社会的側面」9)と題する報告書が公表されてい

る。この報告書は、以下の 3 つの目的に答えるものとされている。 

 様々な国の地層処分プログラムで用いられ、また、多くの国際プロジェクトで構想

が練られている一般的なモニタリング情報、実務及びアプローチを包括的に提示す

ること 

 地層処分場のモニタリング及び記録、知識及び記憶の保存に関する地域社会の役割、

必要性や期待を調査すること 

 上記 2 点に基づき、教訓及びモニタリングの論理的根拠を特定すること 
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 同報告書の内容のうち、モニタリング・サーベイランスの考え方に関連するものを以下

にまとめる。 

 

○モニタリング計画の策定 

 モニタリング計画策定の主要な目的は、モニタリングの目的を決定及び技術的、安全性

及び社会経済的な伸展を理解することを目的とした様々なプロジェクトを通じてそれらの

目的に如何に対応するのか決めることである。選定過程は、処分場のライフサイクルの間

に改訂が可能なよう十分に柔軟性を持たせる必要がある。理想的には、プログラム全体の

骨子を施設の開発の初期段階に策定すべきであるが、数百年に及ぶ可能性のある処分プロ

ジェクトの期間を考慮すると難しい問題である。現在、モニタリングに関するほとんどの

重要な技術情報は、地下研究施設での数年から数十年の結果得られたものであるが、追加

的な研究を必要とする課題が存在している。これらには、データの長期管理、用いる装置・

機器の耐久性、施設の長期管理のための代表的パラメータの選定、閉鎖後モニタリングの

範囲や内容に関してである。 

 操業前及び操業段階の様々なパラメータのモニタリング技術や手順はすでに存在してお

り、閉鎖後については処分システムはモニタリングに依存せず安全でなくてはならないと

の広範なコンセンサスが存在している。しかし、処分施設の閉鎖後、記録の維持のような

間接的な監視が求められる場合も予見される。このような監視には、程度は議論中である

がモニタリングが含まれる可能性がある。 

○モニタリングの現状 

 同報告書では、モニタリングの現状について次のようにまとめている。 

 処分場のライフサイクルの期間に必要とされる様々なパラメータをモニタリングする

ために技術や手順がすでに存在している。 

 長期データ管理システムは処分場開発の初期段階から準備及び開発する必要がある。 

 許容されるモニタリングシステムは、施設の全般的な安全性を損なうことのないもの

である。 

 地下施設の長期モニタリングには、技術的な問題があり、また、モニタリング及び練

成プロセスの評価において不確実性を伴っている。これらについては、さらなる研究

開発が必要である。 

 閉鎖後のモニタリングの必要性やその形態については依然検討中である。しかし、閉
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鎖後は、処分システムはモニタリングに依存せずそれ自体で安全でなければならない。 

 現在の技術面からの希望は、施設の閉鎖後すぐにモニタリングを終了することである

が、ステークホルダーはモニタリングを継続することを望んでいる。この問題にいか

に対応するのか一致した見解を得ることは、ステークホルダーの信頼を得るために必

須である。しかし、閉鎖後においても保障措置の関連からモニタリングが必要である。 

 地層処分の信頼にモニタリングが如何に貢献するのか、また、異なる国において地域

社会が如何に監視に関与するのか見極めるための更なる研究により、モニタリングの

役割、要求や期待の理解を確固たるものとすることができる。 

 

(13)  受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処分に関する可逆性及び回収可能性（R&R）

（2010 年）7)では、文書・マーカー等や記録の管理に関して以下のように考え方が示され

ている。 

 土地利用記録、文書保管所及び標識に依拠する能動的な記憶及び記録の保存は、モニ

タリングに依存しないものとする可能性もあるが、一方で記憶及び記録の保存を進め

るためには、それぞれの時点における処分場に関連する情報が利用可能である必要が

あるという考え方もある。このため、閉鎖後の回収可能性が組み込まれたプログラム

の場合、遠隔モニタリング手法の継続的な開発を支援する必要性が大きくなる可能性

がある。 

 

また、OECD/NEA の「世代を超えた記録、知識及び記憶の保存（RK&M）」プロジェク

トでは、受動的な制度的管理に関連して単一の機構や技術だけで、知識、記憶を数百年、

数千年保存することは不可能であり、複数の機構や技術の統合が様々な時間軸に対応する

ために必要である、また、相互に補完することが必要であるとしている。 

 同プロジェクトでは、以下の調査報告書を公表している。 

 地層処分場のためのマーカー及び記憶保存に関する文献調査（2013 年）（Literature 

Survey on Markers and Memory Preservation for Deep Geological Repositories） 

 情報、記録、知識及び記憶の喪失 － 従来型廃棄物処分の歴史における主要因（2014

年） 

（Loss of Information, Records, Knowledge and Memory – Key Factors in the 
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History of Conventional Waste Disposal） 

 マーカー  －  日本の津波石碑形式による世代間警告に関する考察（2014 年）

（Markers – Reflections on Intergenerational Warnings in the Form of Japanese 

Tsunami Stones） 

 

以下に、これらの調査報告書における、マーカーや記録の保存等に関して得られた知見、

結論などについて概要を示す。 

 

a. 地層処分場のためのマーカー及び記憶保存に関する文献調査（2013 年）10) 

この調査では、1928 年から 2013 年までに発行された 150 以上の技術報告書、学術論文、

会議議事録、実施計画書、規制文書などの文献を調査対象とし、マーカー及び知識保存の

分野における科学技術の現状の概観を示すことを目的としている。マーカーは根本的に何

をすることができるべきなのか、また、どのような任務を果たすことができるのかまたは

果たさなければならないのかという疑問の検討、放射性廃棄物処分に関わる長い時間スケ

ールにわたって知識を保存するためにどのような条件を考慮しなければならないのかにつ

いて議論しているものである。 

以下にこの文献調査において提示されている疑問とその評価について、本調査に特に関

連性の高いと考えられるものを整理する。 

○マーカーはどれだけ長く続くべきか。言い換えれば、マーカー・システムはどの程度

の期間について想定されるべきか。異なるリスク状況に対して異なるマーカー技術が

使用されるべきか。 

・評価 

 10,000 年は長い期間であり、社会的な維持、または支援の観点から正当化することは

できない。これは新石器時代の変化、耕作農業、畜産及び備蓄を創出した歴史的な時

間範囲に相当する。様々な文化において、これらは過去数千年から 10,000 年以上の間

に位置している。さらに先へ進んで、さらに長いマーカー期間を考慮することは、例

えはるかに寿命の長いマーカー物質を製造することが技術的に可能だとしても、意味

がない。 

 

○誰がマーカーの設置を実施すべきか。長期の安全管理のためにはどのような構造が重



 

2-332 
 

要か。施設の閉鎖後はどのような構造／組織的対策が必須となり得るか（例えば、法

的権利、責任）。 

・評価 

民主的に合法化された公的機関の長期的管理への強い関与は既に様々な国及び国際機

関の規則・規制において明らかであるが、いまだ一般に容認可能なマーカー戦略を定

義するには至っていない。スイスの法律では、こうした疑問は、特に処分場の保護領

域内の私有財産に対する法的権利に関して、原子力令 70 条で規制されている。 

スイスにおける処分場の長期的管理への公的機関の関与は、閉鎖後は処分場の所有者

はもはや法人として存在しなくなるという事実に起因している。従って、処分場の防

護に関連する全ての問題は公的機関の責任となる。スイスでは、こうした規定を原子

力法（39 条及び 40 条）及び関連法令（69 条及び 70 条）に見ることができる。 

 

○マーカーの目的に関する疑問（特に、立坑及び地上施設の建設は既にマーカーの構成

要素となっているため、マーカーの意義に関する疑問、実際上余分なものかどうか）

の明確化に関して、科学技術の歴史はどの程度貢献できるか。 

・評価 

科学技術の歴史の視点から見ると、地層処分場のマーカーに対する根本的な反対論は

ない。処分場への侵入の動機の分析は、一般にありふれたものであり、主として関心

の欠如、または単に忘れていること、あるいは、物質の獲得やリサイクルであること

を示している。危機的な時代には、もちろん、破壊的動機が前面に現れ得る。しかし、

歴史は、サイトを長期間にわたって隠蔽することはできないことを示しており、マー

カーに反対する根本的な論拠は存在しない。技術的設計は、マーカーを排除するとい

う動機の余地がほとんどないように最適化することができる。我々の世代が残したマ

ーカーに将来世代が敬意を表するかどうかを決めるのは将来世代次第である。 

○処分場に関してどのような侵入シナリオを考慮しなければならないか、そして、この

観点において、どのようなマーカー措置が考えられるか。施設及びそのインベントリ

を破壊する意志の無い意図的侵入、例えば意図的な廃棄物回収から防護するために、

どのようなマーカー技術が予測されるか。 

・評価 

マーカー・プログラムは、考えられる全ての侵入シナリオを考慮に入れて設計するこ
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とはできない。横方向貫入による地層処分場への脅威の可能性は、地表でのマーカー

がない施設にとって最大のリスクである。恐らく、横方向貫入に対する最も有効な防

護は地表での比較的広い二次安全境界の設定であるが、地上マーカーの要する費用及

び労力を大きく増加させる。このケースに関する警告マーカー・システムは、構造物

と密接に関係している。 

 

○地表及び地下施設内での様々なマーカーに関する技術状況はどうか。様々な技術（物

理的、化学的または生物学的マーカーなど）によるマーカーの寿命を現実的に評価で

きるか。 

・評価 

地表でのマーカーの技術的構成に関するアイデアは広範かつ、十分に進化しており、

技術が進歩するにつれ急速に開発されるはずである。地下でのマーカーについては、

目的（回収可能性）、またはは防護（横方向貫入）の観点からも、地下マーカーの寿命

の観点からも、その可能性はそれほど深化していない。 

 

b. 情報、記録、知識及び記憶の喪失 － 従来型廃棄物処分の歴史における主要因（2014

年）11) 

この調査では、スイス、ドイツ及び米国における非原子力産業（従来）の廃棄物処分に

関する 21 の事例に基づき、放射性廃棄物以外の分野における知識及び記憶の保存の喪失と

回復に影響を及ぼす要因に関して考察している。 

この調査から得られた重要な結論は、廃棄物処分に関する全ての情報が喪失することは

稀であるが、細部が最初に失われる傾向にあるということである。多くの記録は修復措置

の伝達に関して不十分なデータで作成されていること、また、一旦失われると記録を再構

築することは非常に困難なことが明らかである。 

知識の喪失に関して重要と考えられる主要因は次のように定義されている。 

・技術的／環境的要因 

・経済的要因 

・人的要因 

・構造的要因 

・法規制 
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こうした主要因の下で多くの下位要因が特定されたが、以下に示す 4 つの要因は、21 の

事例の全てにおいて寄与した要因として特定された。 

・記録なしまたはアーカイブス不足 

・記録の更新なし／不十分（例えば、地図、図面） 

・職務遂行のための予算なし／不十分 

・人事異動 

 

これら 4 つの要因は、技術的、経済的及び人的要因に関する主要因から抽出された。記

録の作成失敗またはそれらの更新継続失敗は、参照すべき一次記録がないため、記憶の喪

失をもたらす可能性があるのは明らかである。記録保存費用を賄う予算がないことも、記

憶の喪失をもたらす可能性がある。人事異動（要員の交代）は不十分な職務引継ぎを伴う

ことが多く、記憶の急速な喪失をもたらす可能性がある。 

その他の理由のうちの次の 2 つは特に重要と考えられるとしている 

・不法行為 

・社会的不連続性（断絶） 

 

一番目の理由（不法行為）は、通常は金銭上の利益によって動機づけられた、記録の意

図的で不法な喪失、または破壊が含まれる。二番目の理由は、優先順位の過渡的変化を伴

うと考えられる、戦争や国境移動といった大きな社会的変化に関連している。単に管理シ

ステムを作ることによってこれら 2 つの要因を防止することは、不可能ではないにしても、

明らかに困難である。 

 

c. マーカー － 日本の津波石碑形式による世代間警告に関する考察（2014 年）12) 

この調査では、2011 年 3 月の東日本太平洋沖地震に伴う津波に際しての津波石碑の効果

を検証し、長期間のマーカーの有効性等を検証したものである。この報告書では、以下の

結論が示されている。 

日本における津波石碑の事例は、災害に関する情報提供及び警告を数世代にわたって行

い、地域を防護することへのマーカーの有効性には限界があることを示している。石碑の

有効性に限界があることには、新しい技術への依存、当局への責任の委任、そして短期的

な経済的利益の 3 つが潜在的理由として存在している。 
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日本の津波石碑は警告マーカーの希少事例であり、処分場プロジェクトという文脈にお

いてマーカーに関する以下のような多くの考察を可能にしている。 

・日本の石碑の寿命--最長で千年--は、類似の時間スケールにわたる、特に自然災害によ

る破壊に曝されることのない地域におけるマーカーの残存可能性を例証している。同様

の年齢の及びもっと古い石碑及びモニュメントは、世界の他の地域にも存在している。 

・目に見えるマーカーは記憶の保持に寄与する。しかし、それらは、今日の継続的警戒

に実質的影響を及ぼすことのない、歴史的及び文化的な価値のある物体になる可能性が

ある。それらの警告機能は、過去の土地及び栄誉との連続性を有している比較的小さな

地域社会（コミュニティ）で生き残る可能性が高い。 

・記憶は安全性を保証しない。地層処分場はそれ自体で安全であるべきだとする現在の

国際的見解は、本研究によって裏付けられている。 

・記憶は特別な環境下で生命を救う可能性があり、そうした環境は促進されるべきであ

る。 

・記憶以上に、知識は生命を救う。マーカーは、学習及び理解を促進させる、従って知

識を育むためのより大きな戦略の一部となる可能性がある。例えば、そのうち発見され

るように処分場サイトの近傍に戦略的に置かれたマーカーは、好奇心をかき立て、学習

意欲を高める可能性がある。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.14 国際原子力機関（IAEA）における安全規制等に係る最新情報の調査・整

理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)には、要件 2 として「規制機関の責任」

が記述されており、その概要は以下のとおりである。 

・放射性廃棄物のための異なる種類の処分施設の開発に関する規制要件の確立 

・許認可プロセスの各段階での要件を満たすための手続きの設定 

・個別の処分施設それぞれの開発、操業及び閉鎖に関する条件の設定 

・上記の条件が満たされているかを確認するための必要な活動 

 また、要件 11 の「段階的な開発及び評価」では、放射性廃棄物の処分施設は一連の段階

を踏んで開発、操業及び閉鎖されなければならないとし、必要に応じてサイトの評価を実

施することが示されている。その際、規制機関等による技術レビューとして、サイト選定

及びその評価に焦点が置かれるとしている。 

 さらに、施設固有のセーフティケースは、立地活動の指針とするために、早期に作成さ

れなければならないとし、処分施設開発の重要な各段階で規制機関に提出されなければな

らないと規定している。また、安全評価について、操業者は、規制機関と協議するととも

に、規制機関の承認を受けて、安全評価の実施時期と詳細度を決定しなければならないと

している。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、特定安全要件No. SSR-5

「放射性廃棄物の処分」の要件 2「規制機関の責任」を引用した上で、規制機関は国の政策

との整合性を確実にすること、処分施設の立地に関する基準と要件に係る規則・指針を策

定することを求めている。 

 また、規制機関は、規制機能を実施するため、必要に応じて、独立の研究及び評価を準

備し、国際協力へも参加しなくてならないこと、規則・指針が十分であることを定期的に

レビューすべきであると規定している。 
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c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

セーフティケースの規制レビューの精査のレベルと範囲は段階的アプローチに従うべきで

あるとし、レビュープロセスの深さと範囲に関する決定は、処分施設や処分システムに関

連するサイト要素を考慮すべきと規定している。 

 

(2) 評価期間の考え方 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、具体的な評価期間（時間枠）の

考え方は示されていないが、以下のような評価期間、時間枠に対して実施すべき安全評価

の内容、安全性を示すための論拠などが規定されている。 

・少なくとも規制遵守の立証が求められる期間については、定量的解析が実施されなけ

ればならない。 

・安全評価を目的とした詳細なモデルから得られる結果は、遠い将来まで続く時間スケ

ールでは不確実性が増える傾向がある。 

・遠い将来に続く時間スケールについては、安全性を例証するための論拠として、地圏

及び生物圏における天然起源放射性核種の濃度やフラックスのような補完的安全指標

の使用、バウンディング解析に基づく評価を行う。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、規制機関が安全評価

の時間スケールに関するガイダンスを規定するか、与えるべきであるとしている。また、

評価期間については、以下のように、数千年からピーク線量を評価すること、不確実性の

低減のための様式化したアプローチの採用の考え方が示されている。 

・計算された線量、線量限度に対するリスクもしくは規制要件で指定されたリスク限度

が、少なくとも数千年について要求され、これを超えた時間スケール、ピーク線量を

評価するように拡大される。 

・数千年を超えた時間スケールでは、将来の地圏及び生物圏の条件に関する不確実性は、

参照生物圏を使用して、処分システムの自然変遷に関するシナリオ、人間の挙動と特

性に関する「様式化した」アプローチを考慮した、適切に単純化した仮定に基づいた
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参照計算で十分であると考えられる。 

 

 また、地圏の長期の安定性の調査を行い、変化を考慮する時間スケールは、少なくとも

安全評価に関係する将来の時間スケールと同等であるべきとしている。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

評価のタイムフレームとして、以下のような多くの勧告・示唆がされており、ピーク線量、

対象とする廃棄物の特性、条件の変化・変遷を考慮して決定することが規定されている。 

・全ての場合で、評価のタイムフレームの選択に関する完璧な科学的根拠が存在するわ

けではない。評価のタイムフレームに関する決定は、規制プロセスの中で下すべきで

ある。 

・評価タイムフレームは、国内の規則・指針の他、特定の処分施設、サイト及び処分予

定の廃棄物の特性を考慮に入れて定めるべきである。 

・安全評価計算は、最大の線量、ピーク線量、またはリスクを判断するのに十分な長さ

の期間を対象とする。 

・地形や水理形態は気候変動に応じて変化することがあり、それらの変化とともに、レ

セプタやそれらの習慣は変化することがあり、長寿命廃棄物の評価は、そのような変

化の可能性を考慮すべきである。 

・評価のためのタイムフレームに関する決定は、安全評価で考慮される擾乱事象の種類

と重大度に影響する。 

・安全評価計算の終了時点で、無視できない危険な事象がまだ存在すると予想される場

合、その時点以降の処分施設の変遷とその潜在的影響も取り扱うべきである。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、防護の最適化について、被ばく

及び潜在被ばくの発生確率及び規模を経済的・社会的要因を考慮して、合理的に実現可能

な限り低くするための防護手段及び安全性を決定するプロセスと定義した上で、以下のよ

うな最適化の考え方が示されている。 
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・施設の設計、操業計画において、防護の最適化を検討する。 

・防護の最適化のため、建設と定置作業エリアの分離、遠隔操作の導入、作業環境の管

理などを検討する。 

・防護が最適化されるよう、立地、設計、建設、操業、閉鎖を行う。 

・処分施設の開発にわたって、利用可能なオプションによる安全性の寄与を兼用する。 

・防護・安全性の最適化のため、代替管理オプションの判断のために安全評価を行う。 

 

 また、BAT という用語は使用されていないものの、既存の処分施設の安全確保の考え方

として、以下のようなものが示されている。 

・処分施設の定期安全評価は、施設における防護及び安全の状況の全体的な評価を与え

ることを目指すものとし、「現状及び何らかの新しい技術」あるいは規制状況の有無を

考慮して、操業経験、改良の見通しの解析を含まなければならない。 

・古い施設の場合、施設の安全性を評価する際には、安全基準が満たされていないこと

がある場合、処分施設の安全性を向上するため、「合理的に実施可能な措置」がとられ

なければならない。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、地層処分施設の開発

は閉鎖後の安全性の最適なレベルを提供するセーフティケース及び安全評価が、サイト特

性調査、設計、操業での繰り返しのプロセスにより進展するとした上で、地層処分施設の

段階的アプローチの構成要素ごとの最適化の考え方が以下のように示されている。 

・設計：地下活動（地下掘削及び廃棄物定置）の安全性に関する施設設計は、最適な放

射線防護、工業、鉱山及び土木エンジニアリングの安全経験を反映すべきである。 

・建設：地層処分施設の建設は、施設の一部の操業と廃棄物の定置作業が開始された後

も継続されることもあるため、地下掘削と廃棄物定置の同時の活動の可能性を考慮す

べきであり、最適な放射線、工業、及び土木のエンジニアリングの安全経験の組み合

わせを反映する必要がある。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、
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セーフティケースの構成要素として、セーフティケースのコンテクスト、安全戦略、シス

テムの説明、安全評価、限度・管理及び条件、反復と設計の最適化、不確実性の管理、及

び安全議論の統合が含まれるとしている（図 2.2-12 参照）。 

 また、防護の最適化については、以下のような考え方が示されている。 

・安全戦略では、安全の目標、原則及び基準を満たすため、規制要件を満足し、優れた

工学的慣行が採用されて安全と防護が確実に最適化されるよう、処分地選定と施設設

計において講じられるアプローチを示す。 

・防護と安全の最適化に関する決定に関しては、専門家の判断と利用可能で実証済みの

最善の技術の利用に基づく定性的アプローチで十分な場合がある。 

・問題が複雑である場合、問題における処分施設の他の側面との相互関連が大きくなり、

最適化を立証する必要性も大きくなる。 

・安全が最適化されたと見なすことができるようにするには、以下の点が有効であるこ

と立証すべきである。 

－処分施設の開発、建設、操業の各段階で、各種設計オプションの長期安全性に対す

る影響に細心の注意が払われている。 

－処分システムの予想される変遷に起因する線量・リスクは、不確実性が結果の重要

な解釈を妨げるほど大きくならないような期間にわたって、拘束値を超えないこと

の合理的な保証がある。 

－処分施設の性能を阻害することがあり、より高い線量・リスクを生じさせる事象の

可能性は、立地、または設計により合理的に可能な限り低減されている。 

 

図 2.2-12 セーフティケースの構成要素 3) 
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(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、安全評価での人間活動の評価に

ついて、評価された線量の結果と対策の関係についての以下のような考え方が示されてい

る。 

・閉鎖後における偶発的な人間侵入の影響に関しては、そのような侵入によるサイト周

辺の住民の線量が 1mSv／年未満であれば、侵入の発生確率を低下させたり、その影響

を抑制させたりするための努力は正当化されない。 

・人間侵入によりサイト周辺住民の線量が 20mSv／年を超えると想定される場合には、、

地下での廃棄物処分や高い被ばく線量を与える放射性核種の含有の分離などの、廃棄

物処分の代替オプションを検討する。 

・人間侵入によりサイト周辺住民の線量が 1～20 mSv の範囲の場合には、施設設計を最

適化する手段によって、人間侵入の発生確率を低下させる、または、その影響を抑制

するための合理的な努力が開発段階では正当化される。 

・隆起・侵食、氷河作用などにより隔離が保証できない場合は、隔離の程度を決定する

ために人間侵入の確率を評価する。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、閉鎖後の処分場に対

する人間侵入の影響の評価として、意図しない人間侵入での様式化された評価方法の採用

を示唆している。 

 また、付録Ⅰ「地層処分施設の立地」の人間活動による事象では、以下のような人間侵

入の観点で考慮すべき事項が示されている。 

・処分施設の立地は、サイト、サイトの近傍における、実際の可能性がある人間活動を

考慮して実施されるべきである。人間活動が処分システムの閉じ込めと隔離の性能に

影響を与え、受け入れ難い結果を生じる可能性は最小にされるべきである。 

・処分施設としての母岩の評価では、資源掘削あるいは貯蔵空洞の建設のような、母岩

の有用あるいは潜在的に有用である代替使用（ガス、油層、有用な鉱床、潜在的な地

熱エネルギーなど）が考慮されるべきである。 

・安全性に影響する可能性ある周囲の岩盤中の既存のボーリング孔及び掘削は、特定さ
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れるべきである。 

・実際、または可能性がある人間の活動がどのように処分システムに影響を与えるかを

評価するためには、以下のような情報が必要である。 

－サイトの近辺での過去、現在のボーリングと採掘作業の記録 

－サイト周囲におけるエネルギー及び鉱物資源の発生についての情報 

－サイトでの地表水及び地下水の実際、潜在的な将来の使用の評価 

－既存、計画された地表水域の位置 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

地層処分施設での人間侵入の発生が限られているとした上で、処分システムのロバスト性

を立証するために実施する評価での留意点が以下のように示されている。 

・検討されるシナリオは、境界条件、及び事象がいつ発生すると想定されるか、また、

侵入時に施設とその立地環境の状態はどうなるかなど、他のパラメータの不確実性が

原因となって、推論的であり、やや恣意的である。 

・地層処分施設については、人間侵入シナリオに関して得られた定量的な結果の利用に

際して、特に他のシナリオ（例えば、防護と設計の最適化のため）と比較する際には、

注意すべきである。 

・意図しない侵入に最も効果的な措置は、深地層に処分施設を設置し、長期的な知識の

保全を提供することを含む。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、以下のように、線量・リスク基

準の捉え方、解釈を示している。 

・全ての計画被ばく状況から公衆が受ける線量限度は実効線量で 1mSv／年であり、この

線量及びそれと等価なリスクは、将来とも超えてはならない基準と考えられる。 

・線量限度を遵守するため、処分施設は、代表的個人に対して計算される線量またはリ

スクは 0.3mSv／年未満という線量拘束値、または 10－5／年オーダーというリスク拘

束値を超えないように設計される。 
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・予測に伴う不確実性が大きくなるような時間スケールに対しては、基準の適用に注意

を要する。線量・リスク以外の補完的安全指標の使用を検討する。例えば、地圏及び

生物圏における天然起源放射性核種の濃度やフラックスのような補完的安全指標の使

用やバウンディング解析に基づくものである。 

・不確実性が増加するような遠い将来の時間スケールでは、計算される線量・リスクは、

安全基準と比較するための指標として使用する。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、線量・リスクの適用

性、補完的指標の使用などについて、以下のような考え方が示されている。 

・線量・リスクの計算は、期間を超えて、規制要件で特定された被ばくシナリオについ

て実施される。 

・典型的に、規制基準は線量計算に使用される被ばくグループあるいは個人の特性を明

示する。 

・クリティカルグループの概念とクリティカルグループの平均的なメンバーが、特定の

被ばくシナリオで使用される。 

・線量評価が非常に不確実である超長期の時間フレームに対して、例えば、天然起源の

放射性核種の濃度及びフラックスなどの安全指標などの補完的推論が、安全性を説明

するのに有用である。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

線量・リスクの定量的基準に加え、以下のように定性的基準を規制機関が整備すること、

補完的指標の考え方が示されている。 

・規制基準は、規制機関が定める基準とし、作業員、公衆及び環境の防護に対する放射

線量とリスクの拘束値に対応する必要があり、施設の通常の変遷と、天然起源の事象、

及び施設への人間侵入などの人間によって誘発される事象の両方の擾乱事象を対象と

する必要がある。 

・定量的基準に加えて、規制機関は、満たすべき定性的基準を定め、どのようにこれら

の基準への適合を立証しなければならないかについてガイダンスを提供すべきである。 
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・目標が達成されていることを立証するために使用する安全基準、指標を明確に区別す

ることが必要である。 

・補完的安全指標には、放射性核種の濃度とフラックスが含まれる。それ以外の補完的

安全指標としては、人工バリアの性能に関する結論が引き出されることを可能にする

特性に基づくもの、施設の性能を検証するためのモニタリング計画の目標として定義

することができる。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、以下のように、セーフティケー

ス、安全評価での不確実性の取扱いの他、安全評価を不確実性の評価に活用するという考

え方、規制要件を確立する際に不確実性の存在を認識すべきとの考え方も示している。 

・安全評価は、施設の開発の様々な段階を通じて処分システムの理解度を評価し、関連

する不確実性を評価するためにも使用される。 

・施設の安全性を立証するための論拠と証拠の集合としてのセーフティケースは、施設

の開発、操業及び閉鎖に関する意思決定の根拠を提供するが、また、処分システムの安

全性に影響する側面の理解を深めるために焦点を当てるべき不確実性の存在領域を特

定することができる。 

・何らかの不確実性が存在する場合には、それらは安全評価で考慮されなければならな

い。 

・規制要件を確立する際、不確実性が存在することを認識しなければならない。また、

処分システムの将来の性能の予測には、かなりの不確実性が伴うことは避けられないこ

とを認識しなければならない。 

・安全評価には、性能の全体レベルの定量化、安全評価に伴う不確実性の解析、設計要

件と安全基準との比較が含まれなければならない。 

・閉鎖後の安全性に関して、セーフティケース及び裏付けとなる評価では、処分システ

ムに影響する起こりうる変遷及び処分システムの性能に影響しうる事象の想定範囲は、

以下の方法で検討しなければならない。 

－処分システム、それが取り得る変遷、及びそれに影響しうる事象が十分に理解され

ていることの証拠を提示すること。 
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－設計の実現可能性を立証すること。 

－処分システムの性能に関する説得力のある評価、及び関連する全ての安全要件が満

たされており、放射線防護が最適化されていることに関する妥当な保証レベルを提示

すること。 

－関連する不確実性を特定し、その解析を提示すること。 

・処分システムの変遷、構成要素の性能を理解するため、感度解析及び不確実性解析を

実施することも必要になる。 

・不確実性の重要性の評価は、セーフティケース及びそれを裏づける安全評価で行われ

る。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、セーフティケース、

安全評価で不確実性への考慮がされていることを示すこと、不確実性への考慮の実施目的

が以下のように示されている。 

・閉鎖後段階に関するセーフティケースは、定量的な解析に基づき、さらに定性的な議

論によって裏付けられるべきである。例えば、ナチュラルアナログ研究、古水理地質学

的研究のような複数系列の推論の提示を含む。セーフティケースの主要な部分は、全て

の重要な不確実性に考慮が与えられたことの論証に関係している。 

・不確実性を特定し取り扱うことが、閉鎖後の安全評価の主要な部分である。 

・サイト調査の一環としての安全評価と閉鎖後のセーフティケースを裏付けるデータの

量・質は、収集した追加データの価値によって安全性が著しく影響を受けなくなる時に

十分であると見なされる。例えば、感度解析により、重要なデータの不確実性が管理可

能であることが判明することがある。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

不確実性の管理として、以下のような考え方が示されている。 

・処分システムの複雑性を考慮して、評価において不確実性の重要性を理解するととも

に、不確実性を減らすか抑制するための努力を行うべきである。 

・不確実性の解析は計算プロセスの不可欠の部分であり、可能な場合には必ず、結果は
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単一の値よりも、可能性のある値の範囲を含めるべきである。不確実性の解析は、評価

の目的に適切なものとなる必要がある。 

 

 また、処分施設の閉鎖後の放射線学的影響評価での不確実性の原因を以下に分類できる

としている。 

・シナリオの不確実性：処分システムの将来の状態における不確実性 

・モデルの不確実性：不完全な概念モデルにつながるプロセスの完全でない知識に起因 

・データ、パラメータの不確実性：システム構成要素の固有の特性における不確実性で

あり、以下のようなもの含まれる。 

－廃棄物の特性：放射性核種インベントリ、物理的・化学的形態、錯化剤や有害物質

等の化学物質の含有量 

－廃棄物パッケージの特性：容器及びマトリクスの力学的、化学的性能、廃棄物形態

の構成等 

－処分施設の特性：面積、埋め戻し材、コンクリートの特性等 

－岩石圏の特性：水理地質学、地球化学的特性等 

－生物圏の特性：土壌の特性、作物の特徴等 

 さらに、不確実性の処理の考え方、方法が以下のように示されている。 

・偶然による不確実性（ランダム変動性による変数値における不確実性）と、知識の不

確実性（知識の欠如による不確実性）とは区別すべきである。 

・シナリオの不確実性は、基本ケースシナリオと複数の代替変遷シナリオで構成される

一定範囲のシナリオについて評価を行うことによって処理する。 

・感度解析、不確実性解析によって、不確実性が処分施設の安全性にとって重要ではな

いことを立証することが可能な場合がある。 

・不確実性を処理するためアプローチの一つとしては、保守的（慎重）な仮定を使用す

ることがある。 

・確率論的評価は、シナリオに伴うリスクを、関連する不確実性から生じる一連のパラ

メータ値を考慮する方法で、定量化のために使用することができる。 
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(7) セーフティケースの内容とレビュー 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、セーフティケースに関する詳細

な規定がされており、セーフティケースに含めるべき内容、検討に当たっての考え方、段

階毎のセーフティケースの作成方法などが以下のように示されている。 

・セーフティケースは「施設の安全性を立証するための論拠と証拠の集合」である。 

・規制機関及び利害関係者によるレビューに向けたセーフティケース及びそれを裏付け

る安全評価を開発することは、放射性廃棄物の処分施設の開発、操業及び閉鎖の中核で

ある。全ての重要な意思決定において不可欠なインプットである。 

・品質保証のマネジメントシステムも取り扱わなければならない。 

・各段階で存在する未解決の不確実性とその安全上の重要性、並びにそれらの管理のた

めのアプローチを特定し、認知しなければならない。 

・安全評価の結果、施設のロバスト性及び信頼性、設計・安全評価及びその仮定の妥当

性を立証するための論拠及び理由付けを含まなければならない。 

・サイト、施設の設計、運営措置及び規制管理に関係する全ての安全関連の側面を記述

しなければならない。 

・ナチュラルアナログ及び古水理学的研究などの複数方法による理由付けの提示が含ま

れる。 

・各段階でなされる意思決定に情報を提供し、支援し、レビューができるように、十分

に詳細で、かつ高い品質で文書化されなければならない。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、規制機関の責任とし

て、安全評価及びマネジメントシステムを含め、処分施設のセーフティケースの内容に係

る要件に関する規則、ガイダンスを策定することが求められている。 

 また、操業者の責任として、セーフティケースに関する事項が以下のように規定されて

いる。 

・操業段階及び閉鎖後段階に関する安全評価を実施し、セーフティケースの作成によっ

て処分施設の適合性を立証しなくてはならない。 

・地層処分施設のセーフティケース及び裏付けのための安全評価に関連するあらゆる情
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報、並びに規制要件に合致していることを立証する記録を保持することが必要である。 

 

 さらに、セーフティケース及び裏付けとなる安全評価は、地層処分施設の開発と操業が

進展するのに伴い、より詳細化、補足されるべきとし、セーフティケース及び裏付けとな

る安全評価の漸進的な開発の例が表 2.2-22 のように示されている。 

 

表 2.2-22 処分施設の存続期間を通じたセーフティケース及び安全評価の特性の実例 2) 

施設存続

期間の段

階 

セーフティケースの特性 安全評価の基礎 

初 期 サ イ

ト 調 査 と

施 設 予 備

設計 

操業セーフティケースの概要、予備

的閉鎖後セーフティケース 
 

初期サイト調査からのデータ；予備的な

設計研究と閉鎖計画；廃棄物インベント

リ、材料の挙動に関するデータの概要；

類似のサイト及びプロセスのデータと

観測 
サ イ ト 特

性 調 査 と

サ イ ト 確

認 

建設の決定の基礎とするのに足る

詳細度の中間的な操業と閉鎖後の

セーフティケース 

地表及び地価の調査から得られた詳細

な調査データ；施設の設計と建設の詳細

計画；廃棄物インベントリ、サイト固有

の材料挙動データ；操業計画と閉鎖計

画。建設の規制決定 
建設 試運転及び操業の決定の基礎とす

るのに足る詳細度の最終操業セー

フティケースと改良された閉鎖後

セーフティケース 

建設で得られたサイトデータ；廃棄物イ

ンベントリ、廃棄物定置の試行、施工設

計；操業で試験される閉鎖計画；詳細な

操業計画。操業の規制決定 
操業 試運転及び操業の経験とデータを

使用した周期的に更新された操業

セーフティケースは要求によって

提供される。閉鎖の決定の基礎とす

る閉鎖後セーフティケース 

試運転及び操業の経験とデータを使用

した操業安全評価と閉鎖後安全評価の

更新（原位置試験、モニタリンと試験、

閉鎖計画の試験から得られた情報を含

む）。閉鎖の規制決定 
閉鎖後 処分システムの挙動が予測された

とおりであることを保証するため

に提供される操業上の付加的な閉

鎖後セーフティケース 

セーフティケースに関連する新しい科

学的な根拠が判明したときの閉鎖後安

全評価の操業上の更新 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

セーフティケースの構成要素として以下が列挙され、そこに含めるべき項目・内容が詳細

に照査に記述されている（図 2.2-12 参照）。 

・セーフティケースのコンテクスト（セーフティケースの目的、安全性の立証、等級別扱
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い） 

・安全戦略 

・システムの説明 

・安全評価（閉鎖後期間の放射線的影響評価、サイトと工学の側面（受動的な安全性、

多重安全機能、ロバスト性、科学的・工学的原則、サイト特性調査の品質）、操業安全

の側面、非放射線学的環境影響、マネジメントシステム） 

・不確実性の管理 

・反復と設計の最適化 

・限度、管理及び条件 

・安全議論の統合（安全基準との比較、補完的な安全及び性能の指標、複合的議論、未

解決な問題の取扱い計画） 

 

 また、セーフティケースのレビューについては、セーフティケースの包括的な検査が規

制機関の決定に基づいていることを利害関係者に示すことができるよう、規制機関が調和

の取れたアプローチを取ることによりプロセスの信頼性が高まるとしている。規制機関に

よるレビューの目標として以下が示されている。 

・セーフティケースが容認できるレベル（表示された品質、詳細度、理解の深さに関し

て）まで開発されたかどうか、それが目的に適するかどうかを判断すること。 

・セーフティケースとセーフティケースの基礎である仮定が、受け入れられた放射性廃

棄物管理原則、及び規制要件と期待に適合するか、これらに従っていることを検証する

こと。 

・計画中の施設が安全に操業されることを実証し、閉鎖後期間中に適切なレベルの安全

の合理的保証を提供するかどうかに関して、適切な根拠をセーフティケースが提供する

かどうか判断すること。 

・可能性の低い潜在的影響を緩和するための関連措置が特定され対処されていること、

その実施に関する適切なフォローアップ計画が策定されていることを検証すること。 

・操業者によって対応されなくてはならない問題が規制機関によって明白に識別された

かどうか判断すること 

・未解決問題を特定し、これらの問題を解決するための計画が策定済であることを検証

すること。 
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 さらに、レビューの完了段階での最終レビュー報告書に含めるべき項目が以下のように

示されている。 

・はじめに：レビューの目的と背景の簡単な説明、レビュー対象文書のタイトルと作成

者、サイトに関する概要情報、レビューに関与した組織に関する情報等。 

・レビューの範囲と目的：レビューの高いレベルの目標、範囲等に関するレビュープロ

セスの全般的概要。 

・適用される規制要件：規則のリスト、定められた手順書／レビューが行われた国際的

勧告。 

・レビューの方法とプロセス：レビュー計画とプロセスにおける段階、操業者との対話、

コメントの分類、コメントのフォーマットと識別方法に関する要件、レビューチーム内

の対話等、及びコメントの解決を含む規制レビュー手順の説明。 

・評価の主な結果：レビュー対象分野それぞれの説明。 

・主要なコメント：安全戦略、コンテクスト、アプローチ、セーフティケース及び安全

評価の結果、不確実性の処理（シナリオ、モデル、パラメータ）、リスクの管理と最適

化、主要な規制基準及びガイダンスとの適合性、適切な限度と条件、セーフティケース

の将来開発プログラム等の、高いレベルの問題点に関する、レビューした文書の主要な

不足を要約した一般的なコメント。 

・特定のコメント：処分施設の特性調査、廃棄物インベントリと工学、地質学、水理地

質学、化学、気象、生物圏、及び人間侵入の側面を考慮した処分施設から環境への放射

性核種の移行のモデル化等のレビューの主な技術的分野に関するより詳細なレビュー

結果。 

・未解決問題と不確実性：未解決のままの問題に関するコメント。 

・結論：明言すべきレビューの結論。操業者が提供すべき追加情報、修正された安全評

価作業、サイト、または廃棄物のモニタリング及びその他の管理、廃棄物インベントリ

の制限、リスク管理、廃棄物受入基準等、許認可で考慮すべき問題点に関するレビュー

の結論。 

・参照資料：レビューで考慮された参照文書、及び最終レビュー報告書を裏付ける基礎

的レビュー報告書のリスト。 

・審査チームを構成する個人の資質を立証する適切な情報。 
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(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、ステークホルダーという用語は

使用されていないが、ほぼ同義な用語として「利害関係者」（interested parties）が使用さ

れている。 

 意思決定プロセスへの利害関係者の関与は重要であるが、本安全基準文書の範囲を超え

るとしながらも、以下のような利害関係者との関わりが示されている。 

・規制機関は、規制要件が適切かつ実行可能であることを確認するために、廃棄物発生

者、処分施設操業者及び利害関係者と対話しなければならない。 

・段階的プロセスによって、全ての利害関係者に対して処分施設の安全性の根拠へのア

クセスが用意される。これにより、操業者が施設の開発及び操業の次の重要な段階、最

終的にはその閉鎖に進むことを可能とする重要な意思決定プロセスが容易となる。 

・規制機関に加えて、利害関係者によるレビューに向けたセーフティケース及びそれを

裏付ける安全評価を開発する。 

・セーフティケース及びそれを裏付ける安全評価を提示する文書の範囲及びその構成は、

通知すべき利害関係者の情報ニーズに関する検討が含まれる。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、政府の責任である地

層処分に関する国家的、法的及び組織的フレームワークの構築として、各段階における利

害関係者の参加のためのプロセスを含めることが規定されている。 

 また、セーフティケースと裏付けとなる安全評価を提示する文書化の範囲及びその構成

についても、情報に対する利害関係者のニーズの考慮を含めること、セーフティケースを

文書化する際に考慮すべき重要事項として、利害関係者のニーズによって文書を準備する

ことが必要としている。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

セーフティケースの開発での利害関係者と関わりに関して、以下のような考え方が示され

ている。 
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・セーフティケースは、利害関係者と対話し、処分施設の安全に対する信頼を育む最も

主要な根拠となる（図 2.2-13 参照）。 

・セーフティケースの開発と利用への利害関係者の参加を促進するための調整が行われ

るべきである。 

・セーフティケースは、安全機能と、合理的なレベルの安全がどのように保証されるか

の説明に関して、利害関係者とのコミュニケーションの主な手段となる。 

・可能な限り、施設開発の各段階、及び施設に関連する危険の該当レベルに応じて、セ

ーフティケースに何を含め、評価し、計算すべきかについて利害関係者と事前合意に達

するべきである。 

・セーフティケースと裏付けとなる安全評価が改訂、更新される場合、それが利害関係

者にとって明確であるように文書に記録されるべきである。 

・利害関係者の関与が、透明性のある利害関係者との協議のためのフレームワーク内で、

明確に定められた手続き規則に従って行われるべきである。 

・セーフティケースの規制レビューには、操業者から提出される文書の評価に加え、独

立した専門家及び他の利害関係者の関与が含まれることがある。 

 

 

図 2.2-13 管理システムの適用及び規制機関と利害関係者との対話プロセス 3) 
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(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、「段階的アプローチ」（step by step 

approach）という用語を使用しており、段階的な意思決定、定期レビューが以下のように

示されている。 

・段階的アプローチとは、規制当局の要求及び政治的な意思決定プロセスの必要性によ

って設けられる段階のことをいう。 

・段階的アプローチ、並びに、処分施設の設計及び操業管理のための広範なオプション

を検討することによって、新しい技術情報、廃棄物管理及び材料技術における新しい技

術情報や勧告に対応する柔軟性が加味されると期待される。 

・段階的アプローチには、必要とされる科学的及び技術的データの秩序だった蓄積と評

価、サイト候補地の評価、処分概念の開発、データを段階的に改善しながら行う設計開

発及び安全評価の反復研究、技術面及び規制面のレビュー、公衆との協議、政治的決断

が含まれる。 

・操業前、操業中及び閉鎖後の 3 期間を定義する。 

・段階的アプローチにより、独立した技術レビュー、規制レビュー、並びに政治及び公

衆のプロセスへの参加の機会が提供される。 

・代替的な廃棄物管理オプション、サイト選定及びその評価のプロセス、並びに公衆の

受容性についての側面は、広範なレビューで検討されると考えられる。技術レビューは、

処分オプションを選択する前、サイトを選定する前、建設前及び操業前に実施されなけ

ればならない。定期的レビューは、施設の操業中及びその後の閉鎖時にも許認可が終了

するまでは実施されなければならない。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、「段階的プロセス」（step 

by step process）という用語を使用しており、段階的な意思決定、定期レビューが以下のよ

うに示されている。 

・地層処分施設の開発のような長い時間スケール、多量の情報（セーフティケースを裏

付けるサイト特性調査やその他の活動から得られる）とその多様性から、プログラムを

連続したステップに分割し、プログラム全体を通じて適切な管理を実行する全体目標に



 

2-355 
 

従った管理しやすいパッケージで、作業を実施、レビュー及び評価することが重要であ

る。これは段階的なプロセスから成る。地層処分施設の操業者は、自身のプログラムで

多数のステップを定義するが、ここでは、段階的プロセスは規制及び政策決定プロセス

によって課されるステップにあてはまる。 

・段階的プロセスは、プログラムが新しい技術情報に対応するために採用可能な柔軟性

を提供する。段階的プロセスは、処分施設の開発における可逆性の考慮を容易にし、決

定を下すか、あるいは決定を覆す前に追加の情報を待ち、各ステップにおいて次のステ

ップへ進む決定を可能にする。 

・規制機関によって設定される手続きと規制機関の責任には、継続した適合性あるいは

修正の必要性を決定するための、許可、認可及び検査の手続きの定期的レビューを含む。 

・地層処分施設の開発の典型的なステップは、地層処分施設の建設許可（建設）、廃棄物

の受け入れと定置の許可（操業）、施設の恒久閉鎖の許可（閉鎖）に対する規制あるい

は政治的な決定ポイントで設定するべきである。これらのステップそれぞれで、セーフ

ティケースは更新されなくてはならない。このようなアプローチは、意思決定プロセス

を裏付ける技術プログラムとセーフティケースの品質を評価する多重の機会を提供し、

これらにおける信頼性を提供する。 

・段階的なプロセスは、ステップの連続として展開した時に、情報価値を最大にする反

復的プロセスである。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、「段

階的アプローチ」（step by step approach）という用語を使用しており、段階的な意思決定、

定期レビューが以下のように示されている。 

・セーフティケースの役割は、処分施設開発の段階的アプローチにおける、意思決定の

支援を行うことである。 

・段階的アプローチにより、次のことが可能となると考えられる。 

－必要な科学的、技術的データの体系的な収集と評価 

－候補地の評価 

－処分概念の開発 

－データの漸進的改善を伴う設計と安全評価のための反復的調査 
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－技術と規制のレビューによるコメントの組み入れ 

－特定の決定時点における公衆との協議 

－政治の関与 

・段階的アプローチは、立地、設計、掘削及び建設、施設の運転と閉鎖に関する意思決

定の基礎となり、処分システムの安全に影響する側面に対する理解の向上、適切な設計

の選択による残りの不確実性を低減するためにさらなる注意を要する問題の特定を可

能とするものと考えられる。 

・段階的アプローチは、処分施設の設計と運営に関する一定範囲のオプションの考慮と

合わせて、新たな科学的・技術的情報、廃棄物管理及び材料技術における進歩への対応

の柔軟性を提供すべきである。また、社会的、経済的及び政治的側面に取り組むことを

可能にする方法で実行されるべきである。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、可逆性、回収可能性、廃棄物の

回収について、以下のような考え方が示されている。 

・段階的アプローチには、以前の段階に立ち戻り（reversing）、さらに、それが適切だと

考えられた場合には、ほとんどの種類の施設において一旦定置した廃棄物を回収するよ

うなオプションが含まれることがある。 

・いくつかの国の廃棄物管理プログラムにおいて、可逆性（回収可能性を含む）を容易

にするための設計または操業上の対策を盛り込んだ処分施設の開発が検討されている。

いくつかの国では、閉鎖後の回収可能性は法的要件であるか、利用できるオプションを

拘束するものとなっており、これらは処分の安全要件を常に満足しなければならないも

のである。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、可逆性、回収可能性、

廃棄物の回収について、以下のような考え方が示されている。 

・段階的プロセスは、処分施設の開発における可逆性の考慮を容易にし、決定を下すか、

あるいは決定を覆す前に追加の情報を待ち、各ステップにおいて次のステップへ進む決
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定を可能にする。 

・施設設計は、操業段階及び閉鎖後段階の両方で安全性を提供することを要求され、廃

棄物の回収可能性あるいは可逆性を考慮すべきである。 

・廃棄物の回収の能力（ability to retrieve）が設計要件である場合は、設計プロセスの

可能な限り早い時期に、閉鎖後の施設の安全を損なわない方法で、回収の能力を考慮す

べきである。 

・回収可能性は施設の開発の全段階で考えることができるが、施設の閉鎖後になると、

回収可能性は例外的条件とみなされる。しかし、いくつかの国では、閉鎖後の回収可能

性が法的要件となっており、利用可能なオプションに対する境界条件となる。これは、

処分における安全要件を常に満足しなければならない。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

可逆性、回収可能性、廃棄物の回収について、以下のような考え方が示されている。 

・段階的アプローチは、処分施設の開発における特定の段階を逆行させるオプションや、

適切と考えられる場合は定置後に廃棄物を回収するオプションも含んでいる。 

・回収可能性を容易にする措置の導入は、徹底的な安全評価の必要性を減じるものでは

なく、いくつかの操業面（施設の閉鎖前の操業状態での廃棄物パッケージの長期耐久性、

施設の閉鎖に関する規定など）に関して、追加保証の必要性をもたらすものである。 

・廃棄物の回収可能性が設計の選択肢である場合、セーフティケースは、管理上及び技

術上の取り決めに取り組むべきである。さらに、セーフティケースでは、回収が安全に

実施できる状態にあるかを検証するためのモニタリングの準備に取り組むべきである。 

・回収可能性が国の規制指針で言及される場合、回収可能性を高めるための措置は処分

施設の受動的な長期安全を脅かしてはならないとする最優先の要件がある。回収可能性

が国の廃棄物管理政策の一環として要求される場合、回収可能性に対する規制要件は、

核セキュリティと安全を維持するための要件と一致しているかを点検するため、レビュ

ーされるべきである。 
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(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、制度的管理の方法、主体、終了

の判断について、以下のような考え方が示されている。 

・処分施設の閉鎖後の制度的管理は、施設への侵入を防止し、処分システムがモニタリ

ング及び監視によって期待されるように機能することを確認するために実施される。

モニタリングは公衆への保証を提供する目的で継続されることがある。全ての必要な

技術的、法的、資金的な要件が満たされたときに、能動的な制度的管理の期間の後、

認可は終了する。 

・閉鎖後の期間に関して、制度的管理及び処分施設に関する情報の利用可能性

（availability）を維持するための措置を扱った計画が準備されなければならない。こ

れらの計画は、受動的安全の特性と整合したものなければならず、当該施設の閉鎖に

対する許認可の根拠となるセーフティケースの一部を構成するものでなければならな

い。 

・制度的管理は、施設の安全性及び核セキュリティに関する付加的な保証を提供しなけ

ればならない。例として、侵入者のサイトへの立ち入りの防止、処分施設からの放射

性核種がサイト境界に到達する前に、その核種移行の早期警報を提供できるような操

業後モニタリングがある。 

・能動的な制度的管理の期間を過ぎた処分施設の状況は、そのサイトが無制限利用のた

めに開放されるとは通常は意図されていないという点において、原子力施設の廃止措

置後に規制管理から開放される状況とは異なっている。 

・施設の許認可が継続している間、操業者は制度的管理を行わなければならない。許認

可終了の後では、制度的管理のための何らかの受動的手段が必要とされるとしても、

それに係わる責任は、ある程度は政府に移管されなければならないと見込まれている。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、制度的管理の方法、

主体、終了の判断について、以下のような考え方が示されている。 

・閉鎖後の施設の安全は、モニタリングや制度的管理に依存しない。これは、現在及び

将来の世代がそうすることを選択するのであれば、閉鎖後モニタリングの実施が必要な
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いことを意味するものではない。少なくとも閉鎖後直後の期間、マーカーの使用や土地

利用の制限のような受動的な制度的管理が実施され、保持されることがありうる。モニ

タリングのような能動的な制度的管理は、公衆の懸念と許認可要件もしくは人間侵入へ

の防護のために、地層処分施設の閉鎖後の一時期に適用されるものと考えられる。 

・受動的な制度的管理は、廃棄物に干渉したり、地層処分施設の安全特性を低下させた

りする不注意な人間行動の可能性を防止するか、低減するために確立すべきである。制

度的管理は、恒久マーカーの建設、将来の住民がアクセス可能な国家及び国際的な記録

保管所への施設記録の記入、継承組織への施設の責任の移転を含む。ある世代から次の

世代に責任を移行するための適切なメカニズムの開発が必要となることがある。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

制度的管理の方法、主体、終了の判断について、以下のような考え方が示されている。 

・地層処分と中深度層処分では、能動的な制度的管理は、それが持続する限りもう 1 つ

の深層防護となり、処分施設の安全性に対する信頼の醸成に寄与する場合がある。しか

し、制度的管理がない場合でも安全目標は達成すべきである。 

・セーフティケースが効果的な長期の制度的管理の想定に基づいている全ての施設は、

定期的なレビューを受けるべきである。レビューは、既存の処置が適切なものであるこ

と、また、制度的管理のための方策が次回の予定されたレビューまでの期間は持続可能

なものであることの確認につながることがある。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、能動的な制度的管理であるモニ

タリング、サーベイランスについて、以下のような考え方が示されている。 

・「操業前の期間」には、操業管理に関する決定への情報源として必要となるモニタリン

グ及び試験のプログラムが実施される。 

・「操業期間」は、モニタリング、サーベイランス及び試験のプログラムは、引き続き操

業管理に関する決定に情報をもたらし、施設またはその一部の閉鎖に関する決定の根拠

を提供する。 
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・「閉鎖後の期間」での制度的管理は、施設への侵入を防止し、処分システムがモニタリ

ング及びサーベイランスによって期待されるように機能することを確認するために実

施される。モニタリングは公衆への保証を提供する目的で継続されることがある。 

・モニタリングプログラムは、処分施設の建設及び操業の前に、並びに建設及び操業の

期間中に、またセーフティケースに含まれる場合には閉鎖後にも実施しなければならな

い。このプログラムは、防護及び安全の目的で必要となる情報を収集し、更新するよう

に設計されなければならない。また、モニタリングは、施設の閉鎖後の安全性に影響す

る条件が存在しないことを確認するために実施されなければならない。 

・閉鎖後における安全確保を目的とするモニタリング計画は、取り得るモニタリング方

策を提示するために、地層処分施設の建設に先立ち作成されなければならない。 

・土地利用管理、サイトの制約またはサーベイランス及びモニタリング、地域、国家、

さらには国際的な記録、永続性のある地表または地下あるいはその両方での標識（マー

カー）について検討しなければならない。将来世代が処分施設及びその安全性に係わる

何らかの意思決定ができるように、処分施設及びその内容物に関する情報が将来世代に

伝達する準備がなされなければない。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、能動的な制度的管理

であるモニタリング、サーベイランスについて、以下のような考え方が示されている。 

・閉鎖後の施設の安全は、モニタリングや制度的管理に依存しない。これは、現在及び

将来の世代がそうすることを選択するのであれば、閉鎖後モニタリングの実施が必要な

いことを意味するものではない。少なくとも閉鎖後直後の期間、マーカーの使用や土地

利用の規制のような受動的な制度的管理が実施され、保持されることがありうる。モニ

タリングのような能動的な制度的管理は、公衆の懸念と許認可要件もしくは人間侵入へ

の防護のために、地層処分施設の閉鎖後の一時期に適用されるものと考えられる。 

・サイト特性調査プログラムは、データの利用可能性と同様にデータの品質と長期の有

用性を確保するためのマネジメントシステムを含むべきであり、サイト特性調査データ

が空間的に分布した情報と時系列のデータを含むこと、それらの情報が将来のモニタリ

ングのためのベースラインを確立する裏づけとなることを考慮すべきである。 

・いくつかの地層処分プログラムでは、施設は廃棄物の定置を終了した後に、考慮され
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た一定の期間開放することを想定している。これは、操業段階をさらに拡大し、閉鎖後

の施設の性能に関連するモニタリングデータ（例えば、廃棄物パッケージの腐食、埋め

戻し材の浸潤、水理条件の変化）の量の増加を提供する。モニタリングデータ、ベース

ライン条件からの関連する変化、必要に応じた閉鎖後安全性への拡大した操業段階の影

響を明確に完全に文書化すべきである。 

・閉鎖後段階に対しては、地層処分施設は受動的な安全設計であるべきであり、安全性

の保証を提示するために閉鎖後のモニタリングプログラムを要求あるいは依存すべき

ではない。閉鎖後モニタリングは、政府あるいは規制機関から要求されるのであれば、

公衆への保証の提供に対して実施されるかもしれないが、受動的な安全設計を危うくす

べきではない。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

関連する規定はなく、特に、モニタリングの方法論に関する規定はない。 

 

d. 特定安全指針No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」 

 特定安全指針 No. SSG-31「放射性廃棄物処分施設のモニタリング及びサーベイランス」

4)では、モニタリング、サーベイランスについて、以下のような考え方が示されている。 

・許認可を取得した放射性廃棄物処分施設が指定の性能要件・安全要件を満たしている

ことを検証する上で重要な要素である。 

・廃棄物の種類とそれに対応する処分施設は、採用されるモニタリングアプローチに影

響を及ぼす。 

・比較的短寿命の放射性核種を含有する廃棄物用の浅地中処分施設の場合には、安全目

標が達成されつつあるか否かの判断に当たり直接的な管理措置を適用することができ

る。 

・長寿命放射性核種を含有する廃棄物の地層処分の場合には、閉鎖後の直接的な管理措

置が実行不可能であり、この場合の安全及び防護のための目標は、入手可能なデータ

と既存の知識に基づく予測によってしか導出することができない。 

・放射性廃棄物の処分施設のモニタリング及びサーベイランスは、以下のような 5 つの

目的を有している。 
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1） 規制要件と許認可条件の遵守を立証する。 

2） セーフティケースでの記述に従って、処分システムが予測どおりの性能を示して

いることを検証する。 

3） 安全評価のための仮定及び用いられたモデルが、実際の条件と整合していること

を検証する。 

4） 処分施設、サイト及びその周囲環境に関する情報のデータベースを確立する。本

データベースは、立地から建設、操業、閉鎖及び閉鎖後期間へと進む際の将来の決定

を支援するのに用いられる。また、そのデータベースは、モニタリングのための概念

及び手順の更新に関係する決定を支援するのにも用いられる。 

5） 公衆のために情報を提供する。 

・規制機関は、処分施設のモニタリング及びサーベイランスのプログラムの実施のため

の必要な要件を定めるべきで。また、処分プロセスにおけるすべての期間に関するモ

ニタリング及びサーベイランスプログラムの確立を可能にするため、処分施設の操業

者に必要な指導を行うべきである。 

・処分施設は、施設の寿命全体を通じて、以下のような目的のためにモニタリングを行

う。 

1） ベースラインを確立する。 

2） 以下のような処分システムのバリアの挙動及び変化をモニタリングする。 

・廃棄物パッケージの変化。 

・処分施設の建設によって、また、持ち込まれる物質、地下水、母岩の間の相互作

用によって誘起されるニアフィールドの化学的・物理的変化。 

・周囲の地圏および大気における化学的・物理的変化。 

・関連の緩衝材および密封材の変化。 

3） 放射性核種の移行と放射性核種の地圏への放出をモニタリングする。 

4） 周囲の環境に関する情報のデータベースを確立する。 

・操業期間には、モニタリングプログラムが操業の安全性に寄与すべきであり、モニタ

リングによって公衆及び環境への潜在的影響が測定されるべきであり、処分システム

の性能が評価されるべきである。モニタリングには、施設の性能を確認するためのプ

ログラムの一環としての、セーフティケースにとって重要な特徴、事象及びプロセス

（FEP）の評価が包含されるべきである。これにより、操業のセーフティケースと閉
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鎖後のセーフティケースを精密化する上で、処分システムの挙動に対する理解を深め

ることができるようになる。このモニタリングプログラムでは、閉鎖後段階における

システムの長期性能の予測に役立てるための、施工完了時の処分システムの短期の性

能に基づくデータの収集にも焦点を当てるべきである。 

・閉鎖後期間のモニタリングプログラムが閉鎖後セーフティケースの一部となる場合に

は、処分施設に起因する、環境中の放射性物質またはその他の有毒物質を検出するこ

とが、モニタリングプログラムの 1 つの目的となる。しかし、これは閉鎖後のモニタ

リングプログラムの一部にすぎず、処分施設の種類が異なるとその重要度が異なる。

閉鎖後モニタリングの範囲、持続期間及び重要度は、処分施設の種類や処分される廃

棄物種類によって異なる。処分施設の閉鎖後に適用される制度的管理は、能動的な性

格を有する可能性も、受動的な性格を有する可能性もある。能動的な制度的管理の例

は、環境における放射性核種濃度のモニタリングとバリアの性能・健全性のモニタリ

ングである。これは特に浅地中処分施設にとって重要である。 

・閉鎖後期間のモニタリングには、能動的な制度的管理から受動的な制度的管理（サイ

トマーカー、記録の維持）への移行の決定を、関連のステークホルダーに知らせるこ

とが含まれるべきである。処分施設の開発のこの段階における目標は、サイトの条件

が許認可の修正にとって適切なものになる時期を特定し、モニタリング活動やサイト

の保守・能動的管理の終了を可能にすることである。 

・サーベイランスプログラムの目的は、受動的安全バリアの健全性を検証し、放射性核

種またはその他の汚染物質の環境への移行もしくは放出につながる可能性のある条件

を速やかに特定できるよう、廃棄物処分施設を監視することである。それに加えて、

製品仕様を定期的に検査し、その結果を確認するために、記録の審査もしくは監査も

サーベイランスに取り入れられる。サーベイランスプログラムは主に操業期間に対し

て適用可能である。通常は、セーフティケースにとってきわめて重要なものと特定さ

れた廃棄物処分施設の構成要素を定期的に検査することを通じて実行される。 

・サーベイランスプログラムでは、サーベイランス結果がモニタリングプログラムやサ

イトの安全・性能要件をどのように補完するかを示すべきである。 

・サーベイランスプログラムには、以下の内容が含まれるべきである。 

1) サイト及び隣接するエリアについての説明 

2) 廃棄物処分施設とその環境の構成要素についての説明 
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3) 検査の種類と頻度 

4) 検査手順 

5) 不測の事態対応計画または保守対策 

6) 検査の報告要件 

7) 管理システムについての説明 

・モニタリングによって得られた予期しない結果は、必ずしも処分システムの安全性が

損なわれたことを示すわけではない。可能性のある測定エラーを排除した上で、その

情報を注意深く分析することによって、既存のセーフティケースにおけるその重要度

を決定すべきである。 

・モニタリング及びサーベイランスのプログラムの設計は、プログラムの定期的変更を

可能にするような反復的なプロセスにすべきである。セーフティケースと安全評価は、

モニタリング及びサーベイランスのプログラムをレビューする際に用いるべき有用な

ツールである。モニタリング及びサーベイランスのプログラムは、新たなデータ源、

新たな種類のデータ、新たな技術、新たな規制要件の組み入れを可能にできるよう、

柔軟性を備えた設計にすべきである。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

a. 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」 

 特定安全要件 No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」1)では、記録の保存について、以下のよ

うな考え方が示されている。 

・操業者は、処分施設のセーフティケース及び裏づけのための安全評価に関するあらゆ

る情報を保持しなければならず、規制要件及び操業者自身の仕様に合致していることを

立証する検査記録を保持しなければならない。そのような情報及び記録は、少なくとも

当該情報が更新されるべきことが示されるか、または閉鎖時のような、処分施設の責任

が別の組織に移されるまで操業者が保持しなければならない。そのようなことは、例え

ば処分施設の閉鎖時に起こるものであり、その際には、施設及びその安全についての責

任を継承する組織に全ての関連情報や記録が引き渡されなければならない。 

・操業者は、規制機関と協力し、規制機関が要求する全ての情報を提供しなければなら

ない。記録を長期間保存することの必要性は、記録に使用する書式と媒体の選択にあた

って考慮されなければならない。 
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・将来に行われる何らかの管理の計画及びその計画が適用される期間は、当初は柔軟で

概念的なものになるであろうが、施設の閉鎖が近づくにつれて練り上げられ、精緻なも

のにされなければならない。地域、国家、さらには国際的な記録について検討しなけれ

ばならない。将来世代が処分施設及びその安全性に係わる何らかの意思決定ができるよ

うに、処分施設及びその内容物に関する情報が将来世代に伝達する準備がなされなけれ

ばない。 

・処分施設のマネジメントシステムは、安全上重要であって、かつ施設の開発と操業の

全段階において記録された全ての情報が収集され、保管されることを確実にするものと

しなければならない。この情報は、将来における施設のあらゆる再評価にとっても重要

である。 

 また、標識（マーカー）について、以下のような考え方が示されている。 

・将来に行われる何らかの管理の計画及びその計画が適用される期間は、当初は柔軟で

概念的なものになるであろうが、施設の閉鎖が近づくにつれて練り上げられ、精緻なも

のにされなければならない。永続性のある地表または地下あるいはその両方での標識

（マーカー）について検討しなければならない。 

 さらに、土地利用の制限について、以下のような考え方が示されている。 

・将来に行われる何らかの種類の管理の計画及びその計画が適用される期間は、当初は

柔軟で概念的なものになるであろうが、施設の閉鎖が近づくにつれて練り上げられ、精

緻なものにされなければならない。地域における土地利用管理について検討しなければ

ならない。 

 

b. 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」 

 特定安全指針 No. SSG-14「放射性廃棄物の地層処分施設」2)では、記録の保存について、

以下のような考え方が示されている。 

・操業者は地層処分施設のセーフティケース及び裏付けのための安全評価に関連するあ

らゆる情報、並びに規制要件に合致していることを実証する記録を保持することが必要

である。そのような情報及び記録は、別の組織が施設の責任を引き受けない限り、ある

いは当該記録が施設の責任を引き受ける別の組織に移されるまで、操業者によって保持

されなくてはならない。 

・記録のマネジメントシステムは、廃棄物受け入れに関連する情報を収納するために構
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成すべきであり、処分のために受け入れられる廃棄物パッケージが廃棄物受入基準に従

っていること、是正処置が廃棄物発生者あるいは処分施設の操業者によって行われてい

ることを保証する十分な情報を提供するようなデータ、廃棄物発生と処理の記録を含む。 

・受動的な制度的管理は、将来の住民がアクセス可能な国家及び国際的な記録保管所へ

の施設記録の記入、継承組織への施設の責任の移転を含む。ある世代から次の世代に責

任を移行するための適切なメカニズムの開発が必要となることがある。 

・情報が利用可能で将来の世代の便益に対して適切に保管されていることを保証する記

録の物理的及び電子的な様式が考慮されるべきである。 

 また、標識（マーカー）について、以下のような考え方が示されている。 

・少なくとも閉鎖後直後の期間、マーカーの使用のような受動的な制度的管理が実施さ

れ、保持されることがありうる。 

・地層処分施設の閉鎖には、地上施設の廃止措置や必要に応じた環境の修復作業が伴う

べきであり、さらに、耐久性のあるマーカーを取り付けることがある。 

 なお、土地利用の制限については、関連する規定はない。 

 

c. 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」 

 特定安全指針 No. SSG-23「放射性廃棄物処分のセーフティケースと安全評価」3)では、

記録の保存、標識（マーカー）、土地利用の制限についての関連する規定はなく、特に、考

え方、方法論に関する規定はない。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.15 国際放射線防護委員会（ICRP）における安全規制等に係る最新情報の調

査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）では、放射線防護の最適化の重要な局面は、廃棄物の定置前にあるとしており、主に

は立地選定段階及び設計段階にあるとしている。しかし、そのための具体的な規制側の関

与に係る記述はない。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）においては、地層処分の安全評価に係る評価期間についての具体的な期間の示唆はさ

れていない。 

 また、地層処分施設のセーフティケースについては、低確率の事象及び遠い将来に予測

される被ばくを含めて、ICRP Publication 103「国際放射線防護委員会の 2007 年勧告」で

の潜在的被ばく（定義：確実に生じるとは予想できないが、線源の事故または機器の故障

及び操作上の過失を含む確率的性質を持つ単一事象または一連の事象により生じるおそれ

のある被ばく）の考慮に包含されるとしている。 

 なお、ICRP Publication 103 においては、以下のような考え方が示されている。 

・潜在被ばくが遠い将来に起こる可能性があり、かつ長期にわたり線量が与えられるよ

うな事象、例えば地層処分場での固体廃棄物処分の場合、遠い将来において起こる被

ばくにかなり大きな不確実性が伴う。そのため線量推定値は、今後数百年程度を超え

る期間の後の健康被害の尺度と見なすべきではない。むしろ、それは、処分のシステ

ムによって与えられる防護の指標を示している。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、「4.8 防護の最適化と利用可能な最善の技術（BAT）」との項目において、最適

化、利用可能な最善の技術（BAT）の考え方が示されており、その概要は以下のとおりで

ある。 
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・地層処分システムの開発及び実施に適用される ICRP の放射線防護の最適化の原則は、

処分システムの防護能力を向上し、影響（放射線など）を低減するための、反復的、

体系的、さらには透明性のある評価として、広義に理解されなければならない。 

・地層処分システムの開発及び実施のための段階的意思決定プロセスは、最適化プロセ

スの枠組みを構築している。中心的には、最適化と利用可能な最善の技術（BAT）は、

すべての関連する時間期間と同様に、反復的なアプローチにおけるすべての処分シス

テムの構成要素（サイト選定、施設設計、廃棄物パッケージの設計など）をカバーす

べきである。 

・非常に遠い将来の安全性を取り扱う時は、最適化は処分システムのあらゆるレベルで

の利用可能な最善の技術（BAT）の概念の適用によって補完され、サポートすること

ができる。 

・処分システムのロバスト性の評価は、処分システムの最適化に寄与することができる。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）においては、人間侵入シナリオの取り扱い、基準線量などの適用性に関する記述がさ

れており、その概要は以下のとおりである。 

・設計基準事象で考慮されないような自然の破壊的事象及び人間侵入は、リスクまたは

線量拘束値は適用しない。この場合、もし処分施設の直接または間接的な管理が依然

としてある段階で事象が発生するのであれば、それに引き続いて起こる被ばくの状態

（緊急時被ばく、または現存被ばく）は、所管官庁によって考慮されるべきであり、

関連のある防護の対策が実施されるべきである。 

・意図的でない人間侵入に対しては、処分施設の設計、サイト選定に、そのような事象

の可能性を減少するような特徴を含めるべきである。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、基準線量などの適用に関する記述がされており、その概要は以下のとおりであ

る。 



 

2-370 
 

・最適化の原則の適用において、ICRP によって勧告されている放射性廃棄物処分施設の

設計に適用される放射線学的基準は、個人に対する線量拘束値である 0.3mSv／年、職

業的な被ばく従事者に対する 20mSv／年または 5 年間での 100mSv／年である。 

・個人に対するリスク拘束値である 1×10－5／年は、被ばくシナリオの発生確率とそれに

ともなう線量との統合アプローチの適用する場合に勧告されている。 

・非常の長期においては、線量及びリスク基準は、健康被害の意味よりは、オプション

の比較のために使用されるべきである。 

・設計基準事象に含まれる天然現象に対して、ICRP は、計画被ばくの状況において線量

またはリスク拘束値の選択を勧告している。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）においては、性能評価・安全評価における不確実性の存在が認識され、そのための基

準値の適用の考え方が示されているが、不確実性自体の取扱いをどのようにすべきかの記

述・勧告は見られない。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、セーフティケースに関する概略的な記述がされており、その概要は以下のとお

りである。 

・地層処分施設の設計及びそれに関連するセーフティケースは、規制基準で定義される

異なった確率を持った一連の進展に取り組むものとする。そのような設計基準となる

進展にも加えて、規制機関及び社会から監視を受ける事業者・実施者は、施設のロバ

スト性が判断できるように、設計基準事象とならない進展も評価した方が良いかもし

れない。 

・地層処分施設のセーフティケースは、低確率事象及び遠い将来に発生が見込まれる被

ばくを含めることにより、ICRP Publication 103「国際放射線防護委員会の 2007 年勧

告」で定義された潜在被ばく（定義：確実に生じるとは予想できないが、線源の事故

または機器の故障及び操作上の過失を含む確率的性質を持つ単一事象または一連の事

象により生じるおそれのある被ばく）の取扱い方法の考慮を含めるべきである。 
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・規則が可逆性または回収可能性を目指して策定されている場合、それが放射線防護に

とって受容できない影響を与えるべきではない。例えば、そのために閉鎖の準備がで

きるまで施設をオープンに維持することが提案されたり、施設に定置した廃棄物を回

収するオプションが提案されるかもしれない。そのため、セーフティケースでは、廃

棄物パッケージの劣化のようなプロセス、その他の人間及び環境の防護に受容できな

いような影響を及ぼす予想外の事象について立証することが必要となる。 

・操業段階においては、長期間を対象としたセーフティケースは、定期的にアップデー

トし、規制当局がレビューを行う。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）においては、ステークホルダーとのコミュニケーションに関する考え方が記述されて

おり、その概要は以下のとおりである。 

・監視の展開に関連して異なった決定をする際は、ステークホルダーと協議を行うべき

である。 

・開発された、または実施しているシステム設計の品質については、すべての関連する

ステークホルダーの参加のもと、優れて構築された透明性のあるプロセスにおいて、

判断が実施され、必要に応じて厳しくレビューされるべきである。 

・様々なステークホルダーが関与する段階的なプロセスは、最終的な閉鎖を含めて、処

分施設の開発及び実施のための計画策定に適用されるであろう。 

・様々なステークホルダー（地元、技術的レビューを行う外部専門家など）との交流は、

処分施設の開発及び実施の種々の段階において意思決定プロセスの品質を向上させる

と認知されている要素である。 

 

(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、セーフティケースの定期的なレビューが記述されており、その概要は以下のと

おりである。 

・操業段階においては、長期間を対象としたセーフティケースは、定期的にアップデー

トし、規制当局がレビューを行う。 
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(10) 可逆性と回収可能性 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、可逆性と回収可能性における安全性の考慮が記述されており、その概要は以下

のとおりである。 

・規則が可逆性または回収可能性を目指して策定されている場合、それが放射線防護に

とって受容できない影響を与えるべきではない。例えば、そのために閉鎖の準備がで

きるまで施設をオープンに維持することが提案されたり、施設に定置した廃棄物を回

収するオプションが提案されるかもしれない。そのため、セーフティケースでは、廃

棄物パッケージの劣化のようなプロセス、その他の人間及び環境の防護に受容できな

いような影響を及ぼす予想外の事象について立証することが必要となる。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、許認可終了後の制度的管理に係る記述・勧告は見られない。 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、能動的な制度的管理に係る記述・勧告は見られない。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層処分における放射線防護」（2013

年）には、受動的な制度的管理が記述されており、その概要は以下のとおりである。 

・処分施設が密封され、間接的な監視、または監視がない段階では、防護は、設計・許

認可・操業の段階で施設に組み込まれた受動的な管理に依存する。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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2.2.16 欧州連合（EU）における安全規制等に係る最新情報の調査・整理 

(1) 立地選定段階における規制側の関与 

廃棄物指令には処分場等の立地選定に関連する規定は存在していない。 

 

(2) 評価期間の考え方 

 廃棄物指令では処分場の安全評価に関連する規定は存在しない。 

 

(3) 処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術） 

廃棄物指令には処分場の最適化と BAT（利用可能な最善の技術）関連する規定は存在し

ない。 

 

(4) 人間活動の影響（人間侵入、人為事象シナリオ） 

廃棄物指令には人間活動の影響に関連する規定は存在しない。 

EU の第 6 次枠組み計画において実施された PAMINA プロジェクト（Performance 

Assessment Methodologies IN Application to Guide the Development of the Safety Case）

の概要報告書では、性能評価におけるモデル化における課題等に関連して人間侵入の扱い

に関する問題にも触れている。以下にその概要を示す。1) 

PAMINA プロジェクトでは、加盟各国の検討結果から、人間侵入に対するアプローチと

して、一般的に言えることとして以下を挙げている。 

 起こりうる破壊的な人間活動の可能性や影響を低減するため、処分場のサイト選定

及び設計の段階から対策のための行動を起こすべきである。 

 将来の人間の活動は、処分場サイト地域や似通ったサイトでの現在の条件に基づき

評価されるべきである。評価では、現在の社会構造及び技術的な能力を想定すべき

である。 

 破壊的な人間活動を含まない処分システムの性能評価では、処分システムの性能に

影響を与える可能性のある近年及び現時点で行われている人間活動の影響を含むべ

きである（気候変動や海面上昇など）。破壊的な将来の人間活動により起こりうる影

響については、事業者や規制者が提案する可能性のある別のシナリオを用い評価す

べきである。シナリオの可能性は、定性的にのみ考慮すべきである。 

 評価では、意図的な侵入は考慮対象から外すべきであり、意図的でない侵入シナリ
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オのみを考慮すべきである。 

 規則やガイドラインには、人間侵入シナリオの解析の枠組み、調査の範囲、及び分

析上の限界を示すべきである。加えて、シナリオは、将来の社会の進展を予測する

ことができないため、様式化に基づき評価されるべきである。 

 代表的な人間侵入シナリオを同定、及びパラメータ設定するため、専門家の支援を

受けるべきである。専門家の見解は、性能評価の根拠を与える特性・事象・プロセ

ス（FEP）データベースの一部として記録すべきである。 

 

(5) 長期に係る線量・リスク基準・代替指標と解釈・信頼性・根拠 

廃棄物指令には長期に係る線量・リスク基準に関連する規定は存在しない。 

 

(6) 性能評価・安全評価における不確実性の取扱い 

廃棄物指令には性能評価・安全評価における不確実性の取扱いに関連する規定は存在し

ない。 

 

(7) セーフティケースの内容とレビュー 

 廃棄物指令の「第 7 条 許認可の保有者」では、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理施

設の許認可保有者が実施すべき安全性の評価に関する要件を規定している。同条では、加

盟国が、許認可保有者に対して放射性廃棄物及び使用済燃料管理施設の安全性を定期的に

評価・検証し、継続的に改善させるようにすることが規定されている。また、安全性の評

価の対象として、活動の進捗と実行、施設の進捗、操業と廃止措置または処分施設の閉鎖、

並びに処分施設の閉鎖後段階が含まれること、安全性の文書化の範囲は、管理施設や活動

の危険性の程度により決定することが規定されている。 

 

(8) 社会・ステークホルダーとのコミュニケーション 

廃棄物指令の第 10 条では、加盟国に対して、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理に関す

る必要な情報を労働者や一般公衆が入手できるようにすることが規定されている。また、

監督機関に対してその権限を有す分野において情報提供を行わせることも規定されている。

さらに、加盟国に対して、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する意思決定プロセス

において必要な、公衆の参加機会が確保されるようにすることが規定されている。 
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(9) 定期的な安全レビュー（PSR）の取扱い、結果の反映方針 

前述のように廃棄物指令の「第 7 条 許認可の保有者」では、放射性廃棄物及び使用済

燃料の管理施設の許認可保有者が実施すべき安全性の評価に関する要件を規定している。

同条では、加盟国が、許認可保有者に対して放射性廃棄物及び使用済燃料管理施設の安全

性を定期的に評価・検証し、継続的に改善させるようにすることが規定されている。また、

安全性の評価の対象として、活動の進捗と実行、施設の進捗、操業と廃止措置または処分

施設の閉鎖、並びに処分施設の閉鎖後段階が含まれること、安全性の文書化の範囲は、管

理施設や活動の危険性の程度により決定することが規定されている。 

 

(10) 可逆性と回収可能性 

廃棄物指令には関連する規定は存在しない。 

そのため、ここでは、「地層処分場における長寿命放射性廃棄物の回収可能性に関する協

調行動 (EUR19145)」（2000 年）の内容を報告する。この報告書は、欧州 9 ヶ国において

長寿命放射性廃棄物の処分概念に携わる組織の専門家に討論の場を提供し、様々なアプロ

ーチの比較を行うと共に、回収可能性の明確な解釈及び「作業上の定義」を確立すること

を目的とした活動に関して取りまとめたものである。 

この報告書では、回収可能性と設計、回収可能性と安全性、回収可能性の社会・政治的

側面、回収可能性とモニタリング、及び回収可能性と保障措置の 5 つの問題について、各

国が国内の状況に関する情報を提供したうえで検討が行われた。以下にこれら 5 つの問題

に関する考え方などを整理する。 

 回収可能性と設計 

 回収可能性と処分場の設計に関して、主に以下のような考え方が示されている。 

 放射性廃棄物の回収は、埋め戻し等が進んだ後には、特殊な技術が必要な場合があ

る。回収に必要な作業は、処分概念に応じて異なる可能性があるが、一般的に既存

の処分概念では、閉鎖後のかなりの時間が経過するまで回収可能性が維持される。 

 除去が比較的容易な埋め戻し材及び密封材を使用すること、処分場レイアウトの変

更、廃棄物パッケージと最初の人工バリアの間に回収を容易にするライニングを施

すことなどの設計変更により、既存処分概念における回収可能性が強化可能である。 

 

 回収可能性と安全性 
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 回収可能性と安全性との関連に関しては、以下のような考え方が示されている。 

 現行の処分概念における回収可能性は、設計変更や閉鎖の延期により強化すること

が可能である。一般的に設計変更は、処分場の操業及び長期安全性に大きな影響は

与えないと考えられる。 

 処分場の閉鎖を延期することは、操業及び長期安全性の両面で影響を及ぼす可能性

があり、長期安全性への影響に関しては、母岩の長期安定性などへの影響を把握す

る必要がある。操業安全性に関しては、作業員への放射線学的リスク、講習や環境

への影響を検討する必要があるが、適切な措置や操業手順の採用で安全性を確保可

能である。 

 

 回収可能性の社会・政治的側面 

 回収可能性の社会・政治的側面については、主に以下のような考え方、共通認識など

が示されている。 

 多くの場合、放射性廃棄物の地層処分実施のための好ましいオプションとして、段

階的なアプローチが採用されており、回収可能性は段階的アプローチにとって不可

欠な要素の一つで、社会・政治的意思決定プロセスの重要な要素の一つとなってい

る。 

 回収可能性は、放射性廃棄物管理に関する倫理的に責任のあるアプローチの一部と

みなされている。将来世代のためにオプションを残しておく観点でも、どの程度回

収を容易にするのかなど、将来世代に影響を与える複数の判断を行う必要がある。 

 

 回収可能性とモニタリング 

 回収可能性とモニタリングの関係、考え方について、以下のように示されている。 

 モニタリングにより、処分システムが許容外の挙動を示していることが判明した場

合などには、是正措置が必要であり、放射性廃棄物の回収は最終的な是正措置とみ

なされる。このため、回収可能性はモニタリングから派生するものとみなすことが

可能である。 

 将来世代にオプションを提供することが目的である場合、モニタリングが回収可能

性に役立つ方法として以下の 3 つがある。 

 廃棄物パッケージの健全性と廃棄物の受入可能性に関する一定範囲のパラメータ
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を監視するために役立つ。回収可能性だけでなく、回収がどの程度容易かなどを

明らかにするために用いることが可能。 

 処分室、定置坑道、アクセス坑道等の閉鎖を延期する根拠となるデータの入手の

ために利用可能。 

 作業の撤回を可能にするために設定されたシステムが目的の状態を維持している

か証明するために用いることが可能。 

 

 回収可能性と保障措置 

 回収可能性と保証措置の関係について、以下などが示されている。 

 回収可能性を強化（使用済燃料の回収を容易）にするいかなる措置も、保障措置の

実施に影響を与える。 

 アクセス坑道などを比較的長期間にわたり閉鎖しない場合には、閉鎖された処分場

以上の集中的な保障措置を継続する必要がある。 

 

(11) 許認可終了後の制度的管理（管理の方法、主体、管理終了の判断等） 

 廃棄物指令第 5 条では、加盟国に対して使用済燃料及び放射性廃棄物に関する、国家的

な、法的、規制上及び組織的な枠組み、「国家的枠組み」を策定し、維持することを求めて

いる。この国家的枠組みの一部として、処分施設の閉鎖後段階の適切な措置を含む、使用

済燃料及び放射性廃棄物の管理に関する活動、施設、または活動と施設の両方に関する、

適切な管理等について、責任を割り当て、権限を有す機関等を調整することを規定してい

る。 

 また、廃棄物指令第 12 条では、国家計画に記述すべき項目の一つとして、次のものを規

定している。 

 適切な管理が維持される期間を含む、処分施設の寿命の閉鎖後期間に関する概念、

または計画、及び、より長期間の施設に関する知識の保存に用いられる手段 

 

(12) 能動的な制度的管理（モニタリング・サーベイランスのあり方等） 

 廃棄物指令には(11)に示した規定以外に関連する規定は存在しない。 
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ここでは、まず、「放射性廃棄物の地層処分に向けた段階的アプローチにおけるモニタリン

グの役割に関するテーマ別ネットワーク(EUR21025)」（2004 年）において取りまとめられ

ている、モニタリングの役割等に関して整理する。 

次に、欧州原子力共同体（EURATOM）において実施されていたモニタリングに関する

国際共同研究（Monitoring Developments for Safe Repository Operation and Staged 

Closure）である MoDeRn プロジェクトの概要及び現在実施されている MoDeRn2020 プロ

ジェクトの現状を報告する。 

 

a. 「放射性廃棄物の地層処分に向けた段階的アプローチにおけるモニタリングの役割に

関するテーマ別ネットワーク」 

「放射性廃棄物の地層処分に向けた段階的アプローチにおけるモニタリングの役割に関す

るテーマ別ネットワーク」は、以下に掲げる目標を達成するために、EU 及び関係 10 カ国

の 12 機関から得た専門知識をまとめたものである。 

 

 放射性廃棄物の地層処分に向けた段階的アプローチにおけるモニタリングの役割と

オプションの両方に関する理解を深める。 

 処分場開発について理解する上で、意思決定、操業中及び閉鎖後の安全性と信頼性に、

モニタリングがどのように寄与するかを明確にする。 

 

 次に同報告書の「第 7 章 要約と結論」に基づき、特に制度的管理に関連する事項につ

いてまとめる。 

 処分場モニタリングに関する原則など 

同報告書では、地層処分システムの段階的プロセスにおけるモニタリングは、既存の国際

的合意に基づく、以下のような少数の基本原則に基づいたものであり、適切かつ達成可能

であることが確認されたとしている。なお、以下では、制度的管理に関連するもののみを

示している。 

 閉鎖後の長期安全性は、閉鎖後のモニタリングに依存してはならない。このことは、

将来世代に不当な負担を課すべきでないという原則上の理由、及び将来世代がモニタ

リングを行う技術的能力や関心を持つことを前提とすることはできないという現実

的理由による。 



 

2-379 
 

 長期安全性は、処分システムの設計（サイト選定を含む）及び建設の質によって保証

されなければならない。閉鎖後、処分システムはモニタリングに依存することなく、

受動的に安全でなければならない。 

 そのため、放射性廃棄物の定置前に、説得力のある長期セーフティケースを作成する

必要がある。 

 すべてのモニタリングは、長期安全性を損なわないように実施されなければならない。

すなわち、モニタリングによって、長期性能を妨げる重要な擾乱を招かないようにす

る必要がある。 

 モニタリングの社会的役割を認識しなければならない。 

 

 主要な成果など 

同報告書で示されている成果に関して、特に制度的管理に関連したものを中心に以下に示

す。 

 モニタリングの目的が、特性の不変性を確認することに限られる場合や、バリア及び

ニアフィールドの変化の不確実性が小さい場合には、最小限のモニタリングが望まし

い場合がある。処分場の潜在的劣化が非常に複雑な場合や、初期測定によって満足す

べき変化であるか否かを確認する場合には、より詳細なモニタリングが必要とされる

場合もある。 

 モニタリングの範囲は、意思決定プロセスや安全確認にとって有用であることが明ら

かな範囲に限定することが望ましい。モニタリングが行われることは、公衆に対して

説明しなければならない。また、そのようなモニタリングは、処分システムの安全性

に対する信頼の欠如を示しているという印象を与えないことが重要である。 

 モニタリングに必要とされる技術は、すでに開発済み、または開発の途上であり、技

術レベルの見通しは良好である。しかし、実施するのが適切または有益であるモニタ

リングの範囲は微妙な問題であり、事業推進戦略に依存している。特にモニタリング

機器の寿命と信頼性に関しては限界がある。長い時間枠で実現可能なこと、測定の有

用性やモニタリング結果への対応能力に関して過度な期待をすべきではない。 

 処分場の廃止措置、閉鎖及び閉鎖後段階におけるさまざまなモニタリングの段階的な

停止と維持、編集されたモニタリング・データベースへの長期にわたる継続的なアク
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セスと使用に関しても、検討すべき問題が存在する。このような疑問には、将来の科

学、規制または公共の利益に照らして、何年も先の将来に初めて答えることができる。 

 モニタリングは、検討対象の処分システムの（重要）現象の原位置測定にとどまらず、

より広い意味を持つものとして認識することもできる。モニタリングを、廃棄物の長

期管理にとって重要な問題の状態を定期的に判断することといった広い意味で捉え

た場合、多くの問題を検討する必要がある。これには、科学、技術及び社会に関連す

る問題が含まれる。このような「広範なモニタリング」は、意思決定の重要な部分と

なる可能性があり、これを処分場開発プログラムに組み込む必要がある。 

 

b. MoDeRn プロジェクト 

MoDeRn プロジェクトについて、成果報告書（統合版）2)を基に概要を紹介する。 

MoDeRn（Monitoring Developments for safe Repository operation and staged closure）

プロジェクトは、Euratom（the European Atomic Energy Community）の 2007 年からの

第 7 次枠組み計画により実施された国際共同研究であり、研究期間は 4 年半（2009 年 5 月

～2013 年 10 月）であった。 

MoDeRn には EU 各国、米国、日本、スイスの実施主体、研究機関、大学が参画し、全

体の取りまとめを行う幹事機関はフランスの放射性廃棄物管理機関（ANDRA）であった。

また、日本からは（公財）原子力環境整備促進・資金管理センターが参画していた。 

2001 年に発行された国際原子力機関（IAEA）の技術文書 IAEA-TECDOC-1208「高レ

ベル放射性廃棄物地層処分場のモニタリング」や「放射性廃棄物の地層処分に向けた段階

的アプローチにおけるモニタリングの役割に関するテーマ別ネットワーク」などでは、モ

ニタリングを広く捉えた目的や方策について検討が行われてきた。MoDeRn プロジェクト

では、これらを受けて、下記の事項を目的として実施された。 

「地層処分の段階的な実施におけるモニタリングの役割に関する理解の進展を推し進め

ることに加え、放射性廃棄物管理の実施主体（WMO）がモニタリング・プログラムを作成

する上で、さらには WMO がこの種のプログラムをどのように実行し、どのように処分場

の実現活動の一部として使用できるのかについて、理解を深める上で有益な具体例、ガイ

ダンス及び勧告を提示すること」であった。 
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MoDeRn プロジェクトでは、放射性廃棄物の地層処分に関するモニタリングという言葉

を次のように定義している。 

 「工学、環境、放射線学またはその他の状況に関するパラメータ及び指標／特性の連続

的または定期的な観察及び測定のことをいい、処分場システムの構成要素の挙動に関する

評価を、さらには処分場とその操業が環境に及ぼす影響に関する評価を支援するために、

処分プロセスにおける意思決定を支援し、処分プロセスへの信頼性の向上を支援するため

に実施されるもの。」 

 

また、MoDeRn プロジェクトでは、地層処分に関するモニタリングの目的を表 2.2-23 のよ

うに分類し、「処分システムの期待／予測された挙動の確認」のためのモニタリングに焦点

を当てた検討が行われた。処分場内の放射線等のモニタリングについては後述する。 

 

表 2.2-23 MoDeRn プロジェクトによるモニタリング目的の分類 

モニタリングの包括的目標 

・信頼性の構築をサポートする－妥当性確認、透明性、追跡性 

・意思決定を支援する－処分プロセスの段階的管理に資する情報の提供 

4 つの主要目的：処分システムを以下の理由のためにモニタリングする。 

1.処分システムの期待/予測

された挙動の確認 

2.操業安全性の

支援 

3.環境影響調査の支

援 

4.核物質保障措置

の支援 

1.A 長期セーフティケース

の根拠の支援 

1.B 処分場の閉鎖前のマネ

ジメントの支援 

 

MoDeRn プロジェクトの範

囲 

MoDeRn プロジェクトの範囲外 

 

MoDeRn プロジェクトの実施概要は以下の通りである。 
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  モニタリングの目標及び戦略の検討と、処分場モニタリング・プログラムの開発のた

めのガイダンスの作成。このガイダンスは、適用可能な技術的及び社会的な背景、地

層処分の段階的な実現、モニタリング技術の可能性、さらにはステークホルダの要求

事項を考慮に入れたものであり、意思決定を支援する上で適切なものである必要があ

る。 

  処分場のモニタリング能力を強化する革新的なモニタリング技術の開発及び実証。こ

れは、技術要件の記述と最先端のモニタリング技術によって支援される。 

  次に示す点に関する具体的な説明を行うためのケーススタディの開発 

-特定の状況においてモニタリングの対象とする必要のあるプロセス及びパラメータに

対するモニタリング目標及び戦略のマッピング・プロセス 

-実現可能なモニタリング・システムの設計 

-セーフティケースへの適合の確認を行うためのモニタリングの使用 

-モニタリング・システムの故障の発生を防止し、それが発生した場合に故障を検出す

るために採用可能なアプローチ 

  地層処分におけるモニタリングの役割についての公衆理解の改善。その目的は、将来

行われる処分場固有のモニタリング・プログラムの開発を支援するだけでなく、特に

モニタリング・プログラムの開発及び実施へのステークホルダの関与も支援する情報

及びガイダンスを提供することにある。 

 

MoDeRn プロジェクトの成果として、下記の事項を挙げることができる。 

  モニタリングの実施時の流れを整理し、処分場モニタリングのためのリファレンス・

フレームワークを示したこと。このフレームワークの概要は図  2.2-14 に示す

「MoDeRn モニタリング・ワークフロー」で説明される。この内容については後述す

る。 

  図 2.2-14 のワークフローをドイツ（岩塩）、フランス（堆積岩）、フィンランド（結

晶質岩）での処分場操業時におけるモニタリング計画の検討に適用したケーススタデ

ィを実施し、ワークフローの有効性を確認したこと。 

  各国でのワークショップやスイスの地下研究施設の訪問見学により、処分場プログラ

ムの早い段階において、モニタリング問題に関心を抱く現地のステークホルダとの詳

細な議論が可能であることを示したこと。この内容については後述する。 
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  モニタリング機器の設置によりバリア機能を阻害しないための技術として、地中無線

によるデータ送信や地球物理学的手法を用いたモニタリング技術の開発を進めたこ

と。この内容についても後述する。 

 

 

図 2.2-14 MoDeRn モニタリング・ワークフロー2) 

（2.2.17 の参考文献 2）に一部加筆） 

 

MoDeRn モニタリング・ワークフローについて以下に概要を示す。 

「MoDeRn モニタリング・ワークフロー」は、モニタリング目的及び戦略の検討において、

モニタリング・プログラムの開発及び実現に関するジェネリックで体系的なアプローチと

して作成されたものである。この MoDeRn モニタリング・ワークフロー（図 2.2-14）では、

モニタリングの要件を明らかにし、これらの要件を処分システムの解析を通じて、1 つのプ

ログラムにまとめるための下記の段階的なプロセスが記述されている。 

 1. 目的とパラメータ：モニタリング・プログラムの目的（主目的）及び下位の目的（副

目的）を特定することと、モニタリングの予備的パラメータ・リストを特定するため、
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プロセス及びパラメータへの関連付けを行うこと。プロセス及びパラメータは、下記

のようなセーフティケースの分析を通じて特定できる。 

-処分システムの構成要素の安全機能の検討 

-安全機能に影響を及ぼす可能性のある FEP の検討 

-例えば廃棄物の回収が可能であることを立証するための FEP の検討 

 2. モニタリング・プログラム設計：予備的パラメータ・リストのスクリーニングを行い、

モニタリング・プログラムの設計を容易にするための性能要件、利用可能なモニタリ

ング技術及びオーバーラップ／冗長性に関する分析。プログラム設計により、どのよ

うな方法で、どのような場所で、またどの時点でデータが収集されるのかが定義され

ると共に、性能レベル、トリガー値、さらには一定のモニタリング結果に応じて実施

される可能性のある潜在的リスク緩和措置が指定されることになる。 

 3. 実現及びガバナンス：モニタリング・プログラムを実行し、意思決定に必要な情報を

提供するために得られた結果を利用すること。モニタリング・プログラムの実施期間

にわたり、連続的、定期的に結果の評価を行う必要がある。連続的評価の焦点は個別

のモニタリング結果の評価に合わせられているが、定期的な評価では、モニタリング

結果がセーフティケースに与える、さらにはプログラム決定に与える全体的な影響が

検討される。 

 

また、モニタリング・プログラムに関するステークホルダの関与に関する作業で得られ

た主な結論は、次のとおりである。 

  多くのステークホルダが、モニタリングは確証プロセスの 1 つであるよりはむしろチ

ェック・プロセスの 1 つであるべきだという意見を表明した。これらのステークホル

ダがモニタリング・プログラムを信頼できるものと判断するためには、下記の事項が

必要と考えられる。 

-モニタリング・プログラムが処分場の挙動が予想通りか確認する観点で設計されたこ

とを明瞭に示すこと。 

-処分場性能の確認がどのように実施されるかを示す明瞭な情報にステークホルダがア

クセスできること。 

  処分場性能の確認が包括的であるだけでなく、全体的な科学プログラムと結びついた

ものであるべきという見解を複数の公衆が示した。この見解は、処分場モニタリング
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手法の研究・開発の継続への期待を示している。WMO は、処分実施の様々な段階に

おけるモニタリングの役割に関する議論をステークホルダと行うことにより、さらに

は操業期間及び長期安全性が確保される方法を明確に伝達することにより、この見解

に確実に対処することができる。 

  予想されたことではあるが、一部の公衆は閉鎖後モニタリングによって予想外の事象

や変遷に対する備えと対応策が実現することを実際に期待している。個別のプログラ

ムにおいて、この期待にどう対応するかを決定しておく必要がある。これに加え、下

記事項の理解に資する情報伝達が、長期モニタリングに関するステークホルダの期待

に対処する上で有益である可能性がある。 

-残存する不確実性 

-モニタリングのオプションの進化を可能とし、処分場の予想された変遷からの変化

への対応（例えば閉鎖延期など）を可能とする準備状況 

  モニタリングは社会-技術的な活動の 1 つと特徴づけられ、それ単独で可能となるわけ

ではないが、特定の処分場プロジェクトの安全性に対する公衆の信頼醸成に役立つ潜

在的な可能性を持つ要素の１つである。モニタリングは、以下の条件のもとで処分場

のガバナンスに寄与できる。 

-ステークホルダの期待に対応することができる。 

-処分場性能の見張りを維持するという実際的な取組みとして示される。 

-モニタリングの限界が透明性の高い形で示される（モニタリング手法の変遷を現実

的に示すことを含む）。 

 

 MoDeRn プロジェクトにおける技術開発は、以下の観点から実施された。 

 処分システムの変遷を理解する上で興味深いパラメータのモニタリング技術はすでに

存在するが、処分場環境、特にニアフィールドに関するモニタリングでは、モニタリ

ング装置に関して、当初設計された環境よりも条件の悪い環境でのモニタリングとな

ることが見込まれ、設計基準を超過したものとなる可能性もある。 

 処分場ニアフィールドのモニタリングでは、多重バリア・システムの受動的安全性も

尊重されなければならない。このため、この種のモニタリングでは、「データ移送やエ

ネルギー供給のためのアクセス路の確保」と「長期間にわたる原位置での電力供給を

確保する課題」の間の折り合いをつけておかなければならない。モニタリングに関わ
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る長い時間スケールを念頭に置いた場合、測定機器のドリフトの問題や、較正の必要

性、信頼性／寿命、さらには修理または交換を不当な擾乱を発生させることなく行う

可能性に関する検討も行われなければならない。 

 

具体的な技術開発成果は以下の通りである。 

  地震波断層撮影データの全波形弾性インバージョンに関する新規アルゴリズムが開

発され、断層撮影データを得るための方法がスイスのモン・テリ岩盤研究所及びグリ

ムゼル試験サイトにおける試験を通じて開発されている。これらの開発により、ニア

フィールドの速度構造に影響を及ぼす一定のプロセスの範囲をモニタリングする能

力が強化されている（例えば飽和、気体の発生や移動など）。 

  微小地震モニタリングで使用する新しいセイスモハンマーが開発されている。このハ

ンマーは強い S 波信号を発生させ、それによってニアフィールドに伝導する S 波のモ

ニタリングの実現可能性を改善する。これにより、掘削影響領域に生じた変化に関す

る情報がもたらされる可能性が強化される。 

  間隙圧、全圧及び水の含有量等の測定や数メートルの距離にわたる測定データの送信

を可能にする高周波ワイヤレス・ノードの設計、開発及び試験が実施されている。こ

のノードは、20～25 年の寿命を備えるものと予想された。 

  低周波データ送信システムによる地質媒体において 225m の距離にてデータ送信が可

能なシステムが、ベルギーの地下研究所（HADES）において試験され、データ送信

条件の評価が行われた。これにより、処分場閉鎖後に処分場から地表にモニタリン

グ・データを無線送信する方法の 1 つが実現する可能性がある。 

  光ファイバー・センサを使用する分散モニタリングに関する研究が、HADES 及びフ

ランスのビュール地下研究所で実施され、実験坑道の周囲で坑道掘削に対応して生じ

た変化の測定に成功した。 

  「デジタル画像相関法」（DIC）及びアコースティック・エミッション（AE）モニタ

リングが、「ベルギー・スーパーコンテナ」の 1/2 スケール試験において、亀裂の発生

と成長の検出に使用され、良好な成績を収めた。 

  原位置での腐食速度の測定が可能な腐食センサが開発され、地上施設で試験された。 
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MoDeRn プロジェクトは人工バリアとニアフィールドの性能確認のためのモニタリング

に焦点を当てているため、作業者の放射線安全のための、処分場地下施設内での放射線モ

ニタリングの検討は実施されていない。 

人工バリアとニアフィールドの性能確認のためのモニタリングとしての放射線モニタリ

ングについてはケーススタディ3)として以下の検討が行われた。 

 

・ドイツの DBE テクノロジー社は、ケーススタディ報告書において、安全性の実証のため

の放射線モニタリングの必要はないとしながらも、公衆の要求による放射線モニタリング

の可能性に言及している。ただし、モニタリングパラメータの選定作業の結果としては、

地表付近の地下水中の放射能濃度のみを挙げている。 

地域全体に範囲を広げた放射線モニタリングが必要とされる可能性がある。安全な閉

じ込めの実証とは、特に、考慮すべき閉鎖後段階の初期においては、放射性核種の地

下水への放出が生じず、したがって放出の測定ができないことを意味する。よって、

安全評価概念はモニタリングを必要としないが、公衆の要求のためにモニタリングが

必要となる可能性はある。 

 

・フランスの ANDRA は、ケーススタディの一環として、成果報告書（統合版）において

ステークホルダの要求によるモニタリングの可能性を示している。 

放射性廃棄物の定置に対する応答としての処分場ニアフィールドの変遷のチェックを

支援するために、高レベル放射性廃棄物処分セルの周囲に掘削されたボーリング孔に

おいて、温度、湿度、間隙圧、ひずみ及びγ線のモニタリングを実施することが想定

されている。これらのボーリング孔はセルから数メートル以内に配置される。γ線の

モニタリングも、ステークホルダがこの種のモニタリングの実施を期待していると考

えられるために提案されている。 

 

・フィンランドのポシヴァ社は、ケーススタディ報告書において、下記のように述べた上

で、人工バリアの性能確認のためのモニタリングは模擬廃棄体を用いた施設にて実施する

ことを想定し、この目的での放射線モニタリングの可能性を排除している。 

漏えいしている燃料棒においては、封入作業中の乾燥・排気手順にもかかわらず大気



 

2-388 
 

ガスと冷却水が閉じ込められる可能性があり、強力な放射線によって水・大気ガスの

放射線分解と硝酸の生成が引き起こされる。電離放射線、温度勾配、ヘリウムガスの

蓄積、機械的応力及びその他の原因による燃料ペレットと燃料被覆管の構造変化は、

原子炉においてすでに始まっており、輸送中、中間貯蔵中、封入作業中もそれが持続

する。放射線は固体・水において急速に減衰するために、水の放射線分解やその他の

電離放射線による直接的影響は、熱の影響に比べて空間的範囲が狭い。 

 

c. MoDeRn2020 プロジェクト 

 次に MoDeRn プロジェクトの後継プログラムとして開始されている MoDeRn2020 プロ

ジェクトの概要を示す。 

1) 背景：欧州委員会（EC）による研究フレームワークであるHorizon 2020の一環とし

て実施される、地層処分に関するモニタリングの共同研究プログラム。2009～2013

年に実施されたMoDeRnプロジェクトの後継プログラム。 

2) 実施期間：2015年6月～2019年5月 

3) 目的 ：MoDeRnプロジェクトの成果に立脚し、地層処分計画への各国固有の要件に

対応するとともに公衆の期待を考慮し、セーフティケースからの要件に基づいた地

層処分場操業段階のモニタリング計画の開発・実施手法を提供すること。  

-各国固有の要件として、廃棄物インベントリ、母岩、処分概念、規制を考慮する。 

‐公衆の期待については、特に処分場建設候補地の地域住民の期待を考慮する。 

-操業段階での人工バリアを含むニアフィールドのモニタリングに焦点を当てた検討を

行う。  

4) MoDeRn2020の実施事項  

処分場操業時のニアフィールドでのモニタリングに焦点をあて、下記の作業を実施

する予定である。 

・戦略（作業パッケージ 2（WP2））：必要性に基づく処分場モニタリングの戦略を

特定し、モニタリング結果へ対応する操業面でのアプローチを開発するため、セ

ーフティケースをスクリーニングする詳細な手法を開発する。 

・技術（作業パッケージ 3（WP3））：処分場モニタリングにおける顕著な技術的課

題の解決のため、下記の研究開発を行う。 

   -地中無線データ伝送技術 
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   -（地中無線モニタリング装置のための）長期電源の開発 

      ‐新規センサの開発 

   ‐地球物理学的手法によるモニタリング技術の開発 

   ‐モニタリング機器の信頼性、品質の評価 

・実証と実装（作業パッケージ 4（WP4））：操業時のモニタリング実施に関する知

見の拡充と、最新モニタリング機器及び新技術の性能の実規模、実環境での実証 

・社会的関心とステークホルダの関与（作業パッケージ 5（WP5））：公衆の関心と

社会的期待の、処分場モニタリング計画への統合方法の開発と評価 

 

 

図 2.2-15 MoDeRn2020 の各ワークパッケージの関係4) 

（2.2.17の参考文献4)に一部加筆） 
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5) MoDeRn2020への参加機関 

28 機関（表 2.2-24 参照）が参加しており、うち実施主体 8、研究機関 7、大学 8、

規制支援研究機関 1 等で構成されている。MoDeRn プロジェクト参加機関のうちサン

ディア国立研究所（米国）を除く 17 機関が継続して参加している。 

また、今回新たに参加する機関には規制支援研究を行う機関として放射線防護・原

子力安全研究所（IRSN）（フランス）、新技術・エネルギー・環境庁（ENEA）（イタ

リア）が含まれている。特に、フランスについては処分実施主体、廃棄物発生事業者、

規制支援研究機関が本共同研究に参加している。 

なお、規制支援研究機関である IRSN は自身の 2014 年の年次報告書5)の中で、

MoDeRn2020 を含む欧州規模の共同研究プログラムへの参加理由として下記を挙げて

いる。 

・ANDRA による地層処分プロジェクト（Cigeo）の進展に伴い、新たな科学的、技

術的課題の地下深部での研究が必要とされる。特に操業段階と可逆性の確保に関

する課題である。 

・この段階では、処分場の挙動に関し、鍵となるパラメータのモニタリングが必要

とされる。例としては、掘削影響領域の進展や、処分セル内の温度と地球化学的

状態が挙げられる。 

・IRSN は、ANDRA により実施されるモニタリング・プログラムの独立した検証の

ため、モニタリングに用いられる可能性のある、新規の低消費電力型のセンサや、

地中無線通信技術等の新技術と、これらの正確さ、頑健さ、耐久性等の性能に関

する知見を得る必要がある。 

 

表 2.2-24 MoDeRn2020 への参加機関 

 機関名 区分 国 MoDeR 参加

1 放 射 性 廃 棄 物 管 理 機 関
（ANDRA）（幹事） 

実施主体 フランス ○（幹事）

2 アレヴァ社 廃棄物発生事業者 フランス  

3 AITEMIN 研究機関 スペイン ○ 

4 チェコ工科大学 大学 チェコ  

5 DBE テクノロジー社 民間企業（DBE 社は実質的
な処分実施主体） 

ドイツ ○ 
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6 フランス電力（EDF） 廃棄物発生事業者 フランス  

7 新技術・エネルギー・環境庁
（ENEA） 

規制支援研究機関 イタリア  

8 放 射 性 廃 棄 物 管 理 公 社
（ENRESA） 

実施主体 スペイン ○ 

9 チューリッヒ工科大学 大学 スイス ○ 

10 EURIDICE 研究機関 ベルギー ○ 

11 Galson Sciences 社 コンサルタント 英国 ○(事務局)

12 放射線防護・原子力安全研究
所（IRSN） 

規制支援研究機関 フランス  

13 放射性廃棄物管理共同組合
（NAGRA） 

実施主体 スイス ○ 

14 Nidia 社 コンサルタント イタリア  

15 NRG 研究機関 オランダ ○ 

16 ベルギー放射性廃棄物・濃縮
核 分 裂 性 物 質 管 理 機 関
（ONDRAF/NIRAS） 

実施主体 ベルギー ○ 

17 ポシヴァ社 実施主体 フィンランド ○ 

18 原子力廃止措置機関（NDA） 実施主体 英国 ○ 

19 原子力環境整備促進・資金管
理センター 

研究機関 日本 ○ 

20 スウェーデン核燃料・廃棄物
管理会社（SKB 社） 

実施主体 スウェーデン ○ 

21 放 射 性 廃 棄 物 処 分 機 関
（RAWRA/SURAO） 

実施主体 チェコ ○ 

22 リベレツ工科大学 大学 チェコ  

23 アントワープ大学 大学 ベルギー ○ 

24 ヨーテボリ大学 大学 スウェーデン ○ 

25 モンス大学 大学 ベルギー  

26 リモージュ大学 大学 フランス  

27 ストラックライド大学 大学 英国  

28 フィンランド技術研究センタ
ー（VTT） 

研究機関 フィンランド  

 

6) 現在の検討状況 

2016 年 1 月現在でプロジェクトのホームページ（http://www.modern2020.eu/）に

て公開されている検討状況として、下記のワークショップの概要を示す。 

 

作業パッケージ 2（WP2）ワークショップ 

日時：2015 年 12 月 1~2 日 

場所：スウェーデン、ストックホルム 
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目的：各国の処分実施主体がモニタリング計画を確立するための固有のアプローチに関す

る情報を照合し、本プロジェクトの枠内で実施する内容を計画すること。 

実施内容： 

・セーフティケースのコンテクストやアプローチが処分場のモニタリング・システムの

設計にどのように影響し得るかについての実例のケーススタディを含む議論。 

・処分場のモニタリング・プログラムに適用される戦略に対し、地域住民によるステー

クホルダの見解がどのように影響するかの理解と把握。 

・異なったモニタリング戦略の識別、及びこれらの長所・短所についての議論。 

・地層処分の段階的実施における意思決定の記述、これらの意思決定に対しどのような

データや情報の提供が必要かを含む、処分場モニタリングの意思決定への寄与の考察。 

・モニタリングに適切であり、実施可能とされたパラメータの予備的リストをスクリー

ニングし、処分場のモニタリング・プログラムに含めるかどうかを識別する手法の記

述、及び異なった手法の長所・短所についての議論。 

・作業パッケージ 3（WP3）（技術開発）へのインプットのための、MoDeRn2020 にお

ける戦略検討の完成前の時点におけるモニタリング技術への期待の識別。 

 

(13) 受動的な制度的管理（文書・マーカ等の記録の管理等） 

 廃棄物指令には(11)に示した以外に関連する規定は存在しない。 

 

(14) その他、特記すべき動向 

 平成 27 年度においては、特段の記載すべき動向はなかった。 
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スウェーデン フィンランド 米国 フランス スイス カナダ

規
制
側
の
関
与

（１）
立
地
選
定
段
階
に
お
け
る

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない（原子力活動法に基
　　づく3年毎の研究開発実証プログラムのSSMによる
　　審査、政府決定）

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

以下の文書における当該項目に関連する変更なし。

・原子力法
・原子力令

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていないが、引き続き調査を行
う。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・1992年エネルギー政策法
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2001年）
　・2015年放射性廃棄物管理法案（連邦議会で検討
　　中）

規制当局は、ANDRA のサイト選定活動の要所におい
て規制当局の多様な位置づけによる関与実績を有する
が、規定する法的文書は存在しない。

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・原子力法（2003年）
　・特別計画「地層処分場」（2008年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)
　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一般
　　勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更なし

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていないが、引き続き調査を行
う。

　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」　（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・1992年エネルギー政策法
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）

ここで対象となる法令は以下が考えられる。下記法令
の改廃は確認されていない。

参照法令
　・安全基本規則RFSⅠ.2　（1984）
　・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件　指針の解説書（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）

と
B
A
T

(3)
処
分
場
の
最
適
化

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境法典(SFS 1998:808)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)
　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一般
　　勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

最適化、BATに係る法令は見当たらないが、参考として
下記の法令の内容を記載している。現状、下記法令の
改廃は確認されていないが、引き続き調査を行う。

　　・40 CFR part 141「国家基本飲料水規則」（EPA、
　　　1975年）

・原子力安全･情報開示法（2006）の環境法典（2000）へ
の組み込みが行われているが、本項目に関する規定
内容に特段の変更はない。

参照法令
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）
　・原子力安全･情報開示法（2006）
　・環境法典（2000）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件　指針の解説書（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一般
　　勧告」(2008)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更について
変更なし

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていないが、引き続き調査を行
う。

　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放
　　射性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性
　　の承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのた
　　めの環境放射線防護基準」（EPA、2008年）

ここで対象となる法令は以下が考えられる。下記法令
の改廃は確認されていない。

参照法令
　・安全基本規則RFSⅠ.2　（1984）
　・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・「ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件」（2009年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件　指針の解説書（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）
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諸外国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理（概要版：スウェーデン～カナダ）
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一般
　　勧告」(2008年)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

発生確率の低い事象としていた定義について、稀頻度
事象と変更。
稀頻度事象については被ばく影響、発生確率について
は評価を求めていることについては従来通りであるが、
期待値を算出して線量基準と比較する記述については
削除されている
なお、線量基準は以前の一般安全規則（政令）から原
子力令（第22条）へ移動。STUK規則には基準は記載さ
れていない

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、10
CFR Part 61以外は、下記法令の改廃は確認されてい
ない。

　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・連邦官報（前文）：40 CFR Part 197（規則案）、ネバ
　　ダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基
　　準（EPA、1999年8月27日）
　・連邦官報（前文）：40 CFR Part 197、ネバダ州
　　ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準
　　（EPA, 2001年6月13日）
　・連邦官報（前文）：40 CFR Part 197、ネバダ州
　　ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準
　　（EPA, 2008年10月15日）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層
　　処分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・10 CFR Part 61「放射性廃棄物の陸地処分のため
　　の許認可要件」（NRC、1982年）

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・安全基本規則（RFS）Ⅰ.2　（1984）
　・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一
　　般勧告」(2008年)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)

※SSMFS2008:1「原子力施設の安全性に関する放射線
安全機関の規則」(2014年改正、スウェーデン語版の
み)があったが、緊急時対策に関する重複条項の削除
のみであり、調査事項との関連はないことを確認した。

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていないが、引き続き調査を行
う。

　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」　　（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・安全基本規則（RFS）Ⅰ.2　（1984）
　・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）
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H26年度報告書取りまとめ以降、SSMFS2008:1「原子力
施設の安全性に関わる放射線安全機関規則」の2014
年改正（スウェーデン語版のみ公表）があったが、緊急
時対策に関する重複条項の削除のみであり、調査事項
との関連はないことを確認した。
　・SSMFS 2008:1「原子力施設の安全性に関する放射
　　線安全機関の規則／一般勧告」（2011年）
　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一般
　　勧告」(2008年)
　・原子力活動法(SFS 1984:3)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

処分システムに何らかの変更が加えられる場合に事前
に　セーフティケースの更新の必要性に関して評価が
追加

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）

・原子力安全･情報開示法の内容が編纂された環境法
典の条項及び原子力基本施設（INB）及びINB等デクレ
において、放射性廃棄物処分施設に関する許認可段
階を規定し、各段階で申請者が提出すべき一式書類や
情報を定めている。操業終了とその後の監視段階への
移行に関して、原子力安全・情報開示法により許可の
対象とされていたが、関係条項の環境法典への編纂
後、2015年8月の改正により、原子力安全に関する主
務大臣及び原子力安全機関への停止に関する事前の
届け出、原子力安全に関する主務大臣への廃止措置
計画に関する文書提出の後、廃止措置の条件を定め
るデクレ発給という手順に変更された。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・環境法典（2000）
　・INB等デクレ（2007）

法令・規制文書などに特段の変更なし。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性廃
　　棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・原子力活動法(SFS 1984:3)
　・環境法典(SFS1998:808)

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・STUKの設置法令

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・1992年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収
　　用法
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）

・原子力安全･情報開示法（2006）の環境法典への組み
込みが行われているが、本項目に関する規定内容に特
段の変更はない。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・環境法典（2000）
　・INB等デクレ（2007）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）
　・特別計画「地層処分場」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・2012 年カナダ環境アセスメント法（S.C.2012,
　　c.19,s.52）

カナダ原子力安全委員会（CNSC）がREGDOC-2.9.1「環
境防護の方針、プログラム、手続き」を策定しており、環
境マネジメントシステム（EMS）に関する国際規格ISO
14000シリーズの適用を求めるもの。

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）REGDOC-2.9.1
　　Environmental Protection: Environmental
　　Protection Policies, Programs and Procedures
　　 (September 2013)
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・原子力活動法(SFS 1984:3)
　・SSMFS 2008:1「原子力施設の安全性に関する放射
　　線安全機関の規則／一般勧告」（2011年）
　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一
　　般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、1981年）
　・1992年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収
　　用法
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線
　　防護基準」（EPA、1994年）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 50「発電及び発電施設の国内認可」
　　（NRC、1956年）

・原子力安全･情報開示法の内容が編纂された環境法
典の条項及び原子力基本施設（INB）及びINB等デクレ
において、放射性廃棄物処分施設に関する許認可段
階を規定し、各段階で申請者が提出すべき一式書類や
情報を定めている。操業終了とその後の監視段階への
移行に関して、原子力安全・情報開示法により許可の
対象とされていたが、関係条項の環境法典への編纂
後、2015年8月の改正により、原子力安全に関する主
務大臣及び原子力安全機関への停止に関する事前の
届け出、原子力安全に関する主務大臣への廃止措置
計画に関する文書提出の後、廃止措置の条件を定め
るデクレ発給という手順に変更された。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・環境法典（2000）
　・INB等デクレ（2007）

地層処分場設置許可に伴う規制機関による申請の評
価は、設置許可申請自体が2017年-2018年に遅延した
ため、それに付随して行われると考えられる。

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書では、「段階的意思決定」の一部として
定期安全レビューに着目していた。カナダの場合、サイ
ト準備、建設、操業、廃止措置、（ライセンス）の放棄、
の各段階で許認可申請が行われるが、操業期間中の
定期安全レビューに限定した場合には、該当規制文書
がない格好となる。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一
　　般勧告」(2008年)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更なし（可逆
性・回収可能性に関する記述無し）

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、 1981年）
　・1992年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収
　　用法
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線
　　防護基準」（EPA、1994）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）

本項目に関係する法令は以下の通り。

　・放射性廃棄物等管理計画法（2006）
　・2006年法修正法案（提出段階）
　
可逆性及び回収可能性に関する法律は、地層処分場
の設置許可申請後に新法により規定されることとなって
いる。当初の設置許可申請が2015年より2017年-2018
年に延長したため、新法制定についても当初の予定よ
り延期される模様である。

なお、2015年11月に、設置許可申請と可逆性に触れた
修正法案が提出されたが、現在のところ法律の制定に
は至っていない。

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・原子力法（2003年）
　・原子力令（2004年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性
　　廃棄物管理の長期安全性の評価」（2006年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし
　
　・SSMFS 2008:21「核物質及び原子力廃棄物の処分
　　の安全性に関する放射線安全機関の規則／一
　　般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、 1981年）
　・1992年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収
　　用法
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線
　　防護基準」（EPA、1994）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・1992年エネルギー政策法
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）

・改訂状況を確認中。
・原子力安全･情報開示法（2006）の環境法典への組み
込みが行われているが、放射性廃棄物処分に関する
規定内容に特段の変更はない模様。詳細は調査中。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・INB等デクレ（2007）
　・環境法典
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）
 ・安全基本規則RFSⅠ.2（1984）
 ・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・原子力法（2003年）
　・特別計画「地層処分場」（2008年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性
　　廃棄物管理の長期安全性の評価」（2006 年）
　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-219「許認可
　　事業の廃止措置計画」（2000年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境法典(SFS1998:808)
　・SSMFS 2008:23「特定の原子力施設からの放射性
　　物質の放出に対する人間の健康と環境の保護に
　　関する放射線安全機関の規則」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・1982年放射性廃棄物政策法
　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、 1981年）
　・1992年廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収
　　用法
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・1992年エネルギー政策法
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）

・ここで対象となる法令は以下が考えられる。原子力安
全･情報開示法（2006）の環境法典への組み込みが行
われているが、本項目に関する規定内容に特段の変更
はない。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・INB等デクレ（2007）
　・環境法典（2000）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）
 ・安全基本規則RFSⅠ.2（1984）
 ・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・原子力法（2003年）
　・原子力令（2004年）
　・廃止措置・廃棄物管理基金令（2007年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性
　　廃棄物管理の長期安全性の評価」（2006 年）
　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-219「許認可
　　事業の廃止措置計画」（2000年）
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・SSMFS 2008:38「原子力施設における文書保存に
　　関する放射線安全機関の規則」(2008年)
　・SSMFS 2008:37「使用済燃料及び原子力廃棄物の
　　最終管理における人間の健康と環境の保護に関す
　　る放射線安全機関の規則／一般勧告」(2008年)

原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

上記の規制文書改訂による当該項目の変更無し

ここで対象となる法令は以下が考えられる。現状、下記
法令の改廃は確認されていない。

　・10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射
　　性廃棄物の処分」（NRC、 1981年）
　・40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル及びTRU
　　放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射
　　線防護基準」（EPA、1994）
　・40 CFR Part 194「廃棄物隔離パイロットプラント
　　（WIPP）の40 CFR Part 191処分規則との適合性の
　　承認基準」（EPA、1996年）
　・40 CFR Part 197「ネバダ州ユッカマウンテンのため
　　の環境放射線防護基準」（EPA、2008年）
　・10 CFR Part 63「ネバダ州ユッカマウンテン地層処
　　分場での高レベル放射性廃棄物の処分」（NRC、
　　2009年）

・ここで対象となる法令は以下が考えられる。原子力安
全･情報開示法（2006）の環境法典への組み込みが行
われているが、本項目に関する規定内容に特段の変更
はない。

　・原子力安全・情報開示法（2006）
　・INB等デクレ（2007）
　・環境法典（2000）
　・深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する
　　安全指針（2008）
 ・安全基本規則RFSⅠ.2（1984）
 ・長寿命低レベル放射性廃棄物処分のサイト調査に
　　関する安全性の一般方針（2008）

法令・規制文書等に特段の変更は見られない。

　・原子力法（2003年）
　・ENSI-G03　地層処分場の設計原則とセーフティ
　　ケースに関する要件（2009年）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-320「放射性
　　廃棄物管理の長期安全性の評価」（2006 年）
　・カナダ原子力安全委員会（CNSC）G-219「許認可
　　事業の廃止措置計画」（2000年）

SFRの許可申請審査の動向を記載 原子力法、原子力令が2016年1月1日に改正施行
STUKが新しい安全規則を策定し、2016年1月1日に施
行

詳細は1.2節や2.2節の各項目中に記述

2014年2月に発生したニューメキシコ州のカールスバッ
ド近郊の廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）での火
災事故、放射線事象について、操業再開に向けた作業
等の状況を調査して記載した。

処分場の操業時における異常事例に関連した最新動
向として、ビュール地下研究所にて2016年1月26日に発
生した事故について記載した。なお、本事故は放射性
廃棄物による放射線事象ではない。

特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R1：合意に基
　　づくプロセス」、「要件R1：合意に基づくプロセス」
　・エネルギー・気候変動省（DECC）「地層処分の実施
　　－高レベル放射性廃棄物等の長期管理に向けた
　　枠組み」（2014）の「役割及び責任」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続を
　　定める法律（2013）
　・連邦鉱山法（1980）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・原子力法
　・原子力安全審議会（CSN）設置法

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

特に明確な規定はないが、実施主体と規制機関に関す
る短い説明を記載。

低中レベル放射性廃棄物処分場の立地選定に関して、
以下の法令の規定内容を記載。
　
　　　・原子力法

放射性廃棄物の保存・処理・処分施設及びその付属施
設（以下、「廃棄施設等」という）を建設・運営しようとす
る者は、大統領令で定めるところにより教育科学技術
部長官の許可を受けなければならない。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「7.2 一般的なガイ
　　ダンス」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）
　・放射性廃棄物の最終処分の長期安全評価の時間
　　的枠組み(1988)

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・評価期間について規定した法令等はない。
　・エルカブリル処分場の閉鎖後、サイト開放までの
　　期間（300年）の考え方を報告。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

以下の法令・指針に基づいて記載。
　・「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第612号）
   （2011年）
　・「高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト
　　選定」（2013年）

高レベル放射性固体廃棄物とアルファ廃棄物の地層処
分施設は、閉鎖された後、1万年以上の間安全隔離基
準を満たすよう要求。

以下の法令に基づいて記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

評価期間は1,000年を超過する必要はない。しかし、予
測される危険が上記期間以前に最高値に到逹しないと
きは、上記期間以後に環境への放射性核腫の漏出が
急激に増加しないものであり、個人への急性の放射線
による危険が発生しないものであるという妥当性を提示
しなければならない、としている。
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「原則2：最適化」、
　　「要件R8：最適化」
　・環境規制機関（EA）「放射性物質規制」（2009）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・ゴアレーベン予備的安全評価報告書（2013）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・スペイン放射性廃棄物管理公社（ENRESA）に対し
　　てシエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施
　　設の仮操業許可の延長を認める1996年10月8日
　　の省令

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終
　　処分施設の許認可制度に関する王令案」（2010
　　年）の「第5条」

以下の文書に基づいて記載。
　・「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研
　　究開発計画ガイド」（2006年）

リスクの分析と評価、経済分析を行った上でシステム全
体の配置を最適化することを記述。

特段の規定内容はない。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R7：許可期間
　　終了後の人間侵入」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）
　・ゴアレーベン予備的安全評価報告書（概要版）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・エルカブリル処分場の安全評価における人間侵入
　　シナリオの評価について報告。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

以下の指針に基づいて記載。
　・「高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト
　　選定」（2013年）

サイト選定に当たって、サイト及びその付近における現
在及び将来の人間活動を考慮し、天然資源の存在に
ついても考慮するよう規定

以下の基準に基づき記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

処分施設の制度的管理期間以後における人間侵入に
よる放射線の影響は、一般人に対する線量限度以下
に制限されなければならないことを規定。

・
代
替
指
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と
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(5)
長
期
に
わ
た
る
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量
・
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ク
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準

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R5：許可期間
　　中の線量拘束値」、「要件R6：許可期間終了後の
　　リスクガイダンス・レベル」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・安全基準等を規定する規則などは存在しない。
　・エルカブリル処分場の安全評価で用いられたCSN
　　が決定した基準を報告。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第13条」

以下の法令に基づいて記載。
　・「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第612号）
　　（2011年）

1万年以上の間安全隔離基準を満たすことを要求して
いるが、具体的な基準については定められていない。

以下の法令に基づいて記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

第１０条（安全評価）
決定集団の個人に及ぼす年間線量は個人有効線量値
で評価し、年間リスクは個人有効線量分布の算術平均
値で評価する。確率的分析の場合、被ばくシナリオの
発生確率とシーベルト当り5.0×10-2のリスク換算因子
を適用する。
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R6：許可期間
　　終了後のリスクガイダンス・レベル」、「7.3 補足的
　　な検討事項」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）
　・ゴアレーベン予備的安全評価報告書（概要版）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・規則等で不確実性の扱いに関する規定は存在しな
　　い。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第5条」

以下の文書に基づいて記載。
　・「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究
　　開発計画ガイド」（2006年）

不確実性分析の方法についての研究を2020年までの
目標としており、2021年以降も研究成果を上げることを
目標としている。

以下の基準に基づき記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

第１２条（不確実性評価）安全評価の結果、個人有効線
量値に大きく影響を及ぼす主要シナリオに対しては、不
確実性評価を行わなければならない。個人リスク計算
の結果、全体リスクに大きく影響を及ぼす主要な被ばく
シナリオに対しては、不確実性評価を行わなければな
らない。
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R3：環境セー
　　フティケース」、「7.2 一般的なガイダンス」
　・エネルギー・気候変動省（DECC）「地層処分の実施
　　－高レベル放射性廃棄物等の長期管理に向けた
　　枠組み」（2014）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・規則等で不確実性の扱いに関する規定は存在しな
　　い。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第5条」、「第6条」、「第7条」

特段記載する内容はない。 以下の法令に基づいて記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

安全評価結果の信頼度を高めるために、安全評価の
全段階に亘る品質保証原則及び関連細部手続きを定
めて適用しなければならないことが規定されている。
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諸外国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理（概要版：英国～韓国）
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R2：受け入れ
　　側の地域社会及びその他との対話」
　・エネルギー・気候変動省（DECC）「地層処分の実施
　　－高レベル放射性廃棄物等の長期管理に向けた
　　枠組み」（2014）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・発熱性放射性廃棄物処分場のサイト選定手続を定
　　める法律（2013）
　・原子力法(1959)
　・環境適合性審査法(1990)

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・「原子力施設および放射線利用施設に関する
　　規制1836/1999」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第9条」

以下の法令に基づいて記載。
　・「中華人民共和国環境影響評価法」（2002年）
　・高レベル放射性廃棄物地層処分施設のサイト選定
　　（2013年）

環境影響評価法では、事業者が建設プロジェクトの環
境影響報告書の申請前に、論証会、公聴会を実施する
か、他の方法により関係機関、専門家及び公衆の意見
を聴取することを規定。高レベル放射性廃棄物地層処
分施設のサイト選定では、公衆やステークホルダーか
らの意見募集等に関する三つの点を規定。

以下の法律に基づき記載。

　　・放射性廃棄物管理法

専門家、利害関係者の意見を取りまとめる「公論化委
員会」について記載。
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H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R1：合意に基
　　づくプロセス」、「5.6 施設の操業期間中及びその
　　後の期間における許可」

定期安全評価に関する規定が新たに原子力法にも規
定されたためその旨記述。
　
  ・原子力法(1959)
　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・シエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施設
　　の操業許可を付与する2001年10月5日の省令

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）

特段記載する内容はない。 放射性廃棄物処分場の段階的な許認可に関しては、
原子力法に規定される建設・運営に関する許可のほか
に、原子力安全法施行令において処分の実施に関す
る検査が規定されている。
また、定期的な安全レビューに関連して、原子力安全
委員会による１年ごとの定期検査が原子力法、原子力
法施行令、原子力安全法施行規則において規定されて
いる。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「3.6 モニタリング及
　　び回収可能性」
　・放射性廃棄物管理委員会（CoRWM）「高レベル放
　　射性廃棄物等の地層処分」（2009）の「勧告4」、
　　「回収可能性」
　・エネルギー・気候変動省（DECC）「地層処分の実施
　　－高レベル放射性廃棄物等の長期管理に向けた
　　枠組み」（2014）

高レベル放射性廃棄物処分委員会における検討状況
について情報を追加。

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）
　・ゴアレーベン予備的安全評価報告書（概要版）
　　（2013）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・スペイン放射性廃棄物管理公社（ENRESA）に対し
　　てシエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施
　　設の仮操業許可の延長を認める1996年10月8日
　　の省令

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第1条」

以下の文書に基づいて記載。
　・「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究
　　開発計画ガイド」（2006年）

2041年以降に回収可能性と可逆性の技術を研究する
との記述。

特段記載する内容はない。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R1：合意に基
　　づくプロセス」、「要件R5：許可期間中の線量拘束
　　値」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・「使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任
　　ある管理のための2月21日の王令102/2014」
　・原子力施設および放射線利用施設に関する
　　規制1836/1999」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

以下の法令に基づいて記載。
　・「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第612号）
　　（2011年）

事業者は承認された安全監督保護計画に従い、閉鎖さ
れた処分施設について安全監督保護を実施することを
規定。

以下の基準に基づき記載。

　　・中・低レベル放射性廃棄物処分施設に関する
　　　放射線危害防止基準

第８条（制度的管理期間）
処分施設の閉鎖後、長期的安全性を阻害し得る環境
の変化に備え、必要時に適切な管理期間を設定し、放
射能の漏出を防止するための処分施設の補修、管理
活動及び環境監視等を行わなければならない。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R5：許可期
　　間中の線量拘束値」、「要件R14：モニタリング」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・「使用済燃料および放射性廃棄物の安全で責任
　　ある管理のための2月21日の王令102/2014」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦原子力管理庁（FANC）「放射性廃棄物最終処
　　分施設の許認可制度に関する王令案」（2010年）の
　　「第5条」

以下の法令に基づいて記載。
　・「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第612号）
　　（2011年）

閉鎖後に関する能動的な制度的管理については、法
令・規則における規定はない。操業中の処分施設に対
し、安全検査を実施し、放射線測定を要求。

特段の報告事項はない。

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・環境規制機関（EA）等「地層処分施設の許可要件
　　に関するガイダンス」（2009）の「要件R1：合意に
　　基づくプロセス」、「要件R4：環境安全文化とマネ
　　ジメントシステム」、「要件R5：許可期間中の線量
　　拘束値」、「要件R7：許可期間終了後の人間侵入
　　」、「要件R8：最適化」、「7.2 一般的なガイダンス」

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）「発熱性
　　放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件」
　　（2010）
　・鉱山における放射性廃棄物の最終処分のための安
　　全基準（1983）

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・スペイン放射性廃棄物管理公社（ENRESA）に対し
　　てシエラ・アルバラナ固体放射性廃棄物貯蔵核施
　　設の仮操業許可の延長を認める1996年10月8日
　　の省令

H26年度報告書取りまとめ以降の規制文書の変更なし

　・該当する法規制文書等はない

以下の法令に基づいて記載。
　・「放射性廃棄物安全管理条例」（国務院令第612号）
　　（2011年）

事業者に、放射性固体廃棄物処分状況記録データを
構築し、永久保存するよう要求。区間を画定して永久標
識を設置することを要求。

特段の報告事項はない。

2015年8月に持続可能性評価の実施内容案を示した協
議文書を公表。
2015年9月に規制機関（ONR及びEA）が実施主体であ
るRWMの活動に対するレビュー報告書を公表。

特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。
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昨年度からの変更はない。
以下の報告書に記載されているサイト選定への効果的
な規制機関の関与などについて記載。

 　 ・放射性廃棄物管理における規制機関の役割と
      イメージの変化： 20年間の推移」（2012年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、規制側の関
与の考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」を対象として調査したが、具
体的な規制側の関与に係る記述はない。

報告事項なし。

昨年度からの変更はない。
以下の報告書での評価機関の考え方に関連した内容を
記載。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、評価期間の
考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」においては、地層処分の安
全評価に係る評価期間についての具体的な期間の示
唆はされていない。
ICRP Publication 103「国際放射線防護委員会の2007年
勧告」での潜在的被ばくでの考慮としての考え方をまと
めた。

報告事項なし。
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(3)
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昨年度からの変更はない。
以下の報告書における、定性的な概念である最善の利
用可能技術（BAT）、最適化などが求められる傾向にあ
るとの記述について報告。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、最適化及び
BATの考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」の「4.8　防護の最適化と利用
可能な最善の技術（BAT）」での最適化、利用可能な最
善の技術（BAT）の考え方をまとめた。

報告事項なし。

昨年度からの変更はない。
以下の報告書における、安全評価における人間活動の
影響評価の考え方に関する記述を報告。

　　・放射性廃棄物処分場の安全評価、処分サイト
　　　における将来の人間の行為」（1995)

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、安全評価で
の人間活動の影響の評価の考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」での人間侵入シナリオの取り
扱い、基準線量などの適用性に関する記述を取りまとめ
た。

報告事項なし。
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昨年度からの変更はない。
以下の報告書での評価基準に関する考え方などを報
告。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）
　　・放射性廃棄物地層処分施設の安全評価の方法
　　　（2012）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、線量・リスク
の適用性、補完的指標の使用などの考え方をまとめ
た。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」での基準線量などの適用に
関する記述を取りまとめた。

報告事項なし。
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に

昨年度からの変更はない。
以下の報告書での評価基準に関する考え方などを報
告。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）
　　・放射性廃棄物地層処分施設の安全評価の方法
　　　（2012）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、セーフティ
ケース、安全評価で不確実性への考慮の考え方をまと
めた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」（2013年）においては、不確
実性自体の取扱いに関する記述・勧告は見られない。

報告事項なし。
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昨年度からの変更はない。
以下の報告書における、セーフティケース検討時の考慮
事項について記載。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、セーフティ
ケースの内容の他、規制機関の責任として、セーフティ
ケースの内容に関する要件を規則、ガイダンスで策定す
ることなどの考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」でのセーフティケースに関す
る記述をまとめた。

昨年度からの変更はない。
廃棄物指令の「第7条　許認可の保有者」に基づき、許
可保有者が実施すべき安全性評価についての規定内
容を報告。
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諸外国における安全規制等に係る最新情報の調査・整理（概要版：国際機関等）
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昨年度からの変更はない。
以下の報告書での社会とのコミュニケ―ションに関連し
た内容を記載。

　　・放射性廃棄物の地層処分でのタイムスケールの
　　　考慮（2009）
　　・放射性廃棄物管理における規制機関の役割とイ
　　　メージの変化： 20年間の推移（2012年）
　　・放射性廃棄物の地層処分：国の取り組みと地元
　　　及び地域の関与（2012年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、「利害関係
者」（interested parties）との関わり、利害関係者の参加
のためのプロセス、セーフティケースにおける利害関係
者との関係などの考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」でのステークホルダーとのコ
ミュニケーションに関する考え方をまとめた。

昨年度からの変更はない。
廃棄物指令の第10条に基づきでの記述に基づき、一般
公衆等への情報提供に関する規定内容を報告。
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OECD/NEAの報告書等においてPSRに関する内容は確
認できていない。
参考として、以下の報告書に基づき、昨年度報告した段
階的な意思決定に関する内容を報告。

　　・長期的な放射性廃棄物管理に関する意思決定の
　　　段階的なアプローチ（2004年）
　　・高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処
　　　分に関する可逆性及び回収可能性（R&R）
　　　（2010年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、「段階的アプ
ローチ」（step by step approach）または「段階的プロセ
ス」（step by step process）について、段階的な意思決
定、定期レビューなどの考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」でのセーフティケースの定期
的なレビューの記述内容を記した。

廃棄物指令の第7条に基づき、安全性の定期的な評価・
検証、改善についての規定を報告。

昨年度からの変更はない。
以下の報告書に基づき、可逆性及び回収可能性の現
状、考え方を報告。

　　・高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処
　　　分に関する可逆性及び回収可能性（R&R）
　　　（2010年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、可逆性、回
収可能性、廃棄物の回収についての考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」での可逆性と回収可能性に
おける安全性の考慮について記した。

昨年度からの変更はない。
以下の報告書に基づき、回収可能性にかかわる問題に
ついて記述内容を報告。

　　・地層処分場における長寿命放射性廃棄物の回収
　　　可能性に関する協調行動 (EUR19145)（2000年）

昨年度からの変更はない。
以下の報告書に基づき、制度的管理の変更・終了のた
めの手順が満たすべき条件について報告。

　　・高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処
　　　分に関する可逆性及び回収可能性（R&R）
　　　（2010年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、制度的管理
の方法、主体、終了の判断についての考え方をまとめ
た。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」

報告事項なし。 廃棄物指令の規定について一部昨年度報告内容に追
加。第5条、12条における閉鎖後段階の計画などの策定
に関する内容を報告。

昨年度未報告であった以下の報告書に基づき、モニタリ
ングの考え方などについて報告。

　　・地層処分施設のモニタリング-技術及び社会的側
　　　面（2014年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、能動的な制
度的管理であるモニタリング、サーベイランスについて
の考え方をまとめた。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」（記載なし）
　・特定安全指針No. SSG-31「放射性廃棄物処分施
　　設のモニタリング及びサーベイランス」

報告事項なし。 以下の報告書に基づき、モニタリングの原則、考え方な
どについて報告。
MoDeRnプロジェクトの概要を追加。

　　・放射性廃棄物の地層処分に向けた段階的アプ
　　　ローチにおけるモニタリングの役割に関するテ
　　　ーマ別ネットワーク(EUR21025)（2004年）

世代を超えた記録、知識及び記憶の保存（RK&M）プロ
ジェクトの内容を追加。また、以下の報告書をもとに、記
録の管理等に関する考え方を報告。

　　・高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の深層処
　　　分に関する可逆性及び回収可能性（R&R）
　　　（2010年）

以下のIAEAの安全基準文書を対象として、受動的な制
度的管理である記録の保存についての考え方をまとめ
た。

　・特定安全要件No. SSR-5「放射性廃棄物の処分」
　・特定安全指針No. SSG-14「放射性廃棄物の地層
　　処分施設」
　・特定安全指針No. SSG-23「放射性廃棄物処分の
　　セーフティケースと安全評価」（記載なし）

ICRP Publication 122「長寿命放射性固体廃棄物の地層
処分における放射線防護」での受動的な制度的管理の
記述の概要を記した。

報告事項なし。

特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。 特段の報告事項はない。
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第3章 放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研

究支援機関及び中立的研究機関の取扱いに関する考

え方の整理 
 

 本章では、諸外国における放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関及び

中立的研究機関の取扱いに関する考え方の整理を目的として、以下の国について、規制研究に関

する考え方（規制研究の定義、規制として実施すべき研究項目とその理由等）について調査した。 

 ・スウェーデン、フィンランド、米国、フランス、スイス 

 また、規制研究支援機関を利用している国及び大学や各国地質調査所等の研究機関を利用して

いる国を数か国程度抽出し、それらの国における規制研究支援機関設置の経緯、規制研究支援機

関及び中立研究機関の実施範囲、実施主体に対する支援研究の独立性を保証するための処置、そ

の他特記すべき事項を取りまとめた。調査国の抽出に当たっては、調査実施前に把握していた、

各国の規制研究支援機関の活用状況、活用している規制研究支援機関の性格・位置付け等を考慮

に入れた。 

調査対象とした、規制研究支援機関は以下のとおりである。 

●原子力分野の規制研究支援機関を活用している例 

  フランス：放射線防護・原子力安全研究所（IRSN） 

●放射性廃棄物分野の規制研究支援機関を活用している例 

  米国：放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA） 

●専属の規制研究支援機関を持たず、アドホックに外部人材を活用している例 

  スウェーデン：INSITE（サイト調査活動を追跡・評価する独立グループ） 

●中立的な研究機関を活用している例 

  スイス： パウル・シェラー研究所（PSI）   

なお、本調査におけるその他の対象国についても規制研究の定義、考え方、規制研究支援機関

の活用状況等、公開情報に基づき調査を行った。さらに、規制機関や規制研究支援機関が参加し

ている、以下の国際プロジェクトについても、その概要を取りまとめた。 

 SITEX（Sustainable network of Independent Technical EXpertise for radioactive 

waste Disposal） 

 DECOVALEX（DEvelopment of COupled models and their VALidation against 

EXperiments） 
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3.1 スウェーデンの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支

援機関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.1.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) 「規制研究」の定義に関して 

 スウェーデンにおける原子力施設の規制当局は、放射線安全機関（SSM）である。SSM

は、環境省傘下の中央行政執行機関であり、原子力活動法及び放射線防護法に基づき、使

用済燃料及び原子力廃棄物の管理を監督する権限が付与されている。スウェーデンの行政

執行機関の任務は政令によって政府から指示する形で定められており、SSM の場合には

「SSM に対する指示政令」（SFS 2008:452）により、電離放射線及び非電離放射線の有害

な影響からの人及び環境の保護、原子力活動並びにその他の放射線を伴う活動における核

物質防護を含む原子力安全に関する問題、不拡散に関する問題を所管する行政機関である

と定められている。 

 SSM が行う研究に関連して、同指示政令において SSM には「知識を構築し普及させる

任務」が明示的に与えられている。該当条文を以下に示す。 

〔SFS 2008:452 放射線安全機関に対する指示政令〕 

知識を構築し普及させる任務 

第 6 条 

 放射線安全機関は、同機関の活動分野において、スウェーデンが備える現在及び将

来に必要な専門能力〔competence〕の向上に寄与しなければならない。この目的のた

めに、同機関は、国内でも国際的にも調査や研究を主導〔take initiatives for research 

and dtudies〕し、状況分析やシナリオ解析、開発作業を実行しなければならない。 

 さらに同機関は、計算及び測定を実施し、並びに放射線防護分野における判断のた

めの資料を収集し、将来の問題を予見し、対応できるよう、専門能力を維持しなけれ

ばならない。 

 SSM に対する指示政令には、条文全体を通じて「規制研究」に相当する用語は含まれて

いない。行政機関としての SSM は、原子力安全及び放射線安全に関して、スウェーデンの

専門能力（national competence. ISO 9001 の品質マネジメント規格では「力量」と訳され

る）の向上に貢献する役割を担うことになっており、必要となる調査・研究を主導するよ

う政府から指示を受けている。上記で引用した条文を文字通りに解釈すると、SSM 自身が
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調査・研究を行う必要は必ずしもないが、SSM は「状況分析やシナリオ解析」のほか、調

査・研究の「開発作業」を実行しなければならないことになっている。しかし当然のこと

ながら、「スウェーデンの専門能力」のうちには、スウェーデンの規制機関である SSM が

備える必要がある部分がある。これに関しては、指示政令第 6 条第 2 項で述べられており、

SSM は「将来の問題を予見し、対応できるよう、専門能力を維持しなければならない」と

規定されている。 

 

(2) 規制機関が行う「研究」に関連活動の財源 

 放射線安全機関（SSM）は、職員数約 300 名、年間予算は約 5 億スウェーデンクローネ

（約 70 億円，1SEK=14 円で換算）の規模である。SSM は、放射線防護及び原子力安全に

とって重要な専門能力の維持・開発、規制活動及び監督活動に必要となる知識・ツールを

確保するために、平均して年間 8,000 万クローネ（約 11.2 億円）を研究に割り当てている。 

 上記の研究予算額は、国家の予算として政府が SSM に割り当てる額の枠内で実行される

研究関連活動に関わるものである。放射性廃棄物処分に関係する研究に関しては、資金確

保法（SFS 2008:647）において、原子力廃棄物の安全な処分のために事業者が行う措置を

審査するために必要な研究に係る国の費用は、原子力廃棄物基金で賄うことになっている。

そうした研究として（国の機関である）SSM が行う研究の財源は、原子力廃棄物料金でカ

バーされることになる。なお、原子力廃棄物料金（1kW あたりの単価）は、SKB 社の処分

費用の見積額に対して、SSM が行う研究、情報提供等に係る費用を上乗せして SSM が政

府に提案するが、最終的には政府が決定するものである。このため、SSM は、原子力廃棄

物基金から SSM が使用する研究費を自由に捻出できるわけではない。原子力廃棄物基金の

年次報告書によれば、2014 年度における原子力廃棄物基金から SSM への支払額は約 4,500

万 SEK（約 6.3 億円）であったが、この中の一部には SSM が行う研究の費用も含まれてい

ることになる。 

 

(3) 規制機関が行う「研究」の実施側面 

 SSM が行う研究関連の活動には、大きく二種類―①「スウェーデンの専門能力」の向上

に寄与するために行われる研究プロジェクト、②SSM が意思決定や検討を行う際の根拠を

なる新たな知見を得ることを目的として実施する研究プロジェクト―がある。SSM は組織
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内部に研究スタッフを抱えていないため、いずれの研究プロジェクトの実施も国内外の専

門家に頼っている。 

 SSM は、自身の年次活動報告書において、SSM が資金提供する研究の領域を以下の 7

つに分類している。放射性廃棄物の処分に関連した領域も一つあるが、処分に限定した形

での研究領域は設定しておらず、原子力施設の廃止措置に焦点があり、それに付随する形

で放射性廃棄物に係わる研究テーマを含めている。SSM 内部には研究部門が存在しないた

め、実用炉に関する規制研究を行う部門と放射性廃棄物に関する規制研究を行う部門が明

確に分かれて存在しているわけではない。 

 人間工学（マン-マシン・システム、組織の問題も含む） 

 原子炉安全 

 構造健全性 

 安全解析 

 廃止措置と廃棄物 

 測定技術 

 放射線防護 

 研究プロジェクトは、委託先との間で複数年にわたって契約するものと、契約年度内で

終了するものがある。2014 年度の新規研究プロジェクトとして、「放射線防護」領域の研究

が 10 件合計 500 万クローネ（7,000 万円）、「廃止措置と廃棄物」領域の研究 2 件合計 100

万クローネ（1,400 万円）を契約している。2014 年度内で終了した案件は 7 領域の合計で

107 件であった。研究領域別の研究プロジェクトの件数内訳を表 3.1-1 に示す。 

 

表 3.1-1 SSM の資金提供による研究プロジェクトの分野と件数（2014 年度に終了したも

の） 

研究領域 件数 

1.人間工学（マン-マシン・組織） 9

2.原子炉安全 20

3.構造健全性 21

4.安全解析 14
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5.廃止措置と廃棄物 8

6.測定技術 6

7.放射線防護 29

合計 107

 SSM が資金提供する研究プロジェクトの一部は、SSM が大学の提供するサービスの顧客

となることで、学術組織に対する研究支援を行うものとなっている。資金提供対象の大学

は 9 つあり、分野別に以下のようになっている。 

・原子力安全分野：王立工科大学、チャルマース工科大学、ウプサラ大学 

・核不拡散分野：チャルマース工科大学、ウプサラ大学 

・人間工学（マンマシン）分野：ストックホルム大学、チャルマース工科大学 

・放射線医療分野：リンショーピン大学、ヨーテボリ大学 

・材料劣化分野：王立工科大学、チャルマース工科大学 

・環境放射線分野：ルンド大学、ヨーテボリ大学、ストックホルム大学、農業科学大学 

・放射線生物学分野：ヨーテボリ大学、ストックホルム大学 

・システム工学：メラーダレン大学 

・核化学：チャルマース工科大学 

・放射性廃棄物最終処分：ストックホルム大学 

 こうした大学への資金提供は、国の放射線安全分野におけるスキル確保につながってい

おり、資金の一部は、多くの場合、博士学位取得者への学資補助の手段としての役割を果

たしている。SSM2014 年次活動報告書では、SSM による資金提供により、大学で 28 名の

職が維持されており、うち 11 名が博士学位保有者であると報告されている。 

 

(4) SSM 年次活動報告書における研究関連活動の自己分析 

 SSM は政府に提出する年次活動報告書において、政令（SFS 2008:452）で指示を受けて

いる「スウェーデンが備える専門能力の向上」に寄与するための研究を主導する役割に関

する活動に関して報告している。2014 年次活動報告書において、SSM は自身の規制領域に

係わる研究の現状に関する簡潔な自己評価結果を政府に報告している。この中で SSM は、

放射性廃棄物分野の研究の必要性を認識しており、特にスウェーデン核燃料・廃棄物管理

会社（SKB 社）以外の資金供与による研究、あるいは SKB 社との関係がない形での研究
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が必要だと考えている－という見解を示している。SSMは 2014年次活動報告書において、

以下のように述べている。 

①原子力安全に関する研究に関して 

 SSM は以前に、この分野のリソースは十分であると評価していた。しかし現在は、状

況は幾分悪化しているという認識であり、その理由の一部は、原子力産業界での研究の

取り組みが減少しているためである。 

 更に、放射性廃棄物分野の研究の必要性を認識しており、特に SKB 社以外の資金供与

による研究、あるいは SKB 社との関係がない形での研究が必要だと考えている。このた

め SSM は、原子力活動に関する許可申請のレビュー、並びにその後の原子力施設に対す

る監督活動を支援する研究プロジェクトを立ち上げる必要がある。 

②放射線安全に関する研究 

 SSM は以前に、この分野のリソースは十分ではないと評価していた。政府の指示によ

り、SSM は放射線安全研究の現状報告を提出するが、現時点で何らかの判断を下すには

時期尚早である。 

③核不拡散に関する研究 

 核不拡散の長期目標を達成する上で、スウェーデン国家にとって核不拡散分野の研究

活動の維持は戦略的に重要だと考えている。核不拡散分野の研究は、現在のところ限定

的なものである。 

 

(5) 研究成果の公表 

 SSM は研究プロジェクトの成果報告書をウェブサイトで公表している。SSM 発行の報告

書は、その種類によらず発行年順の番号が付けられているが、研究報告書の場合は、報告

書番号に「Research」を付記して水色表紙を付けており、識別可能となっている。2010～

2015 年に発行された研究報告書のうち、放射性廃棄物処分との関連性があると見られるも

のを表 3.1-2 にリストアップした。研究報告書は通常スウェーデン語のレポートであるが、

放射性廃棄物関連の研究報告書の場合に限り、ほとんどが英文レポートである。 

 

 また、SSM が使用済燃料処分場の安全審査との関連で、外部委託して実施した研究の成

果物「Technical Note」報告書を表 3.1-3 に示す。Technical Note シリーズは 2012 年から

発行されており、2016 年 2 月現在で 89 件が公表されている（一部未公表）。2012 年当初
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は「Technical Note」も研究報告書の同じ分類（水色表紙）としていたが、2013 年以降は

黄色表紙が付けられた独立報告書シリーズに変っている。 

 

表 3.1-2 SSM 研究報告書シリーズとして公表されている放射性廃棄物処分に関連するも

の 

 研究報告書 発行番号 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

 2015:11 
（2014 年 10 月） 

Investigation of Distribution of Phosphorus in Copper 
 
Mattias Thuvander 
Department of Applied Physics Chalmers University of Technology 
 

 2014:30 
（2014 年 1 月） 

Modelling Approaches to C-14 in Soil-Plant Systems and 
in Aquatic Environments 
 
S. Mobbs1, K. Smith2, M. Thorne3, G. Smith4 
 
1 Eden Nuclear & Environment Ltd. 
2 RadEcol Consulting Ltd. 
3 Mike Thorne & Associates Ltd. 
4 GMS Abingdon Ltd. 
 

 2013:28 
（2013 年 9 月） 

Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste 
repository 
at Forsmark 
Scoping calculations 
 
Georg A. Lindgren1), Clifford Voss2) and Joel Geier3) 
 
1) Swedish Radiation Safety Authority,  
2)US Geological Survey, 
3)Clearwater Hardrock Consulting 
 

 2013:07 
（2012 年 12 月） 

Corrosion of copper in distilled water without molecular 
oxygen and the detection of produced hydrogen 
 
G. Hultquist1, M.J. Graham2, O. Kodra2, S. Moisa2, 
R. Liu3, U. Bexell4 and J.L. Smialek5. 
 
1) Surface and Corrosion Science, Royal Institute of Technology, 
SE-100 44 Stockholm, Sweden.  
2) National Research Council of Canada, Ottawa, Canada KIA 0R6.  
3) Faculty of Science, National University of Singapore, 117551 
Singapore.  
4) Dalarna University SE-791 88 Falun, Sweden.  
5) Nasa Glenn Research Center, Cleveland, OH 44 135, USA 
 

 2012:71 
（2012 年 6 月） 

Identification of Brittle Deformation Zones and 
Weakness Zones 
 
Sven A. Tirén 
Geosigma AB, Uppsala, Sweden 

 2012:11 Issues in the corrosion of copper in a Swedish high level 
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 研究報告書 発行番号 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

（2012 年 3 月） nuclear waste repository 
 
Digby D. Macdonald1, Samin Sharifi-Asl1, George R. Engelhardt2 
and Mirna Urquidi-Macdonald3 
 
1. Center for Electrochemical Science and Technology Department 
of Materials Science and Engineering College of Earth and Mineral 
Sciences, Pennsylvania State University University Park, PA16802 
2. OLI Systems, 108 American Rd. Morris Plains, NJ 07950 
3. Department of Engineering Science and Mechanics, College of 
Engineering Pennsylvania State University University Park, 
PA16802 

 2011:26 
（2011 年 3 月） 

The influence of temperature and fluid pressure on the 
fracture network evolution around deposition holes of a 
KBS-3V concept at Forsmark, Sweden 
 
Tobias Backers and Ove Stephansson 
Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 

 2011:13 
（2011 年 3 月） 

Investigation of Discrete-Fracture Network Conceptual 
Model Uncertainty at Forsmark 
 
Joel Geier, Clearwater Hardrock Consulting 

 2011:12 
（2011 年 2 月） 

Analysis of Barrier Performance: Modelling of Copper 
corrosion scenarios with and without buffer erosion 
 
Steven J. Benbow, Peter C. Robinson and Sarah P. Watson 
Quintessa Limited, Henley-on-Thames, England 

 2011:11 
（2010 年 12 月） 

Handling Interfaces and Time-varying Properties in 
Radionuclide Transport Models 
 
Peter Robinson and Claire Watson 
Quintessa Ltd. UK 

 2011:09 
（2011 年 3 月） 

Is Copper Immune to Corrosion When in Contact with 
Water and Aqueous Solutions? 
 
Digby D. Macdonald and Samin Sharifi-Asl 
Center for Electrochemical Science and Technology 
Department of Materials Science and Engineering 
Pennsylvania State University, USA 

 2011:08 
（2011 年 2 月） 

Workshop on Copper Corrosion and Buffer Erosion 
Stockholm 15-17 September 2010 
 
Peter Robinson, Quintessa, United Kingdom 
Adrian Bath, Intellisci Ltd, United Kingdom 
 

 2011:02 
（2011 年 2 月） 

The Back-End of the Nuclear Fuel Cycle in Sweden 
Considerations for safeguards and data handling 
 
Anni Fritzell, ES-konsult i Solna 
 

 2010:43 
（2011 年 3 月） 

Displacement along extensive deformation zones at the 
two SKB sites: Forsmark and Laxemar 
 
Monica Beckholmen, Sven A Tirén 
Geosigma AB 
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 研究報告書 発行番号 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

 2010:41 
（2010 年 12 月） 

Rock-block confi guration in Uppland and the Ålands-hav 
basin, the regional surroundings of the SKB site in 
Forsmark, Sea and land areas, eastern Sweden 
 
Monica Beckholmen, Sven A Tirén 
Geosigma AB 

 2010:40 
（2010 年 11 月） 

Rock-block characterization on regional to local scales 
for two SKB sites Forsmark – Uppland and Laxemar – 
eastern Småland, south-eastern Sweden 
 
Monica Beckholmen, Sven A Tirén 
Geosigma AB 

 2010:38 
（2010 年 12 月） 

The feasibility of Backfi lling a Repository of Spent Fuel: 
An Assessment of Recent Developments by SKB 
 
David Bennett 
TerraSalus Limited, UK 

 2010:34 
（2010 年 11 月） 

The understanding of the formation of valleys and its 
implication on site characterization 
Moredalen and Pukedalen, south-eastern Sweden 
 
Sven A Tirén, Stefan Wänstedt, Thomas Sträng 
Geosigma AB 

 2010:33 
（2010 年 11 月） 

Lineament interpretation Short review and methodology 
 
Sven A Tirén 
GEOSIGMA AB 

 2010:32 
（2010 年 11 月） 

Fingerprints of zones in boreholes  
An approach to identify the characteristics of structures 
 
Thomas Strang, Stefan Wanstedt, Sven Tiren 
Geosigma AB 
 

 2010:31 
（2010 年 11 月） 

Buffer erosion: An overview of concepts and potential 
safety consequences  
 
Michael J. Apted1, Randy Arthur1, David Bennett2, David 
Savage3,  
Göran Sällfors4 and Håkan Wennerström5 
1. INTERA Incorporated, USA; 
2. TerraSalus Limited, UK; 
3. Savage Earth Associates Limited, UK; 
4. GeoForce AB, Sweden 
5. Dept. of Chemistry, Physical Chemistry Lund University, Sweden  
 

 2010:25 
（2010 年 8 月） 

Modelling Coupled Processes in the Evolution of 
Repository Engineered Barrier Systems using QPAC-EBS. 
 
Philip Maul, Steven Benbow, Alex Bond and Peter Robinson. 
Quintessa Limited, England. 
 

 2010:18 
（2009 年 12 月） 

Radionuclide Transport:  
Preparation During 2009 for the SR-Site Review. 
 
Peter Robinson, Philip Maul and Claire Watson 

Quintessa Ltd. UK 
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 研究報告書 発行番号 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

 2010:17 
（2010 年 6 月） 

Quality Assurance Review of SKB’s Copper Corrosion 
Experiments.  
 
Tamara.D Baldwin and Timothy.W. Hicks 
Galson Sciencies LTD. UK 

 2010:09 
（2010 年 1 月） 

Copper Thermodynamics in the Repository Environment 
up to 130˚C 
 
Hans-Peter Hermansson, Studsvik Nuclear AB, Nyköping, Sweden 

 2010:05 
（2010 年 3 月） 

Discrete-Feature Model Implementation of SDM-Site 
Forsmark 
 
Joel Geier, Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, U.S.A. 

 

表 3.1-3SSM Technical Note シリーズ 

 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

 2015:51 Technical Note 89 
（2015 年 12 月） 

Initial State of Spent Nuclear Fuel 
Main Review Phase 
 
Sophie Grape, Carl Hellesen, Henrik Sjöstrand, 
Mattias Lantz, Staffan Jacobsson Svärd, 
Uppsala University, Uppsala, Sweden 
 

 2015:49 Technical Note 88 
（2015 年 12 月） 

Independent Modelling of Engineered Barrier Evolution 
and Coupled THMC: Canister Corrosion Calculations in 
SR-Site 
 
Steve J. Benbow, Richard Metcalfe, Jenny Burrow 
Quintessa Ltd, Henley-on-Thames, UK 

 2015:48 Technical Note 87 
（2015 年 12 月） 

Supplementary review of SKB’s further RFI response 
Main Review Phase 
 
Richard Kłos 1), Anders Wörman 2) 
1) Aleksandria Sciences Ltd, Sheffield, United Kingdom 
2) KTH, Stockholm, Sweden 

 〔86 未公表〕  
 2015:41 Technical Note 85 

（2015 年 10 月） 
Hydrogeological aspects of future human actions for a 
repository at Forsmark 
 
Joel E. Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, Oregon, U.S.A 

 2015:40 Technical Note 84 
（2015 年 10 月） 

Assessment of flow-related transport parameters used in 
the SR-Site safety case 
 
Joel E. Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, Oregon, U.S.A 
 

 2015:39 Technical Note 83 
（2015 年 9 月） 
〔スウェーデン語〕 

Granskning av KBS-3 avseende nukleär 
kriticitetssäkerhet 
Main Review Phase 
 
Dennis Mennerdahl 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
E Mennerdahl Systems, Täby, Sweden 
 

 〔82 未公表〕  
 2015:30 Technical Note 81 

（2015 年 7 月） 
Rock Mechanics – Assessing the likelihood and extent of 
fracture growth in the KBS-3 repository at Forsmark 
Main Review Phase 
 
Tobias Backers, Tobias Meier, Peter Gipper, Ove Stephansson 
Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 

 2015:29 Technical Note 80 
（2015 年 7 月） 

Quality Assurance in SKB’s Copper Corrosion 
Experiments 
 
Tim W. Hicks 
Galson Sciences Ltd, Oakham, UK 

 2015:22 Technical Note 79 
（2015 年 5 月） 

Further modelling and sensitivity study using the 
GEMA-Site “alternative biosphere models” and review of 
material from SKB’s RFI response 
Main Review Phase 
 
Ryk Klos 
Aleksandria Sciences Ltd., Sheffield, UK 
 

 2015:08 Technical Note 78 
（2013 年 9 月） 

Rheological properties of the Bentonite Buffer 
Main Review Phase 
 
Göran Sällfors 
GeoForce AB, Göteborg, Sweden 

 2015:06 Technical Note 77 
（2015 年 2 月） 

Feasibility of Backfilling Deposition Tunnels 
Main Review Phase 
 
David G Bennett 
TerraSalus Ltd, Oakham, UK 
 

 〔76 未公表〕  
 2015:01 Technical Note 75 

（2014 年 12 月） 
Rock Mechanics – Thermal properties and thermal 
modelling of the rock in a repository of spent nuclear 
fuel at Forsmark 
Main Review Phase 
 
Ove Stephansson 1), Peter Gipper 2) 
1) Stephansson Rock Consultant, Berlin, Germany 
2) eomecon GmbH, Potsdam, Germany 
 

 2014:59 Technical Note 74 
（2014 年 12 月） 

Relation between earthquake magnitude, fracture length 
and fracture shear displacement in the KBS-3 repository 
at Forsmark 
Main Review Phase 
 
Jeoung Seok Yoon1), Ove Stephansson1) and Ki-Bok Min2) 
1) Stephansson Rock Consultant, Berlin, Germany 
2) Seoul National University, Seoul, South Korea 
 

 2014:58 Technical Note 73 
（2014 年 10 月） 

Rock Mechanics – Assessing probability and extent of 
blind faults and fault-end growth around the KBS-3 
repository at at Forsmark 
Main Review Phase 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
Tom Backers, Tobias Meier, Peter Gipper and Ove Stephansson 
Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 
 

 2014:57 Technical Note 72 
（2014 年 11 月） 

Issues in the Corrosion of Copper in a Swedish High Level 
Nuclear Waste Repository 
Phase III. Role of Sulphide Ion in Anodic and Cthodic 
Process – Research report 
 
Digby D. Macdonald 1), Samin Sharifi-Asl 1), G.R. Engelhardt 2) 
1) Department of Materials Science and Engineering, University of 
California at Barkeley 
2) OLI Systems, Morris Plains, NJ, USA 
 

 2014:55 Technical Note 71 
（2014 年 9 月） 

Further Reproduction of SKB’s Calculation Cases and 
Independent Clculations of Additional “What If?” Cases 
Main Review Phase 
 
James Penfold I 
Quintessa Limited, UK 

 2014:50 Technical Note 69 
（2013 年 12 月） 

A Study of Availability of Fuel Data for Sweden’s Spent 
Nuclear Fuel 
Main Review Phase 
 
Henrik Lindahl 
ES-konsult, Sorna, Sweden 
 

 2014:48 Technical Note 68 
（2014 年 8 月） 

Indepenndent assessment of groundwater sulphide 
content in the long-term 
Main Review Phase 
 
Adrian Bath 
Intellisci, Loughborough, UK 

 2014:47 Technical Note 67 
（2014 年 8 月） 

Assessment of groundwater salinity evolution at 
repository depth and especially the impact of dilute 
water infiltration  
Main Review Phase 
 
Adrian Bath 
Intellisci, Loughborough, UK 

 2014:46 Technical Note 66 
（2014 年 8 月） 

QA in SKB"s Groundwater Flow Modelling  
Main Review Phase 
 
Timothy W. Hicks 
Galson Sciences Ltd, Oakham, UK 
 

 2014:44 Technical Note 65 
（2014 年 7 月） 

Independent evaluation of the number of critical canister 
positions in the KBS-3 repository at Forsmark 
Main Review Phase 
 
Joel Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, Oregon, USA 
 

 2014:43 Technical Note 64 
（2013 年 8 月） 

Workshop on general corrosion of copper 
Main Review Phase 
 
Michael Aptedy 
INTERA Incorporated/ Denver, USA 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 

 2014:41 Technical Note 63 
（2014 年 6 月） 

Review of Radionuclide Abstraction Selection in the SKB 
Safety Case 
Main Review Phase 
 
Roland Benks and Sitakanta Mohanty 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 
 

 2014:40 Technical Note 62 
（2014 年 6 月） 

Review of Performance COnfirmation Programs and 
Potential Roles in SSM’s Current Review of SKB’s 
License Application 
Main Review Phase 
 
Mick Apted 
INTERA Inc., Denvar, Colorado, USA 

 2014:39 Technical Note 61 
（2014 年 6 月） 

“Wormhole” and Multiple Loss of Buffer Safety Function 
Scenarios 
Main Review Phase 
 
W. Zhou, M. J. Apted, and R. Arthur 
INTERA Incorporated., USA 

 2014:38 Technical Note 60 
（2014 年 6 月） 

Detailed assessment of radionuclide Kd-values for the 
geosphere 
Main Review Phase 
 
F. Paul Bertetti 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 
 

 2014:35 Technical Note 59 
（2014 年 1 月） 

Modelling comparison of alternative biosphere models 
with LDF models and evaluation of selected parameter 
values used in the biosphere dose assessment 
Main Review Phase 
 
Richard Klos1), Laura Limer 2), George Shaw 3), Anders Wörman 
4) 
1) Aleksandra Science Ltd, Sheffield, UK 
2) Limer Scientific Consulting, Shanhai, China 
3) University of Nottingham, UK 
4) KTH, Stockholm, Sweden 

 2014:34 Technical Note 58 
（2013 年 11 月） 

Modelling Comparison of Simple Reference Biosphere 
Models with LDF MOdels 
Main Review Phase 
 
Russell Walke 
 
Quintessa Ltd., Henley-on-Thames, UK 

 2014:33 Technical Note 57 
（2014 年 2 月） 

Reproduction of SKB’s Canister Failure Calculations – 
What-if and ‘Residual’ Scenario to Illustrate Barrier 
Functions 
Main Review Phase 
 
Sitakanta Mohant and Osvaldo Pensado 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 
 

 2014:32 Technical Note 56 
（2013 年 12 月） 

Assessment of the derivation and use of distribution 
coefficients (Kd) and concentration ratios (CR) 
Main Review Phase 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
Nicholas Beresford1), Patrick Boyer 2), Brenda Howard1) 
1) NERC’s Centre for Ecology & Hydrogy, Lancaster, UK 
2) Institut de Radioprotection et de Süreté Nucéaire, France 

 2014:29 Technical Note 55 
（2013 年 12 月） 

Independent Modelling of Radionuclide Transport, 
Evaluation of Colloid Transport Modelling 
Main Review Phase 
 
Osvaldo Pensado, Sitakanta Mohanty and Budhi Sagar 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 

 2014:24 Technical Note 54 
（2013 年 12 月） 

Workshop on biosphere issues 
Main Review Phase 
 
Roger D. Wilmot 
Galson Science Ltd., Oakham, UK 

 2014:23 Technical Note 53 
（2013 年 10 月） 

Workshop on Rock Mechanics Issues and their 
Implications for Groundwater Flow 
Main Review Phase 
 
Ove Stephansson and Neil Chapman 
Steph Rock Consulting, Potsdam, Germany 
and MCM Consulting, Baden, Switzerland 

 2014:22 Technical Note 52 
（2013 年 6 月） 

Workshop on seismic hazard at Forsmark 
Main Review Phase 
 
Neil Chapman 1), Ove Stephansson 2), Flavio Lanaro 3)  
and Lena Sonnerfelt 3) 
1) MCM Consulting, Baden, Switzerland 
2) Steph Rock Consulting, Potsdam, Germany 
3) SSM, Seockholm, Sweden 
 

 2014:17 Technical Note 51 
（2013 年 12 月） 

Assessment of radiological effects on non-human biota 
Main Review Phase 
 
Brenda Howard and Nicholas Beresford 
NERC’s Centre for Ecology & Hydology, Lancaster UK 

 2014:11 Technical Note 50 
（2014 年 3 月） 

Radionuclide Solubility Limits in SKB’s Safety Case 
Main Review Phase 
 
David G Bennett 
TerraSalus Ltd., Oakham, UK 

 2014:10 Technical Note 49 
（2013 年 12 月） 

Rock Mechanics – Confidence of SKB’s models for 
predicting the occurrence of spalling 
Main Review Phase 
 
Tobias Backers, Tobias Meier, Peter Gipper and Ove Stephansson 
Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 

 2014:08 Technical Note 48 
（2014 年 2 月） 

Review of Long-Term Redox Evolution of Groundwater 
and Potential Influence of Oxygenated Glacial Meltwater 
in SR-Site 
Main Review Phase 
 
Jude McMurry and F. Paul Bertetti 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 

 2014:07 Technical Note 47 
（2013 年 9 月） 

Review of the geological mapping and geophysical 
measurement techniques for the determination of 
critical properties around deposition holes 
Main Review Phase 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
 
Erik Eberhardt and Mark Diederichs 
Fisher & Strickler Rock Engineering LLC, Radford, VA, USA 
 

 2014:05 Technical Note 46 
（2013 年 12 月） 

Assessment of flows to deposition holes 
Main Review Phase 
 
Joel Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, COrvallis, Oregon, USA 
 

 2013:37 Technical Note 45 
（2015 年 5 月） 

Rock Mechanics – Evolution of fracture tranmissivity 
within different scenarios in SR-Site 
Main Review Phase 
 
Ki-Bok Min 1), Jaewon Lee 1), Ove Stephansson 2) 
1) Seoul National University, Seoul, Korea 
2) Stephansson Rock Consulting, Berlin, Germany  
 

 2013:36 Technical Note 44 
（2013 年 12 月） 

Review and assessment of aspects of the Qeq concept 
Main Review Phase 
 
Stuart Stothoff and Chandrika Manepally 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 
 

 2013:35 Technical Note 43 
（2013 年 9 月） 

Rock Mechanics – Confidence of SKB’s models for 
predicting the occurrence of a damage zone around the 
excavations 
Main Review Phase 
 
Goodluck I. Ofoegbu and Kevin J. Smart 
Southwest Research Instututes, San Antonio, Texas, USA 
 

 2013:34 Technical Note 42 
（2013 年 6 月） 

Seismology – Post-glacial seismicity and 
paleoseismology at Forsmark 
Initial review phase 
 
James McCalpin 

 2013:33 Technical Note 41 
（2013 年 6 月） 

Seismology – Frequencies and mechanisms 
Initial review phase 
 
Hilmar Bungum and Conrad Lindholm 
NORSAR, Kjeller, Norge 

 2013:16 Technical Note 40 
（2013 年 4 月） 

Assessment of PWR fuel depletion and of neutron 
multiplication factors for intact PWR fuel copper 
canisters 
Main Review Phase 
 
Dennis Mennerdahl 
E Mennerdahl Systems, Sweden 

 2012:67 Technical Note 39 
（2012 年 11 月） 

Hydrogeological modelling of the Forsmark site 
 
Joel E. Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, Oregon, USA 

 2012:65 Technical Note 38 
（2012 年 10 月） 

Review of the Nuclear Criticality Safety of SKB’s 
Licensing Application for a Spent Nuclear Fuel 
Repository in Sweden 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
Dennis Mennerdahl 
E Mennerdahl Systems, Täby, Sweden 

 2012:63 Technical Note 37 
（2012 年 10 月） 

Review of Radionuclide Sorption on Bentonite and 
Forsmark Bedrock Material 
 
Matthew Randall 
National Nuclear Laboratory, Warrington, UK 

 2012:62 Technical Note 36 
（2012 年 7 月） 

Review of the MARFA Code 
 
Peter Robinson 
Quintessa, Henley on Thames, UK 

 2012:60 Technical Note 35 
（2012 年 10 月） 

Handling of climate related issues in the safety 
assessmenet SR-Site 
 
Per Holmlund 
Stockholm Universitet, Stockholm, Sweden 

 2012:59 Technical Note 34 
（2012 年 6 月） 

Initial review phase – Dose Assessment Methodology 
 
Ryk Klos 1), Laura Limer 2), George Shaw 3), Anders Wörman 4) 
1) Aleksandria Science Ltd., Sheffield, UK 
2) Limer Scientific Consulting, Shanghai, China 
3) University of Nottingham, Nottingham, UK 
4) KTH, Stockholm, Sweden 

 2012:58 Technical Note 33 
（2012 年 7 月） 

Independent radionuclide transport modelling – 
Reproducing results for main scenarios 
 
Osvaldo Pensado and Sitakanta Mohanty 
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses,  
Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, USA 
 
 
 

 2012:57 Technical Note 32 
（2012 年 10 月） 

Shear movement of near-field rock due to large 
earthquakes 
 
Goodluck I. Ofoegbu, Kevin J. Smart 
Southwest Research Institute, Texax, USA 

 2012:56 Technical Note 31 
（2012 年 7 月） 

Bioshere Dose Assessment: Review of Dose 
Consequence of Radionuclides in the Uranium-238 
Series Decay Chain 
 
Roland Benke, Patrik LaPlante 
Center for Nuclear Waste Regulatory Analysis, 
Southwest Research Institute, San Antonia, Texax, USA 

 2012:55 Technical Note 30 
（2012 年 7 月） 

Review of SKB’s Radionuclide Transport Methodology 
 
Richard Little, Philip Maul, Peter Robinson, Claire Watson 
Quintessa, Henley on Thames, UK 

 2012:54 Technical Note 29 
（2012 年 10 月） 

Initial Review Phase for SKB’s safety assessment 
SR-Site: Geological structures and deformation zones, 
from site investigation to safety assessment 
 
Sven A. Tirén 
Geosigma, Uppsala, Sweden 

 2012:53 Technical Note 28 
（2012 年 10 月） 

Review of Engineering Geology and Rock Engineering 
aspect of the operation and closure of a KBS-3 repository 
at the Forsmark site – Initial Review Phase 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
David Saiang 
SRK Consulting Limited, Cardiff, UK 

 2012:52 Technical Note 27 
（2012 年 10 月） 

Shear movement of near-field rock due to large 
earthquakes 
 
Tobias Backers and Ove Stephansson 
Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 

 2012:51 Technical Note 26 
（2012 年 10 月） 

Rock Mechanics related to long-term repository and site 
evolution 
 
Ki-Bok Min 1) and Ove Stephansson2) 
1) Seoul National University, Seoul, South Korea 
2) Geomecon GmbH, Potsdam, Germany 

 2012:48 Technical Note 25 
（2012 年 9 月） 

Use of Solubility Limits in the SR-Site Safety Assessment 
 
Divyesh Trivedi 
The National Nuclear Laboratory, Warrington, UK 

 2012:46 Technical Note 24 
（2012 年 6 月） 

Review of Landscape Models used in SR-Site 
 
Michael Egan, Richard Little and Rusell Walke 
Quintessa Limited, Henley on Thames, UK 

 2012:44 Technical Note 23 
（2012 年 6 月） 

Review of Matrix Diffusion and related properties of 
intact rock in SKB’s Licence Application for a Spent Fuel 
Repository in Forsmark, Sweden 
 
Roy Haggerty 
Terraqua Grandwater Consulting, Corvallis, USA 

 2012:43 Technical Note 22 
（2012 年 9 月） 

Literature Leview of groundwater flow in permafrost 
 
Stuart Stothoff 
Southwest Research Institute, San Antonia, Texax, USA  

 2012:42 Technical Note 21 
（2012 年 8 月） 

Initial review of physical properties and processes of the 
buffer and backfill – Installation and initial state 
 
David G. Bennett 
TerraSalus Ltd., Oakham, UK 

 2012:41 Technical Note 20 
（2012 年 9 月） 

Hydrogeological conditions at the Forsmark site 
 
Joel E. Geier 
Clearwater Hardrock Consulting, Corvallis, Oregon, USA 

 2012:39 Technical Note 19 
（2012 年 8 月） 

Review of Engineering Geology and Rock Engineering 
aspects of the construction of a KBS-3 repository at the 
Forsmark site – Initial Review Phase 
 
Erik Eberhardt and Mark Diederichs 
Fisher & Strickler Rock Engineering LLC, Radford, VA, USA 
 

 2012:38 Technical Note 18 
（2012 年 6 月） 

Radiological effects on non-human biota – initial review 
 
Karolina Stark 
Stockholm University, Department of Systems Ecology, Sweden 
 

 2012:37 Technical Note 17 
（2012 年 9 月） 

Selective review of the hydrogeological aspects of 
SR-Site 
 
John H. Black 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
Site Hydro, Nottingham, UK 

 2012:36 Technical Note 16 
（2012 年 8 月） 

Documentation and Traceability of Data in SKB’s Sagety 
Assessment SR-Site: Initial Review Phase 
 
T. D. Baldwin and T.W. Hicks 
Galson Sciences Ltd., Oakham, UK 

 2012:35 Technical Note 15 
（2012 年 7 月） 

Review of SKB’s Code Documentation and QA for the 
SR-Site Safety Assessment 
 
Robert D. Brient and Thomas R. Trbovich 
Center for Nuclear Waste Regulatory Analysis, 
Southwest Research Institute, San Antonia, Texax, USA 
 

 2012:34 Technical Note 14 
（2012 年 8 月） 

Review of FEP Handling in the SR-Site Safety 
Assessment: Initial Review Phase 
 
T.W. Hicks and T.D. Baldwin 
Galson Sciences Ltd., Oakham, UK 

 2012:33 Technical Note 13 
（2012 年 7 月） 

Review of Groundwater Chemistry in SKB’s Safety 
Assessment SR-Site 
 
Jude McMurry, F. Paul Bertetti 
Center for Nuclear Waste Regulatory Analysis, 
Southwest Research Institute, San Antonia, Texax, USA 
 

 2012:32 Technical Note 12 
（2012 年 7 月） 

Groundwater Chemistry in SKB’s Safety Assessment 
SR-Site: INitial Review 
 
Adrian Bath 
Intelllisci, Loughborough, UK 

 2012:30 Technical Note 11 
（2012 年 8 月） 

Initial review of physical properties and processes of the 
buffer and backfill. THM and other physical processes 
 
Göran Sällfors 
GeoForce AB, Gothenburgh, Sweden 

 2012:29 Technical Note 10 
（2012 年 8 月） 

Initial review of chemical and erosional processes within 
the buffer and backfill – Geochemical processes 
 
Mick Apted, Randy arthur 
Intera Inc., Denver, Colorado, USA 

 2012:28 Technical Note 9 
（2012 年 8 月） 

Initial review of chemical and erosional processes within 
the buffer and backfill – Geochemical processes 
 
David Savage 
Aavage Earth Associates Limited, Bournemouth, UK 
 

 2012:26 Technical Note 8 
（2012 年 8 月） 

Initial review of chemical and erosional processes within 
the buffer and backfill – Chemical erosion processes 
 
Mick Apted, Randy arthur 
Intera Inc., Denver, Colorado, USA 
 

 2012:24 Technical Note 7 
（2012 年 8 月） 

Initial Review of SR-Site 
Main Report 
 
David G. Bennet 
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 Technical Note シリーズ 
（発行年月） 

タイトル 
著者 
TerraSalus Limited, Storbritannien, UK 

 2012:21 Technical Note 6 
（2012 年 7 月） 

Initial Review Phase for SKB’s Safety Assessment 
SR-Site: Corroson of Copper 
 
J.R. Scully and T.W. Hicks 
University of Virginia, Charlottesville VA, USA 
Galson Sciences Ltd.., Oakham, UK 

 2012:18 Technical Note 5 
（2012 年 6 月） 

SR-Site INdependent Modelling of Engineered Barrier 
Evolution and Coupled THMC: Contribution to the Initial 
Review Phase 
 
Steven Benbow, Richard Metcalfe, Claire Watson, Alex Bond 
Quintessa Ltd., Henley on Thames, UK 

 2012:17 Technical Note 4 
（2012 年 6 月） 

Corrosion of copper canister 
 
Peter Szakálos and Seshadri Seetharaman 
Szakalos Materials Science AB, Stockholm, Sweden 

 2012:15 Technical Note 3 
（2012 年 6 月） 

A review of the mechanical integrity of the canister 
 
Peter Segle 
Inspecta Nuclear AB, Stockholm, Sweden 

 2012:13 Technical Note 2 
（2011 年 3 月） 

A review of the creep ductility of copper for nuclear 
waste canister application 
 
Kjell Pettersson 
MAtsafe, Sweden 

 2012:10 Technical Note 1 
（2011 年 10 月） 

Review of the Geomicrobiological Aspects of SKB’s 
Licence Application for a Spent Nuclear Fuel Repository 
in Forsmark, Sweden 
 
R John Parkes 
School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University, UK 

 

3.1.2 規制研究支援機関及び中立研究機関の活用状況 

 この項では、スウェーデンの規制当局が放射性廃棄物処分に関連した規制支援の目的で

2002～2009 年に組織・活用した外部の地質学者チーム「INSITE」について、その活動概

要を整理する。 

 INSITE は、現在の原子力規制当局である放射線安全機関（SSM）及びその前身の原子

力発電検査機関（SKI）が雇用・活用した地質学者グループあり、英語の“INdependent Site 

Investigation Tracking and Evaluation”を略した名称で呼ばれている。INSITE は、処分

実施主体 SKB 社が行うサイト調査の追跡及び評価を行ない、それに基づいて規制当局に助

言を提供する。INSITE のメンバーは規制当局外部の専門家で構成されており、規制行為を

行う権限は有していない。グループ名が表すように、独立した立場でサイト調査プログラ

ムの進展を見つめ、その進展で明らかになる最新の理解を規制当局にもたらす役割を果た
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している。 

 INSITE の活動は、SKB 社のサイト調査（地上からの調査）の完了とともに 2009 年に

終息したが、2010 年 11 月に自身の活動概要の記録を報告書（SSM Report 2010:30）とし

て取りまとめ、SSM が刊行する報告書シリーズの一冊として公表している。本調査では、

この報告書の記述内容を整理する。 

 

(1) INSITE の設置背景 

 スウェーデンでは、使用済燃料処分場のサイト選定に関して、実施主体 SKB 社が 1992

年から自治体を対象としたフィージビリティ調査（わが国の文献調査に相当）の結果から、

2000 年 12 月に次段階のサイト調査（わが国の概要調査に相当）を実施する 3 カ所を選定

した。SKB 社は、サイト調査候補地の提案を研究開発実証プログラム 1998 の補足書（SKB 

TR-01-03）の形で取りまとめ、規制機関等の審査を経た後、政府は 2001 年 11 月に SKB

社のサイト調査候補地の選定結果を承認した。その後、3 カ所のサイト調査候補地―①エス

トハンマル自治体のフォルスマルク、②オスカーシャム自治体のシンペバルプ、③エスト

ハンマルに隣接するティーエルプ北部―を抱える地元自治体議会において調査受け入れに

関する議決が行われ、うち、受け入れを可決した 2 カ所（①と② ）において、SKB 社が

2002 年からサイト調査を開始した。 

 

 この当時の規制当局は、原子力発電検査機関（SKI）と放射線防護機関（SSI）に分かれ

ており、両機関は 2008 年 7 月に放射線安全機関（SSM）に統合される。SKI は、地層処

分場が操業安全性と閉鎖後安全性に係る要件を満たすように設計・実現することに関する

監督責任を負う。SSI は、使用済燃料処分に関するセーフティケースの一環として提出され

る「放射線学的影響評価」に関する要件が確実に順守されるようにする責任を負う。 

 SKI は、将来 SKB 社が処分場建設の開始を目指して許認可申請書を提出した後、自身が

政府に対して合理的な時間内に意見書を提供する役割を果たすには、あらかじめサイトに

関する知識を獲得し、理解する現実的な機会を得るべく、現地での作業進捗を密接にフォ

ローアップする必要性を理解していた。また SKI は、サイト調査の進展に伴って膨大な情

報が発生する見込みであることから、〔サイト調査の完了後に〕過去に遡る形でサイトを熟

知するのは極めて難しいことも理解していた。さらに、SKB 社に対してある程度の影響力

を行使できるような措置を講じたいと望んでいた。その目的は、双方の利益のためにサイ
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ト調査の期間中に双方の情報のギャップを埋め、誤解を解消しておく措置を講じておくこ

とにより、許認可審査段階で何らかの困難が発生した場合にも、その原因を早期に識別で

きるようにすることにあった。この「影響力の行使」の中には、厳重な精査を実施するこ

とにより、SKB 社が調査、データ管理及び解釈において適切な手法を採用し、適切な品質

を確保させることも含まれていた。 

 これに加えて SKI は、サイト調査の期間中に SKB 社が使用済燃料処分プロジェクトの節

目節目で作成する一定数の「マイルストン文書」を〔SKI が〕レビューしなければならな

いことも認識していた。これらの文書は、処分場設計及び安全評価に関するものであり、

その内容はサイトの特性及び挙動に関する知識に依存する。こうしたこと全てが、様々な

調査活動を追跡〔track〕するだけでなく、作業の進展につれてサイトに関して展開されて

いる解釈や理解に関して、最新の知識を維持し続ける必要性があることを意味している。 

 こうした作業において必要な支援を受けるために SKI は、SKB 社が実施する様々な調査

を連続的かつ詳細にレビューし、SKI に助言を提供する独立した立場にある地球科学者で

構成されるチームを利用することを決定した。この科学者チームからもたらされる情報や

見解を利用することで、SKI は SKB 社との意見交換や連携を、焦点を絞った形で実施でき

るようになるとの目論見であった。SKI は、2002 年 2 月に SKI の助言組織として INSITE

を設立した。 

 なお、SSI も INSITE に類似した諮問グループとして、特にサイトの地表近くの生物圏

に関連する側面を取り扱う「OVERSITE」を設立している。ただし、このグループはその

注目点の違いから INSITE ほど活発な活動は行われていない。 

 INSITE の活動は 2002～2009 年までの 8 年半にわたって継続し、SKB 社がサイト調査

を実施した 2 カ所のそれぞれについて、サイトの総合的な理解をまとめた「サイト記述モ

デル」（SDM：Site Description Model）の最終版を取りまとめた時点で終了した。SDM 報

告書は、使用済燃料処分場の許認可申請のために、施設設計及び安全評価の基礎となるも

のであり、SDM のレビューは正式な安全審査プロセスの色彩を帯びることになる。 

 

(2) INSITE のメンバー構成 

 SKI は SKB 社が行うサイト調査の追跡及び評価にする助言組織として、2002 年 2 月に

INSITE メンバーと雇用契約を結び、INSITE グループの活動が開始された。INSITE グル

ープのメンバー6 名を下表に示す。INSITE のメンバーはいずれも民間会社所属のコンサル
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タントであり、地質学者・地球科学の専門家／有識者で構成されている。メンバーの一部

は、INSITE の業務とは別に SKI が企画・実施する特定の調査業務―例えば地質に関する国

際的な性格をもつ科学テーマに関する活動―にも関わっている。 

 

表 3.1-4 INSITE グループのメンバー 

氏名（所属・国） 担当領域など 

Neil Chapman（Chapman Consulting, スイス） 議長．INSITE グループの活動戦略 

Adrian Bath（Intellisci Ltd, 英国） 地球化学 

Joel Geier（Clearwater Hardrock Consulting, 米国） 水理地質学 

Ove Stephansson（Steph Rock Consulting AB, スウェーデン） 岩石工学 

Sven Tirén（Geosigma, スウェーデン） 地質学（2003 年から参画） 

Chin-Fu Tsang（Berkeley Geohydrophysics SP, 米国） 性能評価へのリンク、活動戦略 

 

(3) INSITE の運営規程の内容 

 2002 年に開催された INSITE の初回会合において、INSITE の運営規程（Terms of 

Reference）が取り決められた。この運営規程は「業務範囲」「メンバーの権限と裁量」「活

動運営」を定めるものである。 

 

a.  INSITE の業務範囲 

 INSITE は、使用済燃料処分場に関する SKB 社のサイト調査プログラムに関する専門

家としての助言を SKI に提供するために、SKI によって指名され、2002 年の初めからそ

の活動を開始する。 

 SKI の専門家（=SKI 職員）は最終的（おそらく 2007 年頃）に、SKB 社から、その処

分場開発活動を１ヵ所あるいは複数のサイトに絞り込むことへの規制当局の承認を求め

る許認可申請書の提出を受けることになる。SKI は、例えこの時点までは SKI の正式な

監督組織としての役割（主として SKB 社の研究開発プログラムの定期レビューを通じた

役割）が限定的な性質になるとしても、SKB 社のサイト調査に対する全面的なフォロー

アップを継続したいと望んでいる。このことは、SKI が当該サイトに関する（さらには、

サイト特性がどのように SKB 社の研究開発目的に沿ったものであるのかについての）理
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解獲得を容易にするほか、規制組織にとって関心の的となる可能性のある重要な事項を

早い段階から識別しておく作業に役立つだけでなく、最終的な許認可申請書の取り扱い

をより効率化できることになると期待される。こうした背景状況において、INSITE は次

に示す役割を果たす。 

 〔SKB 社が行う〕サイト調査の範囲、採用されるアプローチ及び手法、取得される

データの品質及び量、並びにこれらの情報の管理方法に関するコメントを提示する

こと。 

 サイト特性及び挙動に関する解釈、採用される可能性のある設計、それらが処分場

の性能に関して持ち得る意味合い、さらには存在する可能性のある何らかの不確実

性に関するコメントを提示すること。 

 サイトの構造、水理地質学的状況、地球化学的状況及び岩盤力学に関連する側面に

関する概念モデルの開発に関するコメントを提示すること。この中には（処分場設

計及び性能評価に使用される）代替モデルも含まれる。 

 サイト調査によって取得されたデータについて、それらを SKI が評価及び解釈する

際に必要となる能力及びツールに関する助言を提供すること。 

 INSITE が識別した重要事項に関する助言を提供すること、さらに SKI との定期進

捗会合において、SKI が SKB 社に申し入れる疑問点の案を作成すること。 

 

 INSITE が SKI に提供する助言の目的は、SKB 社が実施するサイト調査に関する見解

を、時宜を得た形で提供することにある。これらの見解は、最終的な許認可提出書類の

内容、品質及び範囲に関して SKI が期待すると見込まれるものを念頭に置いて作成すべ

きである。 

 

b. INSITE メンバーの権限と裁量に関する事項 

 INSITE のメンバー個人は、サイト調査にとって鍵となる技術または計画設定に関す

る一つあるいは複数の側面における、あるいは処分場設計または安全評価でのサイ

ト特性評価情報の活用における、各人のバックグラウンド及び経験に基づいて任命

される。 

 INSITE は SKI を通じて、また利用可能な資源によって設定される範囲内で、SKI

が雇用するその他の専門コンサルタントによる支援を要請できる。 
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 INSITE のメンバーは個人として、INSITE で取り扱う調査に関して第三者から提示

された質問について自由にコメントまたは回答を示すことができる。この際にメン

バー個人は、自らの見解が個人としてのものであり、必ずしも SKI のそれと一致す

るわけではないことを明確にすること。INSITE のメンバーは、この背景状況におい

て第三者からなされた接触について、SKI に通知するものとする。 

 

c. INSITE 活動運営に関する事項 

 INSITE は、開発が進められている SKB 社の調査及び活動の成果について検討するほ

か、SKI に対する助言を提供するために、必要に応じて 1 年間に 2～3 回の会合を開く。

これらの会合は、SKB 社スタッフと行われる個別の討議会合、また場合によって実施さ

れる検討対象とされているサイトの視察等と組み合わされる。これらの会合の間の期間

において INSITE は、SKB 社の口頭説明やドラフト版資料に接することにより、現地及

び関連する試験施設での測定及び試験プログラムをフォローアップする。公開情報から

入手できない技術資料は、SKI が入手して INSITE に提供する。 

 INSITE の活動のために、SKB 社との会合を少なくとも 1 年間に 1 回、SKI の出席の

もとで、また SKI の手配により開催することが予定されている。その目的は、特定の案

件について議論するとともに、調査活動の進捗状況に関する説明を受けることにある。

サイト調査に関する事項について、INSITE メンバーが SKB 社（及びその請負業者）と

正式に接触するのは、SKI を通じた場合に限られる。 

 INSITE は、上記の会合の後に書面による説明及び解説を作成している。それらは、

SKI が独自の見解を作成したり、SKB 社との間で質疑応答を行う上での基礎として用い

られている。 

 

(4) INSITE へのインプットとアウトプット 

a. INSITE へのインプット 

 INSITE 活動の焦点は、SKB 社の「サイト記述モデル」報告書（SDM: Site Description 

Model）であり、サイト調査期間を通じて進化し続ける SDM のレビューが主要活動とな

っている。サイト情報に関する SKB 社の報告書は約 1,746 件作成されており、うちサイ

トデータについては「P」報告書シリーズ（1,360 件）、地質についての解釈及び安全評価

に関する事項は「R」報告書シリーズと「TR」報告書シリーズ（合計で約 380 件）で発
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表された。これらが INSITE 活動にとっての情報インプットとなる。 

 現実には、SKB 社の報告書発行ペースは加速度的に高まったため、INSITE が活動開

始してまもなく、全ての報告書を精査し、個別のレビュー報告書を作成することは不可

能かつ非現実的であることが明白になった。そのため、「P 報告書」に対してはサイトに

関する技術的なレビューにとどめ、INSITE がコメントする文書は、主として「R 報告書」

と「TR 報告書」に限定することになった。当然ながら、重要ポイントを掘り下げるため

には、サイトの地球科学的なデータ（P 報告書に含まれる情報）の検討は、ある程度まで

詳細に行う必要があった。 

 INSITE がレビュー対象とする報告書とその詳細度に関する決定は、SKI と共同でなさ

れた。報告書のレビューは、内容に応じて当該分野のメンバーだけが行うこともあれば、

メンバー全員で行うものもある。 

 INSITE がレビュー対象とした報告書は、大きく以下の二種類がある。 

 

 解説報告書。データ及びモデルをまとめ、サイト挙動の特定の側面（例えば地下水

流動、水理化学的な挙動）に関する解釈を行うほか、詳細報告書を支援し、調査の

将来の段階に関する報告書計画を設定するもの。 

 「実際的な」SKB文書の完全性及び適切性に関するレビュー。例えば調査方法に関

する記述や手順など。 

 

 INSITE が評価を行ったサイト情報の項目分類は、以下のようになっている。 

 処分サイト選定プロセスに関連する一般文書 

 サイト調査に関する計画設定文書 

 現地での作業手順書（「方法の記述」） 

 『戦略及び方法論ガイドライン』文書。「サイト記述モデル」（SDM）を構築するた

めの領域別フィールド・データ及びラボ施設データを使用するためのもの 

 サイト調査に関するSKB社の月次報告書（これらは不完全なものであった） 

 サイト記述モデル（SDM）報告書 
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 SDMの特定のセクションに関するデータ収集、解釈及びモデル化に関する詳細サポ

ート文書 

 SDMの開発に使用される重要なコンピュータ・コードの文書 

 性能評価及びサイト固有の情報の使用に関連する文書 

 

b. INSITE のアウトプット 

 INSITE が作成して規制当局に提出したレビュー報告書は、SKI は「INSITE 技術報告

書」（TRD シリーズ）として、SSM に代わってからは「覚え書き」（M シリーズ報告書）

として公表されている。これらの報告書は 2003～2009 年にわたって計 61 冊公表されて

いる。これら報告書は製本されたものはなく、電子媒体としてのみ入手可能である。 

 「TRD」シリーズ報告書からの「M」シリーズ報告書への移行は、規制当局が SKI か

ら SSM に変ったこともあるが、サイト調査が許認可プロセスの前段階に入ったことを受

けている。TRD 報告書は科学的視点の報告書であったが、M シリーズ報告書は規制レビ

ューに焦点を合わせた内向きの性格の文書として、すなわち SSM が正式な安全審査にお

いて使用するものとして作成されている。 

 

 

 表 3.1-5 INSITE 発行の技術報告書 

発行年 報告書番号 タイトル 

〔2003 年〕 TRD-03-01 Comments on Site Descriptive Models (SDMs) and Alternative 

Conceptual Models (ACMs) 

TRD-03-02 Audit for SKI/INSITE of Geochemistry Procedures at SKB‟s 

Simpevarp Site 

TRD-03-03 INSITE Field Audit: Site Investigation Methodology and 

Application at the Forsmark Site 

〔2004 年〕 TRD-04-01 Compiled INSITE Core Group Comments on the SR-Can Planning 

Report (SKB TR-03-08) 

TRD-04-02 INSITE Review: Selection of Prioritised Site in the Oskarshamn 

Area, SKB R-03-12, and Geological Basis for Selection of Prioritised 

Site within the Area West of Simpevarp, SKB P-03-06. 

TRD-04-03 Review of Method Description for Rock Stress Measurement with 

Hydraulic Fracturing 
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発行年 報告書番号 タイトル 

TRD-04-04 Review of Thermal Site Descriptive Model – A strategy for the model 

development during site investigations, Version 1.0 SKB R-03-10 

TRD-04-05 INSITE comment on: SKB TR-02-19: Testing the Methodology for 

Site Descriptive Modelling 

TRD-04-06 INSITE review of SKB TR-02-28: Preliminary safety evaluation 

based on initial site investigation data. Planning document 

TRD-04-07 INSITE Field Technical Review: Rock Stress Measurement with 

Overcoring Technique at the Forsmark Site 

TRD-04-08 INSITE Review: Hydrogeochemical site descriptive model – a 

strategy for thr model development during site investigations (SKB 

Report R-02-49) 

TRD-04-09 Effects of borehole orientation on sampling of fractures at the 

Forsmark site 

TRD-04-10 INSITE review of: Hydrogeological Site Descriptive Model – a 

strategy for its development during site investigation (SKB R-03-08)

TRD-04-11 INSITE review of: Geological Site Descriptive Model – A strategy for 

model development during site investigations (SKB R-03-07) 

TRD-04-12 INSITE Document Review: Preliminary Site Description Forsmark 

Area – Version 1.1 (SKB Report R-04-15) 

TRD-04-13 INSITE Document Review: When is there sufficient information 

from the site investigations? (SKB Report R-04-23) 

TRD-04-14 INSITE Document Review: 
・Grundvattnets regionala flödesmönster och sammansättning – 

betydelse för lokalisering av djupförvaret (SKB R-03-01) 
・On the role of mesh discretisation and salinity for the occurrence of 

local flow cells (SKB R-03-23) 
・Modelling of groundwater flow and flow paths for a large regional 

domain in northeast Uppland (SKB R-03-24) 

 

〔2004 年〕 TRD-04-15 INSITE Document Review: 

Transport properties site descriptive model: Guidelines for 

evaluation and modelling. SKB R-03-09 

TRD-04-16 INSITE Document Review: Strategy for the use of laboratory 

methods in the site investigations programme for the transport 

properties of the rock. SKB R-03-20. 

〔2005 年〕 TRD-05-01 INSITE Document Review: Comments on Preliminary Site 

Description –Simpevarp area version 1.1. SKB R-04-25 

TRD-05-02 INSITE Document Review: The Potential for Ore and Industrial 

Minerals in the Forsmark Area. SKB-04-18 

TRD-05-03 INSITE Document Review: Deep Repository. Underground Design 

Premises. Edition D1/1. SKB R-04-60 

TRD-05-04 INSITE Field Technical Review: Testing and Reported Results of 

Mechanical and Thermal Properties of Rocks performed at the 

Swedish National Testing and Research Institute 
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発行年 報告書番号 タイトル 

TRD-05-05 INSITE comments on: SKB Report R-05-14: Forsmark site 

investigation: programme for further investigations of geosphere 

and biosphere (January 2005) 

TRD-05-06 INSITE Document Review: 
・Preliminary Site Description: Simpevarp Area – Version 1.2 (SKB 

Report R-05-08) 
・Preliminary Safety Evaluation for the Simpevarp subarea (SKB 

Report TR-05-12) 

TRD-05-07 INSITE Periodic Report: The Initial Site Investigations 

TRD-05-08 Need for Confirmatory Testing of Upscaled Flow and Transport 

Models 

TRD-05-09 INSITE Document Review: Respect Distances: Rationale and Means 

of Computation (SKB Report R-04-17) 

TRD-05-10 INSITE Document Review: Preliminary Safety Evaluation: 

Forsmark Area (SKB Report TR-05-16) 

TRD-05-11 INSITE comments to scientific workshop on the application of 

geotechnical experience from the underground research laboratory 

in Canada to the Forsmark site in Sweden 

TRD-05-12 INSITE Document Review: Preliminary Site Description - Forsmark 

area Version 1.2 (SKB Report R-05-18) 

TRD-05-13 INSITE comments on: A comparison of two independent 

interpretations of lineaments from geophysical and topographical 

data at Forsmark (SKB Report R-05-23) 

〔2006 年〕 TRD-06-01 INSITE Field Technical Review: Field Geochemistry Activities at 

SKB‟s Forsmark Site 

TRD-06-02 INSITE Document Review: Preliminary Safety Evaluation: 

Laxemar Area (SKB Report TR-06-06) 

〔2006 年〕 TRD-06-03 INSITE Document Review: LAXEMAR 
・Preliminary Site Description: Laxemar Subarea – Version 1.2 (SKB 

Report R-06-10) 
・Programme for Further Investigations…. Laxemar Subarea (SKB 

Report R-06-29) 

TRD-06-04 INSITE Document Review: Review of supraregional modeling of 

groundwater flow in eastern Småland (SKB Report R-06-64) 

TRD-06-05 A numerical study of strength, deformability and permeability of 

rocks for repositories of spent nuclear fuel at Forsmark and 

Simpevarp Sub-area sites with a DFN-DEM methodology: Phase 1; 

Numerical investigation of effects of in situ stresses on rock 

permeability 

TRD-06-06 Review of the 2007 CSI plans: 

SKB PM-1062256: Additional investigations during the final phase 

of the site investigation at Forsmark SKB PM 1062254: The CSI 

programme of the site investigation in Oskarshamn – investigations 

performed & current plans for remaining work 
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発行年 報告書番号 タイトル 

〔2007 年〕 TRD-07-01 INSITE Document Review: 
・Final repository for spent nuclear fuel: Underground design 

Forsmark, Layout D1 (SKB Report R-06-34) 
・Preliminary assessment of potential underground stability (wedge 

and spalling) at Forsmark, Simpevarp and Laxemar sites (SKB 

Report R-05-71) 

TRD-07-02 Structural interpretation of topographic data – Rock block 

configuration on regional scales and the distribution of earthquakes 

in the regional surroundings of the Forsmark and Laxemar areas, 

Sweden 

TRD-07-03 INSITE Field Technical Review: Field Geochemistry Activities at 

SKB‟s Forsmark Site 

TRD-07-04 A numerical study of strength, deformability and permeability of 

rocks for repositories of spent nuclear fuel at Forsmark and 

Simpevarp sub-area sites with a DFN-DEM methodology: Phase 2; 

Numerical investigation on effect of in situ stresses on deformability 

properties and strength of rocks of both Forsmark and Simpevarp 

sub-area sites 

TRD-07-05 INSITE Document Review: Review of Forsmark and Laxemar Site 

Descriptive Models v2.1 (SKB Reports R-06-38 and R-06-110) 

TRD-07-06 Some Insights from Simulations of SWIW Tests on a Complex 

Fracture 

〔2008 年〕 M-08-01 INSITE Comments on SKB‟s FUD 2007 Report 

 

M-08-02 INSITE Comments on SKB R-07-26: Quantifying in situ stress 

magnitudes and orientations for Forsmark, Forsmark stage 2.2 

〔2008 年〕 M-08-05 INSITE comments on SKB P-07-206: Stress measurements with 

hydraulic methods in boreholes KFM07A, KFM07C, KFM08A, 

KFM09A and KFM09B, Forsmark Site Investigation 

M-08-06 INSITE comments on SKB P-07-234: Evaluation of overcoring stress 

measurements in boreholes KFM01B, DBT-1 and DBT-3 and 

hydraulic stress measurements in boreholes KFM01A, KFM01B, 

KFM02A and KFM04A at the Forsmark site, Forsmark site 

investigation 

M-08-07 INSITE comments on SKB P-07-235. Detection of potential borehole 

breakouts in boreholes KFM01A and KFM01B, Forsmark site 

investigation 

〔2009 年〕 M-09-01 INSITE comments on SKB R-07-31: Rock Mechanics Forsmark. Site 

descriptive modelling Forsmark stage 2.2 

M-09-02 INSITE comments on SKB R-07-42. Thermal site descriptive model. 

A strategy for the model development during site investigations – 

version 2 

M-09-04 Hydrogeological Confirmatory Testing at the Forsmark and 

Laxemar Sites 
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発行年 報告書番号 タイトル 

M-09-05 Review of Models for Discrete-Fracture Network and Minor 

Deformation Zones 

M-09-06 SDM-Site Forsmark: Review of SKB TR-08-05 (Site description of 

Forsmark at Completion of the Site Investigation Phase) and 

supporting documentation 

M-09-07 SDM-Site Laxemar: Review of SKB TR-09-01 (Site description of 

Laxemar at Completion of the Site Investigation Phase) and 

supporting documentation 

M-09-08 INSITE Summary Report: A summary of INSITE activities in 

tracking SKB‟s spent fuel repository site investigations from 

2002-2009 and of advice provided to the regulatory authorities on 

the status of site understanding at the end of the surface-based 

investigations (Identical to this report) 

M-09-09 Review of the Forsmark Site Engineering Report (SER) 

 

M-09-10 Comments on SKB Report TR-08-08 on the EDZ 

 

 

(5) INSITE の活動実態 

a. 会合への参加 

① INSITE 会合 

 INSITE 運営規程（Terms of Reference）に従って、INSITE メンバーは、SKB 社のサイ

ト調査の進展と成果を検討し、SKI に助言を提供するために、年 2～3 回の頻度で会合を開

催している。この INSITE 会合は一般に一回あたり 2～3 日の期間を設定しており、INSITE

メンバーが集まって行う検討作業に必要な時間を確保したほか、特定の時間帯においてSKI、

SKB 社、他の関係者も参加する形で会合プログラムを構成している。INSITE 会合では、

以下の事項について検討が行われている。 

 SKB社及びSKIの作業プログラムの更新、SKI、SKB社及び地元自治体の間での連携。 

 INSITEのサイト訪問に伴って実施される「現地技術レビュー」（FTR: Field 

Technical Review）のテーマに関する情報の提供。 

 規制当局とSKB社の間で開催される「専門家会合」（Expert meeting）に関する情報

の提供。 

 INSITEがレビュー対象とする主要なSKB報告書の検討。レビューに関する共通認識
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の醸成と、SKIに対する適切な助言の作成を可能にすることを目的としたもの。 

 関連するSKI研究プロジェクトの結果に関する情報。 

 サイト情報の重要な不確実性と、サイト調査活動の進展につれて追跡調査が必要と

される課題の識別及び検討。 

 SKIに対して、適切な時点に助言を提供する上で適した作業プログラムの計画設定。 

 INSITE 運営規程（Terms of Reference）で定められているように、INSITE 会合は関係

者間での情報交換と INSITE 内部での検討作業がメインであり、SKB 社にフィードバック

を行う場ではなく、SKB 社のサイト調査活動に関する承認を与える場でもなく、サイト調

査に関して SKB 社や SKI 等の関係者が何らかの事項に関して意思決定をする場でもない。

SKI/SSM と SKB 社が何らかの連携・協議を行う正式なメカニズムは、両者間だけで

（INSITE 会合の枠外で）調整される別の会合であることに留意する必要がある。したがっ

て、INSITE の場での関係者間の相互交流は、非公式なものでありつつも、相互理解の機会

として機能することにより、将来の許認可プロセスの実施を容易にするためだけに設定さ

れたものと位置づけられている。INSITE メンバーが取りまとめた『INSITE グループの活

動報告書』（SSM Report 2010:30）では、こうした理由から、INSITE としては、自らの独

立性を保ちつつ、SKI にとって価値が生み出されるような活動を行うことに多大な注意を

払う必要があったと記している。 

 

② 専門家会合への参加 

 「専門家会合」（Expert Meeting）は、規制当局と SKB 社がその開催に合意して、両者

が共同で開催する会合を指す。専門家会合では、その都度の検討対象のテーマに応じて、5

～20 名の科学者が招聘されて参加するほか、SKB 社及びその関係者（サイト調査の受託会

社など）、SKI の関係者を交えて、専門家の間で技術科学的な事項を詳細に議論するために

開催される。専門家会合で扱われるテーマは、地球化学、広域地下水流動モデル、岩盤の

力学特性、地質構造モデルなどである。 

 専門家会合の一般的な開催目的は、利用可能な情報を評価し、重要な事柄について一定

の理解レベルに到達することである。ただし、専門家会合はサイト調査の実施側と規制側

の非公式かつアドホックな連携に過ぎず、双方が共通の見解に到達することを意図したも
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のではない。むしろ、実施側と規制側の双方が、様々な専門家がどのような立場であるか

を知る機会としての性格であった。 

 この会合に対して、INSITE は専門家として招聘を受けて参加する形である。専門家会合

に対する INSITE メンバーの参加は、2003～2009 年にかけて計 21 回なされている。 

 

b. 現地技術レビュー（FTR） 

 INSITE は「現地技術レビュー」（FTR: Field Technical Review）と呼ばれる活動を行

っている。FTR の目的は、SKI に対して、①サイト調査作業の科学技術面の品質に関す

る見解、②必要とされる目標を達成しているかどうかに関する見解－を提供することと

なっている。この作業に伴って行われた専門家レビューにより、SKB 社が検討する必要

のある実際的な課題、問題及び疑問点の調整が行われた。FTR の実施に際して、その適

切なレビュー手順を開発し、その進め方について十分な経験を積むためには、ある程度

の時間が必要であった。これらのレビューは、当初「現地監査」（field audit）と呼び方

をしていたため、それが原因となって、SKB 社が正式な内部及び外部 QA 監査を含む品

質管理システムの全面的な実現を終了させる段階において、一部に混乱が生じることに

なった。INSITE が行う現地評価は、規制組織またはその代理人による正式な監査に該当

するものではなく、この用語（audit）の使用は誤りであると認識された。このため名称

が｢現地技術レビュー｣（FTR）に改められた。 

 

 FTR 会合は、2003～2006 年にかけて計 7 回開催されている。FTR の報告書は、書面

で作成され、INSITE/SKB 社間で誤解がないようにするために、草稿段階で INSITE か

ら SKB 社に提供し、SKB 社の回答を得た後で、INSITE メンバーが必要に応じて更新し

最終化する手順をとっている。下表に実際に行われた FTR の内容を下表に示す。 

 

表 3.1-6 INSITE が実施した｢現地技術レビュー｣（FTR）のテーマ及びその報告書 

時期 FTR のテーマ レビュー報告書 

2003 年 6 月 シンペバルプ・サイトにおける地球化学調査の手順。 TRD-03-02 

2003 年 3 月 フォルスマルク・サイトにおける「サイト調査方法論及び

用途」。これは、 
TRD-03-03 
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（a）岩盤地質学、構造地質学及び地球物理学、 
（b）水理地質学及び亀裂マッピング 
をカバーする。 

2004 年 4 月 フォルスマルク・サイトにおけるオーバーコアリング手法

による岩石応力測定。 
TRD-04-07 

2005 年 4 月 「スウェーデン国家試験・研究所」で実行された岩石の力

学的及び熱的特性の試験及びその結果。 
TRD-05-04 

2005 年 8 月 ラクセマルにおけるネオテクトニクス及びリニアメント

調査と DFN データ収集（水理試験）ならびに SWIW 作

業。 

第 8 回 CG におい

て報告 

2006 年 3 月 ラクセマルにおける DFN 及び重要性の低い変形。 第 9 回 CG におい

て報告 

2006 年 6 月 フォルスマルク・サイトにおける地球化学に関するフィー

ルド調査。 
TRD-06-01 

 

c. 追跡課題リスト（TIL）の管理 

 SKB 社と SKI を交えて開催された初回の「現地技術レビュー」（FTR）会合（2003 年

6 月）において、SKI は FTR で提示された課題に対する SKB 社からの正式な回答につ

いて一定の要件を設定したい意向を表明した。これを受けて「要求」と「回答」の管理

及び追跡を容易にするために、「追跡課題リスト」（TIL: Tracking Issue List）を維持す

る役割が発生し、それを INSITE が果たすことになった。TIL の意図は、リストアップ

された課題が最終的に解決されるように管理することである。FTR 報告書において、何

らかの重要事項が提起された場合、その課題が TIL に組み込まれることになる。 

 様々な課題は、分野領域及び重要度に応じて、次のように分類された。 

課題分野 課題カテゴリ 

 現地方法論（FM） 

 データ及びモデルの管理（DM） 

 地質学及びテクトニクス（GT） 

 水理地質学及び移行（HT） 

 地球化学（GY） 

 岩石工学（RE） 

 サイト適格性（SS） 

カテゴリＡ： 

調査期間全体を通じて追跡する必要があ

るか、速やかに SKI と SKB 社間で協議

して解決すべき重要案件 

カテゴリＢ： 

懸念度合いが比較的低く、サイトでの調

査作業の終了までに解決すべき案件 
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 TIL は一つの文書として作成・管理され、SKB 社のコメントの他、INSITE のコメン

トや SKI への勧告事項などが随時記録された。TIL は、SKI が SKB 社と協議する上で

の支援ツールとしての役割を意図したものである。サイト調査の初期段階が完了する

2006 年 3 月時点では、TIL は 118 ページの文書となり、カテゴリ A の重要課題は 49 件

記載されており、うち 21 件が未解決の状態で残っていた。 

 その後 2006 年 10 月に、SKB 社のサイト調査が完了段階に入る時期にあわせて、未解

決状態のカテゴリAとBのTILを「統合レビュー課題」（CRI: Consolidated Review Issue）

に再編することになった。これは、最初に TIL に登録した時点では、技術的に分離され

たものと認識されていた課題が、サイト調査の進展に伴って理解が深まるにつれて分野

横断的に理解すべき課題という認識に変ったことを反映している。CRI は最終的に 22 件

にまとめられた。CRI のリストを表に示す。22 件の CRI の課題は、サイト調査の完了ま

でに SKB 社との反復作業によって、全て「検討済み」（closed）ステータスとなっている。

この「検討済み」の意味は、CRI の課題が「解決した」ということではなく、INSITE

が当該課題に対して、SKB 社による解決アプローチや推論、その上で表明する立場にい

ついて適切な理解が得られたという意味である。実際の課題の処理は、規制当局によっ

て行われるレビューで焦点となる事柄になる。 

 

表 3.1-7「統合レビュー課題」（CRI: Consolidated Review Issue）の項目 

課題番号 タイトル 

CRI-1 代替モデル、不確実性及びデータ・バイアス 

CRI-2 概念上の理解と地質学的モデルにおける不確実性 

CRI-3 ネオテクトニクス 

CRI-4 流動異方性、不均一性、相関関係及び HCD の様々な特性 

CRI-5 アップスケールされた特性の確証試験と、大スケール流動特性を検出するための現地試験 

CRI-6 掘削期間における、さらには地下施設でのサイト特性評価活動の計画設定 

CRI-7 サイト・スケール地下水流動系のモデルの確認 

CRI-8 処分場深度における地下水組成 

CRI-9 水理化学的データの空間的なばらつき 
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CRI-10 古水理地質学的状況及び地下水変遷に関する地球化学的データ及び同位体データ 

CRI-11 亀裂及びマトリクス鉱物の鉱物学的及び岩石記載学的な特性評価 

CRI-12 地下水中のコロイド種、有機種、微生物種及び気体種の特性評価 

CRI-13 鉱物相の地球化学的状況と、その他の長期的な化学的安定性に関するその他のを緩衝媒体 

CRI-14 サイト内及びその近辺に以前から存在していたボーリング孔からのデータ 

CRI-15 放射性核種の地球化学的なアナログ 

CRI-16 応力測定及び応力解釈 

CRI-17 岩石及び岩盤の熱特性 

CRI-18 水平方向の定置孔 

CRI-19 応力が流動に及ぼす効果 

CRI-20 岩石力学的な挙動のモデル化戦略 

CRI-21 透水量係数の高い亀裂及び岩盤の移行特性 

CRI-22 科学分野間の離散亀裂ネットワーク・モデルの整合性 

 

 2008 年 7 月に SKI と SSI が統合して放射線安全機関（SSM）が発足した後、サイト

調査に対する INSITE の役割は、SKB 社が将来取りまとめる許認可申請書の添付書類の

文書化の妥当性を検討する「レビュー及び評価」のフェーズに移行した。これに伴い、

フォルスマルク・サイトでの安全評価である SR-Site 安全評価へのインプットとなる「サ

イト記述モデル」（SDM）報告書のレビューに軸足が移ることになった。INSITE は、レ

ビュー活動の行う際の根拠として利用するために、以前に TIL（課題追跡リスト）を再編

成した 22 件の CRI（統合レビュー課題）を元に新たな一組の「体系化されたレビューテ

ーマ」（SRT: Structured Review Topics）を作成している。SRT は、SKB 社の SDM 報

告書をレビューする観点となるように作成されたものである。INSITE が SSM のために

作成し、SSM が「M」シリーズ報告書として公開した文書は、SRT をレビュー観点とし

て利用したものである。SRT の構造を表に示す。INSITE は SRT を 14 タイトルに大別

しており、タイトル毎に複数のレビュー観点を設定している。 
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表 3.1-8「体系化されたレビューテーマ」（SRT: Structured Review Topics）の構造 

１．地質構造の理解及びサイトの過去の変遷（SDM-Site） 

GSDM-1  岩石の形質の空間的な分布及びばらつき（例えば変質、亀裂形成、硫化物の含有量）及び

地質構造（構造の分類、規模別の分布、geo-DFN における使用）は適切に記述され、よく理

解されているのか？ 

 SKB 社は、何らかの代替構造解釈（したがって何らかの代替概念モデルまたは構造モデル）

を、さらにはこの理解の地質学的モデルへの伝達に伴う不確実性を、納得のゆくやり方で取

り扱っているのか？ 

GSDM-2  様々な構造（連結性、交差域、流路、さらには観察と DFN の間の適合）の間の関係は適

切に調査され、記述されているのか？ またよく理解されているのか？ 

 さほど重要ではない変形帯及び比較的小スケールの亀裂（MDZ/GeoDFN/HydroDFN）の

集団に関して適切な理解が得られており、使用する DFN モデルによって、明確な特徴を伴

う特性の頻度に関する不確実性と、それらの空間的なばらつきの範囲を、明らかにすること

ができるのか？ 

GSDM-3  主要な変形帯及び亀裂変形帯に関して良好な理解が得られており、また母岩内への遷移帯/

擾乱領域域のサイズ及び特性に関して、適切なデータが得られているのか？ 

GSDM-4  亀裂鉱物学的な性質及びばらつきに関して、またそれと地質学的変遷及び亀裂再活性化と

の関係に関して、包括的な情報が得られているのか？ 

GSDM-5  SKB 社は、様々な構造（例えば潜頭状、スプレー状及びその他の構造と接触するなどの状

況）の終了部の性質について理解しているのか？ また SKB 社はこの種の知識をうまく亀

裂モデルに組み込んでいるのか？ 

２．処分場及びニアフィールド母岩の初期状態の地質学的構造学的な側面（D2） 

GD-1  スペースの利用、操業及び安全評価への入力情報との関連において、適格な定置孔及び坑

道レイアウトの選択を行うために、明確な特徴を伴う亀裂の性格及び位置についての十分な

理解が得られているのか？ 

 SKB 社は、定置坑道における明確な特徴を伴う特性を検出して、これを回避する上で実行

可能な方法を用意しているのか？ また建設期間中に明確な特徴を伴う特性を特定するため

に提案されている規準（FPC/EFPC）は、現実の地下条件においても適切に機能することが

見込まれているのか？ 

 SKB 社は、この種の構造のサイト固有の地質学的及び地球物理学的な特性に関して、適切

な理解を得ているのか？ 
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３．母岩の動的な構造面での変遷（SR-Site） 

GSR-1  SKB 社は、過去に当該構造に起きた再活性化に関する何らかの証拠を使用し、次に示す事

象の結果として将来に再活性化が、またその結果として性格の変化が起こる可能性を、適切

に取り扱っているのか？ 

・ 氷河作用及び地震による外的な影響。 

・ 処分場における熱及び掘削に関連する影響。 

（安全機能：R2a,b ; R3a） 

４．現在及び過去のサイトの水理地質学的な（地下水流動）系に関する理解（SDM-Site） 

HSDM-1  SKB 社は、サイト・スケールの水理地質学的系に関する適切な理解を実証することができ

るのか？ 流動を制御する主要構造が既に認識されており、流動特性、不均一性及び異方性

（重要である場合）の面での特性評価は終わっているのか？ 

HSDM-2  サイト・スケールの水理地質学的系に対して想定される HydroDFN の関係（結合）に関

する証拠は得られているのか？ 使用された DFN モデル・セットは、ニアフィールドにお

ける流動の変動可能性を制御するネットワーク連結性を適切に表現しているのか？ 

 大きく異なる移行挙動（例えば水路形成）をもたらす確度の高いモデル代替案は存在する

のか？ これが存在する場合、これらのモデルが正しいものである見込みが、定量的な流動

モデル化に適切に組み込まれているのか？ また流動路形成に関するこれらのモデルは、サ

イト固有の不確実性の範囲を明らかにするものなのか？ 

５．処分場及びニアフィールド母岩の初期状態の水理地質学的な側面（D2） 

HD-1  建設期間中に水理面で顕著な特徴を伴う亀裂を特定するために提案されている規準は

（FPC/EFPC/hydrotest）、現実的な地下条件においても適切に機能することが見込まれるの

か？ 得られた結果は、例えば緩衝材の飽和や緩衝材の浸食などに影響を及ぼす可能性のあ

るのニアフィールドへの流動のばらつきの範囲を明らかにする上で、適切なものであるの

か？ 

 SR-Site の時点で提示された CDI プログラムは、現時点で欠陥が存在する場合、それらを

適切にカバーできるものなのか？ 

HD-2  掘削に起因して発生する水理地質学的な水位低下及び/またはアップコーニングに関する

見積りを、さらにはその結果として操業期間及び閉鎖後期間において動水勾配及び地下水移

動に対して生じる効果に関する見積りを、合理的な不確実性の範囲内で実行することは、可

能なのか？ 

６．サイトにおけるの将来の地下水流動及び移行（SR-Site） 
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HSR-1  サイトスケール・モデル：サイト・スケールの水理地質学的なモデルは、それが将来の気

候の変遷が及ぼす効果の評価に予測的な意味において使用することができるよう、比較的大

スケールの干渉試験及びトレーサ試験またはその他のモニタリング・データを通じて、適切

に確認されているのか？ 

（安全機能：R2a-d） 

HSR-2  アップスケール・モデル：アップスケールされた流動移行特性にとって適切な理論及び情

報面での基礎が、SR-Site で SKB 社が使用する潜在的流路形成及び異方性の効果を考慮した

上で、存在しているのか？ 

（安全機能：R2a-c） 

HSR-3  高速経路：速い流動及び移行経路が（例えば、強度の不均一性に起因する流動経路の接続

または流路形成を通じた、また掘削影響領域（EDZ）における、あるいは広域流動路の形成

に伴って）形成される可能性は、十分に調査されているのか？ 高速経路が成立する可能性

を排除できない場合、SKB 社はそれが流動及び移行に対して及ぼし得る効果について十分に

検討したのか？（例えば、氷河の前進または後退期に形成される可能性のある EDZ を通じ

た流動 － この中には、高温期に強化されている可能性のある EDZ の連結性の効果も含ま

れる）。 

（安全機能：R2a） 

７．水理地球化学的な特性の理解及びサイトにおける過去の変遷（SDM-Site） 

CSDM-1  地下水組成（例えば、塩分濃度、Eh 及び酸化還元に対する感度の高い溶質、pH、無機及

び有機炭素、主要溶質と微量溶質、溶存気体、微生物、コロイドなどの面での組成）の特性

評価が徹底的に実施されており、その起源、歴史及び岩石との相互作用が十分理解されてい

るのか？ 

CSDM-2  深層地下水流系のモデルの裏付けとして、適切な水理化学的及び古水理地質学的な証拠（流

動速度及び方向、時間面での安定性など）が示されているのか？ また様々な境界条件に関

して、地下水の年代と処分場深度に至る移動時間に関する同位体面での裏付けは存在してい

るのか？ 

 水理化学的な同位体データは、地下水系の変遷に関する古水理地質学的モデルの較正及び

試験のために、適切に使用されているのか？ またデータの不確実性と、想定された初期条

件及び境界条件の不確実性が、現実的な方法でモデル化に組み込まれているのか？ 

CSDM-3  十分な水理化学的なデータが、浅部地下水系に関して入手されているのか？ また最近の

地下水移動に関する水理化学的な指標及び同位体指標と、浅部地下水モデル（流動速度及び

方向、浸潤の浸透度など）との間の整合性は確保されているのか？ 

 現代の涵養及び湧出域は良好に特定されているのか？ また時の経過とともに生じるその
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変化に関する証拠は提示されているのか？ 

CSDM-4  地圏における溶質の保持及び溶質移送プロセスの理解の裏付けとなる説得力のある地球化

学的な証拠（例えば、微量元素アナログ、岩石マトリクス水組成、鉱物に収着されたイオン

など）は、入手されているのか？ 

８．処分場及びニアフィールド母岩の初期状態の地球化学的な側面（D2） 

CD-1  掘削が、操業期間及び閉鎖後期間の早い段階において地球化学的な条件に及ぼす可能性の

ある効果の全てが検討されているのか（例えば、酸化還元条件の変化、鉱物の酸化及び新た

に導入された物質が排水される水の組成に及ぼす効果、ラドン放射能など）？ 

９．サイトにおける放射性核種移行特性の理解（SDM-Site） 

TSDM-1  亀裂、損傷のない岩盤及び変形帯における溶質移送及び保持特性を定義する上での健全な

理論的根拠は存在するのか？ またこれらの特性を制御するパラメータは、現地及びラボ施

設測定によって適切に定量化されているのか？ 

TSDM-2  TSDM-1 における溶質移送及び保持パラメータの値（放射性核種移行モデルにおいて使用

される）が、確証現地試験によって裏付けられているのか？ 

TSDM-3  処分場深度から地表に至る高速移行経路の存在に関して、何らかの直接的な観測に基づく

証拠が存在するのか？ 

10．処分場及び母岩の動的な地球化学的変遷（SR-Site） 

CSR-1  腐食剤及び人工バリアシステム（EBS）の劣化：（a）定置孔、坑道及び埋め戻し材におけ

る、さらには緩衝材とキャニスタの境界面における腐食種（S、N、O）の最大濃度、（b）緩

衝材/埋め戻し材の挙動（例えば塩分濃度）に影響を及ぼす可能性がある種に関するモデルが、

十分にロバストなものとなっているのか？ 

 モデルにおいて、既知であるか潜在的な不均一性、将来の変遷シナリオに伴う時間的な変

動可能性（例えば、処分場深度における最大塩分濃度、氷底における淡水の浸潤など）、さら

には生物地球化学的状況の支配的な影響（微生物、SO4、NO3、O2、Fe、新たに導入された

物質、DOC、その他）が適切に取り扱われているのか？ 

（安全機能：R1a-f） 

CSR-2  溶解度及び分種化：処分場深度における地下水組成の放射性核種の挙動に関連する側面の

それぞれに生じる動的効果（溶解度、分種化、錯体形成、埋め戻し材との相互作用、緩衝材

及び新たに導入された物質）は十分に理解されているのか？ またこうした変化を高い信頼
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性をもって予測し、その範囲を明らかにすることができるか？ 

・ 環境の変遷及び氷期の外的な影響（例えば淡水の浸透）。 

・ 処分場の熱及び建設資材に関連する影響。 

（安全機能：R1a-e; R2d） 

CSR-3  コロイド：放射性核種とコロイドの間の相互作用に関して、さらには母岩内でのコロイド

の移動性（収着、流過、存在度及び安定性）に関して、適切な記述が行われているのか？ 

 ニアフィールド及びファーフィールド地圏におけるコロイド（コロイド・ベントナイト及

び自然に産するコロイド）の存在度及び性質に将来生じる変化が及ぼす可能性のある影響が、

放射性核種モデル化において検討されているのか？ 

（安全機能：R2e） 

CSR-4  移行：SKB 社は、ファーフィールド地圏を通じた放射性核種の移行に影響を及ぼす地下水

化学、鉱物学及びマトリクス間の相互作用に関する包括的な記述を提示しているのか？ 

・ 相互作用を起こす固相、収着、蓄積及び共沈の特定及び記述。 

・ 分種化及び錯体形成。この中には、コロイドの形成及び移動も含まれる。 

・ マトリクス拡散。 

・ 移行抵抗の見積もり。 

・ 自然系からデータを使用した裏付けとなる論拠。 

 将来の変遷シナリオにおいて相互作用を起こす固相に起こり得る変化（変質、沈殿、溶解、

マトリクスへのアクセスしやすさ）が、移行及び保持モデルに関する不確実性において考慮

に入れられているのか？ 

（安全機能：R2a & d） 

CSR-5  将来の移行経路：処分場深度から生物圏に至るものとして形成される可能性のある移動経

路に関する記述は、サイトの水理化学的モデルと整合したものとなっているのか？ これら

の経路の化学及び水理面での安定性の裏付けとして、古水理地質学的な解釈に基づく証拠が

示されているのか？ 

 将来生じ得る湧出域における、また地圏-生物圏境界面における水理化学的な条件に関する

健全な記述が行われているのか？ また生物圏モデルはこれらの条件と整合したものとなっ

ているのか？ 

（安全機能：R2a-c） 

11．サイトの岩盤工学的な性質の理解（SDM-Site） 

ESDM-1  ニアフィールド岩石の応力条件：定置区域及び処分場レイアウトの適切な設計が可能にな

るよう、当該サイトにおける原位置応力体制に関する十分な理解が得られているのか？ 
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ESDM-2  岩盤の強度及び熱特性：SKB 社は、当該サイトに関してこれらの特性の変動可能性に関す

る適切なデータ及び理解を得ているのか？ 

ESDM-3  変形帯の特性：SKB 社は、処分場の構造面でのレイアウト及び設計を決定づける異なった

クラスの変形帯の強度及び変形性について、適切な理解を得ているのか？ 

12．処分場及びニアフィールド母岩の初期状態の岩石工学的な側面（D2） 

ED-1  EDZ：EDZ の性質及び定量的な特性が、岩盤支保及びグラウト要件の範囲を定置区域の建

設に先立って明らかにする上で十分に解明されているのか？ 

ED-2  EBS 定置：岩盤における既知の特性は、定置区域に関して提案されている設計と EBS の

設置方法（定置孔、定置坑道及び定置手法）を裏付けるものであるのか？ 

13．処分場母岩の岩盤の動的な変遷（SR-Site） 

ESR-1  掘削及び熱的に誘発されたスポーリング：スポーリングが発生する可能性が、ニアフィー

ルドの早期変遷の評価において十分に理解され、考慮に入れられているのか？ 

（安全機能：R2a,b） 

ESR-2  膨潤によって定置孔の周囲で誘発される引張破壊：緩衝材の膨潤の後に起こる可能性のあ

る引張破壊が、ニアフィールドの早期変遷に関する評価において十分に理解され、考慮に入

れられているのか？ 

（安全機能：R2a,b） 

ESR-3  熱負荷及び氷河に伴う負荷による剪断によって誘発された透水性の変化：SKB 社は、高温

期間に、またその後の氷河サイクルの期間に起こり得る透水性の変化に関する納得のゆくデ

ータ及びモデルを提示しているのか？ 

（安全機能：R2a,b; R3） 

ESR-4  処分場による熱負荷に伴う大スケール岩石破損：SR-Site では、処分場によって生じる総

熱負荷の結果としてニアフィールド及びファーフィールドの岩石に大スケールの破損が発生

する見込みとその影響が評価されているのか？ 

（安全機能：R2a,b） 

14．サイトの理解及び/または安全評価の解釈的な裏付けに関する一般問題の処理 

（SDM-Site 及び SR-Site） 

ISA-1  不確実性の特定、評価及び管理：SKB 社は、全ての領域において、不確実性に関する一貫
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性のある包括的な処理を提示しているのか？ その例として、モデル仮定、単純化仮定（例

えば、特徴を無視すること）、パラメータ値、データの完全性、解釈モデル、考古学の人工遺

物のアップスケーリングなどが挙げられる。 

 適切な検証の実践と信頼度評価が提示されているのか？ 

ISA-2  ACM 管理：SKB 社は、安全評価におけるサイト特性評価から生じる実行可能な「代替概

念モデル」（ACM）をどのように取り扱っているのか？ 実行可能な ACM は、適切な分析

を受けているのか？ 大きく異なる予測につながる ACM を定量的に取り扱うために、合理

的なアプローチ（例えば、ACM の相対的な重み付けのためのロジック・ツリー分析及び/ま

たは専門家の意見抽出など）は使用されているのか？ 

ISA-3  流動及び移行における連成 THMC プロセス：SR-Site は一貫して、また統合された方法に

より、高温期、永久凍土層の発達、氷河による負荷及び地震の影響の結果として起こる可能

性ｋある THMC 連成に対処しているのか？ 

（安全機能：R3 及び R4） 
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3.2 フィンランドの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支

援機関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

本調査では、フィンランドにおける放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研

究支援機関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方について、海外訪問調査において放

射線・原子力安全センター（STUK）及びフィンランド技術研究センター（VTT）からヒア

リングを実施した。ここでは、ヒアリングした情報を中心として以下に整理する。 

 

3.2.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) フィンランドにおける放射性廃棄物処分の研究開発の概要 

 フィンランドにおける放射性廃棄物管理に係る研究の枠組みとしては以下の 3 つに大別

される。 

・放射線・原子力安全センター（STUK）による規制研究 

・フィンランドの放射性廃棄物管理に係る研究プログラム（KYT プログラム） 

・事業者による研究開発 

 

図 3.2-1 フィンランドにおける原子力廃棄物管理研究の役割分担 
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STUK によれば、3 つの研究枠組みの視点の違いは以下のように整理されるとしている。 

 

STUK による規制研究（視点：それは安全か？） 

・許可に関する安全審査のレビュー等の規制に関連 

・STUK の専門性構築 

・確証研究 

KYT プログラム（視点：中立） 

・共通理解 

・専門性 

・代替管理方策との比較 

事業者による研究（視点：安全性を立証） 

・許可申請関連（サイト特性調査、セーフティケース、予備的安全解析報告書（PSAR）、

最終安全解析報告書（FSAR）） 

・廃棄物発生者による廃棄物管理義務に関連する個々の研究 

 

○フィンランドの原子力廃棄物管理に関する研究プログラムについて 

 KYT プログラムとは、当局が使用する専門的技術の構築をめざして、雇用経済省(MEE)

が運営している、フィンランドの原子力廃棄物管理に関する研究プログラムである。KYT

プログラムの前提は、原子力法(990/1987)に基づいている。同法によると、研究活動の目的

は、「当局が放射性廃棄物管理の様々な実施方法を比較するのに必要で、自由に使用できる

包括的な原子力工学の専門的技術や処分用の他の施設を有するようにすることである」（第

53 条 b）としている。国家研究プログラムは 1989 年に開始し、当初は事業者、当局等が資

金を拠出していたが、現在は主に国家放射性廃棄物管理基金（VYR）から、廃棄物発生者

の債務評価額の 0.08％の額に基づいて、資金が手当されている。現在の YVR からの拠出は

年間約 180 万ユーロ（約 2 億 4 千万円、1 ユーロ 133 円で換算）程度である。その他、各

研究機関からの持ち出しも追加されるとし、総額では約 300 万ユーロ（約 4 億円）である。 
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図 3.2-2 原子力廃棄物の国家研究プログラムの変遷 

 

現在は、KYT2018 という 2015～2018 年の 4 年にわたるプログラムが実施されている。

KYT2018 プログラムの目標はフィンランドの原子力当局（雇用経済省、STUK）が利用で

きる高品質な研究成果を生み出すこととしている。また、長期的な目標としては原子力廃

棄物管理に関して国として専門知識を維持すること、当局・事業者・研究者の間での協働

（collaboration）を促進することとしている。研究トピックスとしてはフィンランドで中

心的となる研究トピックとすることとしている。事業者や規制当局の活動に直接関連する

トピックは含まれないものとされる。 

 KYT プログラムの研究テーマは公募による。下図に選定のフローチャートを示す。 
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 図 3.2-3 KYT プログラムの研究テーマ選定フローチャート1) 

 

KYT プログラムの研究の枠組みとしては 1 年単位のもの、長期プロジェクト、共同プロ

ジェクトがあるが、前年度に公募し、応募された中から、KYT プログラムを運営する運営

グループ（Steering group）とその支援グループ（Supporting group）によって評価され、

選定される。現在の運営グループの議長は放射線・原子力安全センター（STUK）の代表で

ある。運営グループには、雇用経済省、STUK、社会保健省、環境省、フォルツム・パワー・

アンド・ヒート社（FPH 社）、ポシヴァ社、テオリスーデン・ヴォイマ社（TVO 社）の代

表が含まれ、専門家メンバーとしてフェノボイマ社が加わっている。応募されたプロジェ

クトの評価基準としては、研究ニーズに対する成果の利用可能性（KYT プログラムが統合

された共同プロジェクトを模索していることから）、この分野における他のアクターとのネ

ットワーク構築、新しい専門家の育成、新しい専門性の獲得、他のプロジェクトを考慮し

た効率性、研究テーマに対する研究費の妥当性があるとされている。なお、ここでのニー

ズとは事業者、当局、研究者によって構成される運営グループ、支援グループで議論され

たものであるとのことであり、また前フェーズのプログラム（KYT2014 プログラム）にお

ける国際レビューの勧告を踏まえているとのことである。フィンランド技術研究センター
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（VTT）によれば、実際には VTT が国内のニーズについて方向性を示しているとのことで

ある。 

 KYT2018 の研究トピックとしては、原子力廃棄物管理に関する技術、原子力廃棄物管理

の長期安全性、原子力廃棄物管理に関連する社会科学研究があるとしている。2014 年にお

けるプロジェクトは以下である。* 

 

- ADS（FLUTRA）での放射性廃棄物の核種変換、Aalto 

- 無酸素状態での水による銅の腐食、Aalto 

- 銅製放射性廃棄物キャニスタの力学的特性、Aalto 

- 最終処分条件下における人工コンクリートバリアの耐久性（サブプロジェクト 1）、Aalto 

- せん断応力下におけるベントナイト及び埋め戻しブロック表面の力学的挙動、Aalto 

- 深層基盤におけるバイオインフォマティクス（GEOBIOINFO）、Aalto  

- 岩盤節理の力学特性（KARMO）、Aalto 

- ベントナイト特性の評価：鉱物学的調査（BOA）、GTK 

- 結晶質基盤における塩性流体、ガス及び微生物（SALAMI）、GTK 

- 先進的核燃料サイクル－新分離技術、HY 

- ベントナイト特性の評価（BOA）、HY 

- 放射性核種の移行におけるコロイドの影響（KOLORA）、HY 

- グリムゼルでの原位置長期拡散実験、HY 

- 地圏における放射性炭素の化学形態及び収着、HY 

- 実験データの使用による、放射性廃棄物リスク評価に適用する放射生態学モデリングの

改善、UEF 

- ベントナイトの現象論的THMモデリング（BOAコンソーシアムのサブプロジェクト）、

JY 

- ナノトモグラフィーを用いた岩盤の間隙構の造特性評価とマトリクス拡散モデリンへの

結合、JY 

- 使用済燃料地層処分の実施に向けた社会・技術と安全上の国際的課題 - フィンランド及

                                                  
 
* 各研究機関は以下の略称で記載：Aalto：アールト大学（Aalto University）、GTK：フィンランド地質調

査所、HY：ヘルシンキ大学、UEF：東フィンランド大学、JY：ユヴァスキュラ（Jyväskylä）大学、VTT：
フィンランド技術研究センター 
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び EU - FInSOTEC-2012-2014、JY 

- 最終処分におけるセーフティケース（LS-TUPER）－計算モデルの開発、Ludus Mundi

社 

- ベントナイト特性の評価（BOA）、Numerola 社 

- 先進的燃料サイクル－燃料サイクルの計算解析、VTT 

- ベントナイト特性の評価（BOA）、VTT 

- 銅製溶接オーバーパックの材料の健全性（MICO）、VTT 

- 深層地下水サンプルの微生物学の特性評価（Geomicro）、VTT 

- 最終処分条件下における人工コンクリートバリアの耐久性（サブプロジェクト 2）、VTT 

- C-14 の放出、VTT 

- フィンランドの放射性廃棄物処分場の微生物学的影響下における腐食のリスク

（REMIC）、VTT 

- 銅製キャニスタのさまざまな腐食プロセスに微生物活動が及ぼす効果（MICCU）、VTT 

- 気体発生実験における微生物群集、VTT 

 

前述したように、KYT プログラムで実施するトピックは事業者や規制当局の活動に直接

関連するトピックは含まれないものとされている一方で、規制研究との違いについては、

KYT プログラムは公募を通じて運営委員会の指針により評価されるものであり、成果は公

共（public）のものであるとのことであった。（STUK は前述のように中立（neutral）とい

う表現を使用している） 

なお、STUK への聞き取り調査によれば、STUK が KYT プログラムに期待していること

として、KYT プログラムでは緩衝材やコロイド、微生物による腐食影響といったテーマが

あるが、結果的にはこれら研究成果が STUK にとって今後役に立つと考えているとのこと

であった。また、KYT プログラムでは運営グループ等で 2014 年度は STUK から 7 人が関

与していたが、参加することで専門性を高めることにも役立っているとのことであった。 

 

(2) 規制研究における実施項目 

 STUK によれば、STUK が原子力廃棄物管理の規制活動に資するために実施する技術支

援プログラムは「VATU プログラム」であるとしている。最近の VATU プログラムの予算

は毎年 62 万ユーロ（約 8,400 万円）程度であるとしている。これはポシヴァ社の研究開発
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費 3740 万ユーロ（約 50 億円（2014 年））、KYT プログラムの約 300 万ユーロ（約 4 億円

（各機関からの持ち出しを含む））と比較しても少ない予算となっている。 

 

○VATU プログラムについて 

 STUK によれば、STUK の VATU プログラムの目的は、STUK が行う規制判断をフォロ

ーできるように信頼性を獲得することであるとしている。VATU プログラムにおける最近

のトピックは原子力廃棄物管理に関することであり、ほぼ 100％の資源はポシヴァ社の建設

許可申請の審査に係るコンサルタンティングに充てられている。これらに係る全ての費用

は事業者に請求される。試験等の実作業を伴う研究は、規制研究支援機関を含めて現在は

行っていないとのことである。 

 その他の VATU プログラムにおけるトピックとしては以下があるとしている。 

 ・低中レベル放射性廃棄物の施設の使用に係る規制 

 ・新規原子炉（オルキルオト 3 号機、ハンヒキビ 1 号機）に係る廃棄物管理 

 ・規制作業の開発、使用済燃料処分の安全評価に係る独自解析の準備 

 ・原子力施設の廃止措置、原子力廃棄物管理と処分コストのための資金手当て計画 

 ・STUK 規則と YVL 指針 

 

 研究成果の規則と指針に対する応用の考え方として、そもそも STUK の規則と指針は国

際原子力機関（IAEA）や国際放射線防護委員会（ICRP）の国際的な最良な慣行に従って

いること、また、原子力廃棄物管理に関する指針においては許容できる放射線被ばく基準

値以外は特定の基準は限定されていること、施設からの放出拘束値も許容できる放射線被

ばくに基づいているとして、規制研究成果の規則等への反映については考慮していないと

している。STUK は決定を支援する、あるいは規則の改定を支援するような研究や解析を、

必要な時にコンサルタントや外部研究機関に外注するとのことであった。 

なお、聞き取り調査で得た情報として、過去に STUK が実施した実際的な研究としては、

サイトが特定されつつある 1990 年代中頃より、サイトにおける天然放射能と人工的なフォ

ールアウトのベースラインとなる環境放射線に係る研究、及び掘削による亀裂の増加や地

下水水理の影響を比較検討するための、岩盤特性のベースラインとなるモニタリング研究

を行ったとしている。これらはポシヴァ社のベースライン研究との比較や、事業の進展に

伴う影響を把握しやすくすることを目的としている。これらベースライン研究についての
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成果は公表されていないとのことである。 

 

(3) 規制支援機関について 

 STUK の規制活動を支援している機関としてはフィンランド技術研究センター（VTT）

が挙げられる。VTT は標準認定研究機関（Centre for Metrology and Accreditation：MIKES）

と 2015 年 1 月 1 日付で合併し、政府所有の有限責任会社（limited liability company）と

なっている。 

 VTT は主に 3 つのビジネス部門を有し、原子力に関する研究グループは Smart industry 

and energy systems 部門に属している。VTT の原子力分野には約 200 人の専門家、研究者

が所属しており、予算は約 2,000 万ユーロ（約 27 億円）となっている。原子力分野におい

ては以下の 4 つの専門領域をカバーしている。 

・原子炉安全性 

・次世代炉（Gen-IV） 

・原子力廃棄物管理 

・核融合 
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図 3.2-4 VTT の組織構成 

 

原子力廃棄物分野において、現在、VTT は雇用経済省と STUK にそれぞれ以下のような支

援をしている。 

●雇用経済省に対して 

・原子力研究戦略の立案 

・専門性の確保 

・研究プログラムのコーディネーター 

●STUK に対して 

 ・使用済燃料処分場の許可申請の審査の支援 

その他、他の機関に対して、原子力廃棄物分野のトレーニングコースを開催している。 

 

○VTT による STUK に対する支援活動 

 VTT による STUK への具体的な支援活動は、STUK との協定（VTT-STUK Framework 

agreement）に基づいているとしている。契約は当初、2012 年 3 月 9 日から 2016 年 3 月
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9 日までとしているが、終期は現在 2018 年 3 月 8 日まで延長されている。 

実施している活動は、以下の分野に係る審査の支援をしているとしている。 

・ONKALO における腐食環境 

・処分場の火災と避難シミュレーション 

・ポシヴァ社の安全評価におけるシナリオプロセス 

・ポシヴァ社の専門家意見集約（expert elicitation）プロセス 

・無酸素水における銅の腐食 

また、STUK の職員に対して、安全評価における不確実性の取り扱いや地圏微生物

（Geomicrobes）に関するトレーニングを実施しているとしている。上記の審査トピックに

あるように、VTT が STUK への支援活動として実施していることは、主に使用済燃料処分

に関するトピックのレビュー活動であり、関連して VTT は関連トピックに関する最新知見

の調査を実施している。規制研究支援としてはこれが該当するとしている。新たなデータ

取得のための試験等は実施していないとのことであった。 

なお、STUK との契約は規制支援活動に関する公募に応募して落札したものであるとし、

今後の STUK との協力関係については未定であるとしながらも、VTT によれば、同様な公

募が STUK から 2018 年以降も出されると考えられ、おそらく VTT が落札することを想定

しているとのことであった。 

 

・VTT によるポシヴァ社の研究開発支援活動 

VTT は使用済燃料の実施主体であるポシヴァ社の研究開発にも参加しており、以下のよ

うな研究開発を実施している。 

 

使用済燃料処分場のサイト特性調査 

・オルキルオトの地質環境特性記述・水理学的 3 次元モデル 

・結晶質岩の長期変遷記述モデル 

・ONKALO 坑道掘削により生じる変化に関連した水文地質学的モニタリング 

使用済燃料処分キャニスタ 

・力学的設計 

・材料試験 

・熱的設計 



 

3-53 
 

・腐食試験 

・非破壊検査方法 

人工バリアシステムの初期状態のための緩衝材設計 

・KBS-3V 処分概念のための人工バリア（緩衝材）システムの設計 

・キャニスタ周囲を覆うベントナイト粘土の緩衝機能設計 

セーフティケースにおける核種移行モデル 

・ニアフィールド又はファーフィールドからの核種放出率 

・セーフティケースにおけるデータ選択とシナリオ作成 

岩盤の地圏微生物学 

・オルキルオトの岩盤に生息する微生物の特性調査 

・地下水系における微生物の移動 

・鉱物溶解に及ぼす微生物影響 

 

なお、ポシヴァ社による研究開発支援は、ポシヴァ社の公募に応募し海外組織との競争入

札の結果契約することに基づいているとのことであったが、一部についてはその専門性か

ら VTT へ直接オファーが来ることもあるとのことであった。 

 

・利益相反の回避について 

 前述したように、VTT は STUK の規制活動の支援をする一方で、実施主体の研究開発の

支援も行っている。現地訪問調査において、利益相反についてどのように回避しているか

を VTT に質問したところ、規制と産業界の両方の支援をするために、利益相反を回避し同

時に中立性と透明性を確保することが重要とのことであった。具体的には規制と産業界へ

の支援活動において以下の 4 項目に従い独立性と信頼性を確保するとしている。 

・同じ解析をしない 

・同じ人物が担当しない 

・同じ設備を使用しない 

・同じソフトウェアを使用しない 

 なお、国外の規制機関に対する研究の支援は可能であるとの見解であった。 

 

また、研究者の移籍に関して、例えば産業界の研究開発を担当していたVTTの人物がSTUK
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へ移籍するような場合に禁止条項のようなものがあるか質問したところ、VTT にとっては

問題となるようなことはないこと、他の組織、例えば STUK が雇用する場合には一定期間

の猶予期間が必要等の条項があるかもしれないとの回答であった。実際に会議に出席した

VTT の職員の一人は STUK から VTT へ移籍してきたとのことであった（定年退職後の嘱

託採用のようであった）。なお、VTT からポシヴァ社、その逆の移籍もあるとのことであっ

た。 

 

○STUK による VTT との関係の考え方 

STUK への聞き取り調査によれば、VTT は研究所ではあるが、STUK の見解では STUK の

TSO ではないとのことであった。VTT は上記のような事業者側の研究開発も実施している

ため、利益相反の回避について懸念しているとのことである。VTT は雇用経済省の傘下に

あり、STUK は社会保健省の傘下にあることからも、STUK の独立性の維持を心掛けてい

るとしている。そのため、最近は VTT への依存を減少させているとのことであった。STUK

によれば、VTT が自身を STUK の TSO と考えているとしても、その相違は TSO の定義、

それぞれの見解の違いによるとのことであった。 

 

 

 

  



 

3-55 
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3.3 米国の放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関及

び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.3.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) 米国における放射性廃棄物処分の研究開発の概要 

 原子力規制委員会（NRC）での規制研究は、不確実性が存在している、安全裕度が適切

に特定されていない、既存・新規の設計及び技術を承認するために規制判断が必要など、

規制を担う組織としての知識の向上を目的として実施されている。規制研究で得られた情

報は、NUREG 文書に取りまとめられるとともに、規制指針（regulatory guides）の整備

に活用される。1) 

 NRC の規制研究のうち放射性廃棄物安全研究（Radioactive Waste Safety Research）と

しては、放射性廃棄物の管理オプションの評価のためのツール開発が実施されている。具

体的には、許認可終了後の残存する放射性物質の環境移行のメカニズムを研究するととも

に、このような環境移行による影響を評価するためのコンピュータ計算方法の準備などを

実施している。2) 

 

(2) 規制研究の定義・予算・実施機関 

 原子力規制委員会（NRC）の規制研究は、大きく「規制研究」と「長期規制研究」との

2 つに分けられており、各々の目的が以下のように記述されている3)。 

① 規制研究：規制判断をサポートするための新たな方法、ツール、情報を NRC スタ

ッフに準備・提供することを目的とする活動（Regulatory research: activities aimed 

at providing the NRC staff with new methods, tools, and information to support 

regulatory decisionmaking） 

② 長期規制研究：基礎的な洞察及び技術情報を提供するため、または、予期される

将来（5 年以上）の NRC のニーズをサポートするための潜在的な技術課題または認

識された欠落部を特定するために実施する将来を見据えた規制研究（Long-term 

regulatory research: forward-looking regulatory research performed to provide 

fundamental insights and technical information, or address potential technical 

issues or identified gaps to support anticipated future (greater than 5 years) NRC 

needs） 
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 NRC の規制研究は、原子炉、核物質、放射性廃棄物の 3 分野からなっており、その実施

に当たる部局としては、原子力規制研究局（Office of Nuclear Regulatory Research, RES）

であり、その下部にエンジニアリング部（Division of Engineering）、システム解析部

（Division of Systems Analysis）、リスク解析部（Division of Risk Analysis）がある。リ

スク解析部の環境移行部門（Environmental Transport Branch）が原子力施設の外部環境

への放射性物質の漏洩に係る移行及び影響について、方法論、データ、規格・基準、モデ

ル化のツールの開発を行っている。2014 会計年度での規制研究の予算規模としては、総額

で 50 百万ドル（約 60 億円）であり、そのうち、2 百万ドル（約 2.4 億円）が核物質・放射

性廃棄物の分野での予算額となっている。4) 

 

図 3.3-1 原子力規制委員会（NRC）の 2014 会計年度での規制研究予算 4) 

 

(3) 規制研究における実施項目 

 原子力規制委員会（NRC）の規制研究のうち、現在の放射性廃棄物処分に関するものと

しては、環境移行研究プログラム（Environmental Transport Research Program）が実施

されており、主な研究分野は以下のとおりである。5) 
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・廃棄物及び工学的構造物からの放射性核種の漏洩、放射性核種の漏洩のサンプリン

グ及びモニタリングの高度化 

・工学的材料（セメント等）の長期挙動 

・環境アセスメントのためのモデルの高度化 

 環境移行研究プログラムは、国内外の研究機関、規制機関との共同研究が実施されてお

り、技術、データベース、コンピュータコードの共同での利用などが行われている。共同

研究を実施している機関としては、米国地質調査所（USGS）、環境保護庁（EPA）、エネル

ギー省（DOE）の国立研究所、大学、全米アカデミー、専門機関（米国原子力学会（ANS）、

ASTM インターナショナル）の米国機関の他、海外機関としてカナダ原子力安全委員会

（CNSC）などがある。5) 

 また、国際共同研究プロジェクトへの参画としては、、熱－水－応力－化学（THMC）の

連成モデルの共同開発プログラムである DECOVALEX がある。6) 

 

3.3.2 規制研究支援機関及び中立研究機関の活用状況 

(1) 米国における規制研究支援機関について 

 米国における放射性廃棄物処分分野における規制研究支援機関としては、原子力規制委

員会（NRC）の資金に基づいて設立された放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA）が

ある。CNWRA は、テキサス州サンアントニオに所在するサウスウエスト研究所（SwRI）

の中に連邦政府出資研究開発センター（federally-funded research and development 

center, FFRDC）として 1987 年に設置されており、NRC への技術支援を行っている。7), 8) 

 

(2) 放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA） 

a. 組織概要 

 放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA）は、原子力規制委員会（NRC）が出資して

設立した研究開発センターである。地層処分に関連した規制課題の検討を行っており、設

計、性能評価、サイト特性調査、コンピュータ解析コード開発などを幅広く実施している。

サイト特性調査などの各種調査に係るレビュープラン、建設認可に係る許認可申請のレビ

ュープランの開発を行っている。特に、CNWRA は、以下の分野の地球科学及び工学的課

題の解決のための能力を備えている。9) 

・放射性物質の移行 
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・放射性物質の輸送 

・放射性廃棄物の貯蔵及び処分 

・環境アセスメント 

・核燃料サイクル施設の安全評価 

・原子力施設の廃止措置 

 現在、CNWRA は、NRC の技術支援及び研究開発に加えて、他の連邦政府機関、米国の

地方機関、海外の政府機関、民間の顧客のために研究開発を実施している。9) 

 

b. 役割 

 放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA）は、原子力規制委員会（NRC）が 1982 年放

射性廃棄物政策法に基づく高レベル放射性廃棄物の処分施設、貯蔵施設の許認可に対する

責任を履行する際に、NRC のために技術支援及びシステム工学作業を行う。10) 

 

c. 設置の背景 

 1982 年放射性廃棄物政策法に基づく高レベル放射性廃棄物処分場の開発、予備審査、許

認可のプロセスが長期にわたるため（20～25 年と推定）、以下のような 2 つの重要分野に

おいて特殊な問題が生じることが懸念された。11) 

・利益相反：原子力規制委員会（NRC）との契約者（例：DOE の国立研究所など）は、

エネルギー省（DOE）の民間放射性廃棄物管理プログラム（許認可取得者）による

大規模な契約をめぐり競争しており、契約を獲得している。そのため、利益相反（実

際の利益相反または認識される利益相反）の可能性が生じる。 

・技術支援・研究の継続性：連邦調達政策要件（連邦調達規則 17.204(e)）によって、

契約履行期間が 5 年に制限されている。競争市場についての評価が 5 年ごとに要求

され、それにより再競争が促される。技術支援・研究の長期的継続性は保証されな

い。 

 また、高レベル放射性廃棄物処分場が解決すべき課題が多分野にわたるということから、

以下のような問題点も指摘された。12) 

・廃棄物管理プログラムの多分野にわたる性格：NRC は、多分野にわたる活動を行い、

各分野の訓練に関して柔軟性を備えた組織から長期的な技術支援・研究を得ること

を必要としている。例えば、NRC は、プログラムの優先事項に応じて、様々な時に、
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様々な期間において、以下の分野の技術支援・研究を利用できることを必要とする。

地質学、水文学、物質科学、地球化学、土木工学、構造力学、コンピュータモデル、

システム工学、確率論的リスク評価、環境科学、原子力工学など。 

 上記の問題点を克服するため、原子力規制委員会（NRC）の資金に基づいて放射性廃棄

物規制解析センター（CNWRA）が設置された。 

 

d. 放射性廃棄物分野における研究開発・研究施設 

 放射性廃棄物規制解析センターが実施すべき研究開発等は、1982 年放射性廃棄物政策法

に基づく高レベル放射性廃棄物処分場などに関係するものとして、以下のような作業範囲

が想定されている。12) 

① 地層処分場の設計：この分野の技術支援・研究には、エネルギー省（DOE）の施

設の予備設計及び最終設計の審査・評価、廃棄物隔離システムの性能（立坑のシー

ル、ボーリング孔のシール、その他）を評価するための既存の方法（モデル、コー

ド、手順）の審査・評価、ならびに上質の方法の独自の開発（必要な場合）が含ま

れるが、それらに限定されるわけではない。 

② 廃棄体と廃棄物パッケージ：この分野の技術支援・研究には、DOE の予備設計及

び最終設計（使用済燃料と高レベル放射性廃棄物の両方のためのもの）の審査・評

価、廃棄体・廃棄物パッケージの性能を評価するための既存の方法の審査・評価（腐

食の研究ならびに熱が廃棄物キャニスタ、ガラス固化体、使用済燃料に及ぼす影響

の研究が含まれるが、それらに限定されるわけではない）、ならびに高度化の方法の

独自の開発（必要な場合）が含まれるが、それらに限定されるわけではない。 

③ 地質環境：この分野の技術支援・研究には、地下水の移行時間を予測するための

既存の方法や 1 万年間における放射性核種の様々な地質媒体の環境への放出に影響

を及ぼす諸要因（地球化学、水文地質学、岩盤力学、長期的な地質学的プロセスな

ど）についての検討・評価、高度化の方法の独自の開発（必要な場合）、ならびに

DOE の処分場候補地に対する DOE によるサイト特性評価計画の審査・評価が含ま

れるが、それらに限定されるわけではない。 

④ 輸送活動、環境活動、その他の関連活動：この分野の技術支援・研究には、環境

アセスメント、環境影響評価書の作成、DOE の輸送計画及び輸送用キャスク設計の

審査、ならびに原子炉サイトでの貯蔵のために提案されている代替的方法に関する
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トピカルレポート及び産業界の適用例のレビューが含まれるが、それらに限定され

るわけではない。 

⑤ 廃棄物システム工学：この分野の技術支援・研究には、処分場のそれぞれの構成

要素に関する性能評価方法（例えば、モデル、コード、手順）の審査、評価及び統

合、ならびにそれに基づく総合的許認可評価方法の開発、リスク評価・複合効果の

研究、他の契約者の作成物・活動についての技術審査、作業範囲記述書・提案の評

価における援助、ならびに最新式コンピュータ技術を用いた廃棄物管理許認可情

報・問題管理システムの実施における支援が含まれるが、それらに限定されるわけ

ではない。 

⑥ 特殊な解析的評価：この分野の技術支援・研究には、選択された DOE の計画及び

作成物の審査・評価、サイト内の使用済燃料貯蔵設備に関連する予測研究、ならび

に低レベル放射性廃棄物サイトの閉鎖の財務的協定に関連する研究が含まれるが、

それらに限定されるわけではない。 

 

e. 利益相反の回避について 

 原子力規制委員会（NRC）は、技術支援組織に係る利益相反状況を回避し、技術支援・

研究の継続性を維持するための様々な代替案を検討した。その代替案は以下のようなもの

が含まれる。11) 

・NRC の現在の契約者に対して、エネルギー省（DOE）、州、部族及びその他の関与

当事者のための作業とは別個に、NRC の作業のための組織的、管理的スキームを確

立するよう要求すること。 

・既存の国立研究所の使用、または DOE、州など及びその他の関係当事者のための作

業を行わないことに同意する連邦政府出資研究開発センター（FFRDC）の使用に関

する他の政府機関との省庁間合意または共同スポンサーシップ協定を結ぶこと。 

・独自の専用 FFRDC に資金提供を行うこと。その FFRDC は、連携が利益相反を引

き起こす可能性のある組織による支配を受けることがなく、DOE、州など及びその

他の関係当事者のための作業を行わないことに同意する非営利組織となる。 

・現在の利益相反のない個人もしくは企業との極めて限定的な技術支援・研究契約に

よって組織内のすべての技術的作業を行うこと。 

 これらの代替案を検討した結果、利益相反を回避し、かつ技術支援の継続性を維持する
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上で最も実際的な代替案はNRCがFFRDCに資金提供を行うことであるとの結論を得たと

されている。 

 

f. 国際協力 

 放射性廃棄物規制解析センター（CNWRA）による国際プロジェクトへの参画としては、

の欧州委員会（EC）の第 7 次枠組プログラムでの研究・技術開発・実証（RTD）プログラ

ム（2007～2013 年）のうち、EC/NEA 合同の人工バリアシステムプロジェクト13)への参加

などがある。 

 また、スウェーデンの原子力発電検査機関（SKI。現在の放射線安全機関（SSM））によ

る SITE-94 プロジェクトの OECD/NEA の国際ピアレビューの議長14)、OECD/NEA のセ

ーフティケース国際グループ（IGSC）のセメント材料に係る国際会議での編集委員15)、各

種の国際会議での発表、技術委員等への就任などでも国際協力を行っている。 
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3.4 フランスの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機

関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.4.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) フランスにおける放射性廃棄物処分の研究開発の概要 

a. 研究開発の原則と国家計画 

 フランスにおける放射性廃棄物処分の研究については、「放射性物質及び放射性廃棄物の

持続可能な管理に関する 2006 年 6 月 28 日付法律」（放射性廃棄物等管理計画法）1）の第 2

条において、「放射性廃棄物の最終的な安全処分に必要な諸手段の研究及び実施は、将来世

代が負うこととなる負担を予防しまたは低減するように行う」ことが定められている。 

また、同法第 6 条により、「放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画（PNGMDR）」に

よって「放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する調査及び研究の方針が定められる」

とされている。PNGMDR は政府が策定し 3 年ごとに改訂するものであり、議会、特に議

会科学技術評価局（OPECST）に提出され、続いて公表される。PNGMDR で示される研

究の範疇には処分実施主体による研究に限定されず、規制研究支援機関による研究が含ま

れている。 

なお、最新の PNGMDR（以下、PNGMDR(2013-2015) 2)という。）は 2013 年から 2015

年にかけての放射性廃棄物処分の研究についての方針が示されたものであり、この国家計

画が規制機関と、処分実施主体を監督する行政機関が中心となって策定されたことが示さ

れている。PNGMDR(2013-2015)の策定は、原子力安全機関（ASN）とエコロジー・持続

開発・エネルギー省のエネルギー・気候変動総局（DGEC）が共同で主催し、規制研究支

援機関である放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）、廃棄物の発生者と管理者、市民団

体、行政機関、国会及び原子力安全情報と透明性に関する高等委員会（HCTISN）、国防核

安全規制局（ASND）からなるワーキンググループでの作業により行われた。 

 

b. 主要な研究機関 

PNGMDR(2013-2015)では、放射性物質及び放射性廃棄物の管理の分野における主要研

究機関として、処分実施主体である放射性廃棄物管理機関（ANDRA）のほかに、原子力・

代替エネルギー庁（CEA）、地質学・鉱山研究局（BRGM）、国立科学研究センター（CNRS）、

国立産業環境・リスク研究所（INERIS）、IRSN、カルノー機関 MINES、及び大学を挙げ
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ている。 

 

(2) 規制研究の定義・予算・実施機関 

フランスにおける規制研究は、規制機関である ASN 自身ではなく、放射線防護・原子力

安全研究所(IRSN) にて実施されている。このため、規制研究に関する定義・予算につい

ては、IRSN の設置に関わる法令での規定及び IRSN の予算があげられる。 

 

IRSN による規制研究の定義 

IRSN は 2001 年 5 月の法律によって創設され、翌年 2002 年 2 月のデクレ（政令）3)によ

って設置された。このデクレにより、原子力・代替エネルギー庁（CEA）と IRSN の前身

である原子力安全防護研究所（IPSN）の分離、及び、後者と旧電離放射線防護局（OPRI)

の合併が図られ、原子力安全及び放射線防護に関する「研究及び評価」のための機関であ

る IRSN が、ANDRA と同様の EPIC（独立した商工業的性格を有する公社）として設立さ

れた。また、IRSN は関係 5 省（国防、環境、産業、研究、厚生）の共同監督の下にある。 

上記の 2002 年のデクレでの規定によれば、IRSN の役割は下記の分野における、専門的

評価及び研究の任務とされている。 

・原子力安全 

・放射性物質及び核分裂性物質の輸送の安全 

・国民及び環境の電離放射線からの防護 

・核物質の保護及び管理 

・悪意ある行為に対する原子力施設及び放射性物質・核分裂性物質の輸送の防護 

 

財源 

IRSN の財源について、上記の 2002 年のデクレでは以下のように定めている。 

・国及び国内外の公共機関または民間機関の交付金、補助金、及び費用負担 

・提供した役務及び販売した製品の報酬 

・刊行物の販売収益 

・特許または発明から得られた収益 

・公施設法人（IRSN）の動産及び不動産の収益、及びこれらの譲渡益 

・贈与及び遺贈 
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・財務収益、及び、一般に、法令で認められているあらゆる収入 

 

収入 

2014 年の財務報告書4)では IRSN の 2014 年及び 2013 年の収入は表 3.1-9 の通りである。 

 

表 3.4-1 IRSN の収入内訳 4) 

 2014 年 2013 年 

資金（Revenu） 35.3 35.8 

運営交付金 182.5 203.8 

許可取得者負担金 53.0 53.0 

他の運営資金 22.5 8.4 

運営収入 293.3 301.0 

資産収益 0.1 0.1 

臨時収入 0.6 22.3 

総収入 294.0 323.3 

単位：百万ユーロ 

 

このうち、運営交付金の内訳は表 3.1-10 の通りである。 

 

表 3.4-2 IRSN への交付金の内訳 4) 

 2014 年 2013 年 

エコロジー・持続可能開発・エネ

ルギー省 

176.4 199.3 

国防省 3.8 3.4 

他の省庁等（public authorities） 2.3 1.1 

計 182.5 203.8 

単位：百万ユーロ 
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また、許可取得者負担金の負担者は ASN によって定められ、主な負担者はフランス電力

株式会社（EDF 社）、AREVA 社、CEA である。 

 

支出 

 2014 年の財務報告書 4)では IRSN の 2014 年及び 2013 年の支出を表 3.1-11 の通りであ

る。 

 

表 3.4-3 IRSN の支出内訳 4) 

 2014 年 2013 年 

購入費 114.1 121.7 

人件費 133.4 133.1 

手数料及び税 6.8 7.3 

減価償却引当金 38.0 31.6 

その他の運営費 2.7 2.9 

運営費 295.0 296.6 

金融費用 0.6 0.6 

特別損失 2.9 4.6 

支出計 298.5 301.8 

単位：百万ユーロ 

 

また、IRSN の 2014 年年次報告書5)によると、2014 年の予算は 291 百万ユーロであり、

このうち 40.5%が研究に用いられ、52.6%は技術的支援と公共サービスに関する任務に用い

られているとしている。 

 

人員 5) 

IRSN の人員構成等は以下のとおりである。 

・2014 年末時点での職員は 1,748 名 

・原子力安全の専門家や放射線防護及び放射性物質制御の専門家のほか、多くの専門家、

エンジニア、研究者、医師、農業技術者、獣医、技師が在籍 
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・このうち、博士または研究指導資格者：41 名 

・別途、博士課程の学生：66.5 名、博士研究員：19.5 名（いずれもフルタイム勤務換算人

数）が在籍 

 

(3) 規制研究における実施項目 

IRSN は関係 5 省（国防、環境、産業、研究、厚生）の共同監督の下にあることから、幅

広い任務を持っている。設置を定めた 2002 年 2 月のデクレでは、任務として下記事項を行

うことが規定されている。 

 

・分析、計測、線量測定などの、専門的鑑定評価、研究、及び業務をフランス国内外

の公共機関または民間機関向けに実施する。 

・自らの事業分野における専門的鑑定評価に必要な専門的知見を維持し拡充するため、

内部において実施するか、またはフランス国内外の他の研究機関に委託する研究

プログラムを策定する。 

・医療従事者及び職業被ばく者の放射線防護における人材養成に貢献する 

・原子力安全・放射線防護総局（DGSNR、現在の ASN）、国防に係る事業・施設に関

する原子力安全・放射線防護代表委員、及び技術的支援を要請する国の当局及び

部局に技術的支援を供与する。 

・放射線源が関わるトラブルまたは事故の場合において、国民、労働者、環境の保護

を確保するとともに、施設の安全を回復させるための技術上、衛生上、及び医療

上の措置を原子力安全・放射線防護総局または国防に係る事業・施設に関する原

子力安全・放射線防護代表委員に提案する 

・環境放射線モニタリングに協力すること、及び電離放射線に被ばくする労働者に関

する線量データの管理運用及び放射線源のインベントリの管理を確保することな

どにより、放射線防護に関する常時警戒に参加する。 

 

 また、IRSN の研究について PNGMDR(2013-2015)では、主として廃棄物管理（特に地

層処分）に関連する安全性と放射線防護の中心的課題に集中していることが述べられ、

IRSN の研究が目指しているのは、第一に ASN 及び ASND の技術支援機関としての役割を

果たせるように、原子力安全と放射線防護について満足できる専門家評価のレベルを確保
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することであると述べている。 

 

3.4.2 規制研究支援機関及び中立研究機関の活用状況 

(1) フランスにおける規制研究支援機関について 

フランスにおける規制研究支援機関としては、放射線防護・原子力安全研究所（IRSN)

が存在する。 

IRSN は 2001 年 5 月の法律によって創設され、翌年 2002 年 2 月のデクレ（政令）3)によ

って設置された。このデクレによる IRSN の役割については 3.4.1(3)の通りである。 

 

(2) 規制機関と規制研究支援機関の関係と役割分担 

法的関係 

IRSN の設置に関するデクレ 3)第 1 条では、IRSN の任務として、ASN に技術提供を行

うことが定められている。また、同デクレ第 4 条では、理事会に「原子力安全・放射線

防護に係るミッションの長」を含むことが規定されている。 

原子力に関する安全及び透明性に関する法律（原子力安全･情報開示法〕6)の第16条は、

規制機関であるASNと規制研究支援機関である IRSNの関係について以下の事項を規定

している。 

・ASN は、IRSN に対する技術支援任務に該当する、国の IRSN に対する補助金の

分について、国から諮問を受ける。 

・ASN と IRSN 間において締結する契約で、この技術支援の方法を定める。 

・ASN の長を収支命令者とする。 

 

研究方針に関する関係 5) 

経済協力開発機構/原子力機関/放射性廃棄物管理委員会（OECD/NEA/RWMC） 規制

者フォーラムでの調査結果7)によると、IRSN による研究プログラムは、ASN との間で定

期的に示され話し合われていたが、最近まで ASN がそれに関して見解を述べるという正

式なプロセスがなかったこと。2009 年に IRSN 内で研究開発の方針決定に関する委員会

が創設され、ASN は同委員会の正会員となったことが示されている。 

IRSN の 2014 年の活動報告書 5)においては、IRSN 内の、放射性廃棄物の処分に関わ

る研究を所轄する委員会（原子力安全及び放射線防護研究ポリシー委員会 - COR）に、



 

3-70 
 

関係 5 省（国防、環境、産業、研究、厚生）の代表とともに ASN の代表が在籍している

ことが示されている。 

許認可申請に関する役割分担 5) 

規制機関であるASNと規制支援研究機関である IRSNは原子力関係の許認可申請に対

し下記の役割分担を持つ。 

・ASN は独立した行政官庁であり、原子力関係の許認可申請者が安全目標に合致した技術

的、組織的な手法を提案しており、安全目標を達成するための規則に適合していること

を確保する責任を持つ。 

・IRSN は公的研究・評価機関であり、複数の関係者を関与させた、独立的で透明性を確保

した評価プロセスに基づき、許認可申請者が安全目標への適合のために提案した手法が、

評価において検出されたリスクという観点と、現在の技術的・科学的知見という観点か

ら最適であるかを判断する役割を持つ。このため、IRSN は広範囲な科学的専門家と研究

施設を持ち、リスクを評価し、原子力安全に関する最新技術に貢献することを可能とし

ている。 

 

(3) IRSN による調査研究の位置付け 

処分実施主体（ANDRA）の研究との相違 

IRSN による規制関連の研究の主要目的として、欧州共同研究 SITEX の報告書8)では、

IRSN の職員の能力を向上させ、包括的な安全性のレビューを高い品質をもって実施するた

めに必要な、新たな知見を予見できるようにすることを挙げている。 

その上で、規制研究支援と処分実施主体による研究は安全にとって鍵となる課題を共有

するものの、処分実施主体が多くの予算を研究開発に費やすことができるのに対し、規制

研究支援では研究開発を必要とする課題とそうでない課題の間で適切なバランスをとり、

セーフティーケースに関係する全ての課題をカバーできるようにする必要があることを述

べている。また、規制機関または規制研究支援機関は、研究開発を行なわない課題につい

ての理由を説明できる必要があるが、IRSN は概念や建設の実証に関わる課題については、

科学的知見が異なったステークホルダに共有され、処分実施主体が適切に管理していると

して、IRSN での研究開発は行わないとしている。 

 

また、PNGMDR(2013-2015)では、IRSN による調査研究について、「処分プロジェクト
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の安全性の専門的評価を支持する研究」として以下の内容を述べている。 

 

・IRSN の研究は ANDRA が提出する安全文書の専門的評価を支援し、独立した形で行う

ために実施される。 

・地層処分に関する IRSN の研究は、ANDRA による研究と比較して、限定的な手段を用

いて、絞り込んだテーマに対して行われる。 

 

(4) 実施主体との独立性の確保 

・IRSN の設置に関するデクレ 3)の第 3 条では、IRSN が企画する研究プログラムから得ら

れた学術データは、情報権の制限に関する法律の規定や国防に係るものを除き、公開を

することが規定され、透明性が確保されている。 

・IRSN の調査研究は自身の予算で実施されており 4)、地層処分実施主体（ANDRA）の費

用とは独立したものである。 

・IRSN は広範囲な科学的専門家と研究施設を持ち 5)、独立した研究を可能としている。 

・IRSN は ANDRA との共同研究においては、職業倫理規定に従った合意議定書を締結し

ている 2)。 

 

(5) IRSN の研究活動 

IRSN による規制関連の研究活動として、欧州共同研究 SITEX の報告書では、実験方法

と予見されるデータとの間の妥当性、複雑な結合現象の知識、処分場の構成要素の性能の

識別と信頼性、処分場の構成要素が実地で要求される性能のレベルに適合するかという 4

つの主要な課題について取り組むとしている。これらの課題について、以下の研究開発に

取り組む必要があるとしている。 

・フィードバックが十分になされていない実験方法の適性試験。その有効性の評価により

データの一貫性と信頼性の程度を取り扱うことができるようになる。 

・より良い理解が必要とされる、処分場の生涯にわたり発生する複雑な現象と相互作用に

ついて、これらの問題に関する独立した評価能力を確保するための、基本的な科学的知

見を取得する。 

・複雑な現象と相互作用に関する研究をサポートするため、数値モデリングツールを開発

し使用する。これにより IRSN が処分場の構成要素の性能や物理化学的擾乱の程度を、
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処分実施主体による特定と推定から独立して評価できるようになる。 

・処分場の様々な構成要素の性能を保証する、鍵となるパラメータを評価するための個々

の試験の実施。これらの試験は処分場の構成要素が変質した状況の挙動をシミュレート

するよう設計され、IRSN が処分実施主体により提案される建設の仕様を評価できるよう

にする。 

 

これらの研究は IRSN の地上の試験施設とフランス南東部で IRSN が運用するトゥルヌ

ミール実験施設（TES：Tournemire Experimental Station）に於いて実施される。 

 

また、PNGMDR(2013-2015)では、地層処分に関する IRSN の研究計画について以下の

ように述べている。 

・深地層処分施設の設置申請を裏付ける書類の審査 

PNGMDR(2013-2015)の期限は、IRSN が ASN のために ANDRA が作成した深地層処分

施設の設置申請を裏付ける書類を審査するための重要な日付と一致する。IRSN はこの見地

から、自ら獲得したか、あるいは粘土層の地層処分のフィージビリティに関する書類

（Dossier 2005）の審査以降に科学界が獲得したすべての新しい知識を活用する。 

 

・過渡期の処分場の閉じ込めバリアの挙動に関する研究作業 

IRSN は過渡期の処分場の閉じ込めバリアの挙動に関する研究作業を強調する。この点に

ついては、特に以下の現象を考慮する必要がある。 

 

・処分場の機器の性能に影響を及ぼす可能性がある熱・水力・応力（THM）現象 

IRSN は、今後 3 年間の取り組みを、一方では密封の全体的性能を支配する重要パラメー

タを評価すること（SEALEX 試験）を目的とするトゥルヌミール実験施設での密封実験の

継続とそのモデリング、他方では処分場におけるガスの影響の理解とモデリングにほぼ集

中する。IRSN はこの点で、特にガス形成メカニズムの評価と予想される影響の数値シミュ

レーションに関して、Forge 欧州プロジェクトに貢献する。処分ボールトの力学的挙動（EDZ

の出現、支柱の役割など）について、IRSN は、さまざまな研究所（特にビュール研究所）

で行われた観察事項を考慮しながら、この挙動のシミュレーションを完成させる。 
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・処分場の機器の物理化学的進展の主要因 

開始された研究の目的は、処分場のさまざまな操業寿命段階での化学プロセスの安全性

に及ぼす影響を明確にすることである。この点について、IRSN は、細菌の発育がスチール

の腐食に影響を及ぼす可能性の研究、及び廃棄体の放射線分解現象と劣化現象の研究を継

続すること、ならびにセメント／鉄／粘土の複雑な化学的相互作用の理解に関する取り組

みを強調することを計画した。この目的からトゥルヌミール実験施設で行われた実験は、

高レベル放射性廃棄物の処分用のボールトをシミュレートしたボールトにおける酸化過渡

状態の影響と持続期間（OXITRAN 試験）、及び近い範囲で温度（CEMTEX 試験）または

人工換気の作用を受けた場合のコンクリートの耐久性と粘土の擾乱に関係する。IRSN は、

スイスのモン・テリ岩盤研究所での地下研究で実施されるアルカリ pH の作用を受けた粘土

材料の進展に関する実験的研究にも参加する。 

 

・ANDRA が調査したサイトに関連する土地データの解析及び利用した探査方法の限度の

評価、及び地層バリアの閉じ込め能力に関する重要な特徴の研究の完了 

IRSN は、粘土の差動的破断の研究に関する取り組みを継続し、特にさまざまな粘土層で

の破断の有無に関する説明要素を提示することを目指す。これと並行して、IRSN は、トゥ

ルヌミール実験施設で実施される割れ目中の水の移動に関する研究（FRACTEX プログラ

ム）を通じて、環境の低擾乱区域に付随する輸送特性を研究することを計画した。他方で、

IRSN は、ムーズ／オート＝マルヌ県のサイトで ANDRA によって実施される 2,000m の深

度ボーリングに関連する、堆積層帯水層システム・難透水における過去と現在の移動につ

いての国家プログラム（TAPSS 2000）、及びモン・テリ岩盤研究所の粘土層全域を横断す

るボーリング・プロジェクトに関連する研究プログラムに参加することによって、硬化粘

土層に付随する移動特性に関する知識を補完する。 

 

・処分場の総合モデリング能力の強化 

この点について、IRSN は、取得したすべての新しいデータを統合した独自の水文地質学

モデルを利用して、ムーズ／オート＝マルヌ県のサイトの水力学的計画の影響評価を継続

する。IRSN はまた、MELODIE 計算コードを使用して、地質環境における放射性核種の

移動シミュレーションに関する特殊な取り組みを計画している。最後に、IRSN は、処分場

及びその環境において起こり得る超長期的な進展のシナリオの定義を、これに関して入手
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可能な科学的知識に基づいて徹底的に検討することを計画している。 

 

また、PNGMDR(2013-2015)では、IRSN の研究課題及び活動に関連して以下を記してい

る。 

・処理施設及び中間貯蔵施設のニーズの予測 

 時間的側面は、中間貯蔵施設と処理／コンディショニング施設、特性評価及び輸送にお

けるニーズと、ある時点で利用可能になる手段との間で正しく一致させるようにするため

に、長期的管理経路を確立する際には最も重要な基準となる。一方、この時間的要素を取

り入れることは、廃棄物発生者の支払不能に関係するリスクを予測させる。総合的なニー

ズに対して、長期的管理経路の容量と利用可能性によって、廃棄物の発生が利用可能な許

可容量を上回るニーズを誘発しないようにフォローアップし、予測すべきである。 

 このような理由から、廃棄物発生者による中長期的な廃棄物管理戦略の決定は、独自に、

または他の廃棄物発生者との関係で現在のニーズを確定し、廃棄物管理におけるそれぞれ

の段階に到達させ、最適化された管理に不可欠な手段（中間貯蔵施設、輸送容器、特性評

価手段など）を備えるようにする上で決定的に重要であると思われる。こうした戦略は、

IRSN の支援を受けて安全規制当局によって定期的に検証される。 

 

・社会的側面／人文科学及び社会科学における研究 

人文科学及び社会科学が廃棄物管理及び放射性物質の分野に介入することは、奨励される

さまざまな解決策をより強固なものにするという考えにより、正当化される。人文科学及

び社会科学における研究は、進行中のさまざまなプロジェクトの社会的側面と学際的視野

に立ったその構成を統合するという目的を有している。このような専門分野出身の研究者

との協力では、当初から、運転者及び利害関係者に共通する関心テーマの周辺で、専門の

共同体を構築することを目指さなければならない。 

この枠組みにおいて、特に長期的経済、環境的研究、または現在設置されている CNRS

と IRSN の人文科学及び社会科学での新しいプログラムが呼び起こす研究の分野において、

近い将来に取り扱われる可能性がある。 

 

・人為的に濃度が高められた自然放射能廃棄物の旧処分場に関する調査 

人為的に濃度が高められた、天然起源の放射性廃棄物の中間貯蔵施設は、フランス国
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内に数十カ所存在する。肥料生産によって発生するリン酸石こう、アルミニウム生産の

残渣、及び火力発電所で発生する石炭灰といった廃棄物や、モナズ石の鉱石からレアア

ースを生産するという過去の活動によって生じる残渣である。 

フランスの CHARBONNAGES 社の責任の下にあった旧 14 サイトのうち 5 つのサイ

トは 2010 年に、地質学・鉱山研究局（BRGM）と IRSN が実施した調査の対象となった。

調査は、石炭灰処分の放射線影響評価を内容とするものであった。他の 9 つのサイトに

関しては、特定された事業者がもはや存在せず、リスク防止総局（DGPR）は 2012 年に、

BRGM と IRSN に対して、石炭灰の存在に関係する放射性汚染の可能性を探る目的で対

応策を実施するよう要請した。 

 

・鉱物処理残渣と鉱山廃石の管理に関する調査 

フランスでは、1948～2001 年にウランが採掘されていた。探鉱・採掘・処理活動は、

フランスの 25の県に分散する約 250カ所のサイトを対象に行われていた。鉱石の処理は、

8 つの工場において実施された。ウラン鉱山の探鉱と操業によって、ウラン処理による抽

出後に残る物質からなる「処理残渣」及び経済的な鉱化作用を達成するために掘削され

た土と岩盤からなる「鉱山廃石」が発生する。発生した廃棄物が大量であるため、現行

の管理法は、現在の及び長期にわたる影響を可能な限り合理的に緩和するために講じら

れる措置の確認を含む原位置管理としている。この処分サイトは、AREVA 社の責任の下

で環境保護指定施設（ICPE）としての規制を受ける。 

原子力安全防護研究所（IPSN、IRSN の前身）は、1998 年に残渣処分場の再整備に関

する見解、2001 年にウラン鉱石処理残渣処分場の放射線の影響評価のための方法論をそ

れぞれまとめた。また、IRSN は環境担当省の要請に基づいてウラン鉱山サイトの国家イ

ンベントリを作成した。 

 

・使用済み密封線源の管理 

使用済み密封線源は、公衆衛生法典に従う管理に関する特別規定の対象となる。この管

理は、線源を含有する装置が市場に投入された直後から開始され、それによってこれら

の線源の追跡を確実にすることができる。IRSN は使用済み密封線源に関する国家インベ

ントリを維持している。 
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共同研究の実施 

PNGMDR(2013-2015)では、IRSN による他機関との共同研究について下記の記載がある。 

・IRSN の研究は他の国内の研究機関、大学からの支援を得て実施される。 

・IRSN は、職業倫理規定に従って、ANDRA と共同研究の実施に関する合意議定書を締結

している。 

・IRSN は、国立科学研究センター（CNRS）と連携して原子力・エネルギー・環境・廃棄

物・社会（NEEDS）プログラムに参加している。 

・IRSN は欧州での国際共同研究として、Forge プログラムに参加するとともに、SITEX

プロジェクト（3.13 参照）の調整役を務める。 

・海外機関との共同研究のため、日本（（国研）日本原子力研究開発機構（JAEA）、原子力

安全基盤機構（JNES））、カナダ（CNSC）、及びロシア（SEC/NRS、IBRAE）との協定

を持つ（2013 年時点）。 

・IRSN は粘土環境の地下研究所であるトゥルヌミール実験施設（アヴェロン県）を所有し

ており、この施設は 2007 年から国際原子力機関（IAEA）のエクセレンス・センターの

ネットワーク、及び国内外の科学共同体に組み込まれている。 

 

なお、IRSN が参加する欧州規模の共同研究に関し、なお、IRSN の 2014 年年次報告で

は、SITEX プロジェクトの後継の SITEX II プロジェクトの提案においても調整役を務め

たことが示されている。また、ANDRA が調整役を務め、原子力事業者である AREVA 社

や、EDF 社のグループ企業（EDF-DTG：Électricité de France S.A.）が参加するモニタリ

ングに関する共同研究（MoDeRn20209）にも参加している。 

 

(6) トゥルヌミール実験施設 

IRSN の調査研究プログラムのうち高レベル放射性廃棄物及び中レベル長寿命放射性廃

棄物に関する研究は、IRSN の地上研究施設や、IRSN が 1992 年に取得し、運営してい

る地下研究所（トゥルヌミール実験施設、TES）で実施される試験等をとおして実施され

るほか、ビュール（ANDRA 地下研究所）や、スイスのモン・テリ岩盤研究所、ベルギー

のモル地下研究所での研究への参画なども行っている10)。 

以下に IRSN の調査インフラのうち特にトゥルヌミール実験施設（TES）について、

IRSN による公開情報 10)に基づいて記載する。 
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地質概要 

南仏に位置するトゥルヌミール実験施設（TES）は、海抜約 500m に位置している（図 

3.1-6）。TES が建設された母岩は、ANDRA によるビュール地下研究所の母岩と同じタイ

プの地層に分類される、圧密された粘土質の地層（図 3.1-6のToarcian argillities, marnes）

であり、1 億 8 千万年前に形成された海成層である。この地層の厚さは約 250m であり、

上下に石灰質の地層が存在している。TES の母岩である粘土層は約 50%の粘土鉱物と二

次鉱物（石英、炭酸塩、パイライト等）からなり、圧密され硬質である。含水率は 8~10%

であり、これらの水は直径約 10nm の空隙に存在している。TES の母岩には幾つかの断

層が存在し、これらは 4～5 千万年前、またはそれ以前に形成されたものである。この断

層の存在は、粘土層における地下水の移行に関する知見の獲得に重要な役割を果たしてい

る。 

 

 

図 3.4-1 TES の地質断面図 10) 

 

施設概要 

TES は 19 世紀に建設された長さ 1,885m の旧鉄道トンネルを主要坑道として建設され

ており、総延長 285m の 6 本の分岐坑道を持つ（図 3.1-7）。また、200 本以上の試錐孔が

掘削されている。 

主な試験施設として、粘土層とその挙動の分析、地球物理学的手法を用いた断層の挙動
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の分析、地層中の地下水移行速度の分析、母岩の擾乱の分析、処分場の主要な構成要素の

性能分析のための施設を持つ。 

 

 

図 3.4-2 TES の施設概要 10) 

 

研究概要 

TES における研究の主な目的は、ANDRA によるビュール地下研究所での粘土層での地

層処分に対する研究を独自に検証することであり、地層処分の長期安全性に関する下記の

特定の挙動を検証するための研究が実施されている。 

・粘土層における地下水の移行メカニズム 

・岩盤の閉じ込め特性に対する掘削影響 

・岩盤とコンクリートや金属等の材料との相互作用の影響 

・シール（プラグ）の性能 

 

これらの研究による主要な知見は以下の通りである。 
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粘土層における地下水の移行メカニズム 

TES の母岩のうち、割れ目部分以外での、天然のトレーサを用いた地下水移行速度に関

する試験では、およそ 100 万年に 1cm という値を得ており、主要な地下水移行メカニズ

ムは水分子の拡散であるとされている。一方、割れ目部分に存在する地下水の化学成分や

同位体組成の分析からは、岩石全体での地下水移行速度は千年に数 cm という値を得てい

る。 

 

岩盤の閉じ込め特性に対する掘削影響 

母岩中の割れ目の生成と発達は地層処分の長期安全性にとって本質的な要素である。

TES の母岩は硬質であるが割れやすさを持っている。このため、掘削影響領域（EDZ）

は数 10cm から 2m に及んでおり、掘削影響により生成された割れ目は、潜在的な地下水

の移行経路となっている。また、坑道の換気による岩盤の乾燥も割れ目の発達を促進して

いる。 

 

岩盤とコンクリートや金属等の材料との相互作用の影響 

坑道の支保や試錐孔の管内に用いられるコンクリートや鋼材と岩盤との相互作用に関

する試験が実施され、岩盤の変質と核種収着作用への影響が評価された。10 年から 30 年

程度の期間において、地下水の存在下での岩盤の変質フロントは 2~3cm であった。 

なお、TES の持つ、このような試験に有利な特性として、主要坑道として利用されてい

る旧鉄道トンネルでは、コンクリートと似た性質を持つ石灰が岩盤表面に施工された後、

100 年以上が経過していることが挙げられる。この時間は地層処分施設の操業期間に比肩

する。 

 

シール（プラグ）の性能 

地層処分施設の長期安全性に取り重要な構成要素としてシール（プラグ）が挙げられる。

このシールは膨潤性の粘土（ベントナイト）からなり、水密性を持つ。 

IRSN は TES において、シールの長期間にわたる頑健性に関する研究プロジェクト

（SEALEX）を実施しており、この研究プロジェクトにおいて、IRSN はシールの長期の

水理的な性能に関する規制における鍵となる特性を得ることを目的としている。このプロ
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ジェクトによる試験は数年間にわたり実施されている。 

 

(7) トゥルヌミール実験施設での新規研究計画 

IRSN は 2014 年の年次報告書 5)において、トゥルヌミール実験施設での新規研究計画とし

て以下を示している。 

 

・ANDRA による地層処分プロジェクト（Cigeo）の進展に伴い、新たな科学的、技術的課

題の地下深部での研究が必要とされる。特に操業段階と可逆性の確保に関する課題であ

る。 

・この段階では、処分場の挙動に関し、鍵となるパラメータのモニタリングが必要とされ

る。例としては、掘削影響領域の進展や、処分セル内の温度と地球化学的状態が挙げら

れる。 

・IRSN は、ANDRA により実施されるモニタリング・プログラムの独立的検証のため、モ

ニタリングに用いられる可能性のある、新規の低消費電力型のセンサや、地中無線通信

技術等の新技術と、これらの正確さ、頑健さ、耐久性等の性能に関する知見を得る必要

がある。 

・この目的のため、2015 年にトゥルヌミール実験施設において新規の試験を開始する。こ

れらの試験のうち 2 つは欧州共同研究 Horizon2020 の枠組みにおいて 2014 年に提出さ

れたものである。 

 

なお、上記の Horizon2020 の枠組みにおける研究には、(5)で述べたモニタリングの共同

研究（MoDeRn20209））が含まれている。 
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3.5 スイスの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関

及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.5.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) スイスにおける放射性廃棄物処分の研究開発の概要 

 スイスで規制機関が実施・支援する研究は、「規制安全研究（regulatory safety research）」

と呼ばれており、科学技術について現在有する知見を確認・向上させるとともに、規制の

業務において利用可能なものとすることを目的としている。1) 

 連邦原子力安全検査局（ENSI）によれば、実施主体は安全性を確保しながら、放射性廃

棄物の処分場を設計・建設・操業・閉鎖することに義務・責任を負うとしており、実施主

体が実施する研究開発も同様であるとしている。2) 

 他方で、ENSI は規制機関が研究を実施することには以下のメリットがあるとしている。 

 

・能力 

 例えば、セーフティケースの評価は通常規制機関の役割であるが、評価にあたっては

実施主体が有するのと同レベルの専門知識やノウハウが要求される。規制機関が研究を

実施することで、必要な能力の獲得・維持が可能となり、科学者集団へのアクセスも容

易となる。さらには、若い研究者が研究プロジェクトに積極的に関わることができるよ

うな魅力のある職場環境を作り上げることで、優秀な人材のリクルートが可能になると

いうメリットがある。 

 

・独立性 

 規制機関が研究を実施し、セーフティケースを審査した場合、その審査結果を実施主

体の視点に対するセカンドオピニオンと見做すことができる。また、ステークホルダー

は規制機関が実施・管理する研究開発を独立した研究として認識することが可能である。 

 

・信頼性 

 能力と独立性は規制機関への信頼性の前提条件である。さらに、規制機関が公の場に

出るなど、全てのステークホルダーと定期的に交流することにより、規制機関の存在が

認知され、有能で独立性を有すると認識されるようになる。 
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(2) 規制研究の定義・予算・実施機関 

 原子力法3)第 86 条第 1 項では、連邦政府が放射性廃棄物の管理に関する応用研究を助成

することができると規定されいる。また、ENSI 訪問時に行った聞き取り調査によると、

ENSI は、基礎研究ではなく応用研究を実施するとしており、規制側が実施する研究は基礎

研究ではなく、むしろ応用研究であるとの性格づけをしている。 

 原子力令第 77 条は原子力法第 86 条をより詳細に規定したものであり4)、第 1 項では、認

められた貸付金の枠内で、監督官庁が原子力施設の安全及び保障措置並びに放射性廃棄物

管理の分野において行われる専門従事者の研究、訓練及び教育のプロジェクトに対する助

成を行うことができると定められている。さらに、第 2 項では、助成が財政援助または連

邦原子力安全検査局（ENSI）の職員の協力という形で実施されると規定されている。以下

に該当の条文を示す。5) 

 

原子力法第 86 条 

連邦は原子力の平和利用、とりわけ原子力施設の安全及び放射性廃棄物の管理に関する

応用研究を助成することができる。 

 

原子力令 

第 77 条 研究、訓練及び教育の助成 

1 監督官庁は、原子力施設の安全及び保障措置並びに放射性廃棄物管理の分野におい

て行われる専門従事者の研究、訓練及び教育のプロジェクトを認められた貸付金の枠

内で助成する。 

2 助成は、財政援助又は連邦庁若しくは連邦原子力安全検査局（ENSI）の職員の協

力という形態で行われる。 

 

 また、ENSI は、2013 年の「ENSI の研究戦略」において、独自で研究を実施するか、

プロジェクトを支援するとして、規制研究を位置づけている。 

 

 原子力に関する全ての研究プロジェクトのうち、ENSI が管理していない研究プロジェク

トについては、ENSI において関係する専門分野の専門家の最低でも 1 人がチェックしてお

り、得られる知見を ENSI の監督業務に取り入れている6)。 
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 ENSI が放射性廃棄物分野を含め原子力に関する研究を独自で実施するケースもある。例

えば DECOVALEX プロジェクトにおいては、ENSI の処分・分析部門の 1 名が参加してお

り、国際ベンチマークのプロジェクトに ENSI の計算データを提供している。 

 

 ENSI 訪問時に行った聞き取り調査によると、ENSI が実施または ENSI が支援する 2016

年の規制研究の予算は 600 万スイスフラン（7 億 4,400 万円、1 スイスフラン＝124 円とし

て計算）であり、この予算額は今後 4 年間維持される。放射性廃棄物管理の研究予算は 120

万スイスフラン（約 1 億 4,900 万円）であり、研究予算全体の 20％を占めているが、今後

4 年で研究予算全体の 25％まで引き上げられる見込みである。 

 なお、ENSI 全体の予算は 6,000 万スイスフラン（74 億 4,000 万円）である。原子力施

設の操業者が支払う審査手数料が予算の 90～95％をカバーしており、残りは連邦政府が拠

出し、研究や広報などに充てられている全予算の半分が人件費である。ENSI の研究予算に

ついては、600 万スイスフランのうち、400 万スイスフランを操業者が支払い、200 万スイ

スフランを政府が支払う形となっている。 

 

図 3.5-1 2016 年の ENSI の規制研究予算の内訳 

 

 規制研究の予算の充足性については、経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）の
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放射性廃棄物管理委員会（RWMC）が実施した 2009 年の規制者フォーラム（RF）で各国

参加者に送付された質問票に対するスイスの回答によると、規制研究全体の予算が十分で

あるとしながらも、放射性廃棄物管理の分野に関する規制研究の予算は拡大することが望

ましいとしている。以下に当該の質問及び回答を示す。7) 

 

質問：予算は十分であると考えるか。もしそうでないならば、その理由は何であり、適

切な研究・開発予算はどのくらいであるか。 

回答：現在の目的に対する予算は十分である。しかし、特に放射性廃棄物管理の分野に

おいては、予算を増額し、規制研究活動を拡大することが望ましいだろう。追加

のプロジェクトを担当するのにより多くの人員が必要となるからである。こうし

た予算の増額と活動の拡大は段階的なプロセスとなるだろう。研究予算の増加は

スイスでは不可能なことではないと考えられる。 

 

(3) 規制研究における実施項目 

 連邦原子力安全検査局（ENSI）が実施、または参加している規制研究のうち放射性廃棄

物処分に関するものとしては、以下の表に示すモン・テリ岩盤研究所のプロジェクトがあ

げられる8)。 

 下記のプロジェクトには、スイス国土地理院（Swisstopo）、放射性廃棄物管理共同組合

（NAGRA）、フランスの放射性廃棄物管理機関（ANDRA）、放射性防護・原子力安全研究

所（IRSN）、ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）、米国のエネルギー省（DOE）、

シェブロン社（Chevron Energy Technology ETC）、日本からは大林組、（国研）日本原子

力研究開発機構（JAEA）が共同で参加しており、そのうちモニタリング（MO）について

は ENSI がプロジェクトを主導している。 

 

表 3.5-1 ENSI が過去に参加した及び現在参加しているモン・テリ岩盤研究所でのプロジ

ェクト 

プロジェクトの名前 実施期間 その他の参加機関 

周期的な変形（CD） 2006～2014 年（Phase 12～19） BGR 、 IRSN 、

NAGRA 、
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Swisstopo 

亀裂の生成（EZ-B） 2003～2008 年（Phase 9～13） BGR 

拡大した掘削影響領域の分

析（EZ-E） 

2003～2004 年（Phase 9） NAGRA 

蒸発検層（FM-D） 1997～2005 年及び 2006～2016 年

（Phase 3～10 及び Phase 12～21）

（ENSI は 2008 年の Phase 14 から

参加） 

Swisstopo 

 

原位置断層運動（FS） 2013～2016 年（Phase 19～21） Swisstopo、JAEA、

DOE 

力学・水理連成挙動について

の研究所での実験調査（HM） 

2012～2016 年（Phase 18～21） Swisstopo 

三次元力学・水理連成モデル

（HM-A） 

2014～2016 年（Phase 20～21） Swisstopo 

ボーリングコアの機械吸引

（HM-B） 

2015～2016 年（Phase 21） BGR、Swisstopo 

モン・テリ・モデリング・タ

スク・フォース（MF） 

2006～2008 年（Phase 12～13） 

（ENSI は 2007 年の Phase13 へ参

加） 

NAGRA 

モニタリング（MO） 2010～2016 年（Phse 16～21） ANDRA 、

Swisstopo 

岩盤力学の分析（RA） 1999～2016 年（Phase 5～21） 

（ENSI は 2003～2004 年の Phase 9

及び 2009～2011 年の Phase 15～16

に参加） 

（なお、NAGRA は 1999 年から参加）

BGR、NAGRA、大

林組、ANDRA 

岩体の特性調査（RC） 2008～2013 年（Phase 14～18） BGR、Swisstopo、

シェブロン社 
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 その他に ENSI が参加しているのは、欧州連合（EU）の第 7 次枠組み計画において実施

された「処分場のガス挙動（FORGE）」プロジェクトである。FORGE は地層処分場のニ

アフィールド及びファーフィールドで発生するガスの安全性への影響について調査するプ

ロジェクトである。ENSI は「性能評価でのガスの扱い方」の作業パッケージ 1（WP1）に

参加しており、WP1 の目的は、ガス問題についての科学技術面での知見を目録としてまと

めることである。FORGE には 12 カ国から 24 の機関が参加しており、スイスからは ENSI

と処分の実施主体である放射性廃棄物管理共同組合（NAGRA）が参加している。 

 

 また、ENSI が参加するプロジェクトには、SITEX（Sustainable network of Independent 

Technical EXpertise for radioactive waste Disposal）プロジェクト、DECOVALEX

（DEvelopment of COupled models and their VALidation against Experiments）プロジ

ェクト、OECD/NEA の Clay Club プロジェクトがある。 

 

3.5.2 規制研究支援機関及び中立研究機関の活用状況 

(1) スイスにおける規制研究支援機関について 

 ENSI が委託している放射性廃棄物分野での研究については、以下のプロジェクトがある。

その概要を示す。 

 

北部アルプス前土の第四紀の堆積物の時代決定（実施時期：2012 年～2016 年） 

 ENSI は北部アルプス前土の第四紀の堆積物の時代決定プロジェクトを 2012 年から 3

年の計画で、ベルン大学の地質科学研究所、スイス連邦工科大学チューリヒ校のイオン

ビーム物理学研究所へ委託し実施した。このプロジェクトでは、原位置宇宙線生成核種

を用いて、埋没年代測定、アイソクロン埋没年代測定、深度方向の年代測定（depth-profile 

dating）を実施することにより、スイス北部のアルプス前地にある古い被覆岩層の主要な

堆積物の年代を確認する。予算は、24 万スイスフラン（約 3,300 万円、1 スイスフラン

＝124 円として計算）である。 

 

ヴァイクセル氷河期の気象モデリングのプロジェクト（実施時期：2010 年～2012 年） 

 ENSI はベルン大学気象環境物理研究所へ委託し、ヴァイクセル氷河期の気象モデリン

グのプロジェクトを実施し、2012 年に終了した。このプロジェクトでは、ヴァイクセル
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氷河期の様々な条件が大気の状況と降雨パターンに及ぼす影響を評価した。氷河期にお

ける降雨パターンの変化は氷河の成長や地下深部への侵食を左右するものであり、地層

処分場の計画策定において、考慮に入れられる。予算は、9 万 3,000 スイスフラン（約

1,200 万円）である。 

 

 また ENSI 訪問時に行った聞き取り調査によると、ENSI は以下の大学と企業に研究を委

託しているとのことであった。 

 

 スイス連邦工科大学チューリッヒ校の地学部（地質工学分野で研究を委託） 

 ベルン大学地質科学研究所（氷河、侵食の研究を委託） 

 ドイツのキール大学（放射性核種の移行モデリングの研究を委託。DECOVALEX に

関与） 

 Basler and Hofmann 株式会社（地震、トンネル、岩盤力学、放射性核種の分布の研

究を委託） 

 Dr. von Moos 株式会社（氷河、侵食の研究を委託） 

 

 上記の大学・企業は NAGRA の研究開発には関与してないため、規制研究と実施主体の

研究開発のそれぞれの支援組織は明確に分離されている。 

 

 放射性廃棄物安全条約第 5 回スイス国別報告書によると、特定の研究について連邦原子

力安全検査局（ENSI）は独立性を有する専門家と契約をすることができるとされており、

パウル・シェラー研究所（PSI）から支援を得ていると記述されている9)。この記述に関し

て、ENSI、PSI、放射性廃棄物管理共同組合（NAGRA）の訪問時に聞き取り調査を行っ

たところ、実際には、PSI は実施主体である NAGRA との契約の下で、NAGRA に対する

研究支援を行っているとのことであった。また、PSI は放射性廃棄物分野において ENSI

の研究開発には関与していないとのことであった。 

 

 ENSI 及び PSI 訪問時に行った聞き取り調査によると、PSI は放射性廃棄物分野において

は ENSI を支援していないが、原子炉安全と放射線防護の分野では、ENSI を支援している

との回答を得た。 
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(2) 利益相反の回避について 

 連邦原子力安全検査局（ENSI）は、国際原子力機関（IAEA）の一般安全指針 GSG-4「規

制機関による外部専門家の活用」に従って、ENSI が外部専門家を必要とする特殊な分野に

おいては、研究プロジェクトにおいて独立した専門性を培うとともに、利益相反の可能性

を回避することを規制安全研究の目標の一つとしている。また、多様性を促すために、ENSI

は様々な機関に研究を依頼するとしている。6) 

 

 ENSI 訪問時に行った聞き取り調査によると、ENSI が企画する研究プロジェクトを実施

する外部委託先を選定する場合、ENSI は委託先が原子力施設に関する専門家報告書を作成

できるかどうかという観点から審査する。その上で、委託先は以下の特定の基準を満たす

必要があるとしている。 

 委託先は ENSI の監督対象組織の業務に携わってはいけない。 

 ENSI が委託先に発注する業務は、監督対象組織に代わって当該委託先が計画、建

設し、報告する原子力施設、またはそれに関連する安全性の事項の全体または一

部に関連するものであってはならない。 

 以上から、ENSI は、委託先の職員が利益相反に巻き込まれる可能性の低い委託先に対し

て高い優先順位を与えている。 

 全ての ENSI の契約において、研究者は利益相反を回避しなければならないこと、また、

利益相反が発生するかもしれない場合には ENSI に伝達することを定める条項がある。現

在、廃棄物管理分野においては関連しないが、もし、予見可能な利益相反の可能性がある

場合、ENSI は許可所有者に対して研究内容の修正を要求することができるとしている。 

 

 また、NAGRA 訪問時に行った聞き取り調査によると、現在 ENSI と NAGRA で実施し

ている共同研究はないとのことであった。2012 年までモン・テリ岩盤研究所で 2～3 の共

同研究を実施したが、福島第一原子力発電所事故の後、緑の党からの批判を受けて、NAGRA

と ENSI 双方のイニシアチブで共同研究をやめたとのことであった。 

 

  



 

3-90 
 

3.5 の参考文献（スイス）

 
1) ENSI ウェブサイト、“Research on the management of radioactive waste” 

http://www.ensi.ch/en/waste-disposal/research/ 
2) OECD/NEA, “Towards Transparent, Proportionate and Deliverable Regulation for 

Geological Disposal: Workshop Proceedings Tokyo, Japan 20-22 January 2009.” 
https://www.oecd-nea.org/rwm/pubs/2010/6825-towards-transparent.pdf 

3) Kernenergiegesetz（原子力法） 

4) Kernenergieverordnung Erläuternder Bericht（原子力令説明書） 

5) Kernenergieverordnung（原子力令） 

6) ENSI, “ENSI's Research Strategy, June 2013.” 
http://static.ensi.ch/1374567178/forschungsstrategie-e-web.pdf 

7) OECD/NEA, RWMC Regulators’ Forum (RWMC-RF), “Regulatory Research for Waste 
Disposal-Objectives and International Approaches, March 2011.” 
https://www.oecd-nea.org/rwm/docs/2010/rwm-rf2010-4.pdf 

8) モン・テリ岩盤研究所ウェブサイト、Experiment portfolio Status Phase 20, Published: 
20.08.2015 
http://www.mont-terri.ch/internet/mont-terri/en/home/experiments/experimentportfo
lio.parsys.69954.downloadList.51419.DownloadFile.tmp/experimentportfoliostandph
ase17.pdf 

9) ENSI, “Implementation of the Obligations of the Joint Convention on the Safety of 
Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fifth 
National Report of Switzerland”, October 2014. 

 



 

3-91 
 

3.6 カナダの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関

及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.6.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

 カナダにおける放射性廃棄物処分の規制機関は、カナダ原子力安全委員会（CNSC）であ

る。CNSC は、1997 年にカナダ議会によって制定され、2000 年 5 月に発効した「原子力

安全管理法」に基づき、カナダ総督によって設置されたカナダの原子力規制組織である。

連邦の行政機構としては、CNSC は「省公社」（departmental corpration）として設置され

ている。CNSC は、天然資源大臣を通じてカナダ議会の監督下にある。同法に基づき、カ

ナダ総督は、CNSC に対して広範な政策問題一般に適用される指令を発行できるが、具体

的な許認可問題については指示できない。 

 原子力安全管理法において、CNSC の目的が規定されている。 

原子力安全管理法（カナダ）第 9 条 

 委員会の目的は、以下の通りである。 

(a)原子力の開発、生産、利用、並びに核物質、所定の装置、所定の情報の生産、所

有、利用を規制する。 

i) 上記の開発、生産、所有、または利用に関連する、環境、個人の健康および安

全に対する不当なリスクを防止する。 

ii) 上記の開発、生産、所有、または利用に関連する国家安全保障に対する不当な

リスクを防止する。 

iii) カナダが同意した管理および国際的義務の方策の遵守を達成する。 

(b)委員会の活動、並びに(a)号に規定する開発、生産、所有、利用の環境、個人の健

康及び安全に対する影響に関して、客観的な科学・技術・規制情報を公衆に普及

する。 

 CNSC の組織は「裁定委員会」（Commission Tribunal）と約 800 名の職員（2014 年 3

月時点）で構成されている。裁定委員会は CNSC としての採決を行う機関であり、原子力

安全管理法において、カナダ総督が任命する 7 名までの常任委員で構成され、総督が必要

と認めた場合、非常任委員を任命できると定められている。常任委員の 1 名が委員長とな

る。2016 年 1 月時点では CNSC の常任委員は 5 名、非常任委員が 3 名である。 

 CNSC の職員スタッフは、以下の方法によって裁定委員会を支援する。 
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 規制開発に関する提案を作成し、規制政策に関する提言を示す。 

 許認可、認証、順守検査及び執行のための実務を行う。 

 CNSC の国際事業の調整を行う。 

 規制の有効性を支援する形で CNSC 全体のプログラムを開発する。 

 ステークホルダーとの関係を維持する。 

 組織への事務的な支援を提供する。 

 

(1) 「規制研究」の定義に関して 

 CNSC は、「利用可能な最良の科学」（Best available science）に基づいて意思決定を行

うと表明しており、最新の科学情報に触れ、自らの知識ベースを開発し、それらを国内外

の関係者や科学者と共有するために、リサーチ・イニシアティブ／プログラム（以下「研

究プログラム」という）を運用している。 

 研究プログラムは、CNSC の指導の下で国内外の外部組織やパートナーとの協力で実行

されており、CNSC が豊富な経験を有す有識者と接触する機会をもたらし、最新の研究設

備やデータに触れることに役立っている。それらの研究活動の成果は、新たに顕在化して

きた安全問題を理解し、第三者の考え方を学び、カナダ国内の原子力産業界や広く一般国

民に科学知識が普及するのに貢献している。このことは、原子力安全管理法で規定されて

いる CNSC の目的と合致するものである。なお、原子力安全管理法には「規制研究」に相

当する用語は含まれていない。 

 放射性廃棄物等安全条約に基づくカナダ国別報告書には、CNSC の研究プログラムを通

じて行われる活動の目的は、①CNSC 職員が独立した立場からの助言を得られるようにす

ること、②CNSC がその規制面の使命を果たす上で CNSC 職員を支援すること―を意図し

たものであると説明がある。1) 

 CNSC は、安全管理に係わる領域を 3 分野 14 項目に分類しており、研究プログラムで扱

われるトピックも同様に分類している。この 14 項目の一つとして「廃棄物管理」が設定さ

れている。 

   

  1. マネジメント問題 

   (1) 1.1 マネジメントシステム 

   (2) 1.2 人材開発（Human performance management） 



 

3-93 
 

   (3) 1.3 組織開発（Operating performance） 

  2. 施設・設備（Facility and Equipment） 

   (4) 2.1 安全解析（Safety analysis） 

   (5) 2.2 設計（Physical design） 

   (6) 2.3 サービス適切性（Fitness for service） 

  3. 管理とプロセス（Core Control and Process） 

   (7) 3.1 放射線防護（Radiation protection） 

   (8) 3.2 労働安全（Conventional health and safety） 

   (9) 3.3 環境保護（Environmental protection） 

   (10) 3.4 緊急時マネジメント及び火災予防（Emergenxy management and fire protection） 

   (11) 3.5 廃棄物管理（waste management） 

   (12) 3.6 セキュリティ（Security） 

   (13) 3.7 保障措置と核不拡散（Safeguard and Non-Proliferation） 

   (14) 3.8 輸送（Packaging and transport） 

 

(2) 規制機関が行う「研究」に関連活動の財源 

 放射性廃棄物等安全条約に基づくカナダ国別報告書によれば、CNSC のリサーチ・イニ

シアティブ／プログラム（以下「研究プログラム」という）については、CNSC 内部で研

究プログラムのレビューと評価を行った上で、翌年度の研究及び支援の必要性を特定して

相応の予算配分がなされると説明がある。〔カナダ第 5 回国別報告書 Annex 3.4.3〕。 

 CNSC の 2013/2014 年次報告書（カナダの会計年度は 4/1～3/31）によれば、研究プログ

ラムの年間支出額は、275 万カナダドル（2.53 億円．1CAD=92 円で換算）である。 

 

(3) 規制機関が行う「研究」の実施側面 

 CNSC の業務部門（ブランチ）は―1) 規制業務（Regulatory Operation）、2) 技術支援

（Technical Support）、3) 規制政策（Regulatory Affairs）、4) 庶務（Corporate service）

－に分かれており、「研究プログラム」の運用管理は「規制実務」部門が担当している。 

 いずれの業務部門にも研究を専門に行うスタッフはおらず、研究の実施は、国内外の専

門家やコンサルタントを通じて行われている。  
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                 枠内：CNSC 職員スタッフが所属する部門（ブランチ） 

規制実務部門（ROB：Reguratory Operation Branch）： 

原子力の開発、生産及び利用に関する規制責任を負う。また、核物質及び放射線装置の生産、所持、

輸送及び利用を規制する責任も担っている。規制事業部門は、動力炉規制局、核サイクル・施設規制

局、核物質規制局、規制改善・主要プロジェクト管理局で構成される。この 4 つの局が、許認可、順

守及び執行の問題に関して許認可取得者に対する責任を負う。 

技術支援部門（TSB：Technical Support Branch）： 

規制活動、許認可手続き、国際保障措置協定の実施を支援するために、専門的な工学、科学及び技術

面での機能を提供する。TSB は、評価・解析局、安全管理局、セキュリティ・保障措置局、さらには

環境・放射線防護評価局で構成される。これら 4 局も CNSC の規制面での付託事項を支援する。 

規制支援部門（RAB：Regulatory Affairs Branch）： 

CNSC の規制政策の戦略的な指示の提示及び実施、コミュニケーション及びステークホルダーの関与、

戦略的計画の立案、国際関係、さらには執行委員会業務の責任を負っている。RAB は、戦略計画局、

規制政策局ならびに戦略的コミュニケーション局によって構成される。 

庶務部門（CSB：Corporate Services Branch）： 

CNSC の財政管理及び運営、人的資源、情報技術、さらには情報管理に関連する政策及びプログラム

に関する責任を負う。この CSB は、人的資源局、財務・運営管理局ならびに情報管理技術局で構成

される。 

図 3.6-1  CNSC 組織図（2016 年 1 月時点）2) 

（3.6 の参考文献2)に一部加筆） 
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(4) 地層処分に関係した CNSC の研究活動 

 カナダでは従来、使用済燃料及び放射性廃棄物の地層処分場のサイトとして、カナダ楯

状地、すなわち結晶質岩だけに注目しており、カナダ原子力安全委員会（CNSC）も結晶質

岩に注目して独立した研究及び評価を実施していた。しかし、オンタリオ・パワージェネ

レーション社（OPG）は低中レベル放射性廃棄物の地層処分場を約 680m の深さの堆積岩

（石灰岩）に立地する計画である。また、カナダ核燃料廃棄物管理機関（NWMO）は、核

燃料廃棄物の地層処分場のサイト選定プロセスにおいて、地層処分場が技術的に建設可能

な地層として、カナダ楯状地の結晶質岩もしくはオルドビス紀の堆積岩としている。 

 こうした状況を受けて、CNSC が支援する研究プロジェクトは、堆積岩層における地層

処分に関する知識と理解の向上を図る考えである。3) 

 注目テーマとしては、以下の 4 つを挙げている。 

 自然のトレーサ 

 ガス移行 

 過去及び将来の氷期の影響 

 母岩の掘削影響 

 これらに関する研究プロジェクトは、カナダの大学（クイーンズ大学、オタワ大学、マ

クマスター大学）のほか、外国の専門組織（ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR） 

、フランスの放射線防護・原子力安全研究所（IRSN））と協力して実施している。 

 また、最新の科学的知見に関する国際動向を学ぶために、CNSC は国際プロジェクトに

も参加している。CNSC 職員が、国際プロジェクトのリーダとして活躍したり、プロジェ

クト文書の作成やビアレビューを行うことを通じて、CNSC の存在感を高める効果がある

としている。CNSC が参画している国際プロジェクトには以下のものがある。 

 セーフティケース統合グループ（IGSC,Integration Group for the Safety 

Case） 

長寿命及び高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する経済協力開発機構/原子

力機関/放射性廃棄物管理委員会（OECD/NEA/RWMC）の技術的な作業グル

ープ。IGSC は、セーフティケース開発における科学面の発展を追跡すること

にある。 

 SITEX（Sustainable network of Independent Technical EXpertise for 

radioactive waste Disposal） 
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欧州連合（EU）の第 7 次枠組み計画で実施されたプロジェクトであり、セー

フティケースのレビューに関する国際的に調和したアプローチを目指して、

技術支援組織と規制組織の持続可能なネットワークの構築を目指したプロジ

ェクトである。 

 DECOVALEX 2015 

処分場のシール機構や母岩の性能に関するモデル比較を目的とした国際プロ

ジェクト。CNSC は、フランス IRSN との共同調査プロジェクトとして参画

している。 

 GEOSAF（International Project on Demonstrating the Safety of Geological 

Disposal） 

セーフティケースの準備に向けた国際調和を目標として IAEAが 2008年に発

足させたプロジェクトであり、特にセーフティケース開発に関する規制当局

の期待を強調した内容である。セーフティケースの開発やレビューにおける

発想や経験を交換するフォーラムとなっている。 

 URF（Underground Research Facilities Network） 

世界各国の地下研究所におけめ実験プログラムの概観と最新情報の共有を目

的とした IAEA のプログラムである。 

 HIDRA（Human Intrusion in the context of Disposal of Radioactive Waste） 

将来の人間活動や人間侵入に関して、既存の IAEA 基準及び指針を明確化す

るための勧告の検討を目指した IAEA のプロジェクトである。 

 

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/cnsc-research/geologic-repositories/ 
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3.6 の参考文献（カナダ） 

 
1) CNSC, “Canadian National Report for the Joint Convention on the Safety of Spent 

Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. Fifth 
Report”, October 2014（廃棄物等安全条約に基づく第 5 回カナダ国別報告書） 

2) Minister of Natural Resources, “2015 Ministrial Tansition Binder”, 2015  
3) CNSC, “Canadian Nuclear Safety Commission Annual Report 2013-14”, 2014 

（CNSC2014 年次活動報告書） 
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3.7 英国の放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関及

び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.7.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

 英国の放射性廃棄物処分における規制研究は、環境規制機関が実施している。英国は、

イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドで構成され、各自治政府で

環境規制機関を設置している。イングランドでは環境規制機関（EA）、ウェールズでは天然

資源ウェールズ（NRW）、スコットランドではスコットランド環境保護局（SEPA）、北ア

イルランドでは北アイルランド環境省（DoENI）が設置されている。 

 環境規制機関（EA）、天然資源ウェールズ（NRW）及びスコットランド環境保護局（SEPA）

は、1995 年環境法に基づき、規制研究の実施及び関連する活動を支援する義務がある。EA

は、公表した研究プログラムに基づく研究を委託または実施しており、研究プログラムに

は、地層処分に関連した放射性物質の規制を支援する研究が含まれている。なお、NRW の

放射性廃棄物の規制研究が行われているかは、確認できていない。スコットランド政府の

放射性廃棄物管理政策では、地層処分を行わない方針のため、SEPA は地層処分に関する研

究は行っていない。 

 EA、NRW 及び SEPA は、1995 年環境法に基づき、環境問題に関する規制上の助言を与

えることに対して料金を課すという契約を事業者と結ぶことができる。その契約には、規

制上の助言または支援要請を受けて実施した作業、または提供された業務または便宜に関

する料金を課すことができるとの規定が含まれている。 

 以下では、主にイングランドを管轄する環境規制機関（EA）の実施する規制研究につい

て記載する。 

 

(1) 英国における放射性廃棄物処分の規制研究の概要1) 

 イングランドを管轄する環境規制機関（EA）は、2014 年に「2015 年から 2019 年にお

ける共同研究の優先順位」を公表している。その中で、放射性廃棄物処分に関連する研究

課題として、地層処分が取り上げられているが、詳細は記載されていない。 

 

(2) 規制研究の定義・予算・実施機関2) 

 EA の規制研究は、内部出資によるものである。規制研究は、廃棄物のコンディショニン
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グやパッケージに関する研究や地層処分といった戦略的なプログラムから特定される規制

上の懸念に焦点を当てている。地層処分に関する研究は、実施主体の地層処分施設の開発

プログラムに対する規制機関の厳しい検査の基礎を成すものである。同研究は政府機関、

地域社会、公衆に提供する情報や助言の作成にも使用できるものである。規制関連の研究

は、地層処分に関するセーフティケースの基礎を示すことを意図したものではない。 

 必要に応じで、規制機関は海外のパートナー、そのほかの規制機関、大学、研究組織な

どとの共同プロジェクトに参加する。規制機関の独立性は妥協しない条件で、規制機関は

実施主体や廃棄物発生者との国際共同研究プロジェクトに取り組むことができるとしてい

る。 

 EA は、放射性廃棄物管理に関する規制関連の研究に関する固定の年間予算を組んでいな

い。年間資金の要求では、規制上のニーズに基づいて決められ、廃棄物のコンディショニ

ングや環境放射線防護といった操業上の課題に焦点を当てた研究、地層処分に関する戦略

的研究が含まれている。追加の研究資金は、地層処分の実施主体などの組織との自主契約

を通して調達される。この契約の下、規制機関が委託するいかなる研究も規制上の助言の

基礎を得ることを目的とし、その助言は特定の組織が求めるものであり、資金はほかの研

究目的では使用できないものとしている。 

 

(3) 規制研究における実施項目 2) 

 規制研究に関しては、大学、研究組織、コンサルタントに委託している。EA の放射性廃

棄物処分に関する規制関連研究プログラムは、主に次の 4 つの分野を扱っている。 

 将来の処分に備えた廃棄物のコンディショニングやパッケージングの提案に対する

規制機関の厳しい検査において、操業上のニーズを満たすことができるような支援 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する戦略的、主として一般的な研究 

 環境放射線防護に関する評価方法の開発と実施 

 低レベル放射性固体廃棄物の浅地中処分に関するセーフティケースの審査の支援 

 

 EA は今後、地層処分施設の開発プログラムの進捗状況により、サイト特性調査や人工バリ

ア性能といった問題に焦点をあてた規制関連研究のために、資源を増大させる必要がある

としている。また、このような規制関連研究は、処分実施者が提案する地層処分施設の設

計や環境セーフティケースの作成に対する厳しい検査を支援するものになるとしている。2)
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3.7 の参考文献（英国）

 
1) Environment Agency, “Collaborative Research Priorities for the Environment Agency 

2015 to 2019”, December 2014 
2) RWMC Regulators’ Forum (RWMC-RF), “Regulatory Research for Waste Disposal – 

Objectives and International Approaches”, NEA/RWM/RF/(2010)4, 2010 
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3.8 ドイツの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関

及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.8.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) ドイツにおける放射性廃棄物処分の研究開発の概要 

ドイツにおいる放射性廃棄物処分に関する研究開発については、大きく 2 つに分類する

ことが可能である。特定サイトにおけるサイト固有の研究開発及びサイトに依存しない基

礎研究である。前者については、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）、後

者は、連邦経済・技術省（BMWi）が主導しているものである。1) 

ドイツでは、発熱性放射性廃棄物処分については、ゴアレーベンサイトを候補地として特

性調査が行われてきたが、2013 年にサイト選定法が制定され、再度サイト選定を実施する

ための準備が進められている。また、非発熱性放射性廃棄物処分場であるコンラッド処分

場は、操業に向け建設作業が行われているところである。このため、BMUB によるサイト

固有の研究開発については、現在は推進されていない。 

ドイツでは、連邦政府が、原子力安全及び放射線防護を管轄する連邦省を指定すること

になっている。1986 年に、連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）（現在の連邦環境・

自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB））が管轄機関として指定された。このため、BMUB

が、ドイツの国内においても、国際社会に対しても、原子力に関連する危険性及び電離放

射線の有害な効果から人間と環境を効果的に防護する国としての全体的な責任を負ってお

り、規制機関の一つと位置付けられている。2) 

BMUB がその役割を果たすために採用しているアプローチとしては、以下がある。3) 

 

１．担当する政策分野に関する法的枠組みを策定するため、法制度を準備する。これ

には、規制法令の策定や EU 指令の国内法への取り入れが含まれている。 

２．研究開発への資金提供、市場による革新的技術開発の支援 

３．国内外での協力活動 

４．広範な公衆参加及び受容のためのコミュニケーション 

 

このように、BMUB は、研究開発については、資金提供を行い実施している。 
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(2) 規制研究の定義・予算・実施機関 

 ドイツにおける規制研究は、廃棄物管理戦略の更なる策定や規則の策定や改訂のための

安全基準に関する研究開発のような規制固有の課題についての研究、安全評価やその手法

に関する技術支援機関（TSO）の能力維持のための研究と定義されている。また、処分実

施主体の研究開発との違い・区分については、処分実施主体は、特定サイトでの安全性実

証のための許可申請に関連した具体的なプロジェクトに注力しており、規制研究は、規制

者の能力を向上し、特定の許可手続から TSO の独立性を向上することに重きを置いている。

4) 

 放射性廃棄物分野の規制研究の予算については、他の研究開発予算と明確には区別され

ておらず、TSO である施設・原子炉安全協会（GRS）の放射性廃棄物分野の年間予算が約

600 万ユーロである。 

放射性廃棄物処分に関する規制研究については、BMUB の指導の下で以下の機関によっ

て実施されている。BMUB 自身では規制研究を行っていない。4) 

 連邦放射線防護庁（BfS） 

 施設・原子炉安全協会（GRS） 

 エコ研究所（Öko-Institute） 

 次にこれらの中で主要な規制研究の実施機関である施設・原子炉安全協会（GRS）につ

いてその概要、規制研究の内容等を以降に示す。 

 

(3) 施設・原子炉安全協会（GRS） 

a. 組織概要5)6)7) 

GRS は、ドイツ会計法第 68 条に基づく非営利の独立した研究・専門家機関である。主要

な研究分野は原子力安全であり、この分野においては、1977 年の設立以降、ドイツにおけ

る主要な専門家機関である。 

GRSの活動のほとんどは、公共部門からの資金による研究プロジェクト等の形で行われ

ている。GRSの主要な顧客は、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）、連

邦経済・エネルギー省（BMWi）、連邦教育・研究省（BMBF）、ドイツ外務省（AA）及

び連邦放射線防護庁（BfS）である。一方、主な海外の顧客としては、欧州委員会（EC）

がある。 

GRSには、440名以上の職員がおり、その内の約350名が様々な分野の専門家である。専
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門家には、物理学、工学、地質学、化学、天文学、生物学、コンピュータサイエンス、数

学、法律学などが含まれている。 

 

図 3.8-1 GRS の組織図7) 

 

GRS の 2014 年の歳入額は、約 5,200 万ユーロであった。また、GRS については、連邦

政府が 46.15%、バイエルン州及びノルトライン＝ヴェストファーレン州が 3.85％ずつ所有

している（公共部門で合計 53.85％所有）。残りについては、技術検査協会 (TÜVs) 及び中

立的技術サービス機関協会（the Association of Neutral Technical Service Organisations）

が合計で 46.15%所有している。 

放射性廃棄物処分関連の研究開発に関しては、処分場安全研究局が、長期安全解析及び

関連する研究開発を実施しており、放射線及び環境保護局の最終処分部門が、規則やガイ

ドラインの策定、許認可発給機関への技術支援、独立した規制上の安全評価を含む規制者

に対する支援を行っている。 

 

b. 役割 

GRS は使命として以下を挙げている。 

・技術設備の安全を向上することにより、人間及び環境を保護すること。 
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また、GRS は、原子力及び原子力以外の設備の安全性を増進するために、研究、手法、

分析、または評価を必要とする国内外の公共部門の顧客から最初に選択される機関を目指

しており、このために以下の戦略的目標を策定している。 

 ドイツ連邦政府の主要な専門家組織として、GRS の役割を強化し確固たるもの

とする。 

 ドイツ国内外双方における重要な研究機関として GRS のポジションを強化す

る。 

 国際的に活動する技術安全機関（TSO）として GRS の役割をさらに拡大する。 

 非原子力分野における GRS の関与を拡大する。 

 

さらに、GRS の活動は、最高レベルの科学的基準に従ったものであるべきであり、これを

達成するため、次の価値観に従い活動している。 

 独立性及び客観性 

 公益性 

 信頼性及び責任 

 機敏さ（alertness） 

 公開性及び真実を認めること（appreciation） 

 

c. 設置 

 GRS は 1977 年 1 月に、原子炉安全・技術検査協会研究所（Institute of Reactor Safety for 

the Technical Inspection Agencies, IRS）及び原子炉制御・安全研究所（Laboratory for 

Reactor Control and Plant Safety, LRA）の 2 つの研究機関の統合によって設置された。こ

のうち、IRS は 1965 年、LRA は 1963 年に設置されていた。5) 

 

d. 放射性廃棄物分野における研究開発・研究施設 

①  GRS による研究開発の概要 5)8) 

放射性廃棄物管理分野における GRS の研究開発分野は、廃棄物管理におけるすべての経

路を含んでいるが、特に重点を置く活動としては処分分野が挙げられる。処分分野での活

動では、処分場の安全研究及び規制機関への専門的な助言の提供の 2 つが主要なものであ

る。 
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 処分場の安全研究に関する活動は、GRS の所有する研究施設である処分場研究センター

及び地球化学研究室、並びに海外の地下研究所での原位置試験において実施されている。 

 処分場研究センターでは、処分、または放射性廃棄物に関するすべての基礎科学的内容

を含む研究開発が行われている。この中には、処分の安全に関し重要な、岩塩や粘土のよ

うな異なる母岩の物理的、科学的特性に関する研究が含まれている。高レベル放射性廃棄

物処分の観点では、廃棄物からの熱の影響下における母岩の挙動に関する研究に行われて

いる。この研究の一部については、地球化学研究室でも行われている。地球化学研究室で

は、地球化学及び地質工学的実験や処分場内で採取された液体の分析などを行っている。

この他に、アッセ II 研究鉱山のガスサンプルの分析も行っている。 

 また、GRS は、フランス、スウェーデン及びスイスにおいて、地下研究所での原位置試

験に参加している。この目的は、地質工学バリアと周辺の岩盤との相互作用の理解にある。

これらの活動から得られた結果は、処分場内で進展する地球化学及び地球物理学的なプロ

セスの理解のための主要な前提条件である。GRS は、それらのプロセスのモデル化を可能

とするソフトウェアやデータベースを開発している。シミュレーションの結果を 3D アニメ

ーションとして可視化し一般の人及び専門家が容易に理解可能とするため、GRS は、他の

機関と協力し VIRTUS コードの開発を行っている。VIRTUS は、世界で初の仮想的な地層

処分場であり、実際の地質学的データに基づき、数十万年にわたり様々な条件下での処分

場とその進展をモデル化することが可能である。長期セーフティケースに関連した作業に

も力を入れて実施している。GRS は、長期セーフティケースに関連した準備や評価のため

のコンピュータプログラムや手法の開発を行っている。これには、氷河期や地質工学的バ

リアの不具合などの可能性のある影響を同定することが含まれる。さらに、処分場サイト

選定に関連した科学的な課題に関する研究開発も実施している。この分野では、GRS は、

異なる母岩での処分場概念の比較のための手法を開発した。 

 次に、GRS の専門家としての助言機関としての役割について概要を示す。 

GRS は、連邦や州の規制機関が許認可発給や監督の枠組みにおける科学技術的課題への専

門家意見が必要な場合に提供を行っている。また、安全要件・ガイドラインに関連した規

制情報を準備することで BMUB の支援を行っている。 

 

e. 利益相反の回避について 

 GRS は、BMU 及び BMWi のための研究開発活動を優先的に実施しており、特定の課題
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のために必要なノウハウが他では得ることができない例外的課題の場合にのみ、国内外の

原子力許認可取得者のために活動している。GRS が従うべき手続、独立性及び透明性の確

保については、BMU（現在の BMUB）との間で締結している包括協定、及び BMU に従い

活動するためのガイドラインに示されており、これに従い活動している。例外的に行う許

認可取得者のための研究開発活動は、利益相反が無いことを確認した後にのみ、作業を開

始している。9) 

 

f. 国際協力 

① 国際ネットワークへの参加 5) 7)10) 

 GRS は、以下の国際ネットワークに参加している。 

 欧州 TSO ネットワーク（ETSON） 

 EUROSAFE 

 

 これらの国際ネットワークについてその概要を以下に示す。 

 

○欧州 TSO ネットワーク（ETSON） 

欧州 TSO ネットワーク（ETSON）は、技術安全機関（TSO）のネットワーク組織であ

り、ドイツ、ベルギー、ブルガリア、チェコ、フィンランド、フランス、リトアニア、ス

ロベニア及びスイスから研究機関が正式メンバーとして参加している。ETSON は、2006

年に GRS、フランスの放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）、ベルギーの Bel V が設置

をした。 

ETSON は、原子力安全評価における最善の慣行を策定し推進することを目的としており、

具体的には以下を行っている。 

 経験の共有及び科学技術に関する意見交換により、原子力安全分野において分

析や研究開発について自発的な交換に適したフォーラムの設置する 

 欧州連合内外で技術的な原子力安全の慣行を集約することに貢献する 

 原子力安全研究計画の策定及びその実施を推進する 

 原子力安全に関する EU 指令の適用を推進する 

 安全評価及び研究プロジェクトを共同で実施する 
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ETSON のメンバーは、TSO である必要があり、ETSON では TSO を以下として定義し

ている。 

 公的または非営利の民間機関である 

 世界的な規制の観点の安全評価を定期的及び広範な視点で実施している 

 原子力安全、廃棄物管理、または放射線防護分野において、国の原子力規制機

関に対する支援を行っている 

 安全評価の分野で知見、専門性、長期にわたる経験、倫理等について高いレベ

ルの能力を蓄積・維持している 

 憲章を有しており、組織のすべてのレベルで実施されている。憲章が、正直さ、

公平性、積極性、安全へのアプローチにおける一貫性、すべてのステークホル

ダーに対する敬意などの価値を推進するものである。 

 独立した組織である。これは、外部の利害から独立し技術的な判断を示すこと

ができることを意味する 

 自身の職員に対して適切な訓練及び知識管理プログラムを実施している 

 自身の使命を支援するため、また、許可取得者から独立した判断を支援するた

めに、新たな知見や技術の進展に役立つ研究開発プログラムを維持している 

 倫理規定：国内外の許可取得者、またはベンダーに対してサービスを提供する

場合には、原子力安全規制機関に対して完全な透明性を維持し、利益相反を避

けることを実証することができるようにする 

  

 ETSON のメンバーは、安全評価及び研究計画に関する共通の活動への参加、緊急時対応、

廃棄物管理及び原子力セキュリティに関する知見を改善するため情報を共有することを通

じて原子力安全分野での協力を拡大している。ETSON の活動の概念図を図 3.1-11 に示す。 
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図 3.8-2 ETSON の活動の概念図 10) 

 

○EUROSAFE5)11) 

EUROSAFE は、原子力分野の安全に関連した課題を議論するための国際ネットワーク

であり、各国の許認可発給機関、規制機関や TSO の代表で構成されている。EUROSAFE に

は、GRS のほか、フランス IRSN などの TSO に加え、スウェーデンの放射線安全機関（SSM）、

スペインの原子力安全審議会（CSN）などもメンバーとなっている。EUROSAFE では、

毎年国際フォーラムを開催しており、また、年に 2 回、技術雑誌を発行している。この他、

EUROSAFE は、安全評価ガイドライン、研究ニーズ、及び知識管理の 3 つのワーキング

グループを設置している。EUROSAFE は、以下を目的として活動している。 

 原子力安全の分野での分析及び研究開発に関する情報交換のための適切なフォ

ーラムを提供すること、また、経験の共有、科学技術に関する意見交換を行う

こと 

 欧州における技術的な原子力安全の慣行を集約することに貢献すること 

 原子力安全研究計画の定義及び実施を推進すること 
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② 放射性廃棄物処分に関連する国際プロジェクトへの参加 6)12) 

 GRS の放射性廃棄物処分に関する国際プロジェクトへの参加としては、EU の PAMINA

（Performance Assessment Methodologies in Application to Guide the Development of 

the Safety Case）プロジェクトへの参加が挙げられる。PAMINA プロジェクトは、EU の

第 6 次枠組み計画の一部として実施されたもので、欧州 10 カ国から 27 の機関が参加して

実施され、2009 年 9 月に終了した。このプロジェクトの目的は、異なる地質環境下での地

層処分の安全性を実証するための手法及びツールを改良及び調和させることであった。

GRS は、PAMINA プロジェクトの取りまとめも担当していた。 

 また、GRS は、OECD/NEA 及び欧州委員会（EC）の共同プロジェクトである、人工バ

リアシステム（EBS）プロジェクトにも参加していた。このプロジェクトは、以下を目的

として実施された。 

 人工バリアシステムの設計、特性化、モデル化及び評価に責任を持つ専門家、

及びセーフティケースの作成及び放射性廃棄物処分の許可発給に関わる人々の

間での国際的な交流及び協力を促進すること 

 人工バリアシステムの設計、特性化、モデル化及び評価を成功裏に実施するた

めに必要な統合の実施方法の理解を深める、また、処分場のセーフティケース

において人工バリアシステムの果たす役割を明確化すること 

 最新技術を理解かつ文書化し、主要な不確実性のある分野を同定するため、人

工バリアシステムの設計、特性化、モデル化及び評価の統合についての知見・

経験を共有すること 

このプロジェクトは、2002 年から 2006 年にかけて実施された。17 の国・地域から 55 の

機関が参加しており、ドイツからは GRS の他に、連邦放射線防護庁（BfS）、連邦地球科

学・天然資源研究所（BGR）及びドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社（DBE 社）が参加

していた。EBS プロジェクトは、OECD/NEA のセーフティケース統合グループ（IGSC）の

援助の下で組織され、欧州委員会（EC）から特定の活動やワークショップに対する支援を

得て実施された。プロジェクトの運営委員会は NEA によって設置されていた。 
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(4) 規制研究における実施項目 

 放射性廃棄物分野の規制研究として実施されているものには以下の 4 分野が挙げられる。

4)13) 

 ツールや手法の開発 

 安全要件や基準の策定 

 ガイダンス 

 能力、教育やと訓練の維持 

 

規制研究として実施する理由としては、これらは規制者に限定される能力であるためと

されている。また、規制研究の成果としては、高レベル放射性廃棄物処分に関するガイダ

ンスの策定や改定がある。 

 以降に TSO である GRS が放射性廃棄物処分分野における規制研究として近い将来実施

することとしている内容について、その概要・背景等を上記 4 分野ごとに示す。 

 

a. ツールや手法に開発における研究開発 

① セーフティケースの手法やツールの研究開発 

○性能評価のためのコンピュータコードの開発 

異なる処分サイトの比較のためには適切なシミュレーションツールが必要であり、これま

でに岩塩での破砕岩塩の圧縮や温度変化のような関連プロセスがモデル化され、2 層流をシ

ミュレートするコンピュータコードに組み込まれた。このようなシミュレーションツール

は、粘土に対するものなどのように他の母岩について開発する必要がある。この点につい

て、品質保証が特に重要である。さらに基礎となっている物理モデルを改善するため安全

解析におけるプロセスのシミュレーションにおける仮定が受け入れ可能であることを検証

しなければならない。この課題に対する関連する目標としては以下が存在している。 

 異なる母岩に対するプロセスのシミュレーションに関する必要な研究開発作業

の同定 

 コンピュータコードの開発 

 コンピュータコードの品質保証 

 

○シナリオ導出の既存手法の進展 
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以前のプロジェクトにおいて、安全機能に非常に関連するシナリオ開発手法の基礎的情報

が収集された。この手法について特定の処分サイトへの適用のためさらに発展する必要が

ある。この課題における目標には以下がある。 

 他国のシナリオ開発手法の分析や評価 

 シナリオ開発のための既存手法の更なる進展 

 シナリオからの計算ケース設定のためのアプローチ開発 

 

② 操業上の事故シナリオの体系的な策定のための手法の開発及び適用 

BMU（現在の BMUB）の「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件（2010 年 9

月）」では、処分場の操業段階における包括的な安全解析が必要であるとされており、これ

には操業上の事故も含まれている。このような解析はこれまで決定論的なアプローチ及び

専門家の判断に基づき行われてきた。処分場閉鎖後段階でのシナリオ設定のように体系的

なアプローチは、操業段階での事故解析では利用できない。このため、長期的な解析にお

けるシナリオ策定の経験を基に操業段階の事故のシナリオの体系的な設定を可能とする手

法を開発することを意図している。この課題での目標は以下のとおりである。 

 既存の海外の手法の整理・研究 

 影響因子の整理 

 操業経験及び事象の評価 

 事象の発生率の評価 

 異なる処分概念及び母岩の区別 

 処分システムの構成要素に対する安全機能の定義 

 影響因子に基づく事故シナリオの代表的な設定 

 

b. 安全要件及び基準の策定 

① 発熱性放射性廃棄物処分における操業段階の回収可能性に関連した安全要件の策定 

BMU（現在の BMUB）の「発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件（2010 年 9

月）」では、操業段階で定置した廃棄物の回収可能性の維持を求めている。この課題に関す

る目標には以下が存在している。 

 定置作業と回収可能性の関連性の記述 

 回収可能性に関する最新技術の評価 
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 海外の回収オプションを伴う処分概念の分析 

 操業段階の回収可能性に関連した安全要件の導出 

 回収作業の観点での処分容器の要件 

 

② 規制の観点での人工バリアの建設のための要件：実現と品質保証 

坑道や立孔のシール材のような人工バリアは、処分システムの閉鎖後段階において重要な

安全機能を提供する必要がある。これらのバリアが計画通りに建設され、長期的安全性の

観点からの要件を満たすことをセーフティケースにおいて証明する必要がある。特に重要

なのは、建設段階におけるそのようなバリアの実現可能性と品質保証である。この課題に

おける目標は以下のとおりである。 

 異なる母岩（岩塩・粘土）における人工バリアの要件の整理 

 人工バリア建設に関する最新技術の評価 

 海外でのアプローチの評価 

 人工バリアの建設に対する品質保証に関する必要な要件の決定 

 既存の実証試験の分析及び評価 

 必要な研究開発作業の同定 

 

③ 規制の観点からの健全性（隔離）のための要件及びツール  

人工バリアに関連し天然バリアの健全性は、100 万年間の実証期間にわたり維持されなくて

はならない。近年、健全性の証明に関する要件、特に用いたツール、手法や計算プログラ

ムに関するものが強く要求されている。この課題での目標は以下のとおりである。 

 異なる母岩（岩塩・粘土）での健全性の証明に関する国際的な状況の整理 

 バリアの健全性を損なう可能性のあるプロセスの同定 

 バリアの長期的な健全性に関する包括的かつ透明性の高い要件の導出 

 

④ 発熱性放射性廃棄物処分サイトの比較のための基準の策定 

今後実施されることが予期される処分サイトの比較の観点で十分な科学的根拠のある一連

の基準を提供する必要がある。これらの基準は、岩塩及び粘土層のサイトに対して導出さ

れるべきである。関連する目標には以下が存在している。 

 岩塩及び粘土層における異なる処分サイトを比較するための基準の導出 
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 周囲の岩盤や処分場に近接する帯水層のための温度に関する基準 

 流圧やダイラタンシーに関する基準のサイト固有の適用 

 炭化水素の存在の影響 

 サイト調査の最低範囲の導出 

 範囲や質の異なるサイトデータの取扱い 

 堅牢性基準の導出 

 

c. ガイドライン 

GRS は、放射性廃棄物管理分野でのガイドラインの策定において BMUB を支援している。

これらのガイドラインは、放射性廃棄物処分の異なる側面において実施主体のための基礎

を提供するものである。現在、次の点に関してガイドラインを検討している。 

 長期的な放射線被ばくの計算 

 発生確率の高いシナリオと低いシナリオの区別の正当性 

 セーフティケースにおける処分サイトでの将来の人間活動の取扱い 

 

d. 能力の維持、教育や訓練 

① 濃度及び粘性の違いを考慮に入れた淡水／塩水系における核種移行の調査 

ドイツの処分場サイトでの地下水は、塩分条件によって特徴づけられる（濃度依存の移行）。

さらに、処分概念に基づく問題が、特に異なる濃度及び粘性の液体の混合のモデル化、及

び鉱山や地圏モデルの混合において生ずる。この課題での目標は以下のとおりである。 

 プロセス及びモデル化に関連する最新科学の国際的な状況の整理 

 国際的に適用されている数学／物理モデルの評価 

 塩水系における濃度依存の核種移行のシミュレーションのための数値モデルの

修正 

 塩水の移行のシミュレーションのための処分場鉱山と帽岩での移行モデルの連

成 

 濃度依存の移行プロセスのモデル化のためのツール等の開発 
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② 放射性核種の移動性、反応輸送プロセス及び地球化学反応の反応速度論  

化学反応は、岩塩及び粘土層のサイト双方において起こり、原則として放射性核種の移動

性や移行に影響を与える。このため、これらの反応は長期安全性に関連するものである。

この課題における目標には以下のものがある。 

 放射性核種の同定 

 ソースタームの記述 

 瞬時放出割合の考慮 

 反応輸送プロセスのモデル化 

 反応速度論の導入 

 腐食過程（参加還元反応、反応速度、ガス生成） 

 粘土層サイトでの溶液組成の作成 

 炭化水素の存在への地球化学的な影響 

 

③ 塩環境以外での使用済燃料の直接処分に関連した、燃焼度を考慮しない臨界の排除  

BMU の安全要件では、使用済燃料処分において閉鎖後段階で臨界が排除されうることが示

されなければならないとしている。現在、廃棄物発生者は、個々の使用済燃料要素の燃焼

度を考慮していない。そのため、臨界可能性の解析では新しい燃料で検討を行っている。

この課題での目標には以下のものがある。 

 岩塩以外の母岩での新しい燃料要素に基づく臨界排除に関するフィージビリテ

ィスタディ 

 岩塩以外の母岩でのベントナイトで閉鎖を用いる処分概念での臨界を考慮した

結果分析 

 臨界に関連した国際的な最新の科学技術の整理 
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3.9 スペインの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機

関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.9.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

(1) スペインおける規制研究の概要1)2) 

スペインの規制機関である原子力安全審議会（CSN）は、CSN 自身や世界的な経験、新

たなアプローチを必要とする技術的な変化により明らかとなった知見に関連する新たな課

題に対応するために、研究開発計画を策定し規制研究を実施している。規制研究を実施す

ることで CSN は、自身の役割の遂行にあたり先進技術が適用されることを確保している。 

4 年間を対象とした研究開発計画において CSN は、新たな開発が必要な知識分野に関す

る戦略的な優先順位及びそれらの分野での研究プログラムを定めている。研究開発は、CSN

の監督のもと国内外の機関によって実施されている。 

CSN が独立した規制研究を推進することの目的は、以下のとおりである。 

 安全基準が正しく、また十分な根拠に基づくものであることを確認するための当該分

野での専門性の観点で、技術的な追加的な知見を得ること 

 CSN が他の原子力安全に関する議論に対応できるようにすること 

 CSN が原子力安全の指標による確かな情報に基づいた決定を発給することができる

ようにすること 

 

CSN の研究開発は、多くの特定分野のプロジェクトを含んでおり、各プロジェクトは、

目的、スケジュール、プロジェクト管理やコストを考慮に入れ設計されている。プロジェ

クトの選定及び実施においては、以下の基準を満たす必要がある。 

 研究開発プロジェクトの最終目標は、CSN の役割に関連した分野の知見を向上するも

のでなくてはならない。各プロジェクトは、CSN の規制に関する機能に一定の貢献を

するものでなくてはならない。 

 プロジェクトは、可能な限り目的を達成するために CSN の監督の下で実施する必要

がある。各プロジェクトは個別に評価されなくてはならい。これには、プロジェクト

が正確に実施されたこと、また、結果が期待に沿ったものであるか確認するための外

部評価が含まれる。 
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CSN の研究開発は、2 つの主要な手段を用いて実施している。 

 協力協定：研究機関との間で締結し、CSN は一部の資金提供を行う。CSN は、研究

の実施及び結果について監督を行う。 

 助成金の提供：CSN は、特定の研究開発事業に対する事前に決定した条件の下での

助成金提供についての公告を行っている。研究機関は、これらの助成金に応募する。

採否については、評価基準に従った選考によって決定する。 

 

CSN の関心のある分野の研究開発を実施するのは、当該分野において著名な国内外の機

関である。研究開発は、可能な限り効率的に実施できるよう最大限の相乗効果が得られる

ことを目標としている。規制の影響を受ける産業、他国の規制機関や欧州連合（EU）の機

関と最大限の協力を行うよう努力している。 

 

(2) 規制研究における実施項目3) 

CSN の 2012 年から 2015 年の研究開発計画では、放射性廃棄物管理の関連分野の研究開

発に関しては、集中中間貯蔵施設（ATC）に関連した研究開発を行うことが示されている。

これは、現在 ATC の許認可プロセスが行われていることに関係している。しかし、現在公

表されている CSN の研究開発プロジェクトのリストには、放射性廃棄物処分に関連する研

究開発プロジェクトは示されていない。 

なお、放射性廃棄物処分分野以外では、エネルギー・環境・技術研究センター（CIEMAT）

などの国内の機関や海外の機関との協力、経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）

のプロジェクトなどへの参加による研究開発が実施されていることが示されている。 
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3.9 の参考文献（スペイン）

 
1) CSN ウェブサイト、https://www.csn.es/en/home  

2) CSN, “ESTRUCTURA DEL PLAN I+D 2012-2015”    
3) CSN, “Programas de Investigación y Desarrollo gestionados por el CSN”  
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3.10 ベルギーの放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機

関及び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.10.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

 ベルギーの放射性廃棄物処分の規制機関である連邦原子力管理庁（FANC）は、FANC 設

置法（1994 年）において、電離放射線を使用する施設のあらゆる運営条件を定め、その安

全を研究する上で役立つ調査を実施すること（第 15 条）、原子力安全の分野における学術

資料を構築する責任があり、研究開発作業を奨励及び調整を行う（第 23 条）としている。

ベルギーには、原子力安全の技術支援機関（TSO）として、「Bel V」がある。この Bel V

は、FANC の 100%子会社として、2007 年 9 月にその基礎が創設されており、2008 年 4

月にベルギーの原子力施設の安全に関わる検査を実施していた AVN（保健物理管理機関）

を統合し、引き続き、ベルギーの原子力施設の検査や安全規制に関する活動を行っている。 

 

(1) ベルギーにおける放射性廃棄物処分の規制研究の概要 

 ベルギーにおける放射性廃棄物処分の規制研究は、ベルギーの技術支援機関（TSO）で

あるBel Vが担っている。Bel Vのスタッフ数は、約 80名である（Bel Vの組織図を図 3.10-1

に示す）。なお、規制機関である FANC のスタッフ数は、約 150 名である1)。 

 Bel V では、原子力安全に関する研究開発活動として、以下のようなものを挙げている。 

 確率論的安全解析 

 ベルギーのプラントに適合する過渡状態と事故のためのコード 

 熱的及び機器分析のための有限要素法の利用 

 HALDEN 研究プロジェクト 

 ソフトウェアの信頼性 

 放射性廃棄物 

 高経年化 

 将来の原子炉の安全性の原理 
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図 3.10-1 Bel V の組織図（カッコ内はスタッフ数）1) 

 また、ベルギーの規制機関（FANC 及び Bel V）は、国際共同プロジェクトにも参加して

おり、その中で、放射性廃棄物処分に関する研究開発において、重要な問題として想定し

ている項目を表 3.10-1 に挙げている2)。なお、下表の H、M、L は H（High）、M（Medium）、

L（Low）を指し、A、B、C は以下を指している。 

A：文献調査、会議や国際ワーキンググループ（IAEA、OECD）への参加 

B：他の組織（大学や研究機関）との契約 

C：Bel V 内部または他の組織（FANC、ETSON、EC のフレームワークグループなど）

との共同研究 
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表 3.10-1 研究開発活動の取り組み 2)（3.10 の参考文献 2）の一部加筆） 
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3.10 の参考文献（ベルギー） 

 
1 KINGDOM OF BELGIUM, “Fifth meeting of the Contracting Parties to the Joint 

Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management”, October 2014 

2) SITEX, “R&D orientations for Technical Safety Organizations”, May 2014 
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3.11 中国の放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関及

び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.11.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

 中国では、原子力・放射線安全センター（NSC）が国家核安全局（NNSA）内部の技術

支援機関（TSO）として 1989 年に設置されており、NSC の「核燃料・放射性廃棄物部」

が、放射性廃棄物管理に関する業務を担う1)。 

 

 2010 年 7 月に国際原子力機関（IAEA）が中国において実施した総合的規制評価サービ

ス（IRRS）の報告書2)は、TSO の主要な任務として以下を挙げている。 

 

 原子力施設、原子力安全に関する設備、NNSA が許認可を発給した原子力技術のプ

ロジェクト、ウラン（トリウム）の施設に対する技術審査、許可発給に対する技術

支援 

 原子力インフラ、低レベル放射性廃棄物（放射性廃棄物の分類(GB 9133-1995)にお

いてクラス I に分類される廃棄物）の放射線源、放射線取扱施設の規制に関する技術

支援 

 原子力安全・放射線安全についての規制・基準の研究・明確化 

 原子力安全・放射線安全に関連する研究・開発 

 原子力安全・放射線安全に関連する専門的な訓練の実施 

 

 また、上記の IRRS の報告書によると、NSC には 230 名の職員が勤務しているが、2012

年までに 600 名まで増員することを国務院が承認しており、2020 年までに職員を 1,000～

1,200 名まで増員することを目標としている。 

 

 2010 年 9 月にウィーンで開催された、「原子力安全：知識のネットワーク構築に関する

円卓会議議論」において中国の NNSA の関係者が報告した資料3)によると、NSC の年間予

算は、4,000 万人民元（約 7 億 6,000 万円、1 人民元＝19 円として換算）である。この数字

にはプロジェクトの予算は含まれていない。 
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 なお、NSC 以外では、以下の 4 つの TSO があるが、研究炉に関する技術評価やカナダ

型重水炉（CANDU 炉）に関する支援を実施している。これら 4 機関は外部機関であるこ

とから、契約に基づいて支援を行っている 2)。 

 

 浙江省環境放射線監視局（Environmental Radiation Monitoring Station in 

Zhejiang Province） 

 機械科学研究総院原子力施設安全・信頼性センター（Nuclear Installations Safety 

and Reliability Centre of Mechanical Institute） 

 蘇州原子力安全センター（the Nuclear Safety Centre in Suzhou） 

 北京原子力安全評価センター（Beijing Review Centre of Nuclear Safety） 
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3.11 の参考文献（中国）

 
1) 原子力・放射線安全センター（NSC）ウェブサイト

http://www.chinansc.cn/web/static/catalogs/catalog_264100/264100.html 
2) IAEA, “Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to People’s Republic of 

China”, July 2010 
http://www.mep.gov.cn/ztbd/rdzl/zqyj/qtxgbg/201206/P020120625357408488821.pdf 

3) Ministry of Environmental Protection of China (National Nuclear Safety 
Administration), “Round Table Discussion on Nuclear Safety, Knowledge 
Networking”, September 21 2010 
https://gnssn.iaea.org/regnet/Documents/RoundTableDiscussion/round-table-China.p
df 
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3.12 韓国の放射性廃棄物の処分における規制研究並びに規制研究支援機関及

び中立研究機関の取扱いに関する考え方 

 

3.12.1 放射性廃棄物処分における規制研究に関する考え方 

韓国における原子力安全及び規制体系は、規制機関である原子力安全委員会（NSSC：

Nuclear Safety and Security Commission）、原子力安全に関する専門機関である韓国原子

力安全技術院（KINS：Korea Institute of Nuclear Safety)、核物質の管理を担当する韓国

原子力統制技術院（KINAC）で構成される。 

このうち、放射性廃棄物処分に関する規制研究支援は、KINS が実施している。KINS

は、「原子力安全法」及び「核物質防護と放射線緊急時対応に関する法律」に基づく原子力

安全規制を実施するために原子力安全の専門機関として 1990 年に発足した。原子力安全に

関連する KINS の主な役割は、原子力安全規制に関する規制評価、査察、研究開発及び技

術支援などである1)。なお、KINAC は、安全保障、核物質の輸出入、原子力施設及び核物

質に関連する防護及び研究開発を行う機関である2)。 

以下に KINS のウェブサイト3)における記述を基に KINS の概要を記載する。 

 

(1) KINS の目的 

KINS は、原子力規制に関する専門機関であり、公衆及び環境を放射線による有害な影

響から保護することを目的とする。KINS にとっての最重要事項は、原子力安全と放射線防

護が損なわれないことである。 

 

(2) KINS の任務 

KINS は原子力発電所のために選定されたサイトの適合性、原子力発電所の設計、建設、

運転の安全性、さらには環境影響について包括的に評価する。また、KINS は原子力発電所

に関する許可を取得した者の設計、建設及び試運転に関する活動を評価する。また、KINS

は国際原子力機関（IAEA）や国際的な安全基準に整合した安全基準、ガイドラインと要件

を開発、適用する。さらに、KINS は検査放射性同位元素及び放射線発生装置の使用の許可

をレビューすること、放射性物質のパッケージと輸送を査察すること、安全研究開発を実

施すること、許可発給の審査を管理すること、放射線モニタリングと緊急時への準備と対
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応、原子力関連の事故、テロリズム、近隣諸国の核実験への即時対応に責任を持つ。KINS

の任務を表 3.12-1 に整理する。 

 

表 3.12-1 KINS の任務 

任務 概要 

原子力安全規制 ・商用原子力発電所、核燃料サイクル施設、研究炉を含む原子力施設

のレビューと査察 

放射線防護規制 ・放射性物質の工業利用のレビューと査察 

・放射性物質や廃棄物の輸送、保管、処分のレビューと査察 

・環境放射線被曝の安全性評価 

緊急時への準備と

対応 

・原子力関連の事故、テロリズムへの対応 

・全国の環境放射線モニタリング 

・近隣諸国の核実験のモニタリング 

安全研究開発 ・規制基準及び要件の開発 

・原子力安全政策及び文化の開発 

・規制能力の養成のための教育とトレーニング 

国際協力と公衆コ

ミュニケーション 

・多国間及び 2 国間の情報交換 

・安全文化と国民の信頼の促進 

 

(3) KINS による規制研究の考え方 

KINS は、規制対象となる原子力発電所及びその他の施設の安全性、効率性と有効性を高

めるために、原子力安全、放射線安全及び安全基準に関する規制研究を実施しているとし

ており、また、自身の経験と以下の研究の結果に基づいて、継続中及び潜在的な安全性の

問題を解決するための規制活動について提言を行うとしている。KINS による規制研究支援

の戦略を表 3.12-2 に記載する。 
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表 3.12-2 KINS による規制研究の考え方 

戦略的到達点 ・専門家の能力を高め、高度なレベルに到達すること。 

戦略的タスク ・安全基準と規制関連技術を高度なレベルに前進させること。 

・専門家の能力を組織の資本とすること。 

・規制関連技術において世界的リーダシップを確立すること。 

 

(4) KINS による規制支援研究 

 KINS による規制研究支援は以下の分野に分けることができる。 

・原子力安全研究 

・放射線安全研究 

・安全基準開発のための研究 

 

 このうち、放射性廃棄物の処分に関わるものは、放射線安全研究、安全基準開発のため

の研究であり、表 3.12-3 の項目について研究を実施している。この中でも特に放射性廃棄

物の処分に関連が深い項目は、放射線防護及び環境に関する規制の検証のための先進技術

の開発及び放射性廃棄物の規制のための中核的な技術の開発である。 
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表 3.12-3 KINS による放射性廃棄物処分に関係する規制研究支援項目 

分野 分類 項目 

放 射 線 安

全研究 

放射線及び放射性廃棄

物に関する規制関連技

術の開発 

・放射線防護及び環境に関する規制の検証のための

先進技術の開発 

・医療及び工業目的の放射線利用に関する規制のた

めの先進技術の開発 

・現在存在する被ばくの潜在的リスク評価技術の開

発 

・放射性廃棄物の規制のための中核的な技術の開発

緊急時への準備のため

の研究 

・原子力緊急事態への対応と緊急時の環境放射線モ

ニタリング技術の最適化 

安 全 基 準

開 発 の た

めの研究 

研究結果と規制活動に

より得られた経験に基

づいた技術基準の開発 

・原子力安全基準の包括的計画の確立と実施 

・原子力安全及び放射線安全に関する規制基準とガ

イドラインの開発 

国際的な安全要件への

整合とレビュー 

・IAEA の安全要件に整合した国内規制アプローチ

の準備 

・福島事故からの学習事項を踏まえた、事故前、事

故後の規制要件の状態に関する国際的、網羅的な

研究 
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3.12 の参考文献（韓国）

 
1) NSSC ウェブサイト, http://www.nssc.go.kr/nssc/nsscinfo/introduction/purpose.jsp 

2) 韓国原子力統制技術院（KINAC）ウェブサイト, 
http://www.kinac.re.kr:8181/intro/history.do 

3) KINS ウェブサイト, http://www.kins.re.kr/en/ 
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3.13 規制機関、規制研究支援機関等の参加する国際共同プロジェクト 

ここでは、規制機関や規制研究支援機関が参加する、国際共同プロジェクトについて、

以下の 2 つを取り上げ、その目標、参加機関、実施概要等について報告する。 

 

 SITEX（Sustainable network of Independent Technical EXpertise for radioactive 

waste Disposal） 

 DECOVALEX（DEvelopment of COupled models and their VALidation against 

EXperiments） 

 

3.13.1 SITEX1) 

SITEX（Sustainable network of Independent Technical EXpertise for radioactive 

waste Disposal）は、事業者から独立し独自の技術や分析ツールを有し、事業者の研究活動

と強調した独自の研究計画を実施可能な、技術安全の専門家で構成される持続可能なネッ

トワークを設立するために必要な条件を確立することを企図していたプロジェクトである。

SITEX は、EU の第 7 次枠組み計画において、2012 年から 2 年間実施されたもので、第 7

次枠組み計画の後継である Horizon2020 においては、SITEX II が 2015 年から開始されて

いる。 

 

(1) 参加機関 

SITEX は、SITEX の活動計画を効率的に実施するために、規制機関、技術安全機関（TSO）

やステークホルダーの参加に関する経験を有す 15 の組織で構成されている。規制機関や

TSO としては、以下の機関（国）などが含まれている。 

 原子力安全機関（ASN）（フランス） 

 放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）（フランス） 

 施設・原子炉安全協会（GRS）（ドイツ） 

 カナダ原子力安全委員会（CNSC）（カナダ） 

 連邦原子力安全検査局（ENSI）（スイス） 

 放射線安全機関（SSM）（スウェーデン） 

 連邦原子力管理庁（FANC）（ベルギー） 

 Bel V（ベルギー） 
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(2) SITEX の背景 

各国の放射性廃棄物処分実施主体等は、EU の廃棄物指令（2011 年）や IAEA 等の安全

基準に従い、地層処分概念の進展を支援する技術的及び組織面での議論を提示する地層処

分場のセーフティケースを策定している。セーフティケースの策定に従い、意思決定の枠

組みにおいて規制機関がセーフティケースのレビューを実施する必要がある。実施主体に

よって策定された科学・技術的な課題の評価では、規制機関が発行した安全要件の順守を

確認するために評価側の特定の技術が必要となる。このような観点から地層処分の規制上

のレビュープロセスに関する活動を国際的に進展させ、調整させる必要が認識されてきた。

このため、国際レベル、欧州レベルにおいて、多くのイニシアティブやプロジェクトが立

ち上げられている。この例としては、欧州原子力安全規制者グループ（ENSREG）、西欧原

子力規制当局連合（WENRA）、経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）の規制者

フォーラム（RF）、国際原子力機関（IAEA）の地層処分の安全性の実証に関わる国際プロ

ジェクト（GEOSAF）などが挙げられる。 

SITEX は、EU の第 7 次枠組み計画内のプロジェクトとして、地層処分の安全性に関し

てセーフティケースの科学的なレビューのための国家レベルで専門家機能（図 3.1-12）を

特徴付けするために上述のイニシアティブを補完する目的で 2012 年に設置された。 

 

図 3.13-1 専門家機能とその相互関係 1) 

 



 

3-133 
 

(3) SITEX の目的 

SITEX は、欧州の枠組み内での以下を目的とした持続可能な専門家機能のネットワーク

確立を通じて策定されるべき効率的な手段を明らかにすることを目指している。 

 

 規制機関、技術安全機関（TSO）や廃棄物管理機関の間で次のことについての相互理

解を可能とすること 

 意思決定プロセスのホールドポイントでの規制上の要求 

 廃棄物管理機関によって実施された科学技術要素が如何に要求を順守してい

るか 

その観点において、既存の規制ガイドの明確化や新たなガイドの策定の必要性について

取り組む。専門機能の役割や改善の必要性についても議論する。 

 廃棄物管理機関の研究プログラムとの協調、または補完において、セーフティケース

をレビューし廃棄物管理機関が示す科学的な議論を評価するための独立した能力開発

を確実にするための TSO の研究開発計画を定義する。TSO の研究開発計画及び優先順

位については、安全性と不必要な重複を避けるための技術的な重要な点の相互理解を

醸成するため、放射性廃棄物の地層処分の実施に向けた技術プラットフォーム

（IGD-TP）との緊密な協力及び廃棄物管理機関との共同研究を模索することで対応す

る。 

 技術的なレビューに責任を有す専門家の能力形成や廃棄物処分の安全と放射線防護に

関する知識の継承を確実にする。技術的なレビュー活動を調和させるためのガイドの

策定及び専門性に関する文化や実践を広めるために特化した訓練等の必要性について

議論を行う。 

 単にコミュニケーションや情報の提供を目的としたものよりも包括的に様々なステー

クホルダーと、必要に応じ専門的なアプローチを共有する。過去の活動の整理や技術

的なレビュープロセスにおけるステークホルダーの意義を議論する。 

 

(4) SITEX の実施体制 

SITEX は、6 つの作業パッケージに分かれ活動されていた（図 3.1-13）。 
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図 3.13-2 SITEX の実施体制 1) 

以下に各作業パッケージの概要を示す。 

○作業パッケージ 1：プロジェクトマネジメント 

 作業パッケージ 1 の一般的な目的は、契約や財務上の課題、プロジェクト管理ツールや

欧州委員会への報告の管理を行うための効率的な調整や管理活動を実施することである。

この作業パッケージは、プロジェクトの質や結果の適時の提供、及び全体的な内部の一貫

性を確保するための主要なツールである。 

 

○作業パッケージ 2：規制上の要求及び必要性 

実施主体による安全要件の順守のためには、規制上の要求事項の明確化だけでなく、実際

にこれらの要件を如何に満たしうるのか、また、それらの順守を安全性の実証（すなわち

セーフティケース）において如何に示すべきであるか説明する技術ガイドが必要である。

技術ガイドは、レビュー作業の指針として必要でもある。また、適切な意思決定のための



 

3-135 
 

支援を伴う規制機能を提供するため、セーフティケースの要件順守の評価に関連した規制

上のニーズは、明確に示される必要があり、また、専門家機能に対して伝えられる必要が

ある。作業パッケージ 2 の目的は以下の 2 点である。 

 

 技術ガイドの策定及び調和が優先的に必要な分野の同定 

 安全要件の順守の独立した評価実施のために規制機能によって必要とされる専門性

や技術支援の同定 

 

○作業パッケージ 3：TSO の科学技術の進展 

 この作業パッケージの活動は、TSO や正式に指名された機関の最新かつ独立した科学的

能力の開発や維持に関連している。作業パッケージ 3 の目的は、優先順位、廃棄物管理機

関との対話及び技術的ツール、マンパワーや資金確保に関連する手段について、TSO の研

究開発活動を構築するための枠組み形成に資する条件を決定することである。 

 

○作業パッケージ 4：技術レビュー手法及び能力構築 

 作業パッケージ 4 の目的は、加盟国間でレビュー手法を調和させ、可能な限り専門家機

能を一致させるため、将来の共通な技術レビューを策定するための計画を定めることであ

る。専門家機能の調和を図ることは、結果的に、欧州の事業者間でセーフティケースの策

定の調和を推進することにつながる。そのような計画は、廃棄物処分の安全と放射線防護

に関する能力向上及び知識の伝達を向上する共通かつ様式化された訓練等の活動にも対応

するものである。 

 

○作業パッケージ 5：専門的なプロセスにおけるステークホルダー関与の条件 

 作業パッケージ 5 の全体的な目的は、技術的かつ専門的なプロセスにおけるステークホ

ルダー（一般公衆）の関与や様々なステークホルダーと、必要に応じ専門的なアプローチ

を共有するための措置を提案することである。一つの側面としては、建設的で価値のある

関与を確実にするためのステークホルダーの技術的な能力の構築に貢献する将来の専門家

ネットワークの可能性を研究することである。過去の活動の整理や技術的なレビュープロ

セスでのステークホルダーの関与方法の研究が議論される。 
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○作業グループ 6：持続可能な専門家ネットワークの設置のための条件 

 この作業グループの全体的な目的は、廃棄物管理の安全と放射線防護の分野で技術的かつ独立

した専門性を提供する持続可能な能力を確保するための欧州レベルの（おそらく国際的な）ワー

クフォースを設置するための条件や必要な手段を設定することで、他の作業グループの結果を統

合することにある。 

 

3.13.2 DECOVALEX（DEvelopment of COupled models and their VALidation 

against EXperiments）2) 

(1) DECOVALEX の背景・概要 

 放射性廃棄物及び使用済燃料の地層処分システムに関する性能・安全評価の重要な部分

は、機械的な変形、処分場での流体（液体・気体）の動き、及び崩壊熱の蓄積の連成効果

の処分場性能への影響を評価することにある。このような評価のためには、理論的な背景

を強化し、熱‐水‐応力（THM）連成挙動をシミュレート可能なモデルを開発することが

必要であることが早くから認識されていた。近年では、化学挙動が、地圏における熱‐水

‐応力‐化学（THMC）連成挙動の解析を可能とするため追加されてきた。各プロセスを

単独で考慮することでは、放射性廃棄物に対する母岩の挙動について信頼性を持って予測

することができない。このような熱‐水‐応力、または、熱‐水‐応力‐化学連成を考慮

することは、非常に大きな課題である。 

熱‐水‐応力及び熱‐水‐応力‐化学連成挙動に関するモデル開発の課題に対応する必

要性から、1992 年に DECOVALEX が放射性廃棄物関連機関による国際的なプロジェクト

として開始された。参加機関には、実施主体、規制者、関連する研究やモデル開発チーム

が含まれている。以降、DECOVALEX プロジェクトは、4 年のフェーズで運営されてきて

おり、2011 年までに第 5 フェーズまでが終了した。現在は、2012 年から開始された

DECOVALEX-2015 が実施されており、次期フェーズは、2016 年から開始される。 

過去 20 年以上の間に、THM 及び THMC 連成挙動のモデル開発は大幅に進捗したが、プ

ロジェクトの主要な目的は、以下のとおりであり、現在に至るまで変わっていない。 

 地圏における THM 及び THMC 挙動のための数値シミュレータの開発支援 

 THM 及び THMC モデル化のために適したアルゴリズムの調査・実施 

 フィールド及び研究室での実験結果とモデルでの計算を比較 

 コード及びモデル開発の支援のため新たな実験を計画 
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 放射性廃棄物処分場の性能・安全評価に THM 及び THMC モデルの適用を研究 

 

(2) DECOVALEX の構成 

 DECOVALEX プロジェクトは、放射性廃棄物管理実施主体や規制機関で構成されており、

これらの機関が共同でプロジェクトを支援し、プロジェクトで決定した課題について検討

する研究チームへ資金提供を行っている。資金提供を行っている機関の代表により、すべ

てのプロジェクト活動を管理する運営委員会が組織されている（図 3.1-14）。運営委員会は、

運営参加者（Managing Participant）及びプロジェクト事務局により、財務管理やそのほ

かの管理、技術面での支援を受ける。 

 

図 3.13-3 DECOVALEX の組織体制 2) 

 DECOVALEX の資金提供機関は、各フェーズで異なっている。以下に現在行われている

DECOVALEX-2015 の資金提供機関を示す。 

 連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）、ドイツ 

 中国科学院（CAS）、中国 

 エネルギー省（DOE）、米国 

 連邦原子力安全検査局（ENSI）、スイス 

 放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）、フランス 
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 日本原子力研究開発機構（JAEA）、日本 

 韓国原子力研究所（KAERI）、韓国 

 放射性廃棄物管理会社（RWM）、英国 

 原子力規制委員会（NRC）、米国 

 放射性廃棄物処分機関（SURAO）、チェコ 

 ヘルムホルツ環境研究センター（UFZ）、ドイツ 

 

(3) DECOVALEX での典型的なモデル化作業 

1992 年の DECOVALEX プロジェクトの開始時点において、放射性廃棄物処分に重要な

多くのベンチマーク試験（BMT）とテストケース（TC）を研究することが決まり、この戦

略はプロジェクトの期間を通じて踏襲されている。ベンチマーク試験は、個々のプロセス、

または、THM 及び THMC 連成プロセスにおける仮想的な課題を調査するものであり、処

分場性能に対する時間的、空間的に大きなスケールから処分場性能への結果の外挿を解析

するものである（図 3.1-15）。テストケースは、THM 及び THMC プロセスの理解を増進

するために実施・モデル化される実際の研究室及びフィールド実験である。このケースで

は、数的モデル化により、試験結果の解釈及び使用したモデルの試験の双方を支援するこ

とができる。 

 

図 3.13-4 ベンチマーク試験の例 2) 
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(4) DECOVALEX-2015 での実施概要 

DECOVALEX-2015 では、5 つのモデル化のタスクが実施されている。これらのタスク

は、粘土岩及び結晶質岩における人工及び天然バリアシステムに関連した広範な課題に対

応するものである。以下にこれらの 5 つのタスクのうち、規制機関や規制研究支援機関の

参加しているタスクの概要を示す（タスク B2 及び C2 には、規制機関や規制研究支援機関

は参加していない。）。 

 

○タスク A：SEALEX プロジェクト 

放射性廃棄物の地層処分施設における主要な課題は、安全機能及び期待される性能レベ

ルに関して坑道及びシャフトの閉鎖の技術的実現可能性に関連したものである。この課題

については、フランスの IRSN によって、代表的スケールでの原位置試験で、特に長期的

な水力性能を定量化することに注力し調査が行われている。これらの試験は、SEALEX プ

ロジェクト（IRSN が実施している閉鎖システムの長期的性能に関する研究開発プロジェク

ト）の一部であり、タスク A の目的であるテストケースを構成している。 

 原位置試験の一般的なレイアウトは、トーヌミル地下実験施設の粘土層中に掘削された

水平坑道に挿入された、以下のようないくつかのコンポーネントで構成されている（図 

3.1-16）。 

1. 二つの多孔性の板（例、焼結された金属フィルタ、または多孔性セラミクス）で挟

まれたベントナイトコア 

2. 上流側の板は母岩と直接接触し、下流側は一定の体積を維持する制限システム（制

限プラグと呼ばれる）で保持されている。 

3. システムの冠水状態で一時的な換気システムが空隙からの排気を行う。 

4. 母岩と制限プラグ間の水密性は全試験期間中の漏水を防ぐパッカー状の装置により

達成される。 

試験操業段階では、水が注入室にポンプで送り込まれ、徐々に粘土コアを飽和させる。最

初の段階では、粘土コアが膨潤し、システムの内部の空隙を閉鎖し、全体的な透水性を減

少させる。次に、空隙が満たされると、定圧状態のため膨潤圧が発生し、さらに透水性を
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低下させる。 

 

図 3.13-5  SEALEX の原位置試験のレイアウト 2) 

Task A では、以下の 4 段階からなるアプローチが提案されている。 

第 0 段階：様々な研究室での試験から決定される、ベントナイトと砂の混合物の水-

応力挙動及びパラメータのモデル化 

第 1 段階：SEALEX での 10 分の一規模のモックアップの水-応力モデルの開発 

第 2 段階：ベントナイト‐砂のプラグ周囲の母岩の水力挙動のモデル化 

第 3 段階：原位置試験の水-応力のモデル化 

 

Task A に参加している規制機関及び規制研究支援機関には、フランス IRSN、カナダ CNSC

及び米国 NRC がある。 

 

○タスク B1：HE-E ヒーター試験 

 タスク B1 は、ベントナイトと粘土母岩における熱⁻水⁻応力挙動の理解のため活動してい

る。これは以下に基づいて行われている。 
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 スイス、モン・テリ岩盤研究所での原位置加熱実験（HE-D 試験）（母岩のみ） 

 ベントナイトペレットに対する研究室でのカラム試験 

 モン・テリ岩盤研究所での原位置での加熱試験（HE-E 試験）（緩衝材と母岩の統合） 

 

 タスク B1 の目的を以下に示す。 

 初期の非等温の再飽和段階でのベントナイトバリアの THM 挙動及びオパリナス粘土

との THM 相互作用の調査 

 閉鎖後期間の初期における高レベル放射性廃棄物の処分システムの進展の評価。特に、

熱的進展、緩衝材の再飽和、ニアフィールドでの間隙水圧及び緩衝材の膨潤圧の進展

に着目 

 異なるモデルの予測能力の評価。モデルの検証 

 ベントナイトの熱伝導率の原位置での決定とその飽和度への依存性 

 異なるモデル化チームへの共通のパラメータの提案 

 

タスク B1 の実施計画は以下のとおりである（図 3.1-17）。 

第 1a 段階 オパリナス粘土の研究： HE-D 試験、文献調査、プロセス理解及びパラ

メータの決定 

第 1b 段階 緩衝材の研究：カラム試験、文献調査、プロセス理解及びパラメータの

決定 

第 2 段階 施行完了時の特徴及び実際の負荷を用いた HE-E 予測モデルの作成 

第 3 段階 観測データに基づく、HE-E 説明モデルの作成 

 

 

図 3.13-6 タスク B1 の作業スケジュール 2) 

 タスク B1 に参加している本調査の調査対象国における規制機関及び規制研究支援機関

には、以下が含まれている。 
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 フランス、IRSN 

 スイス、ENSI 

 カナダ、CNSC 

 米国、NRC 

 

○タスク C1：単一亀裂での THMC プロセス 

割れ目のある岩盤での THMC 連成プロセスは、地層処分施設の設計や性能に大きな影響

を持つ可能性がある、非常に複雑な研究分野である。タスク C1 の目的は以下のとおりであ

る。 

 ノバキュライト及び花崗岩の人工的な単一亀裂におけるTHMC連成反応の結果を調査

し数値モデル化する 

 実験データ及び上記のモデル化作業の結果を用い、割れ目のある岩盤における THMC

連成プロセスのロバストなプロセスモデルを研究、開発及び試験する 

 

ノバキュライト及び花崗岩でそれぞれ、長軸方向に人工的な亀裂を導入した小さな円筒形

のサンプル（ノバキュライトの場合：~50mm×~90mm、花崗岩の場合：~30mm×~60mm）

を用いて実験系を構築している。サンプルは、試験セルに入れ、セルを通じて機械的な負

荷を適用し、また、サンプルを通じての脱イオン水の流れが異なる速度及び圧力で維持さ

れた。さらに、装置全体が過熱可能となっていた。異なる実験条件を適用した場合の流速、

差圧及び廃液の地質化学的な時系列データが収集された。これにより、地質化学、機械的

及び水力学的なサンプルの進展の重要な側面を異なる環境条件下で観察することを可能と

していた。 

さらに、ノバキュライトについて、開口部の分布がどのように変化したか調べるために、

実験開始前に両方の亀裂表面をレーザー表面測定法により、水平方向の解像度が 0.05mm

でスキャンを行った。実験後の開口部については、金属注入及び X 線 CT によってデータ

を収集した。花崗岩については、直接的な割れ目や開口部のデータ収集は行わず、エネル

ギー分散型 X 線分析を伴う走査型電子顕微鏡による亀裂表面の実験後の画像が、鉱物の沈

着動態を調べるために取得された。 
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図 3.13-7 ノバキュライト実験の実験装置 2) 

現行の計画では、タスク C1 は 7 段階の作業段階に基づき実施された。この計画は、より

単純な地質化学的特徴を有し、より包括的な亀裂形状データが得られるノバキュライトで

の実験をまず行うことが、より自然であることに基づいている。また、ノバキュライトの

データを理解することで、より複雑な花崗岩での実験に資することを期待している。以下

に 7 段階の実施概要を示す。 

第 0 段階：ノバキュライト、初期段階の基本的なベンチマークとモデル化 

第 1 段階：ノバキュライト、等温で行う実験のみを含むより完全なモデル化 

第 2 段階：ノバキュライト、実験全体の完全なモデル化 

第 3 段階：花崗岩、初期段階の基本的なベンチマークとモデル化 

第 4 段階：花崗岩、等温で行う実験のみを含むより完全なモデル化 

第 5 段階：非等温のモデル化 

第 6 段階：適用（オプション）、発熱する処分キャニスタに近接する割れ目のモック

アップを用いたモデルの長期比較 

 

このタスク C1 には、本調査の対象国の規制機関及び規制研究支援機関では、米国の原子

力規制委員会（NRC）が参加している。  
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